
別添１

内閣官房（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案）

区分 分野 団体名 支障事例

157 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

その他 許認可事務にお
ける法人登記簿
謄本（登記事項
証明書）の省略

法律や施行規則で法人登記簿
謄本（登記事項証明書）の添付
が求められているものについて
は、申請を受ける自治体側が内
容を確認できれば、法人登記簿
謄本（登記事項証明書）の添付
を不要とし、内容確認の手段とし
て自治体が登記情報提供サービ
スを利用する際には、登記手数
料及び協会手数料の支払いに
係る義務付けの廃止を求める。

法人である事業者が許認可等の申請を行う場合、法令の規定により、添付書
類として法人登記簿謄本（登記事項証明書）が必要となることが多く、複数の
申請を行う事業者にとって、申請の度に法人登記簿謄本（登記事項証明書）
を準備することは時間的、コスト的に負担となっている。
平成30年の提案募集において、「登記情報提供サービスを地方公共団体の
職員が職務上利用する場合の登記手数料及び協会手数料の支払いに係る
義務付けの廃止を求める。」との提案がなされ、対応方針の記載内容は、「官
公署から管轄登記所に法令に基づく登記情報の提供依頼があった場合に、
オンラインでこれを無償提供することを可能とし、2020年度から運用を開始す
る。」とされている。ただし、対象となる法律が不動産登記法とされているた
め、法人登記簿謄本（登記事項証明書）について同様の対応はなされないも
のと思われる。

法人である事業者にとって、許認可等の申請毎の法人登記簿謄
本（登記事項証明書）の提出が不要になれば、時間的にもコスト的
にも負担の軽減に繋がり、行政手続の簡素化の観点から有意義
である。

また、内閣府が進める各省庁のデジタルガバメント中長期計画
（ex.法務省）において、法人登記情報の連携が国の行政機関間で
なされる見通し。
当該情報連携の対象を、地方自治体にまで広げることで、地方の
電子化の推進を図り、事業者のさらなる時間的・コスト的負担の軽
減に繋がることから、より一層の効果が期待でき、国の施策にも合
致するものである。

情報通信技術を活用し
た行政の推進等に関す
る法律

電気通信回線による登
記情報の提供に関する
法律

内閣官房、総務
省、法務省

大阪府、滋賀
県、兵庫県、
神戸市、和歌
山県、徳島
県、関西広域
連合

埼玉県、新潟
市、愛知県、島
根県、福岡県

○公益法人・移行法人の届け出において法人の登記事項証明書の取得・提出の失念があり、取得し提出しなおしていただいた例があ
る。

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞
管理
番号

団体名 回答欄（各府省）
所管部署・

担当者連絡先

提案区分
その他

(特記事項)
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例
制度改正による効果

（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効率化等）
根拠法令等

制度の所管
・関係府省



別添１

内閣府（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案）

区分 分野 団体名 支障事例

1 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

医療・福祉 自営業者の子ど
もに係る保育認
定基準の明確
化等

子ども・子育て支援法における未
就学児の認定区分について、自
営業（特に農家）の子どもの認定
に際しての全国（特に農家等の
自営業者が多い地域）の事例周
知、自営業の場合のモデルケー
スの周知等を求める。

当村は、自営業（農家）の方が多く、保育の必要量の認定に際し、就労により
「家庭において必要な保育を受けることが困難であるもの」として保育認定を
行う判断に苦慮している。当村としても、不公平感のないよう留意しつつ認定
作業を行っているが、農家の作業時期や就労環境によっては、自宅に保護者
がいる場合もあり、他の保護者から、保育所に通わせるのはおかしいので
は、といった問合せが寄せられることがある。

全国の各自治体の認定の際の事例や、一種の参考基準が示され
ることで、当村内の保護者に対しても明確に説明を行うことがで
き、不公平感を解消することができる。

子ども・子育て支援法 内閣府、厚生労
働省

新篠津村 南あわじ市、徳
島市、松山市、
八幡浜市

○当市は、農村部に季節保育所（認可外保育施設）を整備して農繁期の保育需要に対応しているため、農業者の保育認定に関する問題
は顕在化していないが、今後認可外保育施設が無償化の対象となるにあたり、同様の問題が生じる可能性がある。保育認定に際し、保
護者の就労状況を証明する書類として、「保育の必要性の認定の際に用いる就労証明書の標準的様式」（平成29年８月８日府子本第559
号・子保発0808第１号）により被雇用者・自営業者共通の標準様式をお示しいただいているところであるが、特に就労する曜日・時間が不
規則な農林水産業者には記載内容がそぐわないため、様式を活用しにくく、認定の際の書類審査に苦慮する部分もある。自営業の参考
基準を検討いただいた際には、自営業用の就労証明書様式をお示しいただけるなどの技術的支援を願いたい。
○繁忙期と閑散期のある自営業（農業）の認定及び自宅での自営業の認定について、他の就労認定との間に不公平感が生まれないよう
苦慮している。
○当市では、認定作業及び入所選考作業について、自営業や在宅勤務の場合と、会社勤務や居宅外労働の場合で差異を設けていな
い。国は、平成29年12月28日付け事務連絡で、居宅内での労働か、居宅外での労働かという点のみをもって一律に点数に差異を設ける
ことは望ましくなく、個々の保護者の就労状況を十分に把握した上で判断すべきである、また、自営業等の方について、会社勤務等の方と
比べて過度の負担を負うことがないよう努めることとされている。現時点では、自営業等に対する問合せはない状況であるが、個々の保
護者の就労状況を十分に把握するのは困難であり、一定の基準を設けることにより、公平性が一定担保できると考える。
○当市も同じく自営業（柑橘農家等）が多く一定時期に作業が集中することから、年間を通しての認定に、他の保護者との公平性に欠け
ているのでは、(当市は農繁期保育期間あり）との声がある。自営業に対して（農家以外も）の参考基準（保育必要量、産後の扱い等）が示
されれば、入所申し込み段階で説明ができる。
○自営や農家については、就労状況を第３者が証明できないため当市においては本人の申告に基づいて認定している。国から参考基準
が示されることで、不公平感を解消することができると思われる。
○就労形態の多様化に伴い、特に自営業についての解釈は当市においても困難である。
具体的にはインターネットでの動画配信による広告収入を得るために、撮影等を行っている場合に、撮影時間やそのための準備期間等
についても就労時間であるものと解釈しているが、その時間に賃金は発生していない場合など。地域の実情に応じて判断することが求め
られている一方で、参考基準や国・都において市町村からのQAを蓄積したうえで公開する等が可能であれば、他自治体の解釈等を踏ま
え実務に反映することができるものと考える。
○農家に限らず、自営業の就労認定（時間・日数等）については、就労証明を自身（または近親者）が行うことから、内容について疑義の
あるケースが見受けられる。しかし、スケジュールや閑散期等により、保護者が自宅にいる場合の保育については、自営業に限った問題
ではない。個別判断ではなく、月就労時間等の全体で判断すべきものと考える。

23 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

医療・福祉 特定地域型保
育事業の確認
の効力の拡大
について

特定教育・保育施設の確認と同
様に、特定地域型保育事業の確
認の効力が全国に及ぶよう制度
の改正を求める。

本市及びその周辺の市町村においては、各市町村の区域を越えた通勤等が
一般的であり、それに伴って地域型保育事業についても、居住する市町村の
区域外での利用が一般的に行われている。
現行では、地域型保育事業の確認の効力が確認を行う市町村の区域に限定
されていることから、広域的な利用を行う場合には、他自治体との同意を得る
必要がある。そのため、本市で事業所内保育を実施している事業所に、本市
以外に居住している従業員で事業所内保育を利用している人が複数人いた
場合、当該事業者がその従業員が居住している全ての自治体に確認申請を
行う。それを受け各自治体が当該事業者が所在する市町村から確認につい
て同意を得て、当該事業者を確認する必要がある。これら事務は、事業者に
とっても自治体職員にとっても大きな負担となっている。
また、事業所内保育事業については事務負担を考慮され通知により簡便な
方法も示されているが、他自治体とのやり取りなどの事務が煩雑である。通
知による簡便な方法を実施したとしても、各市町村と調整の上、同意を不要と
する旨の協定書を作成し、確認申請書類を各市町村へ送付する事務等が発
生し、市町村間での調整業務（協定書の内容についての確認、修正等）が大
きな事務負担となっている。
あわせて、事業所内保育事業だけでなく、利用調整により本市の児童が他市
の小規模保育事業を利用する事例もあり、同様の事象が発生している。ま
た、本市の児童が他市の施設を利用する際、その他市の施設が地域型保育
事業に該当する施設なのか、その市と同意を不要とする旨の協定書を作成し
ているかをその都度確認する必要があり大きな事務負担となっている。

特定教育・保育施設に係る確認事務と同様に、全国で確認の効力
が及ぶことで、職員の事務負担を軽減するとともに、利用者が利
用しやすい地域型保育事業をめざす。
なお、広域利用の場合は、他市町村に利用調整を依頼することに
なるため、住民が利用している施設は容易に把握でき、給付を支
払う場合には、必ず事業者または市町村から請求があるため、支
給漏れ等が起こることはないため、特定地域型保育事業者の確認
の効力を全国に及ぶこととしたとしても、制度上新たな支障は生じ
ないものと考える。

子ども・子育て支援法31
条・43条、子ども・子育て
支援法に基づく支給認
定等並びに特定教育・
保育施設及び特定地域
型保育事業者の確認に
係る留意事項について、
子ども・子育て支援新制
度における事業所内保
育事業所の運用上の取
り扱いについて

内閣府、厚生労
働省

豊中市 川崎市、豊田
市、大阪府、大
阪市、池田市、
吹田市、高槻
市、富田林市、
米子市、広島
市、松山市、熊
本市

○当市及びその周辺の市町では、各市町の区域を越えた通勤等が一般的であり、それに伴って地域型保育事業についても、居住する市
町の区域外での利用が一般的に行われている。現行では、地域型保育事業の確認の効力が確認を行う市町村の区域に限定されている
ことから、広域的な利用を行う場合には、他自治体との同意を得る必要がある。当市は事業者の事務負担の軽減が議会質問等様々な機
会を通じ、要望されており、通知による簡便な方法を実施しているが、各市町と調整の上、同意を不要とする旨の同意書を作成し、確認申
請書類を各市町と受送付する事務等が発生し、市町間での調整業務（協定書の内容についての確認、修正等）が事務負担となっている。
先般、子ども・子育て支援法の改正があり、「特定子ども・子育て支援施設等の確認」が追加されたが、これに関して他自治体の同意の必
要性が無く理解に苦しんでいる。
○広域利用の場合、少人数の児童のためでも、施設要件を確認する手続きが必要になるため、園に対する事務負担は増大する。
○当市において、現在まで、地域型保育事業の広域利用はないものの、発生した場合の事務負担に鑑み必要と考える。
○広域利用の場合は、他市町村に利用調整を依頼することになるため、住民が利用している施設は容易に把握でき、給付を支払う場合
には、必ず事業者または市町村から請求があるため、支給漏れ等が起こることはないため、特定地域型保育事業者の確認の効力を全国
に及ぶこととしたとしても、制度上新たな支障は生じないものと考える。
○事業所内保育事業について、同意を不要とする旨の同意書を作成し、確認申請書類を各市町村へ送付する事務等が発生し、市町村
間での調整業務（協定書の内容についての確認、修正等）が煩雑である。
○地域型保育事業に係る確認については、いわゆる「みなし確認」等により手続きが簡略化されているものの、当市においても一定数の
件数が発生しており、また事業所への説明や書類提出を促す作業量も含めた場合には事務負担の増加につながっている。特定教育保
育施設と特定地域型保育事業における確認の性質が異なることは理解しているが、確認の効力が全国に及ぶこととなった場合には事務
の効率化に寄与するものと考える。
○特定教育・保育施設と特定地域型保育事業で確認の効力の範囲に差を設ける必要性があると感じたことがなく、事務負担の軽減の観
点から見直しをお願いしたい。
○当市においても広域的な利用を行う場合、同意書を取得しており、事務負担となっている。

所管部署・
担当者連絡先

提案区分
その他

(特記事項)
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例
制度改正による効果

（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効率化等）
根拠法令等

制度の所管
・関係府省

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞
管理
番号

団体名 回答欄（各府省）

8 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

医療・福祉 医療的ケア児に
対する訪問看護
の適用範囲の
拡大

健康保険法の訪問看護の適用
範囲について、必要に応じて「居
宅」以外の保育所や学校等を訪
問先として認める。

医療的ケア児の受け入れに関する相談は、年々増加しているが、看護師を配
置し、かつ医療的ケアに対応できる施設は少ない。
当市の保育所等では、主治医の「保育所等での集団生活が可能」の判断が
あれば、受け入れ可能である。しかし看護師配置等の条件に対応することが
困難な状況から、保護者が付き添い、医療的ケアを行っているケースがあり、
保護者の負担が大きい。
医療的ケア児の保護者が就労を希望しても、医療的ケアがあるため保育所
等に預けることが難しく、職場復帰できない等、保護者の就労に影響があると
ころ、保育所等での医療的ケアに対する訪問看護の利用については、健康保
険法上、訪問先が「居宅」に限定されていることから、実質的にその利用が制
限されている。

医療的ケア児の受入が促進され、多様な需要に対応できる。
医療的ケア児の保護者の負担を軽減し、働きやすくすることができ
る。

健康保険法第63条、第
88条

内閣府、文部科
学省、厚生労働
省

富山市 足利市、船橋
市、横浜市、相
模原市、加賀
市、須坂市、豊
橋市、豊田市、
京都市、南あわ
じ市、鳥取県、
米子市、山陽小
野田市、八幡浜
市、佐世保市、
大分県、宮崎
県、宮崎市

○医療的ケア児の居宅における看護は、訪問看護の看護師によるケアが定着しており、医療的ケア児の保護者との信頼関係が構築でき
ている場合も多い。また、医療的ケア児の状態もさまざまであることから、居宅、保育所等の場所に関係なく、状況を把握した看護師を派
遣できる制度への改正が必要である。
○当市でも看護師が確保できず、酸素吸入が必要な医療的ケア児の保育園での受入れを断念した経過があることから、保育園への訪問
看護が適用されれば医療的ケア児の受入れを広げることが可能となり、児童の集団保育の機会確保に資すると考える。
○当市でも医療的ケア児が保育所入所が出来なかった事例がある。医療的ケア児を担当することになる保育士の不安はかなり大きい。
また、看護職の確保も難しい状況であるため、どのくらい保育士や保護者の不安が軽減されるか分からないが、訪問看護ステーションの
看護師による訪問看護が保育所で受けられるようになると医療的ケア児の集団参加の機会の確保ができると思われる。
○現在、医療的ケアに当たる保育所常勤の看護師が不在時の対応として、保育所への訪問看護を実施しているが、健康保険法上、保育
所での訪問看護が認められていないため、市の単独事業により、全額市が費用負担をして訪問看護の利用をしている。健康保険法にお
ける訪問看護の適用範囲を拡大し、保育所での訪問看護を可能とすべきである。
○当市においては、提案団体同様の課題に対して、障害福祉部門において、「施設」在籍児童を対象に訪問看護師派遣事業を実施して
おり、全額公費負担している。保育対策総合支援事業費補助金の対象ではあるが、健康保険対象でないため、事業費の負担が大きく、
予算確保に困難がある。保険対象となれば、支援対象の医療的ケア児数を拡大することができる。
○当市においても、医療的ケア児に対する看護師を配置している施設はなく、保護者が付き添うケースが見られ、保護者の負担が大き
い。保険適用の範囲が拡大されれば、訪問看護を施設で利用することもでき、医療的ケア児の受入施設数も増えると考えられる。
○当市においても医療的ケアを必要とする入園ニーズは高まっているが、園に常駐する看護師は不足しており、早朝・延長の対応も課題
となっている。そのため、園への訪問看護は必要と考える。
○医療的ケア児に対応できる施設は、当県でも少ない状況にあり、訪問看護ステーションの適用範囲の拡大は、医療的ケア児の受入促
進につながるものと思料される。
○支障事例:本来なら酸素吸入が必要な児であるが、園ではなんとか酸素なしで過ごしている。そのため児は活動を制限をしたり、保育士
も体調に十分に配慮しながら園生活を送っているが、万が一の事態について保育士は常に不安を伴っている。また嚥下障がいで鼻腔か
らチューブで栄養摂取している児は毎回保護者が来園して対応しており、保護者の負担が大きい。
地域課題:医療的ケア児におけるニーズの把握
制度改正の必要性等:医療的ケア児に対して、保育・教育の機会を保証するために、訪問看護の訪問先について「保育所等」も対象とする
必要がある。
○現在、医療的ケア児の受入れがない状況であるが、提案の改正が行われれば、保育所等での受入れ促進が期待される。それにより、
医療的ケア児の選択肢や保護者の就労機会の拡大につながるため、所要の改正が必要である。
○当市では、18歳以上の対象者も含め、医療的ケア児・者等として運用している。その中で、医療的ケア児・者等の在宅生活を支援するう
えで、訪問看護の適用範囲の拡大を実施する必要があると考えている。
○児童発達支援や放課後等デイサービスでは、看護師を配置することに対する加算制度があるが、看護師の確保が難しいだけでなく医
療行為に対する責任やリスクなどから、多くの事業所で配置が進んでいない状況である。訪問看護先に保育所や学校のほか、障害児通
所支援事業所を認めることで、医療的ケア児とその保護者が望む地域・事業所において主治医の指示書のもと、日頃から医療行為を
行っている看護師による医療的ケアを受けることが可能となる。
○訪問看護が居宅に限られており、保育所等への訪問ができないことにより、近隣の医院に医療的ケアの必要な児童をつれて行き、処
置をしている。
○当県医ケア協議会において、保育所等での医療的ケアのニーズに対応するため訪問看護師の活用について、意見が出されている。
○訪問看護サービスを自宅で利用する場合は、医療保険が適用されるが、保育所等で利用する場合は適用されず、保護者の負担に繋
がっている。（全額自費での対応となっている。）
○提案市が具体的な支障事例として指摘している問題点は、当県においてもそのまま当てはまる。現状、保護者の要望等に応じ、その
時々に関係機関で体制を含めた調整をしており体制の継続ができていない。（現状は、保護者が保育所・幼稚園にて医療的ケアを行って
いる。）なお、当該自治体が予算を組み保育・教育機関で訪問看護ステーションからの訪問看護を利用する事業を検討中の事例あり。
○提案自治体と同様の状況であり、対応に苦慮している。人材が不足する中、看護師の配置も現実的に困難であるため、訪問看護の仕
組みや制度の活用を検討していただきたい。
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26 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

その他 審査請求を全部
認容する場合に
おける地方自治
法に基づく議会
への諮問手続
の廃止

地方自治法第206条第２項、第
229条第２項、第231条の３第７
項、第238条の７第２項、第243条
の２第11項及び第244条の４第２
項の各規定に、改正行政不服審
査法で規定された第三者機関へ
の諮問が省略できる旨の規定に
倣って、議会への諮問の例外と
して、「審査請求が不適法であ
り、却下する場合」に加え、「申請
に対する処分に関する審査請求
を全部認容する場合」を追加す
る。

本市において、公立保育所の保育料決定処分の取消しを求める審査請求が
提出され、行政不服審査法に基づき審理員を指名して審理手続を行い、その
結果として、当該審査請求を認容し、原処分を取り消すという内容の審理員
意見書が提出された。
改正行政不服審査法では、処分に関する審査請求を全部認容する場合は、
行政不服審査会等への諮問を省略できる旨の規定となっているが、地方自
治法に基づき議会への諮問を要する審査請求については、行政不服審査法
の当該規定が適用されない。
したがって、本市では、議会において、諮問の日から20日以内に委員会での
審査及び本会議での意見の表決を行い、さらにその議決結果を受けて、審査
庁で裁決を行っているところだが、本件のように審査請求を全部認容する場
合は、審査請求人の権利利益の救済が完全に図られるため、議会手続に要
する時間、経費、労力等に比べ、議会への諮問を行う意義が乏しい。また、審
査請求人は、早期に裁決を得たくても、議会手続の終了を待たなければなら
ない。
加えて、保育料に限って言えば、子ども・子育て支援法の施行により公立と私
立の保育料で法的性質が異なる仕組みとなることから、本件が仮に私立保育
所の保育料の審査請求であった場合は、行政不服審査法の規定に基づき行
政不服審査会等への諮問を省略でき、救済手続に相違が生じることは、保育
所の利用者にとって理解しづらく、また、制度上不均衡が生じている。

審査請求人は早期に裁決を得ることができ、早期の権利利益の救
済が図られる。
また、保育料決定処分に係る審査請求に限って言えば、公立・私
立の保育所の違いによって審査請求人が裁決を得る時期の不均
衡が解消される。

・地方自治法第206条第
２項、第229条第２項、第
231条の３第７項、第238
条の７第２項、第243条
の２第11項、第244条の
４第２項
・行政不服審査法第43
条

内閣府、総務省 下関市 新潟市、神戸
市、高松市、宮
崎市

○当市においては、地方自治法の規定により議会への諮問が要求される審査請求については、先般の改正により却下案件のみ議会へ
の事後報告で足りるとされたところではあるが、これに該当しない場合は、裁決の結論（認容裁決）や、審査請求人の希望の有無を問わ
ず、全て議会に諮問することとなる。議会においては、原則公開の場で審査され、近年はインターネットによる中継が行われるなど公にさ
れる機会が増えている中、たとえ個人情報は伏せた形であったとしても、事案の概要については知られることとなるため、審査請求をしよ
うとする者が萎縮してしまうこととなる。

27 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

その他 自転車の撤去・
保管に係る費用
の徴収・収納事
務の私人委託

市町村が「自転車の安全利用の
促進及び自転車等の駐車対策
の総合的推進に関する法律」を
根拠として行う自転車の撤去及
び保管に係る費用の徴収・収納
事務について、私人に委託する
ことができることを明確化するこ
と、又は、私人に同事務を委託
することができるよう同法に規定
を設けること。

当市では自転車の撤去及び保管により生じた費用を「自転車の安全利用の
促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律」を根拠として徴
収・収納している。
当該費用については、地方自治法施行令第158条第１項第２号に規定されて
いる「手数料」に該当するか否かが不明確であり、同条に基づいて私人に徴
収・収納の事務を委託することができない。
このため、自転車の保管・返還業務を私人に委託しているにも関わらず、徴
収・収納事務のみ市職員が実施しなければならず、非効率である。

自転車の撤去及び保管に係る費用の徴収・収納事務を私人に委
託することができることにより、自転車の保管・返還業務とともに徴
収・収納業務も私人が実施可能となり、効率的な業務委託を実現
できる。

・自転車の安全利用の
促進及び自転車等の駐
車対策の総合的推進に
関する法律
・地方自治法第243条
・地方自治法施行令第
158条

内閣府、総務省 京都市 新潟市、熊本市 ○当市でも自転車の保管・返還業務を私人に委託しているにも関わらず、徴収・収納事務は市職員が実施している。そのため、今の体制
は非効率であると考える。
○当市では撤去・保管に係る費用の徴収・収納事務は直営で行っている。提案のように徴収・収納業務も私人が実施可能となれば、当市
でも効率的な業務委託を実現できると考える。

30 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

医療・福祉 認定こども園施
設整備交付金
等のスケジュー
ルの早期化

認定こども園施設整備交付金及
び保育所等施設整備交付金の
交付決定及び資金交付を早期化
すること。

認定こども園施設整備交付金は文科省、保育所等施設整備交付金は厚労省
から保育所等の整備に係る費用の一部を補助するが、国からの資金交付が
年度末であるため、当該費用について事業者が立替え払いする必要がある。
施設整備等に係る経費は事業者にとって負担が大きく、立替え払いは資金繰
りの負担となっている。このことが事業参入や事業拡大の障壁となり、創設や
増築等必要な施設整備が進まない原因となっている。
また、両省は範例を理由に内示後に事業着手して良いこととしているが、整
備事業を年度繰越する際、内示後から交付決定前の事由（地元との協議等）
による年度繰越は財務省が認めていないため、繰越事由に苦慮している。

交付決定や資金交付のスケジュールを早期化することにより、施
設整備等が事業者の資金繰りに与える影響を低減することができ
るとともに、適正な事務の執行が図られる。

児童福祉法56条の４の
３、認定こども園施設整
備交付金交付要綱、保
育所等整備交付金交付
要綱

内閣府、文部科
学省、厚生労働
省

奈良県 いわき市、豊橋
市、高槻市、南
あわじ市、鳥取
県、広島市、徳
島市、愛媛県、
佐世保市、大村
市、大分県

○認定こども園施設整備交付金において、当県では内示後、交付決定前に事前着手をする場合は事前着手の承認が必要となっており、
年度内に事業を完了させるためにはほとんどの場合事前着手の必要があることから、交付決定に相当の期間を要することが事務負担の
増加につながっている。
○内示後、交付決定前の事業着手が認められているので、事業着手後の不測の事由であれば、それが交付決定前であるから繰越理由
にならないというのは不合理である。繰越が困難であるため、事業規模によっては、工期において事業者に多大な負担を強いることに
なっている。交付決定の早期化（内示日と同日とする等の運用も含む）が必要であるとともに、内示についても、遅滞なく年度当初に示さ
れることを求める。
○同様の支障及び市民サービスに直結しない非生産的な事務が発生していることから、早急な改善を求める。
○両交付金について申請から内示までの期間が長く、また内示後の事業着手しか認められないため、結果的に工期が短くなり、年度内の
工事完了が難しくなる事例が生じている。
○文科省の交付決定時期が遅いことから、計画的な施設整備に支障をきたしている。
○当市では、基本的に国等の交付決定を受けた後に、事業者に対し、市の交付決定をおろすこととしている。現状の国の要綱発出スケ
ジュールでは、年度末に要綱が発出されることが多いため、交付決定前に事業が完了するという不具合が生じることがある。そのため、そ
のような場合には事業ごとに財政部局と調整のうえ、例外的に交付決定を市独自で行っているが、その調整に多大な時間を要しているこ
とから、早期に要綱の策定に取り組まれたい。
○当県においても、１施設の整備に２箇所の協議・申請が必要となり、事業者及び自治体とも煩雑は事務処理が発生している。
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51 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

その他 地方創生推進
交付金地方創
生移住支援事
業の申請主体
の見直し

国において「わくわく地方生活実
現政策パッケージ」に基づき創設
された地方創生推進交付金（移
住・起業・就業タイプ）のうち、地
方創生移住支援事業について、
県と市町村との共同申請に加
え、市町村の単独申請を可能と
すること。

地方創生移住支援事業の事業主体は都道府県と市町村の両方とされ、財政
負担割合は国１/２、都道府県１/４、市町村１/４とされている。このため、県
が管内全市町の移住支援金の給付要望人数に応じて事業を行うことは、県
の財政負担が大きく、厳しい財政状況の下では困難であり、当該制度を活用
して移住支援に取り組もうとする市町を支援しきれないことになる。また、広域
行政を担う県と住民との距離が近い市町とではそもそも役割が異なることか
ら、施策の優先順位や財政措置に自ずと差異が生じるため、積極的に本事
業を実施したい市町は、県との考え方が違うことにより本事業に申請できない
場合がある。（なお、本県では令和元年度、移住支援金を給付する移住者の
目標人数を５人（世帯）に設定し、求人対象企業を平成30年７月豪雨災害で
被害が特に大きかった３市に事業所が存在する企業としている。）

積極的に当該制度を活用したいと考える市町村が単独で申請でき
るようになれば、県の財政状況等に影響を受けることなく市町村が
主体的に移住支援事業に取り組むことができる。

平成30年12月21日付
内閣府地方創生推進事
務局「移住支援事業・
マッチング支援事業につ
いて」
2019年度地方創生推進
交付金（移住・起業・就
業タイプ）に関するQ＆A

内閣府 愛媛県、広島
県、徳島県、
八幡浜市、西
条市、伊予
市、西予市、
東温市、久万
高原町、松前
町、砥部町、
内子町、伊方
町、松野町、
鬼北町、愛南
町、高知県

京都府、朝倉
市、熊本市

○それぞれの地域の実情を踏まえて取り組む市町村の意向が尊重されるべきであり、都道府県との共同提案のみに制限することなく、単
独での提案も可能とする仕組みが必要である。
○財政的な理由のみで市町村独自の取組みを制限する理由はなく、制度改正の必要性を感じる。

○医療的ケア児の居宅における看護は、訪問看護の看護師によるケアが定着しており、医療的ケア児の保護者との信頼関係が構築でき
ている場合も多い。また、医療的ケア児の状態もさまざまであることから、居宅、保育所等の場所に関係なく、状況を把握した看護師を派
遣できる制度への改正が必要である。
○当市でも看護師が確保できず、酸素吸入が必要な医療的ケア児の保育園での受入れを断念した経過があることから、保育園への訪問
看護が適用されれば医療的ケア児の受入れを広げることが可能となり、児童の集団保育の機会確保に資すると考える。
○当市においては、提案団体同様の課題に対して、障害福祉部門において、「施設」在籍児童を対象に訪問看護師派遣事業を実施して
おり、全額公費負担している。保育対策総合支援事業費補助金の対象ではあるが、健康保険対象でないため、事業費の負担が大きく、
予算確保に困難がある。保険対象となれば、支援対象の医療的ケア児数を拡大することができる。
○入所施設が保険適用の範囲外であることから、保護者がケアに出向くことで入園しているが、保護者の負担が大きい。
○小中学校での医療的ケア児の受入れに関する相談は年々増加しているが、看護師を配置し、かつ医療的ケアに対応することは、看護
師の確保や予算の関係上、保護者の要望にすべて応えることが困難な状況である。健康保険法上、訪問看護サービスにおける看護師の
訪問先は「居宅」に限定されており、学校等への訪問には適用されないため、実質的にその利用が制限されている。そのため、教員等だ
けでの対応ができない事例でなおかつ看護の中でも専門的スキルが必要とされる事例（人工呼吸器装着時の吸引等）については、市独
自で訪問看護ステーションと契約を結び対応してはいるが、国の補助事業は費用の３分の１のみの補助であり、市の負担が大きい。
○当市においても医療的ケアを必要とする入園ニーズは高まっているが、園に常駐する看護師は不足しており、早朝・延長の対応も課題
となっている。そのため、園への訪問看護は必要と考える。
○医療的ケア児に対応できる施設は、当県でも少ない状況にあり、訪問看護ステーションの適用範囲の拡大は、医療的ケア児の受入促
進につながるものと思料される。
○当市では、18歳以上の対象者も含め、医療的ケア児・者等として運用している。その中で、医療的ケア児・者等の在宅生活を支援するう
えで、訪問看護の適用範囲の拡大を実施する必要があると考えている。
○児童発達支援や放課後等デイサービスでは、看護師を配置することに対する加算制度があるが、看護師の確保が難しいだけでなく医
療行為に対する責任やリスクなどから、多くの事業所で配置が進んでいない状況である。訪問看護先に保育所や学校のほか、障害児通
所支援事業所を認めることで、医療的ケア児とその保護者が望む地域・事業所において主治医の指示書のもと、日頃から医療行為を
行っている看護師による医療的ケアを受けることが可能となる。
○訪問看護が居宅に限られており、保育所等への訪問ができないことにより、近隣の医院に医療的ケアの必要な児童をつれて行き、処
置をしている。
○当県医ケア協議会において、保育所等での医療的ケアのニーズに対応するため訪問看護師の活用について、意見が出されている。
○訪問看護サービスを自宅で利用する場合は、医療保険が適用されるが、保育所等で利用する場合は適用されず、保護者の負担に繋
がっている。（全額自費での対応となっている。）
○提案市が具体的な支障事例として指摘している問題点は、本県においてもそのまま当てはまる。現状、保護者の要望等に応じ、その
時々に関係機関で体制を含めた調整をしており体制の継続ができていない。（現状は、保護者が保育所・幼稚園にて医療的ケアを行って
いる。）なお、当該自治体が予算を組み保育・教育機関で訪問看護ステーションからの訪問看護を利用する事業を検討中の事例あり。

48 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

医療・福祉 医療的ケア児に
対する訪問看護
サービスの利用
範囲拡大

健康保険法の訪問看護の適用
範囲について、必要に応じて「居
宅」以外の保育所等を訪問先と
して認める。

医療的ケア児の受入れに関する相談は、年々増加しているが、看護師を配置
し、かつ医療的ケアに対応することは、看護師の確保や予算の関係上難し
い。
健康保険法上、訪問看護サービスにおける看護師の訪問先は「居宅」に限定
されており、保育所等への訪問には適用されないため、実質的にその利用が
制限され、保育士等だけでの対応に限界がある中、医療的ケア児の受入れ
が進まず苦慮している。

医療的ケア児の受入体制が強化できる。 健康保険法第63条、第
88条

内閣府、文部科
学省、厚生労働
省

福井市 足利市、船橋
市、横浜市、相
模原市、加賀
市、須坂市、豊
橋市、豊田市、
京都市、南あわ
じ市、橿原市、
鳥取県、米子
市、八幡浜市、
佐世保市、大分
県、宮崎県



別添１

内閣府（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案）

区分 分野 団体名 支障事例

所管部署・
担当者連絡先

提案区分
その他

(特記事項)
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例
制度改正による効果

（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効率化等）
根拠法令等

制度の所管
・関係府省

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞
管理
番号

団体名 回答欄（各府省）

77 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

消防・防災・
安全

災害に係る住家
の被害認定基
準運用指針にお
ける混構造住家
の判定方法の
明確化

災害に係る住家の被害認定基準
運用指針における混構造住家の
判定方法の明確化を求める。

地震による住家の被害認定について、災害に係る住家の被害認定基準運用
指針で判定方法が定められており、住家の構造については、”木造”と”非木
造”(鉄骨造又は鉄筋コンクリート造)の２種類が定義されている。しかし、１階
が鉄筋コンクリート造、２階が木造などの”混構造”については定義されていな
い。
平成30年北海道胆振東部地震において苫小牧市が行った住家被害認定調
査では、”混構造”の住家が６件あったが、判定の出し方が不明瞭であること
から対応に苦慮したところである。“混構造”の判定方法を確立するため北海
道庁にヒアリングを行い、課内協議を経て判定方法を決定したことから、通常
の住家より５日程度多く日数を要した。“混構造”の住家は判定方法が明確化
されていないため、市町村ごとで判定方法が異なることが予想される。これに
より、半壊か半壊に至らないか等の判断が市町村に委ねられ、判定にバラつ
きが出ることが想定できる。公平かつ迅速に罹災証明書を発行するため、“混
構造”の住家における判定方法を明確化することが必要である。

公平かつ迅速な罹災証明書の発行につながる。市町村ごとの判
定のバラつきをなくすことができ、判定方法を統一化できる。

災害に係る住家の被害
認定基準運用指針

内閣府 苫小牧市 川崎市、兵庫
県、宇和島市、
熊本市

○混構造の住家については、災害に係る住家の被害認定基準運用指針で判定方法が定められておらず、市町村ごとの判定結果に差異
が生じるおそれや、判定に時間を要することが想定される。混構造の住家については、多様な構造パターンがあることから木造及び非木
造と同様の判定基準を設けることは難しいと想定されるが、各市町が判定を行うための一定の指針（例えば、主たる居住部分の構造によ
り判定を行う、構造種別ごとに損害基準を算出し合計で判定するなど）は必要である。
○平成30年７月豪雨災害の際、当市においても約3,200件の罹災証明書の発行を行なった。その際、罹災証明書発行業務では、提案の
“混構造”家屋の事案は該当が無かったが、発生が予想される南海トラフに起因する巨大地震が発生した場合、被害家屋は全市に渡るた
め、同様の事例が発生すると予想される。罹災証明書の発行業務を速やかに行なうために、“混構造”の住家における判定方法を明確化
することは必要と考える。
○当市でも、平成28年熊本地震において混構造の家屋の被害認定調査を実施しているが、運用指針に判定方法の定めがないため、原
則は延べ床面積に占める割合が大きい構造の判定方法を採用し、状況に応じて内部で協議の上、判定を実施していた。水害のように局
所的な被害であれば問題ないが、地震のように県内の広範囲に被害が発生する災害の場合、各自治体に判断を委ねられている部分に
ついては、事前に被災自治体間で判定方法を十分に協議しておかなければ、指摘にあるように自治体間で不均衡が生じ被災者に不信感
を抱かせることとなる。運用指針に判定方法を明記することで被災自治体間の不均衡は是正されると思われるが、被害認定調査が煩雑
となるような改正は避け、より簡素な方法となることが望ましい。

61 ○施設整備にかかる事務手続きや補助金の算定方法が、保育所相当部分と幼稚園相当部分でそれぞれ分かれていることにより、補助
金計算や申請などの事務が煩雑になっている。
○協議書の提出は厚労省と文科省に分けて提出するが、様式は同じものである。そのため、一方の省から修正依頼があると、修正後の
様式をもう片方の省にも送付する必要があり事務が繁雑になる。窓口を一本化することにより事務の効率化が期待される。
○左記団体と同様に窓口の一本化による事務の簡素化をお願いしたい。所管省庁が異なるためにそれぞれにほぼ同じ書類を提出するこ
とになるが、２か所に書類を出さなければいけないことと、添付する書類についても量が嵩むため、一本化での事務軽減化をお願いした
い。
○施設の整備については、保育所相当部分と幼稚園相当部分に分けて、それぞれ厚労省と文科省に申請する必要があり、また、協議の
スケジュールが違うため事業者と自治体の双方に相当の事務負担が生じている。また、平成30年度において幼稚園部分の申請時期が２
回しかなかったため、１事業所は保育所部分の補助金だけで工事を行った。
○認定こども園の新増改築に対する補助金の申請手続きについて、一つの施設整備であるにも関わらず、複雑な按分式で教育部分と保
育部分を算出し、かつ申請先が異なり、書類も１つの整備に２種類の申請書や実績報告書を作成する必要があるため、事業者、市町村、
県にとって事務負担が大きい。
○当市で現在予定している同補助金を活用した施設整備においても、それぞれの省で補助金の要綱要領の内容が若干異なること等、制
度が複雑化することによる事務負担の増加が課題となっている。
○制度の所管は内閣府だが、施設の整備については、保育所相当部分と幼稚園相当部分に分けて、それぞれ厚労省と文科省に申請す
る必要があり、事業者と自治体の双方に相当の事務負担が生じている。特に保育室やトイレなどの共用部分については、便宜上、定員等
による按分計算を行っており、煩雑な事務処理が発生している。
○近年、一定の改善がなされているものの、提案団体の主張のとおり、依然として事務が繁雑であるとともに、平成29年度の当市におけ
る認定こども園創設事業において、認定こども園施設整備交付金のみが一方的に予定額の90％に圧縮されるなど、厚生労働省と文部科
学省で統一的な対応がなされておらず、財政的にも不安感・不信感が生じている。
○幼保連携型認定こども園の施設整備について、厚労省と文科省に所管が分かれていることにより、協議、申請等の手続きはもとより、
問合せ、確認等も両省に行わなければならない。書類作成も両省分で膨大なものとなり、事業費・補助金額の計算における両省分の按分
等も必要で、過大な事務負担となっている。また、厚労省分は直接補助（概算払い）、文科省分は間接補助（精算払い）と補助金交付の手
順も異なっており、予算・決算においても無用な混乱を生んでいる。さらに、両省の内示日に差異があり、片方が遅れたため事業着手が出
来ず、急きょ２か年事業に変更せざるを得なかったという事例も発生している。事業者への損害回避及び自治体の過度な事務負担解消
のため、一刻も早い所管の一元化を強く求める。
○幼稚園部分（文部科学省）と保育所部分（厚生労働省）で、加算、補助率、かさ上げの有無、対象メニュー等、異なる部分があるため、
対象事業費や交付申請額を算出する際の計算や事業者・市町村の作業などが煩雑となっている。内閣府への窓口の一本化にあわせ、
幼稚園・保育所・認定こども園の全てで項目を揃えて、面積や利用者按分で簡易に算出できるような改善が必要である。
○制度の所管省庁が複数に跨がっていることにより、類型により認可・認定基準や、法的立て付けが異なっていることにより、事業者及び
行政ともに事務作業が繁雑化している。また、特に幼稚園型認定こども園について、認可形態としては幼稚園となり、施設監査の法的な
位置付けが非常に不明確となっており、他の類型の認定こども園と比較して監査権限に基づく自治体の関与が不十分と思える状況が発
生している。施設整備補助金についても、一の施設整備において複数省庁からの交付を受ける必要があり、幼稚園部分と保育所部分で
事業費の按分等を行わなければならず、事務負担が増大しているとともに、交付額の算定誤り等が生じる原因となっている。
○同様の支障及び市民サービスに直結しない非生産的な事務が発生していることから、早急な改善を求める。
○幼稚園から認定こども園への移行の場合、複数の建物がある場合において一部を大規模修繕、残りの建物を建替えをする場合、認定
こども園整備交付金（文部科学省）においては、改築及び大規模修繕となり、両方の補助金を加算して基準額とすることができるが、保育
所等整備交付金（厚生労働省）においては、創設の補助金のみとなり、補助金の積算が複雑になっている。また、事前協議においても、
認定こども園施設整備交付金は協議書を２通、保育所等整備交付金は１通書ということになり、事務が煩雑になっている。そのため、補助
金の所管を一本化することにより、協議書を何通も書くことが無いようになる。一部改築等における認定こども園施設整備交付金と保育所
等整備交付金の按分方法について、両交付金の交付要綱では①定員の全てが工事にかからない場合には、「基準額×工事に係る定員
／整備後の総定員」で算出するが、②定員数が算定できない（調理室、遊戯室などの共通して利用する場所）においては、「基準額×総
定員×整備する面積／整備後の総面積」と記載されており、計算が複雑になっていることにより、事務が煩雑になっていること、また①と
②のどちらに該当するのかが不明瞭で事業者への補助額が確定できないことが問題となっている。要綱の基本的事項（補助内容につい
ての記載事項）の不足が多く、協議書を提出しないと補助内容さえも分からないなど記載事項の不足感が否めない。
○同一施設の整備であるにも関わらず、厚生労働省と文部科学省の担当者で見解が相違することがあり、その調整に手間がかかる。平
成30年度実施事業で、協議申請した工事がどの整備区分に該当するかについて、当初、両省の担当者で見解が異なったことから、両省
との調整に時間を要し、協議を１回遅らせた事例がある。その事業については、協議が遅れたことから工事の着工が後ろ倒しとなり、結果
として認定こども園への移行を１年間遅らせることとなった。
○厚生労働省と文科省に分けて申請するために認定こども園整備費の事業費を面積按分しているが、竣工時の建築確認検査等におい
て当初の建築面積が変更になる場合があり、面積按分にも影響が出るケースがある。事業費及び補助額にも影響があるため、変更申請
の処理等が必要になり、補助を受ける認定こども園の設置者及び市において事務処理が煩雑になっている。また、厚労省と文科省それ
ぞれで、内示時期や補助対象外の考え方も異なるため、市及び事業者にとっても煩雑な事務処理が発生している。
○当市においても幼保連携型認定こども園の整備を行う際、一つの建物に対し、厚生労働省と文部科学省の双方に補助協議等を行う必
要があり、それぞれの補助額を算出するにあたり、対象経費を保育所相当分と教育相当分に按分する必要がある等、事務が煩雑化して
いる。補助財源が一本化されれば窓口も一本化され、対象経費を按分する必要もなく、事務の効率化が図られる。
○当市においても、H29・30年度に幼稚園を認定こども園に整備する事業を実施したが、提案市と同様、交付金申請時等において、２か所
への協議の手間や煩雑な按分作業等を経験し、事業者と自治体の双方に相当の事務負担が生じた。
○当県でも申請事務が繁雑であること、照会する内容によって窓口が異なっていることで統一的な見解を求められないことなど支障をきた
している。
○平成30年度において、両交付金を活用して整備した施設のうち約半数が認定こども園であるところ、同一の内容を厚生労働省と文部科
学省に協議・申請している施設は当県でも多数ある。さらに、内示（内定）後の交付申請や支払請求の時期が同一でないことも、自治体等
の事務を繁雑にしている。
○認定こども園の新増改築に対する補助金の申請手続きについて、一つの施設整備であるにも関わらず、教育部分と保育部分で申請先
が異なり、書類も１つの整備に２種類の申請書や実績報告書を作成する必要があるため、事務負担が大きい。また、内示後の工事着手と
なっているが、内示時期が異なることがあり、工期に影響が出ることがある。（平成29年度10月協議分の内示　文科省平成30年２月２日、
厚労省平成29年12月８日）また、実際に平成29年度10月協議分では、内示時期に２ヶ月ほどのズレがあったことから、当初予定していた
年度内に工事完了が難しく、工事を次年度に遅らせたという事例があった。
○当市においても煩雑な事務に苦慮しており、事務負担軽減のために手続きの簡素化の必要性を感じている。
○保育所等整備交付金を活用しているが、共用部分の按分計算が必要となっているため、事務が煩雑となっている。
○一施設の整備内容であるにもかかわらず、厚生労働省部分と文部科学省部分に分かれていることで、別々に申請を行う必要が生じて
おり、また、按分計算については交付金の重複請求を招く懸念もあるなど、事業者、都道府県、市町村において事務処理が煩瑣となって
いる。
○厚生労働省と文部科学省それぞれの補助制度があるため事務執行が負担となっている。
○申請後の交付決定にあたり、各省の予算確保の状況等により大幅な時期のずれが生じ、一方の交付金が交付決定なされているのに
他方が未決定という状況で、なかなか事業に着手できず、工事の完了が遅れ、結果的に開園が年度始まりに間に合わなかった事例が
あった。（待機児童解消の施策に影響が生じた）
○当県においても、１施設の整備に２箇所の協議・申請が必要となり、事業者及び自治体とも煩雑は事務処理が発生している。
○幼保連携型認定こども園の施設整備において、共有部分である倉庫の按分について、煩雑な事務処理が発生している。また、時期や
時間帯によって使う認定区分が違うため、妥当な判断が難しい。

旭川市、秋田
県、福島県、い
わき市、須賀川
市、新潟県、愛
知県、豊橋市、
豊田市、京都
市、大阪府、大
阪市、高槻市、
茨木市、和泉
市、兵庫県、西
宮市、南あわじ
市、鳥取県、徳
島市、愛媛県、
高知県、佐世保
市、大村市、熊
本市、大分県、
宮崎県、鹿児島
市、九州地方知
事会

広島市内閣府、文部科
学省、厚生労働
省

児童福祉法56条の４の
３、保育所等整備交付金
交付要綱、認定子ども園
施設整備交付金交付要
綱ほか

幼保連携型認定こども園の施設整備において、保育所相当部分と
幼稚園相当部分の区分をなくし、窓口を一本化することにより、同
一の内容で２か所に協議・申請する手間や、煩雑な按分計算、修
正が生じた際の調整連絡等が不要となり、事業者、自治体の事務
の効率化が期待される。

制度の所管は内閣府だが、施設の整備については、保育所相当部分と幼稚
園相当部分に分けて、それぞれ厚労省と文科省に申請する必要があり、事業
者と自治体の双方に相当の事務負担が生じている。
特に保育室やトイレなどの共用部分については、便宜上、定員等による按分
計算を行っており、煩雑な事務処理が発生している。
（申請窓口の一元化等事務手続きの簡素化を求めるもの）

幼保連携型認定こども園に係る
制度及び施設整備の所管の内
閣府への一元化を求める。

幼保連携型認
定こども園に係
る制度及び施設
整備の所管の
一元化

医療・福祉Ｂ　地方に対す
る規制緩和
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内閣府（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案）

区分 分野 団体名 支障事例

所管部署・
担当者連絡先

提案区分
その他

(特記事項)
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例
制度改正による効果

（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効率化等）
根拠法令等

制度の所管
・関係府省

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞
管理
番号

団体名 回答欄（各府省）

81 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

消防・防災・
安全

普通地方公共
団体の支出方
法に災害時にお
ける立替払いを
追加

地方自治法第232条の５に限定
列挙されている普通地方公共団
体の支出方法に災害時における
立替払いを追加することで、迅速
かつ円滑な災害応急対策活動
の実施につなげたい。

過去の大規模災害発生時に、庁舎が被災し、財務システムが使用不可とな
り、通常の会計処理が不可能となった。また、地域も被災し、行政活動に必要
なガソリン等の購入について納入可能業者から緊急的に現金での購入の必
要に迫られた。しかし、購入するための現金が無い状況であり、資金前渡をし
ようにも金融機関も被災しているため、災害応急対策活動に支障が生じてい
た。
南海トラフ地震や首都直下地震の切迫性が指摘される中、これらの地震によ
る被害が想定されている当市にあっても具体的な災害応急対策を検討する
上で、同様の事例への対応が検討の支障となっている。
なお、常時資金前渡のような方法では、いつ、どこで発生するか分からない災
害に備えて職員が公金を常時携帯しておくことはできず、またインフラの寸断
等により連絡が十分に取り合えない中で公金を配分することも、現実的でな
い。
【具体的な支障事例】
・平成25年台風18号豪雨災害の対応において、床下浸水等の被害による衛
生面を考慮した消毒薬の手配に苦慮した。
・東日本大震災に係る災害対応において、津波に伴う公用車流出によるタク
シー使用料や高速道路通行料、パンク修理等の手配に苦慮した。
【制度改正の検討経緯】
総務省にて、平成26年３月に「地方公共団体の財政制度の見直しに関する中
間的な論点整理」がまとめられ、その中では、立替払による支出について、対
象経費、限度額、要件等について検討する必要があるとされていた。しかし、
平成27年12月に報告された「地方公共団体の財務制度の見直しに関する報
告書」では、立替払についての項目については記載がない。

迅速かつ円滑な災害応急対策活動の実施により、住民サービス
の向上が図られる。

地方自治法第232条の５ 内閣府、総務省 茅ヶ崎市 別紙あり 宮城県、川崎
市、多治見市、
大牟田市

○平成30年７月豪雨で、緊急的に物資調達をしなければならなくなった際に支障をきたした。災害時の緊急を要する場合や、やむを得な
い場合は認めていただきたい。
○当市においては、過去に災害等でシステムダウン等の支障をきたした事例はないが、昨今近隣市で発生した熊本地震や福岡県の朝倉
豪雨をみると、同様の大規模な災害等が起きてもおかしくない状況が予想される。
○大規模災害を想定した場合、同様の課題を抱えると想定されるが、現時点での支障事例はない。
○平成30年７月豪雨において、被災地へ派遣している職員へレンタカーの燃料費代を渡していたが、想定より不足したことから、急遽派
遣職員に一時的に経費を負担してもらったケースがある。本来認められていない事務手続きのため、顛末書などの記入が必要となった。
災害発生時において、派遣先での経費の不足及び至急の支払の対応については、立替払いしか対応ができないため、やむを得ず今回
の対応となってしまった。
○当市では、地震災害時に停電で指定金融機関から口座振込、及び資金前渡による現金の払い出しも受けることができなくなった。この
ためゴミ収集車のガソリン代の支払いについて、職員による立替払いを検討した経緯がある。
○東日本大震災発生時には，公用車の流出等によるタクシーの借上げの増加，ガソリン等の納入可能業者（平時は単価契約による実績
払い）から現金購入を要求される等の状況となった。しかし，沿岸部の出先機関が発災し会計事務が執行不能となったほか，金融機関も
被災していることから，資金前渡や常時資金の準備が間に合わなかったため，やむを得ず職員による立替払（実績：104件）を行うことで，
震災対応業務を継続せざるを得なかった。そこで，今後の災害対応等を見据えて常時資金上限額（現行：30万円）を引き上げる検討を進
めているが，常時資金では対応できないケースが想定されることから，立替払についても制度的に位置づける必要がある。
常時資金では対応不可能な事例
・常時資金をしている出先機関自体が被災した場合
・常時資金を超える支出が必要な場合（多額の現金を保有することは，公金管理上のリスクに繋がる）
・常時資金を保管している金庫等を管理している職員が登庁できない場合
・職員が公用車出張中に被災し，道路が寸断し大きく迂回することを余儀なくされ，ガソリンが不足した場合

94 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

その他 「地域女性活躍
推進交付金」の
市町村事業に
対する交付方法
の見直し

「地域女性活躍推進交付金」の
市町村事業については、希望調
査や交付申請等のとりまとめは
これまで通り都道府県が行うとし
ても、県の予算計上を要すること
なく、国から市町村へ直接交付
金の支払いをできるようにするこ
と。

「地域女性活躍推進交付金」の市町村事業に対する交付金については、都道
府県から交付することとされている。そのため、市町村の交付金活用希望を
把握した上で、当初予算へ計上している。
しかしながら、予算要求時点での市町村事業に係る交付金額を正確に把握
することは難しく、また、年度途中に国から交付金の追加募集等があった場
合、県においては補正予算等での対応となり、議会開催時期の制約から、迅
速に対応することができない。

県の予算編成のタイミングにかかわらず、市町村が「地域女性活
躍推進交付金」を積極的に活用することができる。

地域女性活躍推進交付
金交付要綱第３、第17

内閣府 愛知県 秋田県、神奈川
県、川崎市、福
井市、長野県、
大阪府、奈良
県、鳥取県、山
口県、愛媛県、
福岡県、宮崎県

○令和元年度予算では、県内の3市町が要求し、交付決定となった。県の予算要求のスケジュールに間に合うよう、市町村に照会を行
い、内容のチェック等を実施して国に申請を行ったが、県の予算要求に合わせて内容の検討を実施する必要があるため、事業内容や交
付金額の精査の期間が短くなる。また、間接交付となるため、県で要綱制定や予算計上（国負担10/10）、交付処理等を行う必要があるた
め、事務処理に時間がかかり、迅速に対応することができない。
○予算要求時点での市町村事業を把握することが難しく、また、年度中途での追加要望があった場合には、県において補正予算等での
対応が必要となることから、議会開催時期の制約から、県の対応が難しい場合もある。
○地域女性活躍推進交付金（市町村事業）については、前年9月頃にある国の調査結果に基づき、翌年度の県予算に計上しているとこ
ろ。しかしながら、年度途中に国から交付金の追加募集等があった場合、県においては補正予算等での対応が必要となり、議会を経ての
計上となり迅速な対応は行えない。また最終的に実績報告等を経てからの、国からの交付金の支払いとなるため、一時的とは言え、県の
立替払が生じている。
○提出書類の内容について、国の担当者からの確認や指摘があった場合、県を経由してのやりとりになるため時間的ロスが発生してしま
う。事業の実施が遅れる等の支障もあり、市が直接国へ手続きが行うことができるよう改善する必要があると考える。
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内閣府（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案）
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117 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

医療・福祉 地域型保育事
業の確認の効
力の制限の廃
止

地域型保育事業の確認の効力
について、特定教育・保育施設
型と同様、施設の所在市町村が
確認を行うことで無条件で全国
に効力を有するよう措置をされた
い。

子ども・子育て支援法においては、児童が居住市町村外の地域型保育事業
（小規模保育事業、家庭的保育事業、事業所内保育事業など）を利用するに
は、居住地の市町村が、事前に施設の所在市町村の同意を得たうえで、当該
施設要件等の確認（法第43条）を行う必要がある。
しかしながら、実際の利用決定は、それぞれの市町村の利用調整の担当者
の間で調整し決定しており、利用の決定後、利用開始前までの間に、上記の
同意や確認を行う必要があるが、利用決定を追認する形となり、形骸化して
いる。
本市及びその周辺の市町村においては、各市町村の区域を越えた通勤等が
一般的であり、それに伴って地域型保育事業についても、居住する市町村の
区域外での利用も行われていることから、同意や確認については事務的に煩
雑であり、事業者や市町村の負担となっている。

形骸化している市町村間の同意や確認についての事務負担を軽
減することができる。また、施設にとって、手続きの簡素化を図り、
利便性の向上が見込まれる。
なお、地域型保育事業の広域利用の手続きは、教育・保育施設と
同様に、居住地の市町村と施設所在の市町村間で行うものである
ため、支給認定漏れや給付漏れといった新たな支障は生じないも
のと考える。

子ども・子育て支援法31
条、43条

内閣府、厚生労
働省

堺市、滋賀
県、京都府、
京都市、大阪
府、大阪市、
兵庫県、神戸
市、和歌山
県、鳥取県、
徳島県、関西
広域連合

川崎市、豊田
市、池田市、吹
田市、高槻市、
富田林市、東大
阪市、南あわじ
市、米子市、広
島市、松山市、
熊本市

○市町村間の同意が形骸化しているが、同意書の内容を市町村間で調整するなど煩雑な事務手続きが市町村の負担となっている。
○当市及びその周辺の市町では、各市町の区域を越えた通勤等が一般的であり、それに伴って地域型保育事業についても、居住する市
町の区域外での利用が一般的に行われている。現行では、地域型保育事業の確認の効力が確認を行う市町村の区域に限定されている
ことから、広域的な利用を行う場合には、他自治体との同意を得る必要がある。当市は事業者の事務負担の軽減が議会質問等様々な機
会を通じて、要望されており、通知による簡便な方法を実施しているが、各市町と調整の上、同意を不要とする旨の同意書を作成し、確認
申請書類を各市町と受送付する事務等が発生し、市町間での調整業務（協定書の内容についての確認、修正等）が事務負担となってい
る。先般、子ども・子育て支援法の改正があり、「特定子ども・子育て支援施設等の確認」が追加されたが、これに関して他自治体の同意
の必要性が無く理解に苦しんでいる。
○広域利用の場合、少人数の児童のためでも、施設要件を確認する手続きが必要になるため、園に対する事務負担は増大する。
○当市において、現在まで、地域型保育事業の広域利用はないものの、発生した場合の事務負担に鑑み必要と考える。
○広域利用の場合は、他市町村に利用調整を依頼することになるため、住民が利用している施設は容易に把握でき、給付を支払う場合
には、必ず事業者または市町村から請求があるため、支給漏れ等が起こることはないため、特定地域型保育事業者の確認の効力を全国
に及ぶこととしたとしても、制度上新たな支障は生じないものと考える。また、利用の決定後、利用開始前までの間に、同意や確認を行う
必要があるが、実際にはその期間での確認を行うことは困難で利用決定を追認する形となり、形骸化している。
○事業所内保育事業について、同意を不要とする旨の同意書を作成し、確認申請書類を各市町村へ送付する事務等が発生し、市町村
間での調整業務（協定書の内容についての確認、修正等）が煩雑である。
○地域型保育事業に係る確認については、いわゆる「みなし確認」等により手続きが簡略化されているものの、当市においても一定数の
件数が発生しており、また事業所への説明や書類提出を促す作業量も含めた場合には事務負担の増加につながっている。特定教育保
育施設と特定地域型保育事業における確認の性質が異なることは理解しているが、確認の効力が全国に及ぶこととなった場合には事務
の効率化に寄与するものと考える。
○特定教育・保育施設と特定地域型保育事業で確認の効力の範囲に差を設ける必要性があると感じたことがなく、事務負担の軽減の観
点から見直しをお願いしたい。
○形骸化している事務処理であり，利用決定を追認する形となっているが，事務処理が煩雑であり，処理に時間を要するなど，負担となっ
ており，提案事項で掲げられている見直しが必要である。
○当市においても広域的な利用を行う場合、同意書を取得しており、事務負担となっている。

112 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

医療・福祉 認定こども園施
設整備交付金
等の申請に係る
手続きの簡素化

①申請書類や申請窓口の一本
化
②内示時期の統一

認定こども園の新増改築に対する補助金の申請手続きについて、一つの施
設整備であるにも関わらず、教育部分と保育部分で申請先が異なり、書類も
１つの整備に２種類の申請書や実績報告書を作成する必要があるため、事
務負担が大きい。また、内示後の工事着手となっているが、内示時期が異な
ることがあり、工期に影響が出ることがある。（平成29年度10月協議分の内示
文科省平成30年２月２日、厚労省平成29年12月８日）また、実際に平成29年
度10月協議分では、内示時期に２ヶ月ほどのズレがあったことから、当初予
定していた年度内に工事完了が難しく、工事を次年度に遅らせたという事例
があった。

事務負担が軽減されるとともに、スムーズに工事着手でき、計画
に沿った工期で進めることができる。

児童福祉法、保育所等
整備交付金交付要綱、
認定こども園施設整備
交付金交付要綱

内閣府、文部科
学省、厚生労働
省

茨木市 旭川市、秋田
県、福島県、い
わき市、須賀川
市、新潟県、愛
知県、豊橋市、
豊田市、知多
市、大阪府、高
槻市、和泉市、
兵庫県、西宮
市、南あわじ
市、鳥取県、広
島市、徳島市、
愛媛県、高知
県、佐世保市、
大村市、大分
県、鹿児島市、
九州地方知事
会

○施設整備にかかる事務手続きや補助金の算定方法が、保育所相当部分と幼稚園相当部分でそれぞれ分かれていることにより、補助
金計算や申請などの事務が煩雑になっている。
○協議書の提出は厚労省と文科省に分けて提出するが、様式は同じものである。そのため、一方の省から修正依頼があると、修正後の
様式をもう片方の省にも送付する必要があり事務が繁雑になる。窓口を一本化することにより事務の効率化が期待される。
○当初申請・変更申請において、窓口が分かれていることによる手間、それぞれ申請額を計上するための按分作業の煩雑さ、内示時期
のずれによる工事発注の遅れ等無駄が多いため、申請窓口の一元化に賛同する。
○左記団体と同様に窓口の一本化による事務の簡素化をお願いしたい。所管省庁が異なるためにそれぞれにほぼ同じ書類を提出するこ
とになるが、２か所に書類を出さなければいけないことと、添付する書類についても量が嵩むため、一本化での事務軽減化をお願いした
い。
○施設の整備については、保育所相当部分と幼稚園相当部分に分けて、それぞれ厚労省と文科省に申請する必要があり、また、協議の
スケジュールが違うため事業者と自治体の双方に相当の事務負担が生じている。また、平成30年度において幼稚園部分の申請時期が２
回しかなかったため、１事業所は保育所部分の補助金だけで工事を行った。
○認定こども園の新増改築に対する補助金の申請手続きについて、一つの施設整備であるにも関わらず、複雑な按分式で教育部分と保
育部分を算出し、かつ申請先が異なり、書類も１つの整備に２種類の申請書や実績報告書を作成する必要があるため、事業者、市町村、
県にとって事務負担が大きい。
○認定こども園の新増改築に対する補助金の申請手続きについて、一つの施設整備であるにも関わらず、教育部分と保育部分で申請先
が異なり、書類も１つの整備に２種類の申請書や実績報告書を作成する必要があるため、事務負担が大きい。また、内示後の工事着手と
なっているが、内示時期が異なることがあり、工期に影響が出ることがある。（平成29年度10月協議分の内示　文科省平成30年２月２日、
厚労省平成29年12月８日）また、実際に平成29年度10月協議分では、内示時期に２ヶ月ほどのズレがあったことから、当初予定していた
年度内に工事完了が難しく、工事を次年度に遅らせたという事例があった。
○近年、一定の改善がなされているものの、提案団体の主張のとおり、依然として事務が繁雑であるとともに、平成29年度の当市におけ
る認定こども園創設事業において、認定こども園施設整備交付金のみが一方的に予定額の90％に圧縮されるなど、厚生労働省と文部科
学省で統一的な対応がなされておらず、財政的にも不安感・不信感が生じている。また、疑義が生じた事案について都道府県を通じて質
問をしても結局は国の担当者まで通すことになっており、回答に時間がかかることも事務負担の増になっている。都道府県で早期に回答
できる仕組みを構築することも必要と考える。
○幼保連携型認定こども園の施設整備について、厚労省と文科省に所管が分かれていることにより、協議、申請等の手続きはもとより、
問合せ、確認等も両省に行わなければならない。書類作成も両省分で膨大なものとなり、事業費・補助金額の計算における両省分の案分
等も必要で、過大な事務負担となっている。また、厚労省分は直接補助（概算払い）、文科省分は間接補助（精算払い）と補助金交付の手
順も異なっており、予算・決算においても無用な混乱を生んでいる。さらに、両省の内示日に差異があり、片方が遅れたため事業着手が出
来ず、急きょ２か年事業に変更せざるを得なかったという事例も発生している。事業者への損害回避及び自治体の過度な事務負担解消
のため、一刻も早い所管の一元化を強く求める。
○幼稚園部分（文部科学省）と保育所部分（厚生労働省）で、加算、補助率、かさ上げの有無、対象メニュー等、異なる部分があるため、
対象事業費や交付申請額を算出する際の計算や事業者・市町村の作業などが煩雑となっている。内閣府への窓口の一本化にあわせ、
幼稚園・保育所・認定こども園の全てで項目を揃えて、面積や利用者按分で簡易に算出できるような改善が必要である。
○制度の所管省庁が複数に跨がっていることにより、類型により認可・認定基準や、法的立て付けが異なっていることにより、事業者及び
行政ともに事務作業が繁雑化している。また、特に幼稚園型認定こども園について、認可形態としては幼稚園となり、施設監査の法的な
位置付けが非常に不明確となっており、他の類型の認定こども園と比較して監査権限に基づく自治体の関与が不十分と思える状況が発
生している。施設整備補助金についても、一の施設整備において複数省庁からの交付を受ける必要があり、幼稚園部分と保育所部分で
事業費の按分等を行わなければならず、事務負担が増大しているとともに、交付額の算定誤り等が生じる原因となっている。
○同様の支障及び市民サービスに直結しない非生産的な事務が発生していることから、早急な改善を求める。
○同一施設の整備であるにも関わらず、厚生労働省と文部科学省の担当者で見解が相違することがあり、その調整に手間がかかる。平
成30年度実施事業で、協議申請した工事がどの整備区分に該当するかについて、当初、両省の担当者で見解が異なったことから、両省
との調整に時間を要し、協議を１回遅らせた事例がある。その事業については、協議が遅れたことから工事の着工が後ろ倒しとなり、結果
として認定こども園への移行を１年間遅らせることとなった。
○厚生労働省と文科省に分けて申請するために認定こども園整備費の事業費を面積按分しているが、竣工時の建築確認検査等におい
て当初の建築面積が変更になる場合があり、面積按分にも影響が出るケースがある。事業費及び補助額にも影響があるため、変更申請
の処理等が必要になり、補助を受ける認定こども園の設置者及び市において事務処理が煩雑になっている。また、厚労省と文科省それ
ぞれで、内示時期や補助対象外の考え方も異なるため、市及び事業者にとっても煩雑な事務処理が発生している。
○当市においても幼保連携型認定こども園の整備を行う際、一つの建物に対し、厚生労働省と文部科学省の双方に補助協議等を行う必
要があり、それぞれの補助額を算出するにあたり、対象経費を保育所相当分と教育相当分に按分する必要がある等、事務が煩雑化して
いる。補助財源が一本化されれば窓口も一本化され、対象経費を按分する必要もなく、事務の効率化が図られる。
○当市においても、平成29・30年度に幼稚園を認定こども園に整備する事業を実施したが、提案市と同様、交付金申請時等において、２
か所への協議の手間や煩雑な按分作業等を経験し、事業者と自治体の双方に相当の事務負担が生じた。
○茨木市と同様に１つの整備に２種類の申請が必要となり、事務負担が増えている。
○①については、当県でも申請事務が繁雑であること、照会する内容によって窓口が異なっていることで統一的な見解を求められないこと
など支障をきたしている。②については文科省の内示時期が遅いことや圧縮交付される可能性があることから計画的な施設整備に支障
をきたしている。
○当市においても煩雑な事務に苦慮しており、事務負担軽減のために手続きの簡素化の必要性を感じている。
○一施設の整備内容であるにもかかわらず、厚生労働省部分と文部科学省部分に分かれていることで、別々に申請を行う必要が生じて
おり、また、按分計算については交付金の重複請求を招く懸念もあるなど、事業者、都道府県、市町村において事務処理が煩瑣となって
いる。
○厚生労働省と文部科学省それぞれの補助制度があるため事務執行が負担となっている。
○当県においても、１施設の整備に２箇所の協議・申請が必要となり、事業者及び自治体とも煩雑は事務処理が発生している。



別添１

内閣府（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案）

区分 分野 団体名 支障事例

所管部署・
担当者連絡先

提案区分
その他

(特記事項)
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例
制度改正による効果

（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効率化等）
根拠法令等

制度の所管
・関係府省

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞
管理
番号

団体名 回答欄（各府省）

140 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

医療・福祉 幼保連携型認
定こども園の整
備に係る交付金
の一元化等

①幼保連携型認定こども園の施
設整備に関する所管や制度、財
源の内閣府への一元化
②間接補助となっている文科省
分の補助金について、保育の実
施主体となる市町村への直接補
助への変更

一つの施設を整備するに当たって、厚生労働省と文部科学省それぞれに事
前協議や交付申請を行う必要があり、別々に修正等の指示があるため、厚生
労働省からの指示により、文部科学省へ提出している協議書も修正となる場
合が生じるなど事務が煩雑となっている。
また、文部科学省の予算が不足し、平成29年度には5市町5施設で事業費
280,679千円、協議額101,935千円を文部科学省に協議したが、内示率90％
で91,739千円に内示額を圧縮された一方、厚生労働省の交付金は協議した
満額で内示がなされた。平成28年度には厚生労働省からは内示されたが、文
部科学省に内示を保留され事業に着手できない事案があるなど、交付金制
度が２つに分かれていることによる財源の不安定さ等が施設整備を進める課
題となっている。加えて、厚生労働省の交付金は、市町村への直接補助、文
部科学省の交付金は、県を経由した間接補助となっており、一つの施設に対
する円滑な交付金の交付にも課題がある。
【県内共同提案団体からの主な支障事例】
・　幼保連携型認定こども園を創設する場合、保育所機能部分は厚生労働省
所管の「保育所等整備交付金」で、また幼稚園機能部分は文部科学省所管
の「認定こども園施設整備交付金」での申請が必要であり、それぞれ補助対
象経費の算定にあたり、施設の面積や利用定員等により事業費を按分し、２
種類の書類を作成するなどの事務の負担が生じている。認定こども園に係る
施設整備交付金の一元化により、自治体、補助事業者双方において、交付
申請等に係る事務の省力化、効率化が図られる。
・　補助制度が２つになるため、事業着手するのに両方の回答をまってから進
めるため、スケジュール管理が煩雑となっている。
・　一つの施設を整備するために厚生労働省と文部科学省それぞれに事前協
議や交付申請を行う必要がある現状は事務が繁雑となる大きな要因の一つ
である。また、当市においても過去に文部科学省分の予算不足のため、内定
額の圧縮や内定を保留され事業に着手できない期間が生じた事案があった
ため、施設整備に関する所管や制度、財源の一元化は必要である。
(以上のような支障があるため、申請窓口の一元化等の事務手続きの簡素化
を通じて、解消することを求める)

内閣府に施設整備に関する所管や制度、財源を一元化し、市町村
への直接補助とすることにより、県、市町村の事務負担の軽減を
図るとともに、円滑で安定的な財源確保による市町村の待機児童
解消に向けた施設整備計画に大きく寄与するものと考える。

児童福祉法、認定こども
園施設整備交付金交付
要綱、厚生労働省保育
所等整備交付金交付要
綱

内閣府、文部科
学省、厚生労働
省

福島県、福島
市、会津若松
市、郡山市、
いわき市、白
河市、須賀川
市、喜多方
市、二本松
市、南相馬
市、本宮市、
川俣町、鏡石
町、天栄村、
玉川村、平田
村、三春町、
広野町、茨城
県、栃木県、
群馬県、新潟
県、日本創生
のための将来
世代応援知
事同盟

旭川市、秋田
県、須賀川市、
千葉県、須坂
市、豊橋市、豊
田市、三重県、
大阪府、大阪
市、高槻市、茨
木市、兵庫県、
西宮市、南あわ
じ市、広島市、
徳島市、愛媛
県、佐世保市、
大村市、熊本
市、大分県、宮
崎県、九州地方
知事会

○施設整備にかかる事務手続きや補助金の算定方法が、保育所相当部分と幼稚園相当部分でそれぞれ分かれていることにより、補助
金計算や申請などの事務が煩雑になっている。
○協議書の提出は厚労省と文科省に分けて提出するが、様式は同じものである。そのため、一方の省から修正依頼があると、修正後の
様式をもう片方の省にも送付する必要があり事務が繁雑になる。窓口を一本化することにより事務の効率化が期待される。また、間接補
助の文科省分補助金についても、厚労省と同様に直接補助にすることにより、国の内示後の工事契約が可能になるため（現状は県の交
付決定後）、円滑な施設整備が期待できる。
○当市でも同様の支障事例があり、文部科学省の予算不足による内示額が圧縮されたため、国庫補助の不足分を市が肩代わりした経
過がある。また、文部科学省と厚生労働省で内示時期の違いから工期に余裕なく、当初予定通りの開園が危ぶまれた。
○施設の整備については、保育所相当部分と幼稚園相当部分に分けて、それぞれ厚労省と文科省に申請する必要があり、また、協議の
スケジュールが違うため事業者と自治体の双方に相当の事務負担が生じている。また、平成30年度において幼稚園部分の申請時期が２
回しかなかったため、１事業所は保育所部分の補助金だけで工事を行った。
○認定こども園の新増改築に対する補助金の申請手続きについて、一つの施設整備であるにも関わらず、複雑な按分式で教育部分と保
育部分を算出し、かつ申請先が異なり、書類も１つの整備に２種類の申請書や実績報告書を作成する必要があるため、事業者、市町村、
県にとって事務負担が大きい。文部科学省の予算が不足し、平成29年度には２施設で内示率90％に内示額を圧縮された一方、厚生労働
省の交付金は協議した満額で内示がなされた。厚生労働省の交付金は、市町村への直接補助、文部科学省の交付金は、県を経由した
間接補助となっており、一つの施設に対する円滑な交付金の交付にも課題がある。
○当市で現在予定している同補助金を活用した施設整備においても、それぞれの省で補助金の要綱要領の内容が若干異なること等、制
度が複雑化することによる事務負担の増加が課題となっている。
○一つの施設を整備するに当たって、厚生労働省と文部科学省それぞれに事前協議や交付申請を行う必要があり、別々に修正等の指
示があるため、厚生労働省からの指示により、文部科学省へ提出している協議書も修正となる場合が生じるなど事務が煩雑となってい
る。また、文部科学省の予算が不足し、平成29年度には５市町５施設で事業費280,679千円、協議額101,935千円を文部科学省に協議し
たが、内示率90％で91,739千円に内示額を圧縮された一方、厚生労働省の交付金は協議した満額で内示がなされた。平成28年度には
厚生労働省からは内示されたが、文部科学省に内示を保留され事業に着手できない事案があるなど、交付金制度が２つに分かれている
ことによる財源の不安定さ等が施設整備を進める課題となっている。加えて、厚生労働省の交付金は、市町村への直接補助、文部科学
省の交付金は、県を経由した間接補助となっており、一つの施設に対する円滑な交付金の交付にも課題がある。
○幼保連携型認定こども園を創設する場合、保育所機能部分は厚生労働省所管の「保育所等整備交付金」で、また幼稚園機能部分は文
部科学省所管の「認定こども園施設整備交付金」での申請が必要であり、それぞれ補助対象経費の算定にあたり、施設の面積や利用定
員等により事業費を按分し、２種類の書類を作成するなどの事務の負担が生じている。認定こども園に係る施設整備交付金の一元化に
より、自治体、補助事業者双方において、交付申請等に係る事務の省力化、効率化が図られる。
○補助制度が２つになるため、事業着手するのに両方の回答をまってから進めるため、スケジュール管理が煩雑となっている。
○一つの施設を整備するために厚生労働省と文部科学省それぞれに事前協議や交付申請を行う必要がある現状は事務が繁雑となる大
きな要因の一つである。また、当市においても過去に文部科学省分の予算不足のため、内定額の圧縮や内定を保留され事業に着手でき
ない期間が生じた事案があったため、施設整備に関する所管や制度、財源の一元化は必要である。
○平成29年度に当市でも「認定こども園施設整備交付金」の協議額から90%圧縮されての内示となったことで、圧縮分を市で補填せざるを
えず、市の支出が増加した。市内の保育ニーズへの対応や保育環境等を改善するために整備を実施しているにも関わらず、このようなこ
とが起きてしまうと、整備事業を進める上での大きな障害となる。
○幼保連携型認定こども園の施設整備について、厚労省と文科省に所管が分かれていることにより、協議、申請等の手続きはもとより、
問合せ、確認等も両省に行わなければならない。書類作成も両省分で膨大なものとなり、事業費・補助金額の計算における両省分の按分
等も必要で、過大な事務負担となっている。また、厚労省分は直接補助（概算払い）、文科省分は間接補助（精算払い）と補助金交付の手
順も異なっており、予算・決算においても無用な混乱を生んでいる。さらに、両省の内示日に差異があり、片方が遅れたため事業着手が出
来ず、急きょ２か年事業に変更せざるを得なかったという事例も発生している。事業者への損害回避及び自治体の過度な事務負担解消
のため、一刻も早い所管の一元化を強く求める。
○幼稚園部分（文部科学省）と保育所部分（厚生労働省）で、加算、補助率、かさ上げの有無、対象メニュー等、異なる部分があるため、
対象事業費や交付申請額を算出する際の計算や事業者・市町村の作業などが煩雑となっている。加えて、文部科学省の予算について
は、本省繰越予算が当てられることがあるため、本来であれば通常の繰越の作業で済むところが、事故繰越の扱いとなり、繰越理由を整
理する煩雑さも、自治体・事業者に発生する。内閣府への窓口の一本化にあわせ、幼稚園・保育所・認定こども園の全てで項目を揃えて、
面積や利用者按分で簡易に算出できるような改善が必要である。また、財源の一元化による安定的な財源確保が期待される。
○制度の所管省庁が複数に跨がっていることにより、類型により認可・認定基準や、法的立て付けが異なっていることにより、事業者及び
行政ともに事務作業が繁雑化している。また、特に幼稚園型認定こども園について、認可形態としては幼稚園となり、施設監査の法的な
位置付けが非常に不明確となっており、他の類型の認定こども園と比較して監査権限に基づく自治体の関与が不十分と思える状況が発
生している。施設整備補助金についても、一の施設整備において複数省庁からの交付を受ける必要があり、幼稚園部分と保育所部分で
事業費の按分等を行わなければならず、事務負担が増大しているとともに、交付額の算定誤り等が生じる原因となっている。
○当市においても、H29・30年度に幼稚園を認定こども園に整備する事業を実施したが、提案市と同様、交付金申請時等において、２か所
への協議の手間や煩雑な按分作業等を経験し、事業者と自治体の双方に相当の事務負担が生じた。また、当市も同様に、文科省分の内
示額が圧縮され、対応に苦慮した経験がある。
○当県においても、認定こども園の施設整備については、申請にあたって共用部分を按分して積算するなどの非効率な事務作業が生じ、
自治体、事業者ともに煩雑な手続きが必要となっています。特に、一方の財源が圧縮された場合、施設整備の推進に支障をきたすことが
あります。
○平成30年度において、両交付金を活用して整備した施設のうち約半数が認定こども園であるところ、同一の内容を厚生労働省と文部科
学省に協議・申請している施設は当県でも多数ある。さらに、内示（内定）後の交付申請や支払請求の時期が同一でないことも、自治体等
の事務が繁雑にしている。
○認定こども園の新増改築に対する補助金の申請手続きについて、一つの施設整備であるにも関わらず、教育部分と保育部分で申請先
が異なり、書類も１つの整備に２種類の申請書や実績報告書を作成する必要があるため、事務負担が大きい。また、内示後の工事着手と
なっているが、内示時期が異なることがあり、工期に影響が出ることがある。（平成29年度10月協議分の内示　文科省平成30年２月２日、
厚労省平成29年12月８日）また、実際に平成29年度10月協議分では、内示時期に２ヶ月ほどのズレがあったことから、当初予定していた
年度内に工事完了が難しく、工事を次年度に遅らせたという事例があった。
○幼保連携型認定こども園の整備のみならず、幼稚園型認定こども園及び保育所型認定こども園の整備についても、保育所（保育機能
部分）は厚生労働省所管の保育所等整備交付金、幼稚園（幼稚園機能部分）は文部科学省所管の認定こども園施設整備交付金を使用
しているところである。このため、一つの認定こども園を整備するに当たっては、厚生労働省と文部科学省それぞれに事前協議や交付申
請を行う必要があり、別々に修正等の指示があるため、厚生労働省からの指示により、文部科学省へ提出している協議書も修正となる場
合が生じるなど事務が煩雑となっている。全類型の認定こども園の整備は、現状において、二種類の補助金を使用しており、上記のとおり
事務が煩雑である。そこで、補助を一本にまとめるため、次の制度改正が必要であると考える。
①認定こども園の施設整備に関する所管や制度、財源の内閣府への一元化及び②間接補助となっている文科省分の補助金について、
保育の実施主体となる市町村への直接補助への変更
○申請後の交付決定にあたり、各省の予算確保の状況等により大幅な時期のずれが生じ、一方の交付金が交付決定なされているのに
他方が未決定という状況で、なかなか事業に着手できず、工事の完了が遅れ、結果的に開園が年度始まりに間に合わなかった事例が
あった。（待機児童解消の施策に影響が生じた）
○当県においても、１施設の整備に２箇所の協議・申請が必要となり、事業者及び自治体とも煩雑は事務処理が発生している。
○幼保連携型認定こども園の施設整備において、共有部分である倉庫の按分について、煩雑な事務処理が発生している。また、時期や
時間帯によって使う認定区分が違うため、妥当な判断が難しい。
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内閣府（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案）

区分 分野 団体名 支障事例

所管部署・
担当者連絡先

提案区分
その他

(特記事項)
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例
制度改正による効果

（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効率化等）
根拠法令等

制度の所管
・関係府省

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞
管理
番号

団体名 回答欄（各府省）

162 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

医療・福祉 病児保育施設
の整備に係る子
ども・子育て支
援整備交付金
の交付対象の
拡大

病児保育施設の整備に係る子ど
も・子育て支援整備交付金の交
付対象を「市町村、社会福祉法
人や病院等」に限定せず、運営
費に係る子ども・子育て支援交
付金と同様に市町村の裁量の
下、「市町村が認めた者」とされ
たい。

病児保育事業については、現在でも保護者ニーズが高く、今後女性就業率の
上昇や教育・保育無償化による保育需要の増大に伴い更にニーズが増すも
のと思われ、府としては充実させていきたい。しかし、病児保育施設の整備促
進を目的としている「子ども・子育て支援整備交付金交付要綱」において、交
付対象が「市町村、社会福祉法人や病院等」に限定され、NPOなどは対象と
なっていない。実施するにあたり、多大な費用がかかる施設整備に対する補
助が出ないため、意欲はあるものの整備に取り組めないと相談を受けている
事例がある。
なお、病児保育事業の運営への補助を目的とした「子ども・子育て支援交付
金」の交付要綱では、交付対象として「市町村が認めた者」を認めていること
からも、整備の補助対象が限定的であることは整合性が図られず、事業の展
開に支障が生じている。

現在、女性の社会進出や子育て世帯への応援に積極的な企業が
多くある。前述のNPOだけでなくこういった多様な実施主体の参画
が可能となり、病児保育施設が充実することで、子育て世帯への
バックアップが可能となり、住民が暮らしやすく働きやすい、また子
育てのしやすい社会の実現に貢献することとなる。

児童福祉法第６条の３
第13項、子ども・子育て
支援整備交付金交付要
綱、子ども・子育て支援
交付金交付要綱、病児
保育実施要綱

内閣府、厚生労
働省

大阪府、京都
府、堺市、兵
庫県、神戸
市、和歌山
県、鳥取県、
徳島県

旭川市、豊田
市、南あわじ
市、熊本市

○病児保育事業の参入には施設整備が不可欠となっており、交付対象の拡大は一定のニーズのある当事業の推進に繋がるため、制度
改正の必要性を感じている。
○当市においては病院に併設した３か所の事業所がある。時に定員を超過し利用ができない事例もあるため、交付対象の拡大は必要と
考える。
○当市では、現在委託施設として社会福祉法人や病院だけでなく、NPO法人も加わっている。今後例えば病児保育施設にNPO法人が新
たに加わることもある可能性が有る場合、補助が出ないことで整備に取り組めないと相談を受けることもあると十分に考えられる。よって、
病児保育施設の整備に係る子ども・子育て支援整備交付金の交付対象を「市町村、社会福祉法人や病院等」に限定せず、運営費に係る
子ども・子育て支援交付金と同様に市町村の裁量の下、「市町村が認めた者」とされる必要があると考える。

○施設整備にかかる事務手続きや補助金の算定方法が、保育所相当部分と幼稚園相当部分でそれぞれ分かれていることにより、補助
金計算や申請などの事務が煩雑になっている。
○協議書の提出は厚労省と文科省に分けて提出するが、様式は同じものである。そのため、一方の省から修正依頼があると、修正後の
様式をもう片方の省にも送付する必要があり事務が繁雑になる。窓口を一本化することにより事務の効率化が期待される。また、間接補
助の文科省分補助金についても、厚労省と同様に直接補助にすることにより、国の内示後の工事契約が可能になるため（現状は県の交
付決定後）、円滑な施設整備が期待できる。
○施設の整備については、保育所相当部分と幼稚園相当部分に分けて、それぞれ厚労省と文科省に申請する必要があり、また、協議の
スケジュールが違うため事業者と自治体の双方に相当の事務負担が生じている。また、平成30年度において幼稚園部分の申請時期が２
回しかなかったため、１事業所は保育所部分の補助金だけで工事を行った。
○認定こども園の新増改築に対する補助金の申請手続きについて、一つの施設整備であるにも関わらず、複雑な按分式で教育部分と保
育部分を算出し、かつ申請先が異なり、書類も１つの整備に２種類の申請書や実績報告書を作成する必要があるため、事業者、市町村、
県にとって事務負担が大きい。
○当市で現在予定している同補助金を活用した施設整備においても、それぞれの省で補助金の要綱要領の内容が若干異なること等、制
度が複雑化することによる事務負担の増加が課題となっている。
○認定こども園の整備に係る交付金について、厚生労働省部分と文部科学省部分に分かれていることで、一施設の整備内容であるにも
かかわらず、事業者にとっては複雑な按分式で厚労省部分と文科省部分を算出し、また申請にあたっても、市町村の行政機関が教育部
分と保育部分が分かれている中、別々に申請を行うことで事務処理に時間を要することとなり、事業者に煩雑さを強いることとなっている。
（当該事情は市町村や都道府県の事務処理においても当てはまる。）また申請後の交付決定にあたっても各省の予算確保の状況等によ
り大幅な時期のずれが生じることがあるため、一方の交付金が交付決定なされているのに他方が未決定という状況となり、過去にはなか
なか事業に着手できず、工事の完了が遅れ、結果的に開園が年度始まりに間に合わなかった事例もあった。このように、事業者にとって
は過剰な事務や事業開始に向けての不安定な状況を強いており、このことが事業の展開に支障を生じさせ、ひいては待機児童解消の施
策に影響が生じている。
○近年、一定の改善がなされているものの、提案団体の主張のとおり、依然として事務が繁雑であるとともに、平成29年度の当市におけ
る認定こども園創設事業において、認定こども園施設整備交付金のみが一方的に予定額の90％に圧縮されるなど、厚生労働省と文部科
学省で統一的な対応がなされておらず、財政的にも不安感・不信感が生じている。また、疑義が生じた事案について都道府県を通じて質
問をしても結局は国の担当者まで通すことになっており、回答に時間がかかることも事務負担の増になっている。都道府県で早期に回答
できる仕組みを構築することも必要と考える。
○幼保連携型認定こども園の施設整備について、厚労省と文科省に所管が分かれていることにより、協議、申請等の手続きはもとより、
問合せ、確認等も両省に行わなければならない。書類作成も両省分で膨大なものとなり、事業費・補助金額の計算における両省分の按分
等も必要で、過大な事務負担となっている。また、厚労省分は直接補助（概算払い）、文科省分は間接補助（精算払い）と補助金交付の手
順も異なっており、予算・決算においても無用な混乱を生んでいる。さらに、両省の内示日に差異があり、片方が遅れたため事業着手が出
来ず、急きょ２か年事業に変更せざるを得なかったという事例も発生している。事業者への損害回避及び自治体の過度な事務負担解消
のため、一刻も早い所管の一元化を強く求める。
○幼稚園部分（文部科学省）と保育所部分（厚生労働省）で、加算、補助率、かさ上げの有無、対象メニュー等、異なる部分があるため、
対象事業費や交付申請額を算出する際の計算や事業者・市町村の作業などが煩雑となっている。内閣府への窓口の一本化にあわせ、
幼稚園・保育所・認定こども園の全てで項目を揃えて、面積や利用者按分で簡易に算出できるような改善が必要である。
○待機児童が出ている中で、事業者が認定こども園を選択するとき、事務作業が煩雑になることも考えられる。また、市の担当課も園との
調整等複雑になり負担が多くなる。
○同様の支障及び市民サービスに直結しない非生産的な事務が発生していることから、早急な改善を求める。
○同一施設の整備であるにも関わらず、厚生労働省と文部科学省の担当者で見解が相違することがあり、その調整に手間がかかる。平
成30年度実施事業で、協議申請した工事がどの整備区分に該当するかについて、当初、両省の担当者で見解が異なったことから、両省
との調整に時間を要し、協議を１回遅らせた事例がある。その事業については、協議が遅れたことから工事の着工が後ろ倒しとなり、結果
として認定こども園への移行を１年間遅らせることとなった。
○認定こども園の整備補助金について、厚生労働省部分と文部科学省部分に分かれていることで、一施設の整備内容であるにもかかわ
らず、事業者にとっては複雑な按分式で厚生労働省部分と文部科学省部分を算出する必要があること。特に、対象外経費の取扱が各省
で異なるため、同一工事の同一の見積りから各省の考え方にそって対象経費/対象外経費を抜きだし各補助金毎に対象経費を算出しな
ければならない。外構工事費などは対象外経費についての取扱が明示されていない中で、このような作業を行う必要があるため、事業者
と市の事務を煩雑にしているまた、認定こども園に移行する前の施設種類が保育所か幼稚園かによって、整備に係る１号認定と２・３号認
定の人数に偏りがある園が多く、補助金額を決定する際にも、一方の補助金は助成基準額で、もう一方の補助金は対象経費で補助金額
が決まることも多い。以上のような枠組みは事業者の理解能力の範疇を超えた複雑なものとなっているため、対事業者とのやりとりについ
ても非常に苦労を強いられている。また申請後の交付決定にあたっても各省からの内示が揃わなければ事業に着手できないが、一方の
交付金が交付決定なされているのに他方が未決定のため年度内の工事着工が不可能となり、２ヵ年事業で実施する予定を単年度で実施
せざるを得なくなり、タイトなスケジュールで工事せざるをえないなどの支障が生じている。
○厚生労働省と文科省に分けて申請するために認定こども園整備費の事業費を面積按分しているが、竣工時の建築確認検査等におい
て当初の建築面積が変更になる場合があり、面積按分にも影響が出るケースがある。事業費及び補助額にも影響があるため、変更申請
の処理等が必要になり、補助を受ける認定こども園の設置者及び市において事務処理が煩雑になっている。また、厚労省と文科省それ
ぞれで、内示時期や補助対象外の考え方も異なるため、市及び事業者にとっても煩雑な事務処理が発生している。
○当市においても、H29・30年度に幼稚園を認定こども園に整備する事業を実施したが、提案市と同様、交付金申請時等において、２か所
への協議の手間や煩雑な按分作業等を経験し、事業者と自治体の双方に相当の事務負担が生じた。また、当市も同様に、文科省分の内
示額が圧縮され、対応に苦慮した経験がある。
○当県でも申請事務が繁雑であること、照会する内容によって窓口が異なっていることで統一的な見解を求められないことなど支障をきた
している。
○平成30年度において、両交付金を活用して整備した施設のうち約半数が認定こども園であるところ、同一の内容を厚生労働省と文部科
学省に協議・申請している施設は当県でも多数ある。さらに、内示（内定）後の交付申請や支払請求の時期が同一でないことも、自治体等
の事務が繁雑にしている。
○左記の具体的な支障事例と同様に、保育部分と教育部分の所管が異なることで、申請主体である市、事業者ともに、複数の申請書類
の作成や複雑な按分計算等による事務処理の煩雑さが生じている。また、過去には、保育部分と教育部分の内示に約３か月ほどの差が
生じ、工期が危ぶまれる事例も生じたところ。認定こども園という単一の施設であることからも、補助金及び申請窓口の一本化が必要と考
える。
○一施設の整備内容であるにもかかわらず、厚生労働省部分と文部科学省部分に分かれていることで、別々に申請を行う必要が生じて
おり、また、按分計算については交付金の重複請求を招く懸念もあるなど、事業者、都道府県、市町村において事務処理が煩瑣となって
いる。
○厚生労働省と文部科学省それぞれの補助制度があるため事務執行が負担となっている。
○当県においても、１施設の整備に２箇所の協議・申請が必要となり、事業者及び自治体とも煩雑は事務処理が発生している。
○幼保連携型認定こども園の施設整備において、共有部分である倉庫の按分について、煩雑な事務処理が発生している。また、時期や
時間帯によって使う認定区分が違うため、妥当な判断が難しい。

旭川市、秋田
県、福島県、い
わき市、須賀川
市、新潟県、愛
知県、豊橋市、
豊田市、三重
県、池田市、吹
田市、高槻市、
富田林市、和泉
市、西宮市、南
あわじ市、広島
市、徳島市、愛
媛県、高知県、
佐世保市、大村
市、熊本市、大
分県、宮崎県、
九州地方知事
会

認定こども園施設整備にあたり、
厚生労働省部分と文部科学省部
分の一本化を図る等の運用の改
善

大阪府、滋賀
県、京都府、
京都市、大阪
市、堺市、兵
庫県、神戸
市、和歌山
県、鳥取県、
徳島県、関西
広域連合

内閣府、文部科
学省、厚生労働
省

児童福祉法、認定こども
園施設整備交付金交付
要綱、保育所等整備交
付金交付要綱

補助申請の一元化により、事業者の円滑な申請や交付決定によ
る計画立案が可能なため、スムーズな認定こども園の整備が可能
となり、ひいては待機児童の解消につながる。

認定こども園の整備に係る交付金について、厚生労働省部分と文部科学省
部分に分かれていることで、一施設の整備内容であるにもかかわらず、事業
者にとっては複雑な按分式で厚労省部分と文科省部分を算出し、また申請に
あたっても、市町村の行政機関が教育部分と保育部分が分かれている中、
別々に申請を行うことで事務処理に時間を要することとなり、事業者に煩雑さ
を強いることとなっている。（当該事情は市町村や都道府県の事務処理にお
いても当てはまる。）また申請後の交付決定にあたっても各省の予算確保の
状況等により大幅な時期のずれが生じることがあるため、一方の交付金が交
付決定なされているのに他方が未決定という状況となり、過去にはなかなか
事業に着手できず、工事の完了が遅れ、結果的に開園が年度始まりに間に
合わなかった事例もあった。このように、事業者にとっては過剰な事務や事業
開始に向けての不安定な状況を強いており、このことが事業の展開に支障を
生じさせ、ひいては待機児童解消の施策に影響が生じている。
（申請窓口の一元化等事務手続きの簡素化を求めるもの）

認定こども園施
設整備における
交付金等の運
用改善

医療・福祉Ｂ　地方に対す
る規制緩和
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別添１

内閣府（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案）

区分 分野 団体名 支障事例

所管部署・
担当者連絡先

提案区分
その他

(特記事項)
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例
制度改正による効果

（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効率化等）
根拠法令等

制度の所管
・関係府省

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞
管理
番号

団体名 回答欄（各府省）

211 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

その他 マイナンバー制
度における適切
な情報提供

マイナンバー制度の見直し等を
行う際には、実務が円滑に進む
よう十分な情報提供と地方との
事前協議を行い、地方自治体へ
の影響を検証した上で、導入を
進めること。
また、データ標準レイアウト改版
は自治体の予算編成に考慮して
早期に確定し、遅れる場合は、
判明した段階で自治体に情報提
供すること。

令和元年７月版データ標準レイアウト改版において、情報連携開始時期が事
前調整なく６月中旬に前倒しされた。
データ標準レイアウト改版では、自治体にて改版内容に応じたシステム改修、
副本登録などの対応が必要になるため、情報連携開始が早まることで作業日
数が短くなり、自治体の負担が大きい。
また、７月から次年度のシステム改修等に関した予算調整を行うが、改版内
容が確定しないと正確な積算ができない。そのため、見込み額で予算要求を
せざるを得ず、他の事業予算を削る必要が生じるなど、影響がある。

マイナンバー制度に係る事務が自治体側の実務を考慮したスケ
ジュールとなることで、自治体の負担軽減が期待できる。
また、データ標準レイアウト改版が早期に確定することで、適正額
での予算調整が可能となる。

行政手続における特定
の個人を識別するため
の番号の利用等に関す
る法律等

内閣府、総務省 神奈川県、さ
いたま市、横
浜市、川崎
市、相模原
市、藤沢市、
小田原市、茅
ケ崎市、厚木
市、伊勢原
市、南足柄
市、寒川町、
開成町、愛川
町、山梨県、
愛知県

ひたちなか市、
熊谷市、桶川
市、八王子市、
平塚市、福井
市、越前市、高
山市、豊橋市、
豊田市、京都
市、兵庫県、神
戸市、五島市、
熊本市、宮崎
県、宮崎市

○データ標準レイアウト改版の仕様確定が遅いため、ベンダーのシステム改修の設計・見積が遅くなりがちである。そのため、自治体の予
算措置も遅くなる。データ標準レイアウト関連様式をエクセルではなくシステム化し、自治体やベンダーが把握しやすくすべきである。エク
セルのままでは見辛いし把握漏れが出る可能性がある。また、個別にＱ＆Ａで出した仕様内容は必ずデータ標準レイアウト関連様式に追
記・反映させるべきである。
○データ標準レイアウト改版では、自治体において、改版内容に応じたシステム改修、副本登録などの対応が必要になる。改版内容が早
期に確定されないと、情報連携開始までの作業期間が確保できず、確実な対応が行えない可能性が生じる。
○データ標準レイアウトの修正はメール等で周知されないため、自治体側が能動的にデジタルPMOを確認する必要があり、対応が遅れる
可能性がある。自治体の予算要求時期を考慮して、年次改版時期を年度後半にするよう抜本的な見直しを要望する。
○７月から次年度のシステム改修等に関した予算調整を行うが、改版内容が確定しないと正確な積算ができない。そのため、他の事業予
算を削減してシステム改修に要する必要最小限の経費よりも多くの額を見込み額として計上せざるを得ず、市の政策的な投資に対して影
響が生じている。
○データ標準レイアウトの改版に際しては、改版内容の度々の変更が自治体のシステム改修において負担となっている。また、改版に伴
うテストの円滑な実施のためには、より早期の方針決定及び情報発信が望まれる。
○情報連携開始が前倒しになったことにより、精査や改修作業の時間が短時間となり、負担額、実改修作業ともに調整が難しかった。
データ標準レイアウト改版の内容が確定していないため見込みで予算措置を行うことになるため、改修内容が大きくなった場合の調整に
苦慮している。
○データ標準レイアウト改版では、自治体にて改版内容に応じたシステム改修、副本登録などの対応が必要になるため、情報連携開始
が早まることで作業日数が短くなり、自治体の負担が大きい。
○当市においてもデータ標準レイアウト改版において、短期間でシステム改修や、機関間テストを行う対応が必要となるなど、負担が大き
い。
○データ標準レイアウト改版では、自治体にて改版内容に応じたシステム改修、副本登録などの対応が必要になるため、情報連携開始
が早まることで作業日数が短くなり、自治体の負担が大きい。

212 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

医療・福祉 認可外保育施
設の保育従事
者の配置基準
に係る乳幼児の
年齢の基準日
の解釈の明確
化

認可外保育施設について、保育
従事者の配置基準に係る乳幼児
の年齢の基準日を「誕生日（いわ
ゆる満年齢）」として運営している
施設が国の指導監督基準を満た
している旨の解釈を明確にする
こと。

今後、認可外保育施設が幼児教育無償化の対象となるためには、国が定め
る指導監督基準を満たす必要がある。現状、都道府県等の指導監督基準に
おける保育従事者の配置に係る乳幼児の年齢の基準日については、厚生労
働省に確認したところ、「都道府県等の裁量により「年度初日の前日（いわゆ
る学年）」か「誕生日（いわゆる満年齢）」か定めることができる」との回答を得
ている。
しかし、都道府県等の指導監督基準で年齢の基準日を「誕生日（いわゆる満
年齢）」とし、それに適合する施設を適当と認めたとしても、国の指導監督基
準（年齢の基準日を「年度初日の前日（いわゆる学年）」で規定）を満たさない
可能性があり、幼児教育無償化の対象とならない可能性がある。
都道府県等の指導監督基準を満たした施設が適切に幼児教育無償化の対
象となるために、認可外保育施設について、保育従事者の配置基準に係る乳
幼児の年齢の基準日を「誕生日（いわゆる満年齢）」として運営している施設
が国の指導監督基準を満たしている旨の解釈を明確にすること。

都道府県等の指導監督基準を満たした施設が適切に幼児教育無
償化の対象となる。

認可外保育施設に対す
る指導監督の実施につ
いて（別添）認可外保育
施設指導監督基準
（平成13 年３月29 日雇
児発第177 号）

内閣府、厚生労
働省

神奈川県、さ
いたま市、川
崎市、相模原
市、寒川町

秋田県、豊橋
市、大阪市、南
あわじ市、松山
市

○認可外保育施設においては、５年間の経過措置以降は国の指導監督基準を満たしていることが無償化の条件となることが定められて
いることから、県の裁量により年齢の基準日を「誕生日（いわゆる満年齢）」としている場合でも、国の指導監督基準を満たしていることが
明確である必要がある。
○国の指導監督基準によって運用しているため、提案のような支障は想定していないが、無償化に関連した重要な課題であると考えらる
ため、解釈の明確化が必要である。

223 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

医療・福祉 休日における共
同保育の実施
可能化

現在、一つの保育施設が年間を
通じて行うことが加算要件となっ
ている休日保育加算について、
自治体内の複数施設がローテー
ションで休日保育を行う場合で
も、休日保育加算の対象とする
よう改正を求めるもの

休日保育加算の要件は「年間を通じて開所する施設を市町村が指定して実
施すること」となっており、１つの施設が年間を通じて日・祝日に開所する必要
があるが、園長や保育士に負担がかかり担い手の確保も難しい。

【具体的な支障事例】
休日保育を実施する施設は、保育士に敬遠される傾向にあり、既に実施して
いる施設においても、保育士の退職希望があり、休日保育の実施が困難と
なっている。また、実質的に年中無休状態となってしまい、施設長の疲労も大
きい。そのため、自治体内で休日保育を引き続き可能とするために、複数施
設において一定期間毎にローテーションで休日保育を実施したいと考えてい
るが、休日保育加算要件（年間を通じて開所）を満たさないことから施設の経
済的負担が大きく、休日保育が実現できていない。

【制度改正による懸念点】
休日保育加算の対象となる施設が増加し、ローテーションを行う場合、市が担
う連絡調整事務が生じる。また、通常預かっていない園児を他園の保育士が
預かることが考えられ、引継ぎ事務が生じる可能性もある。

保育士の担い手が少ない地域においても、地域の実情に応じた休
日保育が実現し、住民サービスの向上に資する。また、保育士の
労働環境改善につながり、保育士不足の解消につながることが期
待できる。

児童福祉法、認定こども
園法、子ども子育て支援
法

内閣府、厚生労
働省

九州地方知
事会

九州地方知事会共同提
案
（事務局：大分県）

秋田県、川崎
市、豊田市、南
あわじ市、広島
市、佐世保市

○休日保育を実施している園からは園長や保育士の負担が大きく、処遇の改善をしたいといった意見がある。要件が緩和されることで、
休日保育の提供出来る施設が増える可能性があるため、希望する。
○休日保育加算の要件は「年間を通じて開所する施設を市町村が指定して実施すること」となっており、実質的に年中無休状態となってし
まい、園長や保育士に負担がかかる。
本市において休日保育を実施する施設は、休日保育加算要件（年間を通じて開所）を満たさないことから、保護者から利用料を徴収し、休
日保育を実施している。
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・認定こども園に係る交付金は、一つの施設に対し、幼稚園機能部分は文科
省、保育所機能部分は厚労省から支給される仕組みとなっており、交付申請
等の際も同じような申請を文科省、厚労省にそれぞれに提出する必要があ
る。
そのため、事業者、市町村、県は同一の資料を用意し、別々の窓口に提出し
なければならないなど、過度な事務負担を強いられている。
・文科省分の交付金については要綱に基づく間接補助、厚労省分の交付金
については法律に基づく直接補助となっており、両省で交付金の流れが違う
ことで、市町村が交付申請を都道府県と国に対してそれぞれ作成せねばなら
ないなど分かりにくい制度となっている。
・両省の内示の時期にもずれが生じており、内示後でないと工事への着工が
許されていないことから、工期の適正な管理に支障をきたしている。（平成30
年６月分内示　文科省：６月27日、厚労省：６月８日）

児童福祉法56条の４の
３、保育所等整備交付金
交付要綱、認定こども園
施設整備交付金交付要
綱、保育所等の整備、防
音壁整備及び防犯対策
の強化に係る整備計画
協議要綱、認定こども園
施設整備交付金に係る
整備計画協議要綱

内閣府、文部科
学省、厚生労働
省

九州地方知
事会

226 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

その他 認定こども園施
設整備交付金
等の申請に係る
手続きの簡素化

認定こども園の整備に係る交付
金の窓口を一本化する等、手続
きの簡素化を図ること。

交付金に係る窓口を一本化する等により、手続きの簡素化が図ら
れ、事業者、市町村、県の事務の効率化が期待されるとともに、事
業者における施設整備工事の円滑な実施に資する。

○協議書の提出は厚労省と文科省に分けて提出するが、様式は同じものである。そのため、一方の省から修正依頼があると、修正後の
様式をもう片方の省にも送付する必要があり事務が繁雑になる。窓口を一本化することにより事務の効率化が期待される。また、間接補
助の文科省分補助金についても、厚労省と同様に直接補助にすることにより、国の内示後の工事契約が可能になるため（現状は県の交
付決定後）、円滑な施設整備が期待できる。
○施設の整備については、保育所相当部分と幼稚園相当部分に分けて、それぞれ厚労省と文科省に申請する必要があり、また、協議の
スケジュールが違うため事業者と自治体の双方に相当の事務負担が生じている。また、平成30年度において幼稚園部分の申請時期が２
回しかなかったため、１事業所は保育所部分の補助金だけで工事を行った。
○認定こども園の新増改築に対する補助金の申請手続きについて、一つの施設整備であるにも関わらず、複雑な按分式で教育部分と保
育部分を算出し、かつ申請先が異なり、書類も１つの整備に２種類の申請書や実績報告書を作成する必要があるため、事業者、市町村、
県にとって事務負担が大きい。・文科省分の交付金については要綱に基づく間接補助、厚労省分の交付金については法律に基づく直接
補助となっており、両省で交付金の流れが違うことで、市町村が交付申請を都道府県と国に対してそれぞれ作成せねばならないなど分か
りにくい制度となっている。
○当市で現在予定している同補助金を活用した施設整備においても、それぞれの省で補助金の要綱要領の内容が若干異なること等、制
度が複雑化することによる事務負担の増加が課題となっている。
○認定こども園に係る交付金は、一つの施設に対し、幼稚園機能部分は文科省、保育所機能部分は厚労省から支給される仕組みとなっ
ており、交付申請等の際も同じような申請を文科省、厚労省にそれぞれに提出する必要がある。そのため、事業者、市町村、県は同一の
資料を用意し、別々の窓口に提出しなければならないなど、過度な事務負担を強いられている。文科省分の交付金については要綱に基
づく間接補助、厚労省分の交付金については法律に基づく直接補助となっており、両省で交付金の流れが違うことで、市町村が交付申請
を都道府県と国に対してそれぞれ作成せねばならないなど分かりにくい制度となっている。両省の内示の時期にもずれが生じており、内
示後でないと工事への着工が許されていないことから、工期の適正な管理に支障をきたしている。（平成30年６月分内示　文科省：６月27
日、厚労省：６月８日）
○幼保連携型認定こども園の施設整備について、厚労省と文科省に所管が分かれていることにより、協議、申請等の手続きはもとより、
問合せ、確認等も両省に行わなければならない。書類作成も両省分で膨大なものとなり、事業費・補助金額の計算における両省分の按分
等も必要で、過大な事務負担となっている。また、厚労省分は直接補助（概算払い）、文科省分は間接補助（精算払い）と補助金交付の手
順も異なっており、予算・決算においても無用な混乱を生んでいる。さらに、両省の内示日に差異があり、片方が遅れたため事業着手が出
来ず、急きょ２か年事業に変更せざるを得なかったという事例も発生している。事業者への損害回避及び自治体の過度な事務負担解消
のため、一刻も早い所管の一元化を強く求める。
○幼稚園部分（文部科学省）と保育所部分（厚生労働省）で、加算、補助率、かさ上げの有無、対象メニュー等、異なる部分があるため、
対象事業費や交付申請額を算出する際の計算や事業者・市町村の作業などが煩雑となっている。内閣府への窓口の一本化にあわせ、
幼稚園・保育所・認定こども園の全てで項目を揃えて、面積や利用者按分で簡易に算出できるような改善が必要である。
○制度の所管省庁が複数に跨がっていることにより、類型により認可・認定基準や、法的立て付けが異なっていることにより、事業者及び
行政ともに事務作業が繁雑化している。また、特に幼稚園型認定こども園について、認可形態としては幼稚園となり、施設監査の法的な
位置付けが非常に不明確となっており、他の類型の認定こども園と比較して監査権限に基づく自治体の関与が不十分と思える状況が発
生している。施設整備補助金についても、一の施設整備において複数省庁からの交付を受ける必要があり、幼稚園部分と保育所部分で
事業費の按分等を行わなければならず、事務負担が増大しているとともに、交付額の算定誤り等が生じる原因となっている。
○同一施設の整備であるにも関わらず、厚生労働省と文部科学省の担当者で見解が相違することがあり、その調整に手間がかかる。平
成30年度実施事業で、協議申請した工事がどの整備区分に該当するかについて、当初、両省の担当者で見解が異なったことから、両省
との調整に時間を要し、協議を１回遅らせた事例がある。その事業については、協議が遅れたことから工事の着工が後ろ倒しとなり、結果
として認定こども園への移行を１年間遅らせることとなった。
○以下の支障が生じている。
・厚生労働省と文部科学省それぞれに書類を作成する事務手間がかかる。
・定員等による按分の計算方法も分かりにくく、事務処理に係る時間が増え、また煩雑になり書類の不備を生み出す要因となっている。
・文部科学省と厚生労働省で内示日も異なり、工事契約がスムーズに行えない状況
・文部科学省から協議書類について先に確認が行われ、その都度厚生労働省にも差替え書類を送っており、その後厚生労働省が協議書
類の確認を行った際にも差替えがあれば文部科学省にも送ることになり、２倍の事務手間がかかる。
○当市においても幼保連携型認定こども園の整備を行う際、一つの建物に対し、厚生労働省と文部科学省の双方に補助協議等を行う必
要があり、それぞれの補助額を算出するにあたり、対象経費を保育所相当分と教育相当分に按分する必要がある等、事務が煩雑化して
いる。補助財源が一本化されれば窓口も一本化され、対象経費を按分する必要もなく、事務の効率化が図られる。
○当市においても、平成29・30年度に幼稚園を認定こども園に整備する事業を実施したが、提案市と同様、交付金申請時等において、２
か所への協議の手間や煩雑な按分作業等を経験し、事業者と自治体の双方に相当の事務負担が生じた。
○当県でも申請事務が繁雑であること、照会する内容によって窓口が異なっていることで統一的な見解を求められないことなど支障をきた
している。
○一施設の整備内容であるにもかかわらず、厚生労働省部分と文部科学省部分に分かれていることで、別々に申請を行う必要が生じて
おり、また、按分計算については交付金の重複請求を招く懸念もあるなど、事業者、都道府県、市町村において事務処理が煩瑣となって
いる。
○厚生労働省と文部科学省それぞれの補助制度があるため事務執行が負担となっている。
○申請後の交付決定にあたり、各省の予算確保の状況等により大幅な時期のずれが生じ、一方の交付金が交付決定なされているのに
他方が未決定という状況で、なかなか事業に着手できず、工事の完了が遅れ、結果的に開園が年度始まりに間に合わなかった事例も
あった。（待機児童解消の施策に影響が生じた）
○幼保連携型認定こども園の施設整備において、共有部分である倉庫の按分について、煩雑な事務処理が発生している。また、時期や
時間帯によって使う認定区分が違うため、妥当な判断が難しい。

九州地方知事会共同提
案
（事務局：大分県）

秋田県、福島
県、須賀川市、
新潟県、愛知
県、豊橋市、豊
田市、大阪府、
大阪市、兵庫
県、西宮市、南
あわじ市、鳥取
県、島根県、広
島市、徳島市、
愛媛県、高知
県、大村市、熊
本市、鹿児島市
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276 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

医療・福祉 地域型保育事
業の確認の効
力の制限の廃
止

地域型保育事業の確認の効力
について、特定教育・保育施設
型と同様、施設の所在市町村が
確認を行うことで無条件で全国
に効力を有するよう措置をされた
い。

子ども・子育て支援法においては、児童が居住市町村外の地域型保育事業
（小規模保育事業、家庭的保育事業、事業所内保育事業など）を利用するに
は、居住地の市町村が、事前に施設の所在市町村の同意を得たうえで、当該
施設要件等の確認（法第43条）を行う必要がある。
しかしながら、実際の利用決定は、それぞれの市町村の利用調整の担当者
の間で調整し決定しており、利用の決定後、利用開始前までの間に、上記の
同意や確認を行う必要があるが、利用決定を追認する形となり、形骸化して
いる。
本市及びその周辺の市町村においては、各市町村の区域を越えた通勤等が
一般的であり、それに伴って地域型保育事業についても、居住する市町村の
区域外での利用も行われていることから、同意や確認については事務的に煩
雑であり、事業者や市町村の負担となっている。

形骸化している市町村間の同意や確認についての事務負担を軽
減することができる。また、施設にとって、手続きの簡素化を図り、
利便性の向上が見込まれる。
なお、地域型保育事業の広域利用の手続きは、教育・保育施設と
同様に、居住地の市町村と施設所在の市町村間で行うものである
ため、支給認定漏れや給付漏れといった新たな支障は生じないも
のと考える。

子ども・子育て支援法31
条、43条

内閣府、厚生労
働省

指定都市市
長会

札幌市、大阪
市、池田市、南
あわじ市、広島
市、松山市、熊
本市

○同意や確認については事務的に煩雑であり、事業者や市町村の負担となっている。
○当市及びその周辺の市町にでは、各市町の区域を越えた通勤等が一般的であり、それに伴って地域型保育事業についても、居住する
市町の区域外での利用が一般的に行われている。現行では、地域型保育事業の確認の効力が確認を行う市町村の区域に限定されてい
ることから、広域的な利用を行う場合には、他自治体との同意を得る必要がある。当市は事業者の事務負担の軽減が議会質問等様々な
機会を通じて、要望されており、通知による簡便な方法を実施しているが、各市町と調整の上、同意を不要とする旨の同意書を作成し、確
認申請書類を各市町と受送付する事務等が発生し、市町間での調整業務（協定書の内容についての確認、修正等）が事務負担となって
いる。先般、子ども・子育て支援法の改正があり、「特定子ども・子育て支援施設等の確認」が追加されたが、これに関して他自治体の同
意の必要性が無く理解に苦しんでいる。
○当市において、現在まで、地域型保育事業の広域利用はないものの、発生した場合の事務負担に鑑み必要と考える。
○事業所内保育事業について、同意を不要とする旨の同意書を作成し、確認申請書類を各市町村へ送付する事務等が発生し、市町村
間での調整業務（協定書の内容についての確認、修正等）が煩雑である。
○地域型保育事業に係る確認については、いわゆる「みなし確認」等により手続きが簡略化されているものの、当市においても一定数の
件数が発生しており、また事業所への説明や書類提出を促す作業量も含めた場合には事務負担の増加につながっている。特定教育保
育施設と特定地域型保育事業における確認の性質が異なることは理解しているが、確認の効力が全国に及ぶこととなった場合には事務
の効率化に寄与するものと考える。
○特定教育・保育施設と特定地域型保育事業で確認の効力の範囲に差を設ける必要性があると感じたことがなく、事務負担の軽減の観
点から見直しをお願いしたい。
○当市においては、当市居住児童の利用が想定される近隣市町村との間で、確認に当たり必要とされる同意を不要とする旨の同意に関
する協定を結んでいる。それでも当該施設の確認に関する手続きは必要であることから、当該制度改正により、当市及び施設の事務負担
軽減に資するものと考える。
○当市においても広域的な利用を行う場合、同意書を取得しており、事務負担となっている。

237 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

医療・福祉 「処遇改善等加
算Ⅰ」の認定に
係る勤務証明書
の発行・収集業
務の負担軽減

「処遇改善等加算Ⅰ」の認定に
必要となる保育士等の職員の勤
務状況確認について、全国一律
で保育士の勤務状況のデータ
ベース化を図り、そのデータで加
算認定ができる仕組みの構築
や、現在勤務証明書が収集でき
ない場合に例外的に認められて
いる年金加入記録等での確認を
通常の運用とする等、経験年数
確認の事務負担の軽減を求め
る。

「処遇改善等加算Ⅰ」の認定のためには、各保育施設等の保育士等の経験
年数・勤続年数を確認する必要があり、各保育施設等が新たに雇用した保育
士等については、当該保育士等が勤務した施設が発行する勤務証明書を自
治体が確認し、加算の認定を行っている。
しかし、算定の対象となる施設等でのキャリアの全期間を確認するためには、
当該期間の全ての勤務証明書が必要であるが、待機児童解消をめざして新
規施設を増設している中で保育士等の他法人への転職も多く、自治体の確認
作業が膨大なものとなっている。
また、保育士等にとっては、転職する度にこれまで勤務した職場の勤務証明
書を提出する必要があるが、前職場がなくなっている等の場合はその期間の
勤務の確認が困難となる場合があり、また、施設としても、退職した職員分の
証明の再発行作業を長期間強いられることとなる。
現在、全国展開している保育等事業者も多く、全国一律で対応する必要があ
ると考えており、保育士等の処遇改善は全国的な課題である中、国も「処遇
改善等加算」の拡充で処遇の改善を図っていることから、例えば、国のもと全
国一律で保育士の勤務状況のデータベース化を図り、保育士証やキャリア
アップ研修の受講記録等を集約し、そのデータで加算認定ができる仕組みの
構築や、年金加入記録等だけで保育士等の加算認定ができるよう制度を改
正する等、経験年数確認の事務負担の軽減を求める。

潜在保育士や転職する保育士等が現場復帰する際の負担軽減に
つながるとともに、保育施設等の証明書発行にかかる事務負担軽
減につながる。
また、「処遇改善等加算Ⅰ」の認定にかかる自治体の事務負担軽
減と、事務の適正化が図られる。

内閣府、文部科
学省、厚生労働
省

大阪市、滋賀
県、京都府、
京都市、大阪
府、堺市、兵
庫県、神戸
市、和歌山
県、徳島県、
関西広域連
合

秋田県、千葉
市、川崎市、鎌
倉市、浜松市、
豊田市、池田
市、吹田市、高
槻市、富田林
市、東大阪市、
島本町、南あわ
じ市、島根県、
広島市、徳島
市、佐世保市、
大分県、宮崎
県、宮崎市

○前職場が閉園した、あるいは証明を依頼できる状況でないために、在籍証明の取得を断念したといった状況が見受けられる。加えて、
細切れの採用や月途中での採用・退職があり、施設でも自治体でも確認の負担が大きくなっている。今後、キャリアアップ研修の受講記
録の確認作業も増えることからも事務負担の軽減を求める。
○キャリアアップ研修の受講記録については、県独自のデーターベース化を図っている。加算認定ができる仕組みの構築等については市
町村の意向も反映させた上で、事務負担の軽減を図る必要がある。
○経験年数に含めることができる施設かどうかの確認に時間がかかる（現在は存在しない施設、市外の施設等）。過去に勤務した施設が
なくなっており在職証明書が入手できない場合は経験年数の算定が困難である。
○当市でも、保育士等対象職員が他法人への転職や出産に伴い退職し、別法人へ再就職する等により前歴証明が毎回必要となる状況
が増えており、その都度全ての証明書を整える事は保育士等対象職員にとっても負担が増大している。また、その確認作業を行う自治体
の負担も増大している。前歴情報がデータベース化できれば、保育士等職員と自治体の両方の事務負担が軽減される。
○処遇改善等加算Ⅰの申請に当たり、各園とも勤務証明の準備をしていただいているが、遠方の園であったり、本人は要件を満たしてい
ると思っていても、勤務証明を見ると満たしていないこともある。施設についても該当施設でないこともあり、負担だけが残ることになる。
○同一の市町村内で転職された保育士であっても、改めて証明の提出を求めることとなる現在の形では、保育士、施設、自治体すべてに
とって負担となっており、制度の複雑化と相まって申請の遅れを引き起こしている。
○全国一律の勤務状況のデータベース化を整備することにより、「処遇改善加算Ⅰ」の認定に係る事務負担の軽減に加え、保育士試験
においても、実務経験の認定証明に受験者にとって多くの負担となっているため、これに係る事務負担の軽減も期待できる。
○当市においても、処遇改善等加算率の認定における勤続年数の確認については、事務量が非常に膨大な状況である。既に廃園してい
る施設に過去勤務していた場合には、勤務状況の確認が困難である。また、当市の市立施設においては、職員の在職を証明する書類の
保存年数が決まっており、保存期間よりも前に勤務していた者の在職を証明することが困難な状況である。
○当市においても、処遇改善等加算Ⅰの認定事務は膨大なものであり、特に4月から5月にかけて、市内約200園ある私立保育所等の職
員一人ひとりの経験年数を決定し、そこから園の加算率を決定する事務が発生している。また、勤務証明書についても、施設ごとに様式
が異なるため、必要事項が記載されていないなどの問題もあり、これらが解消されるのであれば、提案されている措置には賛成である。た
だ、全国的なシステムを構築する必要があるため、処遇改善等加算Ⅰの経験年数の確認に用いるだけでなく、例えばシステム内で園から
市町等に同加算Ⅰ・Ⅱの申請もできるようにする、提案にもあるキャリアアップ研修の記録も確認できるようにする、処遇改善等加算Ⅰ・
Ⅱは保育所等施設で勤務する事務等職員も対象となることから、これらの経験年数も確認できるようにするなど、保育士・幼稚園教諭等
職員の総合的・複合的なシステムとして構築・運用をしていただきたい。また、保育士等の個人情報にも関わるものであるため、その点に
ついても十分注意していただきたい。
○町では、待機児童が多数発生しており、数年以内に、複数の事業所が整備される予定となっていることから、今後、加算要件の確認作
業についてはさらに多くの時間を要するものと想定される。また、本町のような小規模自治体では、職員数も少なく、ノウハウが蓄積されて
いないため、一から作業を覚えなければならない現状があり、事業者から書類が提出されても、スムーズな加算要件の確認が出来ず、最
終的に、事業者に負担をかけてしまう場面もあるのではないかと懸念される。何らかの方法にて事務の簡素化ができれば、自治体や事業
者、保育士自身の負担軽減につながり、安定した運用が可能になるのではないかと考える。
○当県でも、約5,000人分の経験年数確認のため、施設において膨大な書類の作成と、県において書類の確認作業を毎年行う必要があ
り、相当の事務負担を強いられている。
○当市においても、認可園の増加や、それによる転職の増加により、確認作業が増加している。また、園または保育士側の事務としても
在職証明の発行や発行依頼の事務が負担となっている。そのためデータの一元管理を行えば市区町村の負担と園や保育士の負担が軽
減されると思われる。
○現在は各園に資料提出を求めており、時間を要している。情報連携により、こうした時間の短縮が見込まれる為、事務の軽減につなが
ると考える。
○提案にもあるとおり施設ごとの勤続年数など確認事項が多く、それが膨大な事務量となっている現状となっている。また、行政側では処
遇改善等加算の事務について、本来年度初めに認定するべきではあるが、複雑な制度かつ事務量の多さから確認・認定事務に年度中
旬から後半にまたいでいる状況。そのため不適切な月次の給付費支払や、施設側の次年度に向けた処遇改善計画に遅れが生じている。
無償化事務が今年度より始まり、施設と行政それぞれに事務負担が増えていることから、処遇改善等加算の認定事務の簡素化に向けた
早急な対応をお願いしたい。
○複数の施設を経験した保育士の勤務証明の確認は、本人や施設、自治体と確認作業が膨大となっている。
○当区においても、認可保育所（私立）および地域型保育事業所の施設数が多く、毎年度、多数の保育士の異動や新規採用も生じるた
め、「処遇改善等加算Ⅰ」の認定に係る経験年数・勤続年数の確認作業は、膨大な事務負担となっている。なお、提案のような全国一律
でのデータベース化等は、非常に有効な方法であるが、その仕組みを構築・維持するため、新たに区市町村がデータ収集や登録等の業
務を担うようであれば、大幅な負担軽減には繋がらない恐れもあると考える。

子ども・子育て支援法
公定価格に関するFAQ
（よくある質問）（Ver.12
（平成30年９月27日時点
版））



別添１

内閣府（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案）

区分 分野 団体名 支障事例

所管部署・
担当者連絡先

提案区分
その他

(特記事項)
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例
制度改正による効果

（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効率化等）
根拠法令等

制度の所管
・関係府省

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞
管理
番号

団体名 回答欄（各府省）

282 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

医療・福祉 幼保連携型認
定こども園に係
る制度及び施設
整備の所管の
一元化

幼保連携型認定こども園に係る
制度及び施設整備の所管の内
閣府への一元化を求める。

制度の所管は内閣府だが、施設の整備については、保育所相当部分と幼稚
園相当部分に分けて、それぞれ厚労省と文科省に申請する必要があり、事業
者と自治体の双方に相当の事務負担が生じている。
特に保育室やトイレなどの共用部分については、便宜上、定員等による按分
計算を行っており、煩雑な事務処理が発生している。
（申請窓口の一元化等事務手続きの簡素化を求めるもの）

幼保連携型認定こども園の施設整備において、保育所相当部分と
幼稚園相当部分の区分をなくし、窓口を一本化することにより、同
一の内容で2か所に協議・申請する手間や、煩雑な按分計算、修
正が生じた際の調整連絡等が不要となり、事業者、自治体の事務
の効率化が期待される。

児童福祉法56条の４の
３、保育所等整備交付金
交付要綱、認定子ども園
施設整備交付金交付要
綱ほか

内閣府、文部科
学省、厚生労働
省

指定都市市
長会

札幌市、旭川
市、秋田県、福
島県、いわき
市、須賀川市、
新潟県、愛知
県、豊橋市、豊
田市、大阪府、
大阪市、高槻
市、茨木市、和
泉市、兵庫県、
西宮市、南あわ
じ市、鳥取県、
島根県、徳島
市、愛媛県、高
知県、佐世保
市、大村市、熊
本市、宮崎県、
宮崎市、鹿児島
市、九州地方知
事会

○施設整備にかかる事務手続きや補助金の算定方法が、保育所相当部分と幼稚園相当部分でそれぞれ分かれていることにより、補助
金計算や申請などの事務が煩雑になっている。
○協議書の提出は厚労省と文科省に分けて提出するが、様式は同じものである。そのため、一方の省から修正依頼があると、修正後の
様式をもう片方の省にも送付する必要があり事務が繁雑になる。窓口を一本化することにより事務の効率化が期待される。
○施設の整備については、保育所相当部分と幼稚園相当部分に分けて、それぞれ厚労省と文科省に申請する必要があり、また、協議の
スケジュールが違うため事業者と自治体の双方に相当の事務負担が生じている。また、平成30年度において幼稚園部分の申請時期が２
回しかなかったため、１事業所は保育所部分の補助金だけで工事を行った。
○認定こども園の新増改築に対する補助金の申請手続きについて、一つの施設整備であるにも関わらず、複雑な按分式で教育部分と保
育部分を算出し、かつ申請先が異なり、書類も１つの整備に２種類の申請書や実績報告書を作成する必要があるため、事業者、市町村、
県にとって事務負担が大きい。
○当市で現在予定している同補助金を活用した施設整備においても、それぞれの省で補助金の要綱要領の内容が若干異なること等、制
度が複雑化することによる事務負担の増加が課題となっている。
○制度の所管は内閣府だが、施設の整備については、保育所相当部分と幼稚園相当部分に分けて、それぞれ厚労省と文科省に申請す
る必要があり、事業者と自治体の双方に相当の事務負担が生じている。特に保育室やトイレなどの共用部分については、便宜上、定員等
による按分計算を行っており、煩雑な事務処理が発生している。
○近年、一定の改善がなされているものの、提案団体の主張のとおり、依然として事務が繁雑であるとともに、平成29年度の当市におけ
る認定こども園創設事業において、認定こども園施設整備交付金のみが一方的に予定額の90％に圧縮されるなど、厚生労働省と文部科
学省で統一的な対応がなされておらず、財政的にも不安感・不信感が生じている。また、疑義が生じた事案について都道府県を通じて質
問をしても結局は国の担当者まで通すことになっており、回答に時間がかかることも事務負担の増になっている。都道府県で早期に回答
できる仕組みを構築することも必要と考える。
○幼保連携型認定こども園の施設整備について、厚労省と文科省に所管が分かれていることにより、協議、申請等の手続きはもとより、
問合せ、確認等も両省に行わなければならない。書類作成も両省分で膨大なものとなり、事業費・補助金額の計算における両省分の按分
等も必要で、過大な事務負担となっている。また、厚労省分は直接補助（概算払い）、文科省分は間接補助（精算払い）と補助金交付の手
順も異なっており、予算・決算においても無用な混乱を生んでいる。さらに、両省の内示日に差異があり、片方が遅れたため事業着手が出
来ず、急きょ２か年事業に変更せざるを得なかったという事例も発生している。事業者への損害回避及び自治体の過度な事務負担解消
のため、一刻も早い所管の一元化を強く求める。
○幼稚園部分（文部科学省）と保育所部分（厚生労働省）で、加算、補助率、かさ上げの有無、対象メニュー等、異なる部分があるため、
対象事業費や交付申請額を算出する際の計算や事業者・市町村の作業などが煩雑となっている。内閣府への窓口の一本化にあわせ、
幼稚園・保育所・認定こども園の全てで項目を揃えて、面積や利用者按分で簡易に算出できるような改善が必要である。
○制度の所管省庁が複数に跨がっていることにより、類型により認可・認定基準や、法的立て付けが異なっていることにより、事業者及び
行政ともに事務作業が繁雑化している。また、特に幼稚園型認定こども園について、認可形態としては幼稚園となり、施設監査の法的な
位置付けが非常に不明確となっており、他の類型の認定こども園と比較して監査権限に基づく自治体の関与が不十分と思える状況が発
生している。施設整備補助金についても、一の施設整備において複数省庁からの交付を受ける必要があり、幼稚園部分と保育所部分で
事業費の按分等を行わなければならず、事務負担が増大しているとともに、交付額の算定誤り等が生じる原因となっている。
○同様の支障及び市民サービスに直結しない非生産的な事務が発生していることから、早急な改善を求める。
○同一施設の整備であるにも関わらず、厚生労働省と文部科学省の担当者で見解が相違することがあり、その調整に手間がかかる。平
成30年度実施事業で、協議申請した工事がどの整備区分に該当するかについて、当初、両省の担当者で見解が異なったことから、両省
との調整に時間を要し、協議を１回遅らせた事例がある。その事業については、協議が遅れたことから工事の着工が後ろ倒しとなり、結果
として認定こども園への移行を１年間遅らせることとなった。
○厚生労働省と文科省に分けて申請するために認定こども園整備費の事業費を面積按分しているが、竣工時の建築確認検査等におい
て当初の建築面積が変更になる場合があり、面積按分にも影響が出るケースがある。事業費及び補助額にも影響があるため、変更申請
の処理等が必要になり、補助を受ける認定こども園の設置者及び市において事務処理が煩雑になっている。また、厚労省と文科省それ
ぞれで、内示時期や補助対象外の考え方も異なるため、市及び事業者にとっても煩雑な事務処理が発生している。
○当市においても幼保連携型認定こども園の整備を行う際、一つの建物に対し、厚生労働省と文部科学省の双方に補助協議等を行う必
要があり、それぞれの補助額を算出するにあたり、対象経費を保育所相当分と教育相当分に按分する必要がある等、事務が煩雑化して
いる。補助財源が一本化されれば窓口も一本化され、対象経費を按分する必要もなく、事務の効率化が図られる。
○当市においても、平成29・30年度に幼稚園を認定こども園に整備する事業を実施したが、提案市と同様、交付金申請時等において、２
か所への協議の手間や煩雑な按分作業等を経験し、事業者と自治体の双方に相当の事務負担が生じた。
○当県でも申請事務が繁雑であること、照会する内容によって窓口が異なっていることで統一的な見解を求められないことなど支障をきた
している。
○平成30年度において、両交付金を活用して整備した施設のうち約半数が認定こども園であるところ、同一の内容を厚生労働省と文部科
学省に協議・申請している施設は当県でも多数ある。さらに、内示（内定）後の交付申請や支払請求の時期が同一でないことも、自治体等
の事務が繁雑にしている。
○認定こども園の新増改築に対する補助金の申請手続きについて、一つの施設整備であるにも関わらず、教育部分と保育部分で申請先
が異なり、書類も１つの整備に２種類の申請書や実績報告書を作成する必要があるため、事務負担が大きい。また、内示後の工事着手と
なっているが、内示時期が異なることがあり、工期に影響が出ることがある。（平成29年度10月協議分の内示　文科省平成30年２月２日、
厚労省平成29年12月８日）また、実際に平成29年度10月協議分では、内示時期に２ヶ月ほどのズレがあったことから、当初予定していた
年度内に工事完了が難しく、工事を次年度に遅らせたという事例があった。
○当市においても煩雑な事務に苦慮しており、事務負担軽減のために手続きの簡素化の必要性を感じている。
○保育所等整備交付金を活用しているが、共用部分の按分計算が必要となっているため、事務が煩雑となっている。
○一施設の整備内容であるにもかかわらず、厚生労働省部分と文部科学省部分に分かれていることで、別々に申請を行う必要が生じて
おり、また、按分計算については交付金の重複請求を招く懸念もあるなど、事業者、都道府県、市町村において事務処理が煩瑣となって
いる。
○当市も按分計算等で事務の煩雑さに苦慮している。また事業者の事務の負担も大きいため、是非とも一本化してほしい。
○厚生労働省と文部科学省それぞれの補助制度があるため事務執行が負担となっている。
○申請後の交付決定にあたり、各省の予算確保の状況等により大幅な時期のずれが生じ、一方の交付金が交付決定なされているのに
他方が未決定という状況で、なかなか事業に着手できず、工事の完了が遅れ、結果的に開園が年度始まりに間に合わなかった事例も
あった。（待機児童解消の施策に影響が生じた）
○幼保連携型認定こども園の施設整備において、共有部分である倉庫の按分について、煩雑な事務処理が発生している。また、時期や
時間帯によって使う認定区分が違うため、妥当な判断が難しい。
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293 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

医療・福祉 保育所等の実
地監査の効率
的な実施方法の
周知等について

保育所及び幼保連携型認定こど
も園の実地監査について、監査
内容の弾力的な運用を検討する
にあたり、好事例や留意事項を
示すなど、効率的な実施方法を
周知していただきたい。

保育所に対する実地監査については、全ての施設に対して年1回以上実施す
ることとされている。さらに認定こども園など複数の施設の実地監査もあること
から、監査を実施する自治体の負担になっているとともに、監査を受ける施設
側にも大きな負担となっている。
指導監査の方法については、厚生労働省通知により、「前回の指導監査の結
果等を考慮した弾力的な指導監査を行うこと」とされているが、監査内容の簡
素化等を検討するにあたり、施設の安全や職員の負担等に配慮しつつ、どの
ような対応が考えられるのか検討に苦慮しているところ。
保育の質の確保や子どもの安全を確保するために、実地監査は必要である
と理解しているが、保育料の無償化に伴い、年１回以上の立入調査を行うこ
とを原則としている認可外保育施設の増加など、監査対象施設が増えること
が予想されるなかで、１施設に充てることができる時間も限られ、安全対策を
含めた保育内容、施設・設備の状況、職員の処遇状況、経理状況など適切な
監査の実施が難しくなっている。
【監査対象施設数（中核市実施分除く）】
・保育所：199、幼保連携型認定こども園：44　（１施設当たりの所要時間は ２
～３時間。施設規模、指摘状況によって長時間に及ぶケースもあり）
・認可外保育施設：38　（１施設当たりの所要時間は １～２時間）
計  281施設

保育料の無償化に伴い、年１回以上の立入調査を行うことを原則
としている認可外保育施設の増加など、監査対象施設が増えるこ
とが予想されるが、効率的な監査の実施ができるようになり、事務
負担の軽減に資する。

児童福祉法施行令第38
条、就学前の子どもに関
する教育、保育等の総
合的な提供の推進に関
する法律第19条第１項、
「児童福祉行政指導監
査の実施について（通
知）」、「就学前の子ども
に関する教育、保育等
の総合的な提供の推進
に関する法律に基づく幼
保連携型認定こども園
に対する指導監査につ
いて（通知）」

内閣府、文部科
学省、厚生労働
省

富山県 福島県、須賀川
市、石川県、豊
橋市、大阪府、
八尾市、南あわ
じ市、広島市、
松山市、宮崎県

○実地監査の対象施設が増加する一方で、人員や時間は限られており、年１回以上実施することは、年々困難になっている。
○認可保育所・認定こども園の指導監査と、認可外保育施設の立ち入り調査を行う部署が分かれており、提案団体と同様の状況ではな
いが、子どもの安全確保、保育の質の向上等の観点から、指導監査、立ち入り調査で行う確認・指導等に求められるものは年々高度化し
ており、事務負担軽減の点から、実地監査の効率的な実施につながる対策が必要である。
○認定こども園に対する「建学の精神に基づく特色ある教育活動の展開を踏まえた対応」など、対象や内容を明確に示していただきたい。
○当県においても、提案団体と同様、保育所等に対する実地監査が多大な負担となっており、その実施方法の効率化が課題である。（※
監査対象施設数（中核市実施分除く）…保育所：162、幼保連携型認定こども園：86（１施設当たりの所要時間は２～３時間。施設規模、指
摘状況によって長時間に及ぶケースもあり）、認可外保育施設：23（１施設当たりの所要時間は１～２時間）計  271施設）
○当市でも保育園、認定こども園、地域型保育事業所の施設数が年々増加しており、実地監査の効率化が必要であり、好事例や留意事
項を提示いただければ業務負担の軽減につながる。
○当県においても、提案団体と同様、弾力的な指導監査の実施方法等について、検討を行っているところであり、今後の検討に資するた
め、弾力運用の具体的な内容や留意事項、さらには、優良事例等を示していただきたい。
○当県では、令和元年５月30日付け厚生労働省子ども家庭局保育課からの事務連絡「児童福祉法に基づく保育所等の指導監査の効率
的・効果的な実施について」により、実地で行う監査対象件数が大幅に増加したことで対応に苦慮しているところ。各施設種別毎に実地監
査の効率的・効果的な実施方法（ガイドライン）について、具体的に示していただきたい。
○年１回以上とされている立入調査について、実地だけではなく、実地や書面、集団指導など、地方の実情に合せた実施ができるよう、地
方自治体が自ら判断できるようにされたい。

294 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

医療・福祉 病児保育事業
の配置基準緩
和可能地域の
明確化

病児保育事業において、「離島・
中山間地その他の地域で病児保
育の利用児童の見込みが少な
いと市町村が認めた上で、医療
機関併設型で定員２人以下の場
合」には、配置基準を緩和して実
施できることとされているが、「離
島・中山間地その他の地域」を明
確化すること。

病児保育事業の実施については、要綱において離島・中山間地域を念頭に
保育士及び看護師等職員の配置が条件付きで緩和されているところ。
他方、要綱上当該緩和は「離島・中山間地域その他の地域」が対象となって
おり、「その他の地域」に具体的に含まれるかどうかについては明確になって
いない。
金武町は合計特殊出生率が2.00を超えており、離島や中山間とは異なる理由
で保育士等職員の不足が深刻化しているが、当該地域においても、「その他
の地域」に含まれると考えて、緩和した配置基準で病児保育事業を実施して
よいか不明確である。

病児保育事業の規制緩和に係る対象を明確化することにより、地
域医療機関との連携した病児保育事業が実施できることとなり、
子育て世帯への支援が向上し、少子化対策に資する。

児童福祉法、病児保育
事業実施要綱

内閣府、厚生労
働省

金武町 南あわじ市 ―

286 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

医療・福祉 企業主導型保
育事業に係る助
成決定の迅速な
情報共有

企業主導型保育事業の助成決
定に係る（公財）児童育成協会な
いし事業実施者から市町村への
迅速な情報提供を求める。

企業主導型保育事業について、（公財）児童育成協会から市町村への助成決
定の情報提供が遅れたために、既に開設している当該保育施設を利用希望
者に紹介できなかった。

利用希望者に対して正確な情報提供ができるようになり、待機児
童の解消に資する。

子ども子ども支援法、企
業主導型保育事業費補
助金実施要綱

内閣府、厚生労
働省

東大阪市 旭川市、仙台
市、秋田県、横
浜市、川崎市、
大阪府、大阪
市、高槻市、茨
木市、富田林
市、兵庫県、鳥
取県、島根県、
広島市、松山
市、熊本市、宮
崎県、宮崎市

○幼児教育・保育の無償化に伴い、当該施設・事業を利用する認定保護者への給付が事業開始日から行われるためには、認可外施設
については、事業開始日までに、都道府県への届出・市町村の確認が行われている必要があることから、都道府県に対しても迅速な状況
提供を求める。
○企業主導型保育事業の地域枠利用者の中に認可施設に入所できなかった待機者がいる。地域枠の把握や空き状況などの情報を把握
できないため、利用を希望する待機者に正確な案内ができず苦慮する場面が多い。空き状況を常時確認できるページ（インターネット）の
公開など情報提供を望む。
○本市でも同様に、児童育成協会に企業主導型保育事業の質問をした際の回答に時間が掛かる場合が多く、その回答も不明確な場合
があるため、事務的な負担が生じているもの。
○平成30年度においては、内示については情報提供があったものの、最終的な交付決定の状況については情報提供されておらず、開所
状況の把握が困難であった。企業主導型保育事業の開所状況については、国から依頼のある「子育て安心プラン実施計画」の実績値に
も含めることとされていることから，迅速な情報提供を求める。
○児童育成協会からの助成決定に係る自治体への情報提供については、助成決定を受けた翌年度の５月～６月頃まで一切行われず、
以下のような多様な問題が生じている。
①自治体において、管内で実施されている事業者の把握ができない
②地域住民や施設利用者から問合せ等を受けても、当該事業者が企業主導型保育事業実施者かどうかすら分からない
③待機児童対策の受け皿として位置付けられているものの、市町において利用希望者への情報提供ができない
④待機児童数の算定に正確に反映できているかどうか不明確
○企業主導型の定員変更は比較的自由にできるうえ、事業者の都合によって助成対象外となり、企業主導型保育施設でなくなる事が可
能と聞いている。利用希望者に対してはもちろんだが、議会質問や子ども・子育て会議、待機児童調査、子ども・子育て支援事業計画にも
影響するため、その都度、開設・助成申請取りやめ予定施設と連絡を取る必要があり、迅速で正確な一元化された情報提供が必要とな
る。
○企業主導型については、担当課で正確かつ最新の情報がわからないこともあるので、情報の共有がスムーズになれば、待機してる保
護者にも情報を紹介できることになる。
○30年度に内示・助成決定した施設についても、児童育成協会は年度内に公表できず、待機児童解消に効果を発揮しているとは言い難
い状況であり、市町への情報提供をよりスムーズに行うようにしていただきたい。
○平成30年度の運営費助成及び施設整備費助成決定情報について、児童育成協会から全く連絡がないため、認可外保育施設の開設届
をもって初めて助成決定されたことを把握している。施設を指導する立場にある県においては開設状況を把握できないために適切な指導
ができないこと、市町村においては子ども・子育て支援計画の見直しや特定教育・保育施設で利用調整できなかった際の紹介先として施
設を把握できないことに支障をきたしている。
○本県においても、（公財）児童育成協会から都道府県に対する平成30年度分の助成決定情報の共有が図られなくなったことにより、企
業主導型保育事業の開設の動きについて、事前の把握が困難となり、市町村における利用調整や市町村計画の策定に支障を来してい
る。特に今後は、無償化に伴い地域枠利用者の保育の認定や一時預かり等実施時の施設の確認等が必要になるので、混乱が生じない
よう開設前の情報提供の徹底を要望する。
○開設時期が不透明なので、保護者への周知等が出来ない。（公財）児童育成協会ないし事業実施者から市町村への迅速な情報提供を
求める。
○地域住民などから問い合わせがあった場合に、進捗状況が答えられないことがある。助成決定や開所日等の情報について、迅速に情
報提供を求める。
○企業主導型保育事業は有効な保育資源として考えており、地域枠を整備量に計上しているが、設置状況の把握が遅れることにより、利
用希望者に対して正確な情報提供ができなくなる。
加えて、把握が遅れることで今後の保育所等の整備計画に支障が出る可能性がある。
○企業主導型については、認可外保育施設としての指導監督が必要となるが、助成決定の情報共有がなければ、いつ開設されるかわか
らず、適切な指導が実施できない。
○新規開設施設の情報を１つでも多く提供することで、保護者ニーズに答えることが出来る。保留（待機）児童削減にも繋がる。
当市においては、待機児童調査の時など、特定時点において独自に利用者情報を施設に照会しているが時間を要するため、対応に苦慮
している。
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300 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

医療・福祉 里帰り出産時等
における一時預
かり事業の対応
の明確化につい
て

一時預かり事業の利用対象児童
について、里帰り出産時等など、
居住地の保育所に入所・在籍し
ている乳幼児を居住地外の保育
所等でも受け入れ可能かどうか
明確にするとともに、受け入れた
場合の補助金の全国統一単価
の創設や施設型給付の取り扱い
の明確化を求める。

里帰り出産等で里帰り先に帰った保護者は、自治体による児童福祉法の解
釈によって、居住地の保育所等を退所（園）しなければ、一時預かり事業を利
用することができない場合がある。仮に退所した場合、里帰り出産後に居住
地の保育所等に再度入所できるとは限らず、利用者は退所（園）に踏み切る
ことができない。
また、自治体の判断によって、居住地の保育所等を退所（園）せずとも一時預
かり事業の対象とすることができるものの、一時預かり事業に係る広域利用
の場合の補助金や入退所に伴う施設型給付の取り扱いについては不明瞭で
ある。

居住地の保育所等に入所・在籍している乳幼児が居住地外で一
時預かりが可能かどうか、また居住地の保育所等の入退所の取り
扱いが明確となることで、法の解釈で今まで実施していなかった自
治体でも一時預かり事業を実施することができるとともに、自治体
間調整が不要となり事務負担が軽減されることで広域利用が進む
ことから、産前産後の身体的な負担を軽減し、産み育てやすい環
境が整備され、子育てしやすい社会の実現に貢献することとなる。

児童福祉法第34条の
12、児童福祉法施行規
則第36条の35第１号

内閣府、厚生労
働省

鳥取県、日本
創生のための
将来世代応
援知事同盟

旭川市、荒川
区、川崎市、南
あわじ市、米子
市、山陽小野田
市

○当市でも、里帰り出産をする際の一時預かり事業に対する扱いが利用者の居住地と異なるために、案内や調整に苦慮するケースがあ
るため、明確化を求める。
○当該事項については取扱いが不明瞭で自治体によって対応が異なるため、対応の明確化が必要である。
○当団体においても同様の実態があり、保護者の不利益になることが生じる場合もある。制度の明確化が必要と考える。
○当市においては、在籍児童でない場合だけ、里帰り出産での一時預かりを受け入れしてる。（同一児童に二重給付と考えるため）提案
自治体の制度の効果に賛同できると考えるため、明確化されることを要望する。
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警察庁（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案）

区分 分野 団体名 支障事例

54 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

その他 交通安全対策
特別交付金の
交付決定日の
前倒し

交通安全対策特別交付金の都
道府県への交付を、現状の3月
下旬から３月上旬に前倒しするこ
とを求める。

交通安全対策特別交付金については、国から、年２回（９月、３月）都道府県
に交付される。このうち、３月の交付については、例年３月20日前後に交付さ
れるが、年度末の繁忙期とも重なり、当該交付金の県における受け入れ及び
市町村への支払い業務に支障をきたしており、事務処理ミスも誘発しやすい
状況である。
平成30年度においては、国の交付決定から市町村への支出まで中３開庁日
しかなく、その間に歳入歳出処理と市町村への交付額確定通知を作成・決裁
を行う必要があり、特に各市町村への交付額決定通知の起案と、「支出負担
行為即支出決定決議書」に時間を要している。

【平成30年度事務処理日程】
平成31年３月22日（金）　交付決定
平成31年３月26日（火）　県会計担当部署に持ち込み
平成31年３月27日（水）　会計担当部署における確定処理
平成31年３月28日（木）　市町村口座への振り込み

年度末であっても、３月上旬は３月下旬に比較して多少の余裕が
あることから、国からの交付決定を3月上旬に前倒しすることで、交
付金受け入れや支払い事務に係るミスの防止や事務処理の円滑
化が期待できる。

道路交通法附則第16条 警察庁、総務省 山梨県 「官庁会計システム
（ADAMSⅡ）による平成
30年度３月期交通安全
対策特別交付金の支払
いについて」（平成31年
３月20日総務省大臣官
房会計課自治財政局交
付税課事務連絡）

岐阜県 ○交通安全対策特別交付金は、国（交付税及び譲与税配布金特別会計）から、県・市町村に年２回（９月、３月）直接交付され、各市町村
分については国の交付決定後に県において各市町村（全42団体）への交付手続きを行っている。各市町村へは当該年度内に支払うこと
とされているが、３月の国の交付決定日は、例年３月下旬（平成30年度は３月22日）であり、国の交付決定日から各市町村への支払日
（平成30年度は３月28日）までは、開庁日で中３日しかなく、その間に国費会計システム「ＡＤＡМＳⅡ」を利用して歳入歳出処理を行うとと
もに、各市町村への当該交付金の額の決定通知の作成、決裁及び発出を行わなければならない。

114 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

その他 交通安全対策
特別交付金の
交付決定日の
前倒し

交通安全対策特別交付金（３月
交付分）の交付決定日を早める
ことを求める。

交通安全対策特別交付金は、国（交付税及び譲与税配布金特別会計）から、
県・市町村に年２回（９月、３月）直接交付され、各市町村分については国の
交付決定後に県において各市町村（全42団体）への交付手続きを行ってい
る。
各市町村へは当該年度内に支払うこととされているが、３月の国の交付決定
日は、例年３月下旬（平成30年度は３月22日）であり、国の交付決定日から各
市町村への支払日（平成30年度は３月28日）までは、開庁日で中３日しかな
く、その間に国費会計システム「ＡＤＡМＳⅡ」を利用して歳入歳出処理を行う
とともに、各市町村への当該交付金の額の決定通知の作成、決裁及び発出
を行わなければならない。

交付決定日の前倒しにより、県や各市町村の事務手続きに係る負
担の軽減に資する。

道路交通法附則第16条
平成31年３月20日付け
総務省大臣官房会計
課、自治財政局交付税
課事務連絡（官庁会計
システム（ＡＤＡＭＳⅡ）
による平成30年度３月
期交通安全対策特別交
付金の支払について）

警察庁、総務省 岐阜県 平成31年３月20日付け
総務省大臣官房会計
課、自治財政局交付税
課事務連絡（官庁会計
システム（ＡＤＡＭＳⅡ）
による平成30年度３月
期交通安全対策特別交
付金の支払について）

川崎市、山口県 ○交通安全対策特別交付金において、県内各市町分（全19団体）について交付手続きを行っており、３月の国の交付決定日から各市町
への支払日までの期間が短いため、国費会計システム「ＡＤＡМＳⅡ」を利用した歳入歳出処理や、各市町への当該交付金の額の決定通
知の作成及び発出等事務処理を行う際に支障をきたしている。

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞
管理
番号

団体名 回答欄（各府省）
所管部署・

担当者連絡先

提案区分
その他

(特記事項)
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例
制度改正による効果

（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効率化等）
根拠法令等

制度の所管
・関係府省
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総務省（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案）

区分 分野 団体名 支障事例

25 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

その他 「国会議員の選
挙等の執行経
費の基準に関す
る法律」に基づく
執行経費認定
の弾力的運用

システム改修の原因が明らか
（法改正、OSサポート期間終了
など）であって、やむを得ない事
情がある場合（システム改修に
期間を要す）には、監督官庁（総
務省）と協議した上で、事業の事
前着手を認めることとする。（次
期選挙執行時に、必要経費とし
て計上可とする。）

【制度の概要】
国会議員の選挙等の事務は、公職選挙法（昭和25年法律第100号）等に基づ
き都道府県及び市町村の選挙管理委員会が行い、これに要する経費（以下
「執行経費」という。）は、国が負担することとされている。執行経費について
は、「国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律」（昭和25年法律第
179号）において、投票所経費等の経費の種類ごとに基本額が定められてい
る。なお、執行経費の実績報告等は、選挙ごとに発出される国（総務省自治
行政局選挙部管理課）からの通知に基づき実施している。
　
【支障事例】
本県では、民間企業が開発した「選挙速報システム」を導入し、投票開始時に
市町選管から報告される投開票データの集計に活用している。このたび、
サーバーOS等のサポート期間満了や元号改正等に伴い、システムの改修が
必要である。（履行期間約数ケ月）当業務は、選挙執行前に業務発注せざる
を得ないが、国の通知より、備品の事前発注等は認められておらず、対応に
苦慮している。

【制度改正の必要性】
迅速かつ正確な投開票データの集計のために、システムは必要
不可欠である。なお、システムのレンタル費用等は執行経費として
認められており、改修費用についても、短期間で済めば、認められ
るものと思われる。
　
【懸念の解消策】
本件のように、改修の要因が法改正等により明らかであり、かつ
履行期間等により通常のルールでは、準備が間に合わない執行
経費は、監督官庁（総務省）との協議を前提とした上で事前着手を
認め、次期衆議院選挙執行時に実績報告を行い、２重にチェック
することで、適切な執行経費の計上が可能となると考えている。

総務省自治行政局選挙
部管理課長通知（平成
29年10月６日付け総行
管第333号）

総務省 山口県、中国
地方知事会、
九州地方知
事会

北海道、盛岡
市、川崎市、大
阪市、兵庫県、
出雲市、山陽小
野田市、高松
市、熊本市、中
津市、沖縄県

○選挙権年齢の引下げ及び選挙人名簿の表示登録に係る法改正時においては、特例的にシステム改修に係る経費について、国の予備
費による補助制度が講じられたが、当市においては、システム改修が業者委託となるため、年度末までに間に合わず、結果的に表示登
録部分の改修費が自治体の全額負担となった。
○衆議院の区割り改定が行われた場合、投開票速報システムの改修が必要となる。改修には一定の期間が必要である一方、改修着手
は選挙執行年度と同一年度でないと執行経費の対象とならないことから、衆議院の解散後でないと改修に着手できず、対応に苦慮してい
る。
○民間企業が開発した名簿調製システム、期日前投票管理システム、当日投票システム及び開票システムを導入しているが、元号改正
に伴う改修や公職選挙法の投票の無効事由の改正に伴う開票システムの改修に多額の経費を要している。公職選挙法の改正でシステ
ムの改修が必要となる場合には多額の経費が必要となる。

26 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

その他 審査請求を全部
認容する場合に
おける地方自治
法に基づく議会
への諮問手続
の廃止

地方自治法第206条第２項、第
229条第２項、第231条の３第７
項、第238条の７第２項、第243条
の２第11項及び第244条の４第２
項の各規定に、改正行政不服審
査法で規定された第三者機関へ
の諮問が省略できる旨の規定に
倣って、議会への諮問の例外と
して、「審査請求が不適法であ
り、却下する場合」に加え、「申請
に対する処分に関する審査請求
を全部認容する場合」を追加す
る。

本市において、公立保育所の保育料決定処分の取消しを求める審査請求が
提出され、行政不服審査法に基づき審理員を指名して審理手続を行い、その
結果として、当該審査請求を認容し、原処分を取り消すという内容の審理員
意見書が提出された。
改正行政不服審査法では、処分に関する審査請求を全部認容する場合は、
行政不服審査会等への諮問を省略できる旨の規定となっているが、地方自
治法に基づき議会への諮問を要する審査請求については、行政不服審査法
の当該規定が適用されない。
したがって、本市では、議会において、諮問の日から20日以内に委員会での
審査及び本会議での意見の表決を行い、さらにその議決結果を受けて、審査
庁で裁決を行っているところだが、本件のように審査請求を全部認容する場
合は、審査請求人の権利利益の救済が完全に図られるため、議会手続に要
する時間、経費、労力等に比べ、議会への諮問を行う意義が乏しい。また、審
査請求人は、早期に裁決を得たくても、議会手続の終了を待たなければなら
ない。
加えて、保育料に限って言えば、子ども・子育て支援法の施行により公立と私
立の保育料で法的性質が異なる仕組みとなることから、本件が仮に私立保育
所の保育料の審査請求であった場合は、行政不服審査法の規定に基づき行
政不服審査会等への諮問を省略でき、救済手続に相違が生じることは、保育
所の利用者にとって理解しづらく、また、制度上不均衡が生じている。

審査請求人は早期に裁決を得ることができ、早期の権利利益の救
済が図られる。
また、保育料決定処分に係る審査請求に限って言えば、公立・私
立の保育所の違いによって審査請求人が裁決を得る時期の不均
衡が解消される。

・地方自治法第206条第
２項、第229条第２項、第
231条の３第７項、第238
条の７第２項、第243条
の２第11項、第244条の
４第２項
・行政不服審査法第43
条

内閣府、総務省 下関市 新潟市、神戸
市、高松市、宮
崎市

○当市においては、地方自治法の規定により議会への諮問が要求される審査請求については、先般の改正により却下案件のみ議会へ
の事後報告で足りるとされたところではあるが、これに該当しない場合は、裁決の結論（認容裁決）や、審査請求人の希望の有無を問わ
ず、全て議会に諮問することとなる。議会においては、原則公開の場で審査され、近年はインターネットによる中継が行われるなど公にさ
れる機会が増えている中、たとえ個人情報は伏せた形であったとしても、事案の概要については知られることとなるため、審査請求をしよ
うとする者が萎縮してしまうこととなる。

27 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

その他 自転車の撤去・
保管に係る費用
の徴収・収納事
務の私人委託

市町村が「自転車の安全利用の
促進及び自転車等の駐車対策
の総合的推進に関する法律」を
根拠として行う自転車の撤去及
び保管に係る費用の徴収・収納
事務について、私人に委託する
ことができることを明確化するこ
と、又は、私人に同事務を委託
することができるよう同法に規定
を設けること。

当市では自転車の撤去及び保管により生じた費用を「自転車の安全利用の
促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律」を根拠として徴
収・収納している。
当該費用については、地方自治法施行令第158条第１項第２号に規定されて
いる「手数料」に該当するか否かが不明確であり、同条に基づいて私人に徴
収・収納の事務を委託することができない。
このため、自転車の保管・返還業務を私人に委託しているにも関わらず、徴
収・収納事務のみ市職員が実施しなければならず、非効率である。

自転車の撤去及び保管に係る費用の徴収・収納事務を私人に委
託することができることにより、自転車の保管・返還業務とともに徴
収・収納業務も私人が実施可能となり、効率的な業務委託を実現
できる。

・自転車の安全利用の
促進及び自転車等の駐
車対策の総合的推進に
関する法律
・地方自治法第243条
・地方自治法施行令第
158条

内閣府、総務省 京都市 新潟市、熊本市 ○当市でも自転車の保管・返還業務を私人に委託しているにも関わらず、徴収・収納事務は市職員が実施している。そのため、今の体制
は非効率であると考える。
○当市では撤去・保管に係る費用の徴収・収納事務は直営で行っている。提案のように徴収・収納業務も私人が実施可能となれば、当市
でも効率的な業務委託を実現できると考える。

28 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

土木・建築 公営住宅の明
渡し請求に伴う
損害賠償金の
回収事務を私人
に委託できるよ
うに求める制度
改正

公営住宅の明渡し請求後、明渡
し期限が経過した不正入居者等
に生じる損害賠償金について、
地方公共団体が私人に徴収又
は収納の事務を委託できるよう
公営住宅法及び施行令の改正
等による制度改正を求める。

県営住宅の明渡し請求により生じる損害賠償金について、本県の条例では
「知事が指定する期日の翌日から当該公営住宅を明け渡す日までの期間に
ついては、近傍同種の住宅の家賃の額の２倍に相当する額以下で、規則で
定める額の金銭を徴収することができる」（奈良県営住宅条例第30条２項第
38条第３項及び第４項）と定めており、更に規則において「近傍同種の住宅の
家賃の額の２倍に相当する額」（奈良県県営住宅条例施行規則第19条）と決
定している。この条例・規則は、公営住宅法第29条及び第32条に基づき、「公
営住宅管理標準条例（案）について」（平成８年10月14日住総発第153号）を
参考に定めている。
「近傍同種の住宅の家賃の額の２倍に相当する額以下で、規則で定める額の
金銭」については、知事が指定する期日をもって明渡しを請求（賃貸借契約を
解除）することで入居決定を取り消し、それにより生じた明渡し義務を退去者
が履行しないことによる債務不履行に係る損害賠償金であり、規則で定め、
入居時に説明を行うことで、民法第420条における損害賠償額の予約としてい
る。
当県においては、県営住宅の退去者の滞納家賃については、債権回収の効
率化を図るために弁護士に委託する一方、当該損害賠償金については、私
人に委託できないことから、現在職員で徴収にあたっている。
退去者のうち、家賃と損害賠償金の両方を滞納している者も一定程度いる
が、滞納家賃は弁護士、損害賠償金は職員と、支払い先や対応先等が異な
り、債権回収業務が非効率になっている。

専門家のノウハウが活用できること、滞納家賃と損害賠償金を一
体的に委託することで債権回収業務を効率化することができる。

・公営住宅法第29条、第
32条
・地方自治法第243条
・地方自治法施行令第
158条

総務省、国土交
通省

奈良県 宮城県、仙台
市、福島県、須
賀川市、埼玉
県、川崎市、名
古屋市、八尾
市、愛媛県

○本市においては、条例及び施行規則に基づき、市長が期日を指定して住宅の明渡を請求している。その請求に応じない入居者に対し
ては、明渡請求訴訟を提起して契約解除の意思表示をし、その訴状の送達日の翌日から当該住宅の明渡しの日までの期間について、毎
月、近傍同種の住宅の家賃の額の二倍に相当する額（以下、損害賠償金という）を徴収することとしている。明渡請求訴訟にて、滞納して
いる家賃等の支払いの判決を得た退去滞納者に対しては、回収業務を弁護士に委託しているが、損害賠償金は私人の方で回収できな
いため、本市で直接対応している。貴県と同様、滞納者等は弁護士、損害賠償金は職員と、支払先や対応先等が異なり、債権回収業務
が非効率になっている。
○当市においても、家賃滞納者に対し、本市市営住宅条例第34条第4項において「請求の日の翌日から当該公営住宅の明渡しを行う日
までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の2倍に相当する額以下で市長が定める額の金銭を徴収することができる」と規定
し、本市市営住宅条例施行細則第26条第2項において「当該請求をした日の属する月の家賃に相当する額」と規定する。そして同様に、
滞納家賃については弁護士に委託する一方、損害賠償金については職員で対応しており、非効率となっている。併せて、市営住宅退去
時の建物修繕費に関しても、私人委託ができないため同様の問題が生じている。通常、家賃を滞納したまま退去した者は、敷金が滞納家
賃に充てられるため、ほぼ建物補修費も未納となるが、滞納家賃は弁護士に委託し催告を行う一方、建物補修費は職員から催告を行う
形となり、非効率が生じている。
○当県においても、県営住宅退去者の滞納家賃と損害賠償金の回収業務では、滞納家賃は民間会社に委託し、損害賠償金については
職員で行っており、非効率であると感じている。制度改正により、滞納家賃と損害賠償金の回収業務を一体的に委託することが可能にな
れば、回収方法の選択肢が増えることにより、効率化を図ることが期待できる。
○当県では、県営住宅における高額所得者への住宅明け渡し請求（県営住宅条例29条３項）を実施しているが、明け渡し期限後、退去し
ない者に対し、近傍同種家賃額の２倍の額を損害金として徴収している。（県営住宅条例第30条２項）当該損害金は、地方自治法施行令
第158条に規定されないため、県で調定及び徴収しているが、性質的には家賃に近く、家賃徴収を委託している先で家賃と同様の徴収事
務を実施した方が効率的と考える。
○当県では、県営住宅の家賃に関しては、住宅供給公社に収納事務を委託している。一方、損害賠償金に関しては、委託が行えないた
め、県が直接、請求を行っている。また、損害賠償金の未納者に対しては、県が督促、催告しているが、効果的な滞納整理が困難な状況
にある。損害賠償金の滞納者のほとんどの者は、家賃も滞納しており、住宅供給公社に徴収事務を委託し、一体的な債権回収を図ること
が効率的である。

管理
番号

団体名 回答欄（各府省）
所管部署・

担当者連絡先

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞提案区分
その他

(特記事項)
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例
制度改正による効果

（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効率化等）
根拠法令等

制度の所管
・関係府省
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総務省（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案）

区分 分野 団体名 支障事例

管理
番号

団体名 回答欄（各府省）
所管部署・

担当者連絡先

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞提案区分
その他

(特記事項)
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例
制度改正による効果

（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効率化等）
根拠法令等

制度の所管
・関係府省

31 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

その他 住民基本台帳
事務関係様式
からの「性別」欄
削除

住民基本台帳事務における各種
申請様式から、可能な範囲で「性
別」欄を削除すること。

【例：住民基本台帳カード関係様式】
・「住民基本台帳カード等の運用上の留意事項について」（平成24年６月４日
付総行住第47号）で示された住民基本台帳事務関係様式には、性別欄が設
けられている。
・当該通知は技術的助言であるものの、様式へ「※住民票コードがわからな
い場合は、生年月日と性別を記載してください。」といった記載が付されている
ことを踏まえると、通知を受けた地方自治体側としては当該様式は性別欄が
あることを前提としたものと解するのが一般的だと考えられる。
・様式に性別欄があると、「住民基本台帳上の性別」と「性同一性（性自認）」
とが異なる場合などに申請者へ心理的負担を強いることが懸念される。

当区を含む複数の地方自治体においては、申請書等の様式を点検し、性別
欄を削除する等の取組を進めているところであるが、地方自治体へ統一的に
示された各通知等によって、様式に性別欄への記載が規定されているため、
取組の支障となっている。

住民基本台帳事務関係様式から性別欄を削除することができれ
ば、申請者の心理的負担を緩和することができ、申請者一人ひと
りの人権に配慮した窓口対応が可能となる。

「住民基本台帳カード等
の運用上の留意事項に
ついて」（平成24年６月４
日付総行住第47号）

総務省 特別区長会 石岡市、柏市、
川崎市、福井
市、高山市、豊
明市、京都市、
岩国市、徳島市

○申請者から性別を記載させることに対し、「性的虐待を受ける」と苦情を受けた事例がある。制度改正により、当事者の心理的不安が軽
減される。
○不必要な個人情報の収集を最小限にとどめるという個人情報保護の観点からも不要な性別欄は廃止するのが適当ではないかと考え
る。

○有効期限の相違によるトラブルについては、おそらく全市町村が懸念している。
○マイナンバーカードとマイナンバーカード搭載の電子証明書の有効期間が一致しないことは、交付時に説明しているが住民には認識が
しづらい。
○今後マイナンバーカードによる行政手続を推進していくならば、高齢者にもわかりやすく、利便性のあるものにしていくべき。複数の暗証
番号の設定や期限到来日の覚えは高齢者には複雑すぎて馴染めない。
○今秋から来年度にかけて、電子証明書の有効期限が切れる市民からの問い合わせや更新の手続きで混乱されることが予想される。
○マイナンバー制度が住民の利便性向上を目的の一つとしているにも関わらず、更新手続きのために住民が市町(役所等)に行く必要が
あり、更新されないまま放置されることも懸念される。有効期間満了に伴う更新の際は、住民が市町の窓口へ行くことなく更新を可能とす
るなど簡易な方策を検討するよう要望する。
○当市では、マイナンバーカード交付時に券面に電子証明書の有効期限を記載し、カードの有効期限と相違があることを説明している
が、更新手続きが面倒として一致していないことに対する苦情を受けることもある。個々への更新案内があった方が良いとは思うものの、
現行の住基ネットシステム機能では、該当者の抽出機能がなく、案内送付には費用や作業時間を要し、市町村の負担となる。
○当市にも同様の問い合わせは数件あり、今後はトラブルも予想される。マイナンバーカードと電子証明書の有効期限が同じであれば良
いとは思うが、暗号化技術の衰退等危険性があるのであれば、必ずしも同時である必要はないと考える。ただし、当市で有効なマイナン
バーカードの電子証明書の有効期限を一括で把握できる機能があれば、市町村ごとに対応策も出てくると想定する。
○交付時の有効期間の説明時に、「分かりにくい」と苦情をもらうことが多い。
○マイナンバーカードの普及促進に取組んでおり、今後益々カード交付に伴う事務手続きが増える中、電子証明書の更新申請手続きの
ための事務手続きが加わることにより、自治体側としては事務負担となることは明らかである。また、電子証明書が失効したことでカード
利用ができないことの問い合わせや、カード所持者が更新申請のため来庁が必要となることから負担を強いることになる。
○住基ネット端末の設置数等の物理的な制約により、マイナンバーカードを扱うことができる窓口ブース数は限られる。そのため、更新手
続者が多いほど滞留することとなり、待ち時間の増加に繋がる。
○交付の窓口で、日常的に来庁者から電子証明書の有効期間について懸念や要望が多数聞かれる。具体的には「免許証のように通知
が来ると思っていた」「５年後に必要事項を覚えている自信がない」「いざ必要になった時に期限が切れていて、更新のために結局役所に
来るなら、利便性を感じない」といった内容が多い。カードとの有効期間の統一や更新通知の送付等、住民の利便性に寄与する具体的な
対策を要望する。また、電子証明書の更新時期までに各自治体が十分準備できるよう、更新対象者の人数の情報提供を要望する。
○令和２年から電子証明書の失効が始まる。税の申告時には実際申告ができないという問い合わせが多数予想され、多数の電子証明
書の更新希望者が窓口に来庁すると想定される。
○マイナンバーカード交付の際の質問に多く挙げられるのが、カード本体と電子証明書の有効期間不一致である。実際に説明を行っても
ご理解いただくのに苦慮する事項である。

マイナンバーカード本体と搭載された電子証明書の有効期間が一
致していないことについて、有効期間の一致を含め、必要な対策を
講じることにより、所有者の認識誤りによる電子証明書の失効を
防ぐことができる。また、国や自治体への問い合わせが軽減され
ることが期待できる。

・行政手続における特定
の個人を識別するため
の番号の利用等に関す
る法律の規定による通
知カード及び個人番号
カード並びに情報提供
ネットワークシステムに
よる特定個人情報の提
供等に関する省令第26
条、第27条
・電子署名等に係る地方
公共団体情報システム
機構の認証業務に関す
る法律施行規則第13
条、第49条

総務省 特別区長会 苫小牧市、中標
津町、大船渡
市、いわき市、
石岡市、ひたち
なか市、桐生
市、朝霞市、柏
市、川崎市、福
井市、高山市、
豊橋市、半田
市、豊明市、野
洲市、京都市、
大阪府、八尾
市、島本町、兵
庫県、神戸市、
西宮市、岩国
市、徳島市、松
山市、久留米
市、糸島市、大
村市

32 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

その他 マイナンバー
カード及びマイ
ナンバーカード
搭載の電子証
明書の有効期
間相違によるト
ラブルの回避策

マイナンバーカードの有効期間
は、20歳以上の場合、発行の日
から10回目の誕生日であるのに
対し、マイナンバーカード搭載の
電子証明書の有効期間は、一
律、発行の日から５回目の誕生
日となっているため、電子証明書
の有効期間到来による更新に際
し、有効期間の相違によるトラブ
ルが生じないよう対策を講じるこ
と。

20歳以上の場合、マイナンバーカードとマイナンバーカード搭載の電子証明
書の有効期間が一致しないため、電子証明書のみ更新申請を行う必要があ
る。
しかし、所有者が有効期間の不一致を認識していない場合、更新申請が行わ
れず、電子証明書が有効期間切れにより失効するおそれがある。
この場合、マイナンバーカード本体が有効であるにもかかわらず、e-TAXや証
明書のコンビニ交付サービス等を利用できない状況となり、利便性の点で問
題がある。また、利用できないことに対する問い合わせが多数寄せられること
が予想される。
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制度の所管
・関係府省

38 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

その他 語学指導等を行
う外国青年招致
事業（ＪＥＴプロ
グラム）に係る
関係省庁と一般
財団法人自治
体国際化協会
（クレア）との連
携強化による地
方公共団体へ
の連絡の円滑
化

ＪＥＴプログラムの導入につい
て、総務省等関係省庁及びクレ
アが十分に連携を図り、地方公
共団体の意見も踏まえたうえで、
事業の概要や通知スケジュール
等を定めた要綱等を作成し、通
知すること。

ＪＥＴプログラムの導入にあたっては、連絡事項等について、関係省庁とクレ
アから関連した文書が異なる時期に届くなど、制度の全体像がわかりづらい
ほか、管内市町村への連絡取りまとめを行う都道府県の立場として、事務が
進めづらい状況におかれている。
具体的には、平成30年度は、ＪＥＴプログラムの新規配置要望調査（①）につ
いて、クレアからＪＥＴプログラムの概略資料等がないままに照会が届き、そ
の９日後、関係省庁（総務省、外務省、文科省）からＪＥＴプログラムの概略や
活用を促す通知（②）が届いている。
県では、①の到着後速やかに管内市町村等へ照会していたため、②が届く前
に「ＪＥＴプログラムを活用しない」と回答している団体もあり、連絡調整に苦慮
し、制度活用の妨げとなっている。

関係省庁とクレアが連携を強化し、事業の概要やスケジュール等
が明示された事業要綱が定められることで、国としての政策的な
意図を、的確な時期に県や市町村へ正しく伝えることができる。
これにより、活用を検討する団体の増加が期待できる。

①平成30年８月20日付
け自国整第350号「平成
31年度第33期「語学指
導等を行う外国青年招
致事業（ＪＥＴプログラ
ム）」に係る中国・韓国・
ブラジル・ペルー（ＣＩＲ・
ＡＬＴ）の配置要望調査
について（照会）」（一般
財団法人自治体国際化
協会ＪＥＴプログラム事
業部長）
②平成30年８月29日付
け事務連絡「ＪＥＴプログ
ラムの一層の活用につ
いて（通知）」（総務省自
治行政局国際室長、外
務省大臣官房人物交流
室長、文部科学省初等
中等教育局国際教育課
長）

総務省、外務
省、文部科学省

秋田県、青森
県、男鹿市、
湯沢市、由利
本荘市、大仙
市、仙北市、
小坂町、羽後
町、東成瀬村

大阪府、宮崎市 ○平成31年度JETプログラム人員割会費の引き上げについて、交付税額の引き上げに関する総務省の通知がないままに、CLAIRから交
付税額の引き上げを前提とした会費引き上げの第一報がメール本文であり、混乱が生じた。

○2019年度以降の外国青年招致事業にかかる会費額の見直しがあり、今年度は一人当たり１万円増額されたが、既に当初予算が決定
した後の周知であった。予算に関わるものであり、早期の周知が必要であると考える。
○当県内で新規導入を検討していた自治体から、新規配置要望の照会がきてから内部で調整をしたが間に合わず、来年度改めて検討す
るという意見が複数あった。早期に検討を始めていれば要望をできた可能性がある。

活用を検討した団体が、議会承認や予算編成など実務的なスケ
ジュールで断念することなく、導入を実現することができる。

①平成30年８月20日付
け自国整第350号「平成
31年度第33期「語学指
導等を行う外国青年招
致事業（ＪＥＴプログラ
ム）」に係る中国・韓国・
ブラジル・ペルー（ＣＩＲ・
ＡＬＴ）の配置要望調査
について（照会）」（一般
財団法人自治体国際化
協会ＪＥＴプログラム事
業部長）
②平成30年８月29日付
け事務連絡「ＪＥＴプログ
ラムの一層の活用につ
いて（通知）」（総務省自
治行政局国際室長、外
務省大臣官房人物交流
室長、文部科学省初等
中等教育局国際教育課
長）
③平成30年９月12日付
け自国整第375号「平成
31年度第33期「語学指
導等を行う外国青年招
致事業（ＪＥＴプログラ
ム）」に係る新規招致者・
再任用者数及び配置希
望調査について（照会）」
（一般財団法人自治体
国際化協会ＪＥＴプログ
ラム事業部長）

総務省、外務
省、文部科学省

秋田県、青森
県、男鹿市、
湯沢市、由利
本荘市、大仙
市、仙北市、
小坂町、羽後
町、東成瀬村

大阪府、大阪
市、大村市、宮
崎市

39 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

その他 ＪＥＴプログラム
の導入に係る事
務の運用改善

ＪＥＴプログラムの導入につい
て、地方公共団体の予算編成や
議会日程に配慮して、遅くとも５
月（新年度体制が整い、早期に
検討を始められる時期）までには
通知等の文書を発出すること。
発出に当たっては、関係省庁が
発出する制度概略や制度導入の
メリット等を示した活用促進に関
する文書と、クレアが発出する新
規配置要望の調査に係る文書等
双方の連動した早期化が望まし
いが、特に、関係省庁からの活
用促進に関する文書について
は、導入検討の基点となるため、
可能な限り早期に発出していた
だきたい。

県内では、平成31年度からの新規導入を検討していた２団体が、いずれも予
算の調整や議会への報告等の関係で断念している。
平成31年度の導入に向けては、新規配置要望に係る調査が平成30年８月20
日付け（①）及び９月12日付け（③）で発出され、回答期限は参加国などにより
異なっており、関係省庁からの活用促進に係る通知は８月29日付け（②）で発
出されているところだが、５月頃までに発出されていれば、各団体において、
新たに活用するための調査や手続き等を進める期間を確保することができ、
断念することなく要望できた可能性があった。
なお、現在のところＪＥＴプログラム活用している市町村の多くは教育委員会
（ＡＬＴ）のみであるが、近年では、首長部局によるＣＩＲの活用検討に係る問い
合わせが増えつつあり、導入実績のない部署で新規に活用する場合、検討
はゼロからのスタートになるため、今後はさらに予算や議会との調整期間が
必要となる場面が増えるものと想定される。
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総務省（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案）
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提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例
制度改正による効果

（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効率化等）
根拠法令等

制度の所管
・関係府省

54 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

その他 交通安全対策
特別交付金の
交付決定日の
前倒し

交通安全対策特別交付金の都
道府県への交付を、現状の3月
下旬から３月上旬に前倒しするこ
とを求める。

交通安全対策特別交付金については、国から、年２回（９月、３月）都道府県
に交付される。このうち、３月の交付については、例年３月20日前後に交付さ
れるが、年度末の繁忙期とも重なり、当該交付金の県における受け入れ及び
市町村への支払い業務に支障をきたしており、事務処理ミスも誘発しやすい
状況である。
平成30年度においては、国の交付決定から市町村への支出まで中３開庁日
しかなく、その間に歳入歳出処理と市町村への交付額確定通知を作成・決裁
を行う必要があり、特に各市町村への交付額決定通知の起案と、「支出負担
行為即支出決定決議書」に時間を要している。

【平成30年度事務処理日程】
平成31年３月22日（金）　交付決定
平成31年３月26日（火）　県会計担当部署に持ち込み
平成31年３月27日（水）　会計担当部署における確定処理
平成31年３月28日（木）　市町村口座への振り込み

年度末であっても、３月上旬は３月下旬に比較して多少の余裕が
あることから、国からの交付決定を3月上旬に前倒しすることで、交
付金受け入れや支払い事務に係るミスの防止や事務処理の円滑
化が期待できる。

道路交通法附則第16条 警察庁、総務省 山梨県 「官庁会計システム
（ADAMSⅡ）による平成
30年度３月期交通安全
対策特別交付金の支払
いについて」（平成31年
３月20日総務省大臣官
房会計課自治財政局交
付税課事務連絡）

岐阜県 ○交通安全対策特別交付金は、国（交付税及び譲与税配布金特別会計）から、県・市町村に年２回（９月、３月）直接交付され、各市町村
分については国の交付決定後に県において各市町村（全42団体）への交付手続きを行っている。各市町村へは当該年度内に支払うこと
とされているが、３月の国の交付決定日は、例年３月下旬（平成30年度は３月22日）であり、国の交付決定日から各市町村への支払日
（平成30年度は３月28日）までは、開庁日で中３日しかなく、その間に国費会計システム「ＡＤＡМＳⅡ」を利用して歳入歳出処理を行うとと
もに、各市町村への当該交付金の額の決定通知の作成、決裁及び発出を行わなければならない。

【現行制度】
行政機関内部で森林所有者等に関する情報を利用する場合、森林法第10条
の７の２に規定する森林の土地の所有者に関する情報のうち、税務部局が調
査した結果知り得た情報については、同条が施行される平成24年4月1日以
降、新たに森林の土地の所有者となった旨の届出の義務がある者に関する
登記簿と異なる課税台帳記載情報に限り、地方税法第22条の守秘義務が課
される情報に該当しないこととされている。
【支障事例】
森林法第10条の８第１項の伐採届について、伐採業者等が立木を買い受け
て伐採する場合には伐採業者等と所有者が共同で届出書を提出することさ
れている。当該届出書の記載内容と森林部局で把握している情報とに不一致
があった場合、固定資産課税台帳により確認を行おうとしても上記のような制
限がかかるため、受理等の作業の遅延や、受理自体ができない事態が発生
している。
また森林経営管理法において、経営管理意向調査を行う際に調査が円滑に
進まないことが懸念されるなど、当該法律に基づく制度の適切かつ円滑な運
用にも今後支障が出る可能性がある。

森林法に基づき、固定資産課税
台帳に記載されている森林所有
者に関する情報を利用するにあ
たり、平成24年４月１日以降に新
たに森林の土地の所有者となっ
た者に限らず、登記簿と異なる
台帳記載情報について行政機関
の内部で活用できるようにするこ
と。

森林法に基づく
行政機関による
森林所有者等
に関する情報の
利用等に係る規
制緩和

土地利用（農
地除く）

Ｂ　地方に対す
る規制緩和

49 福井市総務省、農林水
産省

森林法第10条の７の２、
第191条の２第１項、森
林法に基づく行政機関
による森林所有者等に
関する情報の利用等に
ついて（平成23年４月22
日付け23林整計第26
号）、固定資産税課税台
帳に記載されている森
林所有者に関する情報
の利用について（平成24
年３月26日付け23林整
計第342号）

平成24年４月1日より前に森林の土地の所有者となった者に関す
る登記簿と異なる台帳記載情報も活用が可能になることで、地方
自治体の事務の効率化・迅速化に繋がるだけでなく、森林法や森
林経営管理法の目的である森林の適切な管理や経営にも資す
る。

○各種補助事業で行う森林整備にあたり、所有者不明森林が存在した場合、固定資産課税台帳を利用した探索を試みても上記の制限
がかかるため、その探索に大きな労力を費やし、森林の適切な整備や管理にも支障が出ている。
○森林整備の集約化事業を進めるにあたり、土地の所有者情報を調査していくことがあるが、その際、情報として頼れるのは土地登記簿
のみである。そのため、現住所が変更になっていたり、亡人名義のままの場合、追跡調査が必要となるが、戸籍や住民情報の照会のみ
では、現に所有する者の特定ができず、かつ税務課の納税義務者情報等も有効な手がかりとなるのだが、平成24年４月１日以降に新た
に森林の所有者となった者に限定されてしまうと、事務が円滑に進まないことが今後も懸念される。本年度より「林地台帳制度」や「森林
経営管理法」も施行されたため、早急な制度改正が求められる。
○固定資産課税台帳に記載されている森林所有者等に関する情報の利用について、平成24年３月31日以前に森林の土地の所有者と
なった者の登記簿と異なる台帳記載情報についても、行政機関の内部で利用できるようにすることは、当市においても森林整備を円滑に
行う上で有効であると考える。令和元年度から新たに林地台帳制度が始まり、制度をより有効に活用していくため、さらに税情報を活用で
きる範囲を広げ、林地台帳にも登記簿と異なる課税台帳記載情報を記載できるようしていただきたい。同じく令和元年度から市町村への
譲与が始まった森林環境譲与税を財源とすることができる「新たな森林管理システム」も始まり、森林整備に円滑につなげて行くために税
情報の活用範囲の拡大の必要性が益々高まっている状況がある。
○平成31年度から施行された森林経営管理法では、適切な経営管理が行われていない森林について、市町村が森林所有者の意向調査
を実施することとなっている。都道府県が直接実施する事務ではないが、管内の市町村が事務を行う際に、登記情報だけで森林所有者を
特定することが困難なケースが想定され、固定資産課税台帳の利用が有効である。
○平成24年４月１日より前に森林の土地の所有者となった者に関する登記簿と異なる固定資産台帳情報は現行制度では活用できないの
で、今後森林経営管理法における森林所有者への意向調査を行うことや林地台帳の精度向上のための調査に支障が出ると考えられる。
○森林法第191条の４に定める林地台帳において、台帳の所有者情報（現に所有する者の情報）の更新にあたっては、固定資産課税台
帳の情報が重要な情報源となるが、林務部局で得られるその情報に制限があるため、台帳を更新し精度を向上させることができない。結
果的に森林法施行令第10条に定める林地台帳の情報提供にあたって、依頼者に正確な情報を提供することができず、森林施業の適切
な実施や集約化の推進の支障となっている。その他、森林所有者の正確な情報が不足していることにより、森林法第10条の８第１項の伐
採及び伐採後の造林の届出の受理事務や、森林経営管理法第5条の所有者意向調査等の事務の遂行に支障となっている。
○森林法第191条の５第２項に、「市町村は、森林の土地に関する情報の活用の促進に資するよう、林地台帳のほか、森林の土地に関す
る、地図を作成し、これを公表するものとする」と規定されているが、林小班が存在しない土地情報は固定資産税課税台帳から取得するこ
とができず、林小班周辺の用地状況が把握できないため、林小班が存在しない土地の地番および用地境界の情報も取得できるよう規制
を緩和してほしい。
○当市では伐採届、森林の土地の所有者届の受理等、森林所有者の特定をする際に森林簿や登記簿謄本で確認を行っているが、相続
等による登記が行われていない土地もあることから、必ずしも現所有者と一致するものではなく、所有者の特定に時間を要している現状で
ある。
○提案市が挙げている支障事例に加え，当市においては次の事例について支障がある。森林法の規定において，令和元年度より公表す
ることとされている「林地台帳」の整備において，森林所有者情報の精度向上に支障がある。また，市町村森林整備計画の作成にあた
り，森林所有者等の意見を徴取する場合において，森林所有者情報が必要となるが，その精度向上は効率的な事務の実行に向けて必
須事項と言える。
○森林経営管理制度を推進するためにも必要な、市町村で整備する林地台帳の森林所有者情報等の精度向上のためにも固定資産課
税台帳情報の活用が必要であり、また、森林経営管理法において、森林所有者が不明であることが明らかになった森林は、市町村が所
定の探索を行った上で公告、裁定を経て経営管理集積計画を作成することとなるが、固定資産課税台帳が利用できれば所有者が分かる
場合であっても、上記の制限から所有者不明森林として扱うことになってしまい、当制度を適切に運用していく上で支障になりかねない。
○平成24年４月１日以降、新たに森林の土地の所有者となった旨の届出の義務がある者に関する登記簿と異なる課税台帳記載情報に
限り、地方税法第22条の守秘義務が課される情報に該当しないこととされているが、平成24年４月１日以降に新たに森林の土地所有者
になった者の情報か、（土地の所有者となった旨の届出義務がない）所有権を移転せず変更された住所か判別できないとのことから、税
務部局からの提供を受けることができていない。そのため、経営管理意向調査を行う際の森林所有者の調査が円滑に進まないなどが懸
念される。
○森林法第191条の４により、各市町村は１筆の森林の土地ごとにその森林の土地に関する事項を記載した林地台帳を作成することとさ
れている。その記載事項の一つとして「現に所有している者・所有者とみなされる者」があり、当市においては税務部局と検討を進めた
が、法的に認められているのは平成24年４月１日以降に新たに森林の土地の所有者となった者の課税情報のみとされているため、情報
提供を受けられなかった。そのため、市で独自に調査票を森林所有者へ送付し、調査を行った。送付先の特定のためには法務局の登記
簿情報を使用するしか方法がなく、情報が古いため発送に至らないか、発送しても宛先不明で返送されて来るものが多くあった。調査票
が所有者へ届き、市へ提出があったとしても、指定した記入方法を無視した記述が多いため、回答内容にバラつきがあり、取りまとめる作
業が膨大である。平成24年４月1日より前に森林の土地の所有者となった者に関する登記簿と異なる固定資産課税台帳記載情報も活用
が可能になることで、データによる情報の整理が可能で、作業の軽減や誤った情報整理も避けることができる。林業専用道整備事業にお
いては、所有者不在の場合には、説明会などで情報収集し、所有者と関わりのある者などの情報を得ているが、上記情報の活用が可能
であれば、円滑な事業遂行が可能である。
○県内においても、税務部局から林地台帳担当部局に対して、平成24年３月31日以前の情報が提供されない市町村があるところであ
る。森林経営管理法において、市町村が行う経営管理意向調査等が円滑な推進に支障となることも懸念されることから、制度の改正を望
む。
○当市でも、今後実施予定の森林経営管理法に基づく経営管理意向調査において、郵送物の返戻があった際に、調査が円滑に進まな
いなど支障が出る可能性があり、森林経営管理法の運用に伴う事項について固定資産課税台帳の情報の行政内部での活用を求める規
定が必要。

苫小牧市、盛岡
市、宮城県、仙
台市、山形市、
須賀川市、川崎
市、岐阜県、高
山市、豊橋市、
新城市、出雲
市、徳島市、香
川県、八幡浜
市、熊本市、宮
崎県、宮崎市、
鹿児島市



別添１

総務省（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案）

区分 分野 団体名 支障事例

管理
番号

団体名 回答欄（各府省）
所管部署・

担当者連絡先

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞提案区分
その他

(特記事項)
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例
制度改正による効果

（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効率化等）
根拠法令等

制度の所管
・関係府省

55 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

環境・衛生 公害審査委員
候補者の委嘱
期間の条例委
任

公害審査委員候補者の委嘱期
間について、現在は公害紛争処
理法により毎年とされているが、
地域の実情に応じて条例によ
り、１年よりも長い期間委嘱する
ことができるようにする。

公害審査委員候補者の委嘱期間については、公害紛争処理法第18条第1項
により毎年と定められている。しかし、実際には、１年を超えて再任される候補
者が多く、直近では13名中12名が再任されている状況である。一方で、職員
の人材不足で他業務に圧迫されるなか、短期的に改選手続きが発生し、事務
負担となっている。地方の実情に応じた運営が可能となるよう見直しを求め
る。

改選事務に関係する職員、公害審査委員候補者及び候補者の所
属する団体の事務職員の事務が軽減化。

公害紛争処理法第18条
１項

総務省 山梨県 長野県、鳥取県 ○当県においても、１年を超えて再任される候補者が非常に多い。

土地利用（農
地除く）

Ｂ　地方に対す
る規制緩和

平成24年３月31日以前に森林の土地の所有者となった者の固定
資産課税台帳記載情報が利用可能になることで、地方自治体の
事務が効率化し、森林法や森林経営管理法を円滑に運用すること
ができる。

【現行制度】
固定資産課税台帳記載情報の内部利用については、平成24年４月１日以降
に森林の土地の所有者となった旨の届出の義務がある者に関する登記簿と
異なる情報に限って、税務部局から提供を受けることができることとされてい
る。

【支障事例】
森林経営管理法において、森林所有者が不明であることが明らかになった森
林は、市町村が所定の探索を行った上で公告、裁定を経て経営管理集積計
画を作成することとなるが、固定資産課税台帳が利用できれば所有者が分か
る場合であっても、上記の制限から所有者不明森林として扱うことになってし
まい、当制度を適切に運用していくうえで支障になりかねない。
また、森林法第193条の規定に基づき、補助事業（森林環境保全整備事業
等）で行う林道の整備にあたり、その際に必要な用地（林道用地、残土処理
場等）は、森林所有者から無償で使用するための「土地使用承諾書」を提出し
てもらい開設している。所有者不明森林が存在した場合、固定資産課税台帳
を利用した探索を試みても上記の制限がかかるため、その探索に大きな労力
を費やし、結果としてやむを得ず一部ルートを変更する事例もあるなど、森林
の適切な整備や管理にも支障が出ている。

固定資産課税台帳に記載されて
いる森林所有者等に関する情報
の利用について、平成24年３月
31日以前に森林の土地の所有
者となった者の登記簿と異なる
台帳記載情報についても、行政
機関の内部で利用できるように
する。

森林法に基づく
行政機関による
森林所有者等
に関する情報の
利用等に係る規
制緩和

64 総務省、農林水
産省

森林法第10条の７の２、
第191条の２、森林法に
基づく行政機関による森
林所有者等に関する情
報の利用等について（平
成23年４月22日付け23
林整計第26号）、固定資
産税課税台帳に記載さ
れている森林所有者に
関する情報の利用につ
いて（平成24年３月26日
付け23林整計第342号）

○固定資産課税台帳に記載されている森林所有者等に関する情報の利用について、平成24年３月31日以前に森林の土地の所有者と
なった者の登記簿と異なる台帳記載情報についても、行政機関の内部で利用できるようにすることは、当市においても森林整備を円滑に
行う上で有効であると考える。令和元年度から新たに林地台帳制度が始まり、制度をより有効に活用していくため、さらに税情報を活用で
きる範囲を広げ、林地台帳にも登記簿と異なる課税台帳記載情報を記載できるようしていただきたい。同じく令和元年度から市町村への
譲与が始まった森林環境譲与税を財源とすることができる「新たな森林管理システム」も始まり、森林整備に円滑につなげて行くために税
情報の活用範囲の拡大の必要性が益々高まっている状況がある。
○平成31年度から施行された森林経営管理法では、適切な経営管理が行われていない森林について、市町村が森林所有者の意向調査
を実施することとなっている。都道府県が直接実施する事務ではないが、管内の市町村が事務を行う際に、登記情報だけで森林所有者を
特定することが困難なケースが想定され、固定資産課税台帳の利用が有効である。
○平成24年４月１日より前に森林の土地の所有者となった者に関する登記簿と異なる固定資産台帳情報は現行制度では活用できないの
で、今後森林経営管理法における森林所有者への意向調査を行うことや林地台帳の精度向上のための調査に支障が出ると考えられる。
○平成24年度以降、新たに森林の所有者となった者の届出面積は、民有林全体の0.7パーセント（平成28年度末）に過ぎず、また平成28
年度に地籍調査を実施した結果では、登記簿で所有者が分からない森林は、筆数で全体の約４割に及ぶ。現在、新たな森林管理システ
ムにおいて、所有者不明森林に対する特例等が設けられているが、本制度の核となる市町村の推進体制が課題とされる中、より円滑に
林地の集約化を進めるため、固定資産課税台帳に関するすべての情報を市町林務部局へ提供可能とする制度が必要である。
○森林法第191条の4に定める林地台帳において、台帳の所有者情報（現に所有する者の情報）の更新にあたっては、固定資産課税台
帳の情報が重要な情報源となるが、林務部局で得られるその情報に制限があるため、台帳を更新し精度を向上させることができない。結
果的に森林法施行令第10条に定める林地台帳の情報提供にあたって、依頼者に正確な情報を提供することができず、森林施業の適切
な実施や集約化の推進の支障となっている。その他、森林所有者の正確な情報が不足していることにより、森林法第10条の８第１項の伐
採及び伐採後の造林の届出の受理事務や、森林経営管理法第5条の所有者意向調査等の事務の遂行に支障となっている。
○森林法第191条の５第２項に、「市町村は、森林の土地に関する情報の活用の促進に資するよう、林地台帳のほか、森林の土地に関す
る、地図を作成し、これを公表するものとする」と規定されているが、林小班が存在しない土地情報は固定資産税課税台帳から取得するこ
とができず、林小班周辺の用地状況が把握できないため、林小班が存在しない土地の地番および用地境界の情報も取得できるよう規制
を緩和してほしい。
○提案市が挙げている支障事例に加え，当市においては次の事例について支障がある。森林法の規定において，令和元年度より公表す
ることとされている「林地台帳」の整備において，森林所有者情報の精度向上に支障がある。また，市町村森林整備計画の作成にあた
り，森林所有者等の意見を徴取する場合において，森林所有者情報が必要となるが，その精度向上は効率的な事務の実行に向けて必
須事項と言える。
○森林経営管理制度を推進するためにも必要な、市町村で整備する林地台帳の森林所有者情報等の精度向上のためにも固定資産課
税台帳情報の活用が必要であり、また、森林経営管理法において、森林所有者が不明であることが明らかになった森林は、市町村が所
定の探索を行った上で公告、裁定を経て経営管理集積計画を作成することとなるが、固定資産課税台帳が利用できれば所有者が分かる
場合であっても、上記の制限から所有者不明森林として扱うことになってしまい、当制度を適切に運用していく上で支障になりかねない。
○「森林簿」の森林所有者情報の精度が低いことに加え、自助努力のみでは森林所有者の把握に限界があることから、森林経営計画の
森林所有者と森林簿の森林所有者が異なる場合がある。森林法第17条の２（死亡、解散又は分割の場合の包括承継人に対する効力等）
の中で、同項の包括承継人は、農林水産省令で定めるところにより、市町村の長にその届出書を提出しなければならないとなっている。し
かし、平成24年4月1日以前に包括承継された場合は、施行日前に所有権を取得していることから、土地の所有者の届出の義務が生じな
いため、森林法第191条の２に該当しない。そのため、包括承継人の届出の添付資料として登記事項証明その他の原因を証明する書面
の提出が必須でないことから包括承継人の確認が申請書のみの確認となる。その結果、森林経営計画と森林簿が異なった状況で包括承
継人の届出のみで森林施業の集約化や路網の整備を進めることとなり、包括承継が確実に行われていない場合、森林施業により施業同
意や収益の分配などで支障が生じている。当市としても、森林経営管理法第5条の経営管理意向調査を行う上で、相続がなされていない
森林が多い中で、現状の法律では調査に支障をきたす可能性がある。そこで、経営管理意向調査を円滑に進めるため、平成24年3月31
日以前の税務部局から当該登記簿と異なる台帳記載情報の提供を受けることができるように規制緩和を求める。
○平成24年４月１日以降、新たに森林の土地の所有者となった旨の届出の義務がある者に関する登記簿と異なる課税台帳記載情報に
限り、地方税法第22条の守秘義務が課される情報に該当しないこととされているが、平成24年４月１日以降に新たに森林の土地所有者
になった者の情報か、（土地の所有者となった旨の届出義務がない）所有権を移転せず変更された住所か判別できないとのことから、税
務部局からの提供を受けることができていない。そのため、経営管理意向調査を行う際の森林所有者の調査が円滑に進まないなどが懸
念される。
○以下の支障が生じている。
①森林経営管理法の円滑な実施に支障を来す恐れがある。
②伐採届出制度における、森林所有者の確認に多大な時間を要するため、事務処理の適切な実施に支障が生じている。
③地域林政の実施のための基礎データとして、使える「林地台帳」・「森林簿」にしていくためには、必要不可欠なものと認識。
④町有林の管理・整備に当たって、隣接所有者探索に多大な時間と労力を要している。
○森林法第191条の４により、各市町村は１筆の森林の土地ごとにその森林の土地に関する事項を記載した林地台帳を作成することとさ
れている。その記載事項の一つとして「現に所有している者・所有者とみなされる者」があり、当市においては税務部局と検討を進めた
が、法的に認められているのは平成24年４月１日以降に新たに森林の土地の所有者となった者の課税情報のみとされているため、情報
提供を受けられなかった。そのため、市で独自に調査票を森林所有者へ送付し、調査を行った。送付先の特定のためには法務局の登記
簿情報を使用するしか方法がなく、情報が古いため発送に至らないか、発送しても宛先不明で返送されて来るものが多くあった。調査票
が所有者へ届き、市へ提出があったとしても、指定した記入方法を無視した記述が多いため、回答内容にバラつきがあり、取りまとめる作
業が膨大である。平成24年４月1日より前に森林の土地の所有者となった者に関する登記簿と異なる固定資産課税台帳記載情報も活用
が可能になることで、データによる情報の整理が可能で、作業の軽減や誤った情報整理も避けることができる。林業専用道整備事業にお
いては、所有者不在の場合には、説明会などで情報収集し、所有者と関わりのある者などの情報を得ているが、上記情報の活用が可能
であれば、円滑な事業遂行が可能である。
○大規模集約型林業のモデル実施を進めるにあたり、事業同意の取得に向けた森林所有者調査を行っているが、登記簿に記載されてい
る所有者（平成24年３月31日以前に森林の土地の所有者となった者）が死亡等しており、記載住所が本籍地でない場合、固定資産課税
台帳が利用できなければ追跡が困難となっている。
○県内においても、税務部局から林地台帳担当部局に対して、平成24年３月31日以前の情報が提供されない市町村があるところであ
る。森林経営管理法において、市町村が行う経営管理意向調査等が円滑な推進に支障となることも懸念されることから、制度の改正を望
む。
○当市でも、今後実施予定の森林経営管理法に基づく経営管理意向調査において、郵送物の返戻があった際に、調査が円滑に進まな
いなど支障が出る可能性があり、森林経営管理法の運用に伴う事項について固定資産課税台帳の情報の行政内部での活用を求める規
定が必要。

苫小牧市、盛岡
市、宮城県、仙
台市、山形市、
須賀川市、川崎
市、福井市、岐
阜県、高山市、
豊橋市、京都
市、出雲市、徳
島市、香川県、
いの町、長崎
県、五島市、熊
本市、宮崎県、
宮崎市

高知県、北海
道、徳島県、
香川県、愛媛
県、安芸市、
四万十市、香
美市、大豊
町、佐川町、
梼原町
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72 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

その他 マイナンバー
カードの追記欄
の余白がなく
なった場合の
シール添付対応
の実施

マイナンバーカードの追記欄に
余白がなくなった場合に、追記欄
へのシール添付対応を認める。

・マイナンバーカードの追記欄に余白がなくなった場合、最新内容の表面記載
のカードが必要な場合は、現行では再交付手続が必要だが、交付までに約
１ヶ月以上の期間がかかり、即時対応ができない。
・再交付手続を行わなければ、表面記載が旧内容のままであるため、現行
カードでは本人確認書類として認められない。
・転入者の場合、表面記載のみならず、継続した利用の手続きもできないこと
から、継続利用を行わず、カード機能が廃止となってしまう所持者も多い。
・再交付手続は、再度の写真の準備が必要であり、再交付までの期間が長い
等の理由により、写真の用意が不要で、比較的短時間の手続きで自宅での
受取りが可能な通知カードに切り替える所持者もいる。
・再交付手続中や、旧情報のままのカード所持者は、マイナンバーカードを利
用したサービスが受けられない。

・追記欄へのシール添付対応により、即時に表面記載の変更が可
能となるため、再交付が不要となり、マイナンバーカードの未所持
期間を生じさせることがなくなる。

「個人番号カードの運用
上の留意事項」及び「デ
ジタルPMOの過去の問
い合わせ20180629　案
件ID11054」

総務省 松山市、今治
市、宇和島
市、新居浜
市、西条市、
伊予市、西予
市、東温市、
久万高原町、
松前町、砥部
町、内子町、
伊方町、松野
町、鬼北町、
愛南町

住民基本台帳カードは
シール貼付が認められ
ていた。
また、松山市で現在、マ
イナンバーカード用に使
用している差し込み式
のリーダライタで、シー
ルを貼りつけた上で複
数回、検証実験を実施
したが、支障はなかった
ため、国でも一定の検
証を行っていただき、統
一規格のシールの配布
対応を希望するもの。

苫小牧市、中標
津町、盛岡市、
秋田市、いわき
市、白河市、石
岡市、ひたちな
か市、桐生市、
朝霞市、桶川
市、柏市、袖ケ
浦市、品川区、
川崎市、福井
市、高山市、豊
橋市、半田市、
春日井市、西尾
市、豊明市、野
洲市、島本町、
神戸市、南あわ
じ市、串本町、
岩国市、山陽小
野田市、徳島
市、高松市、久
留米市、糸島市

○マイナンバーカードの追記欄が狭く、すぐに再交付手続きが必要となり、所持者に不便が生じている。
○当町においても、転入時、余白がないことによる説明等、対応に時間がかかっている。また、異動の多い春に集中するため、窓口対応
に支障をきたしている。
○転勤が多い住民の場合、再交付手続きに１ヶ月以上の期間がかかると、再交付申請中に転出する可能性もあり、その際には、カードが
廃止となってしまう。再交付し新しいカードが届くあいだだけでもシール添付対応ができるとカード所有者及び自治体にとっても事務の軽
減が図られる。
○転入者の場合、表面記載のみならず、継続した利用の手続きもできないことから、継続利用を行わず、カード機能が廃止となってしまう
所持者も多い。再交付手続中や、旧情報のままのカード所持者は、マイナンバーカードを利用したサービスが受けられない。
○マイナンバーカードの券面事項変更欄が狭く、場合によっては２回ほど転出入をすると満欄になってしまう。転出入が多い市民ほどマイ
ナンバーカードの再交付に時間がかかると、次の異動がかかってしまうということも可能性としてはあり、マイナンバーカードを持つことの
メリットを感じられないどころか、手続きが面倒だというデメリット面が強調されてしまうのではないだろうかと考える。
○再交付には、写真が必要となり、また申請に再来庁を要するなど負担が生じている。
○今後マイナンバーカードの健康保険証利用が本格的に実施される中、再交付手続中や、旧情報のままのカード所持者に対し不都合が
生じるため、追記欄へのシール添付対応により、即時に表面記載の変更を可能とし、マイナンバーカードの未所持期間を生じさせることの
ないようにすべきである。
○当市ではタブレットによる無料写真撮影や申請時来庁方式の導入予定により、再交付申請による住民の負担は軽減されるものの、交
付までに１カ月以上の期間がかかり、マイナンバーカードを唯一の顔写真付き身分証としている場合は、交付までの間、本人確認となる
書類が手元から無くなってしまう
○券面記載欄が小さいうえ、文字の大きさに統一性がないため、１度引っ越ししただけで満欄になってしまう市町村もあり、カード保有者に
迷惑をかけている状況である。
○在留区分が中長期である外国籍のかたは、在留期間更新の都度券面に有効期間変更の旨を記載することから、すぐに追記欄の余白
がなくなり、再度個人番号カードの交付申請の手続をお願いしなくてはならない。このことが、外国籍の方へのマイナンバーカードの普及
促進にも妨げになっている。また、追記欄に余白がなくなった場合に再度交付申請の手続をすることは、写真の用意、受取りのための来
庁等、申請者の負担になっている。
○追記欄の余白が無い状態で転入してきた者については、現状、その場で継続利用処理が行えず、再交付申請が必要となる。しかし、再
交付申請にあたっては、写真が必要であることから、転入手続きの際には申請がなされず、転入届出後90日以上が経過し、カード機能が
廃止となる転入者が多くなっている。
○満欄となった市民に再交付手続きを案内し、場合によっては失効する旨を伝えると、苦情をもらうことが多い。

81 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

消防・防災・
安全

普通地方公共
団体の支出方
法に災害時にお
ける立替払いを
追加

地方自治法第232条の５に限定
列挙されている普通地方公共団
体の支出方法に災害時における
立替払いを追加することで、迅速
かつ円滑な災害応急対策活動
の実施につなげたい。

過去の大規模災害発生時に、庁舎が被災し、財務システムが使用不可とな
り、通常の会計処理が不可能となった。また、地域も被災し、行政活動に必要
なガソリン等の購入について納入可能業者から緊急的に現金での購入の必
要に迫られた。しかし、購入するための現金が無い状況であり、資金前渡をし
ようにも金融機関も被災しているため、災害応急対策活動に支障が生じてい
た。
南海トラフ地震や首都直下地震の切迫性が指摘される中、これらの地震によ
る被害が想定されている当市にあっても具体的な災害応急対策を検討する
上で、同様の事例への対応が検討の支障となっている。
なお、常時資金前渡のような方法では、いつ、どこで発生するか分からない災
害に備えて職員が公金を常時携帯しておくことはできず、またインフラの寸断
等により連絡が十分に取り合えない中で公金を配分することも、現実的でな
い。
【具体的な支障事例】
・平成25年台風18号豪雨災害の対応において、床下浸水等の被害による衛
生面を考慮した消毒薬の手配に苦慮した。
・東日本大震災に係る災害対応において、津波に伴う公用車流出によるタク
シー使用料や高速道路通行料、パンク修理等の手配に苦慮した。
【制度改正の検討経緯】
総務省にて、平成26年３月に「地方公共団体の財政制度の見直しに関する中
間的な論点整理」がまとめられ、その中では、立替払による支出について、対
象経費、限度額、要件等について検討する必要があるとされていた。しかし、
平成27年12月に報告された「地方公共団体の財務制度の見直しに関する報
告書」では、立替払についての項目については記載がない。

迅速かつ円滑な災害応急対策活動の実施により、住民サービス
の向上が図られる。

地方自治法第232条の５ 内閣府、総務省 茅ヶ崎市 別紙あり 宮城県、川崎
市、多治見市、
大牟田市

○平成30年７月豪雨で、緊急的に物資調達をしなければならなくなった際に支障をきたした。災害時の緊急を要する場合や、やむを得な
い場合は認めていただきたい。
○当市においては、過去に災害等でシステムダウン等の支障をきたした事例はないが、昨今近隣市で発生した熊本地震や福岡県の朝倉
豪雨をみると、同様の大規模な災害等が起きてもおかしくない状況が予想される。
○大規模災害を想定した場合、同様の課題を抱えると想定されるが、現時点での支障事例はない。
○平成30年７月豪雨において、被災地へ派遣している職員へレンタカーの燃料費代を渡していたが、想定より不足したことから、急遽派
遣職員に一時的に経費を負担してもらったケースがある。本来認められていない事務手続きのため、顛末書などの記入が必要となった。
災害発生時において、派遣先での経費の不足及び至急の支払の対応については、立替払いしか対応ができないため、やむを得ず今回
の対応となってしまった。
○当市では、地震災害時に停電で指定金融機関から口座振込、及び資金前渡による現金の払い出しも受けることができなくなった。この
ためゴミ収集車のガソリン代の支払いについて、職員による立替払いを検討した経緯がある。
○東日本大震災発生時には，公用車の流出等によるタクシーの借上げの増加，ガソリン等の納入可能業者（平時は単価契約による実績
払い）から現金購入を要求される等の状況となった。しかし，沿岸部の出先機関が発災し会計事務が執行不能となったほか，金融機関も
被災していることから，資金前渡や常時資金の準備が間に合わなかったため，やむを得ず職員による立替払（実績：104件）を行うことで，
震災対応業務を継続せざるを得なかった。そこで，今後の災害対応等を見据えて常時資金上限額（現行：30万円）を引き上げる検討を進
めているが，常時資金では対応できないケースが想定されることから，立替払についても制度的に位置づける必要がある。
常時資金では対応不可能な事例
・常時資金をしている出先機関自体が被災した場合
・常時資金を超える支出が必要な場合（多額の現金を保有することは，公金管理上のリスクに繋がる）
・常時資金を保管している金庫等を管理している職員が登庁できない場合
・職員が公用車出張中に被災し，道路が寸断し大きく迂回することを余儀なくされ，ガソリンが不足した場合

84 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

その他 行政不服審査
裁決･答申検索
データベースの
改善について

「行政不服審査裁決･答申検索
データベース」について、PDFファ
イルの記載内容についても検索
の対象とすること

【現行制度】
不服申立をしようとする者の予見可能性を高めるために、不服申立につき裁
決等をする権限を有する行政庁は、裁決等の内容を公表する努力義務があ
り（行政不服審査法）、総務省は、地方公共団体に対して、総務省が構築した
「行政不服審査裁決･答申検索データベース」を活用した公表を促している
（総務省通知）。

【支障事例】
データベースの検索方法は、「処分根拠法令」や「裁決等の内容」に関する
キーワードを入力するもので、「裁決等の内容」の検索対象は文字入力された
概要のみで、裁決書本体（PDFファイル）は検索対象外となっているため、事
例の絞り込みが困難となっている。
具体的には、不服申し立てがなされた際の審理員としての意見書作成にあ
たって、データベースを活用し、過去の同様の行政処分に対する審査請求に
係る裁決事例を参考にしているが、データベースのキーワード検索の対象
は、「裁決情報詳細」の「裁決内容」欄に記載されている場合のみであり、「裁
決内容」欄に記載されていなければ、「処分根拠法令」欄等により検索するこ
とになるが、該当数が多くなることから、求める事例にたどり着くまで添付ファ
イルを一つ一つ開く必要があり、時間を要する。

「裁決等の内容」だけでなく、添付の裁決書本体（PDFファイル）も
検索対象とすることで、事例の絞り込みが容易となり、効率的な事
務の執行が図られる。

行政不服審査法第85条

「行政不服審査法及び
行政不服審査法の施行
に伴う関係法律の整備
等に関する法律の施行
について」（平成28年１
月29日付総管管第６号
通知）

総務省 石川県 群馬県、荒川
区、新潟市、浜
松市、京都市、
鳥取県、岡山
県、高松市、熊
本市

○裁決に当たって重要なのは、認容等の結果よりもその理由付けである。現状多くの自治体では、「裁決の内容」に裁決主文のみを掲載
しているため、フリーワード検索によっても裁決理由について調べることができず、あまり検索の意義がない。当市において行政不服審査
会の答申案の作成に当たり類似事例の検索を行った際も、提案団体の事例のように一つ一つ添付ファイルを開くこととなり、事務に多大
な時間を要した。
○生活保護に係る審査請求については、全国的に類似する内容の請求が多いものと推察されるが、「行政不服審査裁決・答申検索デー
タベース」において、裁決書本体（PDFファイル）が検索対象外となっており、事例の絞り込みができず、検索に苦慮している状況である。
○データベースの検索方法としてフリーワードを入力する欄もあるが、検索対象が裁決書本文の内容ではなく、各行政庁が任意に入力し
た「裁決内容」欄に記載されている文言に限定されている。したがって、処分根拠法令による検索が主要となり、事例の絞り込みが十分で
なく、実際に検索したい内容よりも広い範囲を設定して検索する必要が生じている。
○裁決・答申の案を作成する際、データベースを活用して、類似の先例も参考としているが、データベースの裁決内容・答申内容の欄の記
載が簡潔なものも多く、同欄の記載のみが検索対象である現状では、探している先例を発見できないことがある。

103 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

その他 財政事情等ヒア
リング１月実施
分の意義の明
確化

財政事情等ヒアリングは年３回
（４月、９月、１月）実施されてい
るが、１月実施分について、その
意義について明確化を求める。
また、９月ヒアリング以降、財政
事情に特別な動きがないのであ
れば、当該調査を省略可とする。

１月ヒアリングの資料準備は、予算編成業務のピークである12月に行う必要
があり、担当者の長時間労働につながっている。

【作業期間】12月初旬～下旬
【必要人員】１名（財政課職員）　※さらに全部局に調査を依頼している。
【超勤増加】40時間程度
【時間外勤務の状況等】
当初予算編成作業は11月末～１月初旬がピークであり、12月の退庁時間は
23時を超える日が続いている。また、ヒアリング当日に１日上京するため、さら
に業務が圧迫されている。

１月ヒアリングの主な報告事項は、12月補正予算額及び９月ヒア時点から１
月ヒアリング時点へ更新した今後補正見込額である。
本県の場合、例年であれば、12月補正で大きな動きはなく、また今後補正見
込額も執行見込みの確度の高まりによる減補正の増である。特別な動きはな
いことが通常であり、１月ヒアリングの省略は可能であると考えられる。

担当者の働き方改革につながる。 平成30年12月25日総財
務第265号「財政事情等
及び特別交付税ヒアリン
グについて（照会）」

総務省 岡山県 年度後半の予算につい
ては、全都道府県で概
ね同様の動きであり、本
県の提案は全国的な働
き方改革につながる。

川崎市、上越
市、奈良県、鳥
取県、島根県、
広島市

○都道府県の内容が一部含まれているため、市町村ではヒアリングが実施されていないため、すべての項目が該当するわけではない
が、12月は予算編成時期で繁忙期のため、極力減らせる調査は、効率化を図る方が負担が減少する。
○１月ヒアリングの資料準備は、次年度当初予算編成中の作業となり、担当者の負担が大きく、超過勤務時間の増加につながっている。
例えば、１月ヒアリングにおいては、９月ヒアリングまでの各団体の状況に応じてヒアリング対象団体を限定したり、団体個別の事情に応じ
てヒアリング内容（作成調書）を厳選するなどの対応が可能と思われる。
○１月ヒアリングの資料作成は、予算編成業務のピークである12月に行う必要があり、担当者の長時間労働につながっている。また、4
月、9月のヒアリングの資料作成についても、同程度の作業負担を要している。
参考：１月ヒアリング作業について
【作業期間】12月中旬～1月上旬
【必要人員】２名（財政課職員）※さらに各局に調査を依頼している。
【資料作成に係る時間外勤務】50時間程度
【時間外勤務の状況等】
当初予算編成作業は11月末～１月中旬がピークであり、12、１月の退庁時間は23時を超える日が続くなか、ヒアリング資料の作成により
さらに業務が圧迫されている。
１月ヒアリングの実施時期は、総務省において特別交付税ヒアリングと同日とするよう配慮いただいているところだが、上記をふまえると、
業務内容の改善が不可欠であり、調査票の項目削減・簡略化や、４月、９月調査を含めたヒアリング回数の統合について検討していただ
きたい。
○現行のヒアリング時期は、当初予算編成作業のピーク時であり、上京しての説明業務は負担となっており、全体業務にもしわ寄せが生
じている。なお、資料作成は４月、９月時と比べ簡略化されており、現行の内容で問題ないが、ヒアリングについては、災害等の特別な事
情が生じている場合に限られたい。



別添１

総務省（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案）

区分 分野 団体名 支障事例

管理
番号

団体名 回答欄（各府省）
所管部署・

担当者連絡先

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞提案区分
その他

(特記事項)
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例
制度改正による効果

（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効率化等）
根拠法令等

制度の所管
・関係府省

114 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

その他 交通安全対策
特別交付金の
交付決定日の
前倒し

交通安全対策特別交付金（３月
交付分）の交付決定日を早める
ことを求める。

交通安全対策特別交付金は、国（交付税及び譲与税配布金特別会計）から、
県・市町村に年２回（９月、３月）直接交付され、各市町村分については国の
交付決定後に県において各市町村（全42団体）への交付手続きを行ってい
る。
各市町村へは当該年度内に支払うこととされているが、３月の国の交付決定
日は、例年３月下旬（平成30年度は３月22日）であり、国の交付決定日から各
市町村への支払日（平成30年度は３月28日）までは、開庁日で中３日しかな
く、その間に国費会計システム「ＡＤＡМＳⅡ」を利用して歳入歳出処理を行う
とともに、各市町村への当該交付金の額の決定通知の作成、決裁及び発出
を行わなければならない。

交付決定日の前倒しにより、県や各市町村の事務手続きに係る負
担の軽減に資する。

道路交通法附則第16条
平成31年３月20日付け
総務省大臣官房会計
課、自治財政局交付税
課事務連絡（官庁会計
システム（ＡＤＡＭＳⅡ）
による平成30年度３月
期交通安全対策特別交
付金の支払について）

警察庁、総務省 岐阜県 平成31年３月20日付け
総務省大臣官房会計
課、自治財政局交付税
課事務連絡（官庁会計
システム（ＡＤＡＭＳⅡ）
による平成30年度３月
期交通安全対策特別交
付金の支払について）

川崎市、山口県 ○交通安全対策特別交付金において、県内各市町分（全19団体）について交付手続きを行っており、３月の国の交付決定日から各市町
への支払日までの期間が短いため、国費会計システム「ＡＤＡМＳⅡ」を利用した歳入歳出処理や、各市町への当該交付金の額の決定通
知の作成及び発出等事務処理を行う際に支障をきたしている。

118 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

その他 不動産取得税
の課税資料とし
て、登記所から
の不動産登記
情報の電子デー
タ提供を可能に
する

不動産取得税については、固定
資産税と同様に不動産の所有権
移転登記に係る情報に基づき課
税をしている。
ついては、不動産取得税も固定
資産税に係る地方税法第382条
第１項と同様の規定を設けて、都
道府県にも登記所からの通知が
行われるように地方税法を改正
し、都道府県においてもオンライ
ンにより提供される登記済通知
に係る電子データを活用できるよ
うにすること。

【現行制度】
不動産取得税の課税資料収集にあたっては、地方税法第20条の11の規定に
基づき、職員が登記所を訪問し、登記申請書を閲覧して不動産の取得につい
て調査し、添付されている不動産の固定資産評価額等を含めて必要事項を
手書きで写している。
【支障事例】
手書きで写すため多大な業務量となっている。これに加え、転記ミス、収集漏
れなどの可能性があり、転記内容について改めて別の職員が確認を行ってい
る。管内に複数の登記所がある場合は、それぞれ訪問する必要がある。
このように、人的労力が多大となっている。　※平成29年度収集実績：約11万
5,000件(＋同数の見直し)、登記所への出張回数：約1,000回
全国地方税務協議会が平成30年８月に都道府県を対象に行ったアンケート
では、不動産取得税課税資料について、過去に法務局に電子データによる提
供を求めたが、法的根拠がないため断られたと複数の県が回答した。
また、令和2年1月に登記情報システムが更改され、登記所から市町村への
地方税法第382条第1項の通知についてはオンラインにより提供可能となる。
これについて、本県税務課が総務省に照会し、都道府県にも提供されるか確
認したところ、こうしたことは想定していない旨回答があった。
【制度改正の必要性】
上記の状況から、地方税法を改正し、固定資産税に関する同法第382条第１
項と同様の規定を設け、不動産取得税に係る業務の効率化や適切な課税を
より強力に担保すべきである。

収集事務に係る労力の削減、収集情報の正確性が担保されるな
ど資料収集業務の効率化が見込まれる。
不動産の取得から課税までの期間の短縮も見込まれ、適切な賦
課徴収が可能となる。

地方税法第20条の11、
第382条第１項

総務省、法務省 埼玉県 全国地方税務協議会
「平成30年度不動産取
得税課税事務効率化検
討ワーキンググループ
全国アンケート」（平成
30年８月実施）※一部
抜粋

平成31年４月26日発出
総税固第31号「市町村
長と登記所のと間にお
ける地方税法に基づく
通知のオンライン化等
について」

青森県、岩手
県、福島県、茨
城県、栃木県、
千葉県、神奈川
県、富山県、京
都府、大阪府、
兵庫県、奈良
県、鳥取県、島
根県、山口県、
香川県、愛媛
県、高知県、大
分県、宮崎県

○当県においては、登記所に出向くことなく、市町村より紙ベースでの登記済情報の提供を受け課税資料としているが、資料が紙ベース
であることから、賦課入力資料作成の際、誤って記入する事例があり、その確認作業に時間を要している。
○課税資料収集については、当県においても、県税事務所職員が毎月法務局に出向き、登記申請書を閲覧し、必要事項を手書きで写し
ている。転記ミス、収集漏れ等に加え、事務所によっては複数の法務局での資料収集が必要であることから、数日にわたり、複数人が出
張し、事務所での窓口・電話対応が手薄になるといった問題もある。
○昨年末に、共同住宅の敷地が地上権であったものを所有権と誤認し、資料収集したことによる課税誤りが判明し、追加調査を行ったと
ころ、県全体で127件、約958万円の課税誤りが判明した。直ちに、①現在行っている手書きの資料収集方法に加え、登記情報を写真撮
影し課税資料とすること、②登記情報を書き写す様式を見直すこと、③地上権等が設定された共同住宅の敷地の課税入力の有無を毎月
確認すること、④初任者に対する研修内容を見直すこと、等の再発防止策を講じたが、手書きの資料収集方法を継続する限り、課税資料
の収集漏れや収集誤り等のヒューマンエラーを払拭することはできないと考える。

岩手県、福島
県、白河市、栃
木県、埼玉県、
蓮田市、千葉
県、船橋市、練
馬区、八王子
市、新潟市、三
条市、富山県、
石川県、都留
市、豊橋市、春
日井市、西尾
市、小牧市、京
都府、大阪市、
寝屋川市、兵庫
県、南あわじ
市、奈良県、鳥
取県、島根県、
出雲市、岡山
県、玉野市、徳
島県、香川県、
高松市、愛媛
県、高知県、久
留米市、熊本
市、大分県、宮
崎県

○市町村においても、書面で申告された場合、添付書類（所得税青色申告決算書、収支内訳書、所得の内訳書等）は、国税連携システム
でデータが提供されていない。たとえば、個人住民税の賦課業務等において、所得税と住民税の課税計算時に特定株式等の配当等や譲
渡所得等の申告の選択ができるようになったところではあるが、国税連携システムからのデータ連携の対象外のため、データによる提供
がないので、職員が税務署でコピーする作業を行っている。同様に、寄附金控除においても寄附先などが分からず職員が税務署でコピー
する作業を行っている。令和元年度の５月度の実績は、延べ16人、120時間を要している。
○当都道府県においても、書面で申告された場合の添付書類については、賦課徴収業務等において、必要になるため、職員が税務署で
転写作業を行っている。当都道府県内13税務署において、３月～４月の間に集中的に転写作業を行い、本年については、総転写枚数は
約５万枚、従事日数は79日（全事務所計）、従事職員は211人（延べ）であった。転写のためのコピー機も税務署へ設置させていただいて
おり、費用負担も大きい。
○支障事例のほかに、株や配当の種類が不明なものや、申告書内容について不備があるものについては、毎月１名、４、５月は８名の職
員が交代で数日、税務署で添付書類等の確認やコピーする作業を行っている。
○固定資産税分野では償却資産の賦課及び確認のため、対象部分のデータ提供が必要だが、現在の所データによる提供がないので、
職員が税務署でコピーする作業を行っている（３名×４日程度）。提案のとおり、データ連携が拡大及び提供電子データの範囲拡大がされ
ることにより、当該業務に係る職員の負担軽減が見込まれる。住民税賦課及び確認についても、収支内訳書等、添付書類が必要である
が、書面で提出された場合、国税連携システムでデータ提供がされておらず、職員が税務署でコピーする作業をおこなっている。提案のと
おり、データ連携が拡大及び提供電子データの範囲拡大がされることにより、当該業務に係る職員の負担軽減が見込まれる。
○当都道府県においても、個人事業税の賦課徴収業務等においては、所得税青色申告決算書、収支内訳書、所得の内訳書等の添付書
類が必要不可欠である。しかしながら、これらのデータは国税連携システムからのデータ連携の対象外のため、データによる提供がなく、
職員が税務署にて必要な資料の閲覧・複写作業を行っている。これらがデータ連携されることで、職員による複写作業の大半が不要にな
ると見込まれることから、当都道府県における個人事業税の賦課徴収業務等においても、事務の効率化が期待できる。また、償却資産部
門においても当システムを利用しており、上記と同様の理由から、同様の効果が見込まれる。
○当市の市県民税の賦課業務においても、書面で提出された場合は、収支内訳書や所得の内訳等の添付資料が連携されないため、職
員が税務署に添付資料のコピーする作業をおこなっている。具体的には、確定申告書２表にて所得、専従者、扶養の内訳が不明又は別
紙参照になっており確認がとれないものについて調査を行っている。確定申告書２表にて内訳が分かるよう記載又はデータ連携が可能に
なれば、職員の負担軽減が見込まれる。
○提案県と同様、当県税事務所の職員が税務署へ出向いてコピーを行う手間が発生している。当県の状況は、多いところで、１～２台の
コピー機を税務署に設置させてもらい、２～４人が出向いて１週間程度をかけ集中的にコピーを行っており、提案いただいたようにデータ
連携がなされれば負担の軽減につながると思われる。
○国税連携システムにより提供された申告書情報を基に個人事業税の賦課事務を行っているが、書面で申告された添付書類（所得税青
色申告決算書、収支内訳書、所得の内訳書など）は、国税連携システムでデータが提供されないため、事前にリストアップしたうえで職員
が税務署に出向きコピーする作業を行っている。この作業は、税務署において申告関係書類の編綴作業がある程度終わる５月末から６
月上旬ごろまで行うことができないが、個人事業税の賦課入力期限が７月上旬であるため、それまでに税務署での作業を終え、賦課内容
を決定している。個人事業税の賦課決定までにかけられる期間は限られており、書面で提出された添付書類を国税連携システムにより画
像イメージデータにより提供されその内容を確認することができれば、より効率的な賦課事務が可能となる。例年、６月中の税務署におけ
るコピー作業は、多いところで職員４名程度が延べ10日程度（延べ約40人）を要して行っている。
○提案団体記載のとおり、書面で申告された所得税申告書の一部をデータで受信しており、確定申告書A及びBのデータとして、第１表及
び第２表のTIFFデータと、第１表のXMLデータを受信している。第２表のTIFFデータは、そのままでは本市の税システムへ取込みできない
ため、パンチにより取込データを作成している。一方、データ提供されていない確定申告書の添付資料（収支内訳書、住宅借入金等特別
控除額の計算明細書など）については、当市職員が税務署を訪問し、コピーする作業を行っている（※税務署訪問月：４・５月、訪問人数：
３人、訪問日数：10日程度、調査件数：1,300件程度）。第２表のXMLデータ及び添付資料の電子データを送信いただくことで、限られた期
間内で実施している個人住民税の当初課税業務を円滑かつ効率的に進めることができる。
○当市も同様に国税連携システムでデータが提供されていない紙ベースの所得税青色申告決算書、収支内訳書を税務署で約２週間か
けてコピーする作業を行っている。当市は肉用牛育成農家が多く、「肉用牛の売却による所得の税額計算書」や外国税額控除の計算に
必要な「外国税額控除に関する明細書」など住民税課税における基礎資料を必要としており、その都度、税務署に取りに来るよう言われ
ている。税務署から市役所までの距離が遠く、書類を取りに行く際の時間のロスが大きい。

地方税の賦課徴収業務に要する所得税の申告情報については、国税連携シ
ステムにより、国税庁から地方公共団体にデータ提供いただいているところ。
現在はｅ－Ｔａｘで申告された所得税申告書（第１表から第５表）と添付書類
（所得税青色申告決算書等）で納税者が入力したすべての項目、及び書面で
申告された所得税申告書（第１表から第５表）のうち、国税総合管理(KSK)シ
ステムに入力された項目について、データの提供を受けている。（所得税申告
書については、書面申告でKSKシステムに入力されない帳票であっても、画
像イメージでデータ提供いただいている。）

一方、書面で申告された場合、添付書類（所得税青色申告決算書、収支内訳
書、所得の内訳書など）は、国税連携システムでデータが提供されていない。
　たとえば、個人事業税の賦課徴収業務等においては、所得税青色申告決
算書等の添付書類が必要となるが、国税連携システムからのデータ連携の
対象外のため、データによる提供がないので、職員が税務署でコピーする作
業を行っている。

確定申告時期の２月～７月までの期間に、各県税事務所の作業は、多いとこ
ろで職員２名が60日程度を要して行っている。

データ連携が拡大されることにより、当該業務に係る職員の負担
軽減が見込まれる。

所得税申告書等の地方
団体への電子的送付に
係る留意事項等につい
て（平成22年６月29日付
総税企第72号　総務省
自治税務局企画課長通
知）

総務省、財務省 岐阜県113 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

その他 国税連携システ
ムに係るデータ
連携の拡大

税務署へ書面提出された添付書
類についても国税連携システム
のデータ連携の対象とすることを
求める



別添１

総務省（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案）

区分 分野 団体名 支障事例

管理
番号

団体名 回答欄（各府省）
所管部署・

担当者連絡先

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞提案区分
その他

(特記事項)
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例
制度改正による効果

（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効率化等）
根拠法令等

制度の所管
・関係府省

122 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

その他 公営競技の施
行団体の指定
に関する都道府
県経由の廃止

公営競技施行団体の指定申請
において、政令市については、都
道府県を経由することなく、国へ
直接申請するよう制度を改正す
ること。

【支障事例】
市町村が公営競技の施行団体となるためには、競馬法等の規定に基づき、２
年おきに総務大臣に指定申請し、指定を受ける必要がある。ちなみに都道府
県は指定が不要である。
県は当該指定を受けるに当たり、総務省通知に基づき、各市町村の提出書
類を取りまとめた上で、指定を受ける財政上の必要性等の意見書を作成し、
総務大臣に提出している。
県意見書は市町村の財政状況等を勘案した指定の必要性を訴える内容とな
る。
当該指定を受けている団体の中に、政令市であるさいたま市（浦和競馬組合
等の構成員）が含まれている場合であっても例外なく、県経由で国へ提出して
いる。
しかし、政令市の決算統計(地方財政状況調査)や起債協議等の業務につい
ては県を経由せずに国に書類を提出しており、財政状況のヒアリング、事務
調整等も総務省が行っていることから、県はさいたま市の財政状況等につい
て直接関与していない。
【制度改正の必要性】
したがって、公営競技の指定とそれ以外（財政状況の把握等）の事務につい
て、整合性が取れていないことから、政令市の当該指定においては、県の意
見書を付すことなく、県を経由せずに直接国に書類を提出すべきものと考え
る。政令市は大都市に見合う財政上の特例が認められているので、このよう
な事務でも配慮が必要と考える。

二重のヒアリング、書類提出後の調整業務等による負担が軽減さ
れ、スマートな事務執行が図られる。
なお、制度改正によるデメリット、特に収益の均てん化における助
言等ができなくなるのではないかという指摘があるが、均てん化に
ついては、公営競技施行団体が周辺団体等と協議し決定するもの
であって、県が施行団体に助言等を行うものではないと考える。

競馬法第１条の２第２
項､モーターボート競走
法第２条

総務省、農林水
産省、国土交通
省

埼玉県、神奈
川県

川崎市 ―

132 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

その他 基幹統計調査
（住宅・土地統
計調査）の調査
エリアの改善

調査エリアと自治会エリアを一致
させる、または、市町村の裁量に
よって調査エリアと自治会エリア
を一致できる等の修正・変更が
できるようにする。

国が定める調査エリアは、地域コミュニティの基礎エリアとなる自治会エリアと
大幅に乖離し、複数の自治会にまたがっているため、調査員は各自治委員な
ど多くの関係者と接触し、協力を求めながら調査を行っており、非常に効率が
悪い。
また、調査員の募集にあたっては、地域自治の基礎的なエリアとなる自治会
の自治委員に依頼をして、調査員を推薦してもらう方法で募集を行っている。
しかし、近年の高齢化、集落の人口減のため、調査員のなり手がなく、見つか
らない場合は、しかたなく自治委員にお願いして調査員をやっていただくこと
が多い。そのような状況で、自治委員からは「今のやり方では、調査区が自分
の自治会の範囲を越えているので分からない。」「自分の自治会のエリアの調
査区なら何とか把握できるので調査員をしてもよい。報酬を下げてもよいから
自治会単位の調査区域にしてくれないか。」という声があがっている。

担当する調査エリアと、地域コミュニティの基礎エリアとなる自治会
エリアを一致させることで、調査エリアの地理や実情に精通した自
治委員などに調査員を依頼しやすくなり調査員の確保が容易にな
る。

・住宅・土地統計調査規
則
・国勢調査「調査区設定
の手引き」

総務省 豊後高田市、
中津市、日田
市、臼杵市、
津久見市、宇
佐市、豊後大
野市、由布
市、国東市、
姫島村、日出
町、九重町、
玖珠町

山形市、福井
市、豊橋市

○担当する調査区が複数の自治会にまたがってしまっていることで、自治会推薦をお願いすることが出来なくなる場合がある。調査区と
自治会が同じエリアになることで、依頼をしやすくなり、担当の調査員も調査区内を巡回しやすくなる。
○当市においても、大規模調査の調査員の推薦については各行政区長に依頼しているが、調査区が複数の行政区にまたがっていること
で、「自分の行政区以外の部分は調査しづらく負担が大きい」等の声があがっており、調査員の確保や調査の効率的な実施の妨げとなっ
ている。
○当市においても、一部の町内会及び自治会等（以下、町内会と記載）から、国が指定する調査区の範囲と町内会の範囲が異なっている
ため、調査員を受け入れることができない旨の申出を受けているところである。

○今後の更新手続きについて不明なため、住民への説明が困難になっている。
○電子証明書の更新時期が集中することにより、窓口の混乱が想定される。市民への周知も要することから、早めの情報提供と手続の
簡素化を望む。
○当市としても20才以下のマイナンバーカードの更新や電子証明書の更新対応について、検討課題として大きな課題としている。
○電子証明書の更新及びマイナンバーカードの更新と異動時期が重なり、全自治体において窓口が大混乱することは容易に予想され
る。できるだけ早く詳細を決定し、市民に周知する期間を一定期間設ける必要があると危機感を持っている。新たにマイナンバーカードを
申請することをPRすると同時に、更新についてもPRに力を入れないと、結局市民のマイナンバーカードに対する不信、不満が避けられな
いと考える。
○マイナンバーカードの更新には、有効期間内の申請が必要で有効期間満了の３ヶ月前から申請できるとあるが、どの時点までにどのよ
うな状態となれば有効期間内の更新が完了となるのかなど不明な点があり、窓口トラブルのもととなりうる。
○早急に国がホームページ等で留意点を示すとともに、各市町村にも更新時の手数料等を含めきちんとした方針を示していただかない
と、市民への説明に苦慮することとなる。
○更新手続きに関しての情報がマイナンバー関係のサイトに掲載されていないため、提案団体と同様に問い合わせ対応に苦慮している。
○電子証明書の最初の更新時期が税申告時期や住民異動の時期と重なり、窓口が混雑することは必至である。また、更新にあたり、暗
証番号の失念や代理人申請等により手続きが増え、更に混雑することも予想される。
○当市では暗証番号失念による初期化にあたって、事前に問い合わせがあれば必要書類等を案内しているが、窓口へ直接来庁する場
合や高齢者が増加する中、代理人による申出も増えている。代理人の手続きでは１回の来庁では提示できないものもあり、再来庁を余儀
なくお願いしている状態である。初の更新時期を迎えるにあたり、想定されるQ＆Ａや手続きに必要な書類について国のマイナンバー関係
のサイトに掲載されることを求める。
○マイナンバーカードや電子証明書に関する住民の認識はまだ低く、今後、自治体の窓口等で更新手続きの説明などに要する時間が増
えていくことが予想される。自治体の事務負担の軽減が図られるよう、住民の認識を高めるための統一的な情報発信を行っていただきた
い。
○マイナンバーカード及び電子証明書の更新手続に関して、手数料の徴収の有無などまだ未決定となっている部分がある。また、それぞ
れの案内通知を送付する必要があるが、更新手続は有効期間終了の３ヶ月前より受付できるとの案内となっていたため、そのための案
内文書案などを早急に示していただきたい。
○マイナンバーカード及び電子証明書の更新に関しては、更新時期の周知主体、周知方法、手数料の有無等の必要な情報が現時点に
おいても明確にはなっていない。
○当自治体でも、電子証明書に限らず、カードに関する手続の際に暗証番号再設定が必要になる事例が少なくない。しかし、マイナン
バー総合サイトには、手続ごとに必要な書類や流れの明示（継続利用時に暗証番号がわからなければ再設定が必要、等）がないため、
来庁時に手続を完了できず、住民が国に直接問合せる事例も発生している。

市民側としては、ホームページ等でマイナンバーカード更新手続き
等の留意点が周知されることで、自治体に個別に問い合わせる手
間や更新手続き時に書類の不備等による補正の手間を減らすこと
ができ、円滑に手続きを行えることが期待できる。
また、自治体側としては、住民異動手続きと並行してマイナンバー
カード等の更新手続きを行う必要があることから、留意点が示され
ることで新任の職員であっても円滑な対応が期待でき、職員の負
担軽減につながることが期待される他、全国統一の事務処理を行
うことで、市民からの問い合わせ等が減少することが考えられる。

・行政手続における特定
の個人を識別するため
の番号の利用等に関す
る法律
・電子署名等に係る地方
公共団体情報システム
機構の認証業務に関す
る法律
・通知カード及び個人番
号カードの交付等に関
する事務処理要領
・公的個人認証サービス
事務処理要領

総務省 大府市 大船渡市、秋田
市、石岡市、ひ
たちなか市、桐
生市、朝霞市、
桶川市、柏市、
川崎市、福井
市、高山市、豊
橋市、小牧市、
豊明市、田原
市、野洲市、京
都市、大阪府、
八尾市、島本
町、神戸市、串
本町、倉敷市、
岩国市、松山
市、糸島市、大
村市、宮崎市

126 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

その他 マイナンバー
カード等の手続
きにおける留意
点の提示

マイナンバーカード又は電子証
明書の更新時期を迎えるにあた
り、手続きの留意点を周知するこ
と。

マイナンバー制度が導入され、最初のマイナンバーカード及び電子証明書の
更新時期（発行の日から５回目の誕生日）が本年12月に到来する。
更新手続きは事務処理要領に基づいて行うが、マイナンバーカード等の暗証
番号を失念している場合やマイナンバーカードを紛失している場合など様々
な場合が予想され、確認に時間を要する他、更新時期が住民異動の時期及
び人事異動の時期と重なるため、窓口の混雑は避けられないと予想してい
る。
また、利用者が電子証明書の暗証番号を失念した場合、暗証番号を初期化
し、再設定する必要がある。本市では初期化にあたって、マイナンバーカード
以外の本人確認書類の提示を求めていたが、市によって運用が違っているた
め、申請者からの問い合わせ対応に苦慮している。
更に、更新時期が近づくにつれ、更新対象者から問い合わせが増えることが
予想されるが、更新手続きに関した情報がマイナンバー関係のサイトに掲載
されていないため、説明が困難である。マイナンバーカード等は全国統一の
事務を行うことが求められるため、共通の事項に関してはホームページ等に
掲載することを求める。

・2019年12月～2020年3月の電子証明書更新対象者：2,000人以上



別添１

総務省（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案）

区分 分野 団体名 支障事例

管理
番号

団体名 回答欄（各府省）
所管部署・

担当者連絡先

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞提案区分
その他

(特記事項)
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例
制度改正による効果

（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効率化等）
根拠法令等

制度の所管
・関係府省

133 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

その他 基幹統計調査
（住宅・土地統
計調査）の定数
の改善

調査員の定数については、委託
費の範囲内で市町村の裁量に
よって調査員１名の業務を複数
名で分担できるようにする。

調査員を募る中で、限られた時間の範囲内なら調査員をやってもいいという
方がいるが、統計局が示す市町村事務要領において、調査員は都道府県か
ら示された人数を配置することとされており、市町村に裁量の余地がないため
１調査区に複数の調査員をあてるなどの柔軟な対応ができない。

調査員１名の業務を複数名で分担できれば、調査員確保の効率
化を図ることができる。

・住宅・土地統計調査規
則
・国勢調査「調査区設定
の手引き」

総務省 豊後高田市、
中津市、日田
市、臼杵市、
津久見市、宇
佐市、豊後大
野市、由布
市、国東市、
姫島村、日出
町、九重町、
玖珠町

山形市、那須塩
原市、豊橋市、
田原市、串本
町、高松市、宇
和島市

○登録調査員が減少する中、調査員の確保が難しくなっている。予定がある人、一部なら従事が出来る人などが補い合うことが出来れ
ば、より調査員を確保しやすくなる。
○調査員の人数について、定められた人数によらず、委託費の範囲内で市町村が独自に決定することができれば、調査員の確保が現状
より容易になる場合がある。
○国の手引きによると、調査員は原則、３調査単位区に一人の割合で配置、もしくは、地域の実情により２調査単位区に一人の割合で配
置するよう推薦することとしているが、調査員の高齢化や仕事を持ちながら調査員業務を行っている人も多く、県内の市町においても、調
査員の負担を軽減させるよう、例えば一人が受け持つ調査単位区数を減らしてほしい旨の意見は出ている。
○調査区の範囲が広範囲にわたる場合等は調査員の確保が難しく、地域の実情に合わせて複数の調査員を配置したいケースがある
が、柔軟な対応ができない。
○同調査では調査員1人２調査区区か３区で、原則各区がとびとびの位置であるが、１区で面積が広大な地域については1人1区配置でき
れば地元の方に調査員を頼みやすいが２区は頼みにくい場合がある。

134 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

その他 基幹統計調査
（住宅・土地統
計調査）に係る
調査員の民間
委託

市町村が行うこととされている事
務（法定受託事務）を、（市町村
を経由しないで、）国が直接民間
委託できるようにする。

本市では、調査員等の担い手を自治委員や地域の方へ探してもらったり、登
録調査員を活用しながら推薦を行っているが、過疎・高齢化が進む中、担い
手を確保することが年々難しい状況にある。
また、インターネット回答の導入等により、事務が複雑化・煩雑化しており、市
町村職員にとっても負担となっている。

調査内容に精通し、調査のノウハウを持った民間業者に国が直接
委託することで、迅速かつ正確な調査結果を得やすくなる。また、
本市のような小さなまちで、過疎・高齢化が進む自治体は、同様の
課題を抱えていると思われ、働き方改革を推進するなか、市町村
職員が行う事務の大幅な削減につながる。

・統計法
・統計法施行令

総務省 豊後高田市、
中津市、日田
市、佐伯市、
臼杵市、津久
見市、杵築
市、宇佐市、
豊後大野市、
由布市、国東
市、姫島村、
日出町、九重
町、玖珠町

山形市、ひたち
なか市、那須塩
原市、所沢市、
荒川区、福井
市、越前市、長
野県、諏訪市、
高山市、浜松
市、豊橋市、津
島市、西尾市、
田原市、寝屋川
市、南あわじ
市、串本町、出
雲市、高松市、
宇和島市、大牟
田市、大村市

○当市においても、調査員の高齢化、働き方の多様化等により、基幹統計調査に係る調査員の確保には苦慮しているところであり、登録
調査員の他、過去の調査経験者にも依頼している状況が続いている。
○首都圏の住宅地である当市も調査員不足は問題であり、今回の住宅・土地統計調査は、調査員ひとりひとりの担当調査区の増加に
よって対応したが、調査員の負担の増加によって、交通事故や紛失事故のリスクが高まる。
○当市の調査活動は登録調査員の中から推薦している。現在の登録調査員は高齢化が進み、新規登録調査員の確保に努めてはいる
が厳しい状況である。そのため、多くの調査員を必要とする調査は、担い手を確保することが困難になってきている。その他にも、インター
ネットやタブレットを使用した調査も増えてきており、高齢の調査員は苦手意識が強く、調査の担い手の確保に苦慮している。
○調査員確保が年々困難となる中、調査員調査のやり方は、事故等安全対策面のリスクが高まる。委託手続き、相手先の不在、経費が
折り合わないなど、市町村が委託できる環境にない。
○当市においても調査員のなり手不足が課題となっており、自治会からの協力も得ながら確保している状況にある。しかし、近年は定年
延長（再雇用）の一般化も影響し、地域活動における担い手不足が深刻化している。
○調査員の確保につなげるために、調査内容を理解しやすい説明資料の作成や問合せ対応など、調査員事務の負担軽減に取り組んで
いるが、その取組により市職員の手間と時間を要している。

135 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

その他 地方交付税法
第17条の３にお
ける交付税検査
の簡素化

地方交付税法第17条の３におけ
る交付税検査の検査対象期間に
おいて、当該自治体がいずれの
年度も普通交付税不交付団体
（※調整不交付含む）だった場
合、実地検査ではなく書面検査
を原則とするよう見直しを行う。
具体的には、各普通交付税不交
付団体において自主的に検査対
象期間の算定について検査を行
い、総務省指定の調査様式にて
結果を報告するとともに、必要な
根拠資料を送付する。質疑等が
あれば書面でやり取りする。総務
省において書面検査のほかに実
地検査が必要との判断に至った
場合にのみ、実地検査を行う方
式に変更する。

検査は３年に１度、前回検査年度以降３箇年分をまとめて行われる。実地検
査に先立って事前調査様式の作成を依頼され、こちらをそれぞれの年度につ
いて作成し、基礎数値算定の根拠資料とともに当日、検査会場へ全て持ち込
んだ上で基礎数値の錯誤等の確認を受ける。
検査対象となる基礎数値項目は各年度の交付税算定同様、膨大かつ多岐に
渡るものであり、何千もの項目について数箇月程度をかけ、全庁的に確認作
業及び調査票の作成を行う。その上で実地検査は２～３日かけて行われ、そ
の間は膨大な資料の持ち込み、検査当日の説明、立ち合い、記録等、財政当
局ほか各局連絡担当者及び担当項目の説明に係る所管部署担当者も数多く
対応に当たる。実際の検査では当初算定から変動があった数値（錯誤）を中
心に根拠資料をもとに一つ一つ説明する形が取られており、その場で突発的
な指摘もしばしばあるため、広く準備を要するほか、その場で答えきれないも
のについては後日対応となる場合もある。

実地検査に要する会場設営・庁内事前準備・当日職員の対応等
の事務が不要となり、また総務省検査官も現地に赴く必要も無い
ことから双方の事務負担軽減となるだけでなく、提出書面ベースで
必要に応じピンポイントで指摘ないし確認を行えることからより効
率的である。また、この方式を都道府県下で調査が行われる各市
町村についても適用することにより同様の効果が得られる。
財政健全化に努めた結果、普通交付税不交付団体になっている
が、メリットよりデメリットの方が大きいと言った意見も議会等からも
出ている中で、普通交付税不交付団体になっている団体におい
て、１つのメリットとして事務の軽減を図ることができる。

地方交付税法第17条の
３

総務省 川崎市 平塚市、豊橋
市、京都市、豊
中市

○提案市同様、事前の準備に多くの時間を要している状況である。また、当日同席してもらう担当課が多く、その時間調整や膨大な資料
の搬入など、財政当局及び事業担当課ともに多くの負担が生じている状況である。
○３年に１度行われる地方交付税法第17条の３における交付税検査の実地検査については、２日にわたり財政部局の担当者及び担当
項目の所管部署担当者が対応している。実地検査が書面検査になることで、事務担当者の事務の軽減及び確認作業の効率化が図られ
ると考える。
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制度の所管
・関係府省

144 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

その他 不動産取得税
に係る登記情報
電子データの提
供

不動産取得税の課税資料とし
て、都道府県知事が登記情報の
電子データの提供を受けられる
よう、地方税法において、規定を
創設していただきたい。（法務局
と市町村間による登記情報の提
供においては、同法第382条によ
る規定が設けられている。）
また、現行の制度内においても
電子データを提供することが可
能であるならば、その旨を関係
機関（各都道府県等）に対し、通
知等により周知していただきた
い。
なお、登記情報の電子データを
都道府県が活用できることとなっ
た場合は、月１回程度の提供を
受けることが望ましい。

【課税制度】
不動産取得税は、地方税法第４条第２項第４号の規定により道府県が課する
ものであり、不動産を取得した者に対して課される税金である（同法第73条の
２第１項）。不動産の取得の事実については、不動産の取得者による申告（当
該不動産の所在地の市町村を経由）又は不動産の所在する市町村長が自ら
取得の事実を発見した場合に、都道府県知事へ報告する旨が規定されてい
る（同法第73条の18）。
【支障となっている業務】
不動産取得税の適正な課税を行うに当たっては、申告があった場合はその内
容が真正なものであるかを確認するため、また、申告がなされない場合は、
所有権取得の事実を捕捉するため、官公署への協力要請（地方税法第20条
の11）により県税事務所職員が法務局へ赴き、登記申請書簿冊を全て閲覧
し、所有権移転登記に係る登記情報を書き写しており、膨大な作業を要して
いる。（平成30年度における登記申請書の閲覧・書き写しについては、千葉地
方法務局及びその支所等15か所へ、地域を管轄する県税事務所職員が毎月
４回程度（１回に２～４人）赴き、約10万件を書き写している。）
【規制緩和の必要性】
この収集方法は、調査に多くの時間及び人員を必要とし、また、書き写し誤り
等による課税誤りの恐れがある。
【解決策】
「求める措置の具体的内容」のとおり。

【提案実現による効果】
法務局調査で閲覧した内容の書き写し誤りや把握漏れによる課税
誤り、課税漏れを防ぐことができ、より適正、かつ、公正な賦課徴
収が可能となるほか、収集事務の大幅な削減等がなされ、早期課
税を行うことができる。

地方税法第20条の11
地方税法第382条

総務省、法務省 千葉県 （資料１）平成30年度不
動産取得税課税事務効
率化検討ワーキンググ
ループ提言（総務省・法
務省）
（資料２）平成30年度不
動産取得税事務効率化
検討ワーキンググルー
プ全国アンケート

青森県、岩手
県、福島県、栃
木県、神奈川
県、富山県、京
都府、大阪府、
兵庫県、奈良
県、鳥取県、島
根県、山口県、
香川県、愛媛
県、高知県、大
分県、宮崎県

○当県においては、登記所に出向くことなく、市町村より紙ベースでの登記済情報の提供を受け課税資料としている。資料が紙ベースで
あることから、賦課入力資料作成の際、誤って記入する事例があり、その確認作業に時間を要している。
○課税資料収集については、当県においても、県税事務所職員が毎月法務局に出向き、登記申請書を閲覧し、必要事項を手書きで写し
ている。転記ミス、収集漏れ等に加え、事務所によっては複数の法務局での資料収集が必要であることから、数日にわたり、複数人が出
張し、事務所での窓口・電話対応が手薄になるといった問題もある。
○登記情報サービスは、費用面で利用できない状況である。
○昨年末に、共同住宅の敷地が地上権であったものを所有権と誤認し、資料収集したことによる課税誤りが判明し、追加調査を行ったと
ころ、県全体で127件、約958万円の課税誤りが判明した。直ちに、①現在行っている手書きの資料収集方法に加え、登記情報を写真撮
影し課税資料とすること、②登記情報を書き写す様式を見直すこと、③地上権等が設定された共同住宅の敷地の課税入力の有無を毎月
確認すること、④初任者に対する研修内容を見直すこと、等の再発防止策を講じたが、手書きの資料収集方法を継続する限り、課税資料
の収集漏れや収集誤り等のヒューマンエラーを払拭することはできないと考える。

空家等対策の
推進に関する特
別措置法上の
個人情報の取
扱いについての
見直し

土木・建築Ｂ　地方に対す
る規制緩和

141 高島市総務省、国土交
通省

・空家等対策の推進に
関する特別措置法

空家等対策の推進に関する特別措置法に基づき、特定空家等に
対する措置を行う案件に限定し、行政が把握している相続人の住
所等の個人情報を関係する他の相続人に提供することが可能に
なれば、相続人間で空家等の今後の方向性について協議すること
ができ、解決に繋げることができる。

問題が発生するような空家については、相続人が、自らが相続人であるとい
うことを行政からの連絡を受けて初めて知ったり、相続人同士が絶縁状態に
なってしまったりしていることが少なくない。
本市においては、空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第１項に基
づく指導又は助言を行う際に、相続人に適正管理を促す連絡を出すと、受け
取った相続人から、自らだけでは判断がつかないので、他の相続人の連絡先
を知っていたら提供してほしいと言われることがかなり多い。
本市は他の相続人の情報を把握しているにも関わらず、第三者に対する情報
提供が法の規定上可能ではないために、情報の提供を行うことができず、相
続人同士の協議が進まず、空家対策が停滞する事態が生じている。
また、ある相続人が、空家対策に消極的であるために情報提供に関する同意
を拒否したために、積極的である他の相続人が行動を開始することができな
いといったケースもある。
同意を得られる場合であっても、適正管理を促す連絡を受けてから、再度、他
の相続人に対して、情報提供に関する同意依頼を発出し、同意を得た上で依
頼人である相続人にその情報を提供する、といった段階を踏んでいると、最
初の適正管理依頼の連絡から、相続人同士の連絡体制が確保されるまで
に、１～２週間を要することになってしまい、事務が非効率なものになってしま
う。（同意依頼を発出しても、全ての相続人が返送してくれるとは限らない）
また、適正管理依頼の発出後には、他の相続人の情報を求める電話への対
応に追われることもあり、「相続人同士の連絡体制を整備する」という業務
が、かなりの負担となっている。

空家等対策の推進に関する特別
措置法において、行政が把握し
ている相続人の情報を関係する
他の相続人に提供する際に、本
人の同意を得なくても情報提供
できる旨の規定を設けていただ
きたい。

○本市の事例においても、相続人が複数人に渡る場合で、特定の相続人が問題解決に向けた司法書士等を介して他の相続人との連絡
を取って進めている例がある。但し、支障事例にあるように全員と連絡が取るのに難航している状況である。今後、増加していく空家等の
問題に対しスピーディーな解決を図るためにも、個人情報等に保護についてある程度緩和される必要があると考える。
○当市でも、提案市同様の問題が発生している。相続人が複数存在し、他の相続人を全く知らない場合があり、お互いに話をすることは
不可能である。当市では、他の相続者が知りたいのであれば、弁護士に調べてもらうよう伝えているが、費用が莫大にかかるため、実際
には動いてもらえない。
○本市において、相続人が多数いるにも関わらず相続がされず、法定相続人が多数となっている場合、各相続人への通知等は、通知人
の名前の他は相続人の数しか示していない（税情報に合わせている）ため、相続人同士がつながらず、問題が進展しないケースは多い。
○相続人が多数に上るケースで、相続に向けて前向きに動いてくれそうな相続人に行き当たることがあるが、相続人が多数であること、ま
たその情報を提供することができないことを聞くと、そこで諦めてしまうケースを何度も見た。また、市からの助言・指導の通知を見た相続
人から、被相続人からの関係（相続関係図）の説明を求められることもあった。市が行った相続人調査と同等の調査を個人で行うのはほ
ぼ無理であり、司法書士等に依頼した場合も金銭的に割りが合わない。
○本市においても、空家対策の推進に関する特別措置法第14条第１項に基づく指導又は助言を送付した場合、受け取った相続人から、
他の相続人の連絡先を提供してほしいと言われることがあるが、法の規定で第三者への情報提供ができないので、相続人同士の協議が
進まないため、空き家対策が停滞する例も少なくない。相続人からは空家の存在すら知らず、相続人同士が全く知らない場合もあったが、
連絡先の提供に同意を得て提供を行い、相続人同士で話し合い解決に向けて進展するケースもある。しかし、すべての相続人が連絡して
くれるわけではないので（無視、何の連絡もない場合もある。）相続人の情報提供の同意を得るのに一定期間を要するので事務が非効率
になる。
○相続が何世代かにわたる場合、相続人同士が連絡先を知らないケースも多い。１人の相続人が、相続協議の目的で、他の相続人調査
をすることはできるが、手間と費用をかけたがらず、自治体が取りまとめてくれれば協議に応じると主張されることがある。
○当市でも老朽の進んだ空家があり、特定空家への認定のため立入調査をおこなった案件があるが、対象が区分所有の長屋である。こ
のため、各所有者に今後、指導、助言等の文書を送付することになるが所有者間の情報共有を行うことができないために解体等を進めよ
うとしても困難な状況になると考えられる。所有者１名からは、解体を行いたいが、他の所有者の情報について調べているが相続登記が
なされていないため現在の所有者と連絡をとることができないので情報提供頂きたいと相談を受けている。
○当市においても、老朽危険空き家の相続人に対して指導を行った際に、複数の相続人がいる場合は、ひとりでは判断できないと言われ
ることが多々ある。しかし、他の相続人とは付き合いがなく、連絡先も知らないと言われるため、すべての相続人に対し、市から連絡をとら
なければならない。本来、相続人同士で解決すべき問題であるにもかかわらず、市が間に入っていかざるを得ない状況となっており、この
事務に過大な時間と労力を要している。市から相続人の情報を相続人同士に提供することができれば、相続人間で円滑に協議調整を図
ることができ、老朽危険空き家の問題解決につながると考えられる。
○問題が発生するような空家については、相続人が、自ら相続人であるということを行政からの連絡を受けて初めて知ったり、相続人同
士が絶縁状態になってしまったりしていることが少なくない。当市においても、空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく指導又は助
言を行う際に、相続人に適正管理を促す連絡を出すと、受け取った相続人から、自らだけでは判断がつかないので、他の相続人の連絡先
を知っていたら提供して欲しいと言われることがある。この場合、行政が他の相続人の情報を把握しているにもかかわらず、第三者への
情報提供ができないことにより、改めて情報提供に関する同意書を発送したり、同意を拒否されるなどのケースも想定され、空家対策が
停滞する事態が生じてしまう。
○空家については、数次相続などにより、所有者（法定相続人）が、自らが相続したことはもとより、不動産の存在そのものすら知らないこ
とも多く、また、相続人相互の面識が無いことも多々ある。そのような場合、市から相続人各々に通知を送っても、他の相続人を知らないこ
とから、空き家に対する措置に責任感を持っていなかったり、措置（売却等含む）をあきらめてしまい、放置されたままとなることが多い。ま
た、そもそも市からの通知に全ての所有者から反応があるわけでもないことから、市が調整を行うことも困難である。
○当市においても，相続人同士の絶縁・疎遠な関係に起因した管理不全状態のケースが多数ある。なかには法定相続人が数十人に及
ぶケースもあるが、相続人全員に対して同時に指導することは事務的に混乱を招くおそれがあることから、相続をまとめることができる
キーマンを探すことから始めることとしている。しかしながら、ほとんどの相続人は当事者意識が低く、キーマンを見つけることは非常に難
しく事務の負担となっている。
○相続人のうちの一人が認知症にかかり、他の相続人はすでに相続放棄をしているので関係ないと言い張っているケースがあり、事情を
伝えたくても伝えられず対応に苦慮している。

室蘭市、いわき
市、須賀川市、
ひたちなか市、
三鷹市、川崎
市、浜松市、草
津市、加古川
市、大牟田市、
大村市、五島
市、宮崎市
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空家等対策の推進に関
する特別措置法第14条
「特定空家等に対する措
置」に関する適切な実施
を図るために必要な指
針（ガイドライン）

総務省、国土交
通省

熊本市 須賀川市、ひた
ちなか市、三鷹
市、川崎市、大
垣市、多治見
市、浜松市、豊
橋市、京都市、
池田市、八尾
市、神戸市、松
山市、大村市、
宮崎市

○本市においては代執行による事案はないが、代執行の際には動産についての取り扱いについて管理・保管・処分の問題が生じると考
えられ、統一的なルールを設けてほしい。
○代執行を円滑に遂行するためにも、保管期間等の統一的ルールの明確化を望む。
○本市において同様の支障事例は生じていないが、指摘の通り、空き家特措法では規定が明確になっていない部分があり、法改正の中
で解消されることを期待するものである。
○本市では代執行の実績はないが、今後代執行を検討していくに際し、同様の課題が挙げられる。空家に対する代執行自体の実施件数
は全国的にもまだ少なく、ノウハウ不足が本市を含め未実施自治体が代執行になかな踏み込めない要因と考える。提案どおりに特別措
置法上に規定されることで代執行を躊躇する自治体の後押しになるものと考える。
○平成28年度に略式代執行を実施した際には、特定空家等の中の動産の取り扱いについて明確なルールがなかったため、現地調査の
結果、廃棄物として処理をしたが、保管すべき物かどうか、また、その期間等について指標を示してほしい。
○本市では略式代執行の事例がなく支障事例はないが、代執行時の動産の取り扱いについて、統一的なルールがある方が望ましいと考
える。
○当市では、現在、法第14条に基づく行政代執行や略式代執行の実績はないが、今後、行政代執行等を行う場合に、動産の取り扱いに
苦慮することも想定されることから、空家法に保管期間等の規定を加えることが望ましいと考える。
○当市が実施した略式代執行おいて回収した動産については、現金が中心であり家財道具はなかったため、保管場所についての負担は
特に生じていない。また、相続財産管理人の申立てを検討していることから、保管期間を定めずに相続財産管理人への引継ぎを予定して
いる。ただし提案市のように，動産の保管が負担になるケースは今後に発生すると思われ、また、保管期間経過後において処分が可能で
あるとしても、処分費としての新たな費用負担が懸念される。代執行に至るまでには、所有者等が存在する場合は代執行直前の代執行
令書等において動産の搬出を伝えることができ、また、所有者等が不在のケースにおいては、公告により動産拠出を触れることができる。
このあたりの法解釈を国が主導で整理すると同時に、家財道具など大型の動産保管が市区町村の負担になることが明らかであることか
ら、代執行の工事に合わせて家財道具等を処分できることとし、さらには、代執行費用に処分費を含めることで、所有者等への費用請求
や国の補助対象経費として認められるよう，市区町村の負担軽減を考慮した代執行の制度設計が必要と考える。
○本市において行った略式代執行においては、家財一式が全て放置されており、動産の保管場所を確保できずに対応に苦慮した。
動産の取扱いについては代執行を行ううえで大きな妨げになっており、市町村の負担にならないような簡素で統一的な基準が求められて
いる。
○本市においても、行政代執行を行う可能性のある危険な空家等が存在している。今後、これらの空家の内部に動産などが存在する可
能性があり、苦慮する問題の一つと考える。
○本市においても、同種の案件対応に苦慮することが想定されるため、保管期間等、処分手続きの統一ルールの明確化に賛同する。
また、家屋内にとどまらず、敷地内の放置動産等についても適切な措置をとることができるよう、明示されることを要望する。
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土木・建築 特定空家等に
対する代執行時
の動産の取扱
いについての明
確化

空家等対策の推進に関する特別
措置法第14条における代執行時
の特定空家等の中の動産の取
扱いについて、具体的な保管期
間及び保管期間経過後に市町
村長が当該動産を処分できるこ
とを、空家等対策の推進に関す
る特別措置法上に規定していた
だきたい。

代執行時の特定空家等の中の動産の取扱について、空家等対策の推進に
関する特別措置法（以下「法」という）上は規定がなく、ガイドラインにおいて
も、「いつまで保管するかは、法務部局と協議して定める。」とされているにす
ぎず、保管期間等に係る統一的なルールは明確にされていない。
本市においては、本年３月に、法第14条第10項に基づく略式代執行を行い、
その際に当該空家の中に残されていた家財道具等の動産は市の所有施設
の一室に、一時的に保管することとした。
所有施設は普通財産であり、具体的な時期こそ現時点で明確ではないもの
の、近いうちに取り壊される可能性もあり、いつまでも保管しておけるというわ
けではない。
本団体内の法務部局や本団体の顧問弁護士、市の空家対策協議会にも相
談したが、代執行による除却の事例が全国でもまだ少ないこともあり、いずれ
からも明確な回答は得られなかった。
一部の他団体の事例も把握しているが、動産の処分に対して所有者等から
損害賠償請求の訴訟を提起された際に、当該処分が正当に行われたことを
主張するに足る根拠となるものではないと考えている。
以上の支障を解決するため、法上に河川法第75条のような規定を設けるな
ど、保管期間等の統一的ルールを明確にしていただきたい。

代執行時の動産の取扱いについて、保管期間及び保管期間経過
後の処分権限を、空家等対策の推進に関する特別措置法上に明
記することにより、代執行時の動産を適正に管理することができ
る。

全国の消防本部等の事務負担が軽減できるのはもちろん、手作
業による正確性に欠ける部分の解消にも繋がる。
消防力（人員、施設、車両等）や消防水利の整備は、自治体の財
政負担や住民の生命や財産に影響するため、その礎となる調査
であることを考えると国として自治体をバックアップするような対応
をお願いするものである。

３年に一度実施されている当該調査において、市街地及び準市街地を多くの
各消防本部（或いは市町村）が地図上（紙ベース）に手作業で区域別けを行
い、多くの労力と時間を費やしている。さらに市街地及び準市街地の定義は
複雑で、その業務に精通していない（所管していない）職員が専用のシステム
等ではなく、手作業で当該作業を行うことは、大きな負担となるだけでなく、ミ
スが生じるリスクが高い。
この作業において、ミスが生じれば消防力（人員、施設、車両等）の算定や消
防水利の整備率等が不正確なものとなる。

消防庁が自治体に依頼する当該
調査において、市街地及び準市
街地の地図の作成に係る事務作
業の負担軽減を図るため国勢調
査等の様々なデータを基に市街
地及び準市街地の地図を作成で
きるシステム等を導入し、それを
全国の消防本部等が活用できる
よう対応していただきたい。

消防施設整備
計画実態調査
の調査方法の
見直し

消防・防災・
安全

Ｂ　地方に対す
る規制緩和

○当市においては、３年毎に地図データを更新し、地図データ上に作図作業を行っており、長時間の作業が必要で多大な負担となってい
る。
○当市においても、平成27年度の実態調査で同様の支障があった。現在は、GISで充足率を管理しているところですが、全国の消防本部
が活用できるシステム等が導入されれば、他市の状況を確認できたり、統一された調査資料を簡略的作成することが可能になるため必要
性を感じる。
○提案事項における「求める措置の具体的内容」に記載されているとおり、当市においても市街地及び準市街地の地図作成に係る事務
作業（地図上における手作業等）に時間を要しており、作業上ミスが生じる恐れがある。このことを踏まえ、作業効率を上げるためシステム
の構築が必要であると思料する。
○本提案のとおり、当市においても当該調査における労力及び時間は過大であり手作業にて実施するためミスが生じるおそれがあり、実
施する職員が違えば多少の誤差が発生するような調査である。本提案のとおり何らかのシステム等が導入されれば全国で統一した数値
が期待できると思われるが、当市については今後近隣市の動向を注視したうえで検討を重ねる必要がある。
○メーカーごとに独自システムを作成しており、導入費用は高額なものになるため、作成については手作業しているのが実態である。国が
求める調査であり、統計調査システム等を利用した中で、バックアップ体制をお願いできれば、負担軽減につながるものである。
○昭和39年12月10日消防庁告示第７号消防水利の基準第３条第２項により、「消火栓は呼称65の口径を有するもので、直径150ミリメート
ル以上の管に取り付けられていなければならない。ただし、管網の一辺が180メートル以下となるように配管されている場合は、75ミリメー
トル以上とすることができる。」とされており、縮尺比10,000分の１の白地図に手書きで用途地域を明示したメッシュ図を作成したうえ、当市
の消火栓約5,200基の中から上記のような有効となる消火栓を、外部組織から入手した水道管管網図と照らしながら選別していかなけれ
ばならないほか、有効な水利となる防火水槽及びその他の水利も拾い出さなければならず、職員への負担が大きい。このことから、水道
管管網図も取り込んだシステムの構築を要望する。
○当県においても平成27年度の消防施設整備計画実態調査の回答では、多くの各消防本部（各市町村）が手作業にて市街地及び準市
街地の区域別けを行っている状況である。また、消防水利についても手作業での区域別けの回答が多く、地図を作成することでの事務負
担及び人的ミスが大いに増すことが予想される。地図作成についても各消防本部（各市町村）での地図様式が異なるため、統一性がなく
見づらい。
○当市では、既に別のシステムを有償で導入しているが、国が導入するソフトが無償でかつ「消防力の整備指針」に基づくあらゆる計算等
に対応していれば、今後さらに活用できると考える。
○消防施設整備計画実態調査における、市街地及び準市街地の地図作成システム等を国が導入し、それを各消防本部が活用できれ
ば、事務負担の軽減や消防力（人員、施設、車両等）の算定及び消防水利の整備率等がより正確なものとなる。
○当市においても市街地及び準市街地を地図上（紙ベース）で手作業により区域別けを行い、多くの労力と時間を費やしている。このこと
から、国勢調査等のデータから市街地・準市街地を容易に判別することができるソフト等の導入のほか、各調査項目のオンライン入力に
より業務を簡素化するなどの仕組みを検討いただきたい。
○当該調査は、各消防本部が作成し、県が取りまとめを行っている。調査における、市街地及び準市街地の区域設定は、各消防本部が
市町村等から必要な資料の提供を受けるなどし、手作業で区域設定を行っていることから、当県の消防本部においても同様の事務負担
が生じているものと思慮される。

川越市、松戸
市、相模原市、
福井市、高山
市、浜松市、愛
知県、春日井
市、京都市、徳
島県、徳島市、
宮崎市

熊本市総務省平成27年度消防施設整
備計画実態調査の実施
について（依頼）
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157 Ｂ　地方に対す
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その他 許認可事務にお
ける法人登記簿
謄本（登記事項
証明書）の省略

法律や施行規則で法人登記簿
謄本（登記事項証明書）の添付
が求められているものについて
は、申請を受ける自治体側が内
容を確認できれば、法人登記簿
謄本（登記事項証明書）の添付
を不要とし、内容確認の手段とし
て自治体が登記情報提供サービ
スを利用する際には、登記手数
料及び協会手数料の支払いに
係る義務付けの廃止を求める。

法人である事業者が許認可等の申請を行う場合、法令の規定により、添付書
類として法人登記簿謄本（登記事項証明書）が必要となることが多く、複数の
申請を行う事業者にとって、申請の度に法人登記簿謄本（登記事項証明書）
を準備することは時間的、コスト的に負担となっている。
平成30年の提案募集において、「登記情報提供サービスを地方公共団体の
職員が職務上利用する場合の登記手数料及び協会手数料の支払いに係る
義務付けの廃止を求める。」との提案がなされ、対応方針の記載内容は、「官
公署から管轄登記所に法令に基づく登記情報の提供依頼があった場合に、
オンラインでこれを無償提供することを可能とし、2020年度から運用を開始す
る。」とされている。ただし、対象となる法律が不動産登記法とされているた
め、法人登記簿謄本（登記事項証明書）について同様の対応はなされないも
のと思われる。

法人である事業者にとって、許認可等の申請毎の法人登記簿謄
本（登記事項証明書）の提出が不要になれば、時間的にもコスト的
にも負担の軽減に繋がり、行政手続の簡素化の観点から有意義
である。

また、内閣府が進める各省庁のデジタルガバメント中長期計画
（ex.法務省）において、法人登記情報の連携が国の行政機関間で
なされる見通し。
当該情報連携の対象を、地方自治体にまで広げることで、地方の
電子化の推進を図り、事業者のさらなる時間的・コスト的負担の軽
減に繋がることから、より一層の効果が期待でき、国の施策にも合
致するものである。

情報通信技術を活用し
た行政の推進等に関す
る法律

電気通信回線による登
記情報の提供に関する
法律

内閣官房、総務
省、法務省

大阪府、滋賀
県、兵庫県、
神戸市、和歌
山県、徳島
県、関西広域
連合

埼玉県、新潟
市、愛知県、島
根県、福岡県

○公益法人・移行法人の届け出において法人の登記事項証明書の取得・提出の失念があり、取得し提出しなおしていただいた例があ
る。

163 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

医療・福祉 公営企業型地
方独立行政法
人の所有する土
地等の第三者
貸付を可能とす
るための規制緩
和

国立大学法人や公立大学法人と
同様に地方独立行政法人におい
ても、資産の有効活用を図り、そ
の対価を法人運営の経営基盤
強化につなげるため、地方独立
行政法人法の改正を提案するも
の

府立病院機構が今後も安定的に高度先進的な医療提供・医療水準向上を行
うには、財政基盤強化が不可欠である。
すでに公立大学法人では業務遂行に支障ない範囲で、対価を教育研究水準
向上のための費用に充てるため、土地等の貸付を可能とする法改正が、本年
５月に成立したところである。
一方、公営企業型地独法人は、法82条により病院事業及び附帯業務以外の
業務を行ってはならないとされている。府立病院機構では、切れ目ない医療
から介護までのサービスを提供するため、敷地一部を事業者へ貸出し、病院
と連携した事業（※）を検討したが、附帯業務に当たらず、実施できない状況
である。
　この状況では、地独法人の所有資産の有効活用による自己収入確保や、こ
れによる府民へのより良いサービス提供が困難であり、地独法人の自主性自
立性を阻害している。

（※）病院と連携できる「リハビリを中心とする在宅復帰支援機能を備えた民
間複合施設」の誘致を検討。具体的には、リハビリ、在宅復帰支援施設、緩
和ケア・終末医療、調剤薬局などを想定しており、こうした医療・福祉関係事
業者を誘致するため、土地を一括して管理する民間事業者に対し、敷地の一
部を貸し付けることを検討している。

地独法人所有資産の有効活用による自己収入確保が可能とな
り、医療水準向上や財政基盤強化が図られ、法人の自主性自立
性の高い運営による医療提供の充実を図ることができる。

地方独立行政法人法第
21条第３号及び第７号・
第82条

総務省 大阪府、滋賀
県、京都府、
堺市、兵庫
県、神戸市、
和歌山県、鳥
取県、徳島
県、関西広域
連合

宮城県、埼玉県 ○当県では、４病院の地方独立行政法人化（2020年４月予定）に向けて、所有する土地・建物（他団体に貸し付けている部分も含む）につ
いて、承継資産とすべきかどうか精査しているところである。現在、病院局が所有する土地・建物の中には医療型障害児入所施設を含む
社会福祉法人などに貸し付けを行っている部分がある。地方独立行政法人が土地や建物の貸し付けを行うことは、法82条により、本来の
事業との密接な関係性や健全な運営に資するためなど、本来の事業に支障を来すものとなってはならないとされており、独法後は土地・
建物を貸し付けることができずに社会福祉法人が行う事業に支障が生じる恐れがある。現在の利用状況を鑑みると、土地・建物について
は引き続き他団体に貸し付け、事業の提供を継続することが望ましい。

167 Ｂ　地方に対す
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その他 住宅・土地統計
調査における調
査表の二段階
配布方式の見
直し

住宅・土地統計調査の調査対象
世帯に対して、オンライン回答用
の調査書類（ＩＤ・パスワード等）
を郵便受け等に配布後、一定期
間経過した後、調査対象全世帯
を訪問し、面接の上で紙の調査
票を配布するといった、二段階配
布方式の義務付けを見直し、調
査書類等の最初の配布時にお
けるオンライン調査書類と紙調
査書類の同時配布を可能とする
こと（平成25年度本調査実施時
は同時配布）。または、自治体ご
との裁量で選択可能とすること。

【制度概要】
平成30年度住宅・土地統計調査では、オンライン回答率の向上を図るため、
調査対象全世帯にオンライン回答用の調査書類を郵便受け等に配布後、一
定期間経過した後、調査対象全世帯を訪問し、面接の上で紙の調査票を配
布する二段階配布方式を採用している。
【懸念材料】
オンライン回答率の向上が、二段階配布方式による効果によるものかは確証
がなく、インターネットに不慣れな高齢者等の世帯が多い地方での効果につ
いては、疑問が残る。
【支障事例】
二段階の手順を踏む本事務は、調査対象世帯の理解も得られ難く、調査現
場での混乱を招く要因となっており、調査員の確保が困難な状況の中、調査
員にかなりの事務負担を強いる状況である。

【提案の実現による住民の利便性等の向上】
スマートフォンの普及やネット環境の整備の充実などにより、イン
ターネットでの回答が可能な世帯であれば、調査員との接触や時
間的制約を最小限に抑えられるオンライン回答を選択する可能性
が高いと思われる。初回訪問時に、調査の趣旨及び回答方法選
択可能の旨を説明すれば、二回目は未回答世帯のみを訪問し、
回答を促すのみとなるため、シンプルな構造となり、調査対象世帯
との間に混乱も生み難く、事務負担の軽減が期待できる。
【制度改正の必要性】
統計調査に係る調査員の確保は、年々困難な状況となっており、
調査に係る事務負担の軽減は、円滑に調査を進める上で、必要な
措置である。

統計法

住宅・土地統計調査規
則

平成30年住宅・土地統
計調査市町村事務要領
（第２．調査の準備事務
－９．指導員事務打合せ
会及び調査員事務打合
せ会の開催－（２）調査
員事務打合せ会におけ
る指導－カ調査員の事
務の説明に当たっては、
以下の指導を徹底する。
－⑥インターネット調査
書類は、調査票に先
立って配布すること。）

総務省 宇佐市、大分
市、別府市、
中津市、日田
市、佐伯市、
臼杵市、津久
見市、豊後高
田市、杵築
市、豊後大野
市、由布市、
国東市、姫島
村、日出町、
九重町、玖珠
町

札幌市、旭川
市、盛岡市、山
形市、ひたちな
か市、那須塩原
市、所沢市、川
崎市、富山県、
福井市、長野
県、高山市、豊
橋市、西尾市、
田原市、京都
府、寝屋川市、
南あわじ市、高
松市、新居浜
市、大村市、宮
崎市

○平成30年住宅・土地統計調査において、当市においてもオンライン回答用の調査書類を調査対象の全世帯に配布したことによる問い
合わせ・苦情が相当数あった。
○インターネット回答を促進するため、平成30年住宅・土地統計調査において採用されたいわゆる調査書類の二段階配布方式について
は、調査方法の複雑化や、調査員や市町村の負担が増加し、関係市による調査事後報告会においても、次回調査においてオンライン調
査書類と紙調査書類の同時配布を希望する市が大半であったところ。
○直接面会せず、オンライン回答用IDをポスティングするだけでは、調査への協力を得られにくいだけではなく、本当に行っている調査な
のか市に問い合わせが来ることが多かった。また、インターネット環境がなく、紙の調査票がほしいといった世帯からの問い合わせも相次
いだ。
○二段階配布方式により、調査員が対象世帯に訪問する回数等が増え、負担が増えた。オンライン回答した世帯へ、同居世帯等がいな
いか確認のため訪問する際に、対象世帯から「回答しましたけど」、「オンラインで回答すれば会わないで済むと思ってやったのに」などと
言われてしまった。
○当市では実査中の世帯からの問合せの半数以上が、「インターネットの環境がなく回答できない」という趣旨の内容であり、インターネッ
ト回答用調査書類の配布後に多く寄せられたことから、世帯との不要なトラブルを避けるためにも同時配布が望ましい。
○初回訪問後、調査対象世帯にはオンライン回答用書類しか届いていないため、紙で回答を希望した際の対応、また不審に感じた世帯
への対応など、調査員と職員の事務負担が大きかった。
○二段階の期間が短く、結局ほぼすべての世帯を訪問ことになり、調査員の負担減につながっていない。オンライン回答用の調査票は、
ポスティングのみだったため、問合せの電話が多くあり、対応に追われた。また、調査対象世帯にとってもわかりにくく、現場に混乱が生じ
た。



別添１

総務省（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案）

区分 分野 団体名 支障事例

管理
番号

団体名 回答欄（各府省）
所管部署・

担当者連絡先

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞提案区分
その他

(特記事項)
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例
制度改正による効果

（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効率化等）
根拠法令等

制度の所管
・関係府省

196 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

その他 地方議会議員
選挙の立候補
届に必要な添付
書類の見直し

立候補届出書に記載された住所
を確認するための書類の添付が
法令上義務づけられていないた
め、届出時において容易に住所
が確認できるよう立候補届に必
要な添付書類に住民票を義務付
けること。
虚偽による立候補届を行うことを
抑止し、住所に疑義のある立候
補届のうち少なくとも虚偽のもの
によって有権者の一票を無駄に
しないため、立候補者に住所等
の届出内容が真実で、住所要件
を満たしている旨の宣誓書を提
出させるとともに、選挙犯罪等に
よる失権者と同様に虚偽の宣誓
をした場合の罰則を定めるよう法
改正すること。

【現状】
公職選挙法により、地方議会議員の被選挙権は同一自治体内に引き続き
３ヶ月以上居住することが要件とされている。しかし、立候補届に必要な書類
として住民票は規定されておらず、客観的に住所を確認する資料がない状況
にある。
＜立候補届に必要な書類＞
(1)届出書、(2)供託証明書、(3)宣誓書、(4)所属党派証明書、(5)戸籍の謄本
又は抄本
【支障事例】
町議会議員選挙において、県内に住所を有していないにも関わらず県内に居
住するとして立候補届を提出する事例が発生した。候補者が必要書類を形式
的に不備なく提出した場合、「立候補届出の受理に当たっては、候補者が被
選挙権を有するか否か等実質的な審査をする権限を有せず、開票に際し、選
挙会において被選挙権の有無を決定すべき」とする最高裁判例(1961年)か
ら、住所の記載内容に疑義があっても受理せざるを得ない。
立候補届受理後に住所要件を満たさず被選挙権がないことが確認されれ
ば、被選挙権のない候補者に対する投票は、公職選挙法の規定により全て
無効投票として取り扱うこととなる。

住所要件を満たさず被選挙権がない者からの立候補を抑止するこ
とにより、無効投票を最小化できる。

・公職選挙法第68条第１
項第５号、
第86条の４第４項
・公職選挙法施行令第
89条第２項第１号

総務省 兵庫県、播磨
町

盛岡市、宮城
県、小平市、川
崎市、松原市、
神戸市、宝塚
市、南あわじ
市、高松市、大
村市、五島市、
熊本市、中津
市、宮崎市

―

総務省、厚生労
働省

大分市、別府
市、日田市、
佐伯市、臼杵
市、竹田市、
豊後高田市、
杵築市、宇佐
市、豊後大野
市、由布市、
国東市、姫島
村、日出町、
九重町、玖珠
町

旭川市、ひたち
なか市、小川
町、台東区、川
崎市、海老名
市、小千谷市、
諏訪市、浜松
市、島田市、蒲
郡市、寝屋川
市、南あわじ
市、串本町、山
口市、徳島市、
高松市、八幡浜
市、新居浜市、
五島市、中津
市、宮崎市

○当市では、毎年約1,100件程度の年金仮徴収の還付が発生し、還付口座が不明の人が多いため、まずは還付通知書ではなく、還付対
象者全員に還付発生の連絡通知と口座振替依頼書を送付し振込口座の確認を行っている。市県民税の当初通知書に口座振替依頼書を
同封するため、準備期間が短いことや、振込口座の電話連絡の対応も件数が多く繁忙である。当市も、対象者から年金振込口座がなぜ
わからないかという質問を多く受ける。加えて、判明した振込口座の入力後（８月中旬）に還付が可能となるため、当初通知と還付までに
かなりの時間を要しその間振込はいつかとの問合わせも多い。事務の効率化及び、還付対象者の負担軽減、スムーズな還付のため、年
金振込口座の情報提供が可能となる制度を希望する。
○毎年、公的年金の特別徴収分について還付が大量に発生する。還付金の振込先の口座情報の取得に郵便料、用紙及び封筒の消耗
品代並びに印刷費用がかかり、事務も煩雑になっている。提案が実現すれば、還付該当者にとっても、請求書の記載等の労力がなくな
り、負担軽減につながる。
○当市の仮徴収分の還付対象者のうち、還付先口座の確認依頼が必要となるものは全体の半数に及んでいる。年金受給者が現に年金
給付を受けている口座情報を得ることができれば、還付先口座の確認事務が軽減されるとともに、振込エラーの発生を抑制することがで
きる。また、市民にとっても手続きを行う必要性がなくなり、年金受給口座への還付により還付金の把握が容易になると思われ、市民サー
ビスの向上につながると考えられる。
○当市の還付対象は平成30年度で約4,600件（４月：1,400件、６月：1,800件、８月：500件）である。当市では還付にあたって、過去に市税
の還付を受けたことがある者、市税の口座振替をしている者については口座情報を照会することなく、当該口座に振り込む旨を通知の上
で振込を行っている。上記に当たらない者は文書で口座照会を行うが、記載誤りや口座解約などのエラーを合計しても振込エラーは20件
前後である。電話問い合わせについては、口座照会の記入方法を確認するものが大半である。年金振込口座の情報提供がされれば基
本的に口座照会が不要となる。
○当市では、年金受給対象者に係る市税（料）の特別徴収において還付金が発生した場合、本人へ通知のうえ還付を行っている。還付を
行うにあたり必要な口座情報を把握していない場合は、対象者へ通知と合わせて口座振込依頼書を送り返信を求めているが、対象者の
記載誤りによる振込エラーが多発する等、事務が煩雑になっている。また、返信ない場合は還付ができず還付未済金となってしまうことも
大きな課題の一つとなっている。
○当市では、年金特徴仮徴収分の還付が約3,800件（４月：1,600件、６月：1,800件、８月：400件）あり、振込エラーに関しては、疑問に思う
点があれば過去の還付振込履歴等と照らし合わせるなどして最小限に抑えてはいるが、還付振込依頼書での記入不備（漏れ）や押印漏
れによる返送件数が通常分の還付と比べ多いため、返送することにより還付の遅れや、再送がない場合もある。また、年金特徴仮徴収分
は４・６・８月分と最大３回あるため、還付対象者の市民から「口座情報といった個人情報を（毎年）何度も書かせないでほしい」、「年金か
ら天引きした税金だから、年金の振込口座へ還付してほしい」等といった要望も多い。制度改正により、振込エラーを始め、不備による再
送により還付の遅れや、再送が無く還付未済金となる件数の軽減など、手続きを減らすことや迅速な還付が出来ることから、市民サービ
スの向上が期待出来る。
○還付を行うにあたり必要な口座情報について市町村で把握していないため、対象者へ通知と合わせて口座振込依頼書を送り返信を求
めているが、対象者の記載誤りによる振込エラーが多発する等、事務が煩雑になっている。また、対象者からも「年金は口座振込なのに
なぜ口座が分からないのか」といった問い合わせも多い。なお、当市の還付対象は約700件あり、振込エラーは10件程度発生している。還
付の通知発送直後は市民からの電話問い合わせが殺到し、事務に支障が出ることもある。
○還付通知時に口座振込依頼書を送付しているが、記載誤りの確認作業や依頼書が返送されないことがあり、還付までの期間が長くか
かる場合がある。確実な口座情報を得ることで正確な還付処理事務ができ、還付未済の大幅な減少につながる。
○当市においても口座情報が把握できていないため、還付の手続きが煩雑になっている。
○当市においても、還付対象は約1,500件あり、対象者へ通知書と口座振込依頼書を郵送し返信を求めている。しかし、対象者の記載誤
りによる振込エラーが多発する等、事務が煩雑になっているだけでなく、対象者からは、「年金は口座振込なのになぜ口座が分からない
のか」といった問い合わせも多い。日本年金機構等から口座情報の提供を受けることが出来るようになった場合、口座情報を取得する手
段、管理、取り込みに対するシステム改修費の発生や還付誤り等の可能性も考えられるが、提案内容と比較考慮した場合、制度改正は
必要だと考えている。
○還付を行うにあたり必要な口座情報について市町村で把握していないため、対象者へ通知と合わせて口座振込依頼書を送り返信を求
めているが、対象者の記載誤りによる振込エラーが多発する等、事務が煩雑になっている。また、対象者からも「年金は口座振込なのに
なぜ口座が分からないのか」といった問い合わせも多い。なお、当市の還付対象は約3,000件（４月：1,100件、６月：1,800件、８月：100件）
あり、振込エラーは数十件程度発生している。還付の通知発送直後は市民からの電話問い合わせが殺到し、事務に支障が出ることもあ
る。
○当市も同様に、還付処理を行う際、口座情報の確認に人的、時間的なロスが発生している。
○当市においても同様に口座情報を把握していないため、本人へ通知の上還付を行っているため、同様の支障がある。
○提案の実現により、当市においても還付通知への口座振込依頼書及び返信用封筒の同封、返信後の口座情報のシステム入力など、
事務負担の軽減が見込まれる。また、返信用封筒に係る印刷製本費や通信運搬費の削減も期待できる。（※当市の還付件数…約850
件）
○当市でも同様に昨年1,153件の還付が発生しており、対象者に還付先を問い合わせている。口座情報について返信を求めているが返
信がない、振込エラーが発生するなど事務に支障をきたしている。また、他市同様「年金は口座振込なのになぜ口座が分からないのか」と
いった問い合わせを何件かいただいている。
○年金受給対象者に係る住民税の特別徴収において、還付金が発生した場合、市から還付対象者へ通知のうえ還付金支払処理を行っ
ている。市が口座情報を把握している場合は、その口座へ還付通知とともに還付金支払を行っている。しかしながら、口座情報を把握して
いない場合、還付対象者へ一旦、還付通知を送付し、口座情報の連絡を受けた後に還付金支払処理を行っている。また、還付通知を送
付してもなかなか返信がない場合は、再通知等を行うなど事務負担が大きくなっている。
○還付未済者に勧奨状や請求書を発送しており、その事務負担が大きい。
対象者本人の口座情報記載誤りにより振込不能となることも多く、その対応にも労力を要している。
○還付金が発生する方で振込口座が不明の方については、過誤納金還付通知を送付し、口座振込依頼書を提出してもらうようにしてい
るが、返送がなく還付できない場合がある。
○当市の対象件数（平成30年度）は2,824件（仮徴収４月分：1,017件、６月分：1,386件、８月分：421件）
○毎年４月６月分の仮徴収分にかかる年金特徴の還付を７月下旬に合わせて発送している。
約2,000通発送して既に口座登録をして頂いている方が600人程で残りの1,400人に対しては振込口座の登録用紙を同封しているが、対象
者がご高齢の為、記入誤りが多々発生して振替金融機関からの口座記入誤りの指摘がある。この時期、毎年約30件の振込が出来ずに
いて、正しい口座番号の聞取りも困難な場合があり確認作業に手間取っている。
口座番号が事前に分かっていれば、口座記入用紙と返信用封筒の同封作業も要らず、印刷と郵送経費も少なくて済む。さらに事後の事
務処理がスムーズに行える。
○当市の還付件数は多いときで月200件程度。
○当市においても同程度の件数の還付対象があり、通知発送後に対象者より「年金を受け取っている口座に還付してほしい」という要望
の問い合わせもある。
○当市においても、個人市民税・府民税納税通知書（当初課税分）の送付後、還付通知書を送付しており、４月分：約7,500件、６月分：約
10,000件を送付している。提案内容としては、受給者が年金支払報告書の様式に記載した口座情報を日本年金機構より提供を受けること
で、市町村が対象者に口座情報の確認を行う事務が無くなり、一定事務の軽減となる。日本年金機構から提供された口座情報を用いる
場合、税務事務システムの課税側のサブシステムに連携される還付対象者情報を還付処理に結び付け、過誤納データ作成時に口座情
報を連携し支払いを行い、還付通知のみを作成する処理に改修を行うことで事務の効率化が望めるものの、改修が課税・収納の各サブ
システムに及ぶことから、大規模な改修となる可能性があり、予算の確保が懸念される。
○当区においても、仮徴収分にかかる還付件数が、約1,000件程度ある。税務部門が口座情報を得ることで、振込エラーに対する対応が
早くなり区民サービス向上につながると思われる。

183 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

その他 公的年金の特
別徴収における
還付金の取扱
いにかかる地方
税法施行規則
の改正

地方税法施行規則を改正し、年
金支払報告書の様式に口座情
報に関する項目を設けることで、
市町村が日本年金機構等より口
座情報の提供を受けることが可
能となるよう制度を改正する。ま
た、併せて扶養親族等申告書の
様式に口座振込に係る同意欄を
設ける。

年金受給対象者に係る住民税の特別徴収のうち、４・６・８月の仮徴収分にお
いて還付金が発生した場合、市町村において本人へ通知のうえ還付を行って
いる。
還付を行うにあたり必要な口座情報について市町村で把握していないため、
対象者へ通知と合わせて口座振込依頼書を送り返信を求めているが、対象
者の記載誤りによる振込エラーが多発する等、事務が煩雑になっている。
また、対象者からも「年金は口座振込なのになぜ口座が分からないのか」と
いった問い合わせも多い。
なお、本市の還付対象は約6,000件（４月：2,000件、６月：3,000件、８月：1,000
件）あり、振込エラーは100件程度発生している。還付の通知発送直後は市民
からの電話問い合わせが殺到し、事務に支障が出ることもある。

確実な口座情報を得ることで、振込エラー等の事務の煩雑さが軽
減されるとともに、迅速かつ正確な還付金処理事務の推進につな
がる。また、市民が別途手続き等を行う必要がなくなり、市民サー
ビスの向上につながる。

地方税法施行規則第十
条（別表（二）第十七号
の二様式
地方税法第三百十七条
の三の三
地方税法施行規則第二
条の三の六



別添１

総務省（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案）

区分 分野 団体名 支障事例

管理
番号

団体名 回答欄（各府省）
所管部署・

担当者連絡先

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞提案区分
その他

(特記事項)
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例
制度改正による効果

（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効率化等）
根拠法令等

制度の所管
・関係府省

204 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

その他 選挙運動自動
車における「乗
用の自動車」に
関する判断基準
の明確化

公職選挙法及び同施行令に規
定されている選挙運動用自動車
の使用可否の判断における「乗
用の自動車」に関する基準を明
確にすること。
とりわけ、車検証の用途欄表記
が乗用以外の場合においても、
自動車の実体及び形態等により
選挙運動自動車としての使用可
否が異なるため、これらの実体
及び形態等に応じた具体的かつ
詳細な判断基準（ガイドライン
等）を示すこと。

選挙運動用自動車は、公選法第141条第６項により、「政令で定める乗用の
自動車」に限って使用可能とされているが、これは車検証の用途欄表記にか
かわらず、身体障害者用に改造した特種用途自動車等、実体的に乗用と見
なされるものであれば使用可能とされている。一方、同じ特種用途である放送
宣伝車については、同法同条第1項に「構造上宣伝を主たる目的とするもの」
は使用不可と明記されているため、市選管では候補者等にこの旨説明してい
た。
しかし、平成31年４月市議会議員選挙の際、「乗用としての使用があれば放
送宣伝車も選挙運動に使用できる」との見解が国から得られたので、同自動
車を選挙運動に使用する準備を進めているが、今まで認められていなかった
放送宣伝車の使用は本当に可能かとの問い合わせがあった。
本市選管としては、東京都選管とも協議を重ねたが、「乗用」の判断基準が明
らかでない中で、構造上宣伝が主たる目的と思われる放送宣伝車の使用は
認められないとの意見で一致した。この間、国に対しても、その判断基準を明
らかにすることを再三求めたが、結局明確な回答は得られず、最終的に当該
候補者は同自動車の使用を見送った。
このことについて、市選管では、国、都及び警視庁への確認に相当の時間を
費やし、当該候補者も、長期間選挙運動用自動車を準備できない不利益を
被った。また、「乗用」の判断基準が不明なまま使用した場合には、違法な選
挙運動として取締対象となる恐れもあった。選挙運動用自動車に関して、「乗
用」を市選管が個別に判断することは不可能であり、その判断基準を伴わな
い国の見解はあいまいで、かえって現場に混乱を招いている。

選挙運動用自動車における「乗用の自動車」に関する判断基準を
明確にすることは、候補者における円滑な選挙運動の準備・実施
を可能とするだけでなく、公選法及び同施行令に基づき候補者に
助言等を行う選挙管理委員会並びにその取締を行う警察本部等、
実際に選挙の適正な管理・執行を担っている現場における混乱の
解消につながるものである。
特に、車検証の用途欄表記が乗用以外の場合にも、自動車の実
体及び形態等に応じた具体的かつ詳細な判断基準（ガイドライン
等）があれば、候補者からの問い合わせに対しても、選挙管理委
員会及び警察本部等において明確かつ迅速な回答をおこなうこと
ができ、誤った解釈等により取締対象となる危険性も軽減できる。

公職選挙法第141条第１
項
公職選挙法第141条第６
項

総務省 八王子市 盛岡市、宮城
県、川崎市、甲
斐市、松原市、
高松市、新居浜
市、大村市、熊
本市、中津市、
宮崎市、鹿児島
市

○市議会議員及び市長の選挙において立候補予定者への説明会を行う場合においても、本件については法律の規定が非常にわかりに
くく、説明にも苦慮している。
○平成31年４月の市議会議員選挙の際、候補者から「軽トラックの荷台を覆って選挙運動用自動車として使用してよいか」との問合せが
あり、「乗用としての使用」の判断に迷った。都道府県選管とも協議したが、「乗用」の明確な判断基準がないため、候補者への回答に日
数を要し、立候補準備に支障を来した。
○市議会議員選挙の際に、三輪スクーターを使用したいとの相談があり、県選管と市選管の見解が異なった事例があった。市選管では、
軽自動車届出済証に「軽２輪側車付」との記載があることから、道路運送車両法では「側車付軽二輪」として扱われるため、２輪車として使
用できるとの判断をし、県選管と意見の一致をみたが、公職選挙法施行令の記載が複雑で解りにくく、候補者にとっても選管職員にとって
も判断に苦慮している。

211 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

その他 マイナンバー制
度における適切
な情報提供

マイナンバー制度の見直し等を
行う際には、実務が円滑に進む
よう十分な情報提供と地方との
事前協議を行い、地方自治体へ
の影響を検証した上で、導入を
進めること。
また、データ標準レイアウト改版
は自治体の予算編成に考慮して
早期に確定し、遅れる場合は、
判明した段階で自治体に情報提
供すること。

令和元年７月版データ標準レイアウト改版において、情報連携開始時期が事
前調整なく６月中旬に前倒しされた。
データ標準レイアウト改版では、自治体にて改版内容に応じたシステム改修、
副本登録などの対応が必要になるため、情報連携開始が早まることで作業日
数が短くなり、自治体の負担が大きい。
また、７月から次年度のシステム改修等に関した予算調整を行うが、改版内
容が確定しないと正確な積算ができない。そのため、見込み額で予算要求を
せざるを得ず、他の事業予算を削る必要が生じるなど、影響がある。

マイナンバー制度に係る事務が自治体側の実務を考慮したスケ
ジュールとなることで、自治体の負担軽減が期待できる。
また、データ標準レイアウト改版が早期に確定することで、適正額
での予算調整が可能となる。

行政手続における特定
の個人を識別するため
の番号の利用等に関す
る法律等

内閣府、総務省 神奈川県、さ
いたま市、横
浜市、川崎
市、相模原
市、藤沢市、
小田原市、茅
ケ崎市、厚木
市、伊勢原
市、南足柄
市、寒川町、
開成町、愛川
町、山梨県、
愛知県

ひたちなか市、
熊谷市、桶川
市、八王子市、
平塚市、福井
市、越前市、高
山市、豊橋市、
豊田市、京都
市、兵庫県、神
戸市、五島市、
熊本市、宮崎
県、宮崎市

○データ標準レイアウト改版の仕様確定が遅いため、ベンダーのシステム改修の設計・見積が遅くなりがちである。そのため、自治体の予
算措置も遅くなる。データ標準レイアウト関連様式をエクセルではなくシステム化し、自治体やベンダーが把握しやすくすべきである。エク
セルのままでは見辛いし把握漏れが出る可能性がある。また、個別にＱ＆Ａで出した仕様内容は必ずデータ標準レイアウト関連様式に追
記・反映させるべきである。
○データ標準レイアウト改版では、自治体において、改版内容に応じたシステム改修、副本登録などの対応が必要になる。改版内容が早
期に確定されないと、情報連携開始までの作業期間が確保できず、確実な対応が行えない可能性が生じる。
○データ標準レイアウトの修正はメール等で周知されないため、自治体側が能動的にデジタルPMOを確認する必要があり、対応が遅れる
可能性がある。自治体の予算要求時期を考慮して、年次改版時期を年度後半にするよう抜本的な見直しを要望する。
○７月から次年度のシステム改修等に関した予算調整を行うが、改版内容が確定しないと正確な積算ができない。そのため、他の事業予
算を削減してシステム改修に要する必要最小限の経費よりも多くの額を見込み額として計上せざるを得ず、市の政策的な投資に対して影
響が生じている。
○データ標準レイアウトの改版に際しては、改版内容の度々の変更が自治体のシステム改修において負担となっている。また、改版に伴
うテストの円滑な実施のためには、より早期の方針決定及び情報発信が望まれる。
○情報連携開始が前倒しになったことにより、精査や改修作業の時間が短時間となり、負担額、実改修作業ともに調整が難しかった。
データ標準レイアウト改版の内容が確定していないため見込みで予算措置を行うことになるため、改修内容が大きくなった場合の調整に
苦慮している。
○データ標準レイアウト改版では、自治体にて改版内容に応じたシステム改修、副本登録などの対応が必要になるため、情報連携開始
が早まることで作業日数が短くなり、自治体の負担が大きい。
○当市においてもデータ標準レイアウト改版において、短期間でシステム改修や、機関間テストを行う対応が必要となるなど、負担が大き
い。
○データ標準レイアウト改版では、自治体にて改版内容に応じたシステム改修、副本登録などの対応が必要になるため、情報連携開始
が早まることで作業日数が短くなり、自治体の負担が大きい。

219 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

その他 地方独立行政
法人（研究開
発）の出資規制
の緩和

試験研究を行う地方独立行政法
人は出資を行うことが認められて
いないため、これを規制緩和し、
出資を行えるようにする。

【現状】
地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研究所（以下「ＫＩＳＴＥＣ」）で
は、大型研究プロジェクトや企業等と共同研究を実施しており、これまで研究
成果の社会実装とイノベーション創出の担い手として期待される、ＫＩＳＴＥＣ発
のベンチャー企業の創出及び成長支援を行ってきた。

【課題】
ＫＩＳＴＥＣには研究成果の社会実装とイノベーション創出の担い手となる役割
が期待されているが、運営費交付金等の財源が限られている中でその役割
を果たすには、ベンチャー企業等を通した社会還元が有効な手段として考え
られる。また、外部資金の安定的確保についても保証がない現状では、出資
の還元による自主財源の拡充が必須となっている。
しかしながら、現行法の枠組みでは、国の独立行政法人（研究開発型）にお
ける出資は認められているにもかかわらず、地方独立行政法人（研究開発
型）による出資は認められていない。
そのため、出資によるベンチャー企業等への支援を行うことができず、地域に
おけるイノベーション創出を行う上で大きな障害となっている。
なお、地方独立行政法人である公立大学法人については、平成28年度に国
立大学法人と同様に出資が可能となるよう法改正が行われている。

【解決案】
地方独立行政法人（研究開発型）による出資業務が可能となるように、地方
独立行政法人法を改正する。

【効果】
ベンチャー企業を通して研究成果が社会に還元され、イノベーショ
ン創出に寄与する。その結果、ベンチャー企業の成長につながり、
出資元へ利益が還元される。それにより、ＫＩＳＴＥＣの自主財源の
充実が実現し、更なる研究開発力の強化という好循環な環境が構
築される。

地方独立行政法人法第
21条

総務省 神奈川県 ― ―

230 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

その他 不要財産納付
時の公立大学
法人に係る定款
変更について、
議会の議決及
び各省庁の認
可の廃止

不要財産の納付などを事由とす
る、公立大学法人の定款変更に
ついては、議会の議決及び各省
庁の認可を不要とすること。
（地方独立行政法人法第８条第
２項ただし書の適用範囲の拡大
や省庁の認可を設立団体からの
届出に変更するなど）

【現状】
公立大学法人の定款の変更については、地方独立行政法人法（以下「法」と
いう。）第８条第２項、第80条の規定に基づき、設立団体の議会の議決を経
て、総務大臣及び文部科学大臣の認可を受けなければ、その効力を生じな
い。
　法第８条第２項ただし書により、変更が政令で定める軽微なものであるとき
は、この限りでないとの例外規定が設けられているが、法施行令第２条及び
総務省告示（平成25年総務省告示第395号）で定める軽微な変更は、従たる
事務所の所在地の変更や設立団体である地方公共団体の名称の変更など
であり、適用範囲は限定されている。

【支障事例】
以下のような場合にも、議会の議決及び各省庁の認可を受ける必要があり、
県の事務的な負担が過大となっている。

不要財産の納付について、法第４２条の２第５項の規定に基づき設立団体の
長が認可をしようとするときは、あらかじめ、議会の議決を経なければならな
い。
不要財産の納付後、法第８条第２項に基づき定款別表を変更する際、改めて
議会の議決を経て、総務大臣及び文部科学大臣への認可申請が必要。
上記のとおり、議会の議決が２度必要なため、事務負担が過大となっている。
また、当該事案に係る各省庁への認可申請についても、不要財産の納付に
係る設立団体の長の認可後の申請であることから、事後報告的な意味合い
が強いものと思料される。

都道府県の事務負担の軽減及び事務の効率化が図られる。 地方独立行政法人法第
８条第２項、第42条の２
第１項・第２項・第５項、
第80条
地方独立行政法人法施
行令第２条
総務省告示（平成25年
総務省告示第395号）

総務省、文部科
学省

九州地方知
事会

九州地方知事会共同提
案
（事務局：大分県）

川崎市、富山
県、長野県、名
古屋市

―
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総務省（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案）
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所管部署・

担当者連絡先

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞提案区分
その他

(特記事項)
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例
制度改正による効果

（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効率化等）
根拠法令等

制度の所管
・関係府省

234 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

その他 地方公共団体
の物品等又は
特定役務の調
達手続の特例を
定める政令第11
条第１項第６号
に基づく随意契
約によって調達
できる業務の拡
大

地方公共団体の物品等又は特
定役務の調達手続の特例を定め
る政令第11条第１項第６号にお
ける「建築物の設計」の文言を建
築物に限定しない「設計業務」に
改め、随意契約によって調達で
きる業務の対象範囲を拡大す
る。
加えて、同号の「総務大臣が定
める要件を満たす審査手続」を
定めた平成７年12月８日自治省
告示第209号を、プロポーザル方
式の審査手続が可能となるよう
改める。
なお、政府調達に関する協定原
文及び和訳文における同号に対
応する部分の文言は「design
contest」＝「設計コンテスト」と
なっており、建築物に限定した文
言は見当たらない。

当県では、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める
政令（以下、特例政令という。）の適用を受けるシステム構築に係る業務委託
を、一般競争入札の一類型である総合評価落札方式にて調達しましたが、発
注に当たり、時代に即した最新技術を用いたシステムの仕様書を作ろうにも
高度に専門的な知識を要するため、システムに精通していない一般の職員で
は作成が難しく、システム構築による充実した行政サービスの提供が満足に
なし得ませんでした。

提案対象となる特例政令第11条第１項第６号のうち、「総務大臣
が定める要件を満たす審査手続」を定めた平成７年12月８日自治
省告示第209号は、提出された具体的な設計案を審査し、最も優
れた設計案を選定するコンテスト形式、いわゆるコンペ方式を想定
したものと思われます。
今回の提案により、特例政令の適用を受ける建築物に限定しない
「設計業務」について、最も適切な想像力、技術力、経験などを持
つ設計者を選定するプロポーザル方式というコンペ方式と類似の
審査手続による調達を可能としたいと考えています。
設計業務は一般的に、その設計内容や設計の結果が目に見える
形になっているわけではなく、設計者によって差が生じます。よっ
て、契約金額が安くても設計成果物が悪ければ、発注者の要求す
る性能・品質は得られません。
プロポーザル方式の審査手続によれば、民間の高度な知識やア
イデアを生かした提案の中から相手方を選定することができ、職員
の仕様書作成に要する業務量の軽減や総合的に優れた内容の契
約締結、ひいては民間の提案を活かした高度なシステム構築によ
る充実した行政サービスを提供することが可能となります。

地方公共団体の物品等
又は特定役務の調達手
続の特例を定める政令
（平成７年政令372号）第
11条第１項第６号

地方公共団体の物品等
又は特定役務の調達手
続の特例を定める政令
第11条第１項第６号に規
定する総務大臣の定め
る要件を定める件（平成
７年12月８日自治省告
示第209号）

〈参考〉
政府調達に関する協定
を改正する議定書第13
条１(h)

総務省、外務省 長野県 川崎市、熊本市 ○システム構築等業務の調達に関しては、高度な知識・技術、創造性、構想力等が必要とされ、地方公共団体の物品等又は特定役務の
調達手続の特例を定める政令の適用を受ける場合であっても、プロポーザル方式での調達の必要性がある。
○ システム構築など高度に専門性を有する案件は、自治体が仕様書を作成し競争入札に付すよりも、業者から提案をいただいたものを
審査し優れた提案を行った者と契約した方がより高い成果が期待できる場合がある。

274 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

土木・建築 所有者不明空き
家に対する地方
公共団体への
財産管理人選
任申立権の付
与

所有者不明空き家に関し、地方
公共団体（市町村）への財産管
理人選任の申立権を付与するこ
とを求める。

所有者不明空き家の活用・除却の促進には、財産管理人制度（不在者財産
管理人：民法第25条～第29条、相続財産管理人：民法第951条～第959条）
の活用が有効であるが、現行では、「利害関係人」として認められる場合でな
ければ、地方公共団体であっても財産管理人選任の申立てができないことと
されている。
京都市では、空き家対策の一環として財産管理人制度を活用するべく京都家
庭裁判所に申立ての相談をしたところ、地方公共団体が債権を有している空
き家でなければ利害関係人に該当しない可能性が高いとの説明を受けた。
一方で、所有者不明空き家に対し、空家等対策の推進に関する特別措置法
第４条により空き家対策を実施する責務を負う地方公共団体から財産管理人
選定の申立ができないと、同空き家の活用や除却の進展が滞り、空き家問題
に対する適切な対処が不十分なものとなる。
空き家の増加は、地域の防災や防犯、生活環境、景観などに悪影響を及ぼ
し、更にはまちの活力の低下につながる等、地域のまちづくりを進めるうえで
大きな課題となっている。特に、所有者不明の空き家は、そのまま放置される
ことで、空家特措法で規定される「特定空家等」にまで至ってしまう蓋然性が
高い。
平成30年６月に成立した所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措
置法第38条において、所有者不明の「土地」について地方公共団体に申立権
が付与されたことを踏まえ、空家法上の「空家等」についても同様の規定を設
けていただきたい。

所有者不明の空き家に対し、地方公共団体による財産管理人制
度の活用が可能になることにより、所有者不明の空き家の活用が
促進される。

民法第25条～第29条
（不在者財産管理人）、
民法第951条～第959条
（相続財産管理人）、空
家等対策の推進に関す
る特別措置法

総務省、法務
省、国土交通省

指定都市市
長会

いわき市、須賀
川市、ひたちな
か市、多治見
市、豊橋市、春
日井市、大阪
府、八尾市、米
子市、大村市、
宮崎市

○本市においても、所有者のいない空き家を「特定空家等」に認定したうえで、財産管理人制度を活用した例がある。しかし市内には所有
者が不明の空き家（特定空家等にはまだ認定できない）があり、対応に苦慮している。
○これまでに５件相続財産管理人制度を活用し、うち２件が完了の見込みである。いずれも空家の担当課ではなく、固定資産税を債権と
する税担当課が申し立てを行った。相続財産管理人制度を活用しているといえるが、債権のある物件に限られること、税担当課との調整
が必要なことなど、空家担当課が実施したいものと必ずしも一致するとは限らないのが現状といえる。
○本市では、条例に基づく応急措置を行った所有者不明空家に関する措置費用について、債権を有する「利害関係人」として財産管理人
選任の申立てを行った事例がある。現行の制度では空家の所有者調査で取得できる税情報については課税に必要な情報に限定されて
おり、市税の滞納状況等他の債権の有無が不明であるため、空家対策部局において、何らかの措置を行わない限り「利害関係人」となり
得ず、空家が老朽化し、措置が必要になるまで放置するしかないため、所有者が不明若しくは相続人不存在が判明した時点で申立てが
できれば空家対策に有効であると考える。
○当市では、財産管理人制度活用の実績はないが、老朽化した空き家の危険性を考えると、実効性を伴う手法で速やかに対応すること
が望まれる。そのような観点から、早期に「申立権」を付与することは有益であると考える。
○当市においても法定相続人全員による相続放棄がなされた空き家が多数あり、対応に苦慮しているところである。管理不全な状態がほ
とんどのなか、建屋の状態が良く使用できるものも一部あるが、利害関係人が存在しないため、老朽化していくのを何もできずに見ている
だけとなっているケースがある。一方で、危険性が著しく高い空き家に対しては、特定空家等の認定を行うことで、行政が利害関係人とし
て財産管理人の申立が可能になると、提案団体の事例により認識している。提案にある申立権の付与は、危険性が無い所有者不在の空
き家を流通させるために有効なものと考えるが、申立てに伴う裁判所への予納金納付に対する負担軽減があわせて必要と考える。
○すでに相続人が全員相続放棄をしていることが確認されているにも関わらず、特定空家に認定するほど老朽化していない空家が一定
数存在する。そういった空家の解消が期待できる。
○当市には、相続人不存在の特定空家等（母屋・小屋）が存在していたが、市道沿いの小屋が、市道側へ倒壊するおそれがあったため、
略式代執行にて除却を行った。しかし、母屋は依然敷地内に残っており、相続人不存在の案件として対応に苦慮している。現行では、「利
害関係人」として認められる場合でなければ、財産管理人選任の申立てができないこととされているが、直接の利害関係のない場合でも
市が、裁判所へ財産管理人選任の申し立てを行うことができるようになれば、特定空家等の除却を進める上で効果的であると思料される
ため。

275 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

その他 各種選挙及び
最高裁判所裁
判官国民審査
における未使用
の投票用紙の
保存期間の見
直し

未使用の投票用紙の保存期間
については、選挙等の効力の確
定までの期間としていただきた
い。

使用済みの投票用紙の保存期間については、各種選挙は当該選挙の任期
中、国民審査は10年間と規定されているが、未使用の投票用紙の保存期間
については、法令に明文の規定はない。
昭和51年の名古屋高裁で「未使用の投票用紙についても、投票関係書類に
含む。」との判決が出され、確定していることから、未使用の投票用紙と使用
済みの投票用紙を同様に扱うこととされているが、本判決は投票の効力が確
定する前に投票用紙（使用済み、未使用とも）を廃棄した事案に係るものであ
る。
未使用の投票用紙については、選挙及び当選並びに審査及び罷免の効力の
訴訟等の手続きができる期限以降であれば、廃棄したとしてもそれらの効力
への影響はなく、保存する実益がないと考えられることから、効力確定後の未
使用の投票用紙の扱いについて明確に示していただきたい。
市によっては、使用済み投票用紙の２倍以上が未使用となる現状において、
保存の実益がないと考えられる膨大な量の未使用の投票用紙を長期間保存
するための広い保存スペースや多額の費用が必要となっている。

・保存スペースの確保が不要となる。
・保存に係る費用を節減できる。
・盗難や流出などセキュリティ上の問題が解消できる。
※保存にあたっては、施錠できるスペースを確保する等十分に配
慮するが、未使用の投票用紙が流出した場合、不正利用による、
選挙制度の信頼に関わる重大な事態が生じることとなる。

【各種選挙の投票用紙】
・公職選挙法第71条
・公職選挙法施行令第
45条、第77条
・昭和51年６月「敦賀市
長選挙無効等確認請求
事件」に係る名古屋高裁
の判決

【国民審査の投票用紙】
・最高裁判所裁判官国
民審査法第24条
・最高裁判所裁判官国
民審査法施行令第７条

総務省 指定都市市
長会

盛岡市、宮城
県、ひたちなか
市、小平市、新
潟市、豊橋市、
大阪市、山陽小
野田市、徳島
市、高松市、福
岡県、大村市、
五島市、熊本
市、中津市、宮
崎市、鹿児島市

○未使用の投票用紙を、次の選挙の際に誤って使用し、無効投票を生みだしたケースがある。
○特に、国民審査における投票用紙の保存期間は10年間と規定されており、常時４回分の未使用の投票用紙を長期間保存するための
広い保存スペースが必要となっており対応に苦慮している。
○保管並びに処分に係る経費負担に苦慮している。
○期日前投票所や当日投票所の増設等で選挙物品が年々増えている状況であり、選挙機材等を保管する倉庫は空きスペースがない状
態である。

283 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

土木・建築 特定空家等に
対する代執行時
の動産の取扱
いについての明
確化

空家等対策の推進に関する特別
措置法第14条における代執行時
の特定空家等の中の動産の取
扱いについて、具体的な保管期
間及び保管期間経過後に市町
村長が当該動産を処分できるこ
とを、空家等対策の推進に関す
る特別措置法上に規定していた
だきたい。

代執行時の特定空家等の中の動産の取扱について、空家等対策の推進に
関する特別措置法（以下「法」という）上は規定がなく、ガイドラインにおいて
も、「いつまで保管するかは、法務部局と協議して定める。」とされているにす
ぎず、保管期間等に係る統一的なルールは明確にされていない。
本市においては、本年３月に、法第14条第10項に基づく略式代執行を行い、
その際に当該空家の中に残されていた家財道具等の動産は市の所有施設
の一室に、一時的に保管することとした。
所有施設は普通財産であり、具体的な時期こそ現時点で明確ではないもの
の、近いうちに取り壊される可能性もあり、いつまでも保管しておけるというわ
けではない。
本団体内の法務部局や本団体の顧問弁護士、市の空家対策協議会にも相
談したが、代執行による除却の事例が全国でもまだ少ないこともあり、いずれ
からも明確な回答は得られなかった。
一部の他団体の事例も把握しているが、動産の処分に対して所有者等から
損害賠償請求の訴訟を提起された際に、当該処分が正当に行われたことを
主張するに足る根拠となるものではないと考えている。
以上の支障を解決するため、法上に河川法第75条のような規定を設けるな
ど、保管期間等の統一的ルールを明確にしていただきたい。

代執行時の動産の取扱いについて、保管期間及び保管期間経過
後の処分権限を、空家等対策の推進に関する特別措置法上に明
記することにより、代執行時の動産を適正に管理することができ
る。

空家等対策の推進に関
する特別措置法第14条
「特定空家等に対する措
置」に関する適切な実施
を図るために必要な指
針（ガイドライン）

総務省、国土交
通省

指定都市市
長会

須賀川市、三鷹
市、大垣市、多
治見市、豊橋
市、京都市、八
尾市、神戸市、
松山市、大村
市、宮崎市

○本市においては代執行による事案はないが、代執行の際には動産についての取り扱いについて管理・保管・処分の問題が生じると考
えられ、統一的なルールを設けてほしい。
○代執行を円滑に遂行するためにも、保管期間等の統一的ルールの明確化を望む。統一的なルールを明確にしてほしい。
○本市において同様の支障事例は生じていないが、指摘の通り、空き家特措法では規定が明確になっていない部分があり、法改正の中
で解消されることを期待するものである。
○本市では代執行の実績はないが、今後代執行を検討していくに際し、同様の課題が挙げられる。空家に対する代執行自体の実施件数
は全国的にもまだ少なく、ノウハウ不足が本市を含め未実施自治体が代執行になかな踏み込めない要因と考える。提案どおりに特別措
置法上に規定されることで代執行を躊躇する自治体の後押しになるものと考える。
○平成28年度に略式代執行を実施した際には、特定空家等の中の動産の取り扱いについて明確なルールがなかったため、現地調査の
結果、廃棄物として処理をしたが、保管すべき物かどうか、また、その期間等について指標を示してほしい。
○本市では略式代執行の事例がなく支障事例はないが、代執行時の動産の取り扱いについて、統一的なルールがある方が望ましいと考
える。
○当市では、現在、法第14条に基づく行政代執行や略式代執行の実績はないが、今後、行政代執行等を行う場合に、動産の取り扱いに
苦慮することも想定されることから、空家法に保管期間等の規定を加えることが望ましいと考える。
○本市において行った略式代執行においては、家財一式が全て放置されており、動産の保管場所を確保できずに対応に苦慮した。
動産の取扱いについては代執行を行ううえで大きな妨げになっており、市町村の負担にならないような簡素で統一的な基準が求められて
いる。
○本市においても、同種の案件対応に苦慮することが想定されるため、保管期間等、処分手続きの統一ルールの明確化に賛同する。
また、家屋内にとどまらず、敷地内の放置動産等についても適切な措置をとることができるよう、明示されることを要望する。



別添１

総務省（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案）

区分 分野 団体名 支障事例

管理
番号

団体名 回答欄（各府省）
所管部署・

担当者連絡先

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞提案区分
その他

(特記事項)
提案事項
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287 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

土木・建築 未登記の空き家
に係る不動産登
記法の表題部
記載事項（面
積、建築年、建
物図面等）等に
相当する固定資
産税情報の調
査権限の付与

未登記の空き家について、固定
資産税の課税情報のうち、不動
産登記法の表題部記載事項（面
積、建築年、建物図面等）などに
相当する情報の調査権限を与え
て欲しい。

問題となっている空き家の多くは未登記であり、構造や面積、建築年数を把
握する術がない。法及び平成27年２月26日付け国住備第943号・総行地第25
号により、空き家の情報については、固定資産税の課税情報のうち、所有者
情報に限られており、課税情報からも空き家の属性を知ることはできない。現
行法では特定空家等の措置のための立入調査により、これらを把握する仕組
みとなっている。所有者の同意が得られれば課税情報の閲覧が可能になると
はいえ、必ずしも所有者の同意が得られるとも限らず、昨今の相続放棄が進
む状況下では、空き家の所有者が当該家屋に詳しいとも限らない。
特定空家等に至らない予備軍への適正管理の助言・指導をしているが、空き
家の属性が分からないままに所有者と相談を行っても、解体や利活用の具体
的な提案が難しいため、助言・指導がスムーズに進まない状況となっている。
こうしたことから、不動産登記法にて義務付けられている表題登記を、所有者
が申請していない事実を鑑み、当市の空家等対策条例の制定過程で所有者
情報以外の情報利用について条文を盛り込もうとしたが、空家等対策推進協
議会の弁護士及び市顧問弁護士より、前述の通知に「空家等の所有者（納税
義務者）又は必要な場合における納税管理人の氏名又は名称並びに住所及
び電話番号といった事項に限られる。」と明記されていることを前提に、法に
違反するため不採用となった経緯がある。

特定空家等に至らない予備軍の所有者への助言・指導を円滑に
行うことが可能となり、空き家等の適正管理の促進に繋がる。

空家等対策の推進に関
する特別措置法
固定資産税の課税のた
めに利用する目的で保
有する空家等の所有者
に関する情報の内部利
用等について（平成27年
２月26日付け国住備第
943号・総行地第25号）

総務省、国土交
通省

羽島市 別紙あり 須賀川市、ひた
ちなか市、三鷹
市、川崎市、多
治見市、京都
市、米子市、大
村市、宮崎市

○未登記家屋の情報は、例えば、床面積・建物図面によって解体費用を概算することができ、指導の際の具体的な提案に繋げることがで
きる。また、建築年によって外観からは見えない部分の工法を推測することができ、危険性の判断に有効な情報となる。
○同様の事案について、本市でも対応に苦慮しており、結果的に問題早期解決の妨げになっている。
外観調査だけでは建物属性の情報が乏しく、空き家の利活用に向けた指導の判断材料としても固定資産税の所有者の情報は有効であ
る。
課税情報のうち、不動産登記法の表題部記載事項（面積、建築年、建物図面等）などに相当する情報の調査権限の付与について賛同す
る。
○未登記家屋に係る所有者の特定については、固定資産税の課税情報が有力な手がかりとなるが、固定資産の評価に係る情報につい
て、現法では明確に調査権が与えられていない。推定される所有者が既に亡くなっており、相続人が何代にも渡る場合など、所有者を特
定するのが困難である。　こうしたことから、未登記の空き家について、固定資産税の課税情報のうち、不動産登記法の表題部記載事項
（面積、建築年、建物図面等）などに相当する情報の調査権限を法で明確化することが空き家対策に有効であるため。

298 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

その他 個人番号カード
交付事業費補
助金、個人番号
カード交付事務
費補助金及び
社会保障・税番
号制度システム
整備費補助金
に係る都道府県
経由事務の廃
止

個人番号カード交付事業費補助
金、個人番号カード交付事務費
補助金及び社会保障・税番号制
度システム整備費補助金におい
て、都道府県以外の者が補助事
業者となる場合の都道府県経由
事務を廃止すること。

【現行制度】
個人番号カード交付事業費補助金及び個人番号カード交付事務費補助金に
おける補助事業者（市町村）と国との間の交付申請、交付決定及び実績報告
等の事務（以下「交付事務」という。）については、都道府県を経由して行うこ
ととされている。
また、社会保障・税番号制度システム整備費補助金における補助事業者（総
務省所管補助金では都道府県及び市町村等、厚生労働省所管補助金では
協会等）と国との間の交付事務についても、都道府県を経由して行うこととさ
れている。（都道府県が補助事業者となる場合の交付事務は、都道府県と国
とが直接行うこととされている。）

【支障事例】
交付事務は、年度末・当初の極めてタイトなスケジュールの中行わなければ
ならず、大きな事務負荷が生じており、都道府県における業務効率化を阻害
している。
なお、個人番号カード交付事業費補助金及び個人番号カード交付事務費補
助金の交付事務に係るスケジュールについては、平成30年の地方からの提
案等に関する対応方針において部分的に見直しが行われたものの、都道府
県等の事務負担が十分に軽減されているとは言えない状況である。
そもそもこれらの補助金は国の政策により交付されているものであり、短い交
付事務スケジュールの中で敢えて都道府県を経由させる必要性が認められ
ない。本来国が負うべき事務負担を都道府県に転嫁しているのにほかならな
いと考える。

年度末・当初における都道府県の事務負担が軽減され、簡潔な事
務手続きとなるとともに、国が補助事業者との間で直接交付事務
を行うことで、より適正で迅速・確実な予算執行が期待される。

個人番号カード交付事
務費補助金交付要綱、
社会保障・税番号制度
システム整備費補助金
交付要綱

総務省、厚生労
働省

鳥取県 宮城県、鹿沼
市、川崎市、高
山市、浜松市、
愛知県、三重
県、大阪府、兵
庫県、岩国市、
宮崎県

○都道府県にとっても、国の代わりに市町村へ支出負担行為を行うなど、本来必要のない事務を行うことは、多大な負担となっている。
○社会保障・税番号制度システム整備費補助金については、市町村が交付申請を行う際に都道府県が取りまとめ及び審査を行うこととさ
れており、短いスケジュールの中で高い業務負荷がかかっている。



別添１

法務省（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案）

区分 分野 団体名 支障事例

41 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

その他 外国人受入環
境整備交付金
の運用改善

外国人受入環境整備交付金に
ついて、地方公共団体の予算編
成や議会日程に配慮して、国の
概算要求が公表される８月に合
わせて、
・交付申請等のスケジュール
・対象となる事業の要件
・対象経費、対象外経費の別
に関する情報を提供すること。

同交付金については、１月中旬に初めて国から説明があり、要綱案等の提示
があったのは１月末であった。本県の場合、当初予算の編成及び２月補正予
算については、２月議会で提案するために作業を進める必要があり、その庁
内の調整は年内に完了している。このようなスケジュールでは、交付金を活用
した事業の実施は非常に困難である。

日程に配慮いただくことにより、全ての都道府県が平等に、交付金
を活用した事業実施を検討することができる。
翌年度の当初予算編成に間に合う時期に、国の支援制度等の情
報をいただくことにより、国の支援があって初めて実施できる事業
なども検討できる。

平成31年２月13日「外国
人受入環境整備交付金
（整備）交付要綱」、
「外国人受入環境整備
交付金（整備）公募要
領」

法務省 秋田県、岩手
県、盛岡市、
宮古市、一関
市、陸前高田
市、西和賀
町、湯沢市、
大仙市、小坂
町、羽後町、
東成瀬村

川崎市、富山
県、豊橋市、小
牧市、大阪府、
大阪市、島根
県、広島市、愛
媛県、熊本市

○平成31年度の事業実施にあたり、当県でも当初予算額の不足額が生じたため、２月補正により増額予定としている。（※当県の状況…
当県では、多言語による相談体制の拡充を図るため、平成31年度当初予算において一般財源により事業費を確保していた。その後、国
交付金の説明・募集があり、当県では、交付金申請にあたり事業規模を拡大したため、採択に伴い事業費を増額する必要が生じた。この
ため、財政所管課とも調整し、来年２月補正により予算額を増額することとし、それまでの間は他事業予算の流用にて対応することとし
た。）
○補正予算等の準備をすることができず、仮に補正予算を組んだとしても、１か月半程度の期間で整備費を執行することは不可能である
と判断し、当初の整備費交付金の申請は見送った。
○当初予算及び２月補正予算に係る庁内手続の調整が間に合ったため交付申請することができたが、手続に係る準備期間は極めて短
かった。
○当市においても、外国人受入環境整備交付金の活用に当たって、当初予算編成に間に合わず、一次募集に申請することができなかっ
た。

管理
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所管部署・

担当者連絡先

提案区分
その他

(特記事項)
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例
制度改正による効果

（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効率化等）
根拠法令等

制度の所管
・関係府省

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞



別添１

法務省（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案）
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＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞

対象者の現在地と居住地、援護元が異なるなど、複数の市町村が
関わる場合、対象者を住民基本台帳に登録している市町村の市
町村長が後見等開始の審判の申立てを行うのか、介護保険等の
サービスの援護元が申立てを行うのか、現在、明確な基準がない
ところ、これを明確化する通知等が発出されれば、市町村間の調
整が改善され、さらには、対象者の権利擁護にも寄与するものと
考えられる。

老人福祉法第32条、知
的障害者福祉法第28
条、精神保健及び精神
障害者福祉に関する法
律第51条の11の２

盛岡市、白河
市、水戸市、川
越市、江戸川
区、横浜市、川
崎市、十日町
市、浜松市、豊
橋市、大阪府、
大阪市、川西
市、南あわじ
市、串本町、広
島市、徳島県、
徳島市、高松
市、宇和島市、
久留米市、熊本
市、中津市

○関係自治体との調整に時間を要しているため、全国どの地域でも成年後見制度が効果的に活用されるよう、国が示すガイドライン等が
あると効率的であると考える。
また、平成17年7月29日厚生労働省社会・援護局通達障障発第0729001号、障精発第0729001号、老計発第0729001号通知「「民法の一
部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律による老人福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律及び知
的障害者福祉法の一部改正について」の一部改正について」により、首長申立ての親族確認は２親等以内とされているが、養子に行った
者や死別の配偶者の兄弟等が対象者と会ったこともないなどのケースも多々有る中で、その説明やトラブルとなりかなりの時間を要すこと
も有るため、併せてマニュアル等があると効率的ではないかと考える。
○今後の認知症高齢者の増加に伴い、住所地特例施設入所者や住所地と居住地が異なる場合などの成年後見制度適用事案の増加を
想定したとき、明確な基準の制定を希望する。
○当市においても、他市町村にある住所地特例施設に当市が措置入所の手続きを行い、住所地が他市町村、介護保険の保険者が当市
となった対象者について、当市と施設がある他市町村のどちらが首長申立てを行うのか検討を要したケースがあった。当該ケースについ
ては、結果的に、措置入所の手続きを行い、介護保険の保険者である当市において、首長申立ての手続きを進めることとなったが、当該
ケースのように複数の市町村が関わる場合、どの市町村が首長申立てを行うのか明確な基準が定められていると、市町村間の調整がス
ムーズになり、対象者の権利擁護にも寄与するものと考えられる。
○当市及び県下他市町村においても、各市町村で定めた要綱に基づき実施しており、施設入所や長期入院等で居住地と支給決定地が
異なる場合等は、市町村間で協議が必要となる。当市では、市町村間の調整を誰が担うのかが明確ではなく、市町村職員が支援者に対
し、直接他市町村に相談に行くように伝える事例も発生している。支援者の多くが法律の専門家ではないため、本人の権利擁護の相談を
してくる中での「たらいまわし感」は、支援者の疲弊につながると考えられる。また、市町村や専門職団体から、県に対しモデル要綱の作
成や複数の市町村が関わる場合の申立方針を示すよう依頼しているが、いまだ示されていないため、制度改正の必要性があると考えら
れる。
○成年後見審判は年々増加の傾向にあるため、今後同様のケースが見込まれる。複数の市町村がかかわる際に、成年後見開始の審判
の申立てをどこが行うのか明確化される必要性は十分にあると考えられる。
○他市の施設に入所されている方の住民票が当市にある事例で、当市で審判の申立てができないか検討したケースがあった。この場合
も、現在地で申立てする方が手続きがスムーズではと考えつつも明確な基準がなく苦慮した経緯があった。
○成年後見制度に関する首長申立についての明確な基準が示されれば、市町村間での調整などに要する無駄な時間が解消され、成年
後見人制度を円滑に運営することができ、認知症高齢者等の権利擁護につながると考える。
○県レベルでは、首長申立の実施者について県内市町村に共通の「考え方」が示されているが、県を越えた調整の場合、理解が得られな
いことも想定される。
○当市においても、昨年度住民票を職権にて削除された者の支援に関わった。そのケースは申し立てには至らなかったが、今後もこのよ
うなケースの増加が考えられるため、基準の明確化を求める。
○当県においても県内の各市町村からも国から統一的な取り扱いを示してほしいとの意見が多数ある。
○当市においては、住民票を他都市におきながら、当市に10年以上居住の実態があった方について、当市が生活保護の実施機関となっ
ていることを理由に市長申立を行った事例あり。
○当市においては、首長申立てをするにあたり、対象者の居住地の家裁へ申立てをするという観点から、居住地の市町村が申立てをす
べきと考えている。しかし、実際には、他市町村より、介護保険の保険者であることや、住民基本台帳上の住所地が当市であることを理由
に、首長申立てを依頼されることがある。当市としては対象者の権利擁護に影響を与えることは避けたいため、柔軟な対応をしているが、
どちらの市町村が行うかの明確な決まりはなく、それぞれの市町村の考え方も異なることから調整に時間を要することもある。
○当市では、原則本人が居住する区（市町村）が申立てを行うが、他の区（市町村）が本人の状況を把握している場合や、「居住地」が定
まらない場合は、「現在地」を考慮の上、協議・調整を行い、申立てを行う区（市町村）を決めている。また、措置での施設入所者について
は、本人の状況がよく分かっている市町村であればよいと解されており、当市では原則措置をしている区（市町村）が申立てを行う。ただ
し、市外施設に市内居住者として措置している者や市内施設に市外居住者として措置している者に対する申立てについては、施設所在
地の市町村と相談・調整を行うことを必要としており、市町村間で取り扱いが異なれば、調整に時間を要し、対象者の権利擁護に影響を
与える可能性もある。
○当市においても、平成29年度に同様の事例が発生している（保険者が当市で住所が他自治体の住所地特例者について、当市の実施
要綱では市の区域内に住所を有する者のみを対象としており、住所地の自治体では住所地特例で居住している者は保険者が担当すると
する実施要綱となっていたため、どちらの自治体でも市長申立を行えない状況であった）。
基準の明確化は必要と思われるが、一律に市長申立を行う自治体を定めるのではなく、柔軟に対応できる（どちらの自治体でも対応でき
る道を残す）ような配慮も必要と考える。
○当市においても、本人に複数の市町村が関わることで調整が上手くいかず、市町村長申立てに至らなかったケースがある。現在はそれ
ぞれの自治体ごとに主張申立て対象者要件を設定しており、明確な基準がない。近隣の市町村で調整するためにも基準がほしい。
○当県においても複数の市町村が関わる事例では、どこの市町村で申し立てを行うか課題となっている。そこで、施設所在地への集中を
防ぐ意味から、一定の取扱いを示している。しかしながら、生活保護受給者及び長期入院者の取扱いについては、市町村の合意が得ら
れず、取扱いを示していない。全国市町村の課題であり、また他都道府県との調整が必要な事例もあることから、国で基準を示してほし
い。
○当市においても現況届に伴う事務や問い合わせ等の対応等が大きな負担となっており、期間の工夫や事務の軽減を求めたい。
○本人が県外等の施設や病院に所在となると、介護保険の保険者、あるいは自立支援給付の実施主体、生活保護受給者の場合は生活
保護の実施機関等、適用できそうな根拠を探しながら他都市町村間と個別に調整をしているところである。申立てを行う裁判所について
は、本人の生活の本拠を管轄する家庭裁判所であることが定められているが、どこの市町村長が申立てるのかという点については法令
上の規定はない。この点について実務上は、本人の状況（申立てが必要な状況）をよく把握している市町村長であればよいと解されてい
るが、今後の制度の利用促進のためにも、全国的な基準を定めてほしい。併せて、成年後見利用支援事業の報酬助成の取扱いについて
も、全国的に一定の基準を定めてほしい。
○当市においても、後見等開始の審判の申立てを行うに当たり、住民票は他市にあり、他市の施設入所中の方が、住所地特例にて当市
の障がい福祉サービスを受給しており、当市において申立てを行った事例があった。他市との連絡調整等で申立てに時間を要した。
○当市においても、介護保険の住所地特例で県外に出ている被保険者について、どちらの市町村で申立を実施するかで、意見調整をし
た事例があった。介護保険の住所地特例で県外に出ている被保険者の場合、保険者市町村が必ずしも本人の生活実態を全て把握して
いない（あくまで、介護認定等に係る調査のみを行うためである）ことが多い。また、申立にあたっては本人の住所地を管轄する裁判所に
て申立を行うことから、手続き・審判において遠方に出向く必要性があり、介護保険者市町村が申立手続きを行うことは大変困難である。
所在地市町村の方が本人の生活実態の把握をし易いことや審判についても管轄裁判所が近いことから、申立が円滑に進むと考えられ
る。後見人等候補者も結局、所在地市町村周辺から選任されることになるので保険者市町村よりも所在地市町村が行うことが適当と考え
られる。なお、介護保険法第115条の45第３項に定める地域支援事業の任意事業において「成年後見制度利用支援事業」（第３号）が規
定されている。第３号の対象者は「被保険者（当該市町村の区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住所地特例適用
被保険者を含む。）」と規定されており、本来被保険者市町村ではなく、在住市町村にて支援すると考えてよいものと思慮される。
そのため、市町村長申立についても在住市町村が第一義的にあたるように分かり易く明示すべきではないかと思われる。一方で関係市
町村（この場合では保険者市町村等）に対しては、申立市町村に協力する義務がある旨を明示すべきだと考える。
任意事業の実施は各市町村の判断に任されており、該当事業を実施していない市町村では、利用支援事業を利用できない場合もあるの
で、任意事業ではなく全市町村が実施する事業に格上げすべきと考える。
○平成12年３月30日付け厚生省通知によると、審判の請求権を付与されるのは「その実情を把握しうる立場にある市町村長」とされてい
る。当市で市長申立てを行う対象者は、原則として入所措置した者、介護保険者証を発行した者、障がい福祉サービス受給者証を発行し
た者、市長同意により医療保護入院を行った者、住民票及び居住実態のある者のいずれかに該当することとし、生活保護を決定した者は
含めていない。一方、近隣の他の自治体では生活保護の決定を行った市町村が行うべきものと決められている場合があり、どちらで行う
のか市町村間で話し合わなければならないことが度々ある。本人との関わりが深くよく状況を理解している市町村が行うことが望ましい
が、それを公平に判断する原則の基準を明確にすることは必要と考える。
○当市においては、対象者が現に居住している場所という取り扱いを行っているため必ずしも、住民票の居住地に限ってはいない。
市町村によっては、住民票地と限定しているため、長期入院患者など住民票を前住所地においたままのケースなどは調整が必要な場合
がある。
支援者にとっても、市町村にとっても統一ルールが整備されることが、速やかな支援に繋がると思われる。
当市でも関係市町村間で調整がつかず対応に苦慮しており、同様の支障が生じているため、全国統一の制度を確立することで市町村の
基準統一を図り、事務負担軽減及び対象者の権利擁護にも寄与するものと考える。
支障事例
居住地　　：A市（救護施設）
住民登録地：A市（救護施設）
生活保護　：当市
転居予定先：A市（グループホーム）
当市：市長申立は可能だが、報酬助成対象外。
※市長申立のため、居住地へ職員が出張して本人面談を行う必要あり
A市：県の「申立書の作成Q＆A」に基づき、「援護の実施者は誰か、という理念や解釈が申立者を誰にするかという解釈の指針になると考
えられる」という記載に基づき、援護者が申立者として対応しているため対象外。
対象者の状況把握、職員の出張を伴う事務負担、申立て先等を総合的に判断して、居住地の市町村が申し立てを行うことが望ましいと考
える。
○サービスの援護元と住民登録地が異なるケースが年間数件あり、その都度どちらが申立を行うのか協議が必要となっている。
○他自治体の施設入所者に関する申立てについて、対象者の情報を持つ市として申立てを行った事例がある。報酬助成や、亡くなったと
きの対応を含めて整理が必要である。

105 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

医療・福祉 首長申立てを行
う市町村の基準
の明確化

市町村長は、老人福祉法等によ
り、65歳以上の者等につき、その
福祉を図るために特に必要があ
ると認めるときは、成年後見審判
の請求をすることができるとこ
ろ、対象者の現在地と居住地、
援護元が異なるなど、複数の市
町村が関わる場合、いずれの市
町村が成年後見審判の請求を
行うものか基準を明確にしてほし
い。

老人福祉法第32条、知的障害者福祉法第28条及び精神保健及び精神障害
者福祉に関する法律第51条の11の２により、それぞれ、市町村長が、65歳以
上の者等の対象者につき、その福祉を図るために特に必要があると認めると
きは、成年後見審判の請求をすることができる。
市町村長申立権の根拠である老人福祉法等の「その福祉を図るために特に
必要があると認めるとき」との規定は、本人の意思能力や家族の有無、生活
状況、資産等から判断して、特に申立ての必要性がある場合、に市町村長の
申立権を認めたものと解される。
このように理解すると、障害者施設や介護保険の住所地特例対象施設に入
所中の方については、複数の市町村が市町村長による成年後見審判の申立
てに関わることになると考えられ、この場合、対象者の状況を把握できる立場
である措置権者、介護保険の保険者、あるいは自立支援給付の実施主体、
生活保護受給者の場合は生活保護の実施機関となっている市町村が、申立
てを行うことが妥当との考え方もあり得るところである。
一方で、対象者の状況をよく知ると考えられる援護元の市町村が、対象者を
よく知らない、事例がない、などの理由で申立てを断るケースもあり、いずれ
の市町村が申立てをするか調整に難航することがある。その結果、調整に時
間を要し、当該市町村間において事務が生じる上、対象者の権利擁護に影響
を与える可能性もある。

法務省、厚生労
働省

茨木市



別添１

法務省（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案）

区分 分野 団体名 支障事例

管理
番号

団体名 回答欄（各府省）
所管部署・

担当者連絡先

提案区分
その他

(特記事項)
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例
制度改正による効果

（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効率化等）
根拠法令等

制度の所管
・関係府省

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞

118 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

その他 不動産取得税
の課税資料とし
て、登記所から
の不動産登記
情報の電子デー
タ提供を可能に
する

不動産取得税については、固定
資産税と同様に不動産の所有権
移転登記に係る情報に基づき課
税をしている。
ついては、不動産取得税も固定
資産税に係る地方税法第382条
第１項と同様の規定を設けて、都
道府県にも登記所からの通知が
行われるように地方税法を改正
し、都道府県においてもオンライ
ンにより提供される登記済通知
に係る電子データを活用できるよ
うにすること。

【現行制度】
不動産取得税の課税資料収集にあたっては、地方税法第20条の11の規定に
基づき、職員が登記所を訪問し、登記申請書を閲覧して不動産の取得につい
て調査し、添付されている不動産の固定資産評価額等を含めて必要事項を
手書きで写している。
【支障事例】
手書きで写すため多大な業務量となっている。これに加え、転記ミス、収集漏
れなどの可能性があり、転記内容について改めて別の職員が確認を行ってい
る。管内に複数の登記所がある場合は、それぞれ訪問する必要がある。
このように、人的労力が多大となっている。　※平成29年度収集実績：約11万
5,000件(＋同数の見直し)、登記所への出張回数：約1,000回
全国地方税務協議会が平成30年８月に都道府県を対象に行ったアンケート
では、不動産取得税課税資料について、過去に法務局に電子データによる提
供を求めたが、法的根拠がないため断られたと複数の県が回答した。
また、令和2年1月に登記情報システムが更改され、登記所から市町村への
地方税法第382条第1項の通知についてはオンラインにより提供可能となる。
これについて、本県税務課が総務省に照会し、都道府県にも提供されるか確
認したところ、こうしたことは想定していない旨回答があった。
【制度改正の必要性】
上記の状況から、地方税法を改正し、固定資産税に関する同法第382条第１
項と同様の規定を設け、不動産取得税に係る業務の効率化や適切な課税を
より強力に担保すべきである。

収集事務に係る労力の削減、収集情報の正確性が担保されるな
ど資料収集業務の効率化が見込まれる。
不動産の取得から課税までの期間の短縮も見込まれ、適切な賦
課徴収が可能となる。

地方税法第20条の11、
第382条第１項

総務省、法務省 埼玉県 全国地方税務協議会
「平成30年度不動産取
得税課税事務効率化検
討ワーキンググループ
全国アンケート」（平成
30年８月実施）※一部
抜粋

平成31年４月26日発出
総税固第31号「市町村
長と登記所のと間にお
ける地方税法に基づく
通知のオンライン化等
について」

青森県、岩手
県、福島県、茨
城県、栃木県、
千葉県、神奈川
県、富山県、京
都府、大阪府、
兵庫県、奈良
県、鳥取県、島
根県、山口県、
香川県、愛媛
県、高知県、大
分県、宮崎県

○当県においては、登記所に出向くことなく、市町村より紙ベースでの登記済情報の提供を受け課税資料としているが、資料が紙ベース
であることから、賦課入力資料作成の際、誤って記入する事例があり、その確認作業に時間を要している。
○課税資料収集については、当県においても、県税事務所職員が毎月法務局に出向き、登記申請書を閲覧し、必要事項を手書きで写し
ている。転記ミス、収集漏れ等に加え、事務所によっては複数の法務局での資料収集が必要であることから、数日にわたり、複数人が出
張し、事務所での窓口・電話対応が手薄になるといった問題もある。
○昨年末に、共同住宅の敷地が地上権であったものを所有権と誤認し、資料収集したことによる課税誤りが判明し、追加調査を行ったと
ころ、県全体で127件、約958万円の課税誤りが判明した。直ちに、①現在行っている手書きの資料収集方法に加え、登記情報を写真撮
影し課税資料とすること、②登記情報を書き写す様式を見直すこと、③地上権等が設定された共同住宅の敷地の課税入力の有無を毎月
確認すること、④初任者に対する研修内容を見直すこと、等の再発防止策を講じたが、手書きの資料収集方法を継続する限り、課税資料
の収集漏れや収集誤り等のヒューマンエラーを払拭することはできないと考える。

144 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

その他 不動産取得税
に係る登記情報
電子データの提
供

不動産取得税の課税資料とし
て、都道府県知事が登記情報の
電子データの提供を受けられる
よう、地方税法において、規定を
創設していただきたい。（法務局
と市町村間による登記情報の提
供においては、同法第382条によ
る規定が設けられている。）
また、現行の制度内においても
電子データを提供することが可
能であるならば、その旨を関係
機関（各都道府県等）に対し、通
知等により周知していただきた
い。
なお、登記情報の電子データを
都道府県が活用できることとなっ
た場合は、月１回程度の提供を
受けることが望ましい。

【課税制度】
不動産取得税は、地方税法第４条第２項第４号の規定により道府県が課する
ものであり、不動産を取得した者に対して課される税金である（同法第73条の
２第１項）。不動産の取得の事実については、不動産の取得者による申告（当
該不動産の所在地の市町村を経由）又は不動産の所在する市町村長が自ら
取得の事実を発見した場合に、都道府県知事へ報告する旨が規定されてい
る（同法第73条の18）。
【支障となっている業務】
不動産取得税の適正な課税を行うに当たっては、申告があった場合はその内
容が真正なものであるかを確認するため、また、申告がなされない場合は、
所有権取得の事実を捕捉するため、官公署への協力要請（地方税法第20条
の11）により県税事務所職員が法務局へ赴き、登記申請書簿冊を全て閲覧
し、所有権移転登記に係る登記情報を書き写しており、膨大な作業を要して
いる。（平成30年度における登記申請書の閲覧・書き写しについては、千葉地
方法務局及びその支所等15か所へ、地域を管轄する県税事務所職員が毎月
４回程度（１回に２～４人）赴き、約10万件を書き写している。）
【規制緩和の必要性】
この収集方法は、調査に多くの時間及び人員を必要とし、また、書き写し誤り
等による課税誤りの恐れがある。
【解決策】
「求める措置の具体的内容」のとおり。

【提案実現による効果】
法務局調査で閲覧した内容の書き写し誤りや把握漏れによる課税
誤り、課税漏れを防ぐことができ、より適正、かつ、公正な賦課徴
収が可能となるほか、収集事務の大幅な削減等がなされ、早期課
税を行うことができる。

地方税法第20条の11
地方税法第382条

総務省、法務省 千葉県 （資料１）平成30年度不
動産取得税課税事務効
率化検討ワーキンググ
ループ提言（総務省・法
務省）
（資料２）平成30年度不
動産取得税事務効率化
検討ワーキンググルー
プ全国アンケート

青森県、岩手
県、福島県、栃
木県、神奈川
県、富山県、京
都府、大阪府、
兵庫県、奈良
県、鳥取県、島
根県、山口県、
香川県、愛媛
県、高知県、大
分県、宮崎県

○当県においては、登記所に出向くことなく、市町村より紙ベースでの登記済情報の提供を受け課税資料としている。資料が紙ベースで
あることから、賦課入力資料作成の際、誤って記入する事例があり、その確認作業に時間を要している。
○課税資料収集については、当県においても、県税事務所職員が毎月法務局に出向き、登記申請書を閲覧し、必要事項を手書きで写し
ている。転記ミス、収集漏れ等に加え、事務所によっては複数の法務局での資料収集が必要であることから、数日にわたり、複数人が出
張し、事務所での窓口・電話対応が手薄になるといった問題もある。
○登記情報サービスは、費用面で利用できない状況である。
○昨年末に、共同住宅の敷地が地上権であったものを所有権と誤認し、資料収集したことによる課税誤りが判明し、追加調査を行ったと
ころ、県全体で127件、約958万円の課税誤りが判明した。直ちに、①現在行っている手書きの資料収集方法に加え、登記情報を写真撮
影し課税資料とすること、②登記情報を書き写す様式を見直すこと、③地上権等が設定された共同住宅の敷地の課税入力の有無を毎月
確認すること、④初任者に対する研修内容を見直すこと、等の再発防止策を講じたが、手書きの資料収集方法を継続する限り、課税資料
の収集漏れや収集誤り等のヒューマンエラーを払拭することはできないと考える。

157 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

その他 許認可事務にお
ける法人登記簿
謄本（登記事項
証明書）の省略

法律や施行規則で法人登記簿
謄本（登記事項証明書）の添付
が求められているものについて
は、申請を受ける自治体側が内
容を確認できれば、法人登記簿
謄本（登記事項証明書）の添付
を不要とし、内容確認の手段とし
て自治体が登記情報提供サービ
スを利用する際には、登記手数
料及び協会手数料の支払いに
係る義務付けの廃止を求める。

法人である事業者が許認可等の申請を行う場合、法令の規定により、添付書
類として法人登記簿謄本（登記事項証明書）が必要となることが多く、複数の
申請を行う事業者にとって、申請の度に法人登記簿謄本（登記事項証明書）
を準備することは時間的、コスト的に負担となっている。
平成30年の提案募集において、「登記情報提供サービスを地方公共団体の
職員が職務上利用する場合の登記手数料及び協会手数料の支払いに係る
義務付けの廃止を求める。」との提案がなされ、対応方針の記載内容は、「官
公署から管轄登記所に法令に基づく登記情報の提供依頼があった場合に、
オンラインでこれを無償提供することを可能とし、2020年度から運用を開始す
る。」とされている。ただし、対象となる法律が不動産登記法とされているた
め、法人登記簿謄本（登記事項証明書）について同様の対応はなされないも
のと思われる。

法人である事業者にとって、許認可等の申請毎の法人登記簿謄
本（登記事項証明書）の提出が不要になれば、時間的にもコスト的
にも負担の軽減に繋がり、行政手続の簡素化の観点から有意義
である。

また、内閣府が進める各省庁のデジタルガバメント中長期計画
（ex.法務省）において、法人登記情報の連携が国の行政機関間で
なされる見通し。
当該情報連携の対象を、地方自治体にまで広げることで、地方の
電子化の推進を図り、事業者のさらなる時間的・コスト的負担の軽
減に繋がることから、より一層の効果が期待でき、国の施策にも合
致するものである。

情報通信技術を活用し
た行政の推進等に関す
る法律

電気通信回線による登
記情報の提供に関する
法律

内閣官房、総務
省、法務省

大阪府、滋賀
県、兵庫県、
神戸市、和歌
山県、徳島
県、関西広域
連合

埼玉県、新潟
市、愛知県、島
根県、福岡県

○公益法人・移行法人の届け出において法人の登記事項証明書の取得・提出の失念があり、取得し提出しなおしていただいた例があ
る。

178 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

その他 戸籍法48条１項
受理証明書の
請求者の拡大
および同条２項
届書記載事項
証明書の特別
の事由の明確
化

受理証明書について、請求でき
るのは、戸籍法48条１項に規定
されている届出人だけとなってい
るが、出生や婚姻・離婚を証する
証明書として受理証明書を求め
られるケースが多く、利害関係人
にも発行できるように改正する。
また、届書記載事項証明書につ
いて、戸籍法48条２項に規定さ
れている特別の事由が具体的に
どのような場合か明確にされて
おらず、発行可否を判断できない
ため、明確化を求める。

身分関係を証明する書類の提示を求められるケースとしては、児童扶養手当
を受ける場合や、携帯電話の家族割りを申し込む場合等多岐にわたるが、戸
籍がない外国人は、受理証明か届書記載事項証明によってしか身分関係を
証明できない。
そうした中にあって、受理証明の請求は届出人本人にしか認められていない
ため、届出人の委任状が準備できない場合や届出人が死亡してしまった場合
等、届出人でない父母や子が必要としていても取得できないといった事態が
発生している。
また、届書記載事項証明は、在留資格の更新や婚姻・離婚の無効等、極めて
限定された場合にしか取得できないことから、外国人住民は身分関係の証明
が困難になっており、虚偽の使用目的で届書記載事項証明を請求し、トラブ
ルとなる事態も発生している。

出入国管理及び難民認定法並びに法務省設置法の一部を改正す
る法律案が可決されたことにより、外国人労働者の受け入れが拡
大され、今後、身分関係を示す書類が必要なケースが増加するこ
とは明白である。提案の実現により、外国人住民の利便性向上に
加え、虚偽の請求等によるトラブルの回避にもつながる。

戸籍法第48条第１項・第
２項、第25条第２項、第
49条第１項・第２項第３
号
戸籍法施行規則第58条
第２号、昭和24年３月23
日付け民事甲第3961号
民事局長回答、昭和24
年11月10日付け民事甲
第2616号民事局長通達

法務省 豊田市 苫小牧市、ひた
ちなか市、桶川
市、柏市、川崎
市、高山市、浜
松市、豊橋市、
春日井市、西尾
市、豊明市、京
都市、島本町、
徳島市、宮崎市

○受理証明の請求は届出人本人にしか認められておらず、委任状が準備できない場合や届出人が死亡してしまった場合等、届出人でな
い父母や子が必要としていても取得できないといった事態が発生している。また、届書記載事項証明は、極めて限定された場合にしか取
得できないことから、外国人は身分関係の証明が困難になっている。
○出生届の受理証明の届出人は父母のどちらかが通常だが、届出人とは別の配偶者が来た際に現状交付できない。成年被後見人がな
くなって、後見人が裁判所に提出するために必要と請求をしにきたが、判断ができなかった。



別添１

法務省（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案）
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提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例
制度改正による効果

（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効率化等）
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・関係府省

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞

207 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

その他 戸籍関係証明
書のオンライン
請求に係る本人
確認の簡素化

法務省の所管する法令の規定に
基づく行政手続等における情報
通信の技術の利用に関する規則
第４条第２項において、電子署名
が必須とされているが、これを総
務省関係法令に係る行政手続等
における情報通信の技術の利用
に関する法律施行規則第４条第
２項ただし書きと同様に、行政機
関等の指定する方法により当該
申請等を行った者を確認するた
めの措置を講ずる場合は、この
限りでない旨を規定することを求
める。

郵送での請求が可能な戸籍関係証明書の交付について、オンラインでの請
求では電子署名を必須とする規定となっているが、マイナンバーカードが必要
であること、さらにICカードリーダーを用いなくてはならないことから、現行制度
ではオンライン請求をするためにICカードリーダーを準備する必要があり、利
用者の自己負担が生じるなど、利用者が簡易に申請できるシステムの構築
が困難になっている。

オンライン申請時にマイナンバーカードやICカードリーダーが不要
となり市民の利便性が向上する。

法務省の所管する法令
の規定に基づく行政手
続等における情報通信
の技術の利用に関する
規則第４条第２項

法務省 市川市 川崎市、高山市 ―

208 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

その他 一部事務組合
における不動産
の登記手続の
簡素化

現状、一部事務組合が所有する
不動産の登記手続において、法
務局から「一部事務組合の資格
証明書」（一部事務組合の「名
称」｢所在地」「管理者」を都道府
県知事の名で証明）の提出を求
められるが、これを｢設立許可書
の写し」「組合規約」の確認等へ
変更すること。
上記提案が困難であるならば、
年間に登記申請を複数回行う団
体があることを考慮し、資格証明
書について法務局からの原本還
付を認めること。

【一部事務組合】
地方公共団体が、その事務の一部を共同して処理するために設ける特別地
方公共団体であり、構成団体の議決を経た協議により規約を定め、都道府県
知事の許可を得て設置されるもの。

【支障事例】
現状、一部事務組合の「名称」「所在地」は規約の必要的記載事項であること
から、これら「２項目」については、規約に基づき資格証明を行っている。
しかしながら、管理者については「その選任方法」が規約の必要的記載事項
とされており、規約により管理者の確認が可能な場合もあれば、規約のみで
は管理者が判然としない場合もある。
「管理者」に変更等があった場合に、都道府県知事に対する届出義務等もな
いことから、規約により管理者が判然としない場合は、都道府県は管理者の
証明根拠を有していないこととなる。（現状は組合側への管理者の確認に基
づき資格証明を行っている。）

【支障解消策】
組合規約の確認や組合側への管理者の確認は、法務局窓口でも行い得るも
のである。また、規約等の真正性については、地方自治法に基づき設置され
た特別地方公共団体の執行機関たる管理者が「原本証明」することで担保さ
れるものと考えられる。

法務省 静岡県、埼玉
県、南豆衛生
プラント組合、
三島市外三ヶ
市町箱根山
林組合、三島
市外五ヶ市町
箱根山組合、
三島函南広
域行政組合、
富士山南東
消防組合、裾
野市長泉町
衛生施設組
合、伊豆市沼
津市衛生施
設組合、御殿
場市・小山町
広域行政組
合、駿豆学園
管理組合、共
立蒲原総合
病院組合、志
太広域事務
組合、大井上
水道企業団、
駿遠学園管
理組合、牧之
原市菊川市
学校組合、相
寿園管理組
合、袋井市森
町広域行政
組合、浜名湖
競艇企業団、
浜名学園組
合、東遠工業
用水道企業
団、掛川市・
袋井市病院
企業団

宮城県、長泉町 ○同様の事例として、農政局への肥料取締法に基づくコンポストの登録証の住所変更手続きについて、一部事務組合の資格証明書の提
出を求められた事例があり、都道府県は証明根拠を有しておらず対応が難しい。

一部事務組合にとっては、登記手続が当該組合の内部手続のみ
で完了することとなり、また、都道府県においては、煩雑な事務手
続（年間10～20件程度）が不要となるなど行政の効率化が図られ
る。

なし
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274 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

土木・建築 所有者不明空き
家に対する地方
公共団体への
財産管理人選
任申立権の付
与

所有者不明空き家に関し、地方
公共団体（市町村）への財産管
理人選任の申立権を付与するこ
とを求める。

所有者不明空き家の活用・除却の促進には、財産管理人制度（不在者財産
管理人：民法第25条～第29条、相続財産管理人：民法第951条～第959条）
の活用が有効であるが、現行では、「利害関係人」として認められる場合でな
ければ、地方公共団体であっても財産管理人選任の申立てができないことと
されている。
京都市では、空き家対策の一環として財産管理人制度を活用するべく京都家
庭裁判所に申立ての相談をしたところ、地方公共団体が債権を有している空
き家でなければ利害関係人に該当しない可能性が高いとの説明を受けた。
一方で、所有者不明空き家に対し、空家等対策の推進に関する特別措置法
第４条により空き家対策を実施する責務を負う地方公共団体から財産管理人
選定の申立ができないと、同空き家の活用や除却の進展が滞り、空き家問題
に対する適切な対処が不十分なものとなる。
空き家の増加は、地域の防災や防犯、生活環境、景観などに悪影響を及ぼ
し、更にはまちの活力の低下につながる等、地域のまちづくりを進めるうえで
大きな課題となっている。特に、所有者不明の空き家は、そのまま放置される
ことで、空家特措法で規定される「特定空家等」にまで至ってしまう蓋然性が
高い。
平成30年６月に成立した所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措
置法第38条において、所有者不明の「土地」について地方公共団体に申立権
が付与されたことを踏まえ、空家法上の「空家等」についても同様の規定を設
けていただきたい。

所有者不明の空き家に対し、地方公共団体による財産管理人制
度の活用が可能になることにより、所有者不明の空き家の活用が
促進される。

民法第25条～第29条
（不在者財産管理人）、
民法第951条～第959条
（相続財産管理人）、空
家等対策の推進に関す
る特別措置法

総務省、法務
省、国土交通省

指定都市市
長会

いわき市、須賀
川市、ひたちな
か市、多治見
市、豊橋市、春
日井市、大阪
府、八尾市、米
子市、大村市、
宮崎市

○本市においても、所有者のいない空き家を「特定空家等」に認定したうえで、財産管理人制度を活用した例がある。しかし市内には所有
者が不明の空き家（特定空家等にはまだ認定できない）があり、対応に苦慮している。
○これまでに５件相続財産管理人制度を活用し、うち２件が完了の見込みである。いずれも空家の担当課ではなく、固定資産税を債権と
する税担当課が申し立てを行った。相続財産管理人制度を活用しているといえるが、債権のある物件に限られること、税担当課との調整
が必要なことなど、空家担当課が実施したいものと必ずしも一致するとは限らないのが現状といえる。
○本市では、条例に基づく応急措置を行った所有者不明空家に関する措置費用について、債権を有する「利害関係人」として財産管理人
選任の申立てを行った事例がある。現行の制度では空家の所有者調査で取得できる税情報については課税に必要な情報に限定されて
おり、市税の滞納状況等他の債権の有無が不明であるため、空家対策部局において、何らかの措置を行わない限り「利害関係人」となり
得ず、空家が老朽化し、措置が必要になるまで放置するしかないため、所有者が不明若しくは相続人不存在が判明した時点で申立てが
できれば空家対策に有効であると考える。
○当市では、財産管理人制度活用の実績はないが、老朽化した空き家の危険性を考えると、実効性を伴う手法で速やかに対応すること
が望まれる。そのような観点から、早期に「申立権」を付与することは有益であると考える。
○当市においても法定相続人全員による相続放棄がなされた空き家が多数あり、対応に苦慮しているところである。管理不全な状態がほ
とんどのなか、建屋の状態が良く使用できるものも一部あるが、利害関係人が存在しないため、老朽化していくのを何もできずに見ている
だけとなっているケースがある。一方で、危険性が著しく高い空き家に対しては、特定空家等の認定を行うことで、行政が利害関係人とし
て財産管理人の申立が可能になると、提案団体の事例により認識している。提案にある申立権の付与は、危険性が無い所有者不在の空
き家を流通させるために有効なものと考えるが、申立てに伴う裁判所への予納金納付に対する負担軽減があわせて必要と考える。
○すでに相続人が全員相続放棄をしていることが確認されているにも関わらず、特定空家に認定するほど老朽化していない空家が一定
数存在する。そういった空家の解消が期待できる。
○当市には、相続人不存在の特定空家等（母屋・小屋）が存在していたが、市道沿いの小屋が、市道側へ倒壊するおそれがあったため、
略式代執行にて除却を行った。しかし、母屋は依然敷地内に残っており、相続人不存在の案件として対応に苦慮している。現行では、「利
害関係人」として認められる場合でなければ、財産管理人選任の申立てができないこととされているが、直接の利害関係のない場合でも
市が、裁判所へ財産管理人選任の申し立てを行うことができるようになれば、特定空家等の除却を進める上で効果的であると思料される
ため。

宮城県、仙台
市、福島県、千
葉市、川崎市、
石川県、浜松
市、京都市、大
阪府、兵庫県、
南あわじ市、広
島市、徳島県、
熊本市

法務省、厚生労
働省

九州地方知
事会

九州地方知事会共同提
案
（事務局：大分県）

229 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

医療・福祉 精神保健及び
精神障害者福
祉に関する法律
第26条に基づく
通報対象者の
基準の明確化

精神保健及び精神障害者福祉
に関する法律第26条に基づく通
報対象者の基準を明確にするこ
と。

【現状】
法第26条では、「矯正施設の長は、精神障害者又はその疑のある収容者を
釈放、退院又は退所させようとするときは、（略） 都道府県知事に通報しなけ
ればならない。」とされ、法第27条において、「都道府県知事は、第二十二条
から前条までの規定による申請、通報又は届出のあった者について調査の
上必要があると認めるときは、その指定する指定医をして診察させなければ
ならない。」とされている。

【支障事例】
現在、通報対象者が明確でないため、矯正施設から単なる不眠により睡眠薬
を服用している者についても、同法第26条に基づく通報がなされている場合
等があり、県及び矯正施設にとって必ずしも必要とは認められない事務手続
きが発生している。そのため、通報を受ける自治体において、通報対象者一
人一人に対する対応が十分に行えず、支援が必要な対象者を見逃す恐れが
ある。

○法律の条文を字義通りに解釈するあまり、「矯正施設内の精神科医の判断においても措置診察の必要性はない」とする出所者につい
ても通報がなされているのが実態である（※参考…平成26～30年度　通報件数108、 うち要診察件数２、うち要措置入院件数２）。通報を
行う事例については矯正施設内の精神科医の判断によって少なくとも措置診察を実施する必要性がある者に限ることとし、かつ「被収容
者の釈放に関する訓令の運用について（依命通達）」（法務省矯正局長通知、平成18年５月23日法務省矯成第3373号）の４（２）に記載の
とおり、被通報者を帰住地のある矯正施設へと移送後に通報を行うよう、取扱いを整理していただきたい。
○提案市においての状況については、当市におきましても、同様に見込まれますので、ご提案のとおり、２６条による通報対象者を明確に
することで、県及び矯正施設の事務の効率化が図られるとともに、また、通報対象者に対する対応がより適切に図られることが当市にお
いても期待されます。
○当県においても、26条通報のうち９割５分以上が、自傷他害要件を認めない簡易通報となっており、不要な事務処理が多く発生してい
る。23条通報と同様に通報の基準を自傷他害のある場合に限定するなど必要な場合にのみ通報がなされるよう、基準を明確にしていた
だきたい。
○当県においても、昨年度の通報46件のうち、45件を診察不要としている。そのほとんどが、覚せい剤後遺症、軽度知的障害、発達障
害、不眠症等であり、対象の明確化が望まれる。
○当県も同様に、現在、通報対象者が明確でないため、矯正施設から、３年前に摂食障害で入院歴はあるが、現在は問題の無い状況の
者についても、同法第26条に基づく通報がなされている場合等があり、県及び矯正施設にとって必ずしも必要とは認められない事務手続
きが発生している。そのため、通報を受ける自治体において、通報対象者一人一人に対する対応が十分に行えず、支援が必要な対象者
を見逃す恐れがある。
○矯正施設等からの通報対象者が明確でないため、不眠のため睡眠薬を処方・内服しているだけで同法第26条に基づく通報がなされて
いる事例があり、必ずしも必要とは認められない調査及び事務手続きが発生している。そのため、通報を受ける自治体側として、通報対
象者への対応のための時間が削除され、支援が必要な対象者への支援が十分行えない状況が生じる可能性がある。
○単なる不眠症や認知症の者についても、法律第２６条に基づく通報がなされており、自傷他害のおそれが認められない通報に対する事
務処理が多く発生している。
○当市の平成30年度の申請通報届出件数は年間348件で、このうち26条通報は約20％の68件を占めている。この68件のうち、約97％の
66件が事前調査の結果、措置診察不要となっている。左記にあるとおり、不眠症の者や、医師より「措置診察不要」と診断された者までを
通報対象にする現状は、事務の不効率と考える。適切な事務を行うため、通報対象者の選定要件の見直しを図りたい。
○提案した九州地方知事会と同様に支障事例を把握しており、通報対象者を明確にする必要がある。
○当都道府県においても、措置診察が必要とされる事例に比して必要とされない事例の通報が大多数を占めており、さらに、「診察不実
施の際の通知」を矯正施設から求められるため、矯正施設内で不投薬で、あきらかに集団行動が可能で自傷他害の恐れのない事案につ
いても、事前調査（聞き取り）を行った上で、診察不実施を書面通知している。通報基準が明確になれば、より事務の効率化を図ることが
可能であると考えられる。
○提案団体の支障事例と同じく，矯正施設から単なる不眠により睡眠薬を服用している者等についても，同法第26条に基づく通報がなさ
れている場合があり，市及び矯正施設にとって必ずしも必要とは認められない事務手続きが発生している。そのため，通報を受ける自治
体において，通報対象者一人一人に対する対応が十分に行えず、支援が必要な対象者を見逃す恐れがある。
○当市においても、服薬を行っていたただけで、服役中に特段の問題行動も見られず、生保護施設等に入所予定の者等、措置の必要性
がないと推察される者の通知を求められる事例が散見されている。また、同様に法第２４条による検察庁からの通報においても、既に入
院中の者であったりする事例が見受けられる。

通報対象者を明確にすることで、県及び矯正施設の事務の効率
化が図られる。また、通報件数の減少により、通報対象者に対す
る対応がより適切に図られることが期待される。

精神保健及び精神障害
者福祉に関する法律第
26条、27条



別添１

外務省（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案）

区分 分野 団体名 支障事例

38 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

その他 語学指導等を行
う外国青年招致
事業（ＪＥＴプロ
グラム）に係る
関係省庁と一般
財団法人自治
体国際化協会
（クレア）との連
携強化による地
方公共団体へ
の連絡の円滑
化

ＪＥＴプログラムの導入について、
総務省等関係省庁及びクレアが
十分に連携を図り、地方公共団
体の意見も踏まえたうえで、事業
の概要や通知スケジュール等を
定めた要綱等を作成し、通知す
ること。

ＪＥＴプログラムの導入にあたっては、連絡事項等について、関係省庁とクレ
アから関連した文書が異なる時期に届くなど、制度の全体像がわかりづらい
ほか、管内市町村への連絡取りまとめを行う都道府県の立場として、事務が
進めづらい状況におかれている。
具体的には、平成30年度は、ＪＥＴプログラムの新規配置要望調査（①）につ
いて、クレアからＪＥＴプログラムの概略資料等がないままに照会が届き、その
９日後、関係省庁（総務省、外務省、文科省）からＪＥＴプログラムの概略や活
用を促す通知（②）が届いている。
県では、①の到着後速やかに管内市町村等へ照会していたため、②が届く前
に「ＪＥＴプログラムを活用しない」と回答している団体もあり、連絡調整に苦慮
し、制度活用の妨げとなっている。

関係省庁とクレアが連携を強化し、事業の概要やスケジュール等
が明示された事業要綱が定められることで、国としての政策的な
意図を、的確な時期に県や市町村へ正しく伝えることができる。
これにより、活用を検討する団体の増加が期待できる。

①平成30年８月20日付
け自国整第350号「平成
31年度第33期「語学指
導等を行う外国青年招
致事業（ＪＥＴプログラ
ム）」に係る中国・韓国・
ブラジル・ペルー（ＣＩＲ・
ＡＬＴ）の配置要望調査
について（照会）」（一般
財団法人自治体国際化
協会ＪＥＴプログラム事
業部長）
②平成30年８月29日付
け事務連絡「ＪＥＴプログ
ラムの一層の活用につ
いて（通知）」（総務省自
治行政局国際室長、外
務省大臣官房人物交流
室長、文部科学省初等
中等教育局国際教育課
長）

総務省、外務
省、文部科学省

秋田県、青森
県、男鹿市、
湯沢市、由利
本荘市、大仙
市、仙北市、
小坂町、羽後
町、東成瀬村

大阪府、宮崎市 ○平成31年度JETプログラム人員割会費の引き上げについて、交付税額の引き上げに関する総務省の通知がないままに、CLAIRから交
付税額の引き上げを前提とした会費引き上げの第一報がメール本文であり、混乱が生じた。

234 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

その他 地方公共団体
の物品等又は
特定役務の調
達手続の特例を
定める政令第11
条第１項第６号
に基づく随意契
約によって調達
できる業務の拡
大

地方公共団体の物品等又は特
定役務の調達手続の特例を定め
る政令第11条第１項第６号にお
ける「建築物の設計」の文言を建
築物に限定しない「設計業務」に
改め、随意契約によって調達で
きる業務の対象範囲を拡大す
る。
加えて、同号の「総務大臣が定
める要件を満たす審査手続」を
定めた平成７年12月８日自治省
告示第209号を、プロポーザル方
式の審査手続が可能となるよう
改める。
なお、政府調達に関する協定原
文及び和訳文における同号に対
応する部分の文言は「design
contest」＝「設計コンテスト」と
なっており、建築物に限定した文
言は見当たらない。

当県では、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める
政令（以下、特例政令という。）の適用を受けるシステム構築に係る業務委託
を、一般競争入札の一類型である総合評価落札方式にて調達しましたが、発
注に当たり、時代に即した最新技術を用いたシステムの仕様書を作ろうにも
高度に専門的な知識を要するため、システムに精通していない一般の職員で
は作成が難しく、システム構築による充実した行政サービスの提供が満足に
なし得ませんでした。

提案対象となる特例政令第11条第１項第６号のうち、「総務大臣
が定める要件を満たす審査手続」を定めた平成７年12月８日自治
省告示第209号は、提出された具体的な設計案を審査し、最も優
れた設計案を選定するコンテスト形式、いわゆるコンペ方式を想定
したものと思われます。
今回の提案により、特例政令の適用を受ける建築物に限定しない
「設計業務」について、最も適切な想像力、技術力、経験などを持
つ設計者を選定するプロポーザル方式というコンペ方式と類似の
審査手続による調達を可能としたいと考えています。
設計業務は一般的に、その設計内容や設計の結果が目に見える
形になっているわけではなく、設計者によって差が生じます。よっ
て、契約金額が安くても設計成果物が悪ければ、発注者の要求す
る性能・品質は得られません。
プロポーザル方式の審査手続によれば、民間の高度な知識やア
イデアを生かした提案の中から相手方を選定することができ、職員
の仕様書作成に要する業務量の軽減や総合的に優れた内容の契
約締結、ひいては民間の提案を活かした高度なシステム構築によ
る充実した行政サービスを提供することが可能となります。

地方公共団体の物品等
又は特定役務の調達手
続の特例を定める政令
（平成７年政令372号）第
11条第１項第６号

地方公共団体の物品等
又は特定役務の調達手
続の特例を定める政令
第11条第１項第６号に規
定する総務大臣の定め
る要件を定める件（平成
７年12月８日自治省告
示第209号）

〈参考〉
政府調達に関する協定
を改正する議定書第13
条１(h)

総務省、外務省 長野県 川崎市、熊本市 ○システム構築等業務の調達に関しては、高度な知識・技術、創造性、構想力等が必要とされ、地方公共団体の物品等又は特定役務の
調達手続の特例を定める政令の適用を受ける場合であっても、プロポーザル方式での調達の必要性がある。
○ システム構築など高度に専門性を有する案件は、自治体が仕様書を作成し競争入札に付すよりも、業者から提案をいただいたものを
審査し優れた提案を行った者と契約した方がより高い成果が期待できる場合がある。

大阪府、大阪
市、大村市、宮
崎市

○2019年度以降の外国青年招致事業にかかる会費額の見直しがあり、今年度は一人当たり１万円増額されたが、既に当初予算が決定
した後の周知であった。予算に関わるものであり、早期の周知が必要であると考える。
○当県内で新規導入を検討していた自治体から、新規配置要望の照会がきてから内部で調整をしたが間に合わず、来年度改めて検討す
るという意見が複数あった。早期に検討を始めていれば要望をできた可能性がある。

活用を検討した団体が、議会承認や予算編成など実務的なスケ
ジュールで断念することなく、導入を実現することができる。

①平成30年８月20日付
け自国整第350号「平成
31年度第33期「語学指
導等を行う外国青年招
致事業（ＪＥＴプログラ
ム）」に係る中国・韓国・
ブラジル・ペルー（ＣＩＲ・
ＡＬＴ）の配置要望調査
について（照会）」（一般
財団法人自治体国際化
協会ＪＥＴプログラム事
業部長）
②平成30年８月29日付
け事務連絡「ＪＥＴプログ
ラムの一層の活用につ
いて（通知）」（総務省自
治行政局国際室長、外
務省大臣官房人物交流
室長、文部科学省初等
中等教育局国際教育課
長）
③平成30年９月12日付
け自国整第375号「平成
31年度第33期「語学指
導等を行う外国青年招
致事業（ＪＥＴプログラ
ム）」に係る新規招致者・
再任用者数及び配置希
望調査について（照会）」
（一般財団法人自治体
国際化協会ＪＥＴプログ
ラム事業部長）

総務省、外務
省、文部科学省

秋田県、青森
県、男鹿市、
湯沢市、由利
本荘市、大仙
市、仙北市、
小坂町、羽後
町、東成瀬村

制度改正による効果
（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効率化等）

根拠法令等
制度の所管
・関係府省

39 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

その他 ＪＥＴプログラム
の導入に係る事
務の運用改善

ＪＥＴプログラムの導入について、
地方公共団体の予算編成や議
会日程に配慮して、遅くとも５月
（新年度体制が整い、早期に検
討を始められる時期）までには通
知等の文書を発出すること。
発出に当たっては、関係省庁が
発出する制度概略や制度導入の
メリット等を示した活用促進に関
する文書と、クレアが発出する新
規配置要望の調査に係る文書等
双方の連動した早期化が望まし
いが、特に、関係省庁からの活
用促進に関する文書について
は、導入検討の基点となるため、
可能な限り早期に発出していた
だきたい。

県内では、平成31年度からの新規導入を検討していた２団体が、いずれも予
算の調整や議会への報告等の関係で断念している。
平成31年度の導入に向けては、新規配置要望に係る調査が平成30年８月20
日付け（①）及び９月12日付け（③）で発出され、回答期限は参加国などにより
異なっており、関係省庁からの活用促進に係る通知は８月29日付け（②）で発
出されているところだが、５月頃までに発出されていれば、各団体において、
新たに活用するための調査や手続き等を進める期間を確保することができ、
断念することなく要望できた可能性があった。
なお、現在のところＪＥＴプログラム活用している市町村の多くは教育委員会
（ＡＬＴ）のみであるが、近年では、首長部局によるＣＩＲの活用検討に係る問い
合わせが増えつつあり、導入実績のない部署で新規に活用する場合、検討
はゼロからのスタートになるため、今後はさらに予算や議会との調整期間が
必要となる場面が増えるものと想定される。

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞
管理
番号

団体名 回答欄（各府省）
所管部署・

担当者連絡先

提案区分
その他

(特記事項)
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例
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区分 分野 団体名 支障事例

90 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

農業・農地 旧農地法第74
条の２の規定に
基づき国から譲
与された土地に
ついての用途廃
止時の運用の
見直し

旧農地法第74条の２の規定に基
づき国から譲与された土地につ
いて、用途を廃止したときは、原
則、無償で国に返還することと
なっているが、処分までの手続き
に長期間を要するため、手続き
の簡素化を求める。
また、国に返還せずに、都道府
県知事の承認を受けて用途廃止
する場合、一律に代替道路等の
整備が条件とされているが、地
域の実情に応じて、代替道路を
整備せずとも返還不要とできるよ
う運用等の見直しを求める。

【現状】
旧農地法第74条の２の規定により「国から市町村等に譲与された土地につい
て、地元住民から市町村あてに払い下げの要望があった場合等、当該土地を
処分するに当たっては、譲与条件に基づき国へ返還する、または、国へ返還
せず都道府県知事の承認を受けて、用途廃止する必要がある。
【支障事例】
国（農林水産省）へ返還し、払い下げるには、農林水産大臣による不要地認
定及び財務省への引継ぎが必要となり、財務省から処分の手続きを行うこと
となる。財務省への引継ぎに当たっては、実測・境界杭の復元・境界確定が
求められており、引継ぎまでに最低でも２～３年の期間を要している。
また、国への返還不要の場合についても、国の事務処理要領において、譲与
を受けた者による代替道路の整備等が条件として規定されているが、代替道
路整備にも最低でも２～３年程度掛かる。
当該土地は元々農業用道路等、農業用に供すべきものとして譲与されたもの
ではあるが、現実には、譲与対象地周辺地域ではもはや営農が行われてい
ない・山林原野化しており、今後は開墾の予定もないといった地域も散見され
ているところ、迅速な処分が困難となっていることによって、地域における土
地利用の促進に支障が生じている。また、公共事業用地に当該譲与対象地
が含まれてしまう場合も上記の手続き等を経る必要があるため、事業が遅れ
る原因になることが予想される。
以上を踏まえ、返還時の処分までの手続の簡素化、及び、代替道路を整備せ
ず、かつ国へ返還しないで手続を進められるよう運用の見直しを求める。

運用等の見直し等を行うことで、これまでよりも迅速に払い下げ等
することが可能になり、地域の土地利用における利便性の向上及
び行政の効率化に資する。

旧農地法第74条の２、
第80条第１項、農地法
関係事務に係る処理基
準について別紙２第５
（２）（平成12年６月１日
12構改B第404号）、農
地法関係事務処理要領
の制定について４－（３）
－ア

財務省、農林水
産省

宮城県 福島県、川崎
市、京都府、鳥
取県、愛媛県

○当団体でも、用途廃止申請まで至るケースは少ないが、農政局へ返還を要するケースとなるか、事前協議する案件は年２～３件程度有
り。譲与後に、周辺環境の変動（住宅が建つ等の市街化）が進んでいる箇所が多く、用途廃止する場合、譲与時点での農業用以外の公
共的な利用（集落と繋ぐための道路、隣接集落等の雨水排水のための水路として兼用など）を整理し、事前協議していることが多い。返還
が生じた場合、通常の国有農地等と同様、財務省への所管換が必要であり、事前協議から所管換の完了までかなりの期間を要している
ケースも多く、早期の土地有効活用に際しては、支障が発生する可能性が高い。この制度が出来た時代背景と現代では、状況は大きく変
わっており、道路又は水路自体が利用されていないケースも見られ、土地の有効活用という観点から、返還しなければならない条件を無
効とする又は公共利用であれば返還は生じない等、大きく緩和することは有効と思慮する。
○公共事業等の事業用地に譲与対象地が含まれる場合に、事業の円滑な実施を妨げる要因となることが想定されるため、手続きに要す
る期間が短縮されるよう、手続の簡素化及び要件の緩和等が必要。
○譲与財産の国への返還やその後の処分にあたっては、土地の処分に期間を要している。法定受託事務である以上、国の一定の関与
が必要な性質であることから、農林水産省や財務省、譲与先である市町村等の関係機関と連携して、処分期間の短縮に努めていきたい
と考えている。

91 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

農業・農地 旧農地法第80
条第１項の規定
により不要地認
定を受けた国有
農地等の管理
にかかる運用の
見直し

旧農地法第80条第１項の規定に
より農林水産大臣が不要地認定
を行った国有農地等について、
国において当該土地を管理する
よう運用の見直しを求める。

旧農地法第78条の規定により都道府県が管理する国有農地等のうち、農業
上の利用に供しないものとして旧農地法第80条第１項の規定により農林水産
大臣より不要地認定がされた筆については、国有財産法第８条により原則農
林水産省から財務省へ引き継ぐこととされているが、引継後の処分先の目処
がつかないものについては、財務省に引継ぎを断られている。現状では財務
省に引継ぎされない筆については、継続して県が管理しなければならなくなっ
ている。都道府県が管理する根拠である旧農地法第78条第２項による法定
受託は「自作農の創設又はその経営の目的に供するため」（同法同条第１
項）に行われているところ、不要地認定された土地はこの目的に沿うものでは
ないため、上記状況は適当なものとはいえない。
なお、平成31年３月末時点で県が管理している国有農地は58筆。そのうち不
要地認定済みが９筆あるが、なかには、平成23年８月に不要地認定されたも
のの引継・処分がされないままとなっているものもある。
現在、管理内容としては見回りなどの現地確認、隣接地権者等への境界確定
の依頼への対応、草刈り、不法占有に対する対応、毎年度の台帳価格改定
作業といった事務処理等を継続して行う必要があるが、人員不足の状況にお
いて、県の事務と直接関係のないこれらの事務を他の業務と併せて実施して
いくのはかなりの負担となっているため、見直していただきたい。

不要地認定がされた筆について、法定受託事務による管理対象
地から除外される等の制度改正がされれば、都道府県における負
担の削減につながる。

旧農地法第78条第１
項、第２項・第80条第１
項
旧農地法施行令第15
条、第16条第１項

財務省、農林水
産省

宮城県 福島県、新潟
県、長野県、京
都府、愛媛県

○当団体では、平成31年３月末現在、台帳に登載している国有農地は158筆、不要地認定済みの筆は半分も満たない。「平成31年までに
国有農地を処分出来る状況にする。」という国の方針に基づき不要地認定や17条公告の処理を進めているが、旧所有者の特定等、古い
文書を調査する必要がある、加えて境界確定を進める必要があり、課の体制からも同時に多くの筆を処理することは困難であり、大きくは
進んでいない。財務省は、処分先が明確である道路や水路、払い下げ希望がある筆以外は、所管換を受けないスタンスであり、不要地認
定や17条公告が完了しても、速やかに財産処分（所管換）につなげられないのが現在の状況。加えて所管換の事前協議に時間を要し、さ
らに財務省側担当者の人事異動があった場合、再度最初から説明を求められることもしばしばあり、二度手間となるため負担が大きい。
当課の担当職員も、殆どが他の業務とのかけ持ちであり、見回り、草刈業務発注後の履行確認、住民からの問合せ、境界確定申請の対
応、財産処分のための自主的な境界確定等々、国有農地等の管理には多くの負担がかかっている。自作農創設などの目的を失い不要
地認定された筆は、本来管理を目的としている財産とはなくなっており、財務省へ所管換手続きを進める上で、農林水産省が管理し、処分
手続きを進めることが、適正かつ効率的である。
○当県において不要地認定後の財務省への引継ぎに当たり、以下のような支障が生じている。
１　当県において管理している国有農地のうち不要地認定済みの土地は103筆あるが、引継後の処分先の目途がつかないものについて
は、財務省に引継ぎを受けてもらえないことから、県による管理が続く見込みであること。
２　買収時から祠（管理者不明、地域住民が利用）が設置されている土地について、当該祠の移設又は祠部分の分筆を求められている。
移設は祠の管理者が不明であることから難しく、分筆は、分筆後の土地が県管理のままとなることから、実施が難しい。結果として買受希
望があるにもかかわらず、対応が停滞していること。
３　近年国土調査が実施された土地以外は、全て測量を求められていることから、測量予算の確保、測量の委託手続等に時間がかかる
こと。
４　原則として買受希望がなければ引継ぎが行われないことから、買受希望者が現れた場合であっても、その時点から財務省への引継
ぎ、財務省からの公売等の手続が必要で、時間がかかることから、買受希望者の不利益にもつながっていること。
○平成31年度末時点で、当県が管理している自作農財産344筆のうち198筆が不要地認定済み。農林水産省が既に農業利用目的に供さ
ないと決めた土地であるにも関わらず、財務省への引継ぎが一向に進捗しないことから、本県における自作農財産の管理負担は提案県
以上に大きい状況。管理者として、日頃の見回りや草刈り、不法占有の未然防止等の対応を行うだけでなく、がけ崩れ等災害発生時のリ
スクも負っている。少なくとも不要地認定済みの自作農財産（国有地）については、農林水産省で直接管理するよう見直していただきた
い。

92 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

教育・文化 宗教法人の境
内地及び境内
建物の登録免
許税非課税要
件の明確化

登録免許税を非課税とすべき境
内地、境内建物についての詳細
な基準や、具体的な事例集を作
成するなど、非課税とすべき範囲
を明確にする。

宗教法人が専ら自己又はその被包括宗教法人の宗教の用に供する境内地、
境内建物については、所有権取得登記に伴う登録免許税は非課税とされて
おり、「専ら…宗教の用に供する」か否かについては、宗教法人からの申請を
受けて、都道府県知事が証明することとなっている。
しかし、従来は別の用途に充てられていた土地を宗教法人が新たに買い増す
場合に、どの程度の利用形態を予定していれば足りるかなど、非課税要件を
満たすか否かの判断は困難な場合が多い。
このことについて国税庁からは詳細な判断基準や事例集などは示されておら
ず、都道府県は手探りで判断せざるを得ない状況にある。このため、国税で
あるところの登録免許税の課税について、都道府県によって判断が分かれか
ねない他、効率的に事務を進める事が困難である。

宗教法人からの申請や相談により迅速かつ明確に回答することが
できるようになる。それによって、不動産取引等の法的地位の早
期安定にも寄与できる。

登録免許税法４条２項、
同別表３・12の項３欄１
号、登録免許税法施行
規則４条１号、昭和54年
４月５日国税庁資産税
課長回答

財務省、文部科
学省

愛知県 石川県、福岡
県、大分県

○非課税証明については、過去の事例や他県の状況などを参考にしている。基準や事例集が示されれば効率的に事務を行うことができ
ると思われる。（※参考…平成30年度の件数：15件）
○当県においても「専ら…宗教の用に供する」か否かについて判断しがたく、非課税要件を満たすか否かの判断が困難な場合がある。具
体的には、申請地（１筆）が非常に広大で当該土地に境内建物が建っているがその他森林が広がっている場合、境内建物の占める範囲
がどの程度であれば良いか、申請建物が納骨堂の場合、経営許可が出る前の段階で証明してよいか。（いつの段階で証明してよいか）な
どが挙げられる。この他様々な事例があることから、より迅速な対応が実現するため、具体的な事例集を作成し、宗教法人及び事務担当
者に周知いただくことが望まれる。

回答欄（各府省）
所管部署・

担当者連絡先

提案区分
その他

(特記事項)
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例
制度改正による効果

（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効率化等）
根拠法令等

制度の所管
・関係府省

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞
管理
番号

団体名
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区分 分野 団体名 支障事例

回答欄（各府省）
所管部署・

担当者連絡先

提案区分
その他

(特記事項)
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例
制度改正による効果

（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効率化等）
根拠法令等

制度の所管
・関係府省

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞
管理
番号

団体名

113 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

その他 国税連携システ
ムに係るデータ
連携の拡大

税務署へ書面提出された添付書
類についても国税連携システム
のデータ連携の対象とすることを
求める

地方税の賦課徴収業務に要する所得税の申告情報については、国税連携シ
ステムにより、国税庁から地方公共団体にデータ提供いただいているところ。
現在はｅ－Ｔａｘで申告された所得税申告書（第１表から第５表）と添付書類
（所得税青色申告決算書等）で納税者が入力したすべての項目、及び書面で
申告された所得税申告書（第１表から第５表）のうち、国税総合管理(KSK)シ
ステムに入力された項目について、データの提供を受けている。（所得税申告
書については、書面申告でKSKシステムに入力されない帳票であっても、画
像イメージでデータ提供いただいている。）

一方、書面で申告された場合、添付書類（所得税青色申告決算書、収支内訳
書、所得の内訳書など）は、国税連携システムでデータが提供されていない。
　たとえば、個人事業税の賦課徴収業務等においては、所得税青色申告決
算書等の添付書類が必要となるが、国税連携システムからのデータ連携の
対象外のため、データによる提供がないので、職員が税務署でコピーする作
業を行っている。

確定申告時期の２月～７月までの期間に、各県税事務所の作業は、多いとこ
ろで職員２名が60日程度を要して行っている。

○市町村においても、書面で申告された場合、添付書類（所得税青色申告決算書、収支内訳書、所得の内訳書等）は、国税連携システム
でデータが提供されていない。たとえば、個人住民税の賦課業務等において、所得税と住民税の課税計算時に特定株式等の配当等や譲
渡所得等の申告の選択ができるようになったところではあるが、国税連携システムからのデータ連携の対象外のため、データによる提供
がないので、職員が税務署でコピーする作業を行っている。同様に、寄附金控除においても寄附先などが分からず職員が税務署でコピー
する作業を行っている。令和元年度の５月度の実績は、延べ16人、120時間を要している。
○当都道府県においても、書面で申告された場合の添付書類については、賦課徴収業務等において、必要になるため、職員が税務署で
転写作業を行っている。当都道府県内13税務署において、３月～４月の間に集中的に転写作業を行い、本年については、総転写枚数は
約５万枚、従事日数は79日（全事務所計）、従事職員は211人（延べ）であった。転写のためのコピー機も税務署へ設置させていただいて
おり、費用負担も大きい。
○支障事例のほかに、株や配当の種類が不明なものや、申告書内容について不備があるものについては、毎月１名、４、５月は８名の職
員が交代で数日、税務署で添付書類等の確認やコピーする作業を行っている。
○固定資産税分野では償却資産の賦課及び確認のため、対象部分のデータ提供が必要だが、現在の所データによる提供がないので、
職員が税務署でコピーする作業を行っている（３名×４日程度）。提案のとおり、データ連携が拡大及び提供電子データの範囲拡大がされ
ることにより、当該業務に係る職員の負担軽減が見込まれる。住民税賦課及び確認についても、収支内訳書等、添付書類が必要である
が、書面で提出された場合、国税連携システムでデータ提供がされておらず、職員が税務署でコピーする作業をおこなっている。提案のと
おり、データ連携が拡大及び提供電子データの範囲拡大がされることにより、当該業務に係る職員の負担軽減が見込まれる。
○当都道府県においても、個人事業税の賦課徴収業務等においては、所得税青色申告決算書、収支内訳書、所得の内訳書等の添付書
類が必要不可欠である。しかしながら、これらのデータは国税連携システムからのデータ連携の対象外のため、データによる提供がなく、
職員が税務署にて必要な資料の閲覧・複写作業を行っている。これらがデータ連携されることで、職員による複写作業の大半が不要にな
ると見込まれることから、当都道府県における個人事業税の賦課徴収業務等においても、事務の効率化が期待できる。また、償却資産部
門においても当システムを利用しており、上記と同様の理由から、同様の効果が見込まれる。
○当市の市県民税の賦課業務においても、書面で提出された場合は、収支内訳書や所得の内訳等の添付資料が連携されないため、職
員が税務署に添付資料のコピーする作業をおこなっている。具体的には、確定申告書２表にて所得、専従者、扶養の内訳が不明又は別
紙参照になっており確認がとれないものについて調査を行っている。確定申告書２表にて内訳が分かるよう記載又はデータ連携が可能に
なれば、職員の負担軽減が見込まれる。
○提案県と同様、当県税事務所の職員が税務署へ出向いてコピーを行う手間が発生している。当県の状況は、多いところで、１～２台の
コピー機を税務署に設置させてもらい、２～４人が出向いて１週間程度をかけ集中的にコピーを行っており、提案いただいたようにデータ
連携がなされれば負担の軽減につながると思われる。
○国税連携システムにより提供された申告書情報を基に個人事業税の賦課事務を行っているが、書面で申告された添付書類（所得税青
色申告決算書、収支内訳書、所得の内訳書など）は、国税連携システムでデータが提供されないため、事前にリストアップしたうえで職員
が税務署に出向きコピーする作業を行っている。この作業は、税務署において申告関係書類の編綴作業がある程度終わる５月末から６
月上旬ごろまで行うことができないが、個人事業税の賦課入力期限が７月上旬であるため、それまでに税務署での作業を終え、賦課内容
を決定している。個人事業税の賦課決定までにかけられる期間は限られており、書面で提出された添付書類を国税連携システムにより画
像イメージデータにより提供されその内容を確認することができれば、より効率的な賦課事務が可能となる。例年、６月中の税務署におけ
るコピー作業は、多いところで職員４名程度が延べ10日程度（延べ約40人）を要して行っている。
○提案団体記載のとおり、書面で申告された所得税申告書の一部をデータで受信しており、確定申告書A及びBのデータとして、第１表及
び第２表のTIFFデータと、第１表のXMLデータを受信している。第２表のTIFFデータは、そのままでは本市の税システムへ取込みできない
ため、パンチにより取込データを作成している。一方、データ提供されていない確定申告書の添付資料（収支内訳書、住宅借入金等特別
控除額の計算明細書など）については、当市職員が税務署を訪問し、コピーする作業を行っている（※税務署訪問月：４・５月、訪問人数：
３人、訪問日数：10日程度、調査件数：1,300件程度）。第２表のXMLデータ及び添付資料の電子データを送信いただくことで、限られた期
間内で実施している個人住民税の当初課税業務を円滑かつ効率的に進めることができる。
○当市も同様に国税連携システムでデータが提供されていない紙ベースの所得税青色申告決算書、収支内訳書を税務署で約２週間か
けてコピーする作業を行っている。当市は肉用牛育成農家が多く、「肉用牛の売却による所得の税額計算書」や外国税額控除の計算に
必要な「外国税額控除に関する明細書」など住民税課税における基礎資料を必要としており、その都度、税務署に取りに来るよう言われ
ている。税務署から市役所までの距離が遠く、書類を取りに行く際の時間のロスが大きい。

データ連携が拡大されることにより、当該業務に係る職員の負担
軽減が見込まれる。

所得税申告書等の地方
団体への電子的送付に
係る留意事項等につい
て（平成22年６月29日付
総税企第72号　総務省
自治税務局企画課長通
知）

総務省、財務省 岐阜県 岩手県、福島
県、白河市、栃
木県、埼玉県、
蓮田市、千葉
県、船橋市、練
馬区、八王子
市、新潟市、三
条市、富山県、
石川県、都留
市、豊橋市、春
日井市、西尾
市、小牧市、京
都府、大阪市、
寝屋川市、兵庫
県、南あわじ
市、奈良県、鳥
取県、島根県、
出雲市、岡山
県、玉野市、徳
島県、香川県、
高松市、愛媛
県、高知県、久
留米市、熊本
市、大分県、宮
崎県
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2 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

教育・文化 保育士資格を有
する者が幼稚園
免許を取得する
際の特例適用
の明確化

幼保連携型認定こども園に従事
する保育教諭の資格は、保育士
の登録を受けていること及び幼
稚園教諭の普通免許状を授与し
ていることが要件とされている。
現在は経過措置期間中であり、
片方の資格保有者がもう片方の
資格を取得する際の特例が設け
られている。（分権一括法により
令和６年まで延長予定）
特例を受けるための要件として、
一定期間の実務経験が課せられ
ており、保育士が幼稚園教諭の
普通免許状を取得する際に考慮
される実務経験については、教
育職員免許法施行規則で規定さ
れている。しかし、本施行規則は
一見すると、へき地保育所での
経験が含まれていないように誤
解が生じるものと考える。文部科
学省のQ&Aではへき地保育所で
の経験も実務経験に含められる
よう読めるが、明確に「へき地保
育所での経験を含む。」と記載さ
れておらず、地方自治体にとって
は不明瞭と言わざるを得ないた
め、本規定の明確化を求める。

当村では、へき地保育所が地域の児童の受け入れ施設として重要な機能を
果たしている。今後の村の運営体制も考えると、幼保連携型認定こども園へ
の移行も検討の視野に上がっている。しかし、現状では保育教諭となるべき
人材は限られており、資格の取得にあたっての特例は必要不可欠な状況で
ある。そのような中、特例の実務経験の要件において、保育士が幼稚園教諭
の普通免許状を取得する際の、実務経験にへき地保育所を含めることができ
るか明確でなく、移行したとしても人材をそのまま活用することが困難な状況
となることが予想される。また、幼稚園教諭の免許保有者が保育士の資格を
取得する際には、へき地保育所での勤務が経験として認められているため、
事業者への説明にも苦慮している。

当村のように、へき地保育所が保育機能の重要な位置づけを担っ
ているような自治体において、保育教諭の確保ひいては、幼保連
携型認定こども園への移行が容易となる。また、事業者にとって
も、資格の特例の門戸が広がることで多様な人材を保育教諭とし
て採用することが可能となる。

教育職員免許法施行規
則

文部科学省 新篠津村 秋田県、南あわ
じ市

○当自治体においてもへき地保育所は、地域の児童の受け入れ施設として重要な機能を果たしている。当該施設の所在地は待機児童を
抱えており、かつ子育ての拠点となるべく幼保連携型認定こども園への移行も検討している。実務経験やへき地保育所の要件を精査した
上で、保育士不足の状況も踏まえ、経験ある限られた人材を活用する措置が必要である。

8 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

医療・福祉 医療的ケア児に
対する訪問看護
の適用範囲の
拡大

健康保険法の訪問看護の適用
範囲について、必要に応じて「居
宅」以外の保育所や学校等を訪
問先として認める。

医療的ケア児の受け入れに関する相談は、年々増加しているが、看護師を配
置し、かつ医療的ケアに対応できる施設は少ない。
当市の保育所等では、主治医の「保育所等での集団生活が可能」の判断が
あれば、受け入れ可能である。しかし看護師配置等の条件に対応することが
困難な状況から、保護者が付き添い、医療的ケアを行っているケースがあり、
保護者の負担が大きい。
医療的ケア児の保護者が就労を希望しても、医療的ケアがあるため保育所
等に預けることが難しく、職場復帰できない等、保護者の就労に影響があると
ころ、保育所等での医療的ケアに対する訪問看護の利用については、健康保
険法上、訪問先が「居宅」に限定されていることから、実質的にその利用が制
限されている。

医療的ケア児の受入が促進され、多様な需要に対応できる。
医療的ケア児の保護者の負担を軽減し、働きやすくすることができ
る。

健康保険法第63条、第
88条

内閣府、文部科
学省、厚生労働
省

富山市 足利市、船橋
市、横浜市、相
模原市、加賀
市、須坂市、豊
橋市、豊田市、
京都市、南あわ
じ市、鳥取県、
米子市、山陽小
野田市、八幡浜
市、佐世保市、
大分県、宮崎
県、宮崎市

○医療的ケア児の居宅における看護は、訪問看護の看護師によるケアが定着しており、医療的ケア児の保護者との信頼関係が構築でき
ている場合も多い。また、医療的ケア児の状態もさまざまであることから、居宅、保育所等の場所に関係なく、状況を把握した看護師を派
遣できる制度への改正が必要である。
○当市でも看護師が確保できず、酸素吸入が必要な医療的ケア児の保育園での受入れを断念した経過があることから、保育園への訪問
看護が適用されれば医療的ケア児の受入れを広げることが可能となり、児童の集団保育の機会確保に資すると考える。
○当市でも医療的ケア児が保育所入所が出来なかった事例がある。医療的ケア児を担当することになる保育士の不安はかなり大きい。
また、看護職の確保も難しい状況であるため、どのくらい保育士や保護者の不安が軽減されるか分からないが、訪問看護ステーションの
看護師による訪問看護が保育所で受けられるようになると医療的ケア児の集団参加の機会の確保ができると思われる。
○現在、医療的ケアに当たる保育所常勤の看護師が不在時の対応として、保育所への訪問看護を実施しているが、健康保険法上、保育
所での訪問看護が認められていないため、市の単独事業により、全額市が費用負担をして訪問看護の利用をしている。健康保険法にお
ける訪問看護の適用範囲を拡大し、保育所での訪問看護を可能とすべきである。
○当市においては、提案団体同様の課題に対して、障害福祉部門において、「施設」在籍児童を対象に訪問看護師派遣事業を実施して
おり、全額公費負担している。保育対策総合支援事業費補助金の対象ではあるが、健康保険対象でないため、事業費の負担が大きく、
予算確保に困難がある。保険対象となれば、支援対象の医療的ケア児数を拡大することができる。
○当市においても、医療的ケア児に対する看護師を配置している施設はなく、保護者が付き添うケースが見られ、保護者の負担が大き
い。保険適用の範囲が拡大されれば、訪問看護を施設で利用することもでき、医療的ケア児の受入施設数も増えると考えられる。
○当市においても医療的ケアを必要とする入園ニーズは高まっているが、園に常駐する看護師は不足しており、早朝・延長の対応も課題
となっている。そのため、園への訪問看護は必要と考える。
○医療的ケア児に対応できる施設は、当県でも少ない状況にあり、訪問看護ステーションの適用範囲の拡大は、医療的ケア児の受入促
進につながるものと思料される。
○支障事例:本来なら酸素吸入が必要な児であるが、園ではなんとか酸素なしで過ごしている。そのため児は活動を制限をしたり、保育士
も体調に十分に配慮しながら園生活を送っているが、万が一の事態について保育士は常に不安を伴っている。また嚥下障がいで鼻腔か
らチューブで栄養摂取している児は毎回保護者が来園して対応しており、保護者の負担が大きい。
地域課題:医療的ケア児におけるニーズの把握
制度改正の必要性等:医療的ケア児に対して、保育・教育の機会を保証するために、訪問看護の訪問先について「保育所等」も対象とする
必要がある。
○現在、医療的ケア児の受入れがない状況であるが、提案の改正が行われれば、保育所等での受入れ促進が期待される。それにより、
医療的ケア児の選択肢や保護者の就労機会の拡大につながるため、所要の改正が必要である。
○当市では、18歳以上の対象者も含め、医療的ケア児・者等として運用している。その中で、医療的ケア児・者等の在宅生活を支援するう
えで、訪問看護の適用範囲の拡大を実施する必要があると考えている。
○児童発達支援や放課後等デイサービスでは、看護師を配置することに対する加算制度があるが、看護師の確保が難しいだけでなく医
療行為に対する責任やリスクなどから、多くの事業所で配置が進んでいない状況である。訪問看護先に保育所や学校のほか、障害児通
所支援事業所を認めることで、医療的ケア児とその保護者が望む地域・事業所において主治医の指示書のもと、日頃から医療行為を
行っている看護師による医療的ケアを受けることが可能となる。
○訪問看護が居宅に限られており、保育所等への訪問ができないことにより、近隣の医院に医療的ケアの必要な児童をつれて行き、処
置をしている。
○当県医ケア協議会において、保育所等での医療的ケアのニーズに対応するため訪問看護師の活用について、意見が出されている。
○訪問看護サービスを自宅で利用する場合は、医療保険が適用されるが、保育所等で利用する場合は適用されず、保護者の負担に繋
がっている。（全額自費での対応となっている。）
○提案市が具体的な支障事例として指摘している問題点は、当県においてもそのまま当てはまる。現状、保護者の要望等に応じ、その
時々に関係機関で体制を含めた調整をしており体制の継続ができていない。（現状は、保護者が保育所・幼稚園にて医療的ケアを行って
いる。）なお、当該自治体が予算を組み保育・教育機関で訪問看護ステーションからの訪問看護を利用する事業を検討中の事例あり。
○提案自治体と同様の状況であり、対応に苦慮している。人材が不足する中、看護師の配置も現実的に困難であるため、訪問看護の仕
組みや制度の活用を検討していただきたい。
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18 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

教育・文化 小学校専科教
員に対する小学
校教諭免許状
の授与要件の
緩和

中学校教諭普通免許状所持者
が小学校教諭二種免許状を取
得する場合に、小学校の専科教
員の在職年数を含めるなどの軽
減措置を講ずること。

【現状】
中学校教諭普通免許状の所持者が、教育職員免許法別表第８に定める在職
年数と修得単位数により小学校教諭免許状を取得する場合、在職年数につ
いては基礎となる免許状の学校種におけるものとされていることから、中学校
教諭普通免許状所持者が小学校専科教員として勤務した期間を別表第８第
３欄に定める在職年数に算入できない。このため、中学校での３年以上の勤
務経験がないものの、小学校において長年にわたり専科教員として活躍して
きた者が容易に小学校教諭免許状を取得できない状況にある。

【制度改正の必要性】
学習指導要領の改訂により2020年度から小学校５、６年生の外国語科及び
３、４年生の外国語活動が導入されることから、中学校教諭普通免許状（外国
語（英語））を持つ教員の、小学校教育における必要性が増している。
また、平成31年１月25日付け中央教育審議会答申（※１）において、「学校に
おける働き方改革」の視点からも小学校の教科担任制の充実が挙げられたこ
とに加え、平成31年４月17日付け文部科学大臣から中央教育審議会への諮
問（※２）においても、教科担任制に関する検討を依頼するなど小学校におけ
る教科指導の充実が求められている。

※１「新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導・運営体制の構築のた
めの学校における働き方改革に関する総合的な方策について（答申）」
※２「新しい時代の初等中等教育の在り方について」

中学校教諭免許状を有した専科教員が小学校免許状を取得する
ことにより、小学校教育及び小中連携教育のより一層の充実につ
ながることが期待される。また、教員の人事配置等において柔軟
な対応が取れるようになる。
なお、現状でも中学校免許保持者が小学校において専科教員とし
て授業を行っており、その実務経験を基に免許状を授与すること
は実態に合ったものと考えられる。

教育職員免許法第６条
及び別表第８

文部科学省 東京都 宮城県、仙台
市、福島県、板
橋区、川崎市、
相模原市、粟島
浦村、京都市、
大阪府、高松
市、愛媛県、熊
本市、宮崎県

○当村の小学校と中学校は、小中同一校舎で教育活動を行なっている。そこで、中学校英語の免許を保有する教員が小学校教諭の免許
を合わせて保有することは、教科における小中連携を推進するうえで有効に機能する。
○小学校免許を所持していない専科教員は、専門教科以外の指導ができないため、学校現場において柔軟な対応ができない状況にあ
る。小学校での勤務年数を小学校免許取得時の在職年数に含めることができれば免許を取得する専科教員が増え、その結果、より柔軟
で充実した指導ができるようになる。
○以下の支障事例が生じている
・小学校講師が不足しているので、小学校教諭免許状を持つ人が増えるのは人員配置面で有効である。
・小・中両方の免許を取得することで小中間での交流や異動等が容易となる。
・小規模の小中併設校の教員配置が行いやすくなり、学校運営上も有効である。
○小学校における教科担任制を推進するにあたり、中学校教諭免許状を有した専科教員が小学校免許状を取得することにより、教員の
人事配置において柔軟な対応が取れるようになる。
○令和２年度からの学習指導要領の改訂に伴い、小学校での外国語活動の導入が全面実施されることから当県においても、小学校にお
ける専科教員の人数が増加している。今後も、増え続ける見込であり、専科教員に対する免許法別表第８の授与要件を緩和することによ
り、隣接校種免許状の併用が促進され、また、外国語活動に対する対応以外にも、小中連携教育の更なる強化及び円滑な人員配置が可
能となる。
○当団体では、小中一貫教育を推進しており、多様な交流・柔軟な人事配置を行いたいため、制度改正の必要性があると考える。

30 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

医療・福祉 認定こども園施
設整備交付金
等のスケジュー
ルの早期化

認定こども園施設整備交付金及
び保育所等施設整備交付金の
交付決定及び資金交付を早期化
すること。

認定こども園施設整備交付金は文科省、保育所等施設整備交付金は厚労省
から保育所等の整備に係る費用の一部を補助するが、国からの資金交付が
年度末であるため、当該費用について事業者が立替え払いする必要がある。
施設整備等に係る経費は事業者にとって負担が大きく、立替え払いは資金繰
りの負担となっている。このことが事業参入や事業拡大の障壁となり、創設や
増築等必要な施設整備が進まない原因となっている。
また、両省は範例を理由に内示後に事業着手して良いこととしているが、整
備事業を年度繰越する際、内示後から交付決定前の事由（地元との協議等）
による年度繰越は財務省が認めていないため、繰越事由に苦慮している。

交付決定や資金交付のスケジュールを早期化することにより、施
設整備等が事業者の資金繰りに与える影響を低減することができ
るとともに、適正な事務の執行が図られる。

児童福祉法56条の４の
３、認定こども園施設整
備交付金交付要綱、保
育所等整備交付金交付
要綱

内閣府、文部科
学省、厚生労働
省

奈良県 いわき市、豊橋
市、高槻市、南
あわじ市、鳥取
県、広島市、徳
島市、愛媛県、
佐世保市、大村
市、大分県

○認定こども園施設整備交付金において、当県では内示後、交付決定前に事前着手をする場合は事前着手の承認が必要となっており、
年度内に事業を完了させるためにはほとんどの場合事前着手の必要があることから、交付決定に相当の期間を要することが事務負担の
増加につながっている。
○内示後、交付決定前の事業着手が認められているので、事業着手後の不測の事由であれば、それが交付決定前であるから繰越理由
にならないというのは不合理である。繰越が困難であるため、事業規模によっては、工期において事業者に多大な負担を強いることに
なっている。交付決定の早期化（内示日と同日とする等の運用も含む）が必要であるとともに、内示についても、遅滞なく年度当初に示さ
れることを求める。
○同様の支障及び市民サービスに直結しない非生産的な事務が発生していることから、早急な改善を求める。
○両交付金について申請から内示までの期間が長く、また内示後の事業着手しか認められないため、結果的に工期が短くなり、年度内の
工事完了が難しくなる事例が生じている。
○文科省の交付決定時期が遅いことから、計画的な施設整備に支障をきたしている。
○当市では、基本的に国等の交付決定を受けた後に、事業者に対し、市の交付決定をおろすこととしている。現状の国の要綱発出スケ
ジュールでは、年度末に要綱が発出されることが多いため、交付決定前に事業が完了するという不具合が生じることがある。そのため、そ
のような場合には事業ごとに財政部局と調整のうえ、例外的に交付決定を市独自で行っているが、その調整に多大な時間を要しているこ
とから、早期に要綱の策定に取り組まれたい。
○当県においても、１施設の整備に２箇所の協議・申請が必要となり、事業者及び自治体とも煩雑は事務処理が発生している。

38 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

その他 語学指導等を行
う外国青年招致
事業（ＪＥＴプロ
グラム）に係る
関係省庁と一般
財団法人自治
体国際化協会
（クレア）との連
携強化による地
方公共団体へ
の連絡の円滑
化

ＪＥＴプログラムの導入につい
て、総務省等関係省庁及びクレ
アが十分に連携を図り、地方公
共団体の意見も踏まえたうえで、
事業の概要や通知スケジュール
等を定めた要綱等を作成し、通
知すること。

ＪＥＴプログラムの導入にあたっては、連絡事項等について、関係省庁とクレ
アから関連した文書が異なる時期に届くなど、制度の全体像がわかりづらい
ほか、管内市町村への連絡取りまとめを行う都道府県の立場として、事務が
進めづらい状況におかれている。
具体的には、平成30年度は、ＪＥＴプログラムの新規配置要望調査（①）につ
いて、クレアからＪＥＴプログラムの概略資料等がないままに照会が届き、そ
の９日後、関係省庁（総務省、外務省、文科省）からＪＥＴプログラムの概略や
活用を促す通知（②）が届いている。
県では、①の到着後速やかに管内市町村等へ照会していたため、②が届く前
に「ＪＥＴプログラムを活用しない」と回答している団体もあり、連絡調整に苦慮
し、制度活用の妨げとなっている。

関係省庁とクレアが連携を強化し、事業の概要やスケジュール等
が明示された事業要綱が定められることで、国としての政策的な
意図を、的確な時期に県や市町村へ正しく伝えることができる。
これにより、活用を検討する団体の増加が期待できる。

①平成30年８月20日付
け自国整第350号「平成
31年度第33期「語学指
導等を行う外国青年招
致事業（ＪＥＴプログラ
ム）」に係る中国・韓国・
ブラジル・ペルー（ＣＩＲ・
ＡＬＴ）の配置要望調査
について（照会）」（一般
財団法人自治体国際化
協会ＪＥＴプログラム事
業部長）
②平成30年８月29日付
け事務連絡「ＪＥＴプログ
ラムの一層の活用につ
いて（通知）」（総務省自
治行政局国際室長、外
務省大臣官房人物交流
室長、文部科学省初等
中等教育局国際教育課
長）

総務省、外務
省、文部科学省

秋田県、青森
県、男鹿市、
湯沢市、由利
本荘市、大仙
市、仙北市、
小坂町、羽後
町、東成瀬村

大阪府、宮崎市 ○平成31年度JETプログラム人員割会費の引き上げについて、交付税額の引き上げに関する総務省の通知がないままに、CLAIRから交
付税額の引き上げを前提とした会費引き上げの第一報がメール本文であり、混乱が生じた。



別添１

文部科学省（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案）

区分 分野 団体名 支障事例

回答欄（各府省）
所管部署・

担当者連絡先

提案区分
その他

(特記事項)
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例
制度改正による効果

（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効率化等）
根拠法令等

制度の所管
・関係府省

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞
管理
番号

団体名

39 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

その他 ＪＥＴプログラム
の導入に係る事
務の運用改善

ＪＥＴプログラムの導入につい
て、地方公共団体の予算編成や
議会日程に配慮して、遅くとも５
月（新年度体制が整い、早期に
検討を始められる時期）までには
通知等の文書を発出すること。
発出に当たっては、関係省庁が
発出する制度概略や制度導入の
メリット等を示した活用促進に関
する文書と、クレアが発出する新
規配置要望の調査に係る文書等
双方の連動した早期化が望まし
いが、特に、関係省庁からの活
用促進に関する文書について
は、導入検討の基点となるため、
可能な限り早期に発出していた
だきたい。

県内では、平成31年度からの新規導入を検討していた２団体が、いずれも予
算の調整や議会への報告等の関係で断念している。
平成31年度の導入に向けては、新規配置要望に係る調査が平成30年８月20
日付け（①）及び９月12日付け（③）で発出され、回答期限は参加国などにより
異なっており、関係省庁からの活用促進に係る通知は８月29日付け（②）で発
出されているところだが、５月頃までに発出されていれば、各団体において、
新たに活用するための調査や手続き等を進める期間を確保することができ、
断念することなく要望できた可能性があった。
なお、現在のところＪＥＴプログラム活用している市町村の多くは教育委員会
（ＡＬＴ）のみであるが、近年では、首長部局によるＣＩＲの活用検討に係る問い
合わせが増えつつあり、導入実績のない部署で新規に活用する場合、検討
はゼロからのスタートになるため、今後はさらに予算や議会との調整期間が
必要となる場面が増えるものと想定される。

活用を検討した団体が、議会承認や予算編成など実務的なスケ
ジュールで断念することなく、導入を実現することができる。

①平成30年８月20日付
け自国整第350号「平成
31年度第33期「語学指
導等を行う外国青年招
致事業（ＪＥＴプログラ
ム）」に係る中国・韓国・
ブラジル・ペルー（ＣＩＲ・
ＡＬＴ）の配置要望調査
について（照会）」（一般
財団法人自治体国際化
協会ＪＥＴプログラム事
業部長）
②平成30年８月29日付
け事務連絡「ＪＥＴプログ
ラムの一層の活用につ
いて（通知）」（総務省自
治行政局国際室長、外
務省大臣官房人物交流
室長、文部科学省初等
中等教育局国際教育課
長）
③平成30年９月12日付
け自国整第375号「平成
31年度第33期「語学指
導等を行う外国青年招
致事業（ＪＥＴプログラ
ム）」に係る新規招致者・
再任用者数及び配置希
望調査について（照会）」
（一般財団法人自治体
国際化協会ＪＥＴプログ
ラム事業部長）

総務省、外務
省、文部科学省

秋田県、青森
県、男鹿市、
湯沢市、由利
本荘市、大仙
市、仙北市、
小坂町、羽後
町、東成瀬村

大阪府、大阪
市、大村市、宮
崎市

○2019年度以降の外国青年招致事業にかかる会費額の見直しがあり、今年度は一人当たり１万円増額されたが、既に当初予算が決定
した後の周知であった。予算に関わるものであり、早期の周知が必要であると考える。
○当県内で新規導入を検討していた自治体から、新規配置要望の照会がきてから内部で調整をしたが間に合わず、来年度改めて検討す
るという意見が複数あった。早期に検討を始めていれば要望をできた可能性がある。

48 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

医療・福祉 医療的ケア児に
対する訪問看護
サービスの利用
範囲拡大

健康保険法の訪問看護の適用
範囲について、必要に応じて「居
宅」以外の保育所等を訪問先と
して認める。

医療的ケア児の受入れに関する相談は、年々増加しているが、看護師を配置
し、かつ医療的ケアに対応することは、看護師の確保や予算の関係上難し
い。
健康保険法上、訪問看護サービスにおける看護師の訪問先は「居宅」に限定
されており、保育所等への訪問には適用されないため、実質的にその利用が
制限され、保育士等だけでの対応に限界がある中、医療的ケア児の受入れ
が進まず苦慮している。

医療的ケア児の受入体制が強化できる。 健康保険法第63条、第
88条

内閣府、文部科
学省、厚生労働
省

福井市 足利市、船橋
市、横浜市、相
模原市、加賀
市、須坂市、豊
橋市、豊田市、
京都市、南あわ
じ市、橿原市、
鳥取県、米子
市、八幡浜市、
佐世保市、大分
県、宮崎県

○医療的ケア児の居宅における看護は、訪問看護の看護師によるケアが定着しており、医療的ケア児の保護者との信頼関係が構築でき
ている場合も多い。また、医療的ケア児の状態もさまざまであることから、居宅、保育所等の場所に関係なく、状況を把握した看護師を派
遣できる制度への改正が必要である。
○当市でも看護師が確保できず、酸素吸入が必要な医療的ケア児の保育園での受入れを断念した経過があることから、保育園への訪問
看護が適用されれば医療的ケア児の受入れを広げることが可能となり、児童の集団保育の機会確保に資すると考える。
○当市においては、提案団体同様の課題に対して、障害福祉部門において、「施設」在籍児童を対象に訪問看護師派遣事業を実施して
おり、全額公費負担している。保育対策総合支援事業費補助金の対象ではあるが、健康保険対象でないため、事業費の負担が大きく、
予算確保に困難がある。保険対象となれば、支援対象の医療的ケア児数を拡大することができる。
○入所施設が保険適用の範囲外であることから、保護者がケアに出向くことで入園しているが、保護者の負担が大きい。
○小中学校での医療的ケア児の受入れに関する相談は年々増加しているが、看護師を配置し、かつ医療的ケアに対応することは、看護
師の確保や予算の関係上、保護者の要望にすべて応えることが困難な状況である。健康保険法上、訪問看護サービスにおける看護師の
訪問先は「居宅」に限定されており、学校等への訪問には適用されないため、実質的にその利用が制限されている。そのため、教員等だ
けでの対応ができない事例でなおかつ看護の中でも専門的スキルが必要とされる事例（人工呼吸器装着時の吸引等）については、市独
自で訪問看護ステーションと契約を結び対応してはいるが、国の補助事業は費用の３分の１のみの補助であり、市の負担が大きい。
○当市においても医療的ケアを必要とする入園ニーズは高まっているが、園に常駐する看護師は不足しており、早朝・延長の対応も課題
となっている。そのため、園への訪問看護は必要と考える。
○医療的ケア児に対応できる施設は、当県でも少ない状況にあり、訪問看護ステーションの適用範囲の拡大は、医療的ケア児の受入促
進につながるものと思料される。
○当市では、18歳以上の対象者も含め、医療的ケア児・者等として運用している。その中で、医療的ケア児・者等の在宅生活を支援するう
えで、訪問看護の適用範囲の拡大を実施する必要があると考えている。
○児童発達支援や放課後等デイサービスでは、看護師を配置することに対する加算制度があるが、看護師の確保が難しいだけでなく医
療行為に対する責任やリスクなどから、多くの事業所で配置が進んでいない状況である。訪問看護先に保育所や学校のほか、障害児通
所支援事業所を認めることで、医療的ケア児とその保護者が望む地域・事業所において主治医の指示書のもと、日頃から医療行為を
行っている看護師による医療的ケアを受けることが可能となる。
○訪問看護が居宅に限られており、保育所等への訪問ができないことにより、近隣の医院に医療的ケアの必要な児童をつれて行き、処
置をしている。
○当県医ケア協議会において、保育所等での医療的ケアのニーズに対応するため訪問看護師の活用について、意見が出されている。
○訪問看護サービスを自宅で利用する場合は、医療保険が適用されるが、保育所等で利用する場合は適用されず、保護者の負担に繋
がっている。（全額自費での対応となっている。）
○提案市が具体的な支障事例として指摘している問題点は、本県においてもそのまま当てはまる。現状、保護者の要望等に応じ、その
時々に関係機関で体制を含めた調整をしており体制の継続ができていない。（現状は、保護者が保育所・幼稚園にて医療的ケアを行って
いる。）なお、当該自治体が予算を組み保育・教育機関で訪問看護ステーションからの訪問看護を利用する事業を検討中の事例あり。
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57 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

教育・文化 学校給食におけ
る前日調理の規
制の緩和

学校給食衛生管理基準におい
て、「給食の食品は、原則とし
て、前日調理を行わず」と定めら
れているが、前日調理を規制し
ている根拠（リスク）を明確に示し
た上で、このリスクを排除するこ
とができる場合は前日調理を可
能とするよう求める。

本市では、平成29年度に最大１万２千食／日を調理できる民設民営の学校
給食センターを開設し、献立にも工夫を加えながら、より多様な給食の提供に
取り組んでいる。
こうした中、食材として多くの根菜類を使用する献立の場合、その下処理（泥
落としや皮むき）に時間を要することから、これらの作業を給食の提供前日に
処理することの可否について文部科学省に確認したところ、学校給食衛生管
理基準で原則禁止されている「前日調理」に当たるとの見解であった。
本市の民設民営の学校給食センターは、ＨＡＣＣＰ支援法の認定を受けた高
度な衛生管理体制を有する施設であり、前日調理による衛生上のリスクを排
除するための取組（冷凍保存等）を行うことができるにもかかわらず、このリス
クが具体的に示されていないため、前日の下処理を認められない状況にあ
り、多彩な野菜を使用した給食の実現の妨げとなっている。

排除すべきリスクが明確になることで、これを排除しつつ多彩な野
菜を使用した献立作成等が可能となり、より安全でおいしい給食
の実現や地産地消の推進が期待できる。

・学校給食法第９条
・学校給食衛生管理基
準－第３-(４)-①

文部科学省 広島市、広島
県

文京区、八王子
市、川崎市、鎌
倉市、新潟市、
浜松市、田原
市、京都市、徳
島市、熊本市

○根菜類を大量使用する場合は、他に使用する野菜や献立の組み合わせを考慮する必要がある。この場合は、同じような組み合わせに
なり、変化が乏しい。また、前日に下処理作業ができ、衛生的に保管ができる状態であれば、多彩な献立を取り入れることができ、より一
層地産地消の推進につながる。
○献立によっては、下処理に時間が係る場合があるので、前日の下処理を認めていただければ、下処理に手のかかる地場の野菜をより
多く使用でき、地産地消が推進できる。
○当市では、給食に地場野菜をできる限り取り入れ、使用率の拡大を図るとともに、地元で育った野菜を生産者の想いとともに子どもたち
に届けることで、郷土への愛着を育んでいる。しかしながら、地場野菜は、泥つきや形が不揃いなものもあり、下処理に時間を要すること
が多く、当日調理の限られた時間の中で仕上げなくてはならない学校給食の場合、使用率が高くなるに比例して、手をかけた多様性のあ
る献立を実現できない現状がある。地産地消を推進するとともに、様々な食事内容に親しみ、食に興味をもち豊かな人間性を育む学校給
食の役割を果たすためにも、衛生管理上、安全が確認できる調理作業については、前日調理を可能とするよう規制を緩和していただきた
い。
○当市の中学校給食調理場（HACCP認定施設)については、当初の見込みを上回る食数の調理を行っているが、同様に前日の下処理が
できないため、献立作成に制約がある。
○前日調理ができないため、乾燥豆を充分浸水できず、本来のおいしい煮豆ができない。前日調理を規制している根拠を示し、豆の前日
浸水・冷蔵を認めていただきたい。

58 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

教育・文化 栄養教諭等の
配置基準の民
設共同調理場
への拡大

国が定める栄養教諭及び学校栄
養職員の配置基準に民設民営
の学校給食センター等を加える
よう求める。

義務教育の内容・水準が自治体の財政規模等に関係なく等しく確保されるよ
う、国がその責務を負うべきであり、学校給食に関しても、国は、自治体が全
ての児童生徒に等しい教育環境を提供できる体制を整える必要があると考え
る。
しかしながら、食育等に関して非常に重要な役割を果たす栄養教諭及び学校
栄養職員の配置については、「公立義務教育諸学校の学級編成及び教職員
定数の標準に関する法律」により標準数が定められている中で、その配置基
準の対象は、教育を受ける児童生徒数とは関係なく、給食調理施設が公設で
あるか民設であるかによって分かれており、著しく合理性を欠くものとなってい
る。
こうした中、本市では、現在、民設の給食調理施設を含めて、児童生徒へ給
食を提供できる体制をとっており、配置基準の対象とされていない民設民営
の学校給食センターやデリバリーの受配校に対しては、単独財源により栄養
教諭や嘱託の栄養士を配置し、食育の指導等を行っているが、栄養教諭が
学校給食を活用して食に関する実践的な指導を行うことを定めた学校給食法
の規定や食育の推進、食物アレルギー対応における栄養教諭の必要性を踏
まえれば、早急に改善が必要である。

【栄養教諭・学校栄養職員の配置基準】
①自校調理校：児童生徒数　550人以上の学校に１人
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 550人未満の学校には４校に１人
②公設共同調理場：児童生徒数　1,500人以下が１人
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　1,501人～6,000人が２人
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　6,001人以上が３人
③民設共同調理場：基準対象外

給食の提供方式等にかかわらず、全ての学校に等しく栄養教諭等
が配置されることで、学校における食育の推進や食物アレルギー
を持つ児童生徒への対応の強化等を図ることができる。

・学校教育法第37条第２
項、第13項
・公立義務教育諸学校
の学級編成及び教職員
定数の標準に関する法
律第８条の２
・学校給食法第６条、第
７条、第10条

文部科学省 広島市、広島
県

鎌倉市、浜松
市、京都府、京
都市、大阪府、
寝屋川市、熊本
市

○中学校給食の実施及び小学校給食調理室の老朽化等の課題を踏まえ、給食の実施方式について検討を重ねた結果、現行の給食水
準の維持、中学校給食実現までのスピード感と費用面の優位性から、民設民営のセンター方式を導入した事例がある。配置基準の対象
とはならないものの、献立の作成や食育の推進、食物アレルギーを持つ児童生徒への対応は行う必要があり、全域的にやりくりしながら、
栄養教諭を配置している状況であるが、学校給食法等の規定を踏まえ、児童生徒に適切な給食及び食育を実施する観点から、栄養教諭
に係る定数の改善が必要である。
○当市においても、民設民営式の調理場による中学校給食を開始したが、現行の配置基準では栄養教諭等が配置されないため、単独財
源により栄養職員を配置している。給食の導入目的の一つに食育の推進を掲げているが、栄養職員に余裕がなく、十分な食育指導を行
うことが困難な状況である。
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92 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

教育・文化 宗教法人の境
内地及び境内
建物の登録免
許税非課税要
件の明確化

登録免許税を非課税とすべき境
内地、境内建物についての詳細
な基準や、具体的な事例集を作
成するなど、非課税とすべき範囲
を明確にする。

宗教法人が専ら自己又はその被包括宗教法人の宗教の用に供する境内地、
境内建物については、所有権取得登記に伴う登録免許税は非課税とされて
おり、「専ら…宗教の用に供する」か否かについては、宗教法人からの申請を
受けて、都道府県知事が証明することとなっている。
しかし、従来は別の用途に充てられていた土地を宗教法人が新たに買い増す
場合に、どの程度の利用形態を予定していれば足りるかなど、非課税要件を
満たすか否かの判断は困難な場合が多い。
このことについて国税庁からは詳細な判断基準や事例集などは示されておら
ず、都道府県は手探りで判断せざるを得ない状況にある。このため、国税で
あるところの登録免許税の課税について、都道府県によって判断が分かれか
ねない他、効率的に事務を進める事が困難である。

宗教法人からの申請や相談により迅速かつ明確に回答することが
できるようになる。それによって、不動産取引等の法的地位の早
期安定にも寄与できる。

登録免許税法４条２項、
同別表３・12の項３欄１
号、登録免許税法施行
規則４条１号、昭和54年
４月５日国税庁資産税
課長回答

財務省、文部科
学省

愛知県 石川県、福岡
県、大分県

○非課税証明については、過去の事例や他県の状況などを参考にしている。基準や事例集が示されれば効率的に事務を行うことができ
ると思われる。（※参考…平成30年度の件数：15件）
○当県においても「専ら…宗教の用に供する」か否かについて判断しがたく、非課税要件を満たすか否かの判断が困難な場合がある。具
体的には、申請地（１筆）が非常に広大で当該土地に境内建物が建っているがその他森林が広がっている場合、境内建物の占める範囲
がどの程度であれば良いか、申請建物が納骨堂の場合、経営許可が出る前の段階で証明してよいか。（いつの段階で証明してよいか）な
どが挙げられる。この他様々な事例があることから、より迅速な対応が実現するため、具体的な事例集を作成し、宗教法人及び事務担当
者に周知いただくことが望まれる。

61 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

医療・福祉 幼保連携型認
定こども園に係
る制度及び施設
整備の所管の
一元化

幼保連携型認定こども園に係る
制度及び施設整備の所管の内
閣府への一元化を求める。

制度の所管は内閣府だが、施設の整備については、保育所相当部分と幼稚
園相当部分に分けて、それぞれ厚労省と文科省に申請する必要があり、事業
者と自治体の双方に相当の事務負担が生じている。
特に保育室やトイレなどの共用部分については、便宜上、定員等による按分
計算を行っており、煩雑な事務処理が発生している。
（申請窓口の一元化等事務手続きの簡素化を求めるもの）

幼保連携型認定こども園の施設整備において、保育所相当部分と
幼稚園相当部分の区分をなくし、窓口を一本化することにより、同
一の内容で２か所に協議・申請する手間や、煩雑な按分計算、修
正が生じた際の調整連絡等が不要となり、事業者、自治体の事務
の効率化が期待される。

児童福祉法56条の４の
３、保育所等整備交付金
交付要綱、認定子ども園
施設整備交付金交付要
綱ほか

内閣府、文部科
学省、厚生労働
省

広島市 旭川市、秋田
県、福島県、い
わき市、須賀川
市、新潟県、愛
知県、豊橋市、
豊田市、京都
市、大阪府、大
阪市、高槻市、
茨木市、和泉
市、兵庫県、西
宮市、南あわじ
市、鳥取県、徳
島市、愛媛県、
高知県、佐世保
市、大村市、熊
本市、大分県、
宮崎県、鹿児島
市、九州地方知
事会

○施設整備にかかる事務手続きや補助金の算定方法が、保育所相当部分と幼稚園相当部分でそれぞれ分かれていることにより、補助
金計算や申請などの事務が煩雑になっている。
○協議書の提出は厚労省と文科省に分けて提出するが、様式は同じものである。そのため、一方の省から修正依頼があると、修正後の
様式をもう片方の省にも送付する必要があり事務が繁雑になる。窓口を一本化することにより事務の効率化が期待される。
○左記団体と同様に窓口の一本化による事務の簡素化をお願いしたい。所管省庁が異なるためにそれぞれにほぼ同じ書類を提出するこ
とになるが、２か所に書類を出さなければいけないことと、添付する書類についても量が嵩むため、一本化での事務軽減化をお願いした
い。
○施設の整備については、保育所相当部分と幼稚園相当部分に分けて、それぞれ厚労省と文科省に申請する必要があり、また、協議の
スケジュールが違うため事業者と自治体の双方に相当の事務負担が生じている。また、平成30年度において幼稚園部分の申請時期が２
回しかなかったため、１事業所は保育所部分の補助金だけで工事を行った。
○認定こども園の新増改築に対する補助金の申請手続きについて、一つの施設整備であるにも関わらず、複雑な按分式で教育部分と保
育部分を算出し、かつ申請先が異なり、書類も１つの整備に２種類の申請書や実績報告書を作成する必要があるため、事業者、市町村、
県にとって事務負担が大きい。
○当市で現在予定している同補助金を活用した施設整備においても、それぞれの省で補助金の要綱要領の内容が若干異なること等、制
度が複雑化することによる事務負担の増加が課題となっている。
○制度の所管は内閣府だが、施設の整備については、保育所相当部分と幼稚園相当部分に分けて、それぞれ厚労省と文科省に申請す
る必要があり、事業者と自治体の双方に相当の事務負担が生じている。特に保育室やトイレなどの共用部分については、便宜上、定員等
による按分計算を行っており、煩雑な事務処理が発生している。
○近年、一定の改善がなされているものの、提案団体の主張のとおり、依然として事務が繁雑であるとともに、平成29年度の当市におけ
る認定こども園創設事業において、認定こども園施設整備交付金のみが一方的に予定額の90％に圧縮されるなど、厚生労働省と文部科
学省で統一的な対応がなされておらず、財政的にも不安感・不信感が生じている。
○幼保連携型認定こども園の施設整備について、厚労省と文科省に所管が分かれていることにより、協議、申請等の手続きはもとより、
問合せ、確認等も両省に行わなければならない。書類作成も両省分で膨大なものとなり、事業費・補助金額の計算における両省分の按分
等も必要で、過大な事務負担となっている。また、厚労省分は直接補助（概算払い）、文科省分は間接補助（精算払い）と補助金交付の手
順も異なっており、予算・決算においても無用な混乱を生んでいる。さらに、両省の内示日に差異があり、片方が遅れたため事業着手が出
来ず、急きょ２か年事業に変更せざるを得なかったという事例も発生している。事業者への損害回避及び自治体の過度な事務負担解消
のため、一刻も早い所管の一元化を強く求める。
○幼稚園部分（文部科学省）と保育所部分（厚生労働省）で、加算、補助率、かさ上げの有無、対象メニュー等、異なる部分があるため、
対象事業費や交付申請額を算出する際の計算や事業者・市町村の作業などが煩雑となっている。内閣府への窓口の一本化にあわせ、
幼稚園・保育所・認定こども園の全てで項目を揃えて、面積や利用者按分で簡易に算出できるような改善が必要である。
○制度の所管省庁が複数に跨がっていることにより、類型により認可・認定基準や、法的立て付けが異なっていることにより、事業者及び
行政ともに事務作業が繁雑化している。また、特に幼稚園型認定こども園について、認可形態としては幼稚園となり、施設監査の法的な
位置付けが非常に不明確となっており、他の類型の認定こども園と比較して監査権限に基づく自治体の関与が不十分と思える状況が発
生している。施設整備補助金についても、一の施設整備において複数省庁からの交付を受ける必要があり、幼稚園部分と保育所部分で
事業費の按分等を行わなければならず、事務負担が増大しているとともに、交付額の算定誤り等が生じる原因となっている。
○同様の支障及び市民サービスに直結しない非生産的な事務が発生していることから、早急な改善を求める。
○幼稚園から認定こども園への移行の場合、複数の建物がある場合において一部を大規模修繕、残りの建物を建替えをする場合、認定
こども園整備交付金（文部科学省）においては、改築及び大規模修繕となり、両方の補助金を加算して基準額とすることができるが、保育
所等整備交付金（厚生労働省）においては、創設の補助金のみとなり、補助金の積算が複雑になっている。また、事前協議においても、
認定こども園施設整備交付金は協議書を２通、保育所等整備交付金は１通書ということになり、事務が煩雑になっている。そのため、補助
金の所管を一本化することにより、協議書を何通も書くことが無いようになる。一部改築等における認定こども園施設整備交付金と保育所
等整備交付金の按分方法について、両交付金の交付要綱では①定員の全てが工事にかからない場合には、「基準額×工事に係る定員
／整備後の総定員」で算出するが、②定員数が算定できない（調理室、遊戯室などの共通して利用する場所）においては、「基準額×総
定員×整備する面積／整備後の総面積」と記載されており、計算が複雑になっていることにより、事務が煩雑になっていること、また①と
②のどちらに該当するのかが不明瞭で事業者への補助額が確定できないことが問題となっている。要綱の基本的事項（補助内容につい
ての記載事項）の不足が多く、協議書を提出しないと補助内容さえも分からないなど記載事項の不足感が否めない。
○同一施設の整備であるにも関わらず、厚生労働省と文部科学省の担当者で見解が相違することがあり、その調整に手間がかかる。平
成30年度実施事業で、協議申請した工事がどの整備区分に該当するかについて、当初、両省の担当者で見解が異なったことから、両省
との調整に時間を要し、協議を１回遅らせた事例がある。その事業については、協議が遅れたことから工事の着工が後ろ倒しとなり、結果
として認定こども園への移行を１年間遅らせることとなった。
○厚生労働省と文科省に分けて申請するために認定こども園整備費の事業費を面積按分しているが、竣工時の建築確認検査等におい
て当初の建築面積が変更になる場合があり、面積按分にも影響が出るケースがある。事業費及び補助額にも影響があるため、変更申請
の処理等が必要になり、補助を受ける認定こども園の設置者及び市において事務処理が煩雑になっている。また、厚労省と文科省それ
ぞれで、内示時期や補助対象外の考え方も異なるため、市及び事業者にとっても煩雑な事務処理が発生している。
○当市においても幼保連携型認定こども園の整備を行う際、一つの建物に対し、厚生労働省と文部科学省の双方に補助協議等を行う必
要があり、それぞれの補助額を算出するにあたり、対象経費を保育所相当分と教育相当分に按分する必要がある等、事務が煩雑化して
いる。補助財源が一本化されれば窓口も一本化され、対象経費を按分する必要もなく、事務の効率化が図られる。
○当市においても、H29・30年度に幼稚園を認定こども園に整備する事業を実施したが、提案市と同様、交付金申請時等において、２か所
への協議の手間や煩雑な按分作業等を経験し、事業者と自治体の双方に相当の事務負担が生じた。
○当県でも申請事務が繁雑であること、照会する内容によって窓口が異なっていることで統一的な見解を求められないことなど支障をきた
している。
○平成30年度において、両交付金を活用して整備した施設のうち約半数が認定こども園であるところ、同一の内容を厚生労働省と文部科
学省に協議・申請している施設は当県でも多数ある。さらに、内示（内定）後の交付申請や支払請求の時期が同一でないことも、自治体等
の事務を繁雑にしている。
○認定こども園の新増改築に対する補助金の申請手続きについて、一つの施設整備であるにも関わらず、教育部分と保育部分で申請先
が異なり、書類も１つの整備に２種類の申請書や実績報告書を作成する必要があるため、事務負担が大きい。また、内示後の工事着手と
なっているが、内示時期が異なることがあり、工期に影響が出ることがある。（平成29年度10月協議分の内示　文科省平成30年２月２日、
厚労省平成29年12月８日）また、実際に平成29年度10月協議分では、内示時期に２ヶ月ほどのズレがあったことから、当初予定していた
年度内に工事完了が難しく、工事を次年度に遅らせたという事例があった。
○当市においても煩雑な事務に苦慮しており、事務負担軽減のために手続きの簡素化の必要性を感じている。
○保育所等整備交付金を活用しているが、共用部分の按分計算が必要となっているため、事務が煩雑となっている。
○一施設の整備内容であるにもかかわらず、厚生労働省部分と文部科学省部分に分かれていることで、別々に申請を行う必要が生じて
おり、また、按分計算については交付金の重複請求を招く懸念もあるなど、事業者、都道府県、市町村において事務処理が煩瑣となって
いる。
○厚生労働省と文部科学省それぞれの補助制度があるため事務執行が負担となっている。
○申請後の交付決定にあたり、各省の予算確保の状況等により大幅な時期のずれが生じ、一方の交付金が交付決定なされているのに
他方が未決定という状況で、なかなか事業に着手できず、工事の完了が遅れ、結果的に開園が年度始まりに間に合わなかった事例が
あった。（待機児童解消の施策に影響が生じた）
○当県においても、１施設の整備に２箇所の協議・申請が必要となり、事業者及び自治体とも煩雑は事務処理が発生している。
○幼保連携型認定こども園の施設整備において、共有部分である倉庫の按分について、煩雑な事務処理が発生している。また、時期や
時間帯によって使う認定区分が違うため、妥当な判断が難しい。
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文部科学省（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案）

区分 分野 団体名 支障事例

回答欄（各府省）
所管部署・

担当者連絡先

提案区分
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(特記事項)
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例
制度改正による効果

（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効率化等）
根拠法令等
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＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞
管理
番号

団体名

93 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

教育・文化 文部科学大臣
が指定する看護
師学校等の指
定申請書及び
変更承認申請
書等の都道府
県経由事務の
廃止

看護学部等の大学の学部の新
規指定申請や変更承認申請等
について、他の大学の学部と同
様に、都道府県経由の義務付け
を廃止し、国に直接申請すること
とする。

大学の学部の新規指定申請や変更承認申請等については、各大学が直接、
文部科学省に申請しているが、看護学部等の場合は、都道府県を経由して申
請することとなっている。
看護学部等の場合も、実質的な審査やそれに基づく認可等は文部科学省が
行っており、当該学部等のみ都道府県を経由する必要性はない。また、申請
者にとっては、都道府県を経由することにより、認可等までの手続きに時間が
かかっている。

都道府県の経由事務を廃止し、文部科学省に直接申請することに
より、申請事務が効率化し、申請者の利便が向上する。

保健師助産師看護師法
施行令第12条、13条、
17条、診療放射線技師
法施行令第８条、９条、
13条、臨床検査技師等
に関する法律施行令第
11条、12条、16条、理学
療法士及び作業療法士
法施行令第10条、11
条、15条、視能訓練士法
施行令第11条、12条、
16条、歯科衛生士法施
行令第３条、４条、８条
の２、歯科技工士法施行
令第10条、11条、16条、
あん摩マッサージ指圧
師、はり師、きゆう師等
に関する法律施行令第
２条、３条、７条、柔道整
復師法施行令第３条、４
条、８条

文部科学省、厚
生労働省

愛知県 宮城県、川崎
市、長野県、山
口県、大分県

○当県でも同様の状況がみられ、申請者からすると県経由による手続きに時間がかかっている。書類内容の指導等は国と大学等が直接
行っているため、補正があった場合の書類は保管されないことから県を経由する必要性は低いと感じる。

99 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

教育・文化 保健師助産師
看護師法施行
令等に基づく公
私立大学の申
請・届出におけ
る都道府県経由
事務の廃止

保健師助産師看護師等の指定
学校養成所を設置する公私立大
学が行う文部科学大臣への各種
申請・届出における都道府県経
由事務の廃止。

一般の大学の学部に係る各種申請・届出は、都道府県を経由しないにもかか
わらず、保健師、看護師、助産師等の指定学校養成所のうち、設置者が公私
立大学（国立を除く）である場合は、所在地の都道府県を経由して文部科学
大臣に各種申請・届出をすることとなっている。
しかし、書類内容の実質的な指導は国が大学と直接行っており、県経由後の
補正や許認可後の最終書類は国から県に提供されることはなく、経由事務は
形骸化している。
なお、臨床工学技士、義肢装具士、救急救命士及び言語聴覚士に関する事
務は都道府県の経由が不要となっている。

都道府県の経由事務処理負担の削減となる。
大学が便宜上提出している都道府県分の副本の提出が不要とな
る。
大学から文部科学省への文書送達日数が削減され、大学及び文
科省の事務処理に余裕が生まれる。

保健師助産師看護師法
施行令第12条、放射線
技師法施行令第８条、臨
床検査技師等に関する
法律施行令第11条、理
学療法士及び作業療法
士法施行令第10条、視
能訓練士法施行令第11
条、歯科衛生士法施行
令第３条、歯学技工士法
施行令第10条、あん摩
マッサージ指圧師、はり
師、きゅう師等に関する
法律施行令第２条、柔道
整復師法施行令第３条
等

文部科学省、厚
生労働省

岡山県、兵庫
県、中国地方
知事会

兵庫県・中国地方知事
会と共同提案

宮城県、福島
県、川崎市、長
野県、大分県

○当県でも同様の状況がみられ、申請者からすると県経由による手続きに時間がかかっている。書類内容の指導等は国と大学等が直接
行っているため、補正があった場合の書類は保管されないことから県を経由する必要性は低いと感じる。
○大学への指導権限等がないにもかかわらず、申請書類についての問合せへの対応等、当県でも事務負担が生じている。指導権限の
ある国と申請者が直接やりとりできるように経由事務を見直すことは、事務効率性及びタイムリーな指導という観点からも経由事務の廃止
は必要と考える。
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文部科学省（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案）
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112 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

医療・福祉 認定こども園施
設整備交付金
等の申請に係る
手続きの簡素化

①申請書類や申請窓口の一本
化
②内示時期の統一

認定こども園の新増改築に対する補助金の申請手続きについて、一つの施
設整備であるにも関わらず、教育部分と保育部分で申請先が異なり、書類も
１つの整備に２種類の申請書や実績報告書を作成する必要があるため、事
務負担が大きい。また、内示後の工事着手となっているが、内示時期が異な
ることがあり、工期に影響が出ることがある。（平成29年度10月協議分の内示
文科省平成30年２月２日、厚労省平成29年12月８日）また、実際に平成29年
度10月協議分では、内示時期に２ヶ月ほどのズレがあったことから、当初予
定していた年度内に工事完了が難しく、工事を次年度に遅らせたという事例
があった。

事務負担が軽減されるとともに、スムーズに工事着手でき、計画
に沿った工期で進めることができる。

児童福祉法、保育所等
整備交付金交付要綱、
認定こども園施設整備
交付金交付要綱

内閣府、文部科
学省、厚生労働
省

茨木市 旭川市、秋田
県、福島県、い
わき市、須賀川
市、新潟県、愛
知県、豊橋市、
豊田市、知多
市、大阪府、高
槻市、和泉市、
兵庫県、西宮
市、南あわじ
市、鳥取県、広
島市、徳島市、
愛媛県、高知
県、佐世保市、
大村市、大分
県、鹿児島市、
九州地方知事
会

○施設整備にかかる事務手続きや補助金の算定方法が、保育所相当部分と幼稚園相当部分でそれぞれ分かれていることにより、補助
金計算や申請などの事務が煩雑になっている。
○協議書の提出は厚労省と文科省に分けて提出するが、様式は同じものである。そのため、一方の省から修正依頼があると、修正後の
様式をもう片方の省にも送付する必要があり事務が繁雑になる。窓口を一本化することにより事務の効率化が期待される。
○当初申請・変更申請において、窓口が分かれていることによる手間、それぞれ申請額を計上するための按分作業の煩雑さ、内示時期
のずれによる工事発注の遅れ等無駄が多いため、申請窓口の一元化に賛同する。
○左記団体と同様に窓口の一本化による事務の簡素化をお願いしたい。所管省庁が異なるためにそれぞれにほぼ同じ書類を提出するこ
とになるが、２か所に書類を出さなければいけないことと、添付する書類についても量が嵩むため、一本化での事務軽減化をお願いした
い。
○施設の整備については、保育所相当部分と幼稚園相当部分に分けて、それぞれ厚労省と文科省に申請する必要があり、また、協議の
スケジュールが違うため事業者と自治体の双方に相当の事務負担が生じている。また、平成30年度において幼稚園部分の申請時期が２
回しかなかったため、１事業所は保育所部分の補助金だけで工事を行った。
○認定こども園の新増改築に対する補助金の申請手続きについて、一つの施設整備であるにも関わらず、複雑な按分式で教育部分と保
育部分を算出し、かつ申請先が異なり、書類も１つの整備に２種類の申請書や実績報告書を作成する必要があるため、事業者、市町村、
県にとって事務負担が大きい。
○認定こども園の新増改築に対する補助金の申請手続きについて、一つの施設整備であるにも関わらず、教育部分と保育部分で申請先
が異なり、書類も１つの整備に２種類の申請書や実績報告書を作成する必要があるため、事務負担が大きい。また、内示後の工事着手と
なっているが、内示時期が異なることがあり、工期に影響が出ることがある。（平成29年度10月協議分の内示　文科省平成30年２月２日、
厚労省平成29年12月８日）また、実際に平成29年度10月協議分では、内示時期に２ヶ月ほどのズレがあったことから、当初予定していた
年度内に工事完了が難しく、工事を次年度に遅らせたという事例があった。
○近年、一定の改善がなされているものの、提案団体の主張のとおり、依然として事務が繁雑であるとともに、平成29年度の当市におけ
る認定こども園創設事業において、認定こども園施設整備交付金のみが一方的に予定額の90％に圧縮されるなど、厚生労働省と文部科
学省で統一的な対応がなされておらず、財政的にも不安感・不信感が生じている。また、疑義が生じた事案について都道府県を通じて質
問をしても結局は国の担当者まで通すことになっており、回答に時間がかかることも事務負担の増になっている。都道府県で早期に回答
できる仕組みを構築することも必要と考える。
○幼保連携型認定こども園の施設整備について、厚労省と文科省に所管が分かれていることにより、協議、申請等の手続きはもとより、
問合せ、確認等も両省に行わなければならない。書類作成も両省分で膨大なものとなり、事業費・補助金額の計算における両省分の案分
等も必要で、過大な事務負担となっている。また、厚労省分は直接補助（概算払い）、文科省分は間接補助（精算払い）と補助金交付の手
順も異なっており、予算・決算においても無用な混乱を生んでいる。さらに、両省の内示日に差異があり、片方が遅れたため事業着手が出
来ず、急きょ２か年事業に変更せざるを得なかったという事例も発生している。事業者への損害回避及び自治体の過度な事務負担解消
のため、一刻も早い所管の一元化を強く求める。
○幼稚園部分（文部科学省）と保育所部分（厚生労働省）で、加算、補助率、かさ上げの有無、対象メニュー等、異なる部分があるため、
対象事業費や交付申請額を算出する際の計算や事業者・市町村の作業などが煩雑となっている。内閣府への窓口の一本化にあわせ、
幼稚園・保育所・認定こども園の全てで項目を揃えて、面積や利用者按分で簡易に算出できるような改善が必要である。
○制度の所管省庁が複数に跨がっていることにより、類型により認可・認定基準や、法的立て付けが異なっていることにより、事業者及び
行政ともに事務作業が繁雑化している。また、特に幼稚園型認定こども園について、認可形態としては幼稚園となり、施設監査の法的な
位置付けが非常に不明確となっており、他の類型の認定こども園と比較して監査権限に基づく自治体の関与が不十分と思える状況が発
生している。施設整備補助金についても、一の施設整備において複数省庁からの交付を受ける必要があり、幼稚園部分と保育所部分で
事業費の按分等を行わなければならず、事務負担が増大しているとともに、交付額の算定誤り等が生じる原因となっている。
○同様の支障及び市民サービスに直結しない非生産的な事務が発生していることから、早急な改善を求める。
○同一施設の整備であるにも関わらず、厚生労働省と文部科学省の担当者で見解が相違することがあり、その調整に手間がかかる。平
成30年度実施事業で、協議申請した工事がどの整備区分に該当するかについて、当初、両省の担当者で見解が異なったことから、両省
との調整に時間を要し、協議を１回遅らせた事例がある。その事業については、協議が遅れたことから工事の着工が後ろ倒しとなり、結果
として認定こども園への移行を１年間遅らせることとなった。
○厚生労働省と文科省に分けて申請するために認定こども園整備費の事業費を面積按分しているが、竣工時の建築確認検査等におい
て当初の建築面積が変更になる場合があり、面積按分にも影響が出るケースがある。事業費及び補助額にも影響があるため、変更申請
の処理等が必要になり、補助を受ける認定こども園の設置者及び市において事務処理が煩雑になっている。また、厚労省と文科省それ
ぞれで、内示時期や補助対象外の考え方も異なるため、市及び事業者にとっても煩雑な事務処理が発生している。
○当市においても幼保連携型認定こども園の整備を行う際、一つの建物に対し、厚生労働省と文部科学省の双方に補助協議等を行う必
要があり、それぞれの補助額を算出するにあたり、対象経費を保育所相当分と教育相当分に按分する必要がある等、事務が煩雑化して
いる。補助財源が一本化されれば窓口も一本化され、対象経費を按分する必要もなく、事務の効率化が図られる。
○当市においても、平成29・30年度に幼稚園を認定こども園に整備する事業を実施したが、提案市と同様、交付金申請時等において、２
か所への協議の手間や煩雑な按分作業等を経験し、事業者と自治体の双方に相当の事務負担が生じた。
○茨木市と同様に１つの整備に２種類の申請が必要となり、事務負担が増えている。
○①については、当県でも申請事務が繁雑であること、照会する内容によって窓口が異なっていることで統一的な見解を求められないこと
など支障をきたしている。②については文科省の内示時期が遅いことや圧縮交付される可能性があることから計画的な施設整備に支障
をきたしている。
○当市においても煩雑な事務に苦慮しており、事務負担軽減のために手続きの簡素化の必要性を感じている。
○一施設の整備内容であるにもかかわらず、厚生労働省部分と文部科学省部分に分かれていることで、別々に申請を行う必要が生じて
おり、また、按分計算については交付金の重複請求を招く懸念もあるなど、事業者、都道府県、市町村において事務処理が煩瑣となって
いる。
○厚生労働省と文部科学省それぞれの補助制度があるため事務執行が負担となっている。
○当県においても、１施設の整備に２箇所の協議・申請が必要となり、事業者及び自治体とも煩雑は事務処理が発生している。
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文部科学省（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案）

区分 分野 団体名 支障事例

回答欄（各府省）
所管部署・

担当者連絡先

提案区分
その他

(特記事項)
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例
制度改正による効果

（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効率化等）
根拠法令等

制度の所管
・関係府省

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞
管理
番号

団体名

140 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

医療・福祉 幼保連携型認
定こども園の整
備に係る交付金
の一元化等

①幼保連携型認定こども園の施
設整備に関する所管や制度、財
源の内閣府への一元化
②間接補助となっている文科省
分の補助金について、保育の実
施主体となる市町村への直接補
助への変更

一つの施設を整備するに当たって、厚生労働省と文部科学省それぞれに事
前協議や交付申請を行う必要があり、別々に修正等の指示があるため、厚生
労働省からの指示により、文部科学省へ提出している協議書も修正となる場
合が生じるなど事務が煩雑となっている。
また、文部科学省の予算が不足し、平成29年度には5市町5施設で事業費
280,679千円、協議額101,935千円を文部科学省に協議したが、内示率90％
で91,739千円に内示額を圧縮された一方、厚生労働省の交付金は協議した
満額で内示がなされた。平成28年度には厚生労働省からは内示されたが、文
部科学省に内示を保留され事業に着手できない事案があるなど、交付金制
度が２つに分かれていることによる財源の不安定さ等が施設整備を進める課
題となっている。加えて、厚生労働省の交付金は、市町村への直接補助、文
部科学省の交付金は、県を経由した間接補助となっており、一つの施設に対
する円滑な交付金の交付にも課題がある。
【県内共同提案団体からの主な支障事例】
・　幼保連携型認定こども園を創設する場合、保育所機能部分は厚生労働省
所管の「保育所等整備交付金」で、また幼稚園機能部分は文部科学省所管
の「認定こども園施設整備交付金」での申請が必要であり、それぞれ補助対
象経費の算定にあたり、施設の面積や利用定員等により事業費を按分し、２
種類の書類を作成するなどの事務の負担が生じている。認定こども園に係る
施設整備交付金の一元化により、自治体、補助事業者双方において、交付
申請等に係る事務の省力化、効率化が図られる。
・　補助制度が２つになるため、事業着手するのに両方の回答をまってから進
めるため、スケジュール管理が煩雑となっている。
・　一つの施設を整備するために厚生労働省と文部科学省それぞれに事前協
議や交付申請を行う必要がある現状は事務が繁雑となる大きな要因の一つ
である。また、当市においても過去に文部科学省分の予算不足のため、内定
額の圧縮や内定を保留され事業に着手できない期間が生じた事案があった
ため、施設整備に関する所管や制度、財源の一元化は必要である。
(以上のような支障があるため、申請窓口の一元化等の事務手続きの簡素化
を通じて、解消することを求める)

内閣府に施設整備に関する所管や制度、財源を一元化し、市町村
への直接補助とすることにより、県、市町村の事務負担の軽減を
図るとともに、円滑で安定的な財源確保による市町村の待機児童
解消に向けた施設整備計画に大きく寄与するものと考える。

児童福祉法、認定こども
園施設整備交付金交付
要綱、厚生労働省保育
所等整備交付金交付要
綱

内閣府、文部科
学省、厚生労働
省

福島県、福島
市、会津若松
市、郡山市、
いわき市、白
河市、須賀川
市、喜多方
市、二本松
市、南相馬
市、本宮市、
川俣町、鏡石
町、天栄村、
玉川村、平田
村、三春町、
広野町、茨城
県、栃木県、
群馬県、新潟
県、日本創生
のための将来
世代応援知
事同盟

旭川市、秋田
県、須賀川市、
千葉県、須坂
市、豊橋市、豊
田市、三重県、
大阪府、大阪
市、高槻市、茨
木市、兵庫県、
西宮市、南あわ
じ市、広島市、
徳島市、愛媛
県、佐世保市、
大村市、熊本
市、大分県、宮
崎県、九州地方
知事会

○施設整備にかかる事務手続きや補助金の算定方法が、保育所相当部分と幼稚園相当部分でそれぞれ分かれていることにより、補助
金計算や申請などの事務が煩雑になっている。
○協議書の提出は厚労省と文科省に分けて提出するが、様式は同じものである。そのため、一方の省から修正依頼があると、修正後の
様式をもう片方の省にも送付する必要があり事務が繁雑になる。窓口を一本化することにより事務の効率化が期待される。また、間接補
助の文科省分補助金についても、厚労省と同様に直接補助にすることにより、国の内示後の工事契約が可能になるため（現状は県の交
付決定後）、円滑な施設整備が期待できる。
○当市でも同様の支障事例があり、文部科学省の予算不足による内示額が圧縮されたため、国庫補助の不足分を市が肩代わりした経
過がある。また、文部科学省と厚生労働省で内示時期の違いから工期に余裕なく、当初予定通りの開園が危ぶまれた。
○施設の整備については、保育所相当部分と幼稚園相当部分に分けて、それぞれ厚労省と文科省に申請する必要があり、また、協議の
スケジュールが違うため事業者と自治体の双方に相当の事務負担が生じている。また、平成30年度において幼稚園部分の申請時期が２
回しかなかったため、１事業所は保育所部分の補助金だけで工事を行った。
○認定こども園の新増改築に対する補助金の申請手続きについて、一つの施設整備であるにも関わらず、複雑な按分式で教育部分と保
育部分を算出し、かつ申請先が異なり、書類も１つの整備に２種類の申請書や実績報告書を作成する必要があるため、事業者、市町村、
県にとって事務負担が大きい。文部科学省の予算が不足し、平成29年度には２施設で内示率90％に内示額を圧縮された一方、厚生労働
省の交付金は協議した満額で内示がなされた。厚生労働省の交付金は、市町村への直接補助、文部科学省の交付金は、県を経由した
間接補助となっており、一つの施設に対する円滑な交付金の交付にも課題がある。
○当市で現在予定している同補助金を活用した施設整備においても、それぞれの省で補助金の要綱要領の内容が若干異なること等、制
度が複雑化することによる事務負担の増加が課題となっている。
○一つの施設を整備するに当たって、厚生労働省と文部科学省それぞれに事前協議や交付申請を行う必要があり、別々に修正等の指
示があるため、厚生労働省からの指示により、文部科学省へ提出している協議書も修正となる場合が生じるなど事務が煩雑となってい
る。また、文部科学省の予算が不足し、平成29年度には５市町５施設で事業費280,679千円、協議額101,935千円を文部科学省に協議し
たが、内示率90％で91,739千円に内示額を圧縮された一方、厚生労働省の交付金は協議した満額で内示がなされた。平成28年度には
厚生労働省からは内示されたが、文部科学省に内示を保留され事業に着手できない事案があるなど、交付金制度が２つに分かれている
ことによる財源の不安定さ等が施設整備を進める課題となっている。加えて、厚生労働省の交付金は、市町村への直接補助、文部科学
省の交付金は、県を経由した間接補助となっており、一つの施設に対する円滑な交付金の交付にも課題がある。
○幼保連携型認定こども園を創設する場合、保育所機能部分は厚生労働省所管の「保育所等整備交付金」で、また幼稚園機能部分は文
部科学省所管の「認定こども園施設整備交付金」での申請が必要であり、それぞれ補助対象経費の算定にあたり、施設の面積や利用定
員等により事業費を按分し、２種類の書類を作成するなどの事務の負担が生じている。認定こども園に係る施設整備交付金の一元化に
より、自治体、補助事業者双方において、交付申請等に係る事務の省力化、効率化が図られる。
○補助制度が２つになるため、事業着手するのに両方の回答をまってから進めるため、スケジュール管理が煩雑となっている。
○一つの施設を整備するために厚生労働省と文部科学省それぞれに事前協議や交付申請を行う必要がある現状は事務が繁雑となる大
きな要因の一つである。また、当市においても過去に文部科学省分の予算不足のため、内定額の圧縮や内定を保留され事業に着手でき
ない期間が生じた事案があったため、施設整備に関する所管や制度、財源の一元化は必要である。
○平成29年度に当市でも「認定こども園施設整備交付金」の協議額から90%圧縮されての内示となったことで、圧縮分を市で補填せざるを
えず、市の支出が増加した。市内の保育ニーズへの対応や保育環境等を改善するために整備を実施しているにも関わらず、このようなこ
とが起きてしまうと、整備事業を進める上での大きな障害となる。
○幼保連携型認定こども園の施設整備について、厚労省と文科省に所管が分かれていることにより、協議、申請等の手続きはもとより、
問合せ、確認等も両省に行わなければならない。書類作成も両省分で膨大なものとなり、事業費・補助金額の計算における両省分の按分
等も必要で、過大な事務負担となっている。また、厚労省分は直接補助（概算払い）、文科省分は間接補助（精算払い）と補助金交付の手
順も異なっており、予算・決算においても無用な混乱を生んでいる。さらに、両省の内示日に差異があり、片方が遅れたため事業着手が出
来ず、急きょ２か年事業に変更せざるを得なかったという事例も発生している。事業者への損害回避及び自治体の過度な事務負担解消
のため、一刻も早い所管の一元化を強く求める。
○幼稚園部分（文部科学省）と保育所部分（厚生労働省）で、加算、補助率、かさ上げの有無、対象メニュー等、異なる部分があるため、
対象事業費や交付申請額を算出する際の計算や事業者・市町村の作業などが煩雑となっている。加えて、文部科学省の予算について
は、本省繰越予算が当てられることがあるため、本来であれば通常の繰越の作業で済むところが、事故繰越の扱いとなり、繰越理由を整
理する煩雑さも、自治体・事業者に発生する。内閣府への窓口の一本化にあわせ、幼稚園・保育所・認定こども園の全てで項目を揃えて、
面積や利用者按分で簡易に算出できるような改善が必要である。また、財源の一元化による安定的な財源確保が期待される。
○制度の所管省庁が複数に跨がっていることにより、類型により認可・認定基準や、法的立て付けが異なっていることにより、事業者及び
行政ともに事務作業が繁雑化している。また、特に幼稚園型認定こども園について、認可形態としては幼稚園となり、施設監査の法的な
位置付けが非常に不明確となっており、他の類型の認定こども園と比較して監査権限に基づく自治体の関与が不十分と思える状況が発
生している。施設整備補助金についても、一の施設整備において複数省庁からの交付を受ける必要があり、幼稚園部分と保育所部分で
事業費の按分等を行わなければならず、事務負担が増大しているとともに、交付額の算定誤り等が生じる原因となっている。
○当市においても、H29・30年度に幼稚園を認定こども園に整備する事業を実施したが、提案市と同様、交付金申請時等において、２か所
への協議の手間や煩雑な按分作業等を経験し、事業者と自治体の双方に相当の事務負担が生じた。また、当市も同様に、文科省分の内
示額が圧縮され、対応に苦慮した経験がある。
○当県においても、認定こども園の施設整備については、申請にあたって共用部分を按分して積算するなどの非効率な事務作業が生じ、
自治体、事業者ともに煩雑な手続きが必要となっています。特に、一方の財源が圧縮された場合、施設整備の推進に支障をきたすことが
あります。
○平成30年度において、両交付金を活用して整備した施設のうち約半数が認定こども園であるところ、同一の内容を厚生労働省と文部科
学省に協議・申請している施設は当県でも多数ある。さらに、内示（内定）後の交付申請や支払請求の時期が同一でないことも、自治体等
の事務が繁雑にしている。
○認定こども園の新増改築に対する補助金の申請手続きについて、一つの施設整備であるにも関わらず、教育部分と保育部分で申請先
が異なり、書類も１つの整備に２種類の申請書や実績報告書を作成する必要があるため、事務負担が大きい。また、内示後の工事着手と
なっているが、内示時期が異なることがあり、工期に影響が出ることがある。（平成29年度10月協議分の内示　文科省平成30年２月２日、
厚労省平成29年12月８日）また、実際に平成29年度10月協議分では、内示時期に２ヶ月ほどのズレがあったことから、当初予定していた
年度内に工事完了が難しく、工事を次年度に遅らせたという事例があった。
○幼保連携型認定こども園の整備のみならず、幼稚園型認定こども園及び保育所型認定こども園の整備についても、保育所（保育機能
部分）は厚生労働省所管の保育所等整備交付金、幼稚園（幼稚園機能部分）は文部科学省所管の認定こども園施設整備交付金を使用
しているところである。このため、一つの認定こども園を整備するに当たっては、厚生労働省と文部科学省それぞれに事前協議や交付申
請を行う必要があり、別々に修正等の指示があるため、厚生労働省からの指示により、文部科学省へ提出している協議書も修正となる場
合が生じるなど事務が煩雑となっている。全類型の認定こども園の整備は、現状において、二種類の補助金を使用しており、上記のとおり
事務が煩雑である。そこで、補助を一本にまとめるため、次の制度改正が必要であると考える。
①認定こども園の施設整備に関する所管や制度、財源の内閣府への一元化及び②間接補助となっている文科省分の補助金について、
保育の実施主体となる市町村への直接補助への変更
○申請後の交付決定にあたり、各省の予算確保の状況等により大幅な時期のずれが生じ、一方の交付金が交付決定なされているのに
他方が未決定という状況で、なかなか事業に着手できず、工事の完了が遅れ、結果的に開園が年度始まりに間に合わなかった事例が
あった。（待機児童解消の施策に影響が生じた）
○当県においても、１施設の整備に２箇所の協議・申請が必要となり、事業者及び自治体とも煩雑は事務処理が発生している。
○幼保連携型認定こども園の施設整備において、共有部分である倉庫の按分について、煩雑な事務処理が発生している。また、時期や
時間帯によって使う認定区分が違うため、妥当な判断が難しい。
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文部科学省（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案）
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202 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

教育・文化 部活動指導員
の活用事例の
周知

自治体は国のガイドラインに基
づき導入を検討しているが、国、
県の補助制度を活用した人材の
確保が困難となっている。
部活動指導員の導入事例を周
知していただきたい。

国、県の補助制度を活用し部活動指導員を配置したいが、補助要件を満たす
人材が見つからず配置が困難である。
スポーツの指導をしている人材は存在するが、部活動指導員として位置付け
ることが難しい。

他の自治体で実際に部活動指導員として活動している方の年齢、
活動の時間帯等を周知していただくことで、人材の確保や導入方
法の参考とすることができる。
結果として、教員の負担の軽減や部活動の充実につながる。

学校教育法施行規則 文部科学省 竹田市 宮城県、相模原
市、串本町、高
松市、宇和島
市、熊本県、熊
本市

○当町においても、現在一名配置しているが、人材確保が困難な状況である。
○当市では、部活動指導員を平成30年度は２名、令和元年度は４名任用し、それぞれの中学校で活動している。教員の働き方改革や部
活動の質的向上を考えると、今後はさらに増員したい考えがある。しかし、人材確保が課題となっている現状である。
○外部指導者を対象に候補者を選定していたが、補助要件にそぐわず折り合いがつかなかった。
外部指導者を部活動指導員に位置付けることが難しい。
○部活動指導員は、顧問として単独での部活動指導ができる立場にあるため、指導するスポーツや文化活動等に係る専門的な知識・技
能のみならず、学校教育に関する十分な理解が必要である。そのため、当市においても、人材の確保が課題となっており、配置計画上の
人数を満たしていない状況にある。
○当市においては、部活動における技術指導を補助する有償ボランティアを希望校に派遣しており、教員免許保有者のほか、一定期間
以上当該ボランティアの経験がある者から任用をしている。しかし、正社員の傍ら有償ボランティアとして活動している方が多く、部活動指
導員を職とするには勤務時間や収入がライフスタイルに合わないため、応募者が少ないことが課題となっている。どのような団体や協会
にアプローチをすると、経験があり、かつライフスタイルの一致する人材が居るのか、事例を周知いただきたい。
○当市においては、国・県の補助を受け、10名の指導員を配置している。当市の配置基準の一つに「これまでに外部指導者の立場で、学
校の部活動を熱心に指導した実績があること」としているため、当市においても、学校からの推薦がなければ、指導員を見付けることは困
難である。学校から得られる情報だけでなく、他の自治体の導入事例も参照できれば、人材確保の一助になるものと考えられる。

161 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

医療・福祉 認定こども園施
設整備における
交付金等の運
用改善

認定こども園施設整備にあたり、
厚生労働省部分と文部科学省部
分の一本化を図る等の運用の改
善

認定こども園の整備に係る交付金について、厚生労働省部分と文部科学省
部分に分かれていることで、一施設の整備内容であるにもかかわらず、事業
者にとっては複雑な按分式で厚労省部分と文科省部分を算出し、また申請に
あたっても、市町村の行政機関が教育部分と保育部分が分かれている中、
別々に申請を行うことで事務処理に時間を要することとなり、事業者に煩雑さ
を強いることとなっている。（当該事情は市町村や都道府県の事務処理にお
いても当てはまる。）また申請後の交付決定にあたっても各省の予算確保の
状況等により大幅な時期のずれが生じることがあるため、一方の交付金が交
付決定なされているのに他方が未決定という状況となり、過去にはなかなか
事業に着手できず、工事の完了が遅れ、結果的に開園が年度始まりに間に
合わなかった事例もあった。このように、事業者にとっては過剰な事務や事業
開始に向けての不安定な状況を強いており、このことが事業の展開に支障を
生じさせ、ひいては待機児童解消の施策に影響が生じている。
（申請窓口の一元化等事務手続きの簡素化を求めるもの）

補助申請の一元化により、事業者の円滑な申請や交付決定によ
る計画立案が可能なため、スムーズな認定こども園の整備が可能
となり、ひいては待機児童の解消につながる。

児童福祉法、認定こども
園施設整備交付金交付
要綱、保育所等整備交
付金交付要綱

内閣府、文部科
学省、厚生労働
省

大阪府、滋賀
県、京都府、
京都市、大阪
市、堺市、兵
庫県、神戸
市、和歌山
県、鳥取県、
徳島県、関西
広域連合

旭川市、秋田
県、福島県、い
わき市、須賀川
市、新潟県、愛
知県、豊橋市、
豊田市、三重
県、池田市、吹
田市、高槻市、
富田林市、和泉
市、西宮市、南
あわじ市、広島
市、徳島市、愛
媛県、高知県、
佐世保市、大村
市、熊本市、大
分県、宮崎県、
九州地方知事
会

○施設整備にかかる事務手続きや補助金の算定方法が、保育所相当部分と幼稚園相当部分でそれぞれ分かれていることにより、補助
金計算や申請などの事務が煩雑になっている。
○協議書の提出は厚労省と文科省に分けて提出するが、様式は同じものである。そのため、一方の省から修正依頼があると、修正後の
様式をもう片方の省にも送付する必要があり事務が繁雑になる。窓口を一本化することにより事務の効率化が期待される。また、間接補
助の文科省分補助金についても、厚労省と同様に直接補助にすることにより、国の内示後の工事契約が可能になるため（現状は県の交
付決定後）、円滑な施設整備が期待できる。
○施設の整備については、保育所相当部分と幼稚園相当部分に分けて、それぞれ厚労省と文科省に申請する必要があり、また、協議の
スケジュールが違うため事業者と自治体の双方に相当の事務負担が生じている。また、平成30年度において幼稚園部分の申請時期が２
回しかなかったため、１事業所は保育所部分の補助金だけで工事を行った。
○認定こども園の新増改築に対する補助金の申請手続きについて、一つの施設整備であるにも関わらず、複雑な按分式で教育部分と保
育部分を算出し、かつ申請先が異なり、書類も１つの整備に２種類の申請書や実績報告書を作成する必要があるため、事業者、市町村、
県にとって事務負担が大きい。
○当市で現在予定している同補助金を活用した施設整備においても、それぞれの省で補助金の要綱要領の内容が若干異なること等、制
度が複雑化することによる事務負担の増加が課題となっている。
○認定こども園の整備に係る交付金について、厚生労働省部分と文部科学省部分に分かれていることで、一施設の整備内容であるにも
かかわらず、事業者にとっては複雑な按分式で厚労省部分と文科省部分を算出し、また申請にあたっても、市町村の行政機関が教育部
分と保育部分が分かれている中、別々に申請を行うことで事務処理に時間を要することとなり、事業者に煩雑さを強いることとなっている。
（当該事情は市町村や都道府県の事務処理においても当てはまる。）また申請後の交付決定にあたっても各省の予算確保の状況等によ
り大幅な時期のずれが生じることがあるため、一方の交付金が交付決定なされているのに他方が未決定という状況となり、過去にはなか
なか事業に着手できず、工事の完了が遅れ、結果的に開園が年度始まりに間に合わなかった事例もあった。このように、事業者にとって
は過剰な事務や事業開始に向けての不安定な状況を強いており、このことが事業の展開に支障を生じさせ、ひいては待機児童解消の施
策に影響が生じている。
○近年、一定の改善がなされているものの、提案団体の主張のとおり、依然として事務が繁雑であるとともに、平成29年度の当市におけ
る認定こども園創設事業において、認定こども園施設整備交付金のみが一方的に予定額の90％に圧縮されるなど、厚生労働省と文部科
学省で統一的な対応がなされておらず、財政的にも不安感・不信感が生じている。また、疑義が生じた事案について都道府県を通じて質
問をしても結局は国の担当者まで通すことになっており、回答に時間がかかることも事務負担の増になっている。都道府県で早期に回答
できる仕組みを構築することも必要と考える。
○幼保連携型認定こども園の施設整備について、厚労省と文科省に所管が分かれていることにより、協議、申請等の手続きはもとより、
問合せ、確認等も両省に行わなければならない。書類作成も両省分で膨大なものとなり、事業費・補助金額の計算における両省分の按分
等も必要で、過大な事務負担となっている。また、厚労省分は直接補助（概算払い）、文科省分は間接補助（精算払い）と補助金交付の手
順も異なっており、予算・決算においても無用な混乱を生んでいる。さらに、両省の内示日に差異があり、片方が遅れたため事業着手が出
来ず、急きょ２か年事業に変更せざるを得なかったという事例も発生している。事業者への損害回避及び自治体の過度な事務負担解消
のため、一刻も早い所管の一元化を強く求める。
○幼稚園部分（文部科学省）と保育所部分（厚生労働省）で、加算、補助率、かさ上げの有無、対象メニュー等、異なる部分があるため、
対象事業費や交付申請額を算出する際の計算や事業者・市町村の作業などが煩雑となっている。内閣府への窓口の一本化にあわせ、
幼稚園・保育所・認定こども園の全てで項目を揃えて、面積や利用者按分で簡易に算出できるような改善が必要である。
○待機児童が出ている中で、事業者が認定こども園を選択するとき、事務作業が煩雑になることも考えられる。また、市の担当課も園との
調整等複雑になり負担が多くなる。
○同様の支障及び市民サービスに直結しない非生産的な事務が発生していることから、早急な改善を求める。
○同一施設の整備であるにも関わらず、厚生労働省と文部科学省の担当者で見解が相違することがあり、その調整に手間がかかる。平
成30年度実施事業で、協議申請した工事がどの整備区分に該当するかについて、当初、両省の担当者で見解が異なったことから、両省
との調整に時間を要し、協議を１回遅らせた事例がある。その事業については、協議が遅れたことから工事の着工が後ろ倒しとなり、結果
として認定こども園への移行を１年間遅らせることとなった。
○認定こども園の整備補助金について、厚生労働省部分と文部科学省部分に分かれていることで、一施設の整備内容であるにもかかわ
らず、事業者にとっては複雑な按分式で厚生労働省部分と文部科学省部分を算出する必要があること。特に、対象外経費の取扱が各省
で異なるため、同一工事の同一の見積りから各省の考え方にそって対象経費/対象外経費を抜きだし各補助金毎に対象経費を算出しな
ければならない。外構工事費などは対象外経費についての取扱が明示されていない中で、このような作業を行う必要があるため、事業者
と市の事務を煩雑にしているまた、認定こども園に移行する前の施設種類が保育所か幼稚園かによって、整備に係る１号認定と２・３号認
定の人数に偏りがある園が多く、補助金額を決定する際にも、一方の補助金は助成基準額で、もう一方の補助金は対象経費で補助金額
が決まることも多い。以上のような枠組みは事業者の理解能力の範疇を超えた複雑なものとなっているため、対事業者とのやりとりについ
ても非常に苦労を強いられている。また申請後の交付決定にあたっても各省からの内示が揃わなければ事業に着手できないが、一方の
交付金が交付決定なされているのに他方が未決定のため年度内の工事着工が不可能となり、２ヵ年事業で実施する予定を単年度で実施
せざるを得なくなり、タイトなスケジュールで工事せざるをえないなどの支障が生じている。
○厚生労働省と文科省に分けて申請するために認定こども園整備費の事業費を面積按分しているが、竣工時の建築確認検査等におい
て当初の建築面積が変更になる場合があり、面積按分にも影響が出るケースがある。事業費及び補助額にも影響があるため、変更申請
の処理等が必要になり、補助を受ける認定こども園の設置者及び市において事務処理が煩雑になっている。また、厚労省と文科省それ
ぞれで、内示時期や補助対象外の考え方も異なるため、市及び事業者にとっても煩雑な事務処理が発生している。
○当市においても、H29・30年度に幼稚園を認定こども園に整備する事業を実施したが、提案市と同様、交付金申請時等において、２か所
への協議の手間や煩雑な按分作業等を経験し、事業者と自治体の双方に相当の事務負担が生じた。また、当市も同様に、文科省分の内
示額が圧縮され、対応に苦慮した経験がある。
○当県でも申請事務が繁雑であること、照会する内容によって窓口が異なっていることで統一的な見解を求められないことなど支障をきた
している。
○平成30年度において、両交付金を活用して整備した施設のうち約半数が認定こども園であるところ、同一の内容を厚生労働省と文部科
学省に協議・申請している施設は当県でも多数ある。さらに、内示（内定）後の交付申請や支払請求の時期が同一でないことも、自治体等
の事務が繁雑にしている。
○左記の具体的な支障事例と同様に、保育部分と教育部分の所管が異なることで、申請主体である市、事業者ともに、複数の申請書類
の作成や複雑な按分計算等による事務処理の煩雑さが生じている。また、過去には、保育部分と教育部分の内示に約３か月ほどの差が
生じ、工期が危ぶまれる事例も生じたところ。認定こども園という単一の施設であることからも、補助金及び申請窓口の一本化が必要と考
える。
○一施設の整備内容であるにもかかわらず、厚生労働省部分と文部科学省部分に分かれていることで、別々に申請を行う必要が生じて
おり、また、按分計算については交付金の重複請求を招く懸念もあるなど、事業者、都道府県、市町村において事務処理が煩瑣となって
いる。
○厚生労働省と文部科学省それぞれの補助制度があるため事務執行が負担となっている。
○当県においても、１施設の整備に２箇所の協議・申請が必要となり、事業者及び自治体とも煩雑は事務処理が発生している。
○幼保連携型認定こども園の施設整備において、共有部分である倉庫の按分について、煩雑な事務処理が発生している。また、時期や
時間帯によって使う認定区分が違うため、妥当な判断が難しい。
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225 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

医療・福祉 認定こども園に
係る耐震化調査
の実施一元化

厚生労働省と文部科学省がそれ
ぞれ行う認定こども園等に係る
耐震化調査における調査依頼時
期・調査時点・調査内容（様式）
の統一。

【現状】
毎年、厚生労働省と文部科学省から認定こども園の耐震化に係る調査依頼
があるが、調査依頼時期、調査時点、調査内容（様式）がそれぞれ異なるた
め、県内市町村及び施設の負担になっている。

【具体的な支障事例】
調査のとりまとめを行う県は、市町村及び施設の負担軽減のため、様式を一
体化して照会しているものの、調査時点については、施設種別が4月1日付で
変わる（保育所から幼保連携型認定こども園に変わる場合など）こともあり、
厚生労働省と文部科学省の調査時点（それぞれ3月31日と4月1日時点）が異
なることで、回答する施設側の作業が煩雑になる例もある。
また、趣旨は同一と思われる調査であるが、調査内容が微妙に異なるため、
それぞれの調査別に回答しなくてはならず、事務が煩雑となっている。

各市町村及び各施設の事務負担の軽減に繋がる。 社会福祉施設等の耐震
化に関するフォローアッ
プ調査について（平成31
年３月12日付け事務連
絡）、私立高等学校等の
実態調査について（平成
30年５月31日付文科高
第191号）

文部科学省、厚
生労働省

九州地方知
事会

九州地方知事会共同提
案
（事務局：大分県）

札幌市、仙台
市、秋田県、福
島県、いわき
市、須賀川市、
豊田市、大阪
市、兵庫県、南
あわじ市、広島
市、愛媛県、高
知県、佐世保
市、諫早市、大
村市、熊本市

○調査の趣旨がほぼ同一のものであるにもかかわらず、調査項目等が若干異なるため、回答にかかる作業が煩雑になっている。
○毎年、厚生労働省と文部科学省から認定こども園の耐震化に係る調査依頼があるが、調査依頼時期、調査時点、調査内容（様式）が
それぞれ異なるため、県内市町村及び施設の負担になっている。
○両調査の対象施設として幼保連携型認定こども園が重複しており、当市における事務及び施設側の負担軽減の観点から、一元化が望
ましい。
○似通った調査内容（耐震化とブロック塀の安全対策の状況調査等）であるにも関わらず調査基準日、調査対象棟、調査票様式が異なる
ため、国からの調査依頼が同時期であれば（文部科学省と厚生労働省の一方から調査依頼があれば、もう一方から調査依頼が来るかも
しれないと数日様子を見る）、県で調査項目をまとめて市町村や事業者の負担を少なくするための調整を行う等、県の事務が繁雑となって
いる。文部科学省と厚生労働省の調査時期が異なる場合は、それぞれで調査の依頼を行うため、市町村や事業者の負担が大きくなるた
め、調査時期や内容を統一するか、窓口の一本化を要望する。例えばブロック塀の安全対策の調査は、当初はほぼ同じ内容であったが、
その後のフォローアップ調査の内容が異なるなど煩雑であった。
○類似内容の調査が複数省庁から照会されることにより、事業者、行政ともに事務負担の増大が生じている。
○同様の支障及び市民サービスに直結しない非生産的な事務が発生している。また、本件については、行政側のみの都合により、全て
のこども園運営事業者に対し負担かけていることから、早急な改善を求める。
○当市でも同様に事務の煩雑さを感じているところ。同様の趣旨の調査であるため、調査の一本化と両省間の情報共有を求める。
○趣旨は同一と思われる調査であるが、調査内容が微妙に異なることや、厚生労働省と文部科学省の調査時点（それぞれ３月31日と４
月１日時点）が異なることで、それぞれの調査別に回答する必要が生じ、回答する市町村や施設側の事務負担が大きい。事務負担軽減
のためにも一本化を検討して欲しい。
○厚生労働省と文部科学省それぞれから調査が依頼され負担となっている
○認定こども園の耐震化調査について、厚労省と文科省から同一の調査があり、施設への紹介回答等事務負担が生じている。また、調
査の内容や時期が微妙に異なるため、同じような調査を２回行う必要があり、煩雑な事務処理が発生している。

226 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

その他 認定こども園施
設整備交付金
等の申請に係る
手続きの簡素化

認定こども園の整備に係る交付
金の窓口を一本化する等、手続
きの簡素化を図ること。

・認定こども園に係る交付金は、一つの施設に対し、幼稚園機能部分は文科
省、保育所機能部分は厚労省から支給される仕組みとなっており、交付申請
等の際も同じような申請を文科省、厚労省にそれぞれに提出する必要があ
る。
そのため、事業者、市町村、県は同一の資料を用意し、別々の窓口に提出し
なければならないなど、過度な事務負担を強いられている。
・文科省分の交付金については要綱に基づく間接補助、厚労省分の交付金
については法律に基づく直接補助となっており、両省で交付金の流れが違う
ことで、市町村が交付申請を都道府県と国に対してそれぞれ作成せねばなら
ないなど分かりにくい制度となっている。
・両省の内示の時期にもずれが生じており、内示後でないと工事への着工が
許されていないことから、工期の適正な管理に支障をきたしている。（平成30
年６月分内示　文科省：６月27日、厚労省：６月８日）

交付金に係る窓口を一本化する等により、手続きの簡素化が図ら
れ、事業者、市町村、県の事務の効率化が期待されるとともに、事
業者における施設整備工事の円滑な実施に資する。

児童福祉法56条の４の
３、保育所等整備交付金
交付要綱、認定こども園
施設整備交付金交付要
綱、保育所等の整備、防
音壁整備及び防犯対策
の強化に係る整備計画
協議要綱、認定こども園
施設整備交付金に係る
整備計画協議要綱

内閣府、文部科
学省、厚生労働
省

九州地方知
事会

九州地方知事会共同提
案
（事務局：大分県）

秋田県、福島
県、須賀川市、
新潟県、愛知
県、豊橋市、豊
田市、大阪府、
大阪市、兵庫
県、西宮市、南
あわじ市、鳥取
県、島根県、広
島市、徳島市、
愛媛県、高知
県、大村市、熊
本市、鹿児島市

○協議書の提出は厚労省と文科省に分けて提出するが、様式は同じものである。そのため、一方の省から修正依頼があると、修正後の
様式をもう片方の省にも送付する必要があり事務が繁雑になる。窓口を一本化することにより事務の効率化が期待される。また、間接補
助の文科省分補助金についても、厚労省と同様に直接補助にすることにより、国の内示後の工事契約が可能になるため（現状は県の交
付決定後）、円滑な施設整備が期待できる。
○施設の整備については、保育所相当部分と幼稚園相当部分に分けて、それぞれ厚労省と文科省に申請する必要があり、また、協議の
スケジュールが違うため事業者と自治体の双方に相当の事務負担が生じている。また、平成30年度において幼稚園部分の申請時期が２
回しかなかったため、１事業所は保育所部分の補助金だけで工事を行った。
○認定こども園の新増改築に対する補助金の申請手続きについて、一つの施設整備であるにも関わらず、複雑な按分式で教育部分と保
育部分を算出し、かつ申請先が異なり、書類も１つの整備に２種類の申請書や実績報告書を作成する必要があるため、事業者、市町村、
県にとって事務負担が大きい。・文科省分の交付金については要綱に基づく間接補助、厚労省分の交付金については法律に基づく直接
補助となっており、両省で交付金の流れが違うことで、市町村が交付申請を都道府県と国に対してそれぞれ作成せねばならないなど分か
りにくい制度となっている。
○当市で現在予定している同補助金を活用した施設整備においても、それぞれの省で補助金の要綱要領の内容が若干異なること等、制
度が複雑化することによる事務負担の増加が課題となっている。
○認定こども園に係る交付金は、一つの施設に対し、幼稚園機能部分は文科省、保育所機能部分は厚労省から支給される仕組みとなっ
ており、交付申請等の際も同じような申請を文科省、厚労省にそれぞれに提出する必要がある。そのため、事業者、市町村、県は同一の
資料を用意し、別々の窓口に提出しなければならないなど、過度な事務負担を強いられている。文科省分の交付金については要綱に基
づく間接補助、厚労省分の交付金については法律に基づく直接補助となっており、両省で交付金の流れが違うことで、市町村が交付申請
を都道府県と国に対してそれぞれ作成せねばならないなど分かりにくい制度となっている。両省の内示の時期にもずれが生じており、内
示後でないと工事への着工が許されていないことから、工期の適正な管理に支障をきたしている。（平成30年６月分内示　文科省：６月27
日、厚労省：６月８日）
○幼保連携型認定こども園の施設整備について、厚労省と文科省に所管が分かれていることにより、協議、申請等の手続きはもとより、
問合せ、確認等も両省に行わなければならない。書類作成も両省分で膨大なものとなり、事業費・補助金額の計算における両省分の按分
等も必要で、過大な事務負担となっている。また、厚労省分は直接補助（概算払い）、文科省分は間接補助（精算払い）と補助金交付の手
順も異なっており、予算・決算においても無用な混乱を生んでいる。さらに、両省の内示日に差異があり、片方が遅れたため事業着手が出
来ず、急きょ２か年事業に変更せざるを得なかったという事例も発生している。事業者への損害回避及び自治体の過度な事務負担解消
のため、一刻も早い所管の一元化を強く求める。
○幼稚園部分（文部科学省）と保育所部分（厚生労働省）で、加算、補助率、かさ上げの有無、対象メニュー等、異なる部分があるため、
対象事業費や交付申請額を算出する際の計算や事業者・市町村の作業などが煩雑となっている。内閣府への窓口の一本化にあわせ、
幼稚園・保育所・認定こども園の全てで項目を揃えて、面積や利用者按分で簡易に算出できるような改善が必要である。
○制度の所管省庁が複数に跨がっていることにより、類型により認可・認定基準や、法的立て付けが異なっていることにより、事業者及び
行政ともに事務作業が繁雑化している。また、特に幼稚園型認定こども園について、認可形態としては幼稚園となり、施設監査の法的な
位置付けが非常に不明確となっており、他の類型の認定こども園と比較して監査権限に基づく自治体の関与が不十分と思える状況が発
生している。施設整備補助金についても、一の施設整備において複数省庁からの交付を受ける必要があり、幼稚園部分と保育所部分で
事業費の按分等を行わなければならず、事務負担が増大しているとともに、交付額の算定誤り等が生じる原因となっている。
○同一施設の整備であるにも関わらず、厚生労働省と文部科学省の担当者で見解が相違することがあり、その調整に手間がかかる。平
成30年度実施事業で、協議申請した工事がどの整備区分に該当するかについて、当初、両省の担当者で見解が異なったことから、両省
との調整に時間を要し、協議を１回遅らせた事例がある。その事業については、協議が遅れたことから工事の着工が後ろ倒しとなり、結果
として認定こども園への移行を１年間遅らせることとなった。
○以下の支障が生じている。
・厚生労働省と文部科学省それぞれに書類を作成する事務手間がかかる。
・定員等による按分の計算方法も分かりにくく、事務処理に係る時間が増え、また煩雑になり書類の不備を生み出す要因となっている。
・文部科学省と厚生労働省で内示日も異なり、工事契約がスムーズに行えない状況
・文部科学省から協議書類について先に確認が行われ、その都度厚生労働省にも差替え書類を送っており、その後厚生労働省が協議書
類の確認を行った際にも差替えがあれば文部科学省にも送ることになり、２倍の事務手間がかかる。
○当市においても幼保連携型認定こども園の整備を行う際、一つの建物に対し、厚生労働省と文部科学省の双方に補助協議等を行う必
要があり、それぞれの補助額を算出するにあたり、対象経費を保育所相当分と教育相当分に按分する必要がある等、事務が煩雑化して
いる。補助財源が一本化されれば窓口も一本化され、対象経費を按分する必要もなく、事務の効率化が図られる。
○当市においても、平成29・30年度に幼稚園を認定こども園に整備する事業を実施したが、提案市と同様、交付金申請時等において、２
か所への協議の手間や煩雑な按分作業等を経験し、事業者と自治体の双方に相当の事務負担が生じた。
○当県でも申請事務が繁雑であること、照会する内容によって窓口が異なっていることで統一的な見解を求められないことなど支障をきた
している。
○一施設の整備内容であるにもかかわらず、厚生労働省部分と文部科学省部分に分かれていることで、別々に申請を行う必要が生じて
おり、また、按分計算については交付金の重複請求を招く懸念もあるなど、事業者、都道府県、市町村において事務処理が煩瑣となって
いる。
○厚生労働省と文部科学省それぞれの補助制度があるため事務執行が負担となっている。
○申請後の交付決定にあたり、各省の予算確保の状況等により大幅な時期のずれが生じ、一方の交付金が交付決定なされているのに
他方が未決定という状況で、なかなか事業に着手できず、工事の完了が遅れ、結果的に開園が年度始まりに間に合わなかった事例も
あった。（待機児童解消の施策に影響が生じた）
○幼保連携型認定こども園の施設整備において、共有部分である倉庫の按分について、煩雑な事務処理が発生している。また、時期や
時間帯によって使う認定区分が違うため、妥当な判断が難しい。



別添１

文部科学省（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案）

区分 分野 団体名 支障事例

回答欄（各府省）
所管部署・

担当者連絡先

提案区分
その他

(特記事項)
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例
制度改正による効果

（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効率化等）
根拠法令等

制度の所管
・関係府省

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞
管理
番号

団体名

230 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

その他 不要財産納付
時の公立大学
法人に係る定款
変更について、
議会の議決及
び各省庁の認
可の廃止

不要財産の納付などを事由とす
る、公立大学法人の定款変更に
ついては、議会の議決及び各省
庁の認可を不要とすること。
（地方独立行政法人法第８条第
２項ただし書の適用範囲の拡大
や省庁の認可を設立団体からの
届出に変更するなど）

【現状】
公立大学法人の定款の変更については、地方独立行政法人法（以下「法」と
いう。）第８条第２項、第80条の規定に基づき、設立団体の議会の議決を経
て、総務大臣及び文部科学大臣の認可を受けなければ、その効力を生じな
い。
　法第８条第２項ただし書により、変更が政令で定める軽微なものであるとき
は、この限りでないとの例外規定が設けられているが、法施行令第２条及び
総務省告示（平成25年総務省告示第395号）で定める軽微な変更は、従たる
事務所の所在地の変更や設立団体である地方公共団体の名称の変更など
であり、適用範囲は限定されている。

【支障事例】
以下のような場合にも、議会の議決及び各省庁の認可を受ける必要があり、
県の事務的な負担が過大となっている。

不要財産の納付について、法第４２条の２第５項の規定に基づき設立団体の
長が認可をしようとするときは、あらかじめ、議会の議決を経なければならな
い。
不要財産の納付後、法第８条第２項に基づき定款別表を変更する際、改めて
議会の議決を経て、総務大臣及び文部科学大臣への認可申請が必要。
上記のとおり、議会の議決が２度必要なため、事務負担が過大となっている。
また、当該事案に係る各省庁への認可申請についても、不要財産の納付に
係る設立団体の長の認可後の申請であることから、事後報告的な意味合い
が強いものと思料される。

都道府県の事務負担の軽減及び事務の効率化が図られる。 地方独立行政法人法第
８条第２項、第42条の２
第１項・第２項・第５項、
第80条
地方独立行政法人法施
行令第２条
総務省告示（平成25年
総務省告示第395号）

総務省、文部科
学省

九州地方知
事会

九州地方知事会共同提
案
（事務局：大分県）

川崎市、富山
県、長野県、名
古屋市

―

279 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

教育・文化 栄養教諭等の
配置基準の民
設共同調理場
への拡大

国が定める栄養教諭及び学校栄
養職員の配置基準に民設民営
の学校給食センター等を加える
よう求める。

義務教育の内容・水準が自治体の財政規模等に関係なく等しく確保されるよ
う、国がその責務を負うべきであり、学校給食に関しても、国は、自治体が全
ての児童生徒に等しい教育環境を提供できる体制を整える必要があると考え
る。
しかしながら、食育等に関して非常に重要な役割を果たす栄養教諭及び学校
栄養職員の配置については、「公立義務教育諸学校の学級編成及び教職員
定数の標準に関する法律」により標準数が定められている中で、その配置基
準の対象は、教育を受ける児童生徒数とは関係なく、給食調理施設が公設で
あるか民設であるかによって分かれており、著しく合理性を欠くものとなってい
る。
こうした中、本市では、現在、民設の給食調理施設を含めて、児童生徒へ給
食を提供できる体制をとっており、配置基準の対象とされていない民設民営
の学校給食センターやデリバリーの受配校に対しては、単独財源により栄養
教諭や嘱託の栄養士を配置し、食育の指導等を行っているが、栄養教諭が
学校給食を活用して食に関する実践的な指導を行うことを定めた学校給食法
の規定や食育の推進、食物アレルギー対応における栄養教諭の必要性を踏
まえれば、早急に改善が必要である。

【栄養教諭・学校栄養職員の配置基準】
①自校調理校：児童生徒数　550人以上の学校に１人
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 550人未満の学校には４校に１人
②公設共同調理場：児童生徒数　1,500人以下が１人
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　1,501人～6,000人が２人
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　6,001人以上が３人
③民設共同調理場：基準対象外

給食の提供方式等にかかわらず、全ての学校に等しく栄養教諭等
が配置されることで、学校における食育の推進や食物アレルギー
を持つ児童生徒への対応の強化等を図ることができる。

・学校教育法第37条第２
項、第13項
・公立義務教育諸学校
の学級編成及び教職員
定数の標準に関する法
律第８条の２
・学校給食法第６条、第
７条、第10条

文部科学省 指定都市市
長会

京都府、大阪
府、寝屋川市、
熊本市

―

237 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

医療・福祉 「処遇改善等加
算Ⅰ」の認定に
係る勤務証明書
の発行・収集業
務の負担軽減

「処遇改善等加算Ⅰ」の認定に
必要となる保育士等の職員の勤
務状況確認について、全国一律
で保育士の勤務状況のデータ
ベース化を図り、そのデータで加
算認定ができる仕組みの構築
や、現在勤務証明書が収集でき
ない場合に例外的に認められて
いる年金加入記録等での確認を
通常の運用とする等、経験年数
確認の事務負担の軽減を求め
る。

「処遇改善等加算Ⅰ」の認定のためには、各保育施設等の保育士等の経験
年数・勤続年数を確認する必要があり、各保育施設等が新たに雇用した保育
士等については、当該保育士等が勤務した施設が発行する勤務証明書を自
治体が確認し、加算の認定を行っている。
しかし、算定の対象となる施設等でのキャリアの全期間を確認するためには、
当該期間の全ての勤務証明書が必要であるが、待機児童解消をめざして新
規施設を増設している中で保育士等の他法人への転職も多く、自治体の確認
作業が膨大なものとなっている。
また、保育士等にとっては、転職する度にこれまで勤務した職場の勤務証明
書を提出する必要があるが、前職場がなくなっている等の場合はその期間の
勤務の確認が困難となる場合があり、また、施設としても、退職した職員分の
証明の再発行作業を長期間強いられることとなる。
現在、全国展開している保育等事業者も多く、全国一律で対応する必要があ
ると考えており、保育士等の処遇改善は全国的な課題である中、国も「処遇
改善等加算」の拡充で処遇の改善を図っていることから、例えば、国のもと全
国一律で保育士の勤務状況のデータベース化を図り、保育士証やキャリア
アップ研修の受講記録等を集約し、そのデータで加算認定ができる仕組みの
構築や、年金加入記録等だけで保育士等の加算認定ができるよう制度を改
正する等、経験年数確認の事務負担の軽減を求める。

潜在保育士や転職する保育士等が現場復帰する際の負担軽減に
つながるとともに、保育施設等の証明書発行にかかる事務負担軽
減につながる。
また、「処遇改善等加算Ⅰ」の認定にかかる自治体の事務負担軽
減と、事務の適正化が図られる。

子ども・子育て支援法
公定価格に関するFAQ
（よくある質問）（Ver.12
（平成30年９月27日時点
版））

内閣府、文部科
学省、厚生労働
省

大阪市、滋賀
県、京都府、
京都市、大阪
府、堺市、兵
庫県、神戸
市、和歌山
県、徳島県、
関西広域連
合

秋田県、千葉
市、川崎市、鎌
倉市、浜松市、
豊田市、池田
市、吹田市、高
槻市、富田林
市、東大阪市、
島本町、南あわ
じ市、島根県、
広島市、徳島
市、佐世保市、
大分県、宮崎
県、宮崎市

○前職場が閉園した、あるいは証明を依頼できる状況でないために、在籍証明の取得を断念したといった状況が見受けられる。加えて、
細切れの採用や月途中での採用・退職があり、施設でも自治体でも確認の負担が大きくなっている。今後、キャリアアップ研修の受講記
録の確認作業も増えることからも事務負担の軽減を求める。
○キャリアアップ研修の受講記録については、県独自のデーターベース化を図っている。加算認定ができる仕組みの構築等については市
町村の意向も反映させた上で、事務負担の軽減を図る必要がある。
○経験年数に含めることができる施設かどうかの確認に時間がかかる（現在は存在しない施設、市外の施設等）。過去に勤務した施設が
なくなっており在職証明書が入手できない場合は経験年数の算定が困難である。
○当市でも、保育士等対象職員が他法人への転職や出産に伴い退職し、別法人へ再就職する等により前歴証明が毎回必要となる状況
が増えており、その都度全ての証明書を整える事は保育士等対象職員にとっても負担が増大している。また、その確認作業を行う自治体
の負担も増大している。前歴情報がデータベース化できれば、保育士等職員と自治体の両方の事務負担が軽減される。
○処遇改善等加算Ⅰの申請に当たり、各園とも勤務証明の準備をしていただいているが、遠方の園であったり、本人は要件を満たしてい
ると思っていても、勤務証明を見ると満たしていないこともある。施設についても該当施設でないこともあり、負担だけが残ることになる。
○同一の市町村内で転職された保育士であっても、改めて証明の提出を求めることとなる現在の形では、保育士、施設、自治体すべてに
とって負担となっており、制度の複雑化と相まって申請の遅れを引き起こしている。
○全国一律の勤務状況のデータベース化を整備することにより、「処遇改善加算Ⅰ」の認定に係る事務負担の軽減に加え、保育士試験
においても、実務経験の認定証明に受験者にとって多くの負担となっているため、これに係る事務負担の軽減も期待できる。
○当市においても、処遇改善等加算率の認定における勤続年数の確認については、事務量が非常に膨大な状況である。既に廃園してい
る施設に過去勤務していた場合には、勤務状況の確認が困難である。また、当市の市立施設においては、職員の在職を証明する書類の
保存年数が決まっており、保存期間よりも前に勤務していた者の在職を証明することが困難な状況である。
○当市においても、処遇改善等加算Ⅰの認定事務は膨大なものであり、特に4月から5月にかけて、市内約200園ある私立保育所等の職
員一人ひとりの経験年数を決定し、そこから園の加算率を決定する事務が発生している。また、勤務証明書についても、施設ごとに様式
が異なるため、必要事項が記載されていないなどの問題もあり、これらが解消されるのであれば、提案されている措置には賛成である。た
だ、全国的なシステムを構築する必要があるため、処遇改善等加算Ⅰの経験年数の確認に用いるだけでなく、例えばシステム内で園から
市町等に同加算Ⅰ・Ⅱの申請もできるようにする、提案にもあるキャリアアップ研修の記録も確認できるようにする、処遇改善等加算Ⅰ・
Ⅱは保育所等施設で勤務する事務等職員も対象となることから、これらの経験年数も確認できるようにするなど、保育士・幼稚園教諭等
職員の総合的・複合的なシステムとして構築・運用をしていただきたい。また、保育士等の個人情報にも関わるものであるため、その点に
ついても十分注意していただきたい。
○町では、待機児童が多数発生しており、数年以内に、複数の事業所が整備される予定となっていることから、今後、加算要件の確認作
業についてはさらに多くの時間を要するものと想定される。また、本町のような小規模自治体では、職員数も少なく、ノウハウが蓄積されて
いないため、一から作業を覚えなければならない現状があり、事業者から書類が提出されても、スムーズな加算要件の確認が出来ず、最
終的に、事業者に負担をかけてしまう場面もあるのではないかと懸念される。何らかの方法にて事務の簡素化ができれば、自治体や事業
者、保育士自身の負担軽減につながり、安定した運用が可能になるのではないかと考える。
○当県でも、約5,000人分の経験年数確認のため、施設において膨大な書類の作成と、県において書類の確認作業を毎年行う必要があ
り、相当の事務負担を強いられている。
○当市においても、認可園の増加や、それによる転職の増加により、確認作業が増加している。また、園または保育士側の事務としても
在職証明の発行や発行依頼の事務が負担となっている。そのためデータの一元管理を行えば市区町村の負担と園や保育士の負担が軽
減されると思われる。
○現在は各園に資料提出を求めており、時間を要している。情報連携により、こうした時間の短縮が見込まれる為、事務の軽減につなが
ると考える。
○提案にもあるとおり施設ごとの勤続年数など確認事項が多く、それが膨大な事務量となっている現状となっている。また、行政側では処
遇改善等加算の事務について、本来年度初めに認定するべきではあるが、複雑な制度かつ事務量の多さから確認・認定事務に年度中
旬から後半にまたいでいる状況。そのため不適切な月次の給付費支払や、施設側の次年度に向けた処遇改善計画に遅れが生じている。
無償化事務が今年度より始まり、施設と行政それぞれに事務負担が増えていることから、処遇改善等加算の認定事務の簡素化に向けた
早急な対応をお願いしたい。
○複数の施設を経験した保育士の勤務証明の確認は、本人や施設、自治体と確認作業が膨大となっている。
○当区においても、認可保育所（私立）および地域型保育事業所の施設数が多く、毎年度、多数の保育士の異動や新規採用も生じるた
め、「処遇改善等加算Ⅰ」の認定に係る経験年数・勤続年数の確認作業は、膨大な事務負担となっている。なお、提案のような全国一律
でのデータベース化等は、非常に有効な方法であるが、その仕組みを構築・維持するため、新たに区市町村がデータ収集や登録等の業
務を担うようであれば、大幅な負担軽減には繋がらない恐れもあると考える。



別添１

文部科学省（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案）

区分 分野 団体名 支障事例

回答欄（各府省）
所管部署・

担当者連絡先

提案区分
その他

(特記事項)
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例
制度改正による効果

（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効率化等）
根拠法令等

制度の所管
・関係府省

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞
管理
番号

団体名

293 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

医療・福祉 保育所等の実
地監査の効率
的な実施方法の
周知等について

保育所及び幼保連携型認定こど
も園の実地監査について、監査
内容の弾力的な運用を検討する
にあたり、好事例や留意事項を
示すなど、効率的な実施方法を
周知していただきたい。

保育所に対する実地監査については、全ての施設に対して年1回以上実施す
ることとされている。さらに認定こども園など複数の施設の実地監査もあること
から、監査を実施する自治体の負担になっているとともに、監査を受ける施設
側にも大きな負担となっている。
指導監査の方法については、厚生労働省通知により、「前回の指導監査の結
果等を考慮した弾力的な指導監査を行うこと」とされているが、監査内容の簡
素化等を検討するにあたり、施設の安全や職員の負担等に配慮しつつ、どの
ような対応が考えられるのか検討に苦慮しているところ。
保育の質の確保や子どもの安全を確保するために、実地監査は必要である
と理解しているが、保育料の無償化に伴い、年１回以上の立入調査を行うこ
とを原則としている認可外保育施設の増加など、監査対象施設が増えること
が予想されるなかで、１施設に充てることができる時間も限られ、安全対策を
含めた保育内容、施設・設備の状況、職員の処遇状況、経理状況など適切な
監査の実施が難しくなっている。
【監査対象施設数（中核市実施分除く）】
・保育所：199、幼保連携型認定こども園：44　（１施設当たりの所要時間は ２
～３時間。施設規模、指摘状況によって長時間に及ぶケースもあり）
・認可外保育施設：38　（１施設当たりの所要時間は １～２時間）
計  281施設

保育料の無償化に伴い、年１回以上の立入調査を行うことを原則
としている認可外保育施設の増加など、監査対象施設が増えるこ
とが予想されるが、効率的な監査の実施ができるようになり、事務
負担の軽減に資する。

児童福祉法施行令第38
条、就学前の子どもに関
する教育、保育等の総
合的な提供の推進に関
する法律第19条第１項、
「児童福祉行政指導監
査の実施について（通
知）」、「就学前の子ども
に関する教育、保育等
の総合的な提供の推進
に関する法律に基づく幼
保連携型認定こども園
に対する指導監査につ
いて（通知）」

内閣府、文部科
学省、厚生労働
省

富山県 福島県、須賀川
市、石川県、豊
橋市、大阪府、
八尾市、南あわ
じ市、広島市、
松山市、宮崎県

○実地監査の対象施設が増加する一方で、人員や時間は限られており、年１回以上実施することは、年々困難になっている。
○認可保育所・認定こども園の指導監査と、認可外保育施設の立ち入り調査を行う部署が分かれており、提案団体と同様の状況ではな
いが、子どもの安全確保、保育の質の向上等の観点から、指導監査、立ち入り調査で行う確認・指導等に求められるものは年々高度化し
ており、事務負担軽減の点から、実地監査の効率的な実施につながる対策が必要である。
○認定こども園に対する「建学の精神に基づく特色ある教育活動の展開を踏まえた対応」など、対象や内容を明確に示していただきたい。
○当県においても、提案団体と同様、保育所等に対する実地監査が多大な負担となっており、その実施方法の効率化が課題である。（※
監査対象施設数（中核市実施分除く）…保育所：162、幼保連携型認定こども園：86（１施設当たりの所要時間は２～３時間。施設規模、指
摘状況によって長時間に及ぶケースもあり）、認可外保育施設：23（１施設当たりの所要時間は１～２時間）計  271施設）
○当市でも保育園、認定こども園、地域型保育事業所の施設数が年々増加しており、実地監査の効率化が必要であり、好事例や留意事
項を提示いただければ業務負担の軽減につながる。
○当県においても、提案団体と同様、弾力的な指導監査の実施方法等について、検討を行っているところであり、今後の検討に資するた
め、弾力運用の具体的な内容や留意事項、さらには、優良事例等を示していただきたい。
○当県では、令和元年５月30日付け厚生労働省子ども家庭局保育課からの事務連絡「児童福祉法に基づく保育所等の指導監査の効率
的・効果的な実施について」により、実地で行う監査対象件数が大幅に増加したことで対応に苦慮しているところ。各施設種別毎に実地監
査の効率的・効果的な実施方法（ガイドライン）について、具体的に示していただきたい。
○年１回以上とされている立入調査について、実地だけではなく、実地や書面、集団指導など、地方の実情に合せた実施ができるよう、地
方自治体が自ら判断できるようにされたい。

282 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

医療・福祉 幼保連携型認
定こども園に係
る制度及び施設
整備の所管の
一元化

幼保連携型認定こども園に係る
制度及び施設整備の所管の内
閣府への一元化を求める。

制度の所管は内閣府だが、施設の整備については、保育所相当部分と幼稚
園相当部分に分けて、それぞれ厚労省と文科省に申請する必要があり、事業
者と自治体の双方に相当の事務負担が生じている。
特に保育室やトイレなどの共用部分については、便宜上、定員等による按分
計算を行っており、煩雑な事務処理が発生している。
（申請窓口の一元化等事務手続きの簡素化を求めるもの）

幼保連携型認定こども園の施設整備において、保育所相当部分と
幼稚園相当部分の区分をなくし、窓口を一本化することにより、同
一の内容で2か所に協議・申請する手間や、煩雑な按分計算、修
正が生じた際の調整連絡等が不要となり、事業者、自治体の事務
の効率化が期待される。

児童福祉法56条の４の
３、保育所等整備交付金
交付要綱、認定子ども園
施設整備交付金交付要
綱ほか

内閣府、文部科
学省、厚生労働
省

指定都市市
長会

札幌市、旭川
市、秋田県、福
島県、いわき
市、須賀川市、
新潟県、愛知
県、豊橋市、豊
田市、大阪府、
大阪市、高槻
市、茨木市、和
泉市、兵庫県、
西宮市、南あわ
じ市、鳥取県、
島根県、徳島
市、愛媛県、高
知県、佐世保
市、大村市、熊
本市、宮崎県、
宮崎市、鹿児島
市、九州地方知
事会

○施設整備にかかる事務手続きや補助金の算定方法が、保育所相当部分と幼稚園相当部分でそれぞれ分かれていることにより、補助
金計算や申請などの事務が煩雑になっている。
○協議書の提出は厚労省と文科省に分けて提出するが、様式は同じものである。そのため、一方の省から修正依頼があると、修正後の
様式をもう片方の省にも送付する必要があり事務が繁雑になる。窓口を一本化することにより事務の効率化が期待される。
○施設の整備については、保育所相当部分と幼稚園相当部分に分けて、それぞれ厚労省と文科省に申請する必要があり、また、協議の
スケジュールが違うため事業者と自治体の双方に相当の事務負担が生じている。また、平成30年度において幼稚園部分の申請時期が２
回しかなかったため、１事業所は保育所部分の補助金だけで工事を行った。
○認定こども園の新増改築に対する補助金の申請手続きについて、一つの施設整備であるにも関わらず、複雑な按分式で教育部分と保
育部分を算出し、かつ申請先が異なり、書類も１つの整備に２種類の申請書や実績報告書を作成する必要があるため、事業者、市町村、
県にとって事務負担が大きい。
○当市で現在予定している同補助金を活用した施設整備においても、それぞれの省で補助金の要綱要領の内容が若干異なること等、制
度が複雑化することによる事務負担の増加が課題となっている。
○制度の所管は内閣府だが、施設の整備については、保育所相当部分と幼稚園相当部分に分けて、それぞれ厚労省と文科省に申請す
る必要があり、事業者と自治体の双方に相当の事務負担が生じている。特に保育室やトイレなどの共用部分については、便宜上、定員等
による按分計算を行っており、煩雑な事務処理が発生している。
○近年、一定の改善がなされているものの、提案団体の主張のとおり、依然として事務が繁雑であるとともに、平成29年度の当市におけ
る認定こども園創設事業において、認定こども園施設整備交付金のみが一方的に予定額の90％に圧縮されるなど、厚生労働省と文部科
学省で統一的な対応がなされておらず、財政的にも不安感・不信感が生じている。また、疑義が生じた事案について都道府県を通じて質
問をしても結局は国の担当者まで通すことになっており、回答に時間がかかることも事務負担の増になっている。都道府県で早期に回答
できる仕組みを構築することも必要と考える。
○幼保連携型認定こども園の施設整備について、厚労省と文科省に所管が分かれていることにより、協議、申請等の手続きはもとより、
問合せ、確認等も両省に行わなければならない。書類作成も両省分で膨大なものとなり、事業費・補助金額の計算における両省分の按分
等も必要で、過大な事務負担となっている。また、厚労省分は直接補助（概算払い）、文科省分は間接補助（精算払い）と補助金交付の手
順も異なっており、予算・決算においても無用な混乱を生んでいる。さらに、両省の内示日に差異があり、片方が遅れたため事業着手が出
来ず、急きょ２か年事業に変更せざるを得なかったという事例も発生している。事業者への損害回避及び自治体の過度な事務負担解消
のため、一刻も早い所管の一元化を強く求める。
○幼稚園部分（文部科学省）と保育所部分（厚生労働省）で、加算、補助率、かさ上げの有無、対象メニュー等、異なる部分があるため、
対象事業費や交付申請額を算出する際の計算や事業者・市町村の作業などが煩雑となっている。内閣府への窓口の一本化にあわせ、
幼稚園・保育所・認定こども園の全てで項目を揃えて、面積や利用者按分で簡易に算出できるような改善が必要である。
○制度の所管省庁が複数に跨がっていることにより、類型により認可・認定基準や、法的立て付けが異なっていることにより、事業者及び
行政ともに事務作業が繁雑化している。また、特に幼稚園型認定こども園について、認可形態としては幼稚園となり、施設監査の法的な
位置付けが非常に不明確となっており、他の類型の認定こども園と比較して監査権限に基づく自治体の関与が不十分と思える状況が発
生している。施設整備補助金についても、一の施設整備において複数省庁からの交付を受ける必要があり、幼稚園部分と保育所部分で
事業費の按分等を行わなければならず、事務負担が増大しているとともに、交付額の算定誤り等が生じる原因となっている。
○同様の支障及び市民サービスに直結しない非生産的な事務が発生していることから、早急な改善を求める。
○同一施設の整備であるにも関わらず、厚生労働省と文部科学省の担当者で見解が相違することがあり、その調整に手間がかかる。平
成30年度実施事業で、協議申請した工事がどの整備区分に該当するかについて、当初、両省の担当者で見解が異なったことから、両省
との調整に時間を要し、協議を１回遅らせた事例がある。その事業については、協議が遅れたことから工事の着工が後ろ倒しとなり、結果
として認定こども園への移行を１年間遅らせることとなった。
○厚生労働省と文科省に分けて申請するために認定こども園整備費の事業費を面積按分しているが、竣工時の建築確認検査等におい
て当初の建築面積が変更になる場合があり、面積按分にも影響が出るケースがある。事業費及び補助額にも影響があるため、変更申請
の処理等が必要になり、補助を受ける認定こども園の設置者及び市において事務処理が煩雑になっている。また、厚労省と文科省それ
ぞれで、内示時期や補助対象外の考え方も異なるため、市及び事業者にとっても煩雑な事務処理が発生している。
○当市においても幼保連携型認定こども園の整備を行う際、一つの建物に対し、厚生労働省と文部科学省の双方に補助協議等を行う必
要があり、それぞれの補助額を算出するにあたり、対象経費を保育所相当分と教育相当分に按分する必要がある等、事務が煩雑化して
いる。補助財源が一本化されれば窓口も一本化され、対象経費を按分する必要もなく、事務の効率化が図られる。
○当市においても、平成29・30年度に幼稚園を認定こども園に整備する事業を実施したが、提案市と同様、交付金申請時等において、２
か所への協議の手間や煩雑な按分作業等を経験し、事業者と自治体の双方に相当の事務負担が生じた。
○当県でも申請事務が繁雑であること、照会する内容によって窓口が異なっていることで統一的な見解を求められないことなど支障をきた
している。
○平成30年度において、両交付金を活用して整備した施設のうち約半数が認定こども園であるところ、同一の内容を厚生労働省と文部科
学省に協議・申請している施設は当県でも多数ある。さらに、内示（内定）後の交付申請や支払請求の時期が同一でないことも、自治体等
の事務が繁雑にしている。
○認定こども園の新増改築に対する補助金の申請手続きについて、一つの施設整備であるにも関わらず、教育部分と保育部分で申請先
が異なり、書類も１つの整備に２種類の申請書や実績報告書を作成する必要があるため、事務負担が大きい。また、内示後の工事着手と
なっているが、内示時期が異なることがあり、工期に影響が出ることがある。（平成29年度10月協議分の内示　文科省平成30年２月２日、
厚労省平成29年12月８日）また、実際に平成29年度10月協議分では、内示時期に２ヶ月ほどのズレがあったことから、当初予定していた
年度内に工事完了が難しく、工事を次年度に遅らせたという事例があった。
○当市においても煩雑な事務に苦慮しており、事務負担軽減のために手続きの簡素化の必要性を感じている。
○保育所等整備交付金を活用しているが、共用部分の按分計算が必要となっているため、事務が煩雑となっている。
○一施設の整備内容であるにもかかわらず、厚生労働省部分と文部科学省部分に分かれていることで、別々に申請を行う必要が生じて
おり、また、按分計算については交付金の重複請求を招く懸念もあるなど、事業者、都道府県、市町村において事務処理が煩瑣となって
いる。
○当市も按分計算等で事務の煩雑さに苦慮している。また事業者の事務の負担も大きいため、是非とも一本化してほしい。
○厚生労働省と文部科学省それぞれの補助制度があるため事務執行が負担となっている。
○申請後の交付決定にあたり、各省の予算確保の状況等により大幅な時期のずれが生じ、一方の交付金が交付決定なされているのに
他方が未決定という状況で、なかなか事業に着手できず、工事の完了が遅れ、結果的に開園が年度始まりに間に合わなかった事例も
あった。（待機児童解消の施策に影響が生じた）
○幼保連携型認定こども園の施設整備において、共有部分である倉庫の按分について、煩雑な事務処理が発生している。また、時期や
時間帯によって使う認定区分が違うため、妥当な判断が難しい。



別添１

厚生労働省（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案）

区分 分野 団体名 支障事例

1 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

医療・福祉 自営業者の子ど
もに係る保育認
定基準の明確
化等

子ども・子育て支援法における未
就学児の認定区分について、自
営業（特に農家）の子どもの認定
に際しての全国（特に農家等の
自営業者が多い地域）の事例周
知、自営業の場合のモデルケー
スの周知等を求める。

当村は、自営業（農家）の方が多く、保育の必要量の認定に際し、就労により
「家庭において必要な保育を受けることが困難であるもの」として保育認定を
行う判断に苦慮している。当村としても、不公平感のないよう留意しつつ認定
作業を行っているが、農家の作業時期や就労環境によっては、自宅に保護者
がいる場合もあり、他の保護者から、保育所に通わせるのはおかしいので
は、といった問合せが寄せられることがある。

全国の各自治体の認定の際の事例や、一種の参考基準が示され
ることで、当村内の保護者に対しても明確に説明を行うことがで
き、不公平感を解消することができる。

子ども・子育て支援法 内閣府、厚生労
働省

新篠津村 南あわじ市、徳
島市、松山市、
八幡浜市

○当市は、農村部に季節保育所（認可外保育施設）を整備して農繁期の保育需要に対応しているため、農業者の保育認定に関する問題
は顕在化していないが、今後認可外保育施設が無償化の対象となるにあたり、同様の問題が生じる可能性がある。保育認定に際し、保
護者の就労状況を証明する書類として、「保育の必要性の認定の際に用いる就労証明書の標準的様式」（平成29年８月８日府子本第559
号・子保発0808第１号）により被雇用者・自営業者共通の標準様式をお示しいただいているところであるが、特に就労する曜日・時間が不
規則な農林水産業者には記載内容がそぐわないため、様式を活用しにくく、認定の際の書類審査に苦慮する部分もある。自営業の参考
基準を検討いただいた際には、自営業用の就労証明書様式をお示しいただけるなどの技術的支援を願いたい。
○繁忙期と閑散期のある自営業（農業）の認定及び自宅での自営業の認定について、他の就労認定との間に不公平感が生まれないよう
苦慮している。
○当市では、認定作業及び入所選考作業について、自営業や在宅勤務の場合と、会社勤務や居宅外労働の場合で差異を設けていな
い。国は、平成29年12月28日付け事務連絡で、居宅内での労働か、居宅外での労働かという点のみをもって一律に点数に差異を設ける
ことは望ましくなく、個々の保護者の就労状況を十分に把握した上で判断すべきである、また、自営業等の方について、会社勤務等の方と
比べて過度の負担を負うことがないよう努めることとされている。現時点では、自営業等に対する問合せはない状況であるが、個々の保
護者の就労状況を十分に把握するのは困難であり、一定の基準を設けることにより、公平性が一定担保できると考える。
○当市も同じく自営業（柑橘農家等）が多く一定時期に作業が集中することから、年間を通しての認定に、他の保護者との公平性に欠け
ているのでは、(当市は農繁期保育期間あり）との声がある。自営業に対して（農家以外も）の参考基準（保育必要量、産後の扱い等）が示
されれば、入所申し込み段階で説明ができる。
○自営や農家については、就労状況を第３者が証明できないため当市においては本人の申告に基づいて認定している。国から参考基準
が示されることで、不公平感を解消することができると思われる。
○就労形態の多様化に伴い、特に自営業についての解釈は当市においても困難である。
具体的にはインターネットでの動画配信による広告収入を得るために、撮影等を行っている場合に、撮影時間やそのための準備期間等
についても就労時間であるものと解釈しているが、その時間に賃金は発生していない場合など。地域の実情に応じて判断することが求め
られている一方で、参考基準や国・都において市町村からのQAを蓄積したうえで公開する等が可能であれば、他自治体の解釈等を踏ま
え実務に反映することができるものと考える。
○農家に限らず、自営業の就労認定（時間・日数等）については、就労証明を自身（または近親者）が行うことから、内容について疑義の
あるケースが見受けられる。しかし、スケジュールや閑散期等により、保護者が自宅にいる場合の保育については、自営業に限った問題
ではない。個別判断ではなく、月就労時間等の全体で判断すべきものと考える。

5 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

医療・福祉 生活保護費返
還金等の徴収
又は収納の私
人委託

生活保護費返還金等（①生活保
護法第63条返還金、②生活保護
法第78条徴収金、③民法第703
条及び地方自治法施行令第159
条による戻入金）について、コン
ビニ収納を可能とするべく、地方
自治法第243条に定める私人の
公金取扱いの制限から除くため
生活保護法及び生活保護法施
行令に特別の定めを規定する。

【支障事例】
生活保護費返還金等の納付手段は、一部金融機関での納付書払い、福祉事
務所等での窓口納付、現金書留に限られているが、入院中、身体等が不自
由で遠出が難しい、遠方に居住している、日中は就労している等の理由で手
数料のかからない一部金融機関での納付書払いが困難な債務者が一定数
いる。現金書留は手数料がかかり、福祉事務所等での窓口納付も交通費が
かかるため、適正な代替手段が存在せず、債務者にとっての利便性が低い。
上記理由により納付困難であるということで、債権回収の折衝が上手くいかな
い例もあり、収納率が向上しない一因となっている。（現に、債権回収の折衝
を行う際には債務者からのコンビニ収納の要望が多々ある。）
また、福祉事務所等での窓口納付については、亡失等の事故のリスクが存在
しているため件数を減少させる必要がある。

【制度改正の必要性】
制度改正による効果として、生活保護費返還金等が地方自治法
第243条に定める私人の公金取扱いの制限から除かれ、コンビニ
収納ができるようになれば、債務者は、時間や場所を問わず生活
保護費返還金等を納付することが可能となり、大幅に利便性が向
上する。
収納率については件数ベースで20％程度の向上が見込まれ、既
存の納付件数の40％程度がコンビニ収納に移行する結果、福祉
事務所等での窓口納付件数が減少し、亡失等の事故のリスクも軽
減される。

地方自治法第243条、地
方自治法施行令第158
条、生活保護法、生活保
護法施行令

厚生労働省 船橋市 宮城県、石岡
市、桶川市、千
葉市、横浜市、
川崎市、美濃加
茂市、島田市、
知多市、高松
市、八幡浜市、
熊本市、宮崎市

○債権回収の折衝時に、収納方法が限られていることを理由に納付困難とされる場合があり、収納率が向上しない一因となっている。特
に就労自立などで保護を廃止しているケースからコンビニ納付の要望がある。
○返還金の納付については、金融機関の統廃合等もあり近くに金融機関がない場合もあり、利便性向上が図られることにより納付率の
向上も期待できる。
○生活保護の返還金の納付において、納付できる場所まで遠かったり、交通費がかかったりするため納付が遅れる事例がある。
○提案内容と同じ支障事例あり。生活保護費返還金等の納付については、現状、各福祉事務所の庁舎内に指定金融機関の派出所が設
置されていることから、保護費の現金支給の対象となっている場合などには、支給と併せて納付指導をすることで、効果的な債権回収が
可能となっている。しかしながら、当該派出所については今年９月末をもってすべて撤退することが決定しており、収納率の低下が避けら
れない状況にある。収納率の維持・向上のため、コンビニ収納を導入することが望まれる。
○日中は就労しており納付する時間がない等、同様の事例があるため、債務者からはコンビニ納付の要望はある。
○生活保護費返還金等のコンビニによる納付については、納付書に生活保護等の記載がなければ、個人情報の観点から有効な手段だ
と感じる。現に納付書を送付しても、仕事等の時間で福祉事務所窓口や金融機関等に行けないケースも多々あるため、収納率を上げる
目的や、福祉事務所の現金取り扱いのリスクを考えれば制度改正をしていく必要性を感じる。
○被保護者に返還金等の納付書を手交した際、コンビニで支払えないのかという問い合わせが少なくない。また、県外の被保護者であっ
た者や遺族に郵送した際に、払い込みできる銀行がない可能性もなくはない。
○自宅から金融機関まで遠くて交通費がかかる方や、身体が不自由な方が一定数存在するため、コンビに収納が実現すれば、ある程度
の収納率の上昇が考えられる。
○生活保護費返還金等の納付の利便性の向上のためにもなるため賛同する。
○コンビニ納付も含めた多様な納付方法が可能となれば、大幅に利便性が向上し、徴収率向上に効果が期待できるため。
○本市では生活保護費返還金等の納付手段は、指定金融機関での納付書払い、区庁舎内の銀行派出所や区会計室での納付で、福祉
事務所での窓口納付はできません。入院中、身体等が不自由で遠出が難しい、遠方に居住している、日中は就労している等の理由で金
融機関の営業時間に行けない、区役所の開所時間までに来庁できないとのご意見があり、同時に身近にあるコンビニ収納の要望があり
ます。現在の納付の利便性が低いことから、債権回収の折衝が上手くいかず、収納率にも少なからず影響があると考えています。
○生活保護費返還金等の納付手段にコンビニ収納が加わることにより、収納率の大幅アップが期待される。現在の特定の金融機関でし
か納付できない納付書は、現在の生活スタイルからかけ離れており、利用者の利便性を考えるとコンビニ収納の追加を望みます。

7 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

医療・福祉 医療従事者の
籍（名簿）登録
まっ消（削除）申
請に係る手続の
柔軟化

医療従事者（※）の籍（名簿）登
録まっ消（削除）申請の必要書類
について、死亡診断書あるいは
死体検案書の写し（原本照合な
し）で可能とする。
※医師、歯科医師、保健師、助
産師、看護師、准看護師、診療
放射線技師、臨床検査技師、衛
生検査技師、理学療法士、作業
療法士、視能訓練士
薬剤師については、死亡診断書
または死体検案書の写し（原本
照合なし）で可能

【支障事例】
本市では、県から事務移譲を受け、医籍まっ消手続に係る事務を行ってい
る。
手続に必要な書類は法令に「申請書」と規定されている以外は、国が県に示
す事務処理要領等に規定されており、死亡の理由による登録のまっ消（消
除）申請の場合は、死亡診断書等の原本（写しの場合は原本照合が必要）、
あるいは戸籍抄（謄）本等のいずれかが必要となっている。
そのため、本市では、過去に遺族が医籍まっ消手続きに来られた際、死亡診
断書の写しを持参していたため、原本照合が必要である旨伝えた。
しかし、既に原本は戸籍届出（死亡届）で提出済であり、原本が手元にないと
苦情を言われたもの。

【制度改正の必要性】
現在は、死亡診断書等の原本（写しの場合は原本照合が必要）、あるいは戸
籍抄（謄）本等のいずれかが必要となっているが、死亡診断書または死体検
案書は、戸籍届出で提出するため手元には残らず、写しについても原本照合
が必要であり、同様である。そのため、戸籍抄（謄）本等が必要になるが、故
人（まっ消対象者）の本籍地が住所地と異なる場合など、戸籍抄（謄）本また
は除籍抄（謄）本の取得及び故人（対象者）の住所地へ訪問しなければなら
ず、申請者の負担が大きい。
また、戸籍抄(謄）本の場合、編製に時間が必要なため、取得にも時間がかか
る。

【懸念の解消策】
薬剤師と同じく写しで可能となるよう取扱を同様にする。

【申請者の利便性の向上】
遺族（申請者）の負担が軽減される。また、そのことが適正な申請
につながる。

・医師法第８条、医師法
施行令第６条等
・医師、歯科医師、保健
師、助産師及び看護師
等の免許等の申請につ
いて（昭和35年４月14日
医発第293号）（最終改
正平成30年12月10日医
政発1210第４号）各都道
府県知事宛厚生省医務
局長通知

厚生労働省 三原市 札幌市、埼玉
県、川崎市、新
潟市、福井市、
長野県、豊橋
市、大阪府、兵
庫県、徳島県、
熊本市、大分
県、宮崎市

○同様の苦情は本市においても過去にあったが、結果としては除籍謄本または抄本で対応していただいた。必要書類が死亡診断書ある
いは死体検案書の写しで可能であるならば、申請者の負担が軽減されるとは思われる。
○死亡・失踪による医師法他の免許登録抹消の手続きは、届出義務者による申請でなく届出とするよう制度を改正し、死亡・失踪を確認
するための添付書類は死亡診断書及び戸籍抄（謄）本のいずれも写しとするべきと考える。
○当県でも同様の支障が生じている。現在の制度では申請者の負担が大きく、途中で手続きが中断している事例も生じている。
○当県においても、抹消申請の必要書類は、原則死亡診断書、死体検案書、戸籍抄（謄）本の原本としている。特に死亡診断書、死体検
案書の原本の添付が難しいことから、死亡診断書または死体検案書の写し（原本照合なし）の提案趣旨に賛同する。
○当県においても同様の事例あり。薬剤師と同じく写しで可能とすることにより、申請者の負担が軽減され、手続きの簡素化になると考え
る。
○当市でも、遺族が抹消手続きに来られた際に添付書類を準備しておらず戸籍抄本等を取得してもらうために帰っていただいたことがあ
る。
○当市でも、臨床検査技師籍登録抹消申請を受付けた際、死亡診断書の写しが、他都道府県在住の親族から郵送されたものであったた
め、原本確認ができない事案がある。
○当都道府県においても同様の支障事例があった。また、死亡等によるまっ消申請の届出義務者は「戸籍法による死亡等の届出義務
者」となっており、親族以外による申請も可能である。その場合、戸籍抄（謄）本の取り寄せについても困難となる。
○死亡診断書または死体検案書の写しを可とし、申請者（遺族）の負担を少しでも軽減すべきであると考える。
○貴市が提案された支障事例と同様の苦情を言われたことがある。死亡診断書の原本及び死体検案書の原本は、遺族の方が様々な手
続きに使用されており、なかなか原本照合を行うことができない。まれなケースだが、死亡診断書の再発行について尋ねられることもある
が、発行手数料が必要になることを説明すると、死亡診断書の再発行を取りやめて、戸籍抄本（謄本）の添付を望まれる。本市において
は、各医療職の籍登録まっ消申請の手続きには、原則戸籍抄本（謄本）を案内している。しかし、戸籍抄本（謄本）を添付させる場合は、
編成（死亡が掲載されるまでの期間）が過ぎてからの申請となるため、遺族から早めに問い合わせがあった場合は、申請を待たせるケー
スもある。

所管部署・
担当者連絡先

提案区分
その他

(特記事項)
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例
制度改正による効果

（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効率化等）
根拠法令等

制度の所管
・関係府省

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞
管理
番号

団体名 回答欄（各府省）



別添１

厚生労働省（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案）

区分 分野 団体名 支障事例

所管部署・
担当者連絡先

提案区分
その他

(特記事項)
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例
制度改正による効果

（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効率化等）
根拠法令等

制度の所管
・関係府省

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞
管理
番号

団体名 回答欄（各府省）

厚生労働省 岩手県、盛岡
市、一関市、
陸前高田市、
西和賀町、一
戸町

福島県、小松
市、高松市、宇
和島市

○市立４病院のうちリハビリテーション病院では、急性期医療に引き続き回復期のリハビリテーションが必要な患者の受入れを行ってい
る。
当市運営の基幹病院から患者が転院した場合、「特別の関係」として入院期間が通算される取扱いとなっていることから、他病院からの転
院患者の場合と同じ対応を行っているにも関わらず、入院基本料への下記加算等が算定不可となっている。
・医療安全対策加算２…入院初日30点
・医療安全対策地域連携加算２…20点（医療安全対策加算２の加算）
・感染防止対策加算２…入院初日90点
・診療録管理体制加算２…入院初日30点
・データ提出加算２…入院中１回210点
・提出データ評価加算…20点（データ提出加算２の加算）
○複数の市立医療機関を有していないため、現状が県と異なるが、各医療圏域内での診療機能を分担及び地域医療連携(病病・病診連
携)を推進する観点から、共同提案を行うもの。
○地域医療支援病院に認定されることで、地域においては、地域のかかりつけ医からの紹介患者に対する医療の提供、医療機器等の共
同利用、地域医療従事者の研修などを行い、地域における医療の確保のために必要な支援を行うことにより、地域医療の充実が図られ
る。
○このようなルール（同一開設者同士での患者の紹介を行った場合に、診療報酬上の制約）ができたのは、同一開設者の医療機関同士
で何度も患者を紹介し合い、高い点数を得ようとする悪質な医療機関が出てくるためではないかと推測するが、最近は同一開設者の医療
機関でも機能分化（A病院は急性期、B病院は慢性期等）が行われていると考えており、また病棟の看護師が特に忙しいのが、入退院時
であり、上記のような悪質なことを行う医療機関は少ないのではないかと考える。また、病院完結型医療から地域完結型医療への転換を
目指していながら、同一開設者の医療機関を紹介先の選択肢から除かなければならない（同一開設者の医療機関へ紹介すると逆紹介率
が下がるため）のは、地域完結型医療を目指す上での弊害になると考える。特に過疎地域では医療機関が少ないため、逆紹介率を上げ
たいと考えると、紹介する医療機関が限られてしまうといった問題がある。また、このようなルール（同一開設者同士での患者の紹介を
行った場合に、診療報酬上の制約）を無くすことで、どの病院に入院していたのか、どの病院から紹介されてきたのか、どの病院へ紹介す
るのかの確認を行う必要がなくなり、医療機関の負担軽減となる。
○当県立病院が位置するのは中山間地域、東日本大震災被災地域及び精神医療であるが、岩手県と同様に広大な県土を有している。
同一開設者による入院患者の継続については、診療報酬に基づき継続扱いにて算定しているが、民間病院等からの紹介患者と何ら対応
は変わらないことから、「入院日」＝「起算日」としての改正を要望する。なお、このことにより、県立病院以外にも同一開設者の公的病院
や民間病院等においても同様の取扱いが可能となる。

12 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

医療・福祉 転院に係る診療
報酬の算定方
法の見直し

・転院に係る診療報酬の算定方
法の見直し（地域の実情に応じ、
開設者が同一の病院間で転院し
た場合でも、病院ごとの入院日を
起算日として取り扱うこと）
・地域医療支援病院の承認要件
である紹介率・逆紹介率に、同
一開設者による病院間での紹介
も含めて算定

広大な県土を有し、医療資源の乏しい地域を抱える岩手県では、県が開設者
となって26県立病院等（20病院及び６地域診療センター）及びリハビリテーショ
ンセンターなどを設置し、各二次保健医療圏における基幹病院としての役割
や、交通事情や医療資源に恵まれない地域における、地域の初期医療等の
役割を担っている。これらの県立病院等においては、各医療圏域内で診療機
能を分担し、地域医療連携(病病・病診連携)を図りながら、地域住民への適
切な医療提供体制を構築している。
現行の診療報酬の算定方法において、患者が転院した場合、通常は入院期
間がリセットされるが、同一の開設者など「特別の関係」の場合は、入院期間
が通算される取扱となっている。このため、基幹の県立病院から入院患者を
受け入れた後方支援の県立病院は、実質的には新規患者であるにも関わら
ず、基幹病院分も含めた入院期間となり、入院基本料への下記加算が低額
又は算定不可になる。
・14日以内の期間…１日あたり450点（１点＝10円で4,500円）
・15日以上30日以内の期間…１日あたり192点
また、地域医療支援病院の承認要件である紹介率・逆紹介率について、同一
開設者間での紹介を含めることができない。

・入院患者へのサービスの充実
・「特別の関係」の病院間での転院加算が認められた場合、財政
基盤が安定することにより地域支援病院として、高度医療機器の
整備、研修の充実などが図られ、地域住民への適切な医療体制
の構築が推進されると期待される。
・地域医療支援病院に認定されることで、地域においては、地域の
かかりつけ医からの紹介患者に対する医療の提供、医療機器等
の共同利用、地域医療従事者の研修などを行い、地域における医
療の確保のために必要な支援を行うことにより、地域医療の充実
が図られる。

・診療報酬の算定方法
（平成20年厚生労働省
告示第59号）別表第一
第１章第２部通則５
・医療法の一部を改正す
る法律の施行について
（平成一〇年五月一九
日健政発第六三九号各
都道府県知事あて厚生
省健康政策局長通知）
第二の三（一）

健康保険法第63条、第
88条

内閣府、文部科
学省、厚生労働
省

富山市 足利市、船橋
市、横浜市、相
模原市、加賀
市、須坂市、豊
橋市、豊田市、
京都市、南あわ
じ市、鳥取県、
米子市、山陽小
野田市、八幡浜
市、佐世保市、
大分県、宮崎
県、宮崎市

○医療的ケア児の居宅における看護は、訪問看護の看護師によるケアが定着しており、医療的ケア児の保護者との信頼関係が構築でき
ている場合も多い。また、医療的ケア児の状態もさまざまであることから、居宅、保育所等の場所に関係なく、状況を把握した看護師を派
遣できる制度への改正が必要である。
○当市でも看護師が確保できず、酸素吸入が必要な医療的ケア児の保育園での受入れを断念した経過があることから、保育園への訪問
看護が適用されれば医療的ケア児の受入れを広げることが可能となり、児童の集団保育の機会確保に資すると考える。
○当市でも医療的ケア児が保育所入所が出来なかった事例がある。医療的ケア児を担当することになる保育士の不安はかなり大きい。
また、看護職の確保も難しい状況であるため、どのくらい保育士や保護者の不安が軽減されるか分からないが、訪問看護ステーションの
看護師による訪問看護が保育所で受けられるようになると医療的ケア児の集団参加の機会の確保ができると思われる。
○現在、医療的ケアに当たる保育所常勤の看護師が不在時の対応として、保育所への訪問看護を実施しているが、健康保険法上、保育
所での訪問看護が認められていないため、市の単独事業により、全額市が費用負担をして訪問看護の利用をしている。健康保険法にお
ける訪問看護の適用範囲を拡大し、保育所での訪問看護を可能とすべきである。
○当市においては、提案団体同様の課題に対して、障害福祉部門において、「施設」在籍児童を対象に訪問看護師派遣事業を実施して
おり、全額公費負担している。保育対策総合支援事業費補助金の対象ではあるが、健康保険対象でないため、事業費の負担が大きく、
予算確保に困難がある。保険対象となれば、支援対象の医療的ケア児数を拡大することができる。
○当市においても、医療的ケア児に対する看護師を配置している施設はなく、保護者が付き添うケースが見られ、保護者の負担が大き
い。保険適用の範囲が拡大されれば、訪問看護を施設で利用することもでき、医療的ケア児の受入施設数も増えると考えられる。
○当市においても医療的ケアを必要とする入園ニーズは高まっているが、園に常駐する看護師は不足しており、早朝・延長の対応も課題
となっている。そのため、園への訪問看護は必要と考える。
○医療的ケア児に対応できる施設は、当県でも少ない状況にあり、訪問看護ステーションの適用範囲の拡大は、医療的ケア児の受入促
進につながるものと思料される。
○支障事例:本来なら酸素吸入が必要な児であるが、園ではなんとか酸素なしで過ごしている。そのため児は活動を制限をしたり、保育士
も体調に十分に配慮しながら園生活を送っているが、万が一の事態について保育士は常に不安を伴っている。また嚥下障がいで鼻腔か
らチューブで栄養摂取している児は毎回保護者が来園して対応しており、保護者の負担が大きい。
地域課題:医療的ケア児におけるニーズの把握
制度改正の必要性等:医療的ケア児に対して、保育・教育の機会を保証するために、訪問看護の訪問先について「保育所等」も対象とする
必要がある。
○現在、医療的ケア児の受入れがない状況であるが、提案の改正が行われれば、保育所等での受入れ促進が期待される。それにより、
医療的ケア児の選択肢や保護者の就労機会の拡大につながるため、所要の改正が必要である。
○当市では、18歳以上の対象者も含め、医療的ケア児・者等として運用している。その中で、医療的ケア児・者等の在宅生活を支援するう
えで、訪問看護の適用範囲の拡大を実施する必要があると考えている。
○児童発達支援や放課後等デイサービスでは、看護師を配置することに対する加算制度があるが、看護師の確保が難しいだけでなく医
療行為に対する責任やリスクなどから、多くの事業所で配置が進んでいない状況である。訪問看護先に保育所や学校のほか、障害児通
所支援事業所を認めることで、医療的ケア児とその保護者が望む地域・事業所において主治医の指示書のもと、日頃から医療行為を
行っている看護師による医療的ケアを受けることが可能となる。
○訪問看護が居宅に限られており、保育所等への訪問ができないことにより、近隣の医院に医療的ケアの必要な児童をつれて行き、処
置をしている。
○当県医ケア協議会において、保育所等での医療的ケアのニーズに対応するため訪問看護師の活用について、意見が出されている。
○訪問看護サービスを自宅で利用する場合は、医療保険が適用されるが、保育所等で利用する場合は適用されず、保護者の負担に繋
がっている。（全額自費での対応となっている。）
○提案市が具体的な支障事例として指摘している問題点は、当県においてもそのまま当てはまる。現状、保護者の要望等に応じ、その
時々に関係機関で体制を含めた調整をしており体制の継続ができていない。（現状は、保護者が保育所・幼稚園にて医療的ケアを行って
いる。）なお、当該自治体が予算を組み保育・教育機関で訪問看護ステーションからの訪問看護を利用する事業を検討中の事例あり。
○提案自治体と同様の状況であり、対応に苦慮している。人材が不足する中、看護師の配置も現実的に困難であるため、訪問看護の仕
組みや制度の活用を検討していただきたい。

8 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

医療・福祉 医療的ケア児に
対する訪問看護
の適用範囲の
拡大

健康保険法の訪問看護の適用
範囲について、必要に応じて「居
宅」以外の保育所や学校等を訪
問先として認める。

医療的ケア児の受け入れに関する相談は、年々増加しているが、看護師を配
置し、かつ医療的ケアに対応できる施設は少ない。
当市の保育所等では、主治医の「保育所等での集団生活が可能」の判断が
あれば、受け入れ可能である。しかし看護師配置等の条件に対応することが
困難な状況から、保護者が付き添い、医療的ケアを行っているケースがあり、
保護者の負担が大きい。
医療的ケア児の保護者が就労を希望しても、医療的ケアがあるため保育所
等に預けることが難しく、職場復帰できない等、保護者の就労に影響があると
ころ、保育所等での医療的ケアに対する訪問看護の利用については、健康保
険法上、訪問先が「居宅」に限定されていることから、実質的にその利用が制
限されている。

医療的ケア児の受入が促進され、多様な需要に対応できる。
医療的ケア児の保護者の負担を軽減し、働きやすくすることができ
る。



別添１

厚生労働省（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案）

区分 分野 団体名 支障事例

所管部署・
担当者連絡先

提案区分
その他

(特記事項)
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例
制度改正による効果

（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効率化等）
根拠法令等

制度の所管
・関係府省

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞
管理
番号

団体名 回答欄（各府省）

15 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

医療・福祉 自殺対策費補
助金の早期の
交付決定

自殺対策費補助金の年度当初
の早期の交付決定

本県の事業「自殺対策事業費」の財源となっている国の自殺対策費補助金に
ついては、例年12～１月頃の交付決定となっており、平成30年度も１月の交
付決定となっている。
地域自殺対策推進センター（県精神保健福祉センターに設置）の運営費につ
いては、同補助金を財源としているが、事業費の約８割が相談対応及び市町
村計画策定等の支援にあたるスタッフ等の人件費であり、交付決定の遅れ等
があると計画的な事業執行が困難となることから、年度当初の早期の交付決
定が必要である。

（参考）平成30年度の交付決定日　平成31年１月８日

・当該交付金に係る自治体の事務負担軽減
・事業の円滑な実施

・自殺対策費補助金（地
域自殺対策推進セン
ター運営事業）交付要綱

・地域自殺対策推進セン
ター運営事業実施要綱

厚生労働省 岩手県、青森
県、盛岡市、
花巻市、一関
市、陸前高田
市、西和賀
町、軽米町、
一戸町、秋田
県

宮城県、秋田
市、山形県、山
形市、豊橋市、
熊本県

○平成30年度は県からの補助金決定通知が12月であった。市では同補助金を財源に、民間団体に補助金を交付しており、各民間団体
の活動は同補助金を財源としていることから、計画的な事業執行が困難な状況となっている。年度当初の早期の交付決定が必要である。
○計画的、効果的な事業実施のために早期の交付決定が必要となります。
○交付決定が１月となることから、交付額決定の前に事業を進めなければならず、物品購入や講師謝金等の支出に支障をきたしているた
め、共同提案を行うもの。
○本県も同様の支障が生じており、交付決定の遅れ等があると計画的な事業執行が困難となることから、年度当初の早期の交付決定が
必要である。
○地域自殺対策推進センター（県精神保健福祉センターに設置）の運営費については、同補助金を財源としているが、事業費は相談対応
及び市町村計画策定等の支援にあたるスタッフ等の人件費であり、交付決定の遅れ等があると計画的な事業執行が困難となることから、
年度当初の早期の交付決定が必要である。
○当市における自殺対策強化事業については、年間を通しての相談事業等の財源として交付金を活用しているものもあり、交付決定が
遅くなることで事業の執行が困難になることから、年度当初の交付決定が必要である。

19 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

医療・福祉 社会福祉法人
が放課後児童ク
ラブを設置する
場合の要件緩
和について

社会福祉法人が放課後児童クラ
ブを設置する場合も、国及び地
方公共団体以外の者から貸与を
受けたものであっても実施するこ
とができるよう、保育所等と同様
の特例を認める 。

近年の女性就業率の上昇等により、さらなる共働き家庭の児童数の増加が
見込まれる中、「小１の壁」を打破するとともに待機児童を解消するため、全
国的に放課後児童クラブの追加的な整備が不可欠な状況にある。
本市においても、年々利用ニーズが増加しており、それに伴い、待機児童も
増加傾向にある。待機児童の解消は喫緊の課題であり、市が設置する施設
だけでは増加する利用ニーズに対応することが困難な状況であることから、
社会福祉法人等による事業参入の促進を図っている。
一方で、社会福祉法人の認可に関する基準では、社会福祉法人が通所施設
を設置する場合、保育所等については、設置に必要な不動産を国または地方
公共団体以外の者から貸与を受けて行うことができるよう要件緩和がされて
いるが、放課後児童クラブは、この要件緩和の対象施設に含まれていない。
そのため、本市では、市内の社会福祉法人から放課後児童クラブを新設した
いとの相談を受けたが、民有地を借り受けて整備を行う計画であったことか
ら、事業実施を断念せざるを得ない事案が生じたところである。今後さらに増
加する利用ニーズの対応に必要な施設の量的整備を進めるに当たって支障
が生じている状況にある。

放課後児童クラブについても、保育所等と同様に、社会福祉法人
が国又は地方公共団体以外の者から不動産の貸与を受けて施設
を設置できるよう要件緩和を行うことにより、社会福祉法人による
放課後児童健全育成事業の実施を円滑に推進し、官民合わせて
増加するニーズに対応できる施設の量的整備を図ることができ
る。

社会福祉法人の認可に
ついて（平成12年12月１
日付け厚生労働省通
知）、国又は地方公共団
体以外の者から不動産
の貸与を受けて既設法
人が通所施設を設置す
る場合の要件緩和につ
いて（平成12年９月８日
付け厚生労働省通知）

厚生労働省 出雲市 八戸市、島根
県、倉敷市、八
幡浜市、大村
市、熊本市

○当市では、保護者、民生委員、学校関係者などで構成する地域の運営委員会に放課後児童クラブ事業を委託しているが、利用児童数
の急増で複数クラブの設置によるクラブ運営の大規模化、処遇改善などをはじめとする労務管理の複雑化など、ボランティアが中心の運
営委員会方式では、限界との声も大きくなっている。このため、将来は運営形態の多様化が必要と考えるが、その受け皿として、社会福祉
法人は必須となる。なお、当市では、クラブ室は、学校の余裕教室や特別教室、近隣の公立幼稚園など公共施設の活用、校庭への専用
クラブ室の設置のほか、学校近隣の空き家などを賃借し、実施しているが、この通知での通所施設の範疇に児童クラブが含まれると、空
き家などの賃借でのクラブ室の存続が困難となり、社会福祉法人へ運営移管した途端に待機児童が激増となる。このことは、国として進
めている待機児童解消加速化プランの進展の阻害要因となるため、速やかな改正、または解釈により、賃借であっても社会福祉法人が
放課後児童クラブ事業を実施できることを明確化されたい。
○当県では人口減少に伴い、主に山間部や市部でも、空き家や耕作放棄地など、活用されずに放置されている土地や施設が存在してい
る。放課後児童の待機児童解消のためにも、そういった民間の施設や土地の貸与を受け、法人が児童クラブを設置できるようになると、
場所の選別や予算などの選択肢が拡がり、放課後児童クラブの充足に繋げることが出来ると考えられる。
○社会福祉法人の運営するクラブが狭隘な状況になった場合の代替案が複数あることは、市民の利用ニーズに早急な対応が可能となる
ことから、制度改正は必要と考える。

20 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

環境・衛生 犬の登録情報
の取扱いの変
更

狂犬病予防法に基づく業務で、
犬の所有者から死亡届が提出さ
れない登録原簿について、平成
14年６月11日付健感発第
0611001号厚生労働省健康局結
核感染症課長通知にある転居先
不明原簿と同様な取り扱いとし、
一定の条件を満たすものは登録
頭数に含めないものとすること。
（例）
登録頭数に含まないもの：年齢
が20歳を超える犬であって、直
近５年間狂犬病予防注射済票の
交付を受けていないと認められ
るとき

所有者が、義務である犬の死亡の届出をしないことが多く、市は登録を消除
することができないため、現行の規定では、正確な犬の登録頭数を把握する
ことが困難になっており、適正な登録原簿の管理に支障を来たしている状況
である。
また、登録原簿を管理するための電算処理費、予防注射通知ハガキの郵送
費等の経費がかかっている。登録頭数が実際より多い場合は、予防接種の
接種率にも影響がある。登録を消除をするためには、所有者に直接確認する
必要があり、時間を要する。

＜参考＞
年齢が20歳を超える犬で直近５年間注射済票の交付がない頭数
217頭（令和元年５月27日現在）
（１）当該犬に係る経費　85千円
【内訳】
郵送費：12千円
電算処理費：６千円
臨時職員雇用費：67千円
※死亡犬確認作業
（２）接種率
69.7%（平成30年度末時点）
71.5%（登録頭数に含まない場合）

・登録原簿の適正な管理（接種率の適正化）
・手続通知の事務負担の軽減（電算処理費及び郵送費の削減）

狂犬病予防法第４条第
４項

平成14年６月11日付健
感発第0611001号厚生
労働省健康局結核感染
症課長通知

厚生労働省 出雲市 旭川市、大船渡
市、秋田市、三
鷹市、東村山
市、福井市、軽
井沢町、豊橋
市、豊川市、田
原市、亀山市、
広島市、防府
市、高松市、大
牟田市、大村
市、熊本市

○当市においても、速やかに犬の死亡届を提出しない飼い主が多く、無駄な事務経費がかかっている現状にある。
○犬の所有者が、登録事項の変更の届出をしないまま転出等を繰り返すことにより連絡がつかなくなり、犬は不在であるにもかかわら
ず、犬の登録情報が台帳に残ってしまう場合がある。
○所有者が、義務である犬の死亡の届出をしないことが多く、登録を消除するためには、7月から未注射の犬の飼い主（1500件）に直接電
話して死亡、転居等の確認を行ったり、集合注射のハガキが戻ってきた飼い主に直接電話して確認を行ってはいるが、相当の時間を消費
する。
○当市での20歳超かつ５年間注射済証の交付がない頭数は666頭であり、接種率に４％程度の影響が出ていると推測される。経費につ
いては、郵送費のみで83千円程度は必要となっている。
○犬の死亡届が出ていない高齢犬の登録を抹消するため、所有者へ電話やハガキ等で生存確認を行っており、それに係る労力や費用
などは業務において負担となっている。
○提案団体の具体的な支障事例と同様の事象が当市においても発生している（当市における20歳以上の犬登録件数：376件）。狂犬病予
防注射済票未交付の犬登録者に対しての督促状文面に、飼犬の死亡時は死亡届を提出する必要がある旨を記載し勧奨を行っている。
それにも関わらず死亡届が提出されないケースが残っている。
○当市においても、登録原簿において年齢が20歳を超え直近５年間注射済票の交付がない犬が416頭、また、年齢が25歳を超える犬が
22頭（いずれも令和元年６月18日現在）ある。
登録原簿の管理上、飼い犬の死亡届出に関する飼い主に対する周知徹底、飼い主への確認が重要であるが、現実に原簿に存在し、飼
い主とも連絡がとれないこれら高齢の犬について、一定の条件下で職権による消除等の取扱いを定めることは、原簿の適正な管理、事務
負担の軽減等の観点から有用と考える。
○提案市と同じく、飼い主が犬の死亡や事項変更等の手続きをしないことが多く、正確な犬の登録頭数を把握できず対応に苦慮してお
り、狂犬病予防接種の案内等の手続き通知の経費負担にもなっている。
○犬の所有者が、義務である犬の死亡の届出をしないことが多く、市は登録を消除することができないため、現行の規定では、正確な犬
の登録頭数を把握することが困難になっており、適正な登録原簿の管理に支障を来たしている状況である。予防注射通知ハガキ等の郵
送費の経費がかかっている。また、登録頭数が実際より多い場合は、予防接種の接種率にも影響がある。登録を消除をするためには、犬
の所有者に直接確認する必要があり、時間と費用を要する。狂犬病予防法に基づく業務で、犬の所有者から死亡届が提出されない登録
原簿について、平成14年６月11日付健感発第0611001号厚生労働省健康局結核感染症課長通知にある転居先不明原簿と同様な取り扱
いとし、一定の条件を満たすものは登録頭数に含めないものとすること。（※一定の条件の例…登録頭数に含まないもの：年齢が20歳を
超える犬であって、直近１年間狂犬病予防注射済票の交付を受けていないと認められるとき）



別添１

厚生労働省（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案）

区分 分野 団体名 支障事例

所管部署・
担当者連絡先

提案区分
その他

(特記事項)
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例
制度改正による効果

（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効率化等）
根拠法令等

制度の所管
・関係府省

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞
管理
番号

団体名 回答欄（各府省）

22 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

環境・衛生 狂犬病予防法
に国外転出の
届出を義務化

狂犬病予防法に、登録を受けた
犬の所有者は、その犬の所在地
を国外へと変更する場合、その
犬の所在地を所轄する市町村長
に届け出なければならないという
旨の条文を追記する。

現行法では変更届は新所在地を所轄する市町村長へ届け出ることとなってい
るため、国外の場合、飼い主は変更届を提出することはない。
このことから、市外に転出しているにも関わらず、法に届出が明記されていな
いため、原簿の適切な管理が行えない現状がある。
また、平成７年２月６日付衛乳第16号厚生省生活衛生局乳肉衛生課長通知
の中でも、犬の登録原簿の管理について、変更届が適正に行われていない
場合にあっては、届出書の提出を求める等登録原簿の適切な整理を行うこと
としているが、提出を求める届出書が規定されていないため、犬の所在を正
確に把握できず、所在不明犬として管理することになる。

＜参考＞
当市には外国籍住民が4,986人（平成31年４月30日現在）在住しており、外国
籍の住民から、自国に戻る際の犬の手続きについて問い合わせがある。

・国外転出を届出することによる適正な登録原簿の管理 狂犬病予防法

平成７年２月６日付衛乳
第16号厚生省生活衛生
局乳肉衛生課長通知

厚生労働省 出雲市 旭川市、盛岡
市、秋田市、福
島県、新潟市、
軽井沢町、豊橋
市、豊川市、亀
山市、八尾市、
防府市、高松
市、大牟田市、
熊本市

○当市において、数年前に「犬を連れて海外に永住するので犬の登録を抹消してほしい。」との飼い主からの申出に基づき登録原簿を消
除した（便宜上死亡扱い）が、当該者はその後犬を連れて帰国し、他市で所在地変更届をしたため原簿復帰させた事例があった。現行で
は、管轄市町村における犬の登録原簿の消除規定は「死亡」「国内における管外転出」のみであるので、消除事由に「国外転出」を追加す
るべきと考える。
○所有者（外国人）が犬の変更届を提出し忘れることも考慮し、所有者が海外へ転出後、犬の所在地を所轄する市町村長が犬の登録を
職権消除できる必要がある。なお、犬は一生に一度の登録でよいという制度であるため、日本へ犬を連れて戻ってきたら、所有者は変更
届（転入）を新所在地を所轄する市町村長に届け出る必要がある。
○狂犬病の予防には、県内の犬の動態を正確に把握する必要があり、そのためには市町村による犬の登録原簿の管理が欠かせないこ
とから、従来の届出に加え、国外に転出する犬の届出について制度を設ける必要があると考える。
○出入国管理法改正を受けて今後外国籍住民が増加することが予想され、必要な制度改正と考える。

出雲市 旭川市、盛岡
市、秋田市、三
鷹市、東村山
市、福井市、軽
井沢町、豊橋
市、豊川市、田
原市、亀山市、
広島市、防府
市、高松市、大
牟田市、久留米
市、大村市、熊
本市、鹿児島市

○当市においても、速やかい犬の死亡届を提出しない飼い主が多く、無駄な事務経費がかかっている現状にある。
○犬の所有者が、登録事項の変更の届出をしないまま転出等を繰り返すことにより連絡がつかなくなり、犬は不在であるにもかかわら
ず、犬の登録情報が台帳に残ってしまう場合がある。登録原簿の適正な管理に資するため、職権消除の根拠となる運用指針（通知等）を
要望する。
○所有者が、義務である犬の死亡の届出をしないことが多く、登録を消除するためには、7月から未注射の犬の飼い主（1500件）に直接電
話して死亡、転居等の確認を行ったり、集合注射のハガキが戻ってきた飼い主に直接電話して確認を行ってはいるが、相当の時間を消費
する。
○当市での25歳超の頭数は280頭であり、接種率に２％程度の影響が出ていると推測される。経費については、郵送費のみで34千円超
は必要となっている。
○犬の死亡届が出ていない高齢犬の登録を抹消するため、所有者へ電話やハガキ等で生存確認を行っており、それに係る労力や費用
などは業務において負担となっている。
【経費】
役務費：62千円、臨時職員雇用費：42千円
○提案団体の具体的な支障事例と同様の事象が当市においても発生している（当市における20歳以上の犬登録件数：376件）。狂犬病予
防注射済票未交付の犬登録者に対しての督促状文面に、飼犬の死亡時は死亡届を提出する必要がある旨を記載し勧奨を行っている。
それにも関わらず死亡届が提出されないケースが残っている。
○年齢が２０歳以上の高齢犬（20頭）について、職権消除できる権限を付与されたい。また、支障事例等の補強に関することとして、飼い
主が転出した場合、一定期間の経過した転居先不明犬（高齢犬以外を含む119頭）についてもその登録を職権消除ができる権限を付与さ
れたい。
＜参考＞（令和元年６月20日現在）
・年齢が20歳を超える犬20頭に係る経費3,308円（内訳：郵送費2,480円（予防注射通知ハガキを年に２回送付）、予防注射案内ハガキ作
成費（年に２回作成）828円）
・転居先不明犬119頭に係る経費19,682.6円（内訳：郵送費14,756円（予防注射通知ハガキを年に2回送付）、予防注射案内ハガキ作成費
（年に2回作成）4,926.6円）
・接種率：この権限が付与されれば、平成30年度末時点の接種率85.4%が87.0%に向上する。
○当市においても、登録原簿において年齢が20歳を超え直近5年間注射済票の交付がない犬が416頭、また、年齢が25歳を超える犬が
22頭（いずれも令和元年6月18日現在）ある。
登録原簿の管理上、飼い犬の死亡届出に関する飼い主に対する周知徹底、飼い主への確認等が最も重要であるが、現実に原簿に存在
し、飼い主とも連絡がとれないこれら高齢の犬について、一定の条件下で職権による消除等の取扱いを定めることは、原簿の適正な管
理、事務負担の軽減等の観点から有用と考える。

21 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

環境・衛生 犬の登録情報
の職権消除等
ができる権限の
付与

一定期間経過したものについて
は、その犬の登録を職権消除等
ができる権限を付与すること。
（例）
職権消除できるもの：年齢が25
歳を超えるもの

所有者が、義務である犬の死亡の届出をしないことが多く、市は登録を消除
することができないため、現行の規定では、正確な犬の登録頭数を把握する
ことが困難になっており、適正な登録原簿の管理に支障を来たしている状況
である。
また、登録原簿を管理するための電算処理費、予防注射通知ハガキの郵送
費等の経費がかかっている。登録頭数が実際より多い場合は、予防接種の
接種率にも影響がある。登録を消除をするためには、所有者に直接確認する
必要があり、時間を要する。

＜参考＞
年齢が25歳を超える犬の頭数　 75頭（令和元年５月27日現在）
（１）当該犬に係る経費　34千円
【内訳】
郵送費：５千円
電算処理費：２千円
臨時職員雇用費：27千円
※死亡犬確認作業

・登録原簿の適正な管理（接種率の適正化）
・手続通知の事務負担の軽減（電算処理費及び郵送費の削減）

狂犬病予防法第４条第
４項

厚生労働省



別添１

厚生労働省（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案）

区分 分野 団体名 支障事例

所管部署・
担当者連絡先

提案区分
その他

(特記事項)
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例
制度改正による効果

（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効率化等）
根拠法令等

制度の所管
・関係府省

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞
管理
番号

団体名 回答欄（各府省）

23 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

医療・福祉 特定地域型保
育事業の確認
の効力の拡大
について

特定教育・保育施設の確認と同
様に、特定地域型保育事業の確
認の効力が全国に及ぶよう制度
の改正を求める。

本市及びその周辺の市町村においては、各市町村の区域を越えた通勤等が
一般的であり、それに伴って地域型保育事業についても、居住する市町村の
区域外での利用が一般的に行われている。
現行では、地域型保育事業の確認の効力が確認を行う市町村の区域に限定
されていることから、広域的な利用を行う場合には、他自治体との同意を得る
必要がある。そのため、本市で事業所内保育を実施している事業所に、本市
以外に居住している従業員で事業所内保育を利用している人が複数人いた
場合、当該事業者がその従業員が居住している全ての自治体に確認申請を
行う。それを受け各自治体が当該事業者が所在する市町村から確認につい
て同意を得て、当該事業者を確認する必要がある。これら事務は、事業者に
とっても自治体職員にとっても大きな負担となっている。
また、事業所内保育事業については事務負担を考慮され通知により簡便な
方法も示されているが、他自治体とのやり取りなどの事務が煩雑である。通
知による簡便な方法を実施したとしても、各市町村と調整の上、同意を不要と
する旨の協定書を作成し、確認申請書類を各市町村へ送付する事務等が発
生し、市町村間での調整業務（協定書の内容についての確認、修正等）が大
きな事務負担となっている。
あわせて、事業所内保育事業だけでなく、利用調整により本市の児童が他市
の小規模保育事業を利用する事例もあり、同様の事象が発生している。ま
た、本市の児童が他市の施設を利用する際、その他市の施設が地域型保育
事業に該当する施設なのか、その市と同意を不要とする旨の協定書を作成し
ているかをその都度確認する必要があり大きな事務負担となっている。

特定教育・保育施設に係る確認事務と同様に、全国で確認の効力
が及ぶことで、職員の事務負担を軽減するとともに、利用者が利
用しやすい地域型保育事業をめざす。
なお、広域利用の場合は、他市町村に利用調整を依頼することに
なるため、住民が利用している施設は容易に把握でき、給付を支
払う場合には、必ず事業者または市町村から請求があるため、支
給漏れ等が起こることはないため、特定地域型保育事業者の確認
の効力を全国に及ぶこととしたとしても、制度上新たな支障は生じ
ないものと考える。

子ども・子育て支援法31
条・43条、子ども・子育て
支援法に基づく支給認
定等並びに特定教育・
保育施設及び特定地域
型保育事業者の確認に
係る留意事項について、
子ども・子育て支援新制
度における事業所内保
育事業所の運用上の取
り扱いについて

内閣府、厚生労
働省

豊中市 川崎市、豊田
市、大阪府、大
阪市、池田市、
吹田市、高槻
市、富田林市、
米子市、広島
市、松山市、熊
本市

○当市及びその周辺の市町では、各市町の区域を越えた通勤等が一般的であり、それに伴って地域型保育事業についても、居住する市
町の区域外での利用が一般的に行われている。現行では、地域型保育事業の確認の効力が確認を行う市町村の区域に限定されている
ことから、広域的な利用を行う場合には、他自治体との同意を得る必要がある。当市は事業者の事務負担の軽減が議会質問等様々な機
会を通じ、要望されており、通知による簡便な方法を実施しているが、各市町と調整の上、同意を不要とする旨の同意書を作成し、確認申
請書類を各市町と受送付する事務等が発生し、市町間での調整業務（協定書の内容についての確認、修正等）が事務負担となっている。
先般、子ども・子育て支援法の改正があり、「特定子ども・子育て支援施設等の確認」が追加されたが、これに関して他自治体の同意の必
要性が無く理解に苦しんでいる。
○広域利用の場合、少人数の児童のためでも、施設要件を確認する手続きが必要になるため、園に対する事務負担は増大する。
○当市において、現在まで、地域型保育事業の広域利用はないものの、発生した場合の事務負担に鑑み必要と考える。
○広域利用の場合は、他市町村に利用調整を依頼することになるため、住民が利用している施設は容易に把握でき、給付を支払う場合
には、必ず事業者または市町村から請求があるため、支給漏れ等が起こることはないため、特定地域型保育事業者の確認の効力を全国
に及ぶこととしたとしても、制度上新たな支障は生じないものと考える。
○事業所内保育事業について、同意を不要とする旨の同意書を作成し、確認申請書類を各市町村へ送付する事務等が発生し、市町村
間での調整業務（協定書の内容についての確認、修正等）が煩雑である。
○地域型保育事業に係る確認については、いわゆる「みなし確認」等により手続きが簡略化されているものの、当市においても一定数の
件数が発生しており、また事業所への説明や書類提出を促す作業量も含めた場合には事務負担の増加につながっている。特定教育保
育施設と特定地域型保育事業における確認の性質が異なることは理解しているが、確認の効力が全国に及ぶこととなった場合には事務
の効率化に寄与するものと考える。
○特定教育・保育施設と特定地域型保育事業で確認の効力の範囲に差を設ける必要性があると感じたことがなく、事務負担の軽減の観
点から見直しをお願いしたい。
○当市においても広域的な利用を行う場合、同意書を取得しており、事務負担となっている。

30 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

医療・福祉 認定こども園施
設整備交付金
等のスケジュー
ルの早期化

認定こども園施設整備交付金及
び保育所等施設整備交付金の
交付決定及び資金交付を早期化
すること。

認定こども園施設整備交付金は文科省、保育所等施設整備交付金は厚労省
から保育所等の整備に係る費用の一部を補助するが、国からの資金交付が
年度末であるため、当該費用について事業者が立替え払いする必要がある。
施設整備等に係る経費は事業者にとって負担が大きく、立替え払いは資金繰
りの負担となっている。このことが事業参入や事業拡大の障壁となり、創設や
増築等必要な施設整備が進まない原因となっている。
また、両省は範例を理由に内示後に事業着手して良いこととしているが、整
備事業を年度繰越する際、内示後から交付決定前の事由（地元との協議等）
による年度繰越は財務省が認めていないため、繰越事由に苦慮している。

交付決定や資金交付のスケジュールを早期化することにより、施
設整備等が事業者の資金繰りに与える影響を低減することができ
るとともに、適正な事務の執行が図られる。

児童福祉法56条の４の
３、認定こども園施設整
備交付金交付要綱、保
育所等整備交付金交付
要綱

内閣府、文部科
学省、厚生労働
省

奈良県 いわき市、豊橋
市、高槻市、南
あわじ市、鳥取
県、広島市、徳
島市、愛媛県、
佐世保市、大村
市、大分県

○認定こども園施設整備交付金において、当県では内示後、交付決定前に事前着手をする場合は事前着手の承認が必要となっており、
年度内に事業を完了させるためにはほとんどの場合事前着手の必要があることから、交付決定に相当の期間を要することが事務負担の
増加につながっている。
○内示後、交付決定前の事業着手が認められているので、事業着手後の不測の事由であれば、それが交付決定前であるから繰越理由
にならないというのは不合理である。繰越が困難であるため、事業規模によっては、工期において事業者に多大な負担を強いることに
なっている。交付決定の早期化（内示日と同日とする等の運用も含む）が必要であるとともに、内示についても、遅滞なく年度当初に示さ
れることを求める。
○同様の支障及び市民サービスに直結しない非生産的な事務が発生していることから、早急な改善を求める。
○両交付金について申請から内示までの期間が長く、また内示後の事業着手しか認められないため、結果的に工期が短くなり、年度内の
工事完了が難しくなる事例が生じている。
○文科省の交付決定時期が遅いことから、計画的な施設整備に支障をきたしている。
○当市では、基本的に国等の交付決定を受けた後に、事業者に対し、市の交付決定をおろすこととしている。現状の国の要綱発出スケ
ジュールでは、年度末に要綱が発出されることが多いため、交付決定前に事業が完了するという不具合が生じることがある。そのため、そ
のような場合には事業ごとに財政部局と調整のうえ、例外的に交付決定を市独自で行っているが、その調整に多大な時間を要しているこ
とから、早期に要綱の策定に取り組まれたい。
○当県においても、１施設の整備に２箇所の協議・申請が必要となり、事業者及び自治体とも煩雑は事務処理が発生している。

37 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

医療・福祉 都道府県等が
診療所の管理
者の常勤性の
判断をしてよい
旨の明確化

都道府県等が診療所の管理者
の常勤性の判断をしてよい旨の
明確化

・中山間地域や離島においては、開業医の高齢化が進み、後継者もいない状
況で閉院の危機がある。
・その診療所を維持するためには、周辺の病院から複数の医師が交代で代
診すれば良いが、都道府県では誰も診療時間の８割を勤務することができず
（常勤性）、管理者になれない＝診療所が存続できないという認識である。
・平成29年の地方分権改革に関する提案募集において厚生労働省からは
「現行、診療所等の開設許可、管理者変更、管理者の複数管理の許可につ
いては、すでに都道府県等に権限が移譲されている。（中略）管理者の常勤
性については、個別事例の判断については都道府県等の判断によるものとし
ている。」との見解が示されたが、通知等がないため、この見解を把握してい
る団体は少ないと考える。

・都道府県等が管理者の常勤性の判断をしてよい旨の明確化され
れば、中山間地域や離島の診療所の維持存続に繋がる。

・管理者の常勤しない診
療所の開設について（昭
和29年10月19日医収第
403号厚生労働省通知）
・医療法第25条第1項の
規定に基づく立入検査
要綱

厚生労働省 島根県 十日町市、小松
市、三重県、京
都府、萩市、徳
島県、高松市、
五島市、熊本
県、熊本市

○当院においても、無床診療所を開設しているが、診療時間の８割を勤務とする常勤医師の配置が求められており、本院以外の医師を管
理者として常時配置することが非常に困難である。
○中山間地域の地域医療の存続を検討する上で、権限を明確にしていただきたい。
○過疎地域や離島における診療所の管理者の常勤要件のあり方について、都道府県等が管理者の常勤性の判断をしてよい旨が明確化
されれば、当該地区の診療所の休診等を防ぐことができ、地域住民の医療の確保に資することができる。
○へき地や離島においては、医師の高齢化が進み、後継者もいない状況である。また、医師不足のため、新たな常勤医を確保することが
困難な状況にある。診療所の維持に向けた対策を進めていくため、県が管理者の常勤性について判断できることを明確化していただくこ
とが必要である。
○本県においても、山間地等の医療提供体制を確保する必要があるため、「都道府県等が管理者の常勤性を判断をしてよい」旨の明確
化がされれば、当該地域における診療所の存続、確保に繋がる。

47 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

医療・福祉 医療的ケア児に
対する保育士の
対応可能範囲
拡大

保育士の対応が可能な医療的ケ
アに酸素療法の管理を加えるこ
と

都道府県知事が行う研修を修了し、認定証の交付を受けることにより、保育
士ができる行為（特定行為）はたんの吸引と経管栄養に限定されている。
そのため、当該行為以外の行為が必要となる医療的ケア児の保育園等への
受入れについて、相談の段階で断る例が生じている。
本来であれば看護師を雇用し対応するのが理想的であるが、看護師の確保
が困難な中、児童の社会性の発達に資する集団保育を経験する機会を奪う
ことにつながる。

特定行為に酸素療法の管理を追加し、保育士でも酸素療法の管
理を可能とすることで、当該行為を必要とする医療的ケア児を保育
所等で受け入れることが可能となる。酸素療法機器の性能向上に
より、現在特定行為として認められているたんの吸引や経管栄養
に比べても、酸素療法の管理は、専門的知識及び技能がそれ程
要求されておらず、適切な研修受講により保育士でも実施可能と
考える。
これにより、看護師確保が困難な状況においても、医療的ケア児
の受入体制を強化でき、集団保育の機会確保に資する。

社会福祉士及び介護福
祉士法、同施行規則

厚生労働省 福井市 須坂市、豊田
市、南あわじ
市、米子市、佐
世保市

○本市でも看護師が確保できず、酸素吸入が必要な医療的ケア児の保育園での受入れを断念した経過があることから、福井市同様に特
定行為に酸素吸入を追加することで医療的ケア児の受入れを広げることが可能となり、児童の集団保育の機会確保に資すると考える。
○本市では、平成30年度は在宅酸素療法の児（５歳児）が入園しており、常時保護者が酸素ボンベを背負い園生活を送っていた。酸素残
量やチューブの管理は必要であるが、直接的なケアは発生せず、保育師が管理することは可能と考える。
○県が行った重症心身障害児者及び医療的ケア児者の実態調査において、医療的ケアが必要であることを理由に保護者から「相談の段
階で断られた」「付き添いが負担」などの意見が寄せられている。
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○医療的ケア児の居宅における看護は、訪問看護の看護師によるケアが定着しており、医療的ケア児の保護者との信頼関係が構築でき
ている場合も多い。また、医療的ケア児の状態もさまざまであることから、居宅、保育所等の場所に関係なく、状況を把握した看護師を派
遣できる制度への改正が必要である。
○当市でも看護師が確保できず、酸素吸入が必要な医療的ケア児の保育園での受入れを断念した経過があることから、保育園への訪問
看護が適用されれば医療的ケア児の受入れを広げることが可能となり、児童の集団保育の機会確保に資すると考える。
○当市においては、提案団体同様の課題に対して、障害福祉部門において、「施設」在籍児童を対象に訪問看護師派遣事業を実施して
おり、全額公費負担している。保育対策総合支援事業費補助金の対象ではあるが、健康保険対象でないため、事業費の負担が大きく、
予算確保に困難がある。保険対象となれば、支援対象の医療的ケア児数を拡大することができる。
○入所施設が保険適用の範囲外であることから、保護者がケアに出向くことで入園しているが、保護者の負担が大きい。
○小中学校での医療的ケア児の受入れに関する相談は年々増加しているが、看護師を配置し、かつ医療的ケアに対応することは、看護
師の確保や予算の関係上、保護者の要望にすべて応えることが困難な状況である。健康保険法上、訪問看護サービスにおける看護師の
訪問先は「居宅」に限定されており、学校等への訪問には適用されないため、実質的にその利用が制限されている。そのため、教員等だ
けでの対応ができない事例でなおかつ看護の中でも専門的スキルが必要とされる事例（人工呼吸器装着時の吸引等）については、市独
自で訪問看護ステーションと契約を結び対応してはいるが、国の補助事業は費用の３分の１のみの補助であり、市の負担が大きい。
○当市においても医療的ケアを必要とする入園ニーズは高まっているが、園に常駐する看護師は不足しており、早朝・延長の対応も課題
となっている。そのため、園への訪問看護は必要と考える。
○医療的ケア児に対応できる施設は、当県でも少ない状況にあり、訪問看護ステーションの適用範囲の拡大は、医療的ケア児の受入促
進につながるものと思料される。
○当市では、18歳以上の対象者も含め、医療的ケア児・者等として運用している。その中で、医療的ケア児・者等の在宅生活を支援するう
えで、訪問看護の適用範囲の拡大を実施する必要があると考えている。
○児童発達支援や放課後等デイサービスでは、看護師を配置することに対する加算制度があるが、看護師の確保が難しいだけでなく医
療行為に対する責任やリスクなどから、多くの事業所で配置が進んでいない状況である。訪問看護先に保育所や学校のほか、障害児通
所支援事業所を認めることで、医療的ケア児とその保護者が望む地域・事業所において主治医の指示書のもと、日頃から医療行為を
行っている看護師による医療的ケアを受けることが可能となる。
○訪問看護が居宅に限られており、保育所等への訪問ができないことにより、近隣の医院に医療的ケアの必要な児童をつれて行き、処
置をしている。
○当県医ケア協議会において、保育所等での医療的ケアのニーズに対応するため訪問看護師の活用について、意見が出されている。
○訪問看護サービスを自宅で利用する場合は、医療保険が適用されるが、保育所等で利用する場合は適用されず、保護者の負担に繋
がっている。（全額自費での対応となっている。）
○提案市が具体的な支障事例として指摘している問題点は、本県においてもそのまま当てはまる。現状、保護者の要望等に応じ、その
時々に関係機関で体制を含めた調整をしており体制の継続ができていない。（現状は、保護者が保育所・幼稚園にて医療的ケアを行って
いる。）なお、当該自治体が予算を組み保育・教育機関で訪問看護ステーションからの訪問看護を利用する事業を検討中の事例あり。

医療的ケア児の受入体制が強化できる。 健康保険法第63条、第
88条

内閣府、文部科
学省、厚生労働
省

福井市 足利市、船橋
市、横浜市、相
模原市、加賀
市、須坂市、豊
橋市、豊田市、
京都市、南あわ
じ市、橿原市、
鳥取県、米子
市、八幡浜市、
佐世保市、大分
県、宮崎県

48 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

医療・福祉 医療的ケア児に
対する訪問看護
サービスの利用
範囲拡大

健康保険法の訪問看護の適用
範囲について、必要に応じて「居
宅」以外の保育所等を訪問先と
して認める。

医療的ケア児の受入れに関する相談は、年々増加しているが、看護師を配置
し、かつ医療的ケアに対応することは、看護師の確保や予算の関係上難し
い。
健康保険法上、訪問看護サービスにおける看護師の訪問先は「居宅」に限定
されており、保育所等への訪問には適用されないため、実質的にその利用が
制限され、保育士等だけでの対応に限界がある中、医療的ケア児の受入れ
が進まず苦慮している。



別添１

厚生労働省（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案）

区分 分野 団体名 支障事例

所管部署・
担当者連絡先

提案区分
その他

(特記事項)
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例
制度改正による効果

（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効率化等）
根拠法令等

制度の所管
・関係府省

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞
管理
番号

団体名 回答欄（各府省）

62 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

医療・福祉 福祉型児童発
達支援センター
における従業員
及び員数の基
準の見直し

福祉型児童発達支援センターに
おける従業員及び員数の基準に
ついて、主として重症心身障害
児を通わせていないセンターに
おいても、看護師を定数参入す
ることができるようにされたい。

福祉型発達支援センターに通所する乳幼児は、身体の虚弱や病気を抱えて
いる子も多く、医療機関や保護者等との日頃の連携・相談や、体調急変時な
どに適切な対応を行うためには、医療・保健に精通した看護師等有資格者の
存在が不可欠で、必要性が極めて高い。しかし、現行の基準では、主として重
症心身障害児が通うセンターとして指定を受けなければ、求められる従業員
数に看護師を含めることができないため、小規模自治体で重症心身障害児の
数が少ない当市のセンターは、独自に看護師２人を配置している。
また、看護師を配置している当市のセンターの需要は高く、他市町在住の保
護者から受け入れ相談が寄せられるが、定員を満たす状態にあるためお断り
している。このことは、全国的にセンター設置を進め障害児支援が推進される
中、医療的ケアの対応が出来ないことを理由に居住する地域でのセンター受
け入れを断られ、児童発達支援を希望するにも関わらずサービスを受けられ
ない乳幼児が存在することを示唆しており、看過できない問題である。
障害を持つ子ども及びその保護者であっても、地域全体で子育てを支援し、
安心して子育てができる環境を構築する上で児童発達支援は重要なサービ
スであり、その中核的施設である児童発達支援センターにおける看護師配置
は必須条件である。

看護師を定数参入して柔軟な人員配置が可能となることで、医療
的ケアを必要とする児童も含めた全ての障害児及び保護者への
地域でのサービス提供が可能となり、子育て支援の推進に資する
とともに、子どもの健康管理や保健衛生面等の向上はもとより、保
育士等の指導、「遊び」等の活動に安心感が生まれるなど、セン
ター全体の療育の質を高めることができる。
本市においては、現在１１ヶ所の「児童発達支援センター」を設置
しているが、利用者は年々増加傾向にあり、今後、様々な障害や
医療的ケアが必要な児童がセンターを利用することが、想定され
る。福祉型児童発達支援センターにおける従業員及び員数の基
準が緩和され、看護師も従業員数に含めることができ看護師が常
駐すれば、医療的ケア対象児の受入れも進み、利用者や他の従
業員が安心して対象児個々の状態に応じた支援が可能となる。

児童福祉法、児童福祉
法に基づく指定通所支
援の事業等の人員、設
備及び運営に関する基
準

厚生労働省 伊佐市、鹿児
島県市長会

熊本市 ○福祉型の児童発達支援センターであっても、利用児童の急な体調変化など看護師の助言が必要な場面がある。しかし、看護師を配置
しても必要な職員数には含められないため、当市の社会福祉法人が運営するセンターには看護師を配置しておらず、同施設内の同法人
が運営する障害福祉サービス（生活介護）事業所に常駐する看護師が対応している。福祉型児童発達支援センターにおいても、適切な療
育を提供するためには、看護師の役割は大きいと考える。
○当市に設置されている福祉型児童発達支援センターには、看護師を１名配置していることもあり、市外からの通所児もいるため、広域
的な拠点施設としての役割を担っている現状にある。一方で、当市においては、医療型児童発達支援センターの設置がなく、通所児の中
には医療的ケアが必要な場合もあり、福祉型児童発達支援センターにおいて、これらの支援の充実のためには、医療的ケアに対応可能
な看護師の配置が必要と考えている。福祉型児童発達支援センターにおける従業員及び員数の基準が緩和され、より適切な看護師配置
が可能となると、医療的ケア児の受け入れの拡充につながると同時に、医療的ケア対象外の児童にも、施設内のケガ等による対処につ
いて、日常の安全管理の向上にもつながることから、保護者や児童にとってもより安心して施設利用ができるようになると考えられるた
め、現在の福祉型児童発達支援センターに対する看護師配置基準の緩和を求めることに同意するものである。
○当市では、民間事業者が児童発達支援センターを１事業所運営している。今年度から事業者独自で看護職員を１名配置しているとの
事である。理由として、経管栄養等の必要な医療的ケア児の受入れを行う際に、以前までは、近隣の訪問看護事業所の協力のもと医療
行為を実施していたが、臨機応変な対応を行うために独自で看護職員を確保したほうが効率的であるとの事であった。また、医療機関と
の情報共有を行う際にも看護職員の必要性を感じているようである。今後も、市としては、健全な運営を支えていくうえでも、看護職を人員
として算定できることが必要であると感じている。
○児童発達支援センターの設置については、令和２年度末までに市町村又は圏域に少なくても１箇所以上の設置が求められている。当
市においても圏域設置を含めて検討しており、市や圏域での保健、医療、福祉等連携機関で圏域も含めたニーズの把握や課題の整理を
行っていく必要がある。特に医療的ケアが必要な障害児の多くは在宅にて家族等の支援によって生活しているため、医療型児童発達支
援センターがない当市においては基準が緩和されることにより、地域において必要な支援を円滑に受けることができる。また、医療的ケア
児のみならず、障害の重度化、重複化や多様化を踏まえ、児童指導員、保育士、看護師等人員の基準の見直しにより専門的機能を図る
ことができ、小規模な自治体でも地域や障害児の多様なニーズに対応する療育機関として体制整備を図ることが出来る。
○医療的ケアが必要な児童が福祉型児童発達支援センターを利用できない現状となっている。
○当市においても、医療的ケアを必要とする障がい児を受け入れられる事業所は限られているため、センターにおいて看護師を常勤とし
て配置することになれば、利用者の安心安全な利用につながると考える。
○当市において、医療的ケア児の受け入れ先の不足が問題となっている。児童発達支援センターにおける看護師の定数参入により医療
的ケア児の受け入れが進むことが見込まれる。

児童福祉法56条の４の
３、保育所等整備交付金
交付要綱、認定子ども園
施設整備交付金交付要
綱ほか

内閣府、文部科
学省、厚生労働
省

広島市 旭川市、秋田
県、福島県、い
わき市、須賀川
市、新潟県、愛
知県、豊橋市、
豊田市、京都
市、大阪府、大
阪市、高槻市、
茨木市、和泉
市、兵庫県、西
宮市、南あわじ
市、鳥取県、徳
島市、愛媛県、
高知県、佐世保
市、大村市、熊
本市、大分県、
宮崎県、鹿児島
市、九州地方知
事会

○施設整備にかかる事務手続きや補助金の算定方法が、保育所相当部分と幼稚園相当部分でそれぞれ分かれていることにより、補助
金計算や申請などの事務が煩雑になっている。
○協議書の提出は厚労省と文科省に分けて提出するが、様式は同じものである。そのため、一方の省から修正依頼があると、修正後の
様式をもう片方の省にも送付する必要があり事務が繁雑になる。窓口を一本化することにより事務の効率化が期待される。
○左記団体と同様に窓口の一本化による事務の簡素化をお願いしたい。所管省庁が異なるためにそれぞれにほぼ同じ書類を提出するこ
とになるが、２か所に書類を出さなければいけないことと、添付する書類についても量が嵩むため、一本化での事務軽減化をお願いした
い。
○施設の整備については、保育所相当部分と幼稚園相当部分に分けて、それぞれ厚労省と文科省に申請する必要があり、また、協議の
スケジュールが違うため事業者と自治体の双方に相当の事務負担が生じている。また、平成30年度において幼稚園部分の申請時期が２
回しかなかったため、１事業所は保育所部分の補助金だけで工事を行った。
○認定こども園の新増改築に対する補助金の申請手続きについて、一つの施設整備であるにも関わらず、複雑な按分式で教育部分と保
育部分を算出し、かつ申請先が異なり、書類も１つの整備に２種類の申請書や実績報告書を作成する必要があるため、事業者、市町村、
県にとって事務負担が大きい。
○当市で現在予定している同補助金を活用した施設整備においても、それぞれの省で補助金の要綱要領の内容が若干異なること等、制
度が複雑化することによる事務負担の増加が課題となっている。
○制度の所管は内閣府だが、施設の整備については、保育所相当部分と幼稚園相当部分に分けて、それぞれ厚労省と文科省に申請す
る必要があり、事業者と自治体の双方に相当の事務負担が生じている。特に保育室やトイレなどの共用部分については、便宜上、定員等
による按分計算を行っており、煩雑な事務処理が発生している。
○近年、一定の改善がなされているものの、提案団体の主張のとおり、依然として事務が繁雑であるとともに、平成29年度の当市におけ
る認定こども園創設事業において、認定こども園施設整備交付金のみが一方的に予定額の90％に圧縮されるなど、厚生労働省と文部科
学省で統一的な対応がなされておらず、財政的にも不安感・不信感が生じている。
○幼保連携型認定こども園の施設整備について、厚労省と文科省に所管が分かれていることにより、協議、申請等の手続きはもとより、
問合せ、確認等も両省に行わなければならない。書類作成も両省分で膨大なものとなり、事業費・補助金額の計算における両省分の按分
等も必要で、過大な事務負担となっている。また、厚労省分は直接補助（概算払い）、文科省分は間接補助（精算払い）と補助金交付の手
順も異なっており、予算・決算においても無用な混乱を生んでいる。さらに、両省の内示日に差異があり、片方が遅れたため事業着手が出
来ず、急きょ２か年事業に変更せざるを得なかったという事例も発生している。事業者への損害回避及び自治体の過度な事務負担解消
のため、一刻も早い所管の一元化を強く求める。
○幼稚園部分（文部科学省）と保育所部分（厚生労働省）で、加算、補助率、かさ上げの有無、対象メニュー等、異なる部分があるため、
対象事業費や交付申請額を算出する際の計算や事業者・市町村の作業などが煩雑となっている。内閣府への窓口の一本化にあわせ、
幼稚園・保育所・認定こども園の全てで項目を揃えて、面積や利用者按分で簡易に算出できるような改善が必要である。
○制度の所管省庁が複数に跨がっていることにより、類型により認可・認定基準や、法的立て付けが異なっていることにより、事業者及び
行政ともに事務作業が繁雑化している。また、特に幼稚園型認定こども園について、認可形態としては幼稚園となり、施設監査の法的な
位置付けが非常に不明確となっており、他の類型の認定こども園と比較して監査権限に基づく自治体の関与が不十分と思える状況が発
生している。施設整備補助金についても、一の施設整備において複数省庁からの交付を受ける必要があり、幼稚園部分と保育所部分で
事業費の按分等を行わなければならず、事務負担が増大しているとともに、交付額の算定誤り等が生じる原因となっている。
○同様の支障及び市民サービスに直結しない非生産的な事務が発生していることから、早急な改善を求める。
○幼稚園から認定こども園への移行の場合、複数の建物がある場合において一部を大規模修繕、残りの建物を建替えをする場合、認定
こども園整備交付金（文部科学省）においては、改築及び大規模修繕となり、両方の補助金を加算して基準額とすることができるが、保育
所等整備交付金（厚生労働省）においては、創設の補助金のみとなり、補助金の積算が複雑になっている。また、事前協議においても、
認定こども園施設整備交付金は協議書を２通、保育所等整備交付金は１通書ということになり、事務が煩雑になっている。そのため、補助
金の所管を一本化することにより、協議書を何通も書くことが無いようになる。一部改築等における認定こども園施設整備交付金と保育所
等整備交付金の按分方法について、両交付金の交付要綱では①定員の全てが工事にかからない場合には、「基準額×工事に係る定員
／整備後の総定員」で算出するが、②定員数が算定できない（調理室、遊戯室などの共通して利用する場所）においては、「基準額×総
定員×整備する面積／整備後の総面積」と記載されており、計算が複雑になっていることにより、事務が煩雑になっていること、また①と
②のどちらに該当するのかが不明瞭で事業者への補助額が確定できないことが問題となっている。要綱の基本的事項（補助内容につい
ての記載事項）の不足が多く、協議書を提出しないと補助内容さえも分からないなど記載事項の不足感が否めない。
○同一施設の整備であるにも関わらず、厚生労働省と文部科学省の担当者で見解が相違することがあり、その調整に手間がかかる。平
成30年度実施事業で、協議申請した工事がどの整備区分に該当するかについて、当初、両省の担当者で見解が異なったことから、両省
との調整に時間を要し、協議を１回遅らせた事例がある。その事業については、協議が遅れたことから工事の着工が後ろ倒しとなり、結果
として認定こども園への移行を１年間遅らせることとなった。
○厚生労働省と文科省に分けて申請するために認定こども園整備費の事業費を面積按分しているが、竣工時の建築確認検査等におい
て当初の建築面積が変更になる場合があり、面積按分にも影響が出るケースがある。事業費及び補助額にも影響があるため、変更申請
の処理等が必要になり、補助を受ける認定こども園の設置者及び市において事務処理が煩雑になっている。また、厚労省と文科省それ
ぞれで、内示時期や補助対象外の考え方も異なるため、市及び事業者にとっても煩雑な事務処理が発生している。
○当市においても幼保連携型認定こども園の整備を行う際、一つの建物に対し、厚生労働省と文部科学省の双方に補助協議等を行う必
要があり、それぞれの補助額を算出するにあたり、対象経費を保育所相当分と教育相当分に按分する必要がある等、事務が煩雑化して
いる。補助財源が一本化されれば窓口も一本化され、対象経費を按分する必要もなく、事務の効率化が図られる。
○当市においても、H29・30年度に幼稚園を認定こども園に整備する事業を実施したが、提案市と同様、交付金申請時等において、２か所
への協議の手間や煩雑な按分作業等を経験し、事業者と自治体の双方に相当の事務負担が生じた。
○当県でも申請事務が繁雑であること、照会する内容によって窓口が異なっていることで統一的な見解を求められないことなど支障をきた
している。
○平成30年度において、両交付金を活用して整備した施設のうち約半数が認定こども園であるところ、同一の内容を厚生労働省と文部科
学省に協議・申請している施設は当県でも多数ある。さらに、内示（内定）後の交付申請や支払請求の時期が同一でないことも、自治体等
の事務を繁雑にしている。
○認定こども園の新増改築に対する補助金の申請手続きについて、一つの施設整備であるにも関わらず、教育部分と保育部分で申請先
が異なり、書類も１つの整備に２種類の申請書や実績報告書を作成する必要があるため、事務負担が大きい。また、内示後の工事着手と
なっているが、内示時期が異なることがあり、工期に影響が出ることがある。（平成29年度10月協議分の内示　文科省平成30年２月２日、
厚労省平成29年12月８日）また、実際に平成29年度10月協議分では、内示時期に２ヶ月ほどのズレがあったことから、当初予定していた
年度内に工事完了が難しく、工事を次年度に遅らせたという事例があった。
○当市においても煩雑な事務に苦慮しており、事務負担軽減のために手続きの簡素化の必要性を感じている。
○保育所等整備交付金を活用しているが、共用部分の按分計算が必要となっているため、事務が煩雑となっている。
○一施設の整備内容であるにもかかわらず、厚生労働省部分と文部科学省部分に分かれていることで、別々に申請を行う必要が生じて
おり、また、按分計算については交付金の重複請求を招く懸念もあるなど、事業者、都道府県、市町村において事務処理が煩瑣となって
いる。
○厚生労働省と文部科学省それぞれの補助制度があるため事務執行が負担となっている。
○申請後の交付決定にあたり、各省の予算確保の状況等により大幅な時期のずれが生じ、一方の交付金が交付決定なされているのに
他方が未決定という状況で、なかなか事業に着手できず、工事の完了が遅れ、結果的に開園が年度始まりに間に合わなかった事例が
あった。（待機児童解消の施策に影響が生じた）
○当県においても、１施設の整備に２箇所の協議・申請が必要となり、事業者及び自治体とも煩雑は事務処理が発生している。
○幼保連携型認定こども園の施設整備において、共有部分である倉庫の按分について、煩雑な事務処理が発生している。また、時期や
時間帯によって使う認定区分が違うため、妥当な判断が難しい。

61 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

医療・福祉 幼保連携型認
定こども園に係
る制度及び施設
整備の所管の
一元化

幼保連携型認定こども園に係る
制度及び施設整備の所管の内
閣府への一元化を求める。

制度の所管は内閣府だが、施設の整備については、保育所相当部分と幼稚
園相当部分に分けて、それぞれ厚労省と文科省に申請する必要があり、事業
者と自治体の双方に相当の事務負担が生じている。
特に保育室やトイレなどの共用部分については、便宜上、定員等による按分
計算を行っており、煩雑な事務処理が発生している。
（申請窓口の一元化等事務手続きの簡素化を求めるもの）

幼保連携型認定こども園の施設整備において、保育所相当部分と
幼稚園相当部分の区分をなくし、窓口を一本化することにより、同
一の内容で２か所に協議・申請する手間や、煩雑な按分計算、修
正が生じた際の調整連絡等が不要となり、事業者、自治体の事務
の効率化が期待される。



別添１

厚生労働省（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案）

区分 分野 団体名 支障事例

所管部署・
担当者連絡先

提案区分
その他

(特記事項)
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例
制度改正による効果

（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効率化等）
根拠法令等

制度の所管
・関係府省

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞
管理
番号

団体名 回答欄（各府省）

68 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

雇用・労働 都道府県等が
実施する委託訓
練（長期高度人
材育成コース）
において、「委
託先機関の定
める卒業要件を
修了要件とする
ことができる委
託先機関」の要
件緩和

都道府県等が実施する委託訓練
（長期高度人材育成コース）にお
いて、専門学校又は専門職大学
院の課程のみに認められている
「委託先機関の定める卒業要件
を修了要件とすること」を、大学
又は短大の課程にも認めること。
これにより、合格発表日までを含
めた訓練期間が２年を超える国
家資格等の取得に係る長期高度
人材育成コースを、専門学校等
だけでなく大学等においても受講
可能とすること。

【制度概要】
長期高度人材育成コースは、１年以上２年以下の訓練期間であって、「資格
の取得」がその修了要件とされている。
そのため、原則として、入校から国家資格等の合格発表までの期間が２年を
超えざるを得ない場合（例：自動車整備士等）は、委託訓練の対象外となる。
しかしながら、委託訓練実施要領第４章第７（１）において、専門学校又は専
門職大学院の課程については、「委託先機関の定める卒業要件を修了要件
とすること」が例外として認められており、自動車整備士等の資格取得に係る
委託訓練を実施することが可能である。
他方、大学又は短大においては、修了要件の設定に係る例外が認められて
おらず、専門学校等と同等のカリキュラムによる訓練を行う場合であっても、
自動車整備士等の資格取得に係る委託訓練を実施することができない。
結果として、本県の一部地域のように、専門学校等がないエリアにおいては、
受講者が選択可能な国家資格等が限られている。
県としては、委託訓練実施要領の目的にも掲げられている「多様な職業訓練
の受講機会」を確保したいと考えているが、上記が支障となり、阻害されてい
る状況である。

地域の教育資源を活用することにより、より地域の特性を活かし
た、地域に根差した人材育成が図られる。
求職者に対してより多様な職業訓練の受講機会を確保することが
可能となり、求職者の就業に対する適正や能力をより活かした職
業能力開発に資する。

職業能力開発促進法、
職業能力開発促進法施
行規則
委託訓練実施要領

厚生労働省 徳島県、滋賀
県、京都府、
京都市、大阪
府、兵庫県、
神戸市、和歌
山県、鳥取
県、関西広域
連合

徳島発の政策提言（平
成31年５月15日）におい
て、政府等へ要望

川崎市、那賀
町、福岡県、宮
崎県

○受託要件の関係で一部地域で長期高度人材育成コースを開講できない状況にある。短大・大学等においても開講要件が緩和されるこ
とは、未開校地区での開講の可能性が広がることから提案には賛成である。
○長期高度人材育成コースは、国家資格等高い職業能力を習得し正社員就職の実現を目的とした、１年以上２年以下の訓練とされてい
る。しかしながら、取得を目指す国家資格によっては、大学等において必要科目等の総履修時間を積み上げたときに、夏季休暇などで訓
練が分断され、訓練期間が1年間に満たない（10か月程度）ため当該コースの対象外となる事例がある。県としては、地域の訓練ニーズに
応じた国家資格を取得するための訓練を設定したいと考えているが、訓練期間の制限によって阻害されている状況である。長期高度人材
育成コースの設定要件を緩和することで、委託先機関の対象が拡大し、求職者に対してより多様な職業訓練の受講機会を確保できる。

69 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

医療・福祉 へき地における
看護職員等医
療従事者の派
遣が可能となる
労働者派遣法
の規制緩和

医師不足のため認められてい
る、へき地等における労働者派
遣法の適用除外を、不足してい
る看護職員等医療従事者にも認
め、週１、２回のスポット的な医療
従事者の派遣が可能となるよう
労働者派遣法の規制を緩和す
る。

へき地の病院においては、医師だけでなく、深刻な看護職員をはじめとする医
療従事者の不足に悩まされており、救急患者の受入れを一部中止する病院
もあるなど、地域医療提供体制の変更を迫られている。

具体的には、ある町立病院では、365日24時間救急患者の受入れを行ってい
たが、昨年度末に、複数の看護職員が退職予定となり、看護職員の補充確保
の目途が立たず、４月から、平日の日勤帯以外の救急受入れを全面中止せ
ざるを得ない状況となった。町の積極的な採用活動に加え、県や関係団体等
が看護師確保を支援し、日曜日の日勤帯の看護師の確保ができたことから、
４月から、日曜日の日勤帯での救急受入れが可能となった。病床について
は、一部休床し対応している。さらに６月から、看護師の勤務体制の変更等に
より、土曜日の日勤帯と平日週３日は２１時までの救急受入れが可能となっ
たところであるが、週４日の夜間の救急受入は中止のままとなっている。

本県では、地域の公的医療機関が一体となった医療提供体制「海部・那賀モ
デル」を構築し、地域全体で医療従事者をフォローする体制づくりに取り組ん
でいるが、「労働者派遣法」上、医師を除く医療従事者の派遣が認められてい
ないため、看護師をはじめ薬剤師や検査技師など必要不可欠な専門職員が
不足するへき地医療機関への十分な支援ができない。

都市部医療機関からへき地医療機関への医療従事者の派遣等に
より、へき地医療機関の「人員不足の解消」と「医療の質の向上」
に寄与する。
これにより、へき地医療を地域全体で支えるシステムの構築が図
られるとともに、へき地においても住民が安心して生活できる体制
につながる。

労働者派遣法第４条、労
働者派遣法施行令第２
条

厚生労働省 徳島県、滋賀
県、京都府、
堺市、兵庫
県、神戸市、
和歌山県、鳥
取県、香川
県、高知県、
関西広域連
合

福島県、島根
県、岡山県、那
賀町、高松市、
熊本県、大分県

○本町が運営する町立病院では、365日24時間救急患者の受入れを行っていたが、昨年度末に、複数の看護職員が退職となり、看護職
員の補充確保の目途が立たず、４月から、平日の日勤帯以外の救急受入れを全面中止せざるを得ない状況となった。町の積極的な採用
活動に加え、県や関係団体等が看護師確保を支援し、日曜日の日勤帯の看護師の確保ができたことから、４月から、日曜日の日勤帯で
の救急受入れが可能となった。病床については、一部休床し対応している。さらに６月から、看護師の勤務体制の変更等により、土曜日
の日勤帯と平日週３日は21時までの救急受入れが可能となったところであるが、週４日の夜間と深夜帯の救急受入は中止のままとなって
いる。医師不足のため認められている、へき地等における労働者派遣法の適用除外を、不足している看護職員等医療従事者にも認め、
週１、２回のスポット的な医療従事者の派遣が可能となるよう労働者派遣法の規制を緩和することで、本町で抱える看護師をはじめ医療
従者不足の解消になると考える。
○当県においても、看護職員の数には地域差があり、特に50歳未満の構成割合が著しく低い二次医療圏がある。心身の負担が大きい夜
勤業務などは、50歳以上の看護職員を主体とした体制で維持することが困難であり、放置すれば医療提供体制の見直しが必要となる。そ
のため、そのような地域へ看護職員を誘導することが必要である。
○将来の地域医療を支える看護師等医療従事者の養成に取り組む上で、過疎地域･離島における医療を維持するための人材確保策とし
て、制度の見直しや規制緩和に着手しておくことは必要性が高い。
○本県においても、看護職員が都市部へ集中し地域偏在が顕著である。へき地では、看護職員不足により看護施設基準を遵守するのが
やっとの状況である。また、熊本地震以降、被災地域（特に阿蘇地域）での看護職員の離職が増加し、看護師確保は喫緊の課題である。
へき地医療を地域全体で支援する体制が構築されれば、住民の安心安全な生活にもつながると考える。
○当県においても過疎地域等において看護職員の確保が困難な状況がある。人材確保の困難な地域への支援方策の一つとして、都市
部医療機関等から人員不足に悩む地域への医療従事者の派遣が可能となるような規制緩和は必要なことと考える。
○提案県が具体的な支障事例として指摘している問題点は、本県においても当てはまるため、参画に同意する。
現状へき地にかかわらず、中心部を除きどの地区においても看護職をはじめとした医療従事者は不足していることから、あらゆる手段で
確保できるような仕組みがまずは必要と考える。質の向上については、雇用後に当該医療機関とともに検討し実践していく必要がある。

厚生労働省 苫小牧市 宮城県、石岡
市、千葉市、船
橋市、江戸川
区、串本町、山
陽小野田市、徳
島市、高松市、
宮若市、大村
市、熊本市、宮
崎市

○障害児通所支援事業所の利用決定については、申請に基づき市町村が通所の要否を判断し実施しているが、当市においても,判断に
迷う場面が多々ある。支給量の設定についても基準が不明瞭であり適切な支給量設定に苦慮している。手帳等の取得はなく、かかりつけ
の小児科医の意見書により療育が必要と記載されていれば、市町村としては通所が必要と認めざるを得ない状況である。当市においても
利用者や事業者の意識と制度とのギャップを感じており、通所要否の判断基準及び支給量決定基準の設定を求める。
○当市でも同様に、「預かり」ニーズの高まりを受け、本来の「療育」としての利用が主な目的ではない利用希望への対応が増えており、
利用者や事業者の意識と制度とのギャップを感じている部分が見受けられる。この部分について、過剰なサービス利用や必要以上の事
業者数の増加防止によりサービス利用者と供給者の需給バランスを保ち、給付費の抑制と適切な制度運用につながると考えられる。
○障害児通所支援の利用決定については、近年の「預かり」ニーズの高まりを受け、本来の「療育」としての利用が主な目的ではない利
用希望への対応が増えており、事務処理負担の増加だけでなく、福祉サービス給付費の急激な増による財政負担も懸念されるところであ
る。給付費の抑制を図る観点からも、支給量の設定に係る基準を定める必要がある。
○当市においても、障害児通所支援事業所の利用決定については、保護者や本人との面談や障害児支援利用計画案、関係機関からの
意見聴取等に基づいて、通所の要否を決定しているが、発達障害等多様な児童への対応が明確でなく、判断に迷う場面が多々ある。支
給量の設定についても基準が不明瞭であることで適切な支給量設定に苦慮している。また、利用者数の増加によって、事務処理負担が
増加し個別対応がますます難しくなっている。支給決定の際に参考とする基準があることにより、スムーズな判断や効率的な事務処理に
つながり、また、過剰なサービス利用や必要以上の事業者数の増加を防止し、サービス利用者と供給者の需給バランスを保ち、給付費の
抑制と適切な制度運用につながる。
○当市では、発達障がい児（疑い含む）の支給決定者数が増加しており、多様なニーズへの対応が求められている。個別の状況に応じた
支給決定を行う必要があるため、判断に迷うときには、相談支援専門員と協議するなどし、適切な支給決定に努めているところである。よ
り効果的な支給決定を行うためには、相談支援専門員の更なるスキルアップが必要であると考える。
○当市においても、通所可否の決定や支給量について対応に苦慮することが多く、参考とする基準があることが望ましい。近年の「預か
り」ニーズの高まりによる利用者の増加から、事務処理負担が年々増加しているところ。
○支給決定基準は各市町村で定めることとなっており、当市においても基準を定めて運用を行っているが、基準量を超えるケースや判断
に迷うケースへの対応に困難を来たしていることがあるため、このような事例に対応できるＱＡ等を整備すべきと考える。
○通所の要否については、預かりの需要がメインになっており、実際の療育の必要性と、その支給量の妥当性について判断できる基準が
ない。支給量の決定について、保護者の希望のみとなっており、相談支援事業所が関わっていても保護者の希望通りの計画を作成しない
と苦情等につながっている現状がある。
○当市においては、障害児通所サービスの支給決定者及び事業所の増加が著しく、事業所の質に差が生じている現状があり、質の向上
が課題となっている。真に療養が必要な児童に適切な療養を行うためにも、基準を設けることで適正な支給決定につながると考える。ま
た、給付費の増大も問題視しており、基準の導入により費用の抑制にも効果が期待できる。
○要否判断については、昨年度途中より、新規利用希望者について市として一定の基準を設けることで整理できた経緯がある。また、支
給量については、個々の対象児童の必要度に応じた支給決定をし、市全体としても療育を必要とする児童に必要な量（質）のサービスが
提供できる環境整備をしたいと考えている。支給決定の際に参考とする基準があればスムーズな判断や効率的な事務処理につながると
考える。

76 Ｂ　地方に対す
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医療・福祉 障害児通所給
付決定における
通所要否の判
断基準等に係る
一定の判断の
基準等の周知

障害児通所給付決定における通
所要否の判断基準、支給量設定
の基準について、一定の判断の
基準や認定の事例等の周知を
求める。

障害児通所支援事業所の利用決定については、申請に基づき市町村が通所
の要否を判断し実施している。保護者や本人との面談や障害児支援利用計
画案、必要に応じて実施する専門家からの意見聴取等に基づいて、通所の
要否を決定することとされているが、発達障害等多様な児童への対応が明確
でなく、判断に迷う場面が多々ある。支給量の設定についても基準が不明瞭
であることで適切な支給量設定に苦慮している。
また、近年の「預かり」ニーズの高まりを受け、本来の「療育」としての利用が
主な目的ではない利用希望への対応が増えており、利用者や事業者の意識
と制度とのギャップを感じている。そのほか、利用者数の増加によって、事務
処理負担が増加し個別対応がますます難しくなっている。

支給決定の際に参考とする基準があることにより、スムーズな判
断や効率的な事務処理につながる。結果的に多様な児童への個
別対応が今以上に可能となり、制度の趣旨に則った真に必要な療
育を実施することが可能となる。また、過剰なサービス利用や必要
以上の事業者数の増加防止によりサービス利用者と供給者の需
給バランスを保ち、給付費の抑制と適切な制度運用につながる。

児童福祉法、同法施行
規則
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医療・福祉 児童発達支援
及び放課後等デ
イサービスにお
ける従業員及び
員数の基準の
見直し

児童発達支援及び放課後等デイ
サービス（主として重症心身障害
児を通わせる場合以外）事業所
における、従業者の人員基準に
ついて、看護職員を従業者の基
準に含め、医療的ケアが必要な
障害児の受け入れ体制を整え
る。

当市における児童発達支援や放課後等デイサービスの事業所においては、
重症心身障害児ではないものの、医療的ケアが必要な障害児の利用相談が
増えている（当市にある医学部付属病院は本県のみでなく、地域の高度医療
の中心となっていることも要因）。このような事業所においては、サービスを維
持する上で看護師の配置が効果的であるものの、基準で定められている配置
すべき職員（児童指導員、保育士等）の員数に含めることができないため、た
とえ看護師を配置したとしても、別途児童指導員等を配置する必要がある。し
かしながら、児童指導員等の確保は人材不足のため困難であり、事業所の安
定的な運営に支障が生じている。

看護師等を定数算入して柔軟な人員配置が可能となることで、事
業所が看護師等を雇用しやすくなり、医療的ケアを必要とする児
童も含めた全ての障害児及び保護者への地域でのサービス提供
が可能となり、子育て支援の推進に資することができる。

児童福祉法、児童福祉
法に基づく指定通所支
援の事業等の人員、設
備及び運営に関する基
準

厚生労働省 米子市 白河市、美濃加
茂市、南あわじ
市、山口市、熊
本市

○当市でも医療的ケアが必要な障がい児の利用相談が増えており、今後もさらに増加が見込まれる状況であるため、看護師等の定数参
入により看護師の配置を柔軟に対応できるよう、制度改正の必要性を感じている。また、重度障がい児を預かることでの柔軟な制度設計
も望まれる。
○看護師が配置されている事業所が主として重症心身障害児を通わせる事業所等に限られることから、医療的ケアが必要な児童が障害
児通所支援を十分利用できない現状となっている。
○当市では、医療的ケアを必要とする児童のレスパイト先がないことが課題となっているため、児童発達や放課後デイで看護師を配置し
たとしても事業所が安定的に運営ができるようにし、医療的ケア児を受け入れしてもらえる事業所を増やす必要がある。
○当市においても、医療的ケアを必要とする障がい児を受け入れられる事業所は限られているため、看護師等を定数参入して柔軟な人
員配置となれば、利用者の安心安全な利用につながると考える。
○児童発達支援や放課後等デイサービスの事業所においては、重症心身障害児ではないものの、医療的ケアが必要な障害児の利用相
談が増えているが、対応できる事業所がなく、サービスの利用ができないケースがあるため、対応できる事業所を増やしていくことを考慮
すると必要だと思います。
○当市における医療的ケア児を受け入れることができる児童発達支援及び放課後等デイサービス事業所は６ヵ所で定員は１日27人であ
り、充実を求める保護者の声もあがっている。看護職員を最低人員に含めることで、受け入れ可能な事業所が増え、市民のニーズに対応
できるものと考える。

85 Ｂ　地方に対す
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その他 墓地、埋葬等に
関する法律（墓
埋法）において
準用する行旅病
人及行旅死亡
人取扱法（行旅
法）における調
査権限の制定

市町村が支出した費用の充当に
必要となる事項（遺留金銭や相
続人調査）に係る調査権限を創
設すること。

【問題の所在】
墓埋法第９条第１項では、火葬を行う者がいないときは、死亡地の市町村長
が行う旨規定されており、この場合は、同条第２項により行旅法の規定を準
用して、その費用を充当することとされている。
行旅法では費用の充当に関しては規定があるものの、死亡人についてどの
程度遺留金銭があるか等の調査権限が規定されておらず、そもそも充当すべ
き金銭等について、法の担保を受けた調査ができない。
具体的には、調査権限の規定がないために、死亡人の住居等に立ち入って
遺留金銭等があるか調査することが困難な状況にある。また、行旅法の規定
に基づき、相続人に対して未充当分の費用弁償を求める際、埋葬儀を行った
市町村内で相続人調査を完結させることができれば何も問題はないが、「相
続人が自市町村外に転出等している場合」や「（被相続人又は相続人の）本
籍が自市町村以外にあり、戸籍謄本を他市町村へ取り寄せる必要がある場
合」は、その権限が法定されていないと、それ以上調査が進まないということ
になる（相続人に限らず扶養義務者に関しても同一）。
よって、費用の充当の可否について判断が困難になり、前述埋火葬費用につ
いて市町村が負担せざるを得ないことがある。

【制度改善に係る効果】
調査権限を法律にて規定することにより、強制力が担保された調
査を行うことが可能になり、結果として、適法な調査の遂行が可能
になる。また、市町村が埋火葬費用を充当することが可能となり、
市町村の財政負担の軽減に資する。

・墓地、埋葬等に関する
法律第９条第１項、第２
項

・行旅病人及行旅死亡
人取扱法

厚生労働省 宮城県、三重
県、広島県

ひたちなか市、
桶川市、長野
県、美濃加茂
市、京都市、高
松市、高知県

○調査権限がないことから、死亡人の遺留金銭が不明となる。そうなると、相続財産管理人の選任が行うことができないため、保管根拠
のないまま本市が遺留金銭を保管している場合がある。
○死亡人への調査権限が明確に定められていないことから、死亡人が銀行口座等に資産を有している可能性がある場合においても、調
査を行うことが出来ず、本来であれば遺留金品を充てることが出来た事例においても財政負担が生じており、改正が必要と考える。また、
調査権と同時に銀行口座からの払戻しに係る権限を制定する必要があると考える。
○被相続人又は相続人等の本籍が県外や自市町村外にあるケースがあり、市町村に調査権限がないため、県への補助金申請に必要な
費用充当の根拠資料（慰留金銭等）の提出や相続人・扶養義務者の調査が困難な状況となり、結果的に市町村が費用を負担することが
ある。
○現状、遺留金銭や相続人調査について金融機関等から協力的な対応を受けているが、個人情報の取り扱いが厳格化される中、今後も
同様の対応が続くかは不透明であり、適正な調査遂行のためには権限の明確化が必要である。
○調査権限を法律にて規定することにより、強制力が担保された調査を行うことが可能になり、結果として、適法な調査の遂行が可能に
なる。また、市町村が埋火葬費用を充当することが可能となり、市町村の財政負担の軽減に資する。
○行旅法では遺留金品等の調査権限が規定されていないため、埋火葬費用に充当できるのは把握している遺留金品のみで、不足分に
ついては市の財政負担となっている。
○現行の法律では親族調査・預金調査等する権限がなく、市町村が負担する費用は今後も増える見込みです。調査権限が付与されれ
ば、遺留金の調査も合わせて行うことができ、葬祭費用等に充当することができると財政負担の軽減につながります。

米子市 米沢市、白河
市、日立市、千
葉市、船橋市、
江戸川区、美濃
加茂市、豊橋
市、稲沢市、南
あわじ市、出雲
市、熊本市、宮
崎市

○提案市と同様、調査項目の統一が必要と感じている。また、調査項目自体が非常にわかりにくく、業務が煩雑になりやすい状況である
ため、その改善も望まれる。
○提案団体と同様に、放課後ディサービスの利用児には同様の項目を聞き取ることが多く、同じことを再度聞くことがないように留意して
いるが、聞き取った際に両方に記載を残すため、二度手間になっている部分がある。放課後等デイサービスの基本報酬の指標と通所給
付決定時の調査項目を統一し、放課後ディサービス以外の児童のサービスについては省く項目を設定し、事務手続きの効率化を図る。
○提案団体同様、指標及び心身の状態の調査については重なる項目も多いため、二度手間になっている。
○放課後等デイサービスの基本報酬の指標と通所給付決定時の調査項目を統一することにより、市町村での事務負担軽減になる。ま
た、聞き取りをされる保護者においても回答の仕方が微妙に違うことで、答えにくさもあり、それらを統一することで、余計な混乱を招くこと
もなく、事務手続きが効率的になり、住民サービスの向上に資する。
○「５領域11項目の調査」と「指標該当の有無に関する調査」について、当市においても保護者負担、事務負担が発生しており、調査項目
の統一を求める。加えて「強度行動障害支援加算」についても、類似又は重複する項目があり、「５領域11項目」の調査で全ての内容を網
羅することができるよう見直すことで、保護者負担を減らすとともに、効率的な支給決定事務が行えると考える。
○平成30年の報酬改定で基本報酬の区分を算定することになり、事務負担が大幅に増加している。基本報酬算定指標と通所給付費の
調査項目の統一を図ることで事務負担の軽減を図ることができるが、指標が変わってしまうことで現在の区分が変更になる可能性がある
ため、慎重に判断する必要がある。
○平成30年度の報酬改定により、通所給付費等単位数表第１の９の２の注の厚生労働大臣が定める基準に適合する強度の行動障害を
有する児童について、「強度行動障害児支援加算」が算定できることとなった。放課後等デイサービスの基本報酬の指標と通所給付決定
時の調査項目と併せて統一することで、市町村での事務負担軽減になるとともに。申請者の事務手続きが効率的になり、住民サービスの
向上に資すると考える。
○放課後等デイサービスの基本報酬算定のための指標該当の調査と障害児通所事業所の利用希望児童についての心身の状態の調査
は、類似の項目も多く、調査時に、申請する保護者及び市町村事務の負担となっているため、放課後等デイサービスの基本報酬の指標
（①）と通所給付決定時の調査項目（②）を統一することにより、市町村での事務負担軽減となり、申請する保護者の事務手続きも効率的
になり住民サービスの向上にもつながる。
～類似項目の例～
放課後等デイサービスの基本報酬の指標（①）
・読み書き
通所給付決定時の調査項目（②）
・学習障がいのため、読み書きが困難
○当市でも、２種類の調査については同様の項目も多く、二度手間となっている。 放課後等デイサービスの基本報酬の指標と通所給付
決定時の調査項目を統一することにより、市の事務負担軽減になるとともに、申請する保護者及び事業者にとっても事務手続きが効率的
になり、住民サービスの向上に資すると思われる。
○当市では、従来からの調査項目を踏まえた聞き取り調査表を作成して対応しており、また、放課後等デイサービス用の聴き取り調査表
についても別に作成しているが、重複調査項目については、放課後等デイサービスの利用希望の有無にかかわらず、放課後等デイサー
ビスの指標に基づいた調査及び従来の聞き取り調査を同時に行うなど、二度手間とならないような工夫を行ったうえで、聞き取り実務を
行っている。なお、調査項目の統一化が図られるならば、事務負担の軽減が一定程度期待できると思われる。
○２つの調査は、同様の項目も多く、二度手間となっている。放課後等デイサービスの基本報酬の指標と通所給付決定時の調査項目を
統一することにより、市町村での事務負担軽減になるとともに、申請する保護者及び事業者にとっても事務手続きが効率的になると思わ
れます。
○放課後等デイサービス基本報酬算定指標と障害児の通所給付決定時の調査項目については確かに重複していることと、事業者や保
護者にとっても負担軽減につながることになるため、統一することにより効果が見込める。

78 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

医療・福祉 放課後等デイ
サービス基本報
酬算定指標と障
害児の通所給
付決定時の調
査項目の統一

障害児の通所給付決定時の調
査項目（５領域11項目の調査）の
うち、「⑤行動障害及び精神症
状」の設問について、放課後等
デイサービス基本報酬算定指標
と同一の内容とした上で、放課後
等デイサービスの基本報酬の区
分における指標として用いるこ
と。

平成30年度の報酬改定により、放課後等デイサービスの基本報酬について
は、厚生労働省が示す指標に基づいて、基本報酬を算定することになった。こ
の指標は、放課後等デイサービス利用児童の状態（障害の程度）に基づくも
のであるため、放課後等デイサービスの利用希望があった場合には、指標に
基づいた調査を行っている。
一方、従来より、障害児通所事業所の利用を希望する児童には、市町村が当
該障害児の心身の状態を調査することとなっており、当該調査項目も厚生労
働省により定められている。
上記２点の調査は、同様の項目も多く、二度手間となっている。

放課後等デイサービスの基本報酬の指標と通所給付決定時の調
査項目を統一することにより、市町村での事務負担軽減になるとと
もに、申請する保護者及び事業者にとっても事務手続きが効率的
になり、住民サービスの向上に資する。

厚生労働省通知（障害
児通所給付費に係る通
所給付決定事務等につ
いて（平成30年４月１
日））

厚生労働省
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87 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

その他 DV等特殊事情
がある場合にお
ける費用弁償先
としての適用除
外

行旅病人及行旅死亡人取扱法
（行旅法）において、費用弁償先
として含まれている扶養義務者
について、家庭内暴力等特殊事
情がある場合はその適用を除外
する旨の規定を創設すること。

【問題の所在】
行旅法の規定では、場合によっては扶養義務者にまで費用弁償を求める旨
規定されているが、扶養義務者がDVの被害者だった等の特殊な事情がある
場合だと、必ずしも費用弁償の請求先としてその者を含むことが妥当とは言
えない場合がある。
一方で、行旅法では費用弁償の請求先が順を付して規定されており、上記の
ような事例においても請求をしないと、次の請求先に対して費用弁償を求める
ことができない。

【制度改善に係る効果】
費用弁償の請求先の適正化が図られる。

・墓地、埋葬等に関する
法律第９条第１項、第２
項

・行旅病人及行旅死亡
人取扱法第11条

厚生労働省 宮城県、三重
県、広島県

美濃加茂市、高
松市、熊本市、
宮崎県

○費用弁償の請求先の適正化が図られる。

93 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

教育・文化 文部科学大臣
が指定する看護
師学校等の指
定申請書及び
変更承認申請
書等の都道府
県経由事務の
廃止

看護学部等の大学の学部の新
規指定申請や変更承認申請等
について、他の大学の学部と同
様に、都道府県経由の義務付け
を廃止し、国に直接申請すること
とする。

大学の学部の新規指定申請や変更承認申請等については、各大学が直接、
文部科学省に申請しているが、看護学部等の場合は、都道府県を経由して申
請することとなっている。
看護学部等の場合も、実質的な審査やそれに基づく認可等は文部科学省が
行っており、当該学部等のみ都道府県を経由する必要性はない。また、申請
者にとっては、都道府県を経由することにより、認可等までの手続きに時間が
かかっている。

都道府県の経由事務を廃止し、文部科学省に直接申請することに
より、申請事務が効率化し、申請者の利便が向上する。

保健師助産師看護師法
施行令第12条、13条、
17条、診療放射線技師
法施行令第８条、９条、
13条、臨床検査技師等
に関する法律施行令第
11条、12条、16条、理学
療法士及び作業療法士
法施行令第10条、11
条、15条、視能訓練士法
施行令第11条、12条、
16条、歯科衛生士法施
行令第３条、４条、８条
の２、歯科技工士法施行
令第10条、11条、16条、
あん摩マッサージ指圧
師、はり師、きゆう師等
に関する法律施行令第
２条、３条、７条、柔道整
復師法施行令第３条、４
条、８条

文部科学省、厚
生労働省

愛知県 宮城県、川崎
市、長野県、山
口県、大分県

○当県でも同様の状況がみられ、申請者からすると県経由による手続きに時間がかかっている。書類内容の指導等は国と大学等が直接
行っているため、補正があった場合の書類は保管されないことから県を経由する必要性は低いと感じる。

○当市では、令和元年６月30日が指定更新期限である居宅介護支援事業所において、介護支援専門員が１人のみであるため、業務を
行いながら研修を受講できる体制をとることができず、令和３年３月31日までに主任介護支援専門員を管理者とすることが難しいため、令
和元年６月30日をもって事業を廃止する旨の届出があった。また、介護支援専門員が１人のみの事業所は他に１事業所あり（休止中は除
く）、廃業せざるをえない状況になれば利用者に多大なる影響が出ることが懸念される。経過措置期間の延長により、資格取得や新規雇
用等の対応を検討できる。
○ひとりケアマネの事業所において、経過措置の平成33年３月31日までに主任介護支援専門員研修を受講できないケースがあり、廃業
に追い込まれる可能性がある。
○定量的な調査は行っていないが、高齢化が進行している過疎地域において、現在の介護支援員は従事期間不足で主任になり得ず、新
たに主任介護支援専門員を雇用することも困難であるという事例あり。本来、主任介護支援専門員には、主任たる知識・経験・能力をもっ
てなるべきものであり、現状の経過措置期間では、主任介護支援専門員の質の低下に繋がるおそれもある。
○平成30年４月の介護保険制度改正に基づき、平成30年４月１日から居宅介護支援事業所における管理者の要件が「介護支援専門員」
から「主任介護支援専門員」に変更され、当該要件に関する経過措置として平成33年３月３１日までは介護支援専門員を管理者とするこ
とができる旨規定された。一方で、主任介護支援専門員になるためには「主任介護支援専門員研修」を終了する必要があるが、当該研修
を受講するための要件の一つに「介護支援専門員として従事した期間が通算して５年以上の者」と定められており、令和２年度末までにこ
れらに該当しない管理者の事業所が休止や廃止を選択しなければならない状況になる可能性がある。
○当市の居宅介護支援事業所は147事業所（休止施設を除く）。勤務する居宅介護支援事業所の介護支援専門員は457名で、うち主任介
護支援専門員は85名。管理者が主任介護支援専門員である事業所は53事業所のみで、介護支援専門員が管理者を務める事業所が半
数以上となっている。現に主任介護支援専門員を管理者として置かない事業所が、事業所を継続するためには主任介護支援専門員研修
の受講が必要となり、当市においては94名が主任介護支援専門員研修を受講する必要がある。現在の主任介護支援専門員研修の開催
状況では、令和3年3月までの必要数育成が困難である。
○経過措置期間では従事期間の年数が足りず、研修を受講することができないという問い合わせが多数ある。廃止さぜるをえない事業所
が発生すると、利用者が不利益を被ったり、負担を強いられる可能性があるため、経過措置期間を延長する必要があると考える。
○当市の現時点の居宅介護支援事業所203事業所のうち主任介護支援専門員がいない事業所は120事業所あり、そのうち経過措置期
間中に５年以上の実務経験を満たせない事業所は26事業所、介護支援専門員が１人のみの事業所のため研修受講の体制をとることが
困難な事業所は56事業所が推定され、主任介護支援専門員を確保できず、経過措置期間が経過した場合、事業所を廃止又は休止し、
利用者は介護支援専門員を変更せざるを得ない影響が考えられる。
○当県でも、現状で把握できる限りでは、およそ４割が主任介護支援専門員ではなく、同様に支障が生じるおそれがある。
○当県で実施した調査では、平成33年３月末までに主任ケアマネを配置できず、休止・廃止を余儀なくされる事業所が４カ所あり、その中
には町内唯一の居宅事業所も含まれる。
○県下の全居宅介護支援事業所中、介護支援専門員１名体制の事業所が約３割を占めており、経過措置期間の令和３年３月３１日まで
に、居宅介護支援事業所の管理者要件である主任介護支援専門員の資格を取得することができず、廃業を余儀なくされ、結果として利用
者が不利益を被ることが懸念される。
○当市では、平成31年10月現在219ある居宅介護支援事業所のうち、28パーセントに当たる約60事業所が一人ケアマネとして事業所を
運営している。（主任であることの確認はしていない。）主任でない介護支援専門員が、主任の資格を得るために長時間の研修を遠方まで
行くことや日々の業務を考慮すると、やむを得ず居宅介護支援事業所の廃業により、利用者のサービス提供に支障が出る恐れがある。
○当県では、県及び県介護支援専門員協会に対し、現任の指定居宅介護支援事業所管理者から、経過措置期間内に主任介護支援専
門員研修の受講要件である「専任の介護支援専門員として従事した期間が５年以上」を満たすことができない旨の相談が複数寄せられて
いる。
○経過措置期間の見直しをしたうえで、制度改正時点で、現に居宅介護支援事業所として存在していた事業所については、特例として、
資格取得にあたり簡素化されたカリキュラム等を設ける必要もあると考える。
○当市が実施した実態調査においても経過措置期間（３年間）内に主任介護支援専門員を管理者におけない事業所が10事業所以上あり
支障となっている。
○当都道府県においても、制度改正以前より居宅介護支援事業所の管理者であるにも関わらず、３年間の経過措置期間中に主任介護
支援専門員研修の受講要件を満たせないため主任介護支援専門員の資格を取得できず、廃業を余儀なくされる者が少なくとも94名存在
しており、当都道府県からも、同事案について提案をしている。
○ 当県の確認では現時点で全674事業所のうち65事業所で主任介護支援専門員が確保できない恐れがある。

経過措置を６年（要件の５年＋次年度研修受講するための１年）と
することで、現在の経過措置が終了する時点では、主任介護支援
専門員になり得ない者もその対象とすることが可能になり、廃業を
回避することができる。

指定居宅介護支援等の
事業の人員及び運営に
関する基準（平成11年３
月31日厚生省令第38
号）附則第３条

厚生労働省 宮城県、三重
県、広島県

仙台市、須賀川
市、千葉県、千
葉市、袖ケ浦
市、八王子市、
石川県、長野
県、多治見市、
浜松市、京都
府、大阪府、大
阪市、神戸市、
島根県、岡山
県、山口県、徳
島県、香川県、
高松市、愛媛
県、松山市、新
居浜市、熊本県

88 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

医療・福祉 指定居宅介護
支援等の事業
の人員及び運
営に関する基準
（平成11年厚生
省第38号）にお
ける、附則第３
条で定める「管
理者に係る経過
措置」の改正

経過措置の期限を「平成33年３
月31日まで」から「令和６年３月
31日まで」に延長する。

平成30年４月の介護保険制度改正に基づき、平成30年４月１日から居宅介
護支援事業所における管理者の要件が「介護支援専門員」から「主任介護支
援専門員」に変更され、当該要件に関する経過措置として平成33年３月31日
までは介護支援専門員を管理者とすることができる旨規定された。
一方で、主任介護支援専門員になるためには「主任介護支援専門員研修」を
終了する必要があるが、当該研修を受講するための要件の一つに「介護支援
専門員として従事した期間が通算して５年以上の者」と定められており、令和
２年度末までにこれらに該当しない管理者の事業所が廃業に追い込まれる可
能性がある。（当県の確認では現時点で全674事業所のうち65事業所で主任
介護支援専門員が確保できない恐れがある。）
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96 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

環境・衛生 クリーニング師
試験の受験願
書に添える写真
の大きさの見直
し

クリーニング師試験の受験願書
に添えることとされている写真の
大きさについて、「手札形」とする
クリーニング業法施行規則の規
定を見直し、運転免許用等の大
きさで提出できるようにする。

クリーニング業法施行規則において、クリーニング師試験の受験願書に添え
る写真については、「手札形」（約11×８センチ）とするよう規定されている。
手札形は一般に流通する写真規格より大きいために証明写真機等でも対応
していないことがあり、受験者は写真館で特注するなど、写真の準備に負担
を要しているほか、受験者からはなぜこれほど大きいサイズの指定なのか、と
いう声が出ている。
受験願書に添える写真は本人確認に用いるものだが、運転免許（3.0×2.4セ
ンチ）や建築士試験（4.5×3.5センチ）と比較すれば、手札形は過大であり、あ
えて手札形を用意しなければならない趣旨を受験者に説明するのが難しい。

より一般的に流通している大きさの写真によって受験できるように
なることで、クリーニング師試験受験者の負担が軽減される。

クリーニング業法施行規
則第３条

厚生労働省 愛知県 青森県、宮城
県、福島県、埼
玉県、神奈川
県、新潟市、豊
橋市、大阪府、
岡山県、松山
市、宮崎県

○証明写真用のBOX等で撮れる最大サイズよりも大きいため、申請者の負担が大きいと聞いている。
○当市では、県事務処理の特例に関する条例に基づき、クリーニング師試験の受験願書の受理と進達業務を行っている。受験願書に貼
付する「手札形」（約11×８センチ）の写真は他の資格試験と比べてもあまり見られないサイズである。このサイズは一般的に流通しておら
ず、証明写真機ではプリントできない場合があることから、受験者が写真を入手する際には負担をかけている現状がある。本提案のとお
り、写真のサイズを一般的に流通するサイズに改めることができれば、受験者の負担の軽減が見込まれる。以上の理由から、クリーニン
グ師試験の受験願書に添える写真の大きさの見直しに賛成する。
○証明用写真での対応ができないかという問い合わせが、毎年数件あり、納得していただくのに苦労する場合がある。
○当県においても受験者から、写真のサイズが特殊なため、「一般的な証明写真」のサイズ（例：パスポートサイズ等）に改めてほしい旨
の要望が多く寄せられている。
○手札形は一般に流通する写真規格より大きく、証明写真機等でも対応していないことがあり、現状に即していない。また、他の試験の願
書に貼付する写真の大きさと比較しても、手札形は大きすぎると考える。
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医療・福祉 居宅介護支援
事業所の管理
者の要件に係る
経過措置期間
の延長

居宅介護支援事業所の管理者
要件について、離島や過疎地域
については管理者要件の経過措
置期間を６年以上（令和６年３月
31日）延長してもらいたい。

沖縄県は、本土から遠隔にあり、東西約1,000キロメートル、南北400キロメー
トルに及ぶ広大な海域に散在する160の島々から成り立つ地域特性を有して
いる。このような地域特性により介護保険事業においては、小規模な離島地
域や過疎地域では介護・福祉人材の確保が厳しく、利用者への介護サービス
の提供が十分にできていない状況にある。
沖縄県介護保険広域連合は29市町村で構成しているが、組織内に離島地域
10町村、過疎地域４町村を含んでおり、これらの離島・過疎地域の介護サー
ビスの利用の困難な地域における介護サービスの提供確保について市町村
と連携して必要な介護サービスの確保に努めているところである。
平成30年４月の介護保険制度改正により、居宅介護支援事業所の管理者要
件が主任介護支援専門員に変更になったことについて、当広域連合内にある
居宅介護支援事業所にその対策や影響を確認するためにアンケート調査を
行った結果、管理者が経過措置期間である平成33年（令和３年）３月31日ま
でに実務経験年数を満たせないことや、介護支援専門員が１人のみの事業
所のために研修を受講できる体制をとることが困難であることで、廃業せざる
を得ない状況になりかねないことが判明した。これらの既存事業所が廃業す
ると離島・過疎地域においては参入する事業所も容易でないことから利用者
に多大な影響が懸念される。

制度を改正される以前から居宅介護支援事業所の管理者だった
者が、制度によって廃業されることなく管理者を行うことができるこ
とにより、利用者の介護サービスの提供確保と介護支援専門員の
離職を防ぐことができ、離島や過疎地域の介護基盤の維持確保に
繋げることができる。

指定居宅サービス等の
事業の人員、設備及び
運営に関する基準等の
一部を改正する省令

厚生労働省 沖縄県介護
保険広域連
合

仙台市、八王子
市、粟島浦村、
石川県、長野
県、浜松市、大
阪府、大阪市、
島根県、高松
市、愛媛県、松
山市、新居浜
市、与那国町

○現在唯一の居宅介護支援事業所は、介護支援専門員の確保ができず、休止中となっている。今後も、介護支援専門員の確保自体が
困難であり、さらに主任介護支援専門員の確保は到底不可能である。
○当市の居宅介護支援事業所は147事業所（休止施設を除く）。勤務する居宅介護支援事業所の介護支援専門員は457名で、うち主任介
護支援専門員は85名。管理者が主任介護支援専門員である事業所は53事業所のみで、介護支援専門員が管理者を務める事業所が半
数以上となっている。現に主任介護支援専門員を管理者として置かない事業所が、事業所を継続するためには主任介護支援専門員研修
の受講が必要となり、当市においては94名が主任介護支援専門員研修を受講する必要がある。
○当市の現時点の居宅介護支援事業所203事業所のうち主任介護支援専門員がいない事業所は120事業所あり、そのうち経過措置期
間中に５年以上の実務経験を満たせない事業所は26事業所、介護支援専門員が１人のみの事業所のため研修受講の体制をとることが
困難な事業所は56事業所が推定され、主任介護支援専門員を確保できず、経過措置期間が経過した場合、事業所を廃止又は休止し、
利用者は介護支援専門員を変更せざるを得ない影響が考えられる。
○当県でも、現状で把握できる限りでは、およそ４割が主任介護支援専門員ではなく、同様に支障が生じるおそれがある。
○当県で実施した調査では、平成33年３月末までに主任ケアマネを配置できず、休止・廃止を余儀なくされる事業所が４カ所あり、その中
には町内唯一の居宅事業所も含まれる。
○当市では、中山間地域（過疎地域）における介護人材が不足しており、特に介護支援専門員の確保が急務となっている。また、制度改
正により主任介護支援専門員が管理者要件となれば、介護支援事業所の不足が見込まれ、利用者のサービス提供が確保できない。
○実務経験５年以上の要件を満たせない方や「一人ケアマネ」体制の事業所への影響を考慮し、経過措置期間の見直しをしたうえで、制
度改正時点で、現に居宅介護支援事業所として存在していた事業所については、特例として、資格取得にあたり簡素化されたカリキュラ
ム等を設ける必要もあると考える。
○当都道府県においても、制度改正以前より居宅介護支援事業所の管理者であるにも関わらず、３年間の経過措置期間中に主任介護
支援専門員研修の受講要件を満たせないため主任介護支援専門員の資格を取得できず、廃業を余儀なくされる者が少なくとも94名存在
している。
○離島のため主任介護支援専門員を確保する事が困難。存続の事業所が廃業せざるを得ない状況になりかねない。
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教育・文化 保健師助産師
看護師法施行
令等に基づく公
私立大学の申
請・届出におけ
る都道府県経由
事務の廃止

保健師助産師看護師等の指定
学校養成所を設置する公私立大
学が行う文部科学大臣への各種
申請・届出における都道府県経
由事務の廃止。

一般の大学の学部に係る各種申請・届出は、都道府県を経由しないにもかか
わらず、保健師、看護師、助産師等の指定学校養成所のうち、設置者が公私
立大学（国立を除く）である場合は、所在地の都道府県を経由して文部科学
大臣に各種申請・届出をすることとなっている。
しかし、書類内容の実質的な指導は国が大学と直接行っており、県経由後の
補正や許認可後の最終書類は国から県に提供されることはなく、経由事務は
形骸化している。
なお、臨床工学技士、義肢装具士、救急救命士及び言語聴覚士に関する事
務は都道府県の経由が不要となっている。

都道府県の経由事務処理負担の削減となる。
大学が便宜上提出している都道府県分の副本の提出が不要とな
る。
大学から文部科学省への文書送達日数が削減され、大学及び文
科省の事務処理に余裕が生まれる。

保健師助産師看護師法
施行令第12条、放射線
技師法施行令第８条、臨
床検査技師等に関する
法律施行令第11条、理
学療法士及び作業療法
士法施行令第10条、視
能訓練士法施行令第11
条、歯科衛生士法施行
令第３条、歯学技工士法
施行令第10条、あん摩
マッサージ指圧師、はり
師、きゅう師等に関する
法律施行令第２条、柔道
整復師法施行令第３条
等

文部科学省、厚
生労働省

岡山県、兵庫
県、中国地方
知事会

兵庫県・中国地方知事
会と共同提案

宮城県、福島
県、川崎市、長
野県、大分県

○当県でも同様の状況がみられ、申請者からすると県経由による手続きに時間がかかっている。書類内容の指導等は国と大学等が直接
行っているため、補正があった場合の書類は保管されないことから県を経由する必要性は低いと感じる。
○大学への指導権限等がないにもかかわらず、申請書類についての問合せへの対応等、当県でも事務負担が生じている。指導権限の
ある国と申請者が直接やりとりできるように経由事務を見直すことは、事務効率性及びタイムリーな指導という観点からも経由事務の廃止
は必要と考える。



別添１

厚生労働省（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案）

区分 分野 団体名 支障事例

所管部署・
担当者連絡先

提案区分
その他

(特記事項)
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例
制度改正による効果

（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効率化等）
根拠法令等

制度の所管
・関係府省

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞
管理
番号

団体名 回答欄（各府省）

老人福祉法第32条、知
的障害者福祉法第28
条、精神保健及び精神
障害者福祉に関する法
律第51条の11の２

法務省、厚生労
働省

茨木市 盛岡市、白河
市、水戸市、川
越市、江戸川
区、横浜市、川
崎市、十日町
市、浜松市、豊
橋市、大阪府、
大阪市、川西
市、南あわじ
市、串本町、広
島市、徳島県、
徳島市、高松
市、宇和島市、
久留米市、熊本
市、中津市

○関係自治体との調整に時間を要しているため、全国どの地域でも成年後見制度が効果的に活用されるよう、国が示すガイドライン等が
あると効率的であると考える。
また、平成17年7月29日厚生労働省社会・援護局通達障障発第0729001号、障精発第0729001号、老計発第0729001号通知「「民法の一
部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律による老人福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律及び知
的障害者福祉法の一部改正について」の一部改正について」により、首長申立ての親族確認は２親等以内とされているが、養子に行った
者や死別の配偶者の兄弟等が対象者と会ったこともないなどのケースも多々有る中で、その説明やトラブルとなりかなりの時間を要すこと
も有るため、併せてマニュアル等があると効率的ではないかと考える。
○今後の認知症高齢者の増加に伴い、住所地特例施設入所者や住所地と居住地が異なる場合などの成年後見制度適用事案の増加を
想定したとき、明確な基準の制定を希望する。
○当市においても、他市町村にある住所地特例施設に当市が措置入所の手続きを行い、住所地が他市町村、介護保険の保険者が当市
となった対象者について、当市と施設がある他市町村のどちらが首長申立てを行うのか検討を要したケースがあった。当該ケースについ
ては、結果的に、措置入所の手続きを行い、介護保険の保険者である当市において、首長申立ての手続きを進めることとなったが、当該
ケースのように複数の市町村が関わる場合、どの市町村が首長申立てを行うのか明確な基準が定められていると、市町村間の調整がス
ムーズになり、対象者の権利擁護にも寄与するものと考えられる。
○当市及び県下他市町村においても、各市町村で定めた要綱に基づき実施しており、施設入所や長期入院等で居住地と支給決定地が
異なる場合等は、市町村間で協議が必要となる。当市では、市町村間の調整を誰が担うのかが明確ではなく、市町村職員が支援者に対
し、直接他市町村に相談に行くように伝える事例も発生している。支援者の多くが法律の専門家ではないため、本人の権利擁護の相談を
してくる中での「たらいまわし感」は、支援者の疲弊につながると考えられる。また、市町村や専門職団体から、県に対しモデル要綱の作
成や複数の市町村が関わる場合の申立方針を示すよう依頼しているが、いまだ示されていないため、制度改正の必要性があると考えら
れる。
○成年後見審判は年々増加の傾向にあるため、今後同様のケースが見込まれる。複数の市町村がかかわる際に、成年後見開始の審判
の申立てをどこが行うのか明確化される必要性は十分にあると考えられる。
○他市の施設に入所されている方の住民票が当市にある事例で、当市で審判の申立てができないか検討したケースがあった。この場合
も、現在地で申立てする方が手続きがスムーズではと考えつつも明確な基準がなく苦慮した経緯があった。
○成年後見制度に関する首長申立についての明確な基準が示されれば、市町村間での調整などに要する無駄な時間が解消され、成年
後見人制度を円滑に運営することができ、認知症高齢者等の権利擁護につながると考える。
○県レベルでは、首長申立の実施者について県内市町村に共通の「考え方」が示されているが、県を越えた調整の場合、理解が得られな
いことも想定される。
○当市においても、昨年度住民票を職権にて削除された者の支援に関わった。そのケースは申し立てには至らなかったが、今後もこのよ
うなケースの増加が考えられるため、基準の明確化を求める。
○当県においても県内の各市町村からも国から統一的な取り扱いを示してほしいとの意見が多数ある。
○当市においては、住民票を他都市におきながら、当市に10年以上居住の実態があった方について、当市が生活保護の実施機関となっ
ていることを理由に市長申立を行った事例あり。
○当市においては、首長申立てをするにあたり、対象者の居住地の家裁へ申立てをするという観点から、居住地の市町村が申立てをす
べきと考えている。しかし、実際には、他市町村より、介護保険の保険者であることや、住民基本台帳上の住所地が当市であることを理由
に、首長申立てを依頼されることがある。当市としては対象者の権利擁護に影響を与えることは避けたいため、柔軟な対応をしているが、
どちらの市町村が行うかの明確な決まりはなく、それぞれの市町村の考え方も異なることから調整に時間を要することもある。
○当市では、原則本人が居住する区（市町村）が申立てを行うが、他の区（市町村）が本人の状況を把握している場合や、「居住地」が定
まらない場合は、「現在地」を考慮の上、協議・調整を行い、申立てを行う区（市町村）を決めている。また、措置での施設入所者について
は、本人の状況がよく分かっている市町村であればよいと解されており、当市では原則措置をしている区（市町村）が申立てを行う。ただ
し、市外施設に市内居住者として措置している者や市内施設に市外居住者として措置している者に対する申立てについては、施設所在
地の市町村と相談・調整を行うことを必要としており、市町村間で取り扱いが異なれば、調整に時間を要し、対象者の権利擁護に影響を
与える可能性もある。
○当市においても、平成29年度に同様の事例が発生している（保険者が当市で住所が他自治体の住所地特例者について、当市の実施
要綱では市の区域内に住所を有する者のみを対象としており、住所地の自治体では住所地特例で居住している者は保険者が担当すると
する実施要綱となっていたため、どちらの自治体でも市長申立を行えない状況であった）。
基準の明確化は必要と思われるが、一律に市長申立を行う自治体を定めるのではなく、柔軟に対応できる（どちらの自治体でも対応でき
る道を残す）ような配慮も必要と考える。
○当市においても、本人に複数の市町村が関わることで調整が上手くいかず、市町村長申立てに至らなかったケースがある。現在はそれ
ぞれの自治体ごとに主張申立て対象者要件を設定しており、明確な基準がない。近隣の市町村で調整するためにも基準がほしい。
○当県においても複数の市町村が関わる事例では、どこの市町村で申し立てを行うか課題となっている。そこで、施設所在地への集中を
防ぐ意味から、一定の取扱いを示している。しかしながら、生活保護受給者及び長期入院者の取扱いについては、市町村の合意が得ら
れず、取扱いを示していない。全国市町村の課題であり、また他都道府県との調整が必要な事例もあることから、国で基準を示してほし
い。
○当市においても現況届に伴う事務や問い合わせ等の対応等が大きな負担となっており、期間の工夫や事務の軽減を求めたい。
○本人が県外等の施設や病院に所在となると、介護保険の保険者、あるいは自立支援給付の実施主体、生活保護受給者の場合は生活
保護の実施機関等、適用できそうな根拠を探しながら他都市町村間と個別に調整をしているところである。申立てを行う裁判所について
は、本人の生活の本拠を管轄する家庭裁判所であることが定められているが、どこの市町村長が申立てるのかという点については法令
上の規定はない。この点について実務上は、本人の状況（申立てが必要な状況）をよく把握している市町村長であればよいと解されてい
るが、今後の制度の利用促進のためにも、全国的な基準を定めてほしい。併せて、成年後見利用支援事業の報酬助成の取扱いについて
も、全国的に一定の基準を定めてほしい。
○当市においても、後見等開始の審判の申立てを行うに当たり、住民票は他市にあり、他市の施設入所中の方が、住所地特例にて当市
の障がい福祉サービスを受給しており、当市において申立てを行った事例があった。他市との連絡調整等で申立てに時間を要した。
○当市においても、介護保険の住所地特例で県外に出ている被保険者について、どちらの市町村で申立を実施するかで、意見調整をし
た事例があった。介護保険の住所地特例で県外に出ている被保険者の場合、保険者市町村が必ずしも本人の生活実態を全て把握して
いない（あくまで、介護認定等に係る調査のみを行うためである）ことが多い。また、申立にあたっては本人の住所地を管轄する裁判所に
て申立を行うことから、手続き・審判において遠方に出向く必要性があり、介護保険者市町村が申立手続きを行うことは大変困難である。
所在地市町村の方が本人の生活実態の把握をし易いことや審判についても管轄裁判所が近いことから、申立が円滑に進むと考えられ
る。後見人等候補者も結局、所在地市町村周辺から選任されることになるので保険者市町村よりも所在地市町村が行うことが適当と考え
られる。なお、介護保険法第115条の45第３項に定める地域支援事業の任意事業において「成年後見制度利用支援事業」（第３号）が規
定されている。第３号の対象者は「被保険者（当該市町村の区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住所地特例適用
被保険者を含む。）」と規定されており、本来被保険者市町村ではなく、在住市町村にて支援すると考えてよいものと思慮される。
そのため、市町村長申立についても在住市町村が第一義的にあたるように分かり易く明示すべきではないかと思われる。一方で関係市
町村（この場合では保険者市町村等）に対しては、申立市町村に協力する義務がある旨を明示すべきだと考える。
任意事業の実施は各市町村の判断に任されており、該当事業を実施していない市町村では、利用支援事業を利用できない場合もあるの
で、任意事業ではなく全市町村が実施する事業に格上げすべきと考える。
○平成12年３月30日付け厚生省通知によると、審判の請求権を付与されるのは「その実情を把握しうる立場にある市町村長」とされてい
る。当市で市長申立てを行う対象者は、原則として入所措置した者、介護保険者証を発行した者、障がい福祉サービス受給者証を発行し
た者、市長同意により医療保護入院を行った者、住民票及び居住実態のある者のいずれかに該当することとし、生活保護を決定した者は
含めていない。一方、近隣の他の自治体では生活保護の決定を行った市町村が行うべきものと決められている場合があり、どちらで行う
のか市町村間で話し合わなければならないことが度々ある。本人との関わりが深くよく状況を理解している市町村が行うことが望ましい
が、それを公平に判断する原則の基準を明確にすることは必要と考える。
○当市においては、対象者が現に居住している場所という取り扱いを行っているため必ずしも、住民票の居住地に限ってはいない。
市町村によっては、住民票地と限定しているため、長期入院患者など住民票を前住所地においたままのケースなどは調整が必要な場合
がある。
支援者にとっても、市町村にとっても統一ルールが整備されることが、速やかな支援に繋がると思われる。
当市でも関係市町村間で調整がつかず対応に苦慮しており、同様の支障が生じているため、全国統一の制度を確立することで市町村の
基準統一を図り、事務負担軽減及び対象者の権利擁護にも寄与するものと考える。
支障事例
居住地　　：A市（救護施設）
住民登録地：A市（救護施設）
生活保護　：当市
転居予定先：A市（グループホーム）
当市：市長申立は可能だが、報酬助成対象外。
※市長申立のため、居住地へ職員が出張して本人面談を行う必要あり
A市：県の「申立書の作成Q＆A」に基づき、「援護の実施者は誰か、という理念や解釈が申立者を誰にするかという解釈の指針になると考
えられる」という記載に基づき、援護者が申立者として対応しているため対象外。
対象者の状況把握、職員の出張を伴う事務負担、申立て先等を総合的に判断して、居住地の市町村が申し立てを行うことが望ましいと考
える。
○サービスの援護元と住民登録地が異なるケースが年間数件あり、その都度どちらが申立を行うのか協議が必要となっている。
○他自治体の施設入所者に関する申立てについて、対象者の情報を持つ市として申立てを行った事例がある。報酬助成や、亡くなったと
きの対応を含めて整理が必要である。

105 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

医療・福祉 首長申立てを行
う市町村の基準
の明確化

市町村長は、老人福祉法等によ
り、65歳以上の者等につき、その
福祉を図るために特に必要があ
ると認めるときは、成年後見審判
の請求をすることができるとこ
ろ、対象者の現在地と居住地、
援護元が異なるなど、複数の市
町村が関わる場合、いずれの市
町村が成年後見審判の請求を
行うものか基準を明確にしてほし
い。

老人福祉法第32条、知的障害者福祉法第28条及び精神保健及び精神障害
者福祉に関する法律第51条の11の２により、それぞれ、市町村長が、65歳以
上の者等の対象者につき、その福祉を図るために特に必要があると認めると
きは、成年後見審判の請求をすることができる。
市町村長申立権の根拠である老人福祉法等の「その福祉を図るために特に
必要があると認めるとき」との規定は、本人の意思能力や家族の有無、生活
状況、資産等から判断して、特に申立ての必要性がある場合、に市町村長の
申立権を認めたものと解される。
このように理解すると、障害者施設や介護保険の住所地特例対象施設に入
所中の方については、複数の市町村が市町村長による成年後見審判の申立
てに関わることになると考えられ、この場合、対象者の状況を把握できる立場
である措置権者、介護保険の保険者、あるいは自立支援給付の実施主体、
生活保護受給者の場合は生活保護の実施機関となっている市町村が、申立
てを行うことが妥当との考え方もあり得るところである。
一方で、対象者の状況をよく知ると考えられる援護元の市町村が、対象者を
よく知らない、事例がない、などの理由で申立てを断るケースもあり、いずれ
の市町村が申立てをするか調整に難航することがある。その結果、調整に時
間を要し、当該市町村間において事務が生じる上、対象者の権利擁護に影響
を与える可能性もある。

対象者の現在地と居住地、援護元が異なるなど、複数の市町村が
関わる場合、対象者を住民基本台帳に登録している市町村の市
町村長が後見等開始の審判の申立てを行うのか、介護保険等の
サービスの援護元が申立てを行うのか、現在、明確な基準がない
ところ、これを明確化する通知等が発出されれば、市町村間の調
整が改善され、さらには、対象者の権利擁護にも寄与するものと
考えられる。



別添１

厚生労働省（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案）

区分 分野 団体名 支障事例

所管部署・
担当者連絡先

提案区分
その他

(特記事項)
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例
制度改正による効果

（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効率化等）
根拠法令等

制度の所管
・関係府省

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞
管理
番号

団体名 回答欄（各府省）

110 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

医療・福祉 障害福祉サービ
ス支給量の一時
的な変更申請の
際、市町村が必
要と認めた場合
のみサービス等
利用計画の提
出を求めるよう
法令改正

障害福祉サービス支給量の一時
的な変更申請の際、市町村が必
要と認めた場合のみサービス等
利用計画の提出を求めるよう法
令改正を行うべきである。

【法令改正の必要性】
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律では、支給
決定障害者等が現に受けている支給決定の内容を変更する申請をするに当
たり、同法第24条第３項で同法第22条（第1項を除く）を準用することとされて
いる。この場合、支給量の一時的な変更を行う場合でも第22条第４項に基づ
きサービス等利用計画案を求めることとなり、市町村・指定特定相談支援事
業者双方に大きな事務的負担となっている。
【支障の具体例】
日中に生活介護を利用している障害者等が体調不良のため通所を休んだ
際、一時的に居宅介護を利用したケース（居宅介護の支給決定を受けている
場合）や、月２日短期入所を利用している障害者等が保護者の体調不良によ
りその月だけ４日短期入所を利用するケース、毎週火曜日に障害福祉サービ
スを利用しているケースで、当該月に火曜日が５日ある場合等が考えられる。
このような場合、法令が求める支給決定に関する勘案事項のうち、置かれて
いる環境が軽微に変更しているだけである。しかし、サービス等利用計画案を
作成するには、計画相談を利用している場合、相談支援専門員が支援者会
議を開催してアセスメントを行い、当該利用者が抱える生活全般の課題等を
全て見直した上でサービス等利用計画案を作成することになるので、相談支
援専門員から事務負担が重過ぎるとの意見を受けている。軽微な修正の場
合、支援者会議を省略したり、従前のサービス等利用計画案の部分修正がで
きれば良いが、法令上、規定がない。

市町村が必要と認めた場合のみサービス等利用計画の提出を求
めるよう法令改正を行うことにより、申請者、行政機関の双方の負
担軽減が図られる。

障害者の日常生活及び
社会生活を総合的に支
援するための法律（平成
17年法律第123号）
障害者の日常生活及び
社会生活を総合的に支
援するための法律施行
令（平成18年政令第10
号）
障害者の日常生活及び
社会生活を総合的に支
援するための法律施行
規則（平成18年厚生労
働省令第18号）

厚生労働省 茨木市 白河市、石岡
市、千葉市、豊
橋市、串本町、
徳島市、熊本
市、宮崎市

○本市では、市町村が認めた場合のみ、サービス等利用計画の提出を省略できるよう法令改正を行うことにより、申請者、行政機関双方
の負担軽減が図られると考えられる。
○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律では、支給決定障害者等が現に受けている支給決定の内容を変更
する申請をするに当たり、同法第24条第３項で同法第22条（第１項を除く）を準用することとされている。この場合、支給量の一時的な変更
を行う場合でも第22条第４項に基づきサービス等利用計画案を求めることとなり、市町村・指定特定相談支援事業者双方に大きな事務的
負担となっている。
○本市においても、軽微な変更の際にサービス等利用計画の提出を求めることで、事業所・行政機関の双方の負担が増加している。緊
急時等で、決定した支給量を一時的に超える場合は、電話連絡等により聞き取りを行った上で、必要と認める場合のみサービス等利用計
画の提出を求めることで、双方の負担軽減を図ることができると考える。
○本市においても相談支援専門員の需要に対して供給がおいついておらず、事務負担が大きいとの声があがっている。相談支援専門員
の負担軽減となるように必要性の薄い事務手続きについては無くしていくことには賛同する。
○本市においても、一時的な増量については変更申請の際に、相談支援事業所が利用計画案を作成することとなり、利用者・事業者とも
に負担となっている。特に相談支援事業所は新規の相談に待ち時間が生じている状態であり、一時的な変更申請の際に「市町村が必要
と認めたときにのみ利用計画の提出を求める」よう改正することで、相談支援事業所が真に相談支援を必要とする人へサービス提供でき
ることが見込まれる。

111 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

医療・福祉 医療的ケア児保
育支援モデル事
業の事前協議
様式の簡素化

様式の重複する設問をどちらか
の設問に統一する等、様式の全
般的な簡素化を求める。

事前協議時の提出書類のうち実施計画書について、記載事項が多く、担当課
や受入れ施設の事務負担が大きい。モデル事業選定の際に、医療的ケア児
受入れ時の安全確保・緊急時対応体制の確認が必要なことは十分理解でき
るが、実施計画書の中で重複する箇所も多い。例えば以下に示す重複項目
については、どちらかへの統一をしたとしても影響はないと思われるので、ど
ちらかの設問に統一する等の検討の上、様式の全般的な簡素化を求める。

＜重複による見直し箇所例＞
別紙２　医療的ケア児保育支援モデル事業実施計画書
【１点目】１．基本情報４の③保育士加配に係る費用補助及び５医療的ケアを
行う職員は、３－２具体的な事業の実施の２保育所等配置職員、３受け入れ
る医療的ケア児、４具体的な手法と一部重複している。
【２点目】３－１具体的な事業の実施の５緊急時対応の取り決めを行っている
かは、３－２具体的な事業の実施の４具体的な手法と一部重複している。
※上述、３－２具体的な事業の実施は、受入れ施設ごとに記載している。

なお、医療的ケア児の受入れに係る、各施設の人材配置（看護師等の配置）
や安全確保・緊急時対応体制の適否については、モデル事業の申請や実施
に際し、各自治体が確認を行っているため、様式を簡素化したとしても、国が
同事業の選定にあたって確認したい内容は担保されているものと考える。

新生児・周産期医療の充実により医療的ケア児の保育所等への
入所申請希望が増えているところ、様式が簡素化されて事務負担
が軽減されれば、受入れ体制の充実や新たな支援策等の検討を
行う時間が確保できるようになる。

医療的ケア児保育支援
モデル事業に係る国庫
補助の協議について（厚
生労働省　子ども家庭局
保育課長通知）

厚生労働省 茨木市 加賀市、豊橋
市、大阪府、南
あわじ市

○協議書の作成に要する作業に多大な手間・時間を取られているため、様式・記入内容の簡素化が必要である。
○様式が簡素化されることにより実施主体である都道府県及び市町村の事務負担が軽減され、医療的ケア児の受入拡充に繋がると考え
る。

厚生労働省 茨木市 宮城県、白河
市、日立市、石
岡市、江戸川
区、八王子市、
平塚市、浜松
市、豊橋市、刈
谷市、豊田市、
西尾市、知多
市、大阪府、兵
庫県、南あわじ
市、宍粟市、串
本町、徳島市、
熊本市

○【精神通院医療】
1年毎に更新手続きを行うことは、受給者にとって負担となっているため、診断書が有効とされる2年毎の更新とすることで、受給者の負担
軽減だけでなく、事務の削減にもつながると考えられる。
【更生医療（人工透析治療）】
更新申請は、治療の適否だけではなく自己負担限度額の見直しも行っているため、意見書のみを省略できても市の事務負担は軽減され
ないと見込まれる。また、自己負担限度額の見直しの延長も行うのであれば、他の治療の受給者との公平性の確保が必要と考える。意
見書を作成する医療機関の負担軽減、受給者の意見書料の負担軽減にはなる。
○本市における、重度かつ継続に該当する治療を行う申請者は、・人工透析療法244人・じん移植に伴う抗免疫療法66人・肝臓機能障害
に伴う抗免疫療法4人・抗ＨＩＶ療法33人、合計347人である。また精神通院に係る申請者は5,940人である。更新申請のため市役所へ来
庁すること等、申請者の支障となっており、市の職員についても、更新手続き案内を送付、申請書審査、進達、受領、結果等送付の業務
が負担となっており、それらを軽減するために、有効期間延長等の申請手続き簡略化を求める。
○提案団体同様、申請手続きが申請者・医療機関・行政の負担となっている。また、行政側においてはその対応に要する事務量が他業
務を圧迫している。
○更新時における自己負担上限額の決定及びその決定に必要な課税状況等の確認は、毎年行うことが望ましいが、受給者にとっては毎
年の更新が負担となっており、受給者証の負担区分等を確認するための医療機関等からの問い合わせも頻繁にあり、医療機関の負担に
もなっている。自立支援医療（精神通院）の受給者について、１年以内で受診が終了するケースはほとんどなく、複数年の通院が通例と
なっている。また、精神障害者保健福祉手帳と同様に、診断書の提出が２年ごとになっている現状を踏まえると、２年ごとの更新に変更す
ることも検討すべきである。本市では、自立支援医療（精神通院）の受給者は約9,000人、変更の手続きも含めると、毎年約13,000件以上
の申請がある。加えて、申請数は毎年増加傾向にあり、申請受付や事務処理に相当の時間を要すため、有効期間を延長することは、自
治体の負担軽減にもつながる。
○当県においても、同様に事務の簡素化について課題があると認識している。有効期間を延長することで、煩雑な事務を簡素化できるも
のと考える。
○当市における受給者数は、年間約100人前後増え続けており、これに伴い、今後更新の受付件数も増えることになる。その分、医療機
関による診断書の作成、申請受付窓口、県への進達のチェックに要する時間が増え続けている。また、県による審査の負担も増え続けて
いるものと思慮される。更新を２年に１回とした場合、考慮すべきと考えられる事項は、１点目は受給者として受け続けるか返却するかの
判断の機会について、２点目は所得区分の変更についてである。１点目については、本人の判断又は医療機関の医師と精神障害者との
相談の上、２年の間に受給者証を返却することは可能であるため問題ないと考える。２点目については、所得判定基準を今年度及び前年
度の所得の合計にするなど柔軟に対応することでクリアできるものと考える。よって、更新期間を延長してもおおむね支障がないものと考
える。以上のことから、更新期間延長に伴う影響はあるとしても、増え続けている受給者に対する医療機関の診断書の作成から始まり、
県の決定が出るまでの事務及び更新に伴う受給者の負担を考慮すると２年に１回の更新が適切ではないかと考える。（※参考…当市に
おける自立支援医療（精神通院）受給者数の推移　平成28年度末：1,971人、平成29年度末：2,171人、平成30年度末：2,264人）
○自立支援医療（精神通院医療）申請者の中には、更新可能期間中に精神面の不安定など体調不良により長期にわたり申請手続きに
来庁できない方がいる。支援者等が周りにいない場合は、有効期限が切れ、再開するには新規の申請となり、申請者の負担が増すことに
なる。長期にわたる治療が必要であると医師が認める場合などは更新期間の延長を検討してもいいのではないのかと考える。
○治療期間が数年間に及ぶものについては、申請手続きの簡略化や診断書の提出頻度を少なくすることで、申請にかかる時間や診断書
の発行料などの申請者の負担を軽減させることができると考える。
○治療内容に大幅な変更がない者などへは医師意見書の提出などの負担を少なくさせるなど、申請手続きを簡略化し、負担を軽減すべ
きであると考える。
○本市においては、更生医療費の支給認定件数が年間800件以上に及び、身体障がい者手帳や本市条例に基づく独自の医療費助成等
の制度と密接に関連し、複雑な検討が必要な本事務の負担軽減が急務となっている。特に本市条例に基づく医療費助成制度において
は、身体障がい者手帳が交付された者に対し、比較的簡易な手続により、健康保険の対象となる全ての医療費が助成対象となるため、
申請手続が複雑で、かつ、その頻度も多い更生医療の申請が対象者から敬遠されてしまう傾向がある。治療期間が長期にわたり、かつ、
治療内容に大幅な変更がない者については更生医療の再認定に係る手続を簡略化することで、申請者及び行政機関の負担軽減に資す
ることが期待できる。
○精神通院医療については、治療期間が長期に及ぶことが多く、１年ごとの更新申請と２年に1回の診断書の提出は受給者と行政機関に
とって負担となっている。また、診断書が必要な更新申請か不要な更新申請か困惑する対象者が存在する。
○精神通院医療については治療が数年間に及ぶことがほとんどで、１年ごとの更新は受給者にとっても、その事務を行う行政機関にとっ
ても負担となっている。更生医療についても、長期間症状の変化がないことが多く、現在の１年から２年へ更新申請を変更しても差し支え
ないと考える。また、申請者の負担軽減及び市町村の事務負担軽減につながる。
○人工透析療法のほか、抗HＩＶ療法、移植後の抗免疫療法も同様の問題を抱えており、自立支援医療費支給認定申請における手続き
期間の見直しは受給者負担軽減のため必要と思われる。

108 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

医療・福祉 自立支援医療
費支給認定申
請の簡略化

自立支援医療について、治療期
間が長期に渡り、かつ、治療内
容に大幅な変更がない者につい
ては医師意見書の提出頻度を現
行よりも少なくさせるなど、申請
手続きを簡略化すべきである。

自立支援医療の支給認定については「自立支援医療費の支給認定につい
て」（平成18年３月３日付障発第0303002号）に記載があり、例えば腎臓機能
障害における人工透析療法に係る更生医療や、精神通院医療については最
長１年以内とされているが、人工透析療法や精神通院医療については、治療
期間が数年間に及ぶことがほとんどであり、１年ごとに更新申請を行うことが
受給者にとっても行政機関にとっても負担となっている。なお、平成28年提案
管理番号76「自立支援医療（精神通院医療）受給者証の更新手続きの期間
延長」において、有効期間を現行の１年を延長する方針についての検討が示
されているが、例えば人工透析療法など、治療期間が数年間に及びかつ治
療内容に大幅な変更がないと思われる内容については、２年以上の長期の
有効期間を設定することを検討しても良いのではないかと考える。

治療期間が長期に渡り、かつ、治療内容に大幅な変更がない者に
ついては医師意見書の提出頻度を現行よりも少なくさせるなど、申
請手続きを簡略化すべきであり、それにより、申請者の利便性向
上及び行政機関の負担軽減が図られる。

障害者の日常生活及び
社会生活を総合的に支
援するための法律（平成
17年法律第123号）
「自立支援医療費の支
給認定について」（平成
18年３月３日付障発第
0303002号）
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厚生労働省（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案）

区分 分野 団体名 支障事例

所管部署・
担当者連絡先

提案区分
その他

(特記事項)
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例
制度改正による効果

（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効率化等）
根拠法令等

制度の所管
・関係府省

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞
管理
番号

団体名 回答欄（各府省）

117 Ｂ　地方に対す
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医療・福祉 地域型保育事
業の確認の効
力の制限の廃
止

地域型保育事業の確認の効力
について、特定教育・保育施設
型と同様、施設の所在市町村が
確認を行うことで無条件で全国
に効力を有するよう措置をされた
い。

子ども・子育て支援法においては、児童が居住市町村外の地域型保育事業
（小規模保育事業、家庭的保育事業、事業所内保育事業など）を利用するに
は、居住地の市町村が、事前に施設の所在市町村の同意を得たうえで、当該
施設要件等の確認（法第43条）を行う必要がある。
しかしながら、実際の利用決定は、それぞれの市町村の利用調整の担当者
の間で調整し決定しており、利用の決定後、利用開始前までの間に、上記の
同意や確認を行う必要があるが、利用決定を追認する形となり、形骸化して
いる。
本市及びその周辺の市町村においては、各市町村の区域を越えた通勤等が
一般的であり、それに伴って地域型保育事業についても、居住する市町村の
区域外での利用も行われていることから、同意や確認については事務的に煩
雑であり、事業者や市町村の負担となっている。

形骸化している市町村間の同意や確認についての事務負担を軽
減することができる。また、施設にとって、手続きの簡素化を図り、
利便性の向上が見込まれる。
なお、地域型保育事業の広域利用の手続きは、教育・保育施設と
同様に、居住地の市町村と施設所在の市町村間で行うものである
ため、支給認定漏れや給付漏れといった新たな支障は生じないも
のと考える。

子ども・子育て支援法31
条、43条

内閣府、厚生労
働省

堺市、滋賀
県、京都府、
京都市、大阪
府、大阪市、
兵庫県、神戸
市、和歌山
県、鳥取県、
徳島県、関西
広域連合

川崎市、豊田
市、池田市、吹
田市、高槻市、
富田林市、東大
阪市、南あわじ
市、米子市、広
島市、松山市、
熊本市

○市町村間の同意が形骸化しているが、同意書の内容を市町村間で調整するなど煩雑な事務手続きが市町村の負担となっている。
○当市及びその周辺の市町では、各市町の区域を越えた通勤等が一般的であり、それに伴って地域型保育事業についても、居住する市
町の区域外での利用が一般的に行われている。現行では、地域型保育事業の確認の効力が確認を行う市町村の区域に限定されている
ことから、広域的な利用を行う場合には、他自治体との同意を得る必要がある。当市は事業者の事務負担の軽減が議会質問等様々な機
会を通じて、要望されており、通知による簡便な方法を実施しているが、各市町と調整の上、同意を不要とする旨の同意書を作成し、確認
申請書類を各市町と受送付する事務等が発生し、市町間での調整業務（協定書の内容についての確認、修正等）が事務負担となってい
る。先般、子ども・子育て支援法の改正があり、「特定子ども・子育て支援施設等の確認」が追加されたが、これに関して他自治体の同意
の必要性が無く理解に苦しんでいる。
○広域利用の場合、少人数の児童のためでも、施設要件を確認する手続きが必要になるため、園に対する事務負担は増大する。
○当市において、現在まで、地域型保育事業の広域利用はないものの、発生した場合の事務負担に鑑み必要と考える。
○広域利用の場合は、他市町村に利用調整を依頼することになるため、住民が利用している施設は容易に把握でき、給付を支払う場合
には、必ず事業者または市町村から請求があるため、支給漏れ等が起こることはないため、特定地域型保育事業者の確認の効力を全国
に及ぶこととしたとしても、制度上新たな支障は生じないものと考える。また、利用の決定後、利用開始前までの間に、同意や確認を行う
必要があるが、実際にはその期間での確認を行うことは困難で利用決定を追認する形となり、形骸化している。
○事業所内保育事業について、同意を不要とする旨の同意書を作成し、確認申請書類を各市町村へ送付する事務等が発生し、市町村
間での調整業務（協定書の内容についての確認、修正等）が煩雑である。
○地域型保育事業に係る確認については、いわゆる「みなし確認」等により手続きが簡略化されているものの、当市においても一定数の
件数が発生しており、また事業所への説明や書類提出を促す作業量も含めた場合には事務負担の増加につながっている。特定教育保
育施設と特定地域型保育事業における確認の性質が異なることは理解しているが、確認の効力が全国に及ぶこととなった場合には事務
の効率化に寄与するものと考える。
○特定教育・保育施設と特定地域型保育事業で確認の効力の範囲に差を設ける必要性があると感じたことがなく、事務負担の軽減の観
点から見直しをお願いしたい。
○形骸化している事務処理であり，利用決定を追認する形となっているが，事務処理が煩雑であり，処理に時間を要するなど，負担となっ
ており，提案事項で掲げられている見直しが必要である。
○当市においても広域的な利用を行う場合、同意書を取得しており、事務負担となっている。

茨木市 旭川市、秋田
県、福島県、い
わき市、須賀川
市、新潟県、愛
知県、豊橋市、
豊田市、知多
市、大阪府、高
槻市、和泉市、
兵庫県、西宮
市、南あわじ
市、鳥取県、広
島市、徳島市、
愛媛県、高知
県、佐世保市、
大村市、大分
県、鹿児島市、
九州地方知事
会

○施設整備にかかる事務手続きや補助金の算定方法が、保育所相当部分と幼稚園相当部分でそれぞれ分かれていることにより、補助
金計算や申請などの事務が煩雑になっている。
○協議書の提出は厚労省と文科省に分けて提出するが、様式は同じものである。そのため、一方の省から修正依頼があると、修正後の
様式をもう片方の省にも送付する必要があり事務が繁雑になる。窓口を一本化することにより事務の効率化が期待される。
○当初申請・変更申請において、窓口が分かれていることによる手間、それぞれ申請額を計上するための按分作業の煩雑さ、内示時期
のずれによる工事発注の遅れ等無駄が多いため、申請窓口の一元化に賛同する。
○左記団体と同様に窓口の一本化による事務の簡素化をお願いしたい。所管省庁が異なるためにそれぞれにほぼ同じ書類を提出するこ
とになるが、２か所に書類を出さなければいけないことと、添付する書類についても量が嵩むため、一本化での事務軽減化をお願いした
い。
○施設の整備については、保育所相当部分と幼稚園相当部分に分けて、それぞれ厚労省と文科省に申請する必要があり、また、協議の
スケジュールが違うため事業者と自治体の双方に相当の事務負担が生じている。また、平成30年度において幼稚園部分の申請時期が２
回しかなかったため、１事業所は保育所部分の補助金だけで工事を行った。
○認定こども園の新増改築に対する補助金の申請手続きについて、一つの施設整備であるにも関わらず、複雑な按分式で教育部分と保
育部分を算出し、かつ申請先が異なり、書類も１つの整備に２種類の申請書や実績報告書を作成する必要があるため、事業者、市町村、
県にとって事務負担が大きい。
○認定こども園の新増改築に対する補助金の申請手続きについて、一つの施設整備であるにも関わらず、教育部分と保育部分で申請先
が異なり、書類も１つの整備に２種類の申請書や実績報告書を作成する必要があるため、事務負担が大きい。また、内示後の工事着手と
なっているが、内示時期が異なることがあり、工期に影響が出ることがある。（平成29年度10月協議分の内示　文科省平成30年２月２日、
厚労省平成29年12月８日）また、実際に平成29年度10月協議分では、内示時期に２ヶ月ほどのズレがあったことから、当初予定していた
年度内に工事完了が難しく、工事を次年度に遅らせたという事例があった。
○近年、一定の改善がなされているものの、提案団体の主張のとおり、依然として事務が繁雑であるとともに、平成29年度の当市におけ
る認定こども園創設事業において、認定こども園施設整備交付金のみが一方的に予定額の90％に圧縮されるなど、厚生労働省と文部科
学省で統一的な対応がなされておらず、財政的にも不安感・不信感が生じている。また、疑義が生じた事案について都道府県を通じて質
問をしても結局は国の担当者まで通すことになっており、回答に時間がかかることも事務負担の増になっている。都道府県で早期に回答
できる仕組みを構築することも必要と考える。
○幼保連携型認定こども園の施設整備について、厚労省と文科省に所管が分かれていることにより、協議、申請等の手続きはもとより、
問合せ、確認等も両省に行わなければならない。書類作成も両省分で膨大なものとなり、事業費・補助金額の計算における両省分の案分
等も必要で、過大な事務負担となっている。また、厚労省分は直接補助（概算払い）、文科省分は間接補助（精算払い）と補助金交付の手
順も異なっており、予算・決算においても無用な混乱を生んでいる。さらに、両省の内示日に差異があり、片方が遅れたため事業着手が出
来ず、急きょ２か年事業に変更せざるを得なかったという事例も発生している。事業者への損害回避及び自治体の過度な事務負担解消
のため、一刻も早い所管の一元化を強く求める。
○幼稚園部分（文部科学省）と保育所部分（厚生労働省）で、加算、補助率、かさ上げの有無、対象メニュー等、異なる部分があるため、
対象事業費や交付申請額を算出する際の計算や事業者・市町村の作業などが煩雑となっている。内閣府への窓口の一本化にあわせ、
幼稚園・保育所・認定こども園の全てで項目を揃えて、面積や利用者按分で簡易に算出できるような改善が必要である。
○制度の所管省庁が複数に跨がっていることにより、類型により認可・認定基準や、法的立て付けが異なっていることにより、事業者及び
行政ともに事務作業が繁雑化している。また、特に幼稚園型認定こども園について、認可形態としては幼稚園となり、施設監査の法的な
位置付けが非常に不明確となっており、他の類型の認定こども園と比較して監査権限に基づく自治体の関与が不十分と思える状況が発
生している。施設整備補助金についても、一の施設整備において複数省庁からの交付を受ける必要があり、幼稚園部分と保育所部分で
事業費の按分等を行わなければならず、事務負担が増大しているとともに、交付額の算定誤り等が生じる原因となっている。
○同様の支障及び市民サービスに直結しない非生産的な事務が発生していることから、早急な改善を求める。
○同一施設の整備であるにも関わらず、厚生労働省と文部科学省の担当者で見解が相違することがあり、その調整に手間がかかる。平
成30年度実施事業で、協議申請した工事がどの整備区分に該当するかについて、当初、両省の担当者で見解が異なったことから、両省
との調整に時間を要し、協議を１回遅らせた事例がある。その事業については、協議が遅れたことから工事の着工が後ろ倒しとなり、結果
として認定こども園への移行を１年間遅らせることとなった。
○厚生労働省と文科省に分けて申請するために認定こども園整備費の事業費を面積按分しているが、竣工時の建築確認検査等におい
て当初の建築面積が変更になる場合があり、面積按分にも影響が出るケースがある。事業費及び補助額にも影響があるため、変更申請
の処理等が必要になり、補助を受ける認定こども園の設置者及び市において事務処理が煩雑になっている。また、厚労省と文科省それ
ぞれで、内示時期や補助対象外の考え方も異なるため、市及び事業者にとっても煩雑な事務処理が発生している。
○当市においても幼保連携型認定こども園の整備を行う際、一つの建物に対し、厚生労働省と文部科学省の双方に補助協議等を行う必
要があり、それぞれの補助額を算出するにあたり、対象経費を保育所相当分と教育相当分に按分する必要がある等、事務が煩雑化して
いる。補助財源が一本化されれば窓口も一本化され、対象経費を按分する必要もなく、事務の効率化が図られる。
○当市においても、平成29・30年度に幼稚園を認定こども園に整備する事業を実施したが、提案市と同様、交付金申請時等において、２
か所への協議の手間や煩雑な按分作業等を経験し、事業者と自治体の双方に相当の事務負担が生じた。
○茨木市と同様に１つの整備に２種類の申請が必要となり、事務負担が増えている。
○①については、当県でも申請事務が繁雑であること、照会する内容によって窓口が異なっていることで統一的な見解を求められないこと
など支障をきたしている。②については文科省の内示時期が遅いことや圧縮交付される可能性があることから計画的な施設整備に支障
をきたしている。
○当市においても煩雑な事務に苦慮しており、事務負担軽減のために手続きの簡素化の必要性を感じている。
○一施設の整備内容であるにもかかわらず、厚生労働省部分と文部科学省部分に分かれていることで、別々に申請を行う必要が生じて
おり、また、按分計算については交付金の重複請求を招く懸念もあるなど、事業者、都道府県、市町村において事務処理が煩瑣となって
いる。
○厚生労働省と文部科学省それぞれの補助制度があるため事務執行が負担となっている。
○当県においても、１施設の整備に２箇所の協議・申請が必要となり、事業者及び自治体とも煩雑は事務処理が発生している。

112 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

医療・福祉 認定こども園施
設整備交付金
等の申請に係る
手続きの簡素化

①申請書類や申請窓口の一本
化
②内示時期の統一

認定こども園の新増改築に対する補助金の申請手続きについて、一つの施
設整備であるにも関わらず、教育部分と保育部分で申請先が異なり、書類も
１つの整備に２種類の申請書や実績報告書を作成する必要があるため、事
務負担が大きい。また、内示後の工事着手となっているが、内示時期が異な
ることがあり、工期に影響が出ることがある。（平成29年度10月協議分の内示
文科省平成30年２月２日、厚労省平成29年12月８日）また、実際に平成29年
度10月協議分では、内示時期に２ヶ月ほどのズレがあったことから、当初予
定していた年度内に工事完了が難しく、工事を次年度に遅らせたという事例
があった。

事務負担が軽減されるとともに、スムーズに工事着手でき、計画
に沿った工期で進めることができる。

児童福祉法、保育所等
整備交付金交付要綱、
認定こども園施設整備
交付金交付要綱

内閣府、文部科
学省、厚生労働
省



別添１

厚生労働省（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案）

区分 分野 団体名 支障事例

所管部署・
担当者連絡先

提案区分
その他

(特記事項)
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例
制度改正による効果

（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効率化等）
根拠法令等

制度の所管
・関係府省

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞
管理
番号

団体名 回答欄（各府省）

119 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

医療・福祉 生活保護ケース
ワーカーの要件
「社会福祉主
事」資格の緩和

指定科目の読替え範囲を拡大す
るなど、指定科目の履修につい
て弾力的に対応できるよう、生活
保護業務に従事するケースワー
カーの任用資格の要件を緩和す
ること。

【現行制度】
生活保護業務に従事するケースワーカーは、社会福祉主事でなければならな
い。
社会福祉主事に任用するには、大学等で「厚生労働大臣の指定する科目」を
３科目以上修める必要がある。
この指定科目名と大学等の科目名は原則一言一句同じでなければならない
とされている。
指定科目と読替えの範囲に該当する科目についても指定されているが、これ
についても一言一句同じであることが求められている。
【支障事例】
指定科目の認定があまりに厳格である。
例えば、指定科目「法学」については、「法学」以外でもその読替えの範囲とし
て「法律学」「基礎法学」「法律入門」が認められるが、実質的に講義内容が同
等の「法学（憲法を含む）」や「法学の基礎」は認められない。
そのため、実質的には任用に必要とされる知識を有しているにもかかわら
ず、社会福祉主事として任用できない例があり、ケースワーカー担当職員の
確保に困難が生じている状況にある。
また、資格を有していない職員は、１年程度の通信課程を受講して資格を取
得する必要があるが、通常業務が多忙な中での受講は多大な負担であると
の意見が複数の自治体から挙がっている。
【制度改正の必要性】
高齢化等により、被保護世帯が増加し続けていることから、より多くの適性の
ある職員をケースワーカーとして従事させる必要がある。
※　県被保護者世帯数　平成19年度：37,554世帯　平成29年度：73,870世帯

「社会福祉主事」を発令できる職員が増え、ケースワーカー担当職
員の確保に繋がる。
また、社会福祉への熱意がある、就労支援や健康管理支援など
の業務経験を持つ職員が生活保護業務に配属され、被保護者の
自立助長に繋がる。

社会福祉法第15条、第
19条第１項
社会福祉法施行規則第
１条の２など

厚生労働省 埼玉県、茨城
県、群馬県、
川越市、川口
市、行田市、
秩父市、本庄
市、東松山
市、狭山市、
羽生市、鴻巣
市、上尾市、
越谷市、戸田
市、入間市、
朝霞市、和光
市、北本市、
ふじみ野市、
白岡市、千葉
県、長野県

宮城県、桶川
市、千葉市、三
鷹市、川崎市、
岐阜市、八尾
市、南あわじ
市、大和高田
市、香川県、高
松市、熊本市、
宮崎市

○人員不足から、臨時職員のケースワーカーをハローワークを通じて募集しているが、指定科目が厳格なため実質的には任用に必要な
知識を有しているにも関わらず社会福祉主事ととして任用できないケースがありケースワーカーの人員確保に支障をきたしている。また、
資格を有しない職員が異動してきた場合、１年程度の通信教育及び関東での研修が実施されているが、通常業務が多忙な中での受講や
遠方での研修は時間的にも費用面でも過大な負担となり業務に支障を与えている。指定科目の読み替えを拡充するなどケースワーカー
の任用資格の要件を緩和することで、不足するケースワーカーの人員確保に繋がると考える。
○本市における福祉事務所の職員配置については、一般事務の職員のうち、大学等で指定科目３科目を修了した社会福祉主事資格を
有する職員を選び、おおよそ５年程度を目途に配置してきているが、ケースワーカーの指定科目の認定が厳格であることなどから、毎回
の人事異動の際に難しい状況が生じている。また、無資格の職員を配置後、社会福祉主事認定通信課程を受講することについては現状
行っていないが、通常業務が繁忙であり、かつ自宅学習を求める必要があることから、現実的には難しいと考える。
○本市においても科目名が一致しないために、実質的に講義内容が同等である科目が認められない事例など、多数同様の事例が散見さ
れる。そのうえ、指定科目を学校独自の名称で開講したいという要望があった場合、学校から厚生労働省へ申請し、条件を満たしているも
のについては指定科目として認められる制度がある。この個別の承認を受けているか否かについては、卒業した学校に確認することに
なっており、複数のケースワーカーが学校へ個別に問い合わせを行ったことがあるが、学校側から的確な回答は得られなかった。最終的
には、学校側から、各自で厚生労働省に問い合わせるように回答される事例が複数見受けられた。
○福祉行政に対して熱意があるにもかかわらず、履修科目を満たしていなかったためケースワーカーとして任用していなかった者を積極
的に任用できるようになり、ケースワーカー不足解消の一助となるため。
○提案内容と同じ支障事例あり。資格を保有しない職員が現業員として配置された場合、通信課程を受講することで、主事資格を取得す
るようにしているが、配置初年度は、業務自体を習得していかなければならず、それに加えて通信課程を受講することは、当該職員の負
担が大きい。
○日々のケースワークをこなし、通信課程による受講は負担となるため要件とする必要はないと判断し、資格の緩和を求める。
○社会福祉主事の資格を有しても、適切な判断と知識はケースワーカーに実際従事し、現場で培われます。そして、社会福祉への熱意が
なければ、ケースへ伝える言葉に心がなく、被保護者の自立助長へと繋ぐことはできません。通信課程に費やす時間と労力で、早々に疲
弊します。そこで、現行制度の緩和を求めます。

124 Ａ　権限移譲 医療・福祉 介護保険法に
基づく居宅介護
支援に関する業
務管理体制にお
ける監督事務等
の効率化

介護保険法に基づく居宅介護支
援に関する業務管理体制におけ
る監督事務等の効率化
（１市町村内で事業所を運営する
場合の居宅介護支援に関する業
務管理体制の監督権限等を市
町村に移譲する。）

市町村に指定権限がある指定介護保険サービスのうち、地域密着型サービ
スについては、１市町村内のみで事業所を運営する場合は、業務管理体制の
監督権限等も事業所所在地の市町村となっている。
しかし、同じく市町村に指定権限がある居宅介護支援(平成30年度に県から
市町村に指定権限を法定移譲）については、１市町村内のみで事業所を運営
する場合でも、業務管理体制の監督権限等は県にある。
指定権限と監督権限等が分かれることで監督業務等が非効率となっているほ
か、事業者にとっても届出等を２か所に分けてする必要があるなど余計な事
務負担となっていることから、１市町村内で事業所を運営する場合の業務管
理体制の監督権限等を市町村に移譲する。

指定権限と監督権限等が同一となることで、監督業務等の効率化
が図られる。
また、事業者にとっては窓口が１本化されるため、事務負担が軽
減される。

介護保険法第115条の
32、第115条の33、第
115条の34、第197条

厚生労働省 新潟県、福島
県、茨城県、
栃木県、三条
市、村上市

青森県、長野
県、玉野市、徳
島県、高松市、
愛媛県、大分
県、中津市

○指定権限と監督権限等が同一となることで、監督業務等の効率化が図られ、また、事業者にとっては窓口が１本化されるため、事務負
担が軽減されると考える。
○当県でも、指定権限と業務管理体制の監督権限が分かれることにより、指定関係書類と同時に届出を促すことが難しく、届出漏れに繋
がるおそれがあることから、指定権限と業務管理体制の監督権限を同一とすることが必要と考える。
○市町村のみで事業所運営をしている場合、居宅介護支援事業所の指定権限がある市町村に、業務管理体制の整備に関する監督権限
を移譲することで、市町村は事業所全体を把握することができ、指導監査等の効率化、円滑化が図られる。

125 Ａ　権限移譲 医療・福祉 介護保険法に
基づく介護予防
支援に関する業
務管理体制にお
ける監督事務等
の効率化

介護保険法に基づく介護予防支
援に関する業務管理体制におけ
る監督事務等の効率化
（１市町村内で事業所を運営する
場合の介護予防支援に関する業
務管理体制の監督権限等を市
町村に移譲する。）

市町村に指定権限がある指定介護保険サービスのうち、地域密着型サービ
スについては、１市町村内のみで事業所を運営する場合は、業務管理体制の
監督権限等も事業所所在地の市町村となっている。
しかし、同じく市町村に指定権限がある介護予防支援については、１市町村
内のみで事業所を運営する場合でも、業務管理体制の監督権限等は県にあ
る。
指定権限と監督権限等が分かれることで監督業務等が非効率となっているほ
か、事業者にとっても届出等を２か所に分けてする必要があるなど余計な事
務負担となっていることから、１市町村内で事業所を運営する場合の業務管
理体制の監督権限等を市町村に移譲する。

指定権限と監督権限等が同一となることで、監督業務等の効率化
が図られる。
また、事業者にとっては窓口が１本化されるため、事務負担が軽
減される。

介護保険法第115条の
32、第115条の33、第
115条の34、第197条

厚生労働省 新潟県、福島
県、茨城県、
栃木県、三条
市、村上市

青森県、玉野
市、徳島県、高
松市、愛媛県、
大分県、中津市

○１市町村内で事業所を運営する場合の居宅介護支援に関する業務管理体制の監督権限等を市町村に移譲することにより、監督業務
等の効率化及び事業者の事務負担の軽減が図られる。
○当県でも、指定権限と業務管理体制の監督権限が分かれることにより、指定関係書類と同時に届出を促すことが難しく、届出漏れに繋
がるおそれがあることから、指定権限と業務管理体制の監督権限を同一とすることが必要と考える。
○市町村のみで事業所運営をしている場合、介護予防支援事業所の指定権限がある市町村に、業務管理体制の整備に関する監督権限
を移譲することで、市町村は事業所全体を把握することができ、指導監査等の効率化、円滑化が図られる。

127 Ａ　権限移譲 医療・福祉 指定障害福祉
サービス事業者
の指定等に係る
事務・権限及び
業務管理体制
の整備に関する
事務・権限の都
道府県知事から
市町村長への
移譲

指定障害福祉サービス事業者の
指定等に係る事務・権限及び全
ての事業所が１つの市町村の区
域に所在する場合の業務管理体
制の整備に関する事務・権限を
都道府県知事から市町村長へ移
譲する。

事業者の指定権限は県知事が有しているため、事業所が設置される市町村
はどのような事業所が開設されるか分からないにも関わらず、障害福祉サー
ビスの給付費の支払いを行っている。さらに、事業所が不正を行った場合、行
政処分は県が行い、その処分に伴う返還金の請求事務は市町村で行うことと
なっている。
給付費の支払いや不正に伴う返還金の請求事務の責任は、市町村にあるに
も関わらず、指定から監査、行政処分等を一貫して行うことができず、市町村
が主体的に事業者を管理できていない。

指定障害福祉サービス事業者の指定及び業務管理体制の整備に
関する事務・権限を有することにより、市町村の責任のもと事業者
への監査等が可能となり、支援内容の質の確保並びに介護給付
費、訓練等給付費、サービス利用計画作成費及び特定障害者特
別給付費の支給の適正化が期待される。

障害者の日常生活及び
社会生活を総合的に支
援するための法律第36
条、第51条の２、第51条
の３、第51条の４等

厚生労働省 大府市 宮崎市 －



別添１

厚生労働省（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案）

区分 分野 団体名 支障事例

所管部署・
担当者連絡先

提案区分
その他

(特記事項)
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例
制度改正による効果

（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効率化等）
根拠法令等

制度の所管
・関係府省

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞
管理
番号

団体名 回答欄（各府省）

138 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

医療・福祉 老人福祉法の
届出書類等の
簡素化

介護サービス事業者の申請等に
係る文書量の削減の観点から、
介護保険法施行規則等の改正
が行われたことを踏まえ、同様の
観点から、老人福祉法施行規則
を見直し、届出書類等の簡素化
を求める。

介護サービス事業者は、介護保険法及び老人福祉法双方に規定される事業
者であるため、それぞれの法律に基づく書類を作成する必要があり、申請や
届出に際して大きな負担が生じている。また、自治体においても相応に事務
処理負担が発生している。
「新しい経済政策パッケージ」（平成29年12月８日閣議決定）において、「介護サービス事業所に対して国及び自治体が
求める帳票等の実態把握と当面の見直しを来年度中に実施するとともに、その後、事業所が独自に作成する文書も含め
た更なる見直しを進め、帳票等の文書量の半減に取り組む。」とされ、これを受けて、介護保険法施行規則等が一部改正
されている。この帳票等の文書量半減の取組は、①政府をあげて取り組んでいる「介護離職ゼロ」の実現に向けた取組
の一環であるとともに、②各介護サービス事業者や利用者の負担の軽減に資する取組であるが、介護サービス事業者
は、老人福祉法上の書類を作成する必要もあるため、文書量削減の取組の効果を十分に発揮させるためには、老人福
祉法施行規則の見直しも必要である。

介護サービス事業者の申請等に係る文書量の削減の観点から、
介護保険法施行規則等の改正が行われたことを踏まえ、同様の
観点から、老人福祉法施行規則を見直し、届出書類を簡素化する
ことによって、事業者や利用者の更なる負担の軽減となり、行政の
事務処理負担の軽減にも繋がる。

老人福祉法第14条、第
14条の２、第14条の３、
第15条、第15条の２、第
16条
老人福祉法施行規則第
1条の９、第１条の14及
び第２条等

厚生労働省 玉野市 千葉県、千葉
市、八王子市、
新潟県、浜松
市、名古屋市、
堺市、八尾市、
岡山県、愛媛
県、福岡県、宮
崎市

○事業所の事務手続きの負担軽減になる。
○介護保険サービス事業所として指定を受けたことにより、老人福祉法としての届出が必要であることを認識していない事業所が多く、届
出の受理等以外にも、個別に事業所に対して説明等行う必要があり、自治体として業務の負担になっている。また、事業者としても、指定
のために２種類の届出を行わなければならないだけでなく、変更内容によっては届出の有無が異なり、事務が煩雑である。この求める措
置により、文書量の削減や自治体及び事業者の負担を軽減できる。具体的には、新規指定では50件のうち32件、廃止届出は53件のうち
40件及び変更届出1,255件のうち941件が二重の届出となっている。老人福祉法の届出が簡素化されれば、事業者と自治体で約2,000枚
の文書量及びこれらに基づく書類審査や事務手続きが削減・軽減できる。
○窓口での書類審査や事務処理に時間がかかっており、老人福祉法施行規則の見直しは業務量削減につながると期待できる。
○介護保険法と老人福祉法の整合性が取れていないため、改正前と比べ事業所の届出間違いが増加した。
○事業者の提出すべき書類が多く、事業者、市双方に事務負担がかかっているため支障がある。

○施設整備にかかる事務手続きや補助金の算定方法が、保育所相当部分と幼稚園相当部分でそれぞれ分かれていることにより、補助
金計算や申請などの事務が煩雑になっている。
○協議書の提出は厚労省と文科省に分けて提出するが、様式は同じものである。そのため、一方の省から修正依頼があると、修正後の
様式をもう片方の省にも送付する必要があり事務が繁雑になる。窓口を一本化することにより事務の効率化が期待される。また、間接補
助の文科省分補助金についても、厚労省と同様に直接補助にすることにより、国の内示後の工事契約が可能になるため（現状は県の交
付決定後）、円滑な施設整備が期待できる。
○当市でも同様の支障事例があり、文部科学省の予算不足による内示額が圧縮されたため、国庫補助の不足分を市が肩代わりした経
過がある。また、文部科学省と厚生労働省で内示時期の違いから工期に余裕なく、当初予定通りの開園が危ぶまれた。
○施設の整備については、保育所相当部分と幼稚園相当部分に分けて、それぞれ厚労省と文科省に申請する必要があり、また、協議の
スケジュールが違うため事業者と自治体の双方に相当の事務負担が生じている。また、平成30年度において幼稚園部分の申請時期が２
回しかなかったため、１事業所は保育所部分の補助金だけで工事を行った。
○認定こども園の新増改築に対する補助金の申請手続きについて、一つの施設整備であるにも関わらず、複雑な按分式で教育部分と保
育部分を算出し、かつ申請先が異なり、書類も１つの整備に２種類の申請書や実績報告書を作成する必要があるため、事業者、市町村、
県にとって事務負担が大きい。文部科学省の予算が不足し、平成29年度には２施設で内示率90％に内示額を圧縮された一方、厚生労働
省の交付金は協議した満額で内示がなされた。厚生労働省の交付金は、市町村への直接補助、文部科学省の交付金は、県を経由した
間接補助となっており、一つの施設に対する円滑な交付金の交付にも課題がある。
○当市で現在予定している同補助金を活用した施設整備においても、それぞれの省で補助金の要綱要領の内容が若干異なること等、制
度が複雑化することによる事務負担の増加が課題となっている。
○一つの施設を整備するに当たって、厚生労働省と文部科学省それぞれに事前協議や交付申請を行う必要があり、別々に修正等の指
示があるため、厚生労働省からの指示により、文部科学省へ提出している協議書も修正となる場合が生じるなど事務が煩雑となってい
る。また、文部科学省の予算が不足し、平成29年度には５市町５施設で事業費280,679千円、協議額101,935千円を文部科学省に協議し
たが、内示率90％で91,739千円に内示額を圧縮された一方、厚生労働省の交付金は協議した満額で内示がなされた。平成28年度には
厚生労働省からは内示されたが、文部科学省に内示を保留され事業に着手できない事案があるなど、交付金制度が２つに分かれている
ことによる財源の不安定さ等が施設整備を進める課題となっている。加えて、厚生労働省の交付金は、市町村への直接補助、文部科学
省の交付金は、県を経由した間接補助となっており、一つの施設に対する円滑な交付金の交付にも課題がある。
○幼保連携型認定こども園を創設する場合、保育所機能部分は厚生労働省所管の「保育所等整備交付金」で、また幼稚園機能部分は文
部科学省所管の「認定こども園施設整備交付金」での申請が必要であり、それぞれ補助対象経費の算定にあたり、施設の面積や利用定
員等により事業費を按分し、２種類の書類を作成するなどの事務の負担が生じている。認定こども園に係る施設整備交付金の一元化に
より、自治体、補助事業者双方において、交付申請等に係る事務の省力化、効率化が図られる。
○補助制度が２つになるため、事業着手するのに両方の回答をまってから進めるため、スケジュール管理が煩雑となっている。
○一つの施設を整備するために厚生労働省と文部科学省それぞれに事前協議や交付申請を行う必要がある現状は事務が繁雑となる大
きな要因の一つである。また、当市においても過去に文部科学省分の予算不足のため、内定額の圧縮や内定を保留され事業に着手でき
ない期間が生じた事案があったため、施設整備に関する所管や制度、財源の一元化は必要である。
○平成29年度に当市でも「認定こども園施設整備交付金」の協議額から90%圧縮されての内示となったことで、圧縮分を市で補填せざるを
えず、市の支出が増加した。市内の保育ニーズへの対応や保育環境等を改善するために整備を実施しているにも関わらず、このようなこ
とが起きてしまうと、整備事業を進める上での大きな障害となる。
○幼保連携型認定こども園の施設整備について、厚労省と文科省に所管が分かれていることにより、協議、申請等の手続きはもとより、
問合せ、確認等も両省に行わなければならない。書類作成も両省分で膨大なものとなり、事業費・補助金額の計算における両省分の按分
等も必要で、過大な事務負担となっている。また、厚労省分は直接補助（概算払い）、文科省分は間接補助（精算払い）と補助金交付の手
順も異なっており、予算・決算においても無用な混乱を生んでいる。さらに、両省の内示日に差異があり、片方が遅れたため事業着手が出
来ず、急きょ２か年事業に変更せざるを得なかったという事例も発生している。事業者への損害回避及び自治体の過度な事務負担解消
のため、一刻も早い所管の一元化を強く求める。
○幼稚園部分（文部科学省）と保育所部分（厚生労働省）で、加算、補助率、かさ上げの有無、対象メニュー等、異なる部分があるため、
対象事業費や交付申請額を算出する際の計算や事業者・市町村の作業などが煩雑となっている。加えて、文部科学省の予算について
は、本省繰越予算が当てられることがあるため、本来であれば通常の繰越の作業で済むところが、事故繰越の扱いとなり、繰越理由を整
理する煩雑さも、自治体・事業者に発生する。内閣府への窓口の一本化にあわせ、幼稚園・保育所・認定こども園の全てで項目を揃えて、
面積や利用者按分で簡易に算出できるような改善が必要である。また、財源の一元化による安定的な財源確保が期待される。
○制度の所管省庁が複数に跨がっていることにより、類型により認可・認定基準や、法的立て付けが異なっていることにより、事業者及び
行政ともに事務作業が繁雑化している。また、特に幼稚園型認定こども園について、認可形態としては幼稚園となり、施設監査の法的な
位置付けが非常に不明確となっており、他の類型の認定こども園と比較して監査権限に基づく自治体の関与が不十分と思える状況が発
生している。施設整備補助金についても、一の施設整備において複数省庁からの交付を受ける必要があり、幼稚園部分と保育所部分で
事業費の按分等を行わなければならず、事務負担が増大しているとともに、交付額の算定誤り等が生じる原因となっている。
○当市においても、H29・30年度に幼稚園を認定こども園に整備する事業を実施したが、提案市と同様、交付金申請時等において、２か所
への協議の手間や煩雑な按分作業等を経験し、事業者と自治体の双方に相当の事務負担が生じた。また、当市も同様に、文科省分の内
示額が圧縮され、対応に苦慮した経験がある。
○当県においても、認定こども園の施設整備については、申請にあたって共用部分を按分して積算するなどの非効率な事務作業が生じ、
自治体、事業者ともに煩雑な手続きが必要となっています。特に、一方の財源が圧縮された場合、施設整備の推進に支障をきたすことが
あります。
○平成30年度において、両交付金を活用して整備した施設のうち約半数が認定こども園であるところ、同一の内容を厚生労働省と文部科
学省に協議・申請している施設は当県でも多数ある。さらに、内示（内定）後の交付申請や支払請求の時期が同一でないことも、自治体等
の事務が繁雑にしている。
○認定こども園の新増改築に対する補助金の申請手続きについて、一つの施設整備であるにも関わらず、教育部分と保育部分で申請先
が異なり、書類も１つの整備に２種類の申請書や実績報告書を作成する必要があるため、事務負担が大きい。また、内示後の工事着手と
なっているが、内示時期が異なることがあり、工期に影響が出ることがある。（平成29年度10月協議分の内示　文科省平成30年２月２日、
厚労省平成29年12月８日）また、実際に平成29年度10月協議分では、内示時期に２ヶ月ほどのズレがあったことから、当初予定していた
年度内に工事完了が難しく、工事を次年度に遅らせたという事例があった。
○幼保連携型認定こども園の整備のみならず、幼稚園型認定こども園及び保育所型認定こども園の整備についても、保育所（保育機能
部分）は厚生労働省所管の保育所等整備交付金、幼稚園（幼稚園機能部分）は文部科学省所管の認定こども園施設整備交付金を使用
しているところである。このため、一つの認定こども園を整備するに当たっては、厚生労働省と文部科学省それぞれに事前協議や交付申
請を行う必要があり、別々に修正等の指示があるため、厚生労働省からの指示により、文部科学省へ提出している協議書も修正となる場
合が生じるなど事務が煩雑となっている。全類型の認定こども園の整備は、現状において、二種類の補助金を使用しており、上記のとおり
事務が煩雑である。そこで、補助を一本にまとめるため、次の制度改正が必要であると考える。
①認定こども園の施設整備に関する所管や制度、財源の内閣府への一元化及び②間接補助となっている文科省分の補助金について、
保育の実施主体となる市町村への直接補助への変更
○申請後の交付決定にあたり、各省の予算確保の状況等により大幅な時期のずれが生じ、一方の交付金が交付決定なされているのに
他方が未決定という状況で、なかなか事業に着手できず、工事の完了が遅れ、結果的に開園が年度始まりに間に合わなかった事例が
あった。（待機児童解消の施策に影響が生じた）
○当県においても、１施設の整備に２箇所の協議・申請が必要となり、事業者及び自治体とも煩雑は事務処理が発生している。
○幼保連携型認定こども園の施設整備において、共有部分である倉庫の按分について、煩雑な事務処理が発生している。また、時期や
時間帯によって使う認定区分が違うため、妥当な判断が難しい。

内閣府に施設整備に関する所管や制度、財源を一元化し、市町村
への直接補助とすることにより、県、市町村の事務負担の軽減を
図るとともに、円滑で安定的な財源確保による市町村の待機児童
解消に向けた施設整備計画に大きく寄与するものと考える。

児童福祉法、認定こども
園施設整備交付金交付
要綱、厚生労働省保育
所等整備交付金交付要
綱

内閣府、文部科
学省、厚生労働
省

福島県、福島
市、会津若松
市、郡山市、
いわき市、白
河市、須賀川
市、喜多方
市、二本松
市、南相馬
市、本宮市、
川俣町、鏡石
町、天栄村、
玉川村、平田
村、三春町、
広野町、茨城
県、栃木県、
群馬県、新潟
県、日本創生
のための将来
世代応援知
事同盟

旭川市、秋田
県、須賀川市、
千葉県、須坂
市、豊橋市、豊
田市、三重県、
大阪府、大阪
市、高槻市、茨
木市、兵庫県、
西宮市、南あわ
じ市、広島市、
徳島市、愛媛
県、佐世保市、
大村市、熊本
市、大分県、宮
崎県、九州地方
知事会

140 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

医療・福祉 幼保連携型認
定こども園の整
備に係る交付金
の一元化等

①幼保連携型認定こども園の施
設整備に関する所管や制度、財
源の内閣府への一元化
②間接補助となっている文科省
分の補助金について、保育の実
施主体となる市町村への直接補
助への変更

一つの施設を整備するに当たって、厚生労働省と文部科学省それぞれに事
前協議や交付申請を行う必要があり、別々に修正等の指示があるため、厚生
労働省からの指示により、文部科学省へ提出している協議書も修正となる場
合が生じるなど事務が煩雑となっている。
また、文部科学省の予算が不足し、平成29年度には5市町5施設で事業費
280,679千円、協議額101,935千円を文部科学省に協議したが、内示率90％
で91,739千円に内示額を圧縮された一方、厚生労働省の交付金は協議した
満額で内示がなされた。平成28年度には厚生労働省からは内示されたが、文
部科学省に内示を保留され事業に着手できない事案があるなど、交付金制
度が２つに分かれていることによる財源の不安定さ等が施設整備を進める課
題となっている。加えて、厚生労働省の交付金は、市町村への直接補助、文
部科学省の交付金は、県を経由した間接補助となっており、一つの施設に対
する円滑な交付金の交付にも課題がある。
【県内共同提案団体からの主な支障事例】
・　幼保連携型認定こども園を創設する場合、保育所機能部分は厚生労働省
所管の「保育所等整備交付金」で、また幼稚園機能部分は文部科学省所管
の「認定こども園施設整備交付金」での申請が必要であり、それぞれ補助対
象経費の算定にあたり、施設の面積や利用定員等により事業費を按分し、２
種類の書類を作成するなどの事務の負担が生じている。認定こども園に係る
施設整備交付金の一元化により、自治体、補助事業者双方において、交付
申請等に係る事務の省力化、効率化が図られる。
・　補助制度が２つになるため、事業着手するのに両方の回答をまってから進
めるため、スケジュール管理が煩雑となっている。
・　一つの施設を整備するために厚生労働省と文部科学省それぞれに事前協
議や交付申請を行う必要がある現状は事務が繁雑となる大きな要因の一つ
である。また、当市においても過去に文部科学省分の予算不足のため、内定
額の圧縮や内定を保留され事業に着手できない期間が生じた事案があった
ため、施設整備に関する所管や制度、財源の一元化は必要である。
(以上のような支障があるため、申請窓口の一元化等の事務手続きの簡素化
を通じて、解消することを求める)
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厚生労働省（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案）
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・医師法第６条第３項
・歯科医師法第６条第３
項
・薬剤師法第９条

厚生労働省 千葉県 札幌市、宮城
県、仙台市、福
島県、栃木県、
千葉市、神奈川
県、川崎市、
茅ヶ崎市、新潟
市、富山県、石
川県、小松市、
福井市、長野
県、愛知県、大
阪府、兵庫県、
奈良県、岡山
県、徳島県、高
松市、久留米
市、熊本市、大
分県

○当院においても、職員数が600人弱分を紙媒体での事務処理に苦慮している。前回提出データを活用できるオンラインもしくは電子媒体
での対応できるようになれば、効率的に業務が遂行できる。
○本市では、ほぼ1人の担当者が文書の発送（平成30年調査で約850施設へ送付）、回収、審査（平成30年調査で約2500枚を1枚ずつ審
査）、疑義照会（平成30年調査で約100施設）を行っていた状況であるため、時間外対応をし業務を行っていたところである。組織内の職員
が削減されている中、業務の応援体制もなかなか難しい状況となっている。そのようなことから、オンラインによる調査が実施されると、提
案のとおり業務量の軽減が見込まれる。また、オンライン時の審査により、入力者自身が誤りに気づき、より正確な届出票になると思われ
る。
○当県でも11,000件以上の届出を処理しており、記載内容の審査や確認作業等が大きな事務負担となっている。集計作業においても、手
作業での集計となるため、労力を要する状況となっている。
○当市においても同様の支障が生じている。医師・歯科医師・薬剤師に対する調査は、資格毎に異なる調査用紙で実施しているため、調
査用紙の送付作業や回収作業及び回収後の確認作業（対象者への電話連絡等）に相当な作業時間を費やしている。特に対象者が就労
している場合、電話等の確認作業は時間的な制約を受けることになり、業務効率が悪く支障がある。調査内容についても細かすぎるた
め、説明に苦慮している。
○近年調査項目が増加している中、都道府県の事務はもちろん、記載者側の負担軽減の観点から、オンライン報告は、記入漏れや記入
ミス等が少なくなり、正確で迅速な調査が可能となり、集計も自動化でき、医師等の勤務状況等が速やかにかつ正しく判明することにつな
がるため、医療政策上の利点もあると考えられる。なお、本調査においては、医師・薬剤師の確保対策及び歯科医師の適正配置の検討
に利用するため、都道府県において届出票の複写（同意欄に同意があるもの）が可能とされていることから、オンライン報告の際には県を
経由して厚生労働省へ提出するか、あるいは県もシステムにログインして参照できるようにする等の方法をとることで、引き続き都道府県
においても届出票を参照できるようにすることが望ましいと考える。
○本市においても、３市合計で約8,000人を対象に、 病院、薬局、歯科に紙の調査票を送付するとともに、 ３市から回収した調査票は、記
載事項の確認や 空白の項目の確認を行うなど多大な労力をかけている状況である。オンライン入力が可能になれば、事務作業の軽減
のほか、郵送料の節減が図れる。また、対象者の利便性向上も期待できる。
○オンラインによる届出が可能になれば、用紙配布及び回収の作業が大幅に軽減され、オンライン送信前に各項目のチェックができるた
め、記入もれ・記入誤りの減少が見込まれる。これは、主として届出義務者自らが届出書を記入、提出している非就業者および小規模の
医療機関における従事者についてはメリットであると考える。法令では、届出義務者が届出票を自ら記入・提出することとなっているが、大
規模な病院では事務方がエクセルシートを利用して記入を代行している事例が現実にある。このため、登録番号をIDとして届け出る方法
と並行して、病院等が多数の届出データを代行して効率よく入力できる方法も法令との整合性も含めて考慮する必要があると考える。ま
た、医師、歯科医師及び薬剤師の届出とは別に、保健師、助産師、看護師及び准看護師並びに歯科衛生士及び歯科技工士の業務従事
届とも関連があるから、法令面とシステム面の両面でよく検討していく必要があると考える。
○当県で処理している件数は、約12,000件であり、提案県と同様に多大な事務処理となっているため、オンライン調査による事務の軽減
化が必要である。
○支障事例は同じであるが、調査票を予測数で送付するしかないため、従事者の増減で不足調査票の追加送付や各設問への質問回答
など調査票配布～回収までに大量の問い合わせに対応する必要がある。また、回収後の未記入欄の電話での問い合わせや重複届出の
確認作業、提出期限を大幅に超過し提出された調査票の処理など、業務効率が悪く支障がある。オンライン化することで事前に未記入欄
のエラー表示など上記支障事例を解消できる。
○調査用紙の送付・回収作業及び回収後の確認作業（対象者への電話連絡等）に労力がかかっている。誤記入や未記入等も多く、その
照会に時間がかかるため、エラーチェック機能があるオンラインシステムの導入を望む。
○医師・歯科医師・薬剤師届出については、年々、届出票の質問項目が増加・複雑化しており、記入漏れや記入誤りが散見されることも
あり、本県では例年審査会を開き、本庁や保健所担当者が届出票の審査を行っている。当該審査・照会業務には多大な時間を要する等
担当者の負担も大きい。届出のオンライン化により審査業務が省力化され、届出の迅速化が図られるとともに、業務負担の軽減にもつな
がると考える。
○当市においても、当該調査にかかる発送や入力など、担当者の事務量は膨大なものとなっており、電話等での問い合わせや窓口での
調査票の受け取りなどを含めて、他の業務に従事する時間が確保できないなどの支障が生じており、担当者の負担軽減の為にもオンライ
ン調査の導入は有効であると考える。また、提出用紙の間違いや記入ミスが散見されたり、提出の手間などから、届出を行わない場合が
あることから、より正確な情報を得る為にもオンライン調査の導入が有効であると考える。
○当県においても、個人情報であり取扱いに十分な注意が必要であるにもかかわらず、限られた人員で大量の調査票を処理しなければ
ならないこと、調査対象者からの問い合わせや記入漏れ・誤り等の確認作業に費やす労力が大きいこと等の問題がある。オンライン調査
を導入することで、業務の大幅な省力化、調査対象者の利便性の向上が見込めるとともに、個人情報の保護にも資すると考える。
○本調査については、調査票の配布・回収・確認・送付業務における職員の負担が大きく、また調査票の保管場所の確保、業務に従事し
ていない対象者の把握・配布に苦慮している。オンライン調査を導入することにより業務の効率化が図られ、担当者の負担軽減とともに、
国における結果の集計・解析の迅速化にもつながり、最新の調査結果をより早く施策の企画・立案へ反映させることも可能となると考え
る。
○調査票の配布、回収、審査、送付の各段階において、紙ベースであることが原因で集中してリソースを割く必要があり、現場（担当課、
保健所）に大きな負荷がかかっている。
・届け出期間が２週間程度の短い期間になっており、その間に医師・歯科医師・薬剤師あわせて１万近い届け出がありそれの処理をする
のに負担がかかっている。
・特に、審査については保健所、県の両方で行うことが求められており、間違いや記入漏れがあった場合、本人に返す必要があり回収ま
でに時間を要するほか、大きな負担になっている。
・届け出を集約して国に送るときも、枚数を数えて束にして送付する必要があり、これも大きな負担になっている。
・届け出対象者の利便性向上と都道府県（保健所）の負担軽減を両立させるためには、オンライン化が必要。
○千葉県における支障事例等と同様、本県においては約48,000件の届出を処理していることから、調査用紙の送付作業や回収作業及び
回収後の確認作業（対象者への電話連絡等）に膨大な時間と労力がかかり、他業務にも影響を生じさせているほか、物理的にも保管場
所の確保が困難であり、電子化及び対象者自らが直接インターネット等の回線を使用して厚生労働省に直接提出することが事務の効率
化に必要であると考える。
○現在は紙ベースの調査のため、調査票の配布、回収、記入内容の確認等に労力を要している。
チェック機能も備えたオンラインシステムを導入すれば、郵送が不要となることや、集計が自動になることに加え、記入誤りの縮減などの
効果が期待できることから、事務の効率化や統計結果の利便性向上につながる。
○本市（保健所）でも、調査用紙の送付作業、回収作業、県への送付作業等に労力をかけており、他の業務にも支障がある。
また、複数の対象者から、オンライン調査を希望する問い合わせを受け付けた。
※なお、本市では、約3,000件の届出を処理した。
○提案団体と同支障をきたしており、本市では、約6,000件の届出を処理している。
紙媒体による調査は、すべて手作業となり、回収した届出書類の審査においては、文字の判別にも苦慮しており、対象者への問い合わせ
等にかなりの手間を要している。
○当市においても、調査票の送付や提出された調査票を１枚ずつ確認するなどの作業があるため、オンライン化によって負担が軽減され
ると考える。
○本市においては医師等の医療従事者の２年に１度の届出においては、職員総出で対応しているのが現状で、時間外労働の増加にもつ
ながっており、オンライン調査の導入については、職員の負担軽減、届出書の紛失するリスクも軽減されると考える。医師等の医療従事
者の２年に１度の届出については施設がオンライン化している可能性が高いため、勤務先の施設で入力可能になるというメリットがある。
医療施設調査についても、オンライン化による調査実施側、対象施設もメリットが大きいと考えられる。
○当県においても、調査用紙の送付作業や回収作業及び回収後の確認作業（対象者への電話連絡等）に労力をかけている状況で、特に
不在で連絡がとれないケースも多く、期限も短いため、業務全体にも大きな悪影響が生じている。
※当県の届出件数：約10,000件
○約２週間の届け出期間中に、約6万通の届出があり、届出票の受理、集約、送付等の作業が膨大である。紙の調査票をマンパワーで
配布、回収するような非効率なやり方を見直し、オンライン調査を導入することで、送付や審査業務の大幅な省力化が見込めるとともに、
個人情報の保護にも資すると考える。また、国における結果の集計・解析の迅速化にもつながり、最新の調査結果をより早く施策の企画・
立案へ反映させることも可能となると考える。
○当県においても，紙ベースで行われている医療従事者調査については，届出票の送付、回収、審査において，担当職員への負担が大
きいものとなっている。届出票様式をオンラインでダウンロードする場合も多数見受けられることから，オンライン調査を導入することで届
出を行う者の利便性にも資すると考えられる。
○当県においても、調査用紙の送付・回収や確認作業に多くの時間を要しており、職員の負担となっている。※当県の処理件数　約１０，
０００件
○当県では約6,300件を届出を処理している。
加えて紙媒体の場合は、個人情報管理の点でかなりの配慮を要する。

145 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

医療・福祉 医師法、歯科医
師法、薬剤師法
（以下、「医師法
等」という。）に
基づく届出のオ
ンライン化

医師等に義務付けられている届
出に関して、現状の紙で行われ
る届出に変えて、対象者各自が
付与されている籍登録番号をID
とし、対象者各自がインターネッ
トを使用して行う届出を可能とす
る。

都道府県（保健所）は、医師法等の規定により、２年ごとの年の12月31日現
在における厚生労働省令で定める事項について、医師・歯科医師・薬剤師が
行う届出を紙媒体により回収し、とりまとめ、厚生労働大臣に提出している。
届出は、資格毎に異なる届出票で実施しているため、届出標の送付作業や
回収作業及び回収後の確認作業（対象者への電話連絡等）に労力をかけて
いる。特に対象者が就労している場合、電話等の確認作業は時間的な制約
を受けることになり、業務効率が悪く支障がある。
※なお、本県では、約32,000件の届出を処理している。

各担当者の事務の軽減につながり、対象者が就労していた場合
の問い合わせ等における時間の制約がなくなることが期待され
る。また、対象者においても届出票作成作業が容易になり、かつ
返送作業等の負担軽減につながることが期待される。
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148 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

医療・福祉 障害支援区分
認定期間の見
直し

障害支援区分の認定期間の上
限を延長すること（例えば６年等
とする。）

国の通知及び事務処理要領において、「障害支援区分の認定の有効期間に
ついては、３年を基本とし、障害者の心身の状況から状態が変動しやすいと
考えられる場合等においては、審査会の意見に基づいて３か月以上３年未満
の範囲で有効期間を短縮できる。」と規定されている。
更新の手続きにおいては、病院を受診する必要があり、特に知的障害者につ
いては、この更新のためだけに病院を受診するため、ご家族の大きな負担に
なっているのが現状であるが、障害支援区分６の方の場合は、状態に大きな
変化はなく、再度障害支援区分６の認定になる方が大多数である。一方で、
区分認定については、個々の状態に応じて判断する必要はある。
そこで、区分6認定者については、認定期間の上限を延長もしくは撤廃し、認
定期間については市長村審査会に委ねることを希望する。
なお、認定期間が延長もしくは撤廃できた場合においては、各システム（各自
治体が導入するシステムや国保連システム）にて入力が規制されていること
が多く、入力制限を解除する対応が必要となる。
（備考）
※障害福祉サービス支給決定者　区分有3,200人　区分無2,930人
　計6,130人
※区分ごとの支給決定者数
 １：63人、２：557人、３：538人、４：531人、５：508人、６：1,003人
　計3,200人

障害支援区分認定にかかる手続きの負担が軽減される。
また、判定件数が増加している審査会（審査会委員）についても負
担が軽減される。

「介護給付費等の支給
決定等について」（平成
19年３月23日障発第
0323002号厚生労働省
社会・援護局障害保健
福祉部長通知）
介護給付費等に係る支
給決定事務等について
（国の事務処理要領）

厚生労働省 熊本市 白河市、江戸川
区、美濃加茂
市、浜松市、京
都市、大阪市、
徳島市、八幡浜
市、宮若市、宮
崎市

○障害支援区分６（最重度）の障がい者については、状態がほとんど変化しないため、提案市と同様、認定期間の更新を不要とする見直
しが望まれる。
○本市でも同様に、障害支援区分の認定期間の上限を延長すること（例えば６年等とする。）ことで、障害支援区分認定にかかる手続き及
び、判定件数が増加している審査会（審査会委員）についての負担が軽減されると考えられる。
○当市も同様の状況であり、区分６認定者については、認定期間の上限を延長もしくは撤廃し、認定期間については市長村審査会に委
ねることを希望する。
○障害支援区分の更新の手続きにおいては、病院を受診する必要があり、特に知的障害者については、この更新のためだけに病院を受
診するため、ご家族の大きな負担になっている。また、診断書料は自治体の負担であり、その負担を軽減する意味においても、状態に大
きな変化が見られない障害支援区分６の認定の場合は、認定期間の延長もしくは撤廃するなど、柔軟な対応が審査会で可能となるような
制度設計を希望する。
○障害支援区分６の方の場合は、状態に大きな変化はなく、再度障害支援区分６の認定になる方が大多数である。区分６認定者につい
ては、認定期間の上限を延長もしくは撤廃し、認定期間については市長村審査会に委ねることを希望する。
○更新の手続きにおいては、病院を受診する必要があり、特に知的障害者については、この更新のためだけに病院を受診するため、ご
家族の大きな負担になっている。障害支援区分６の方の場合は、状態に大きな変化はなく、再度障害支援区分６の認定になる方が大多
数である。一方で、区分認定については、個々の状態に応じて判断する必要はある。区分６認定者については、認定期間の上限を延長も
しくは撤廃し、認定期間については市長村審査会に委ねることを希望する。なお、認定期間が延長もしくは撤廃できた場合においては、各
システム（各自治体が導入するシステムや国保連システム）にて入力が規制されていることが多く、入力制限を解除する対応が必要とな
る。

149 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

医療・福祉 障害児通所給
付における支給
決定有効期間
の見直し

障害児通所支援に係る支給決定
有効期間の上限を延長すること
（例えば３年等とする）。

障害児通所給付決定の有効期間については、省令により、最長１年間と定め
られている。そのため、最長でも１年毎に申請から支給決定までの手続きを
行っている。これは、児童は成長とともに状態にも変化があるため、１年毎
に、支給の要否を判断するべきだという考えに基づくものである。
しかし、現状として、一度障害児通所給付費の支給をした場合、その後は１８
歳到達や転出になるまで支給を継続していくことが大多数であるため、１年毎
の申請が保護者にとって負担となっている。また、増加し続ける支給決定者に
伴い、事務量が膨大になることで、新規申請については最長で３か月程度の
待機期間が発生している。
（備考）
障害児通所支援支給決定者数　平成29年３月末：2,318人　平成30年３月末：
2,873人　平成30年９月末：3,168人　平成31年４月末：3,128人

障害児通所支援に係る支給決定有効期間を１年から３年程度に
延長することで、個々の障害児に応じて柔軟かつ適切な期間を定
めて支給決定を行うことが可能となる。これにより支給決定保護者
としても、適切な頻度において申請手続きを行うことが可能とな
る。また、有効期間の延長により事務量が軽減され、新規申請者
の待機期間の改善が見込まれる。
なお、支給決定を３年にした場合における、負担上限額の決定に
ついては、毎年度行うことを想定している。
ただし、今年度10月からの「就学前の障害児の発達支援の無償
化」により、対象となる３～５歳児については、その間の負担上限
額の決定も不要になることが見込まれる。

児童福祉法、児童福祉
法施行規則、障害児通
所給付費に係る通所給
付決定事務等について
（事務処理要領）

厚生労働省 熊本市 宮城県、石岡
市、大阪市、徳
島市、宮崎市

○当市でも同様に、障害児通所支援に係る支給決定有効期間を１年から３年程度に延長することで、個々の障害児に応じて柔軟かつ適
切な期間を定めて支給決定を行うことが可能となる。これにより支給決定保護者としても、適切な頻度において申請手続きを行うことが可
能となる。また、有効期間の延長により事務量が軽減され、新規申請者の待機期間の改善が見込まれると考えられる。
○サービス利用者や相談支援事業者の利便性等を考慮した場合、有効期間の延長は一つの方法と思われる。

厚生労働省 大阪府、滋賀
県、京都府、
大阪市、堺
市、兵庫県、
神戸市、和歌
山県、鳥取
県、徳島県、
関西広域連
合

宮城県、仙台
市、須賀川市、
埼玉県、千葉
県、千葉市、船
橋市、袖ケ浦
市、八王子市、
石川県、長野
県、多治見市、
浜松市、大阪
市、八尾市、島
根県、岡山県、
玉野市、山口
県、香川県、高
松市、愛媛県、
松山市、新居浜
市

○当市では、令和元年６月30日が指定更新期限である居宅介護支援事業所において、介護支援専門員が１人のみであるため、業務を
行いながら研修を受講できる体制をとることができず、令和３年３月31日までに主任介護支援専門員を管理者とすることが難しいため、令
和元年６月30日をもって事業を廃止する旨の届出があった。また、介護支援専門員が１人のみの事業所は他に１事業所あり（休止中は除
く）、廃業せざるをえない状況になれば利用者に多大なる影響が出ることが懸念される。
○当市に登録中の居宅サービス事業者の中にも経過措置中の事業所があり、対応に苦慮しているとの話もあることから、経過措置期間
を延長し、円滑な移行が出来るように希望する。
○当市の居宅介護支援事業所は147事業所（休止施設を除く）。勤務する居宅介護支援事業所の介護支援専門員は457名で、うち主任介
護支援専門員は85名。管理者が主任介護支援専門員である事業所は53事業所のみで、介護支援専門員が管理者を務める事業所が半
数以上となっている。現に主任介護支援専門員を管理者として置かない事業所が、事業所を継続するためには主任介護支援専門員研修
の受講が必要となり、当市においては94名が主任介護支援専門員研修を受講する必要がある。
○経過措置期間では従事期間の年数が足りず、研修を受講することができないという問い合わせが多数ある。
○当市の現時点の居宅介護支援事業所203事業所のうち主任介護支援専門員がいない事業所は120事業所あり、そのうち経過措置期
間中に５年以上の実務経験を満たせない事業所は26事業所、介護支援専門員が１人のみの事業所のため研修受講の体制をとることが
困難な事業所は56事業所が推定され、主任介護支援専門員を確保できず、経過措置期間が経過した場合、事業所を廃止又は休止し、
利用者は介護支援専門員を変更せざるを得ない影響が考えられる。
○当県でも、現状で把握できる限りでは、およそ４割が主任介護支援専門員ではなく、同様に支障が生じるおそれがある。
○当県で実施した調査では、平成33年3月末までに主任ケアマネを配置できず、休止・廃止を余儀なくされる事業所が４カ所あり、その中
には町内唯一の居宅事業所も含まれる。
○当市では、平成31年10月現在219ある居宅介護支援事業所のうち、28パーセントに当たる約60事業所が一人ケアマネとして事業所を
運営している。（主任であることの確認はしていない。）
主任でない介護支援専門員が、主任の資格を得るために長時間の研修を遠方まで行くことをや日々の業務を考慮すると、やむを得ず居
宅介護支援事業所の廃業により、利用者のサービス提供に支障が出る恐れがある。
○実務経験５年以上の要件を満たせない方や「一人ケアマネ」体制の事業所については、資格取得のための時間が確保できないこと等
によって、主任介護支援専門員になれず、事業継続が困難になることが見込まれる。これにより、当該事業者だけではなく、利用者の処
遇にも影響が生じると考える。
また、上記が影響して居宅介護支援事業所が減少した場合、今後増加が見込まれる利用者への対応が困難になる恐れがある。そのた
め、経過措置期間の見直しをしたうえで、制度改正時点で、現に居宅介護支援事業所として存在していた事業所については、特例として、
資格取得にあたり簡素化されたカリキュラム等を設ける必要もあると考える。
○当市では、平成31年４月１日時点の居宅介護支援事業所１７９の内、約７割の事業所が、管理者に主任介護支援専門員を配置する要
件を満たせておらず、主任介護支援専門員の資格を取得するための要件も考慮すると、残り２年の経過措置期間を経たとしても、当該期
間終了後に事業を継続することが困難な事業所が相当数でてくることが見込まれる。
○当市が実施した実態調査においても経過措置期間（３年間）内に主任介護支援専門員を管理者におけない事業所が10事業所以上あり
支障となっている。経過措置期間の延長と共に主任介護支援専門員研修受講要件の一定程度の緩和を求める。
○当県の確認では現時点で全674事業所のうち65事業所で主任介護支援専門員が確保できない恐れがある。
○当県の居宅介護支援事業所1,883か所のうち管理者が主任介護支援専門員ではない事業所が997か所ある。当県が調査を行ったとこ
ろ、経過措置期間（平成33年３月31日）までに、主任資格を得られず居宅介護支援事業所の廃業又は休止になってしまう事業所が２０か
所程度あることが見込まれる。

158 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

医療・福祉 居宅介護支援
事業所における
管理者要件の
経過措置期間
延長

平成30年度より、指定居宅介護
支援事業所での管理者要件が
主任介護支援専門員に改正さ
れ、当該要件の経過措置期間が
平成33 年３月31 日までと規定さ
れた。
当該改正により、従前から管理
者であるものの主任介護支援専
門員でない者は研修の受講が必
要だが、受講に当たり５年以上
の実務経験を要するため、３年
の経過措置期間では要件を満た
せず、廃業を余儀なくされる事業
所も相当数発生する恐れがあ
る。
事業所の運営継続に支障をきた
さないよう、制度改正が事業所
の運営に与える影響の実態を検
証し、必要な経過措置期間を６
年以上とすること。

主任介護支援専門員の資格を取得するためには、各都道府県の実施する主
任介護支援専門員研修を修了しなければならない。同研修の受講に当たって
は、５年以上の介護支援専門員としての実務経験を要する。
本府においては、制度改正以前より居宅介護支援事業所の管理者であるに
も関わらず、３年間の経過措置期間中に主任介護支援専門員研修の受講要
件を満たせないため主任介護支援専門員の資格を取得できず、廃業を余儀
なくされる者が少なくとも94名存在する。また、これら事業所の利用者は、約
2,400名以上存在すると推定され、事業所が廃業となれば、事業所を変更せ
ざるを得ない。このため、これまで関係性を構築してきた介護支援専門員の
変更を迫られることとなり、利用者及びその家族は、在宅生活を支えるための
相談相手を失ったり、事業所変更に伴いケアプランの新規作成のため再度の
アセスメントを受ける必要がある等、多大な不利益や負担を強いられることが
考えられる。

法改正の影響を受ける管理者が、資格要件を満たす期間を確保
できることにより、既存事業所の廃業を回避できる。また、当該事
業所の利用者が契約先の変更を迫られることなく、円滑にサービ
スを利用し続けられる。

指定居宅サービス等の
事業の人員、設備及び
運営に関する基準等の
一部を改正する省令



別添１

厚生労働省（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案）

区分 分野 団体名 支障事例

所管部署・
担当者連絡先

提案区分
その他

(特記事項)
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例
制度改正による効果

（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効率化等）
根拠法令等

制度の所管
・関係府省

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞
管理
番号

団体名 回答欄（各府省）

162 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

医療・福祉 病児保育施設
の整備に係る子
ども・子育て支
援整備交付金
の交付対象の
拡大

病児保育施設の整備に係る子ど
も・子育て支援整備交付金の交
付対象を「市町村、社会福祉法
人や病院等」に限定せず、運営
費に係る子ども・子育て支援交
付金と同様に市町村の裁量の
下、「市町村が認めた者」とされ
たい。

病児保育事業については、現在でも保護者ニーズが高く、今後女性就業率の
上昇や教育・保育無償化による保育需要の増大に伴い更にニーズが増すも
のと思われ、府としては充実させていきたい。しかし、病児保育施設の整備促
進を目的としている「子ども・子育て支援整備交付金交付要綱」において、交
付対象が「市町村、社会福祉法人や病院等」に限定され、NPOなどは対象と
なっていない。実施するにあたり、多大な費用がかかる施設整備に対する補
助が出ないため、意欲はあるものの整備に取り組めないと相談を受けている
事例がある。
なお、病児保育事業の運営への補助を目的とした「子ども・子育て支援交付
金」の交付要綱では、交付対象として「市町村が認めた者」を認めていること
からも、整備の補助対象が限定的であることは整合性が図られず、事業の展
開に支障が生じている。

現在、女性の社会進出や子育て世帯への応援に積極的な企業が
多くある。前述のNPOだけでなくこういった多様な実施主体の参画
が可能となり、病児保育施設が充実することで、子育て世帯への
バックアップが可能となり、住民が暮らしやすく働きやすい、また子
育てのしやすい社会の実現に貢献することとなる。

児童福祉法第６条の３
第13項、子ども・子育て
支援整備交付金交付要
綱、子ども・子育て支援
交付金交付要綱、病児
保育実施要綱

内閣府、厚生労
働省

大阪府、京都
府、堺市、兵
庫県、神戸
市、和歌山
県、鳥取県、
徳島県

旭川市、豊田
市、南あわじ
市、熊本市

○病児保育事業の参入には施設整備が不可欠となっており、交付対象の拡大は一定のニーズのある当事業の推進に繋がるため、制度
改正の必要性を感じている。
○当市においては病院に併設した３か所の事業所がある。時に定員を超過し利用ができない事例もあるため、交付対象の拡大は必要と
考える。
○当市では、現在委託施設として社会福祉法人や病院だけでなく、NPO法人も加わっている。今後例えば病児保育施設にNPO法人が新
たに加わることもある可能性が有る場合、補助が出ないことで整備に取り組めないと相談を受けることもあると十分に考えられる。よって、
病児保育施設の整備に係る子ども・子育て支援整備交付金の交付対象を「市町村、社会福祉法人や病院等」に限定せず、運営費に係る
子ども・子育て支援交付金と同様に市町村の裁量の下、「市町村が認めた者」とされる必要があると考える。

大阪府、滋賀
県、京都府、
京都市、大阪
市、堺市、兵
庫県、神戸
市、和歌山
県、鳥取県、
徳島県、関西
広域連合

旭川市、秋田
県、福島県、い
わき市、須賀川
市、新潟県、愛
知県、豊橋市、
豊田市、三重
県、池田市、吹
田市、高槻市、
富田林市、和泉
市、西宮市、南
あわじ市、広島
市、徳島市、愛
媛県、高知県、
佐世保市、大村
市、熊本市、大
分県、宮崎県、
九州地方知事
会

○施設整備にかかる事務手続きや補助金の算定方法が、保育所相当部分と幼稚園相当部分でそれぞれ分かれていることにより、補助
金計算や申請などの事務が煩雑になっている。
○協議書の提出は厚労省と文科省に分けて提出するが、様式は同じものである。そのため、一方の省から修正依頼があると、修正後の
様式をもう片方の省にも送付する必要があり事務が繁雑になる。窓口を一本化することにより事務の効率化が期待される。また、間接補
助の文科省分補助金についても、厚労省と同様に直接補助にすることにより、国の内示後の工事契約が可能になるため（現状は県の交
付決定後）、円滑な施設整備が期待できる。
○施設の整備については、保育所相当部分と幼稚園相当部分に分けて、それぞれ厚労省と文科省に申請する必要があり、また、協議の
スケジュールが違うため事業者と自治体の双方に相当の事務負担が生じている。また、平成30年度において幼稚園部分の申請時期が２
回しかなかったため、１事業所は保育所部分の補助金だけで工事を行った。
○認定こども園の新増改築に対する補助金の申請手続きについて、一つの施設整備であるにも関わらず、複雑な按分式で教育部分と保
育部分を算出し、かつ申請先が異なり、書類も１つの整備に２種類の申請書や実績報告書を作成する必要があるため、事業者、市町村、
県にとって事務負担が大きい。
○当市で現在予定している同補助金を活用した施設整備においても、それぞれの省で補助金の要綱要領の内容が若干異なること等、制
度が複雑化することによる事務負担の増加が課題となっている。
○認定こども園の整備に係る交付金について、厚生労働省部分と文部科学省部分に分かれていることで、一施設の整備内容であるにも
かかわらず、事業者にとっては複雑な按分式で厚労省部分と文科省部分を算出し、また申請にあたっても、市町村の行政機関が教育部
分と保育部分が分かれている中、別々に申請を行うことで事務処理に時間を要することとなり、事業者に煩雑さを強いることとなっている。
（当該事情は市町村や都道府県の事務処理においても当てはまる。）また申請後の交付決定にあたっても各省の予算確保の状況等によ
り大幅な時期のずれが生じることがあるため、一方の交付金が交付決定なされているのに他方が未決定という状況となり、過去にはなか
なか事業に着手できず、工事の完了が遅れ、結果的に開園が年度始まりに間に合わなかった事例もあった。このように、事業者にとって
は過剰な事務や事業開始に向けての不安定な状況を強いており、このことが事業の展開に支障を生じさせ、ひいては待機児童解消の施
策に影響が生じている。
○近年、一定の改善がなされているものの、提案団体の主張のとおり、依然として事務が繁雑であるとともに、平成29年度の当市におけ
る認定こども園創設事業において、認定こども園施設整備交付金のみが一方的に予定額の90％に圧縮されるなど、厚生労働省と文部科
学省で統一的な対応がなされておらず、財政的にも不安感・不信感が生じている。また、疑義が生じた事案について都道府県を通じて質
問をしても結局は国の担当者まで通すことになっており、回答に時間がかかることも事務負担の増になっている。都道府県で早期に回答
できる仕組みを構築することも必要と考える。
○幼保連携型認定こども園の施設整備について、厚労省と文科省に所管が分かれていることにより、協議、申請等の手続きはもとより、
問合せ、確認等も両省に行わなければならない。書類作成も両省分で膨大なものとなり、事業費・補助金額の計算における両省分の按分
等も必要で、過大な事務負担となっている。また、厚労省分は直接補助（概算払い）、文科省分は間接補助（精算払い）と補助金交付の手
順も異なっており、予算・決算においても無用な混乱を生んでいる。さらに、両省の内示日に差異があり、片方が遅れたため事業着手が出
来ず、急きょ２か年事業に変更せざるを得なかったという事例も発生している。事業者への損害回避及び自治体の過度な事務負担解消
のため、一刻も早い所管の一元化を強く求める。
○幼稚園部分（文部科学省）と保育所部分（厚生労働省）で、加算、補助率、かさ上げの有無、対象メニュー等、異なる部分があるため、
対象事業費や交付申請額を算出する際の計算や事業者・市町村の作業などが煩雑となっている。内閣府への窓口の一本化にあわせ、
幼稚園・保育所・認定こども園の全てで項目を揃えて、面積や利用者按分で簡易に算出できるような改善が必要である。
○待機児童が出ている中で、事業者が認定こども園を選択するとき、事務作業が煩雑になることも考えられる。また、市の担当課も園との
調整等複雑になり負担が多くなる。
○同様の支障及び市民サービスに直結しない非生産的な事務が発生していることから、早急な改善を求める。
○同一施設の整備であるにも関わらず、厚生労働省と文部科学省の担当者で見解が相違することがあり、その調整に手間がかかる。平
成30年度実施事業で、協議申請した工事がどの整備区分に該当するかについて、当初、両省の担当者で見解が異なったことから、両省
との調整に時間を要し、協議を１回遅らせた事例がある。その事業については、協議が遅れたことから工事の着工が後ろ倒しとなり、結果
として認定こども園への移行を１年間遅らせることとなった。
○認定こども園の整備補助金について、厚生労働省部分と文部科学省部分に分かれていることで、一施設の整備内容であるにもかかわ
らず、事業者にとっては複雑な按分式で厚生労働省部分と文部科学省部分を算出する必要があること。特に、対象外経費の取扱が各省
で異なるため、同一工事の同一の見積りから各省の考え方にそって対象経費/対象外経費を抜きだし各補助金毎に対象経費を算出しな
ければならない。外構工事費などは対象外経費についての取扱が明示されていない中で、このような作業を行う必要があるため、事業者
と市の事務を煩雑にしているまた、認定こども園に移行する前の施設種類が保育所か幼稚園かによって、整備に係る１号認定と２・３号認
定の人数に偏りがある園が多く、補助金額を決定する際にも、一方の補助金は助成基準額で、もう一方の補助金は対象経費で補助金額
が決まることも多い。以上のような枠組みは事業者の理解能力の範疇を超えた複雑なものとなっているため、対事業者とのやりとりについ
ても非常に苦労を強いられている。また申請後の交付決定にあたっても各省からの内示が揃わなければ事業に着手できないが、一方の
交付金が交付決定なされているのに他方が未決定のため年度内の工事着工が不可能となり、２ヵ年事業で実施する予定を単年度で実施
せざるを得なくなり、タイトなスケジュールで工事せざるをえないなどの支障が生じている。
○厚生労働省と文科省に分けて申請するために認定こども園整備費の事業費を面積按分しているが、竣工時の建築確認検査等におい
て当初の建築面積が変更になる場合があり、面積按分にも影響が出るケースがある。事業費及び補助額にも影響があるため、変更申請
の処理等が必要になり、補助を受ける認定こども園の設置者及び市において事務処理が煩雑になっている。また、厚労省と文科省それ
ぞれで、内示時期や補助対象外の考え方も異なるため、市及び事業者にとっても煩雑な事務処理が発生している。
○当市においても、H29・30年度に幼稚園を認定こども園に整備する事業を実施したが、提案市と同様、交付金申請時等において、２か所
への協議の手間や煩雑な按分作業等を経験し、事業者と自治体の双方に相当の事務負担が生じた。また、当市も同様に、文科省分の内
示額が圧縮され、対応に苦慮した経験がある。
○当県でも申請事務が繁雑であること、照会する内容によって窓口が異なっていることで統一的な見解を求められないことなど支障をきた
している。
○平成30年度において、両交付金を活用して整備した施設のうち約半数が認定こども園であるところ、同一の内容を厚生労働省と文部科
学省に協議・申請している施設は当県でも多数ある。さらに、内示（内定）後の交付申請や支払請求の時期が同一でないことも、自治体等
の事務が繁雑にしている。
○左記の具体的な支障事例と同様に、保育部分と教育部分の所管が異なることで、申請主体である市、事業者ともに、複数の申請書類
の作成や複雑な按分計算等による事務処理の煩雑さが生じている。また、過去には、保育部分と教育部分の内示に約３か月ほどの差が
生じ、工期が危ぶまれる事例も生じたところ。認定こども園という単一の施設であることからも、補助金及び申請窓口の一本化が必要と考
える。
○一施設の整備内容であるにもかかわらず、厚生労働省部分と文部科学省部分に分かれていることで、別々に申請を行う必要が生じて
おり、また、按分計算については交付金の重複請求を招く懸念もあるなど、事業者、都道府県、市町村において事務処理が煩瑣となって
いる。
○厚生労働省と文部科学省それぞれの補助制度があるため事務執行が負担となっている。
○当県においても、１施設の整備に２箇所の協議・申請が必要となり、事業者及び自治体とも煩雑は事務処理が発生している。
○幼保連携型認定こども園の施設整備において、共有部分である倉庫の按分について、煩雑な事務処理が発生している。また、時期や
時間帯によって使う認定区分が違うため、妥当な判断が難しい。

161 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

医療・福祉 認定こども園施
設整備における
交付金等の運
用改善

認定こども園施設整備にあたり、
厚生労働省部分と文部科学省部
分の一本化を図る等の運用の改
善

認定こども園の整備に係る交付金について、厚生労働省部分と文部科学省
部分に分かれていることで、一施設の整備内容であるにもかかわらず、事業
者にとっては複雑な按分式で厚労省部分と文科省部分を算出し、また申請に
あたっても、市町村の行政機関が教育部分と保育部分が分かれている中、
別々に申請を行うことで事務処理に時間を要することとなり、事業者に煩雑さ
を強いることとなっている。（当該事情は市町村や都道府県の事務処理にお
いても当てはまる。）また申請後の交付決定にあたっても各省の予算確保の
状況等により大幅な時期のずれが生じることがあるため、一方の交付金が交
付決定なされているのに他方が未決定という状況となり、過去にはなかなか
事業に着手できず、工事の完了が遅れ、結果的に開園が年度始まりに間に
合わなかった事例もあった。このように、事業者にとっては過剰な事務や事業
開始に向けての不安定な状況を強いており、このことが事業の展開に支障を
生じさせ、ひいては待機児童解消の施策に影響が生じている。
（申請窓口の一元化等事務手続きの簡素化を求めるもの）

補助申請の一元化により、事業者の円滑な申請や交付決定によ
る計画立案が可能なため、スムーズな認定こども園の整備が可能
となり、ひいては待機児童の解消につながる。

児童福祉法、認定こども
園施設整備交付金交付
要綱、保育所等整備交
付金交付要綱

内閣府、文部科
学省、厚生労働
省



別添１

厚生労働省（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案）

区分 分野 団体名 支障事例

所管部署・
担当者連絡先

提案区分
その他

(特記事項)
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例
制度改正による効果

（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効率化等）
根拠法令等

制度の所管
・関係府省

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞
管理
番号

団体名 回答欄（各府省）

165 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

雇用・労働 ひとり親家庭等
の支援事業に
関する自治体へ
の調査権限の
付与

母子家庭自立支援給付金等事
務において、ひとり親家庭である
かについて、自治体へ調査権限
を付与すること。

現状、ひとり親家庭等への支援事業（母子家庭自立支援教育訓練給付金、
母子家庭高等職業訓練促進給付金及び母子家庭高等職業訓練修了支援給
付金）については、申請者がひとり親家庭であるか否かは職権で調査等を行
うことができず、申請者が提出す住民票、戸籍、所得証明等により判断してい
る。
しかし、昨今の婚姻関係の多様化により、申請者から提出される書類だけで
は、判断ができない場合があり、関係者への質問及び関係機関への資料提
供要求等を可能とし、職権により調査できるようにする必要がある。
具体的には、離婚等により母子或いは父子家庭となった場合、離婚時期に
よっては申請者から提出された戸籍だけでは確認できず、提出された戸籍よ
りも遡る戸籍の確認が必要となることがあるが、本人経由の取得では手間と
時間を要するため、知識のある職員が職権で調査を行う方が迅速に確認を
行うことが可能となる。また、添付書類が離婚前時期に係るものである場合、
本人に取得が困難なものもある。更に未申告による所得証明が取得できない
場合の事実確認は、現状では職員による調査の権限がないため、確認するこ
とができない。

母子家庭自立支援教育訓練給付金等について、適切な運用が可
能となり、事務改善に繋がる。

母子及び父子並びに寡
婦福祉法、同法施行令、
同法施行規則、自立支
援教育訓練給付金事業
実施要綱、高等職業訓
練促進給付金等事業実
施要綱

厚生労働省 多治見市 八戸市、荒川
区、川崎市、福
井市

○申請者から提出される書類だけでは、判断ができない場合があり婚姻関係の確認に苦慮しており、申請者に負担をかけてしまうことも
ある。自治体に調査権限を持たせることにより、事務改善につながると考える。

166 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

雇用・労働 特定求職者雇
用開発助成金
に関する市区町
村の証明に係る
事務の見直し

特定求職者雇用開発助成金に
係る母子家庭の母等であること
の証明について、市区町村等の
証明書を廃止する。または、証明
が必要である場合、市区町村に
当該証明に関する調査（戸籍の
公用請求等を含む）権限を付与
する。

本市では、当該助成金に係る証明書の発行を求められることがあり、母子及
び寡婦証明書の作成にあたって法第６条第１項の該当及び児童扶養がある
か否かを判断するため、申請者等に住民票、戸籍等の取得・提出を求めてい
る。
そのため、申請者（労働者）に負担を強いることとなるが、本助成制度は事業
者への助成であり、申請者にとってはメリットがなく負担のみである。
また、証明申請があった日から遡って、雇入れ日において児童の扶養があっ
たか否かの証明は、市町村でも判断することが難しい。提出書類でも判断で
きない場合は、申請者から直接聞き取った内容などを考慮して、証明書を発
行しているのが現状であり、市区町村だから判断できるものではない。確認方
法としては被扶養者の社会保険証の確認により可能になると考えるが、本人
への聞き取り、保険証による確認のいずれの場合も労働局窓口で可能であ
る。

市区町村の証明を不要とした場合、申請者にとっては、管轄の労
働局においてワンストップの対応が可能となり、利便性の向上に
資する。
市区町村へ調査権限が付与された場合、提出書類だけでは判断
が難しい場合でも戸籍の遡りの確認及び所得調査等による確認
が可能となり、特定求職者雇用開発助成金の適切な運用が可能
となるとともに、申請者に対して不要な負担を軽減できる。

母子家庭の母及び父子
家庭の父の就業の支援
に関する特別措置法、
雇用保険法第62条、雇
用保険法施行規則第
109条、第110条、第143
条の２、雇用関係助成金
の手続き（A 雇用給付金
編）、特定求職者雇用開
発助成金

厚生労働省 多治見市 － －

○当市では、令和元年６月30日が指定更新期限である居宅介護支援事業所において、介護支援専門員が１人のみであるため、業務を
行いながら研修を受講できる体制をとることができず、令和３年３月31日までに主任介護支援専門員を管理者とすることが難しいため、令
和元年６月30日をもって事業を廃止する旨の届出があった。また、介護支援専門員が１人のみの事業所は他に１事業所あり（休止中は除
く）、廃業せざるをえない状況になれば利用者に多大なる影響が出ることが懸念される。
○定量的な調査は行っていないが、高齢化が進行している過疎地域において、現在の介護支援員は従事期間不足で主任になり得ず、新
たに主任介護支援専門員を雇用することも困難であるという事例あり。
○当市に登録中の居宅サービス事業者の中にも経過措置中の事業所があり、対応に苦慮しているとの話もあることから、経過措置期間
を延長し、円滑な移行が出来るように希望する。
○当市の居宅介護支援事業所は147事業所（休止施設を除く）。勤務する居宅介護支援事業所の介護支援専門員は457名で、うち主任介
護支援専門員は85名。管理者が主任介護支援専門員である事業所は53事業所のみで、介護支援専門員が管理者を務める事業所が半
数以上となっている。現に主任介護支援専門員を管理者として置かない事業所が、事業所を継続するためには主任介護支援専門員研修
の受講が必要となり、当市においては94名が主任介護支援専門員研修を受講する必要がある。
○平成30年４月の介護保険制度改正に基づき、平成30年４月１日から居宅介護支援事業所における管理者の要件が「介護支援専門員」
から「主任介護支援専門員」に変更されたが、経過措置期間では従事期間の年数が足りず、研修を受講することができないという問い合
わせが多数ある。
○当市の現時点の居宅介護支援事業所203事業所のうち主任介護支援専門員がいない事業所は120事業所あり、そのうち経過措置期
間中に５年以上の実務経験を満たせない事業所は26事業所、介護支援専門員が１人のみの事業所のため研修受講の体制をとることが
困難な事業所は56事業所が推定され、主任介護支援専門員を確保できず、経過措置期間が経過した場合、事業所を廃止又は休止し、
利用者は介護支援専門員を変更せざるを得ない影響が考えられる。
○当県でも、現状で把握できる限りでは、およそ４割が主任介護支援専門員ではなく、同様に支障が生じるおそれがある。
○当県で実施した調査では、平成33年３月末までに主任ケアマネを配置できず、休止・廃止を余儀なくされる事業所が４カ所あり、その中
には町内唯一の居宅事業所も含まれる。
○県下の全居宅介護支援事業所中、介護支援専門員１名体制の事業所が約３割を占めており、経過措置期間の令和３年３月３１日まで
に、居宅介護支援事業所の管理者要件である主任介護支援専門員の資格を取得することができず、廃業を余儀なくされ、結果として利用
者が不利益を被ることが懸念される。
○当市では、平成31年10月現在219ある居宅介護支援事業所のうち、28パーセントに当たる約60事業所が一人ケアマネとして事業所を
運営している。（主任であることの確認はしていない。）
主任でない介護支援専門員が、主任の資格を得るために長時間の研修を遠方まで行くことや日々の業務を考慮すると、やむを得ず居宅
介護支援事業所の廃業により、利用者のサービス提供に支障が出る恐れがある。
○当県では、県及び県介護支援専門員協会に対し、現任の指定居宅介護支援事業所管理者から、経過措置期間内に主任介護支援専
門員研修の受講要件である「専任の介護支援専門員として従事した期間が５年以上」を満たすことができない旨の相談が複数寄せられて
いる。
○経過措置期間の見直しをしたうえで、制度改正時点で、現に居宅介護支援事業所として存在していた事業所については、特例として、
資格取得にあたり簡素化されたカリキュラム等を設ける必要もあると考える。
○当市が実施した実態調査においても経過措置期間（３年間）内に主任介護支援専門員を管理者におけない事業所が10事業所以上あり
支障となっている。
○当都道府県においても、制度改正以前より居宅介護支援事業所の管理者であるにも関わらず、３年間の経過措置期間中に主任介護
支援専門員研修の受講要件を満たせないため主任介護支援専門員の資格を取得できず、廃業を余儀なくされる者が少なくとも94名存在
しており、当都道府県からも、同事案について提案をしている。
○過疎、高齢化が進展し、かつ特別豪雪地帯に指定されている当市では、介護事業所の新規参入が少なく、介護基盤等の社会資源が限
られている現状がある。市内居宅介護支援事業所においても、主任介護専門員資格を有していない事業所が存在しており、サービス利
用者のサービス利用に支障が生じる恐れがあることから、経過措置期間の延長を要望する。また、居宅介護支援事業所の管理者の職に
ある者の職務実績を考慮した上で、制度改正の要件緩和が図られることで、事業所の廃止、又は休止を回避することが可能となる。
○当県の確認では現時点で全674事業所のうち65事業所で主任介護支援専門員が確保できない恐れがある。

制度改正以前から居宅介護支援事業所の管理者であった者が、
制度の改正により努力のいかんによらず管理者の職務を継続す
ることができなくなる事態を避けることができる。

指定居宅サービス等の
事業の人員、設備及び
運営に関する基準等の
一部を改正する省令

厚生労働省 広島県、宮城
県、三重県、
広島市、愛媛
県、中国地方
知事会

社保審・介護給付費分
科会における介護業界
からの経過措期間延長
要望（業界HPの記事）

仙台市、須賀川
市、千葉県、千
葉市、袖ケ浦
市、八王子市、
十日町市、石川
県、長野県、浜
松市、京都府、
大阪府、大阪
市、八尾市、兵
庫県、神戸市、
島根県、岡山
県、玉野市、徳
島県、香川県、
高松市、松山
市、新居浜市、
熊本県

164 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

医療・福祉 居宅介護支援
事業所の管理
者の要件に係る
経過措置期間
の延長等

居宅介護支援事業所における管
理者の要件を主任介護支援専
門員と定め、当該要件に対する
一定の経過措置期間として平成
33年３月31日までの間と定めて
いるが、経過措置期間を最低で
も６年以上（令和６年３月31日）と
すること。

管理者である主任介護支援専門員になるための要件の１つに、専任の介護
支援専門員としての従事期間が５年以上の者について、主任介護支援専門
員研修（70時間）を受ける必要があるとされている。
管理者資格に係る経過措置期間が3年程度しかないため、実務経験を満たせ
ないことから管理者になれず、事業所を廃止又は休止せざるを得ない状況が
起きてしまう。



別添１

厚生労働省（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案）

区分 分野 団体名 支障事例

所管部署・
担当者連絡先

提案区分
その他

(特記事項)
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例
制度改正による効果

（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効率化等）
根拠法令等

制度の所管
・関係府省

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞
管理
番号

団体名 回答欄（各府省）

169 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

その他 「民泊制度運営
システム」により
行われる、住宅
宿泊事業者が
掲げる標識発行
に係る手続の簡
素化

住宅宿泊事業者が掲げる標識に
ついて、知事が届出を受理した
際には、標識発行に最低限必要
な内容のみを「民泊制度運営シ
ステム」に入力すれば、同システ
ムへの添付書類の登録を待たず
に、標識が発行可能となるよう見
直しを求める。

【現状】
住宅宿泊事業者は、事業を開始しようとする日の前日までに都道府県知事に
届出を行い、事業開始時には届出住宅ごとに標識を掲げなければならない。
【支障事例】
現在、事業者から届出があった添付書類を含めた全ての書類を「民泊制度運
営システム」に登録しなければ、同システムから標識記載事項（届出番号）を
取得できず、標識を発行できない仕組みとなっている。
添付書類は紙媒体で提出がある場合も多く、その都度、紙媒体の書類をＰＤ
Ｆ化し、システムに登録する事務が生じているが、事業開始日の直前に届出
があった場合や、同一の事業者から大量の届出があった場合など、これらの
作業による担当する職員への負担も大きく、状況によっては標識の発行が営
業開始予定日に間に合わないおそれもある。
届出については、書類の内容が適正であるかを知事が確認すれば有効に受
理することが可能であることから、書類をシステムに登録することは、事業が
開始された後に行われても法律上問題がないはずである。また、申請書類は
一般に公表されておらず、利用者（客）がそれら書類を確認することができな
いことから、利用者の利便性を損なうこともない。

知事が受理した時点で、住宅宿泊事業届出書などに記載された標
識を発行するために必要な最小限の情報を入力すれば届出番号
の取得が可能となり、標識を交付できるようになれば、事業者の利
便性が向上する。
また、書類の登録等を事後に行うことができれば、職員も業務量を
平均化することができ、負担が軽減される。

住宅宿泊事業法第３条、
第13条
住宅宿泊事業法施行規
則第４条、第11条
住宅宿泊事業法施行要
領（ガイドライン）２－１
－（１）－③、２－２－
（８）－②

厚生労働省、国
土交通省

栃木県、群馬
県、新潟県

豊橋市、大阪
府、高知県、宮
崎県

○現状は、提出書類のPDFをシステムにアップしなければ、届出番号が発行できないことから、届出件数の多い自治体には大変な負担に
なっていると推察される。
○当都道府県においては、標識は届出番号通知後、事業者自身に発行させる運用としているが、貴県のとおり、システムの変更の必要
性があると考える。

厚生労働省 神戸市 札幌市、千歳
市、宮城県、石
巻市、白河市、
須賀川市、ひた
ちなか市、所沢
市、千葉市、川
崎市、海老名
市、新潟市、大
垣市、高山市、
浜松市、愛知
県、名古屋市、
豊橋市、豊川
市、知多市、京
都府、京都市、
池田市、芦屋
市、鳥取県、高
松市、八幡浜
市、田川市、柳
川市、五島市、
熊本市、中津
市、宮崎市

173 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

医療・福祉 後期高齢者医
療保険料の特
別徴収対象年
金の優先順位
の見直し

後期高齢者医療保険料の特別
徴収にかかる特別徴収対象年金
の優先順位を支給額順に変更す
ること

後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が特別徴収の対象となる年
金額の２分の１以上の場合、特別徴収ができない。そのため、優先順位が上
位の年金で条件を満たさない場合は、下位の年金でこの条件を満たす場合で
も特別徴収ができない。
例）老齢基礎年金（上位）：５万円、老齢厚生年金（下位）：９万円を受給してお
り、後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が４万円となる場合、特別
徴収は不可となる。（→優先順位が支給額順になれば、老齢厚生年金が優先
され、要件を満たし、特別徴収が可能となる。）
被保険者としては十分な年金があるのにもかかわらず、特別徴収されないこ
とから、納付書または口座振替で納めることへの苦情も多い。

優先順位を制度順から支給額順に変更することで、より多くの被
保険者の収納方法を特別徴収にすることができる。このことにより
被保険者にとって利便性の向上につながり、分かりやすい徴収方
法となる。また、特別徴収になることにより納め漏れを防ぎ、収納
率の向上にも寄与する。

高齢者の医療の確保に
関する法律第107条、第
110条、高齢者の医療の
確保に関する法律施行
令第24条、介護保険法
施行令第42条

○当市においても、先日、年金受給年額3,154,000円の被保険者から保険料の特別徴収が停止となったことへの苦情が寄せられた。この
被保険者は厚生年金（年額573,000円）と私学振興共済年金（年額2,581,000円）を受給中であるが、特別徴収の対象となる年金は、制度
順の優先順位により金額の少ない厚生年金となっており、結果として介護保険料と合算した額が年金支給額（１/６期分）の１/２を上回っ
たことにより特別徴収が停止になったことが原因であった。被保険者は、特別徴収の対象年金に優先順位があることや自動的に普通徴
収に変更されることを理解していない場合が多いため、納付書を送付しても普通徴収分を滞納する事例が多い。特別徴収は、後期高齢
者医療制度開始当初から保険料の納付忘れに対処するために設定された納付方法であるが、このように特別徴収が停止になることが頻
発することは、被保険者にとって不便であり、未納防止策としては全く逆効果となっている。これを解決するためには、特別徴収の対象年
金の優先順位を廃止するか又は制度順から支給額順に改めることが必要である。
○被保険者の中には、十分な年金が支給されているにもかかわらず、特別徴収できない事例が見受けられる。特別徴収できない場合、
納付書払いか口座振替となるが、新たに口座振替の手続きが必要であったり、口座振替であっても残高不足で未納となるケースも多い。
制度改正により、特別徴収できる対象が広がることで、被保険者の利便性が向上するとともに、収納率の向上が期待できる。
○被保険者としては十分な年金があるのにもかかわらず、特別徴収されないことから、納付書または口座振替で納めることへの苦情があ
る。
○当市においても、被保険者に対する説明や収納対策に苦慮しているところである。法改正され、優先順位が支給額順になれば、特別徴
収が可能な対象者が増加し、保険料収納率の上昇も期待出来る。
○十分な年金があるにもかかわらず、特別徴収されない場合がある。また、そのことに対する苦情がある。
○これまで特別徴収であった被保険者が１/２判定により、ある年から急に普通徴収（納付書払いであることが多い）に納付方法が変わっ
てしまい、納付漏れが発生する原因となる。また、納付が遅れると督促手数料が加算された督促状が被保険者に対し送付され、トラブル
にもなる。保険料の納付方法が特別徴収の対象とならない被保険者の中には、特別徴収を希望される方も多いため、複数年金を受給し
ている被保険者の特別徴収をする年金の優先順位は、年金保険者による優先ではなく、受給年金額による優先とし、納付方法の選択肢
を狭めないよう希望する。
○後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が特別徴収の対象となる年金額の２分の１以上の場合、特別徴収ができない。そのた
め、優先順位が上位の年金で条件を満たさない場合は、下位の年金でこの条件を満たす場合でも特別徴収ができない。十分な年金があ
るのにもかかわらず、特別徴収されないことから、被保険者への説明については、受給している年金の種類やその受給額の資料が必要
となり、問合せには対応が困難な状況がある。
○当市においても、後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が特別徴収の対象となる年金額の２分の１以上の場合、特別徴収が
できないため苦情もある。優先順位を制度順から支給額順に変更することで、より多くの被保険者の収納方法を特別徴収にすることがで
き、収納率の向上にも寄与すると考える。
○当市においても、特別徴収の対象となる年金が制度順による一つの年金に限られるということについては被保険者からの理解を得難
く、複数の年金を受給する者で特別徴収の対象から外れてしまった被保険者からの苦情も多い。特別徴収の対象者を拡大することは、被
保険者の利便性の向上に加え、市区町村の収納率向上にも資するものであり、ひいては安定した制度の運営につながるものと考える。
○老齢基礎年金と老齢厚生年金は、合算した金額が同時に支給されるにもかかわらず、老齢基礎年金が少なく老齢厚生年金が多い被
保険者は、特別徴収ができないケースもあり、被保険者にとってわかりにくい制度となっている。優先順位を制度順から支給額順に変更す
ることで、特別徴収が可能となる被保険者が増加し、被保険者の利便性の向上につながり、収納率の向上にも寄与すると考えられる。
○当県においても、「複数の年金を受給しており、年額には余裕があるのに、特定の年金の支給額にだけ注目し、普通徴収となった。納
付に手間がかかるので、特別徴収となるようにして欲しい」との意見が被保険者から寄せられており、同様の意見は市町村窓口にも複数
寄せられている。被保険者の納付の手間を削減するとともに、保険料徴収率の向上を図ることができることから必要な改正だと考えられ
る。
○十分な額の年金を受給しているにも関わらず、制度ごとの優先順位によって特別徴収されなくなることは被保険者にとって理解しづら
く、納付書等で納めることに対する苦情対応は長引く場合も多い。
○普通徴収では、納付回数の多さや口座登録手続き等の被保険者負担が大きく、ひいては未納の発生につながる。
○年金収入が十分にある方が年金不足により特別徴収できないということは理解を得ることが難しく、また納付場所まで出向くのが困難
な場合が多い高齢者の方にとって、特別徴収は重要であることから、現行制度は被保険者の理解が得られないところである。
○提案市と同様に、十分な年金支給のある被保険者が特別徴収とならないことの理解を得ることが困難である。また、納付書・口座振替
申請のいずれであっても被保険者の負担となり、市としても苦情対応の負担増や収納率の低下にもつながる。優先順位基準の変更や、
年金支給額の合計で判定するなど、より多くの被保険者が特別徴収の対象となるよう、より広い基準を検討していただきたい。
○当市においても下位年金受給額が十分であっても特別徴収できず、保険料の算定通知や督促状等を発送した際に、特別徴収できない
ことへの不便さについて苦情をいただいている。特別徴収対象年金の優先順位を支給額順に変更することで、被保険者の利便性、納め
忘れ防止による収納率の向上が期待される。
○被保険者として十分な年金があるのにもかかわらず特別徴収されないことについては、被保険者にとって非常に分かりづらく、また、理
解が得られにくいため苦情も多い。
優先順位を制度順から支給額順に変更することで、より多くの被保険者の徴収方法を特別徴収にすることができる。これにより被保険者
にとって分かりやすい徴収方法となるとともに利便性の向上も見込まれる。また、特別徴収になることにより納め漏れを防ぎ、収納率の向
上にも寄与する。
○優先順位が下位の年金において、十分な額の支給を受けている被保険者より、特別徴収を実施していない理由を問われた際、まず、
実際に支給を受けている年金の種類や金額を確認しようとするものの、要領を得ない回答のため、その後の説明に窮してしまうほか、口
座振替の登録や納付書による納付の案内に対しては、強い不満を漏らされることがあるもの。
○国民健康保険よりも、納付方法の選択、手続き方法が複雑になっており、それを利用する被保険者にとっても、また説明する職員にとっ
ても負担感は非常に大きい。



別添１

厚生労働省（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案）

区分 分野 団体名 支障事例

所管部署・
担当者連絡先

提案区分
その他

(特記事項)
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例
制度改正による効果

（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効率化等）
根拠法令等

制度の所管
・関係府省

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞
管理
番号

団体名 回答欄（各府省）

高齢者の医療の確保に
関する法律第107条、第
110条、高齢者の医療の
確保に関する法律施行
令第21条、介護保険法
第134～140条

厚生労働省 神戸市 札幌市、宮城
県、石巻市、白
河市、須賀川
市、ひたちなか
市、所沢市、船
橋市、川崎市、
新潟市、高山
市、浜松市、三
島市、名古屋
市、豊橋市、豊
川市、知多市、
京都府、京都
市、池田市、芦
屋市、鳥取県、
山口市、高松
市、八幡浜市、
田川市、五島
市、熊本市、中
津市、宮崎市

○所得変更等により、保険料が変更となった場合、特別徴収ではなく、普通徴収となるため、被保険者の手間が増えることが多い。制度
改正により、被保険者の利便性が向上するとともに、収納率の向上が期待できる。
○左記具体的な事例と同様、保険料額に変更があった場合でも、そのまま特別徴収のみ金額を変更して継続してほしいというご意見をい
ただくことがある。普通徴収になることを理解していただくことは困難である。
○８月に保険料の決定通知を送付後、所得の変更等により、保険料額が増額変更されると、特別徴収の金額は現状変更できないため、
増額分はすべて普通徴収となる。被保険者は年金天引きで納めていると納付しているという感覚をあまり持っておらず、納付書が来ても
納付せずに滞納となる場合が多い。また、年金天引きで払っているのに納付書で取られるのはおかしい。という苦情にもつながる。特別
徴収の金額変更に関する見直しが行われれば、保険料の滞納につながる可能性を減らすことができ、収納率の向上にも寄与する。
○当市においても、被保険者に対する説明や収納対策に苦慮しているところである。当年度内に保険料額に変更があった場合には、両
徴収への切替え（特別徴収と普通徴収）、または全額を普通徴収に切り替えることしか出来ない。特別徴収を行なうことができるようにな
れば、特別徴収が可能な対象者が増加し、普通徴収による納め忘れ等を防ぐことができ、保険料収納率の上昇も期待できる。
○普通徴収になっていることに気づかず、保険料を滞納している場合がある。また、そのことに対する苦情がある。
○当市においても、年度途中で保険料額に変更があった場合に被保険者の希望とは関係なく自動的に特別徴収から普通徴収に切り替
わるために、被保険者からの苦情が多い。納付方法が変更されることについては被保険者にあてて都度通知してはいるが、気づかれな
いことも多く、滞納が発生するケースもある。仮徴収の時期だけでなく本徴収の時期においても特別徴収の金額変更を可能にすることは、
被保険者の利便性の向上に加え、市区町村の収納率向上にも資するものであり、ひいては安定した制度の運営につながるものと考え
る。
○特別徴収する保険料額は、７月に額が確定し、以降年間の保険料額が減額になると、特別徴収する保険料額は変更できず、普通徴収
に変更して、保険料額を変更することになってしまう。年間の保険料額が減額になっても、特別徴収する保険料を変更して特別徴収を継
続することができれば、被保険者にとってわかりやすい徴収方法となり、普通徴収時の納め漏れが減り、収納率の向上にも寄与する。
○特別徴収されている被保険者の当該年度の保険料が変更になった場合、差額又は全額を普通徴収による納付に切り替えることしかで
きない。被保険者からの問い合わせ対応や納め忘れに伴う滞納整理事務が負担となっている。
○特別徴収のまま金額変更できないため、特別徴収希望者への説明に苦慮している。
普通徴収への切替により、未納が発生しやすくなる。
○保険料が増額になると市町村は全額普通徴収か特別徴収との併徴か選択することになる。本県では特別徴収を継続するため併徴を
選択することが多いが、被保険者にとって、併徴されるという徴収方法は分かりにくく、なぜ年金から引かれつつ納付書で払いに行かない
といけないかという疑問を抱かれたり、二重に払っているのではないかという不安を生む元になっている。また特徴されたいるため、被保
険者は未納との認識が無く、普通徴収分が未納につながりやすい。
○被保険者は特別徴収を希望しているにも関わらず、普通徴収になることから、納付書または口座振替で納めることへの苦情も多い。
○年度内に保険料額に変更があっても翌年度まで特別徴収金額の変更ができないことにより、普通徴収での納付期間が長くなることは、
被保険者にとって利便性が悪く、未納保険料の発生にもつながりやすい。
特別徴収における金額変更のタイミングを見直し、より多くの被保険者の徴収方法を特別徴収として継続することは、被保険者にとって利
便性が向上するとともに分かりやすい徴収方法となることから、保険料滞納を防止し収納率の向上に寄与する。
○特に顕著な事例としては、平成28年熊本地震に被災した被保険者に対する保険料減免が挙げられるもの。減免の適用により保険料額
が変更となる中、特別徴収の金額変更ができなかったこと等により、普通徴収へと移行した被保険者の数は１万人程度にまでのぼり、納
付通知書の発送後には問合せ数が大幅に増加したほか、普通徴収に移行の被保険者に対して送付した口座振替勧奨通知書や納付通
知書、督促状等への反応が見られず、結果として保険料に未納が生じた被保険者においては、平成30年度及び平成31年度における被
保険者証の更新時、短期証へと切り替わってしまった状況。なお、当該被保険者において特別徴収を再開することができたのは平成30年
度４期（年金支給年月：平成30年10月）より。
○国民健康保険よりも、納付方法の選択、手続き方法が複雑になっており、それを利用する被保険者にとっても、また説明する職員にとっ
ても負担感は非常に大きい。

○普通徴収の期間が長くなるほど、未納になるリスクが大きくなるため、制度改正により、早期に特別徴収できることで、被保険者の利便
性が向上するとともに、収納率の向上が期待できる。
○長い場合１年以上待っていただく方もおり、特別徴収への切替えのタイミングが年１回しかないことについて理解していただくことは困難
であり、苦情も受ける。
○被保険者にとって特別徴収は利便性が高いことから、可能な限り特別徴収による納付ができるよう手立てを講じるべきである。
○特徴再開の人は再開時期が10月のため再開希望の申請時期によっては１年以上のタイムラグが生じる場合がある。特徴開始時期の
見直しがされれば、納付書や口座引き落としで納める被保険者が減り、納め忘れ等が減少するため収納率の向上につながる。
○当市においても、被保険者に対する説明や収納対策に苦慮しているところである。特別徴収の開始時期について、10月と４月の２回で
あるが、早期に特別徴収を行なうことができるようになれば、特別徴収が可能な対象者が増加し、普通徴収による納め忘れ等を防ぐこと
ができ、保険料収納率の上昇も期待できる。
○普通徴収になっていることに気づかず、保険料を滞納している場合がある。また、そのことに対する苦情がある。
○当市においても、特別徴収を希望しているにも関わらず、タイミングで普通徴収になることから、納付書または口座振替で納めることへ
の苦情もある。早期に特別徴収を行うことにより、被保険者に分かりやすい徴収方法となるとともに納め漏れを防ぎ、収納率の向上にも寄
与すると考える。
○当市においても、被保険者が普通徴収から特別徴収への徴収方法の切り替えを希望している場合や、被保険者の希望で口座振替を
選択しているが納付が滞り特別徴収への切り替えを行いたい場合に、次の10月まで特別徴収開始を待たねばならないことについて対応
に苦慮することがあり、特に前者については被保険者からの理解を得難く苦情も多い。特別徴収の開始時期を見直すことは、被保険者の
利便性の向上に加え、市区町村の収納率向上にも資するものであり、ひいては安定した制度の運営につながるものと考える。
○普通徴収から特別徴収に切り替わる時期が限られ、場合によっては切替が一年以上先になることから、特別徴収を希望する者への説
明に苦慮している。
普通徴収期間が長くなると、未納が発生しやすくなる。
○特別徴収の早期開始については被保険者の方からの希望や問い合わせが非常に多く、また説明しても理解が得られにくい案件であ
る。
○被保険者は特別徴収を希望しているにも関わらず、普通徴収になってしまう。また、普通徴収になっていることに気づかずに保険料を滞
納してしまっている。
○被保険者は特別徴収を希望しているにも関わらず、普通徴収になることから、納付書または口座振替で納めることへの苦情も多い。ま
た、普通徴収になっていることに気づかずに保険料を滞納している被保険者も多くなっている。
○現行の特別徴収開始判定のタイミングでは、必ず普通徴収になる期間が発生する。被保険者が特別徴収を希望していても、納付書ま
たは口座振替で納付しなければならないことについては苦情も多い。また、制度への理解不足から普通徴収になっていることに気づかず
保険料滞納につながることも多い。
特別徴収の開始時期を見直し、より多くの被保険者を特別徴収の対象とすることで、被保険者にとって分かりやすい徴収方法となり、収納
率の向上が期待できる。
○当市においても、以前から同様の支障事例が生じているところ。４期（年金支給月：10月）以外の時期からも早期に特別徴収を開始する
ことが可能となれば、被保険者における利便性や収納率の向上につながることが期待されるもの。
○国民健康保険よりも、納付方法の選択、手続き方法が複雑になっており、それを利用する被保険者にとっても、また説明する職員にとっ
ても負担感は非常に大きい。

175 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

医療・福祉 後期高齢者医
療保険料の特
別徴収の金額
変更に関する見
直し

後期高齢者医療保険料の特別
徴収にかかる本徴収のタイミン
グにおいても金額変更をできるよ
うにすること

毎年５月に年金保険者から特別徴収候補者データを受け取り、７月に国民健
康保険団体連合会を通じて年金保険者へ特別徴収額通知している。この場
合、翌年度まで金額の変更ができないため、当年度内に保険料額に変更が
あった場合には、両徴収への切替え（特別徴収と普通徴収）、または全額を
普通徴収に切り替えることしかできない。
被保険者は特別徴収を希望しているにも関わらず、普通徴収になることから、
納付書または口座振替で納めることへの苦情も多い。

より多くの被保険者の納付方法を特別徴収のままとすることがで
き、被保険者にとって分かりやすい徴収方法となる。さらに、特別
徴収になることにより納め漏れを防ぎ、収納率の向上にも寄与す
る。

より多くの被保険者の納付方法が特別徴収となり、被保険者に
とって分かりやすい徴収方法となる。また、年齢到達により被保険
者となった場合に普通徴収を挟まずに特別徴収とすることができ
る。さらに、特別徴収になることにより納め漏れを防ぎ、収納率の
向上にも寄与する。

高齢者の医療の確保に
関する法律第107条、第
110条、高齢者の医療の
確保に関する法律施行
令第21条、介護保険法
第134～140条

厚生労働省 神戸市 札幌市、宮城
県、石巻市、白
河市、須賀川
市、ひたちなか
市、所沢市、千
葉市、船橋市、
川崎市、海老名
市、新潟市、福
井市、高山市、
浜松市、三島
市、名古屋市、
豊橋市、知多
市、京都府、京
都市、池田市、
芦屋市、鳥取
県、山口市、高
松市、八幡浜
市、田川市、五
島市、熊本市、
中津市、宮崎市

174 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

医療・福祉 後期高齢者医
療保険料の特
別徴収開始時
期に関する見直
し

後期高齢者医療保険料の特別
徴収にかかる特別徴収の開始時
期について、早期に特別徴収を
行なうことができるようにすること

毎年５月に年金保険者から特別徴収候補者データを受け取り、７月に国民健
康保険団体連合会を通じて年金保険者へ特別徴収の４期（10月支給の年金）
に該当するか否かの連絡を行っており、該当しないとした場合は翌年の同タ
イミングの連絡まで特別徴収の開始依頼を行えない。（例：生保廃止、障害認
定、口座振替選択の停止等）
被保険者は特別徴収を希望しているにも関わらず、普通徴収になることから、
納付書または口座振替で納めることへの苦情も多い。また、普通徴収になっ
ていることに気づかずに保険料を滞納している被保険者も多くなっている。



別添１

厚生労働省（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案）

区分 分野 団体名 支障事例

所管部署・
担当者連絡先

提案区分
その他

(特記事項)
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例
制度改正による効果

（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効率化等）
根拠法令等

制度の所管
・関係府省

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞
管理
番号

団体名 回答欄（各府省）

厚生労働省 横浜市 旭川市、八戸
市、盛岡市、宮
城県、仙台市、
いわき市、須賀
川市、千葉市、
船橋市、荒川
区、八王子市、
川崎市、海老名
市、石川県、金
沢市、福井市、
浜松市、富士
市、愛知県、刈
谷市、豊田市、
京都市、大阪
府、八尾市、寝
屋川市、南あわ
じ市、出雲市、
倉敷市、府中
町、徳島市、八
幡浜市、久留米
市、宮崎市

○当市でも、ほとんどの受給者が減額措置の適用除外を受けている実態（※）があり、受給者にとって毎年申請書類を用意し、手続きを行うことが負担となってい
る。「自立を促進する」という趣旨から設けられた減額措置であるが、例年就業している方にとっては負担が増えるのみの手続きであり、例年無職の方や勤労意欲
がないと見受けられる方にとっては「満額支給されるためにハローワークに２回(平成29年度までは１回)通う時期」といった、本来の趣旨とはかけ離れた手続きと化
している現状である。また、対象の就業形態に関わらず多数の添付様式を送付することや、勧奨通知の発送等、自治体としての事務負担も大きくなっている。
※適用除外対象者：99.7％（５年満了対象341人、うち適用除外340人）（令和元年５月末時点）
○当市においても、ほとんどの受給者が減額措置の適用除外を受けている実態があり、受給者にとって毎年申請書類を用意し、手続きを行うことが負担となって
いる。減額措置は、「離婚後等の激変を一定期間内で緩和し、自立を促進する」という趣旨から設けられたものであるが、受給の継続を必要とする状況にある方に
は、その本来の趣旨の浸透が進みにくい実情があり、手続きが形骸化している。また、地方自治体にとっては、手続きが確実に行われるように、個別に案内する事
務負担が大きくなっている。当市では、減額措置の対象者を選別した上で、来庁時に持参していただく適用除外申請書類の案内文を郵送しているが、不足書類の
催促を行うことが多い。特に、就労以外の事由で適用除外を受ける場合には、障害や疾病などの状況を来庁時に聞き取り、その方の状況に応じた除外事由や必
要書類等を精査した上で、追加の手続きを個々に促している。さらに、受給者にとっても、追加の手続のために複数回来庁しなければならない場合もあり、負担と
なっている。
○当市でも、一部支給停止適用除外により減額措置を受ける受給者がほとんどであるが、一旦適用除外措置を受けると毎年同様の手続を行ってもらうことに対し
て、受給者から関係書類の準備が負担であるとか、昨年と変化がないのに提出する必要があるのかといった、制度の浸透性の低さや手続の形骸化の指摘を受け
ることがある。この現行事務の見直しを図ることで、受給者及び自治体の事務・経費といった負担の軽減が見込まれる。
○当市でも、大半の受給者（５年満了対象784人、うち適用除外738人、94.1％）が減額措置の適用除外を受ける。５年満了後は毎年申請書類を提出することとな
り、受給者に多大な負担となっている。提出書類に不備があることも少なくなく、何度も足を運んでもらうこともあり、人によっては提出のために仕事を休まなければ
ならない受給者もいる。また、対象者の抽出、提出依頼の送付、提出書類の受付、審査、不備依頼、未提出者の督促など、市の業務も多岐にわたり、職員の負担
も大きい。
○当市においても、ほとんどの受給者が減額措置の適用除外を受けている実態であり、受給者にとって毎年申請手続を行うことが負担となっている。また、地方自
治体にとっても、受給者への案内等事務負担が大きくなっている。当市では、97％（５年満了対象2,348人、うち適用除外2,281人）（平成30年７月末時点）
○当市においても、ほとんどの受給者が減額措置の適用除外を受けている実態がある。適用除外提出率：99.7％（５年満了対象者数：1,041人、うち適用除外提出
者数：1,038人（平成30年７月末時点）
○提案市と同様に支障があり、受給者への負担ならびに市の職員にとっても多大な負担となっている。本来の趣旨が形骸化しており、各方面からも要望があがっ
ている案件でもあるため、制度の廃止に向け、検討をして欲しい。（当市実績　平成30年７月時点　適用除外者99.9％（５年満了対象者1,621人、うち適用除外者１
人））
○当市においても、ほとんどの受給者が減額措置の適用除外を受けている実態があり、受給者にとって毎年申請書類を用意し、手続きを行うことが負担となって
いる。減額措置の本来の目的である「離婚後等の激変を一定期間内で緩和し、自立を促進する」という趣旨については、受給者の方へ理解していただくよう努めて
いるが、実態としては、適用除外に必要となる添付書類を用意してもらうためだけの事務となってきており、本来の目的の趣旨を達成できていない状況となりつつ
ある。
○当市においても提案市と同様に手続きが形骸化している実態がある。また、制度が複雑なため対象者に対する説明やその個々の状況に合わせた対応に毎年
苦慮しており、事務負担も非常に大きいと感じている。対象者にとっても、例えば、けがや病気で仕事に就くことができない者は減額措置を適用除外するために、診
断書を用意する必要があるなど、費用面、身体面ともにその負担は大きいものとなっている。減額措置実施の趣旨であるひとり親家庭に対する自立支援策につい
ては、子どもの貧困対策の推進に関する法律が施行されて以降様々な支援策が実施されており、当市においても児童扶養手当の現況届に合わせた相談会の実
施等ひとり親家庭の自立を促進する取り組みを実施しているところである。減額措置の実施によるひとり親家庭の自立促進の効果が不透明であり、それに代わる
様々な自立支援策が実施される中、対象者及び地方公共団体ともに負担が大きい現状を鑑み、制度の廃止を含めた抜本的な見直しをお願いしたい。
○当市では、97％の受給者が減額措置の適用除外を受けている。ひとり親家庭の親は、子育てや日々の生活の維持を１人で担う環境にあり、必要書類の取得の
ための時間や調整など、手続きに要する労力の負担が大きい。特に、申請者が就労以外の事由により適用除外を受けようとする場合、診断書や民生委員の証明
書等が必要になり、取得まで時間がかかるものも多い。煩雑な手続きは心理的な負担にもなるため、できるだけ簡素な事務手続きが望ましい。また、申請書類が
提出されない場合、市では提出を催促する事務が生じるなど、煩雑な事務が生じている。（※当市の状況（平成30年7月末）通知発送件数：2,725人（全部支給停止
者への送付を含む。）、5年満了対象：1,911人、適用除外（内数）：1,860【97.3％】基本的に、現況届提出（8月）に併せて提出）
○当市においても減額措置の適用除外対象者が同程度の割合となっており、手続きが形骸化している印象を受けている。受給者全てが行う手続きである現況届
と同時期であることから事務的な負担が大きく、人員を追加しなければ対応できない事務量が発生している。加えて、支給回数増加等の制度改正により、支給間
隔が４か月から２か月と半分になったため、期限内（８月中）に提出された除外届について、次の支給への反映が間に合わない懸念がある。
○当市でも、ほとんどの受給者が減額措置の適用除外を受けている実態(※)がある。減額措置の対象者を選別した上で、来庁時に持参していただく適用除外申請
書類の案内文を個別に郵送しているが、不足書類の催促を行うことが多い。そのため、受給者にとって不足書類提出に複数回来庁しなければならない負担があ
る。自治体は未提出の受給者に対し提出の督促を行う負担もある。また、適用除外申請書の必要書類の提出について、長年にわたり公共職業安定所での求職活
動証明を提出する受給者や、知人に頼んで不正な雇用証明を提出する受給者もみられており、「自立を促進する」という本来の趣旨から外れており必要性自体に
疑義がある。（※当市の除外届提出状況　96.6％（対象者684人、うち適用除外661人）（平成31年３月末時点））
○当市では、５年等満了を迎えた児童扶養手当受給資格者のうち、ほとんどの受給者が減額措置の適用除外を受けている実態（※）がある。減額措置は、「離婚
後等の激変を一定期間内で緩和し、自立を促進する」という趣旨から設けられたものであるが、受給の継続を必要とする状況にある方には、その本来の趣旨の浸
透が進みにくい実情があり、手続きが形骸化している。適用除外の案内については、対象者を選別し個別に行っているところではあるが、一度の来庁で手続きが
完了しないことも多く、特に就労以外の事由で適用除外を受ける場合には、来庁時に個々の状況を聞き取り、診断書等の必要書類を案内することが多い。そのた
め、受給者にとっては、手続きのために複数回来庁しなければならない場合もあり、負担となっている。また、地方自治体にとっても、対象者の選別及び個別の案
内、督促などの事務負担が大きくなっている。（※当市では、96％（５年等満了対象262人、適用除外252人、現況届未提出10人）（令和元年５月末時点））
○ひとり親家庭の自立促進という観点は理解できるが、減額措置や適用除外申請に伴う手続きが自立を促しているとは言えない現状にあると考える。手続きが煩
雑なため減額でもいいと話す受給者や、窓口職員も受給者も、適用除外申請をするためにとりあえずハローワークに行く（案内する）というような、形式的な手続き
になってしまっていると思われる事例が散見される。また、現況届の提出という繁忙期に、除外対象者の個別対応や、減額措置及び措置解除の確認手続きは煩雑
で、自治体にとって大きな負担と感じている。
○当市では、減額措置対象者の約97％（※）が適用除外を受けている実態があり、そのうち就職活動中を除外事由としている者は約７％のみで、その時期のみ活
動すれば適用除外を受けられてしまうほか、その他の事由該当者も、状況に変化が起きづらく、結局毎年同じ書類を準備して申請することとなるなど、必ずしも本
来期待する効果を得られず、手続が形骸化し、また、受給者の負担となっている。自治体窓口においては、個別案内の送付、状況の聞き取りから個別に必要書類
の提出指導・審査を行うなどの負担が大きく、また、受給者も証明書の取得等や書類不備などによる複数回の来庁など負担となっている。（※受給資格者3,077人
中、５年等満了者1,495人、うち適用除外者1,446人（就活中等が事由97人）（平成31年４月末時点））
○就労以外で適用除外をを受ける場合、横浜市と同様に聞取りにより個々に必要な手続きを案内している現状があり、受給者の手続にかかる負担感も大きい。ひ
とり親家庭への支援継続のための実効性のある制度見直しが必要である。
○当県でも、５年満了対象の受給者のうち、ほとんどの受給者が、就業中で一部支給停止適用除外となる。５年満了になる前から、就業している受給者も多く、自
立を促進するという目的と現実が乖離している。また、手続きの準備、書類審査、システムへの入力等、自治体の負担も大きく、事務手続の見直しが必要である。
（※当県（町村分）では、97％（５年満了対象1,043人、うち適用除外1,013人）（令和元年５月末時点））
○提案団体に比べたら受給者数が少ないため、当市の事務負担はそれほどではないが、受給者の利便性の向上や理解しやすい制度に改善されることについて
は、同様の見解である。
○当県においても、提案団体と同様の支障が毎年のように生じているため、現行制度を見直してほしい。（※参考…５年満了対象456人、うち適用除外455人
（99.8％））
○受給世帯の就業支援に資する施策ではあるが、当市でも、実態（※）としてほとんどの受給者が減額措置の適用除外であり、事務の煩雑さや受給者の負担等も
考慮して、事務手続きの見直しが必要であると考える。
※当市では、96.6％（５年満了対象2,139人、うち適用除外2,066人）　 現況未提出者を除くと、99.4％（令和元年５月末時点）
○当市においても横浜市の支障事例と全く同様の状況で負担となっている。※当市では、93％（５年満了対象1,365人、うち適用除外1,268人）（平成30年７月末時
点）
○当市でも、５年満了対象1,768人のうち1,764人（99.8％，平成31年3月31日時点）が減額措置の適用除外を受けている実態があり、減額措置と適用除外の根拠と
なっている児童扶養手当法第２条第２項「児童扶養手当の支給を受けた父又は母は自立を図り、家庭の生活の安定と向上に努めねばならない」という規定が、本
手続きにより促進されているとは言えず、児童扶養手当現況届の面接時に、受給者にとっての手続きの煩雑さ等を訴える声を多く確認している。なお、当市では現
況届受付時に、特設会場を設けて支援機関も含め資格取得や就労、生活等の相談窓口を設けて情報提供を図り、アンケート調査等でみると自立の促進に効果を
上げてきているものである。本制度の適用除外の通知と受付対応する自治体の人員、予算及び受給者の手間を効果的な情報提供に費やすことができれば、自立
の促進に一層寄与する制度展開を図ることができると思われる。
○就労している受給者や障害・疾病などの状況にある受給者にとっては、毎年必要書類を用意し、手続きを行うことが大きな負担となっており、一方で、就労してい
ない者もハローワークで求職中の証明を受ければ、実際に就労・自立につながっていなくても減額措置の適用除外となることから、法の趣旨に反してほとんどの受
給者が適用除外となり、手続きが形骸化している。一方、市町村にとっては、郵送料等の経費（事務費は全額市負担）も含め、事務負担が大きい。以上の理由か
ら、費用対効果の観点から、見直しが必要と考える。
○法第13条の３の手続きに対する、受給者の理解を得ることが難しく、来庁時には添付書類等の不備が多いのが実情であり、結果、不足書類等の案内及び催告
を行うことが大きな負担となっている。また、就労以外の事由で適用除外を受ける場合、求職中であること、もしくは障害・疾病等により就労できないことを証明して
いただく必要があるが、求職中であることを事由とする場合、一定期間中の求職活動に対するハローワーク等の証明があればよく、形式的な求職活動であっても
適用除外を認めざるを得ない状況にあることから、趣旨に反して手続きが形骸化していると思われる。さらには、障害・疾病等により就労できない事由による場合に
は、診断書や公的機関の証明のほか、生活保護受給者であれば担当ケースワーカーの証明でもよいこととしており、生活保護担当課及びケースワーカーの負担
が大きくなっていることが実情である。
○当市でも、多くの受給者が減額措置の適用除外を受けている実態があり、複数の書類を記入したり準備したりする必要があるため受給者にとって手続きを行うこ
とが負担となっている。また、,減額措置の対象者を選別し、適用除外申請書類の案内文を郵送しているが、個別に案内する書類を作成するので事務負担が大き
く、書類を受け付ける際も、確認に時間を要する。事務手続きが見直されると、受給者の利便性の向上、地方自治体の負担軽減が図られる。
○横浜市と同様の意見である。まず、全受給者から該当者のみに案内と様式を封入することとなるので、市の事務負担が大きい。また、就労以外の受給者には来
庁時に書類を渡して、追加の手続きを依頼することとなるため、受給者側にも負担が生じている。
○当市では５年満了対象者391人（令和元年５月末時点）のうち減額措置は2人であり、ほとんどの受給者が減額措置の適用除外を受けている（全部支給停止者
は除く）。一定期間が経過した家庭でも手当の受給が必要な家庭が多く、継続的に行っているものだが本来の提出の趣旨が浸透しにくく、手続きが形骸化してい
る。届出時に受給者で添付書類の判断ができず、個別の案内時間が必要になり、また、当日に届出が完了せず、書類不備になり、不足書類の督促を行うことにな
る。添付書類の記入に不備があることも多く、提出返却の繰り返しになり受給者にとっても負担が大きい。
○当市においても、対象者であるほとんどの方が減額措置の適用除外を受けている実態（※）がある。横浜市と同様に、受給者にとっては手続きに係る書類の準
備をする負担となり、自治体側には不足書類の個別案内の催促等の事務負担が生じており、事務手続きの見直しの必要性を感じている。※96.6％（５年満了対象
者：2,664人、うち適用除外者：2,573人）令和元年５月末時点
○適用除外の取扱については、自治体担当者にとっては個別の案内が必要なうえに、申請者と複数回のやりとりを行わなければならないことが大きな負担となっ
ている。受給者にとっても、手続きが一回で完了しないことは大きな負担である。以上の理由から、減額措置及び手続きの見直しは必要と考える。
○提案内容について現況を確認したところ、児童扶養手当法第13条の3に基づく減額措置の適用除外を受けている受給者は、99％であることが確認された。（５年
等満了対象者1,310人、うち適用除外1,298人）（平成31年3月末時点）当市においても、受給者に対して、期限内に個別に案内する事務負担が大きくなっている。事
前通知を行い、受付を行っているが、受給者によっては個別の事情により、追加書類を案内することが少なくない。減額措置の有無は、支払金額に影響があるた
め、未提出者に対する督促、不足書類の督促を行い、できるだけ減額措置とならないよう案内を行っているが、受給者の状況に応じた個別の案内が必須となって
いる。また、受給者より、書類を用意し提出することが物理的・精神的負担であるとの申し出が毎年寄せられいるが、法令に基づいて、届出が必要であることを説
明し、理解を求めているのが現状である。
○当都道府県もほとんどの対象者が適用除外届を提出されているのが現状。一方、所得制限限度額が低いこともあり、自立に向けて努力のし甲斐がなく、本来の
自立を促すという目的は果たされてない。
○当市においても、法13条の３の適用開始者の大半が除外届の提出を行い、減額除外となっている実態があり、当該適用についての形骸化が懸念されている。
（平成30年度適用者：6772人、うち適用除外：6660人（98.3％）R元.６.14時点）
受給者にとっては非常に手続きの内容がわかりづらく、多忙の中複数回来所する負担が発生している場合もあり、自治体としては対象者の選別及び届の提出勧
奨等の個別的対応に苦慮している状況である。また、令和元年11月以降の支給月の変更に伴い、年度ごとの手当の支給計算期間（11～10月）と届出が必要な13
条の3適用者（８～７月適用開始）に差が生じたことによって、適用除外事由の該当状況と手当の支給について時差が生じることとなっており、制度内容が受給者に
とっても自治体にとっても非常にわかりづらいものとなってしまった。受給者の利便性及び自治体の事務効率の向上のため、制度を見直す必要が高いと考えられ
る。

176 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

医療・福祉 児童扶養手当
に係る２分の１
の支給を停止す
る減額措置の見
直し

児童扶養手当法第13条の３に基
づく、「支給開始から５年」又は
「支給要件に該当してから７年」
を経過した受給者に対する手当
の２分の１の支給を停止する減
額措置に係る事務手続きの見直
し

本市では、ほとんどの受給者が減額措置の適用除外を受けている実態（※）
があり、受給者にとって毎年申請書類を用意し、手続きを行うことが負担と
なっている。
減額措置は、「離婚後等の激変を一定期間内で緩和し、自立を促進する」とい
う趣旨から設けられたものであるが、受給の継続を必要とする状況にある方
には、その本来の趣旨の浸透が進みにくい実情があり、手続きが形骸化して
いる。
また、地方自治体にとっては、手続きが確実に行われるように、個別に案内
する事務負担が大きくなっている。本市では、減額措置の対象者を選別した
上で、来庁時に持参していただく適用除外申請書類の案内文を郵送している
が、不足書類の催促を行うことが多い。特に、就労以外の事由で適用除外を
受ける場合には、障害や疾病などの状況を来庁時に聞き取り、その方の状況
に応じた除外事由や必要書類等を精査した上で、追加の手続きを個々に促し
ている。
さらに、受給者にとっても、追加の手続のために複数回来庁しなければならな
い場合もあり、負担となっている。

※横浜市では、97％（５年満了対象9,209人、うち適用除外8,949人）（平成30
年７月末時点）
※全国では、99.7％（全受給者約101万人、うち適用除外100万７千人）（平成
29年３月末時点）

受給者の利便性の向上、地方自治体の負担軽減が図られるだけ
でなく、近年の社会経済情勢の変化を踏まえた、より実効性のあ
るひとり親家庭への支援にもつながる。

児童扶養手当法第13条
の３、児童扶養手当法施
行令第８条
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181 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

医療・福祉 指定小規模多
機能型居宅介
護における登録
定員超過時の
介護報酬減算
の基準緩和

指定小規模多機能型居宅介護
の定員29名を超えて35人まで登
録しても、一定の期間は介護報
酬の減算（70/100）を行わない。
（通いの定員については、現行
18人以下のところ、21人まで）
（過疎地域指定や人口規模、
サービス事業所の新規参入が見
込めない等の条件付き）
（関係法令に基づき、利用者増
に対する職員の増員を行うことも
条件）

島牧村では平成28年度の提案募集制度により、小多機施設内で「要介護＝
小規模多機能デイ」、「要支援＝総合事業通所型サービスA」によるサービス
を提供できるようになったことから、島牧村の小多機施設に登録できるのは
「要介護」の方のみとすることになったが、24時間・365日のサービス提供とな
り、利用者の利便性が向上することから登録希望者が29人を超える可能性が
危惧されている（今後、最大35人程度が見込まれる。）。小多機施設開設後に
「要介護者」が村で受けられる他の在宅介護サービスは、村社会福祉協議会
で行っている訪問介護（ヘルパー）だけという現状であることから、もし「通所
介護（デイ）」や「短期入所（ショートステイ）」を必要とする要介護者数が30人
以上となった場合、あふれた人たちを救済する術がない状況となってしまう。
これらの問題の解決策として、サービス事業所の新規参入及びサテライト型
小規模多機能型居宅介護施設の活用について検討したが、現状、新規事業
者の参入は見込めない状況であることや、新たな施設整備に伴う財政負担な
ど解消が難しい課題がある。

①小規模多機能のサービスを必要とする高齢者（島牧村の場合は
要介護者）が30人以上となっても介護従事者を増員することで受
け入れることができ、在宅で生活する高齢者の受け皿としての機
能を引き上げることができる。

②新たにサテライト施設を整備する費用負担が軽減される他、本
体事業所で一時的であれ登録定員を超えての対応が可能となる
ことにより、別途サテライトを設置するよりも少ない人員・経費負担
増で対応が可能となると考えられる。

指定地域密着型サービ
スに要する費用の額の
算定に関する基準及び
指定地域密着型介護予
防サービスに要する費
用の額の算定に関する
基準の制定に伴う実施
上の留意事項について
（平成18年３月31日　老
計発第0331005号・老振
発第0331005号・老老発
第0331018号）

第２　指定地域密着型
サービス介護給付費単
位数表に関する事項
１通則
（6）定員超過利用に該
当する場合の所定単位
数の算定について
①②④

厚生労働省 島牧村 － －

豊田市 関連する施策として、介
護サービス事業所が、
利用者に対し社会参加
型のメニューを実施する
場合の取扱いについて
は、「若年性認知症施
策の推進について」（平
成23年４月15日付け老
健局高齢者支援課認知
症・虐待防止対策推進
室事務連絡）において
留意点が示されてい
る。また、上記事務連絡
を踏まえ、介護サービス
事業所が、介護サービ
スの提供時間中に、利
用者が社会参加活動等
に参加できるよう取組む
事例が出てきている旨
が、「若年性認知症の
方を中心とした介護
サービス事業所におけ
る地域での社会参加活
動の実施について」（平
成30年７月27日付け厚
生労働省老健局総務課
認知症施策推進室事務
連絡）において示されて
いる。

豊橋市、鳥取
県、徳島市

○本市も同様に、生活介護事業所が、サービス提供時間中に事業所外で社会参加活動等を実施する方法について明確に示されていな
いことで、事業所外における社会参加活動等の円滑な実施が妨げられる可能性があると考えられる。
○指定障害福祉サービス事業所等とは別の場所で行われる支援に係る基本報酬の算定について、生活介護に関する取扱いがが明記さ
れていないことから（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障
害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について　第二の１（４））、指定権者毎に取扱
いに差が生じている可能性がある。
○事業所以外での支援については、就労系のサービスにおいて、「施設外就労、施設外支援、在宅支援の場合は可」という規定が報酬
告示に明記されているが、一方で、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの
事業等の人員、設備及び運営に関する基準(以下「運営基準」という)74条に規定する「地域との連携等」として地域住民との交流等（清掃
活動などの活動、あるいはレクレーション行事等）を事業所外で実施した場合に報酬を算定できるかどうか明示されていない。本県では、
現状、事業所外におけるこのような支援を就労訓練に資する場合などは認めているが、報酬告示と運営基準の規定の関係が必ずしも明
確ではないため、この点を明確化しておくことが望ましい。

179 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

医療・福祉 生活介護事業
所における事業
所外での社会参
加活動の実施
が可能な旨の明
確化

生活介護事業所が、サービス提
供時間中に、事業所外において
定期的に社会参加活動等（※）を
実施することができる旨を明確
化していただきたい。
※社会参加活動等：地域の社会
資源を活用したサービス提供
や、公園の清掃活動等の地域活
動、企業等と連携した有償ボラン
ティアなど

【支障事例】
生活介護事業所が、サービス提供時間中に事業所外で社会参加活動等を実
施する方法は、次の２通りである。
１　社会資源（既存施設）を活用したサービス提供を行う場合に、当該既存施
設を事業所の一部（出張所）として指定する
２　利用者が行事等で外出した場合の取扱いに基づく
しかし、行事等で外出した場合として取扱うことが可能である具体事例は示さ
れていない。このことで、例えば以下の事例を行事等で外出した場合として取
扱うことが可能であるか疑義が生じている。
（１）特定の時期のみ事業所の敷地外にある農地において農作業を行う場合
（２）利用者が定期的に事業所外における社会参加活動等に参加する場合
上記（１）、（２）はいずれも行事等で外出した場合として取扱うことが可能であ
ると考えられる。しかし、そのことが明確に示されていないことで、指定権者毎
に取扱いに差が生じ、事業所外における社会参加活動等の円滑な実施が妨
げられる可能性がある。例えば、（１）のように一時的に使用する農地であって
も出張所としての届出が必要であるという取扱いとすると、変更届提出の事
務手続きが必要となり、事業者の負担が増加する。さらに、事業者が利用権
を有しない（事業所の一部である出張所としての届出ができない）場所での活
動が困難となり、利用者の活動内容が制限されてしまう。

【制度改正による効果】
行事等で外出した場合の要件を満たせばサービス提供時間中の
事業所外における定期的な社会参加活動等が可能である旨を明
確にすることで、生活介護事業所における利用者の多様な社会参
加活動等が促進される効果が期待される。

障害者の日常生活及び
社会生活を総合的に支
援するための法律に基
づく指定障害福祉サービ
スの事業等の人員、設
備及び運営に関する基
準について　第二の１
（２）
障害者の日常生活及び
社会生活を総合的に支
援するための法律に基
づく指定障害福祉サービ
ス等及び基準該当障害
福祉サービスに要する
費用の額の算定に関す
る基準等の制定に伴う
実施上の留意事項につ
いて　第二の１（４）
「障害福祉サービスに係
るＱ＆Ａ（指定基準・報
酬関係）（ＶＯＬ.３）」（平
成20年３月31日付け事
務連絡）問６

厚生労働省
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○当市では、毎年約1,100件程度の年金仮徴収の還付が発生し、還付口座が不明の人が多いため、まずは還付通知書ではなく、還付対
象者全員に還付発生の連絡通知と口座振替依頼書を送付し振込口座の確認を行っている。市県民税の当初通知書に口座振替依頼書を
同封するため、準備期間が短いことや、振込口座の電話連絡の対応も件数が多く繁忙である。当市も、対象者から年金振込口座がなぜ
わからないかという質問を多く受ける。加えて、判明した振込口座の入力後（８月中旬）に還付が可能となるため、当初通知と還付までに
かなりの時間を要しその間振込はいつかとの問合わせも多い。事務の効率化及び、還付対象者の負担軽減、スムーズな還付のため、年
金振込口座の情報提供が可能となる制度を希望する。
○毎年、公的年金の特別徴収分について還付が大量に発生する。還付金の振込先の口座情報の取得に郵便料、用紙及び封筒の消耗
品代並びに印刷費用がかかり、事務も煩雑になっている。提案が実現すれば、還付該当者にとっても、請求書の記載等の労力がなくな
り、負担軽減につながる。
○当市の仮徴収分の還付対象者のうち、還付先口座の確認依頼が必要となるものは全体の半数に及んでいる。年金受給者が現に年金
給付を受けている口座情報を得ることができれば、還付先口座の確認事務が軽減されるとともに、振込エラーの発生を抑制することがで
きる。また、市民にとっても手続きを行う必要性がなくなり、年金受給口座への還付により還付金の把握が容易になると思われ、市民サー
ビスの向上につながると考えられる。
○当市の還付対象は平成30年度で約4,600件（４月：1,400件、６月：1,800件、８月：500件）である。当市では還付にあたって、過去に市税
の還付を受けたことがある者、市税の口座振替をしている者については口座情報を照会することなく、当該口座に振り込む旨を通知の上
で振込を行っている。上記に当たらない者は文書で口座照会を行うが、記載誤りや口座解約などのエラーを合計しても振込エラーは20件
前後である。電話問い合わせについては、口座照会の記入方法を確認するものが大半である。年金振込口座の情報提供がされれば基
本的に口座照会が不要となる。
○当市では、年金受給対象者に係る市税（料）の特別徴収において還付金が発生した場合、本人へ通知のうえ還付を行っている。還付を
行うにあたり必要な口座情報を把握していない場合は、対象者へ通知と合わせて口座振込依頼書を送り返信を求めているが、対象者の
記載誤りによる振込エラーが多発する等、事務が煩雑になっている。また、返信ない場合は還付ができず還付未済金となってしまうことも
大きな課題の一つとなっている。
○当市では、年金特徴仮徴収分の還付が約3,800件（４月：1,600件、６月：1,800件、８月：400件）あり、振込エラーに関しては、疑問に思う
点があれば過去の還付振込履歴等と照らし合わせるなどして最小限に抑えてはいるが、還付振込依頼書での記入不備（漏れ）や押印漏
れによる返送件数が通常分の還付と比べ多いため、返送することにより還付の遅れや、再送がない場合もある。また、年金特徴仮徴収分
は４・６・８月分と最大３回あるため、還付対象者の市民から「口座情報といった個人情報を（毎年）何度も書かせないでほしい」、「年金か
ら天引きした税金だから、年金の振込口座へ還付してほしい」等といった要望も多い。制度改正により、振込エラーを始め、不備による再
送により還付の遅れや、再送が無く還付未済金となる件数の軽減など、手続きを減らすことや迅速な還付が出来ることから、市民サービ
スの向上が期待出来る。
○還付を行うにあたり必要な口座情報について市町村で把握していないため、対象者へ通知と合わせて口座振込依頼書を送り返信を求
めているが、対象者の記載誤りによる振込エラーが多発する等、事務が煩雑になっている。また、対象者からも「年金は口座振込なのに
なぜ口座が分からないのか」といった問い合わせも多い。なお、当市の還付対象は約700件あり、振込エラーは10件程度発生している。還
付の通知発送直後は市民からの電話問い合わせが殺到し、事務に支障が出ることもある。
○還付通知時に口座振込依頼書を送付しているが、記載誤りの確認作業や依頼書が返送されないことがあり、還付までの期間が長くか
かる場合がある。確実な口座情報を得ることで正確な還付処理事務ができ、還付未済の大幅な減少につながる。
○当市においても口座情報が把握できていないため、還付の手続きが煩雑になっている。
○当市においても、還付対象は約1,500件あり、対象者へ通知書と口座振込依頼書を郵送し返信を求めている。しかし、対象者の記載誤
りによる振込エラーが多発する等、事務が煩雑になっているだけでなく、対象者からは、「年金は口座振込なのになぜ口座が分からない
のか」といった問い合わせも多い。日本年金機構等から口座情報の提供を受けることが出来るようになった場合、口座情報を取得する手
段、管理、取り込みに対するシステム改修費の発生や還付誤り等の可能性も考えられるが、提案内容と比較考慮した場合、制度改正は
必要だと考えている。
○還付を行うにあたり必要な口座情報について市町村で把握していないため、対象者へ通知と合わせて口座振込依頼書を送り返信を求
めているが、対象者の記載誤りによる振込エラーが多発する等、事務が煩雑になっている。また、対象者からも「年金は口座振込なのに
なぜ口座が分からないのか」といった問い合わせも多い。なお、当市の還付対象は約3,000件（４月：1,100件、６月：1,800件、８月：100件）
あり、振込エラーは数十件程度発生している。還付の通知発送直後は市民からの電話問い合わせが殺到し、事務に支障が出ることもあ
る。
○当市も同様に、還付処理を行う際、口座情報の確認に人的、時間的なロスが発生している。
○当市においても同様に口座情報を把握していないため、本人へ通知の上還付を行っているため、同様の支障がある。
○提案の実現により、当市においても還付通知への口座振込依頼書及び返信用封筒の同封、返信後の口座情報のシステム入力など、
事務負担の軽減が見込まれる。また、返信用封筒に係る印刷製本費や通信運搬費の削減も期待できる。（※当市の還付件数…約850
件）
○当市でも同様に昨年1,153件の還付が発生しており、対象者に還付先を問い合わせている。口座情報について返信を求めているが返
信がない、振込エラーが発生するなど事務に支障をきたしている。また、他市同様「年金は口座振込なのになぜ口座が分からないのか」と
いった問い合わせを何件かいただいている。
○年金受給対象者に係る住民税の特別徴収において、還付金が発生した場合、市から還付対象者へ通知のうえ還付金支払処理を行っ
ている。市が口座情報を把握している場合は、その口座へ還付通知とともに還付金支払を行っている。しかしながら、口座情報を把握して
いない場合、還付対象者へ一旦、還付通知を送付し、口座情報の連絡を受けた後に還付金支払処理を行っている。また、還付通知を送
付してもなかなか返信がない場合は、再通知等を行うなど事務負担が大きくなっている。
○還付未済者に勧奨状や請求書を発送しており、その事務負担が大きい。
対象者本人の口座情報記載誤りにより振込不能となることも多く、その対応にも労力を要している。
○還付金が発生する方で振込口座が不明の方については、過誤納金還付通知を送付し、口座振込依頼書を提出してもらうようにしてい
るが、返送がなく還付できない場合がある。
○当市の対象件数（平成30年度）は2,824件（仮徴収４月分：1,017件、６月分：1,386件、８月分：421件）
○毎年４月６月分の仮徴収分にかかる年金特徴の還付を７月下旬に合わせて発送している。
約2,000通発送して既に口座登録をして頂いている方が600人程で残りの1,400人に対しては振込口座の登録用紙を同封しているが、対象
者がご高齢の為、記入誤りが多々発生して振替金融機関からの口座記入誤りの指摘がある。この時期、毎年約30件の振込が出来ずに
いて、正しい口座番号の聞取りも困難な場合があり確認作業に手間取っている。
口座番号が事前に分かっていれば、口座記入用紙と返信用封筒の同封作業も要らず、印刷と郵送経費も少なくて済む。さらに事後の事
務処理がスムーズに行える。
○当市の還付件数は多いときで月200件程度。
○当市においても同程度の件数の還付対象があり、通知発送後に対象者より「年金を受け取っている口座に還付してほしい」という要望
の問い合わせもある。
○当市においても、個人市民税・府民税納税通知書（当初課税分）の送付後、還付通知書を送付しており、４月分：約7,500件、６月分：約
10,000件を送付している。提案内容としては、受給者が年金支払報告書の様式に記載した口座情報を日本年金機構より提供を受けること
で、市町村が対象者に口座情報の確認を行う事務が無くなり、一定事務の軽減となる。日本年金機構から提供された口座情報を用いる
場合、税務事務システムの課税側のサブシステムに連携される還付対象者情報を還付処理に結び付け、過誤納データ作成時に口座情
報を連携し支払いを行い、還付通知のみを作成する処理に改修を行うことで事務の効率化が望めるものの、改修が課税・収納の各サブ
システムに及ぶことから、大規模な改修となる可能性があり、予算の確保が懸念される。
○当区においても、仮徴収分にかかる還付件数が、約1,000件程度ある。税務部門が口座情報を得ることで、振込エラーに対する対応が
早くなり区民サービス向上につながると思われる。

確実な口座情報を得ることで、振込エラー等の事務の煩雑さが軽
減されるとともに、迅速かつ正確な還付金処理事務の推進につな
がる。また、市民が別途手続き等を行う必要がなくなり、市民サー
ビスの向上につながる。

地方税法施行規則第十
条（別表（二）第十七号
の二様式
地方税法第三百十七条
の三の三
地方税法施行規則第二
条の三の六

総務省、厚生労
働省

大分市、別府
市、日田市、
佐伯市、臼杵
市、竹田市、
豊後高田市、
杵築市、宇佐
市、豊後大野
市、由布市、
国東市、姫島
村、日出町、
九重町、玖珠
町

旭川市、ひたち
なか市、小川
町、台東区、川
崎市、海老名
市、小千谷市、
諏訪市、浜松
市、島田市、蒲
郡市、寝屋川
市、南あわじ
市、串本町、山
口市、徳島市、
高松市、八幡浜
市、新居浜市、
五島市、中津
市、宮崎市

183 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

その他 公的年金の特
別徴収における
還付金の取扱
いにかかる地方
税法施行規則
の改正

地方税法施行規則を改正し、年
金支払報告書の様式に口座情
報に関する項目を設けることで、
市町村が日本年金機構等より口
座情報の提供を受けることが可
能となるよう制度を改正する。ま
た、併せて扶養親族等申告書の
様式に口座振込に係る同意欄を
設ける。

年金受給対象者に係る住民税の特別徴収のうち、４・６・８月の仮徴収分にお
いて還付金が発生した場合、市町村において本人へ通知のうえ還付を行って
いる。
還付を行うにあたり必要な口座情報について市町村で把握していないため、
対象者へ通知と合わせて口座振込依頼書を送り返信を求めているが、対象
者の記載誤りによる振込エラーが多発する等、事務が煩雑になっている。
また、対象者からも「年金は口座振込なのになぜ口座が分からないのか」と
いった問い合わせも多い。
なお、本市の還付対象は約6,000件（４月：2,000件、６月：3,000件、８月：1,000
件）あり、振込エラーは100件程度発生している。還付の通知発送直後は市民
からの電話問い合わせが殺到し、事務に支障が出ることもある。



別添１

厚生労働省（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案）

区分 分野 団体名 支障事例

所管部署・
担当者連絡先

提案区分
その他

(特記事項)
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例
制度改正による効果

（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効率化等）
根拠法令等

制度の所管
・関係府省

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞
管理
番号

団体名 回答欄（各府省）

厚生労働省 兵庫県、滋賀
県、堺市、神
戸市、鳥取県

宮城県、白河
市、茨城県、日
立市、石岡市、
埼玉県、美濃加
茂市、豊橋市、
刈谷市、南あわ
じ市、福岡県、
大分県

○２年ごとの更新において、申請及び進達後、３カ月程度を要し、手帳はまだ発行されないのか等の問い合わせが多く寄せられる。
○本市でも精神障がい者数は増加傾向にあり、提案市と同様の状況である。また、手帳の交付に時間がかかりすぎると言った申請者の
不満も多く聞かれており、手帳の早期発行につながる更新期間の延長の必要性を感じている。
○手帳所持者数は平成28年末：2,607人、平成29年末：3,090人、平成30年末3,388人と増加しておきており、それに伴い、窓口業務の負担
が年々大きくなってきている。
○提案団体同様、申請手続きが申請者・医療機関・行政の負担となっている。また、行政側においてはその対応に要する事務量が他業
務を圧迫している。
○精神障害者保健福祉手帳保持者の増加に伴い、審査・判定と交付事務を行う精神保健福祉センターの事務量は急増している。
更新期間が２年から４年に延長されれば，精神保健福祉センターの業務が軽減される。
＜参考＞
①手帳所持者数
平成27年末：15,761名→平成28年末:16,671名→平成29年末：17,793名→平成30年末：18,185名
②本県の手帳更新に係る等級変更状況（平成30年度実績）
更新前の等級から変更のなかった人の割合は約90％程度
○当市における精神保健福祉手帳の２年に１回の更新で等級が変更になる者は、50人前後である。また、手帳所持者は、年間約50人前
後増え続けており、これに伴い、今後更新の受付件数も増えることになる。その分、医療機関による診断書の作成、申請受付窓口、県へ
の進達のチェックに要する時間が増え続けている。また、県による審査の負担も増え続けているものと思慮される。更新を４年に１回にし
た場合、考慮すべきと考えられる事項は、精神という内面の変化に伴い等級変更及び手帳が不要になる者がいるということだが、医療機
関の医師と精神障害者との相談の上、４年の間に等級変更の申請をすること又は手帳を返却することは可能であるため、更新期間を延
長してもおおむね支障がないものと考える。
以上のことから、増え続けている障害者に対する医療機関の診断書の作成から始まり、県の決定が出るまでの事務及び更新に伴う障害
者の負担を考えると、等級変更になる人数の割合及び２年に１回の更新の必要性を考慮したとしても、４年に１回の更新が適切ではない
かと考える。（※参考：本市における精神保健福祉手帳交付者数の推移　平成28年度末：1,032人、平成29年度末：1,092人、平成30年度
末：1,144人）
○精神保健福祉手帳所持者にとって有効期限の管理、診断書等の準備、市町窓口で手続き等の負担が大きく、また、受領する行政の窓
口でも必要な書類が揃わなければ受付できず、申請者と行政それぞれ時間がかかってしまう。更新期間について検討してもいいのではな
いかと考える。
○精神疾患を起因として、思考、感情や意欲の障害を残している精神障害者は、症状が一時的に治まっても再発の可能性がある寛解状
態が長期化し、障害が固定する身体障害者との差異は少なくなっている。しかし、身体障害者手帳は有効期限がない一方、精神障害者
保健福祉手帳は２年に１回の更新が必要で、同手帳所持者にとっては有効期限の管理、診断書等の準備、市町窓口で手続き等の負担
が大きい。
○当市も負担に対する考え方は、提案事項の内容どおりである。福祉に携わる人員確保が困難にもなっているので、業務を見直し、業務
の負担緩和は考えていくべきである。
○精神保健福祉手帳の有効期限が全員一律２年間という現状は、他の手帳と比較して本人への負担が大きく、症状が変わる目途がたた
ないにも関わらず期限が区切られることへの意見を耳することがあります。近年手帳所持者の増加に伴い、申請窓口である市町村の事
務処理量も莫大に増加しています。他の手帳と同様に、本人の状態像に合わせた期限の設定等がされる改正がされるのは良いと考えま
す。
○《更新期間の延長については条件付きでの同意》
①診断書を主治医が記載するにあたって、「現時点の状態のみでなく、おおむね過去２年間の状態、あるいは、おおむね今後２年間に予
想される状態も考慮する」とあることから、４年に延長する場合、前後４年間（計８年間）の内容を診断書に記載する必要がある。主治医が
前後４年間の状態を記載できるよう、明確な記載方法を示す。
②上記①より、主治医が記載しやすいよう診断書の様式を整える。
③前後４年間の病状や状態を診断書へ記載するため、審査・判定するにあたって、明確な判定基準を示す。
④自立支援医療（精神通院）と精神障害者保健福祉手帳の同時申請をする場合の自立支援医療の有効期間の考慮。
［制度改正の必要性］
精神障害者保健福祉手帳の所持者は年々増加傾向にある。提案団体同様に、当精神保健福祉センターにおいても診断書の審査・判定
までの準備や判定医への負担、交付までの事務量は増加し過大な負担となっている。
［平成30年度の更新状況］
更新（総計）：7，029件
更新前の等級から変更になった件数：600件
　※更新前の等級から変更になった割合は約8.5％
［精神手帳所持者数］
平成27年度：7，677→平成28年度：8，153
→平成29年度：8，853→平成30年度：9，695
○障害が慢性化し、精神障害者保健福祉手帳の更新時の診断書の内容に大きな変更がない精神障害者がしばしばいる。しかし、同手帳
は２年に１回の更新が必要で、同手帳所持者にとって有効期限の管理、診断書作成時の金銭的負担及び市町窓口での手続き等の負担
が大きい。また、同手帳保持者は毎年増加しており、申請の増加に伴い、審査・判定と交付事務を行う精神保健福祉センターの事務量は
急増しており、２年ごとに更新を行う現状では手帳の早期発行が困難な状況となっている。

191 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

医療・福祉 精神障害者保
健福祉手帳の
更新期間の延
長

精神障害者保健福祉手帳の更
新期間を現行の２年から４年に
延長すること。

【現状】
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律により、精神障害者保健福祉手
帳の交付を受けた者は、「２年ごとに政令で定める精神障害の状態にあること
について、都道府県知事の認定を受けなければならない。」と定められてい
る。
【支障事例】
精神疾患を起因として、思考、感情や意欲の障害を残している精神障害者
は、症状が一時的に治まっても再発の可能性がある寛解状態が長期化し、障
害が固定する身体障害者との差異は少なくなっている。
しかし、身体障害者手帳は有効期限がない一方、精神障害者保健福祉手帳
は２年に１回の更新が必要で、同手帳所持者にとっては有効期限の管理、診
断書等の準備、市町窓口で手続き等の負担が大きい。
また、同手帳保持者は毎年増加しており、申請の増加に伴い、審査・判定と
交付事務を行う精神保健福祉センターの事務量は急増しており、２年ごとに
更新を行う現状では手帳の早期発行が困難な状況となっている。
手帳の更新状況を確認したところ、更新前の等級から変更のなかった人の割
合は95％程度で、概ね等級変更がない状況となっている。また、２回の更新
で等級変更がなく少なくとも４年間、同一の等級であった人の割合も90％程度
であるため、更新期間を延長しても概ね支障がないものと考える。
＜手帳所持者数＞
平成27年末：24,227名→平成28年末:25,450名→平成29年末：27,033名→平
成30年末：30,483名

更新期間を現行の２年から４年に延長することにより、手帳申請者
の負担が軽減される。
また、精神保健福祉センターの事務負担が軽減されることにより、
手帳発行に要する期間の短縮につながるとともに、相談業務等に
注力できることから、精神障害者福祉の増進に寄与する。

・精神保健及び精神障
害者福祉に関する法律
第45条第４項

・医療法第30条の23、第
30条の24、第30条の27
等
・医師確保計画策定ガイ
ドライン(平成３１年３月
29日) ６-２

厚生労働省 兵庫県、滋賀
県、京都府、
大阪府、堺
市、神戸市、
和歌山県、鳥
取県、徳島
県、関西広域
連合

茨城県、埼玉
県、千葉県、石
川県、長野県、
岐阜県、三重
県、島根県、香
川県、愛媛県、
高知県、福岡
県、熊本県、大
分県

○各自治体の判断で地域の実情に応じた医師確保の取組が実施できるよう、臨時定員による地域枠を柔軟に活用できることが必要であ
る。
○本県の人口10万人当たりの医師数は、全10圏域のうち松本以外の９圏域で全国平均を下回っている状況で、全国平均並み（人口10万
人当たり240.1人）にするためには、291人の医師が必要である。しかし、本県が地域枠で養成した医師は17人しかおらず、医師の地域偏
在の解消には相当の時間を要する。※国が示す「医師偏在指標」による区分に基づき、一律・機械的な取り扱いがなされることがないよう
地域の実情に応じた運用が必要。
○本市は、医師確保のための修学資金貸与制度により、医師確保に努めていますが、医師確保には苦慮しています。このため、地域の
実情に応じた臨時定員による地域枠の設置を認めることは、必要と考えます。
○当県では、若手医師を養成して地域偏在を解消するため、国の臨時定員増を活用した地域枠（15名）を大学に設置している。このたび
国が公表した医師偏在指標では当県は多数県となり、臨時定員増を活用した地域枠の設置が認められない状況であるが、二次医療圏で
みると中央医療圏以外は医師少数区域であり、臨時定員による地域枠が減らされると本県の医師偏在対策に支障が生じる。
○当県においても、「地域枠」の医師が、医師の不足する地域で勤務している。「地域枠」は将来の医師不足地域への医師確保に直結す
ることから、地域の実情を踏まえた制度にしていただきたい。
○当県は、現状において全ての圏域において医師不足であり、また、地域偏在を解消できていない。国が示した医師偏在指標に基づく区
分のみをもって、医師確保計画策定ガイドラインによる医師確保対策に従えば、今後の地域枠医師の養成が抑制されるとともに、地域を
循環しながら勤務する流れが途絶えることも想定され、地域医療への影響が強く懸念される。
○医師不足や地域偏在の課題を抱えていることから、地域枠を確保できなければ、医師の地域偏在をさらに助長し、地域医療の崩壊を
招くおそれがある。このことから、必要な医師数を安定的に確保するため、地域の実情に応じた臨時定員による地域枠の設置を継続する
ことが必要である。
○本県でも、地理的条件が厳しい阿蘇、天草地域などでは医師確保が非常に困難な状況にあるため、臨時定員の継続が必要と考えてい
る。
○当県としても、以下の現状があるため、同様の制度改正の必要性を認める。
本県では医師の診療科偏在を改善する目的に、外科、小児科、産婦人科、救急科、麻酔科、総合診療をで勤務する意思を有する者を対
象に地域枠を設定している。
小児科、産科・産婦人科、救急科の医師数（人口10万人対）では、全国水準を下回る二次医療圏は、13医療圏中９医療圏、外科では６医
療圏、麻酔科では10医療圏ある。
○厚生労働省から令和元年６月に提供された医師偏在指標（暫定値）によれば、当県は医師少数都道府県となる見込みである。また、二
次保健医療圏間の指標の差は大きく、最大値（267.7・全国第52位）と最小値（119.3・全国第320位）の差は倍以上である。こうした状況に
おいて、医師総数の増加と共に地域間偏在を解消するための有効な対策が「地域枠」であり、当県では、地元の国立大学や県内に附属
病院を持つ大学と連携し、地域医療に意欲を持つ学生の受け皿として39名分の地域枠を確保しており、その大部分（34名分）が臨時定員
増によるものである。現在、当県では、関係大学や県内医療機関と連携し、関係者一丸となって地域枠卒業生のキャリア形成の支援に取
り組み、県内定着を図ろうとしているところである。しかしながら、今回の見直しにより、臨時定員増を活用できる場合が「恒久定員の５割
程度の地域枠を設置しても必要な地域枠を確保できない場合」に限られれば、臨時定員増を活用して設定されている現在の「地域枠」は
存続が困難となる。また、県内の大学医学部（国内トップレベルの地元国立大学医学部及び国家戦略特区制度を活用して設立された大
学医学部）の状況を考えれば、恒久定員内で多数の「地域枠」を設定することも困難と見込まれる。
今回の国の方針が実際のものとなれば、地域偏在是正のための大きなツールを奪われ、また、県一丸となった取組に水を差されることと
なり、当県の医師確保対策に大きな支障を及ぼすこととなる。
○本県では地域枠１３人中１０人が臨時定員であり、これが維持されなければ、大学医学部定員の１０名の減員となり、大学が地域枠とそ
れ以外の一般枠で一体となって地域医療を支える取組に影響を及ぼし、本県の医師確保対策に支障をきたす。
○本県の人口10万人当たりの医師数は、全国平均(240.1人）を下回る208.7人で全国37位（H28三師調査より）。医療圏別でもA医療圏の
み全国を上回っているが、他の４医療圏は全国平均を大きく下回っている。しかし、臨時枠を含めても地域枠で養成できる医師は年２８人
しかおらず、医師の地域偏在を解消できていない。ここで臨時定員枠が減れば医師の地域偏在の解消が困難になるうえ、医師の働き方
改革を踏まえた勤務環境改善を進めるためにも継続した医師の養成が必要。
○本県の人口10万人当たりの医師数は、全圏域で全国平均を下回っており、医師確保は喫緊の課題である。必要な医師数を安定的に
確保するため、「地域枠」の入学定員について、地域の実情を踏まえたものとし、地域の実情に応じた医師確保策を実施できる制度を構
築する必要がある。

190 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

医療・福祉 医学部の「地域
枠」入学定員
（臨時定員）の
継続設置

地域枠を確実に確保できなけれ
ば、未だ解消されていない医師
の地域偏在をさらに助長し、地域
医療の崩壊を招くおそれがある。
このことから、二次医療圏ごとに
医師が不足する場合は、必要な
医師数を安定的に確保するた
め、地域の実情に応じた臨時定
員による地域枠の設置を認める
こと。
従って、2022年度以降も当面は
現行制度を継続し、地域枠につ
いては臨時定員で措置すること。

【現状】
地域における医師不足解消に向け、医学部を有する大学が入学定員の増加
を行おうとする場合、都道府県から修学資金の貸与を受ける代わりに、卒業
後にその地域で一定期間働く「地域枠」の定員増が認可される。
地域枠の入学定員（臨時定員）については、2021年度まで都道府県一律に毎
年原則10名を上限とされているが、現状においては医師の地域偏在を解消で
きていない。それにもかかわらず、医師確保計画策定ガイドライン(平成31年
３月)においては、医師の需給が均衡するとの前提で、2022年度以降、臨時定
員による地域枠を要請できるのは、将来時点において医師が少数となる二次
医療圏を有する県が、恒久定員の５割程度の地域枠を設置しても必要な地域
枠を確保できない場合に限定された。
なお、2022 年度以降の医師養成数については、「医師の働き方改革に関す
る検討会報告書」でとりまとめられた医師の働き方改革に関する結論、医師
偏在対策の状況等を踏まえ、再度、医師の需給推計を行った上で検討を行う
こと、とされているところである。
【支障事例】
本県の人口10万人当たりの医師数は、圏域別では神戸と阪神南以外の８圏
域で全国平均を下回っている。全国平均を下回っている地域を全国平均並み
（人口10万人当たり240.1人）にするためには、1,291人の医師が必要である。
しかし、本県が地域枠で養成した医師は33人しかおらず、医師の地域偏在を
解消できていない。

「地域枠」の入学定員について、地域の実情を踏まえたものとする
ことにより、医師の地域偏在の解消に資する。



別添１

厚生労働省（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案）

区分 分野 団体名 支障事例

所管部署・
担当者連絡先

提案区分
その他

(特記事項)
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例
制度改正による効果

（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効率化等）
根拠法令等

制度の所管
・関係府省

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞
管理
番号

団体名 回答欄（各府省）

兵庫県、滋賀
県、京都府、
大阪府、堺
市、神戸市、
和歌山県、鳥
取県、兵庫県
市長会、兵庫
県町村会、関
西広域連合

札幌市、宮城
県、石巻市、白
河市、須賀川
市、ひたちなか
市、所沢市、船
橋市、川崎市、
海老名市、新潟
市、長野県、大
垣市、高山市、
浜松市、三島
市、島田市、名
古屋市、豊橋
市、津島市、豊
田市、蒲郡市、
知多市、京都
市、池田市、芦
屋市、南あわじ
市、山口市、山
陽小野田市、徳
島市、高松市、
田川市、柳川
市、五島市、熊
本市、中津市

○年により所得の変更があった場合、特別徴収が停止され、翌年、普通徴収から始まることが多々あり、被保険者が戸惑ったり、特別徴
収のはずだったと思い込み納付書払いを忘れることもある。制度改正により、被保険者の利便性が向上するとともに、収納率の向上が期
待できる。
○所得のある世帯主が亡くなり、均等割額の軽減が翌年からかかるようになると、前半の仮徴収または本徴収の途中で保険料を完納す
ることがあり、その場合10月～２月の年金天引きが停止となる。一度年金天引きが停止されると次の再開は４月からではなく、10月からと
なるため、翌年の保険料は最初の８月、９月は普通徴収となる。今まで年金天引きで納めていた人は、普通徴収で納めるという習慣がな
いため、納付せずに滞納につながる場合が多い。前年度の保険料を参考に仮算定し、４月から天引きできるようになれば、保険料の滞納
や、納付金額の偏り等を減らすことができるため、収納率の向上につながる。
○一度特別徴収となった年金受給者から、自動的に普通徴収に切り替わることに対する理解は得られにくいため、円滑な保険料徴収事
務の支障となっている。
○当市においても、被保険者に対する説明や収納対策に苦慮しているところである。改正されれば、被保険者の手間や保険者の収納業
務が軽減されるだけでなく、特別徴収が占める割合の増加に伴う保険料収納率の上昇も期待できる。
○特別徴収から普通徴収に変更されていることに気付かずに未納となるケースもあるため、特別徴収の条件を満たす場合には、継続して
特別徴収できるようにすることは、滞納防止につながる。
○今までどおり年金天引きになると思っていたという被保険者が多く、支払い方法が切替わるのは、市の処理上の都合ではないかという
意見が年に数件ある。
督促状発布前に送付している、未納に関するお知らせにて未納に気付き、説明を求めてくる被保険者が多い。
○普通徴収になっていることに気づかず、保険料を滞納している場合がある。また、そのことに対する苦情がある。
○提案団体と同様の事例により、後期高齢者医療保険料が特別徴収となっていた被保険者が、翌年度普通徴収に変更されることへの理
解が得られにくいことにより、円滑な保険料徴収事務に支障をきたしている。また、普通徴収となった期間については、保険料の未納に繋
がりやすい。
○現状では提案団体の事例のように、保険料の減額により特別徴収の必要がなくなった場合等は、特別徴収を停止する以外に方法が無
く、翌年度の４期（10月）の特別徴収開始依頼まで再開することができない。特別徴収の要件を満たしている場合は、翌年度の仮徴収から
特別徴収が再開できれば、被保険者にも分かりやすく、安定的な保険料収納に繋がると考えられる。
○保険料が納付額超過となった場合、特別徴収の停止を年金保険者に依頼することになるが、特別徴収が再開されるのは早くても翌年
度の10月からになる。翌年度になれば、新たに保険料を納付する必要が生じることから、この間、普通徴収（納付書払いであることが多
い）に納付方法が変わってしまい、納付漏れが発生する原因となる。また、納付が遅れると督促手数料が加算された督促状が被保険者に
対し送付され、トラブルにもなる。
○特別徴収されていた年金受給者にとっては、自動的に普通徴収に変更されることの苦情が生じる。発生する事務としては、問合せ・苦
情対応、納付書送付事務及び経費負担、未納になった場合の督促や催告及びそれに要する費用負担が発生している。後期高齢者には
体が不自由な方も多く、納付書による支払いは被保険者にとって負担となるため、特別徴収に再度切替わるまでの間の保険料の未納に
繋がりやすく、訪問徴収・説明についてはマンパワーが必要となる。
○当市においても、前年度２月の特別徴収額が０円の場合、翌年度の徴収方法が特別徴収から普通徴収に切り替わるため分かりにくい
との苦情もある。特別徴収を継続することで、被保険者にとって分かりやすい徴収方法となり、収納率の向上にも寄与すると考える。
○当市においても、確定賦課時点で年間保険料額が昨年度と比べ減少しているなどの場合、当年度２月の特別徴収がされないために、
翌年度７月から９月までは被保険者の希望とは関係なく自動的に普通徴収に切り替わってしまうことについて、被保険者からの苦情が多
い。問い合わせに対する説明の仕方に苦慮することも多く、非常に理解を得難いため窓口での事務負担も大きい。また納付方法が変更さ
れることについては被保険者にあてて都度通知してはいるが、気づかれないことも多く、滞納が発生するケースもある。前年度２月の特別
徴収の有無にかかわらず、翌年度４月の特別徴収を実施できるようにすることは、被保険者の利便性の向上に加え、市区町村の収納率
向上にも資するものであり、ひいては安定した制度の運営につながるものと考える。
○特別徴収されていた年金受給者のうち、普通徴収に切り替わる方へは事前に文書による案内をしているが、制度内容への理解が得ら
れにくく苦情対応が多く発生するほか、引き続き天引きされているとの認識誤りにより督促や催告を行うこともあり、事務量の増大につな
がっている。加えてこれまで特別徴収により完納されていたにもかかわらず、普通徴収に変更されたことで滞納が発生しているケースもあ
り、保険制度の円滑な運営にも支障をきたす結果となっている。制度改正により、①事務量の軽減による効率化、②保険財政基盤の安定
化、③被保険者への制度周知（分かりにくいという苦情が減る）といった複数の効果が得られると考えられ、制度改正を強く望むものであ
る。
○現状、前年度の２月の徴収額が０円の場合、翌年度の４・６・８月の仮徴収は行われず、前年度の年間保険料の１/６が特別徴収可能
な額であったとしても、７月から９月は３回の普通徴収、10・12・２月が特別徴収となる。特別徴収が継続することにより、被保険者にとって
わかりやすい制度となり、保険料の未納を防ぐことができる。
○一度特別徴収となった被保険者が、自身の申請等によらず自動的に普通徴収に変更されることについて理解を得にくい。また、普通徴
収に変更されることで、被保険者からの問い合わせ対応や納付書発送事務、未納となった場合は督促状や催告書の発送及び滞納整理
事務並びに、これらの事務に係る費用が発生している。
○特別徴収から普通徴収に切り替わることについて被保険者の理解を得にくい。
普通徴収になることで未納が発生しやすくなる。
問合せ対応や未納になった場合の催告書発送等の事務負担、経費負担が発生している。
○後期高齢者医療制度において、収納率の向上は当市に限らず全国的な課題である。滞納者の中には、後期高齢者医療保険料の支払
いは常に年金から差し引きがされると誤解している方もいる。
○２月の本徴収額を４月の仮徴収額とされているため、料率変更時など仮徴収額と本徴収額に差が生ずることがあり、６月以降の仮徴収
額を更正し平準化を図っている自治体も多いことから、前年度保険料の１/６の額を４月の仮徴収額とするか、仮徴収額を自治体で決めら
れるようにすること。
○２月の徴収額を参考に仮徴収額を決定することが原因で、普通徴収に切り替わる、或いは仮徴収額と本徴収額との間に大きいギャップ
が生じ、被保険者の方の混乱を招くことがある。問い合わせや苦情が非常に多いところであり、また未納になる確率も高くなるため、徴収
事務にも支障をきたすところである。
○被保険者からの問合せ対応、納付書送付事務及び経費負担、未納になった場合の督促や催告及びそれに要する費用負担が発生して
いる。
また、後期高齢者には体が不自由な方も多く、納付書による支払いは被保険者にとって負担となるため、特別徴収に再度切替えるまでの
間の保険料の未納に繋がりやすい。
○普通徴収では被保険者の負担が増えるとともに、収納率の低下にもつながる恐れがある。
○特別徴収されていた受給者にとっては、自動的に普通徴収に変更することは理解が得にくく、被保険者からの問合せ対応、納付書送付
事務及び経費負担、未納となった場合の督促や催告及びそれに要する費用負担が発生している。
○特別徴収されていた年金受給者にとって、自動的に普通徴収に変更されることは理解が得にくい。また、その場合においても、新年度
からはまた特別徴収での納付になると考えている被保険者も多く、特別徴収再開までの普通徴収分が未納になりやすい。前年度２月の
徴収金額にかかわらず、前年度保険料額の１/６の額を仮徴収として年度当初から特別徴収できるようにすることで、保険料の未納を未
然に防止することが可能となる。
○特に顕著な事例としては、平成28年熊本地震に被災した被保険者に対する保険料減免が挙げられるもの。減免の適用により還付金が
発生するような保険料額の変更をはじめ、特別徴収を継続することができなかったことにより、普通徴収へと移行した被保険者の数は１万
人程度にまでのぼり、納付通知書の発送後には問合せ数が大幅に増加したほか、普通徴収に移行の被保険者に対して送付した口座振
替勧奨通知書や納付通知書、督促状等への反応が見られず、結果として保険料に未納が生じた被保険者においては、平成30年度及び
平成31年度における被保険者証の更新時、短期証へと切り替わってしまった状況。なお、当該被保険者において特別徴収を再開すること
ができたのは平成30年度４期（年金支給年月：平成30年10月）より。
○国民健康保険よりも、納付方法の選択、手続き方法が複雑になっており、それを利用する被保険者にとっても、また説明する職員にとっ
ても負担感は非常に大きい。

193 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

医療・福祉 後期高齢者医
療制度における
保険料が還付と
なった場合の特
別徴収の継続

後期高齢者医療制度において、
保険料が還付となった場合で
あっても、特別徴収の対象者要
件（年額18万円以上の年金を支
給及び介護保険料と後期高齢者
医療保険料の合算額が年金受
給額の１/２を超えない）を満たす
場合には、前年度２月の徴収額
にかかわらず、前年度保険料の
１/６の額を仮徴収額として、翌
年度当初から特別徴収が継続で
きるようにすること。

【現状】
後期高齢者医療制度における年金からの特別徴収では、前年度２月に特別
徴収されていた者について、当該年度の５月末までの間に年金が支給される
ときは、市町は特別徴収ができる制度となっている。このため、所得の減少や
世帯の変動等に伴い年間保険料が減少し、年度途中で過徴収となった保険
料を調整するために、10月から２月の間の特別徴収額を０円に設定した場
合、翌年度の徴収方法が特別徴収から普通徴収に切り替わる。
【支障事例】
特別徴収されていた年金受給者にとっては、自動的に普通徴収に変更される
ことの理解が得にくく、市町における円滑な保険料徴収事務の支障となってい
る。具体的には、被保険者からの問合せ対応、納付書送付事務及び経費負
担、未納になった場合の督促や催告及びそれに要する費用負担が発生して
いる。
また、後期高齢者には体が不自由な方も多く、納付書による支払いは被保険
者にとって負担となるため、特別徴収に再度切替えるまでの間の保険料の未
納に繋がりやすい。
なお、今年度から低所得者に対する均等割軽減特例の見直しが行われ、保
険料収納率の低下や一層の事務負担増が懸念される中、保険料の滞納防
止につながる制度の見直しが急務である。

特別徴収が継続することにより被保険者にとって理解しやすい制
度となり、保険料の未納を防ぐことができる。また、保険者側にとっ
ても未納・滞納に係る事務及び経費の負担軽減につながる。

・高齢者の医療の確保
に関する法律第107
条,110条
・高齢者の医療の確保
に関する法律施行規則
第110条
・介護保険法第134条～
140条

厚生労働省



別添１

厚生労働省（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案）

区分 分野 団体名 支障事例

所管部署・
担当者連絡先

提案区分
その他

(特記事項)
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例
制度改正による効果

（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効率化等）
根拠法令等

制度の所管
・関係府省

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞
管理
番号

団体名 回答欄（各府省）

206 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

医療・福祉 ケースワーク業
務の一部外部
委託化

生活保護の決定及び実施に関
連するケースワーク業務のうち、
高齢者世帯への定期的な訪問
や、被保護者からの簡易な電話
問い合わせなどの一部業務につ
いて外部委託化を可能とする。

本市では、国の施策に先行し、福祉施策の分野、特に障害のある方を地域で
支える分野において、行政と民間双方が連携して協働していく土壌を整備し、
福祉の充実を図ってきた。
生活保護の分野においても民間との協働による充実に取り組みたいと考えて
いるが、生活保護の決定及び実施は、都道府県知事、市長及び町村長が行
い、委任はその管理下にある行政庁に限るため、たとえその一部であっても
外部委託することはできない。
本市の生活保護の被保護者数は年々増加しており、ケースワーカーの負担
が増加している中で、ケースワーカーには、被保護者の生存権を保障する支
援はもちろんのこと、自立を促すための指導や、不正受給の防止など、多様
な役割が求められるが、このまま被保護者数が増加する状況が続くことが見
込まれる中で、十分な支援を行うことが難しくなっていく可能性がある。

※なお、過去の特区提案に対する厚生労働省の回答では「ケースワーク業務
については、保護の実施機関である地方自治体の責任において行うべきもの
であり、管理的な業務（保護の決定及び実施にあたる業務）以外のケース
ワーク業務の一部についてのみ委託可能」との見解が示されている一方で、
平成29年12月５日にとりまとめられた「生活保護制度の見直しについて（生活
保護制度に関する国と地方の協議のとりまとめ）」において、ケースワーク業
務等のあり方については、「稼働能力のある者に対する就労支援や不正受給
対策等の業務を効率的・効果的に行う観点から、ケースワーク業務の重点化
や外部委託のあり方、生活困窮者自立支援制度との連携に関し、関係者で
議論を深めていく必要がある。」とされている。

生活保護法の施行から約70年が経過し、民間において福祉の相
談支援事業が充実してきた。
ここで培われた民間のノウハウを、生活保護の決定及び実施に関
連するケースワーク業務にも導入することで、細部にわたる訪問
等の機会を確保することが可能になり、今まで以上に被保護者の
自立助長を促進できる。
また行政のみならず、民間も含めた多様な目が行き届くことで、不
正受給の抑止が期待できる。

生活保護法第19条第１
項及び第４項

厚生労働省 市川市 ・生活保護制度の見直
しについて（生活保護制
度に関する国と地方の
協議のとりまとめ）平成
29年12月５日

松戸市、美濃加
茂市、大阪府、
高松市、熊本市

○民間のノウハウを、生活保護の決定及び実施に関連するケースワーク業務にも導入することで、細部にわたる訪問等の機会を確保す
ることが可能になり、今まで以上に被保護者の自立助長を促進できる。
また行政のみならず、民間も含めた多様な目が行き届くことで、不正受給の抑止が期待できる。
○今後も生活保護世帯が増加しケースワーカーの負担の増大が見込まれる中、ケースワ－カーの増員は厳しい状況にあり、生活保護の
分野でも民間との協働は必要と感じている。生活保護制度の見直しについて協議を進めていただきたい。

212 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

医療・福祉 認可外保育施
設の保育従事
者の配置基準
に係る乳幼児の
年齢の基準日
の解釈の明確
化

認可外保育施設について、保育
従事者の配置基準に係る乳幼児
の年齢の基準日を「誕生日（いわ
ゆる満年齢）」として運営している
施設が国の指導監督基準を満た
している旨の解釈を明確にする
こと。

今後、認可外保育施設が幼児教育無償化の対象となるためには、国が定め
る指導監督基準を満たす必要がある。現状、都道府県等の指導監督基準に
おける保育従事者の配置に係る乳幼児の年齢の基準日については、厚生労
働省に確認したところ、「都道府県等の裁量により「年度初日の前日（いわゆ
る学年）」か「誕生日（いわゆる満年齢）」か定めることができる」との回答を得
ている。
しかし、都道府県等の指導監督基準で年齢の基準日を「誕生日（いわゆる満
年齢）」とし、それに適合する施設を適当と認めたとしても、国の指導監督基
準（年齢の基準日を「年度初日の前日（いわゆる学年）」で規定）を満たさない
可能性があり、幼児教育無償化の対象とならない可能性がある。
都道府県等の指導監督基準を満たした施設が適切に幼児教育無償化の対
象となるために、認可外保育施設について、保育従事者の配置基準に係る乳
幼児の年齢の基準日を「誕生日（いわゆる満年齢）」として運営している施設
が国の指導監督基準を満たしている旨の解釈を明確にすること。

都道府県等の指導監督基準を満たした施設が適切に幼児教育無
償化の対象となる。

認可外保育施設に対す
る指導監督の実施につ
いて（別添）認可外保育
施設指導監督基準
（平成13 年３月29 日雇
児発第177 号）

内閣府、厚生労
働省

神奈川県、さ
いたま市、川
崎市、相模原
市、寒川町

秋田県、豊橋
市、大阪市、南
あわじ市、松山
市

○認可外保育施設においては、５年間の経過措置以降は国の指導監督基準を満たしていることが無償化の条件となることが定められて
いることから、県の裁量により年齢の基準日を「誕生日（いわゆる満年齢）」としている場合でも、国の指導監督基準を満たしていることが
明確である必要がある。
○国の指導監督基準によって運用しているため、提案のような支障は想定していないが、無償化に関連した重要な課題であると考えらる
ため、解釈の明確化が必要である。

○現行の制度において更新手続きは１年ごとであるが、更新時に添付する意見書（医師の診断書）の提出は２年ごととなっている。そのた
め、更新手続きの際に必要のない意見書を準備してくる利用者がいるなど、混乱やトラブルを招くと同時に利用者に不利益が生じている。
精神障害者保健福祉手帳の更新手続きは２年ごとであるため、自立支援医療（精神通院）の更新を忘れるなど、当該手帳を所持する利
用者に負担や混乱が生じている。更新書類に意見書添付分と不要分の２種類があることから、事務処理が煩雑で時間を要している。近
年の受給者増により、窓口での待ち時間が長くなっている。申請の増加に伴い、交付までに係る事務量が増加し、受給者証の早期発行
が困難な状況となっている。
○精神手帳更新時に、自立支援（精神通院）の更新が漏れてしまい、自立支援用診断書を再度取得してもらう必要がある。
○本市においても、同様の状況である。更新時に診断書の添付・不要の2種類あることから、受給者も混乱し、事務も煩雑となっている。ま
た、更新申請を忘れる受給者も多く、トラブルになることも多い。そのため、精神障害者保健福祉手帳と同じ、有効期間を2年とするのが望
ましいと考える。
○平成31年４月１日時点での自立支援医療受給者数は5,940人であり、全員が毎年手続きが必要なので、毎日窓口が大変混雑してい
る。手帳と自立支援医療の両方をお持ちの方は、診断書が２種類必要になることもあり、患者負担も大きい。
○提案団体同様、申請手続きが申請者・医療機関・行政の負担となっている。また、行政側においてはその対応に要する事務量が他業
務を圧迫している。
○当市における受給者数は、年間約１００人前後増え続けており、これに伴い、今後更新の受付件数も増えることになる。その分、医療機
関による診断書の作成、申請受付窓口、県への進達のチェックに要する時間が増え続けている。また、県による審査の負担も増え続けて
いるものと思慮される。更新を２年に１回とした場合、考慮すべきと考えられる事項は、１点目は受給者として受け続けるか返却するかの
判断の機会について、２点目は所得区分の変更についてである。１点目については、本人の判断又は医療機関の医師と精神障害者との
相談の上、２年の間に受給者証を返却することは可能であるため問題ないと考える。２点目については、所得判定基準を今年度及び前年
度の所得の合計にするなど柔軟に対応することでクリアできるものと考える。よって、更新期間を延長してもおおむね支障がないものと考
える。以上のことから、更新期間延長に伴う影響はあるとしても、増え続けている受給者に対する医療機関の診断書の作成から始まり、
県の決定が出るまでの事務及び更新に伴う受給者の負担を考慮すると２年に１回の更新が適切ではないかと考える。（※参考：当市にお
ける自立支援医療（精神通院）受給者数の推移　平成28年度末：1,971人、平成29年度末：2,171人、平成30年度末：2,264人）
○更新時に添付する書類が人によって違う（診断書の必要な年、必要でない年）が、診断書が必要な年なのかどうか理解できてない申請
者がおり、申請者自身が混乱する場合がある。行政の窓口でも必要な書類が揃わなければ受付できず、申請者と行政それぞれ時間がか
かってしまう。受給者が増加傾向にある現状に至っては、精神保健福祉手帳と同じ２年の有効期限に合わせるなど、申請者の負担軽減
および事務処理の時間短縮を検討してもいいのではないかと考える。
○現行の制度において更新手続きは１年ごとであるが、更新時に添付する意見書の提出は2年ごととなっている。そのため、更新手続き
の際に必要のない意見書を準備してくる利用者があり、混乱やトラブルを招くと同時に利用者に不利益が生じている。また、精神障害者保
健福祉手帳の更新手続きは２年ごとであるため、自立支援医療（精神通院）の更新を忘れるなど、当該手帳を所持する利用者に負担や
混乱が生じている。加えて、更新書類に意見書添付分と不要分の２種類があることから、事務処理が煩雑で時間を要している。さらに、近
年の受給者増により、窓口での待ち時間が長くなっている。
○当市も負担に対する考え方は、提案事項の内容どおりである。福祉に携わる人員確保が困難にもなっているので、業務を見直し、業務
の負担緩和は考えていくべきである。
○現行の制度では１年ごとの更新であるが、更新手続きの際に診断書の提出が２年に１度であるため、利用者及び医療機関に混乱が生
じており、窓口や電話で提出書類を聞かれた際に診断書の提出が必要であるか不要であるかの回答がしずらい。利用者の増加に伴い、
年々業務量が増加している。
○更新申請に際して診断書の提出の要・不要があることから受給者に混乱が生じることがある。特に診断書が不要な更新申請時に受給
者が更新を忘れると診断書を取得しなければならず、受給者に負担が発生している。
○近年受給者数が増加していることから、更新手続を含めた事務手続及び判定業務に時間を要し、受給者証の交付が遅れるなど、申請
者に不利益が生じている。診断書の提出は２年に1度でよいこととされているが、更新申請の度に申請者が診断書が必要な申請かどうか
理解しておらず混乱が生じている。
○提案市と同意見。手帳と同じ２年ごとにすることで申請者及び窓口事務の負担は軽減される。

・手続きが簡素化し、利便性の向上が図られる。
・窓口負担が減り、相談業務に注力できる。
・意見書の期間と同様になるため、申請者及び医療機関ともトラブ
ルが少なくなる。

・障害者の日常生活及
び社会生活を総合的に
支援するための法律第
55条

厚生労働省 さいたま市、
埼玉県

平成28年地方分権改革
に関する提案募集提案
事項（管理番号76）

宮城県、秋田
市、白河市、日
立市、石岡市、
八王子市、新潟
県、浜松市、豊
橋市、刈谷市、
知多市、京都
市、大阪府、兵
庫県、南あわじ
市、徳島市、八
幡浜市、熊本
市、鹿児島市

203 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

医療・福祉 自立支援医療
（精神通院）の
支給認定の有
効期間等の延
長

自立支援医療（精神通院）の支
給認定の有効期間並びに自己
負担上限額の決定及びその決
定に必要な課税状況等の確認を
現行の１年から２年に延長する。

・現行の制度において更新手続きは１年ごとであるが、更新時に添付する意
見書の提出は２年ごととなっている。そのため、更新手続きの際に必要のな
い意見書を準備してくる利用者があり、混乱やトラブルを招くと同時に利用者
に不利益が生じている。
・精神障害者保健福祉手帳の更新手続きは２年ごとであるため、自立支援医
療（精神通院）の更新を忘れるなど、当該手帳を所持する利用者に負担や混
乱が生じている。
・更新書類に意見書添付分と不要分の２種類があることから、事務処理が煩
雑で時間を要している。
・近年の受給者増により、窓口での待ち時間が長くなっている。



別添１

厚生労働省（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案）

区分 分野 団体名 支障事例

所管部署・
担当者連絡先

提案区分
その他

(特記事項)
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例
制度改正による効果

（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効率化等）
根拠法令等

制度の所管
・関係府省

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞
管理
番号

団体名 回答欄（各府省）

213 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

医療・福祉 学校給食費の
公会計化に伴う
生活保護制度
の教育扶助（学
校給食費）にお
ける支給方法の
明確化

学校給食費が公会計化された場
合における教育扶助（学校給食
費）の支給方法について、現物
給付によって行うことが可能であ
る旨を通知により明確化された
い。

学校給食費が公会計化された場合における教育扶助（学校給食費）の支給
方法について、現物給付によって行うことが可能である旨を明確化されないこ
とにより下記の支障が生じている。
【支障事例】
生活保護の一種である教育扶助（学校給食費）については、私会計であれば
生活保護法第32条第２項の規定に基づき学校長に対して交付可能である
が、学校給食費が公会計化された場合、自治体の長やその長から委任され
た教育委員会（以下、「自治体の長等」という。）が徴収権者となるため、当然
学校給食費は自治体の長等あてに納付することになる。この場合、生活保護
法第32条第２項には自治体の長等に交付できるとの規定がなく、また、生活
保護法第37条の２に示される保護の方法の特例にも規定がないため、教育
扶助（学校給食費）を自治体の長等に代理納付することができないといった事
態が生じている。制度上、一旦学校長に交付し、そこから自治体の長等に納
付することは可能であるが、学校の事務負担等の観点から現実的ではない。
また、自治体の長等が教育扶助（学校給食費）の納付を受けるため、学校長
から委任状をもらっている事例もあり、学校等の事務負担が生じている。

学校給食費が公会計化された場合の教育扶助（学校給食費）の
支給方法について、現物給付での支給が可能である旨が明確化
されることにより、扶助目的に沿った確実な納付が促進され、被保
護者の安定した学校生活維持及び行政の効率化につながり、学
校の学校給食費の未納対策や金銭管理等の課題解決に資する。

生活保護法第32条、第
37条の２

厚生労働省 神奈川県、千
葉県、川崎
市、相模原
市、横須賀
市、平塚市、
藤沢市、小田
原市、秦野
市、伊勢原
市、開成町、
愛川町、山梨
県

宮城県、新潟
市、長野県、豊
川市、久留米
市、熊本市、宮
崎市

○市町村における公会計への移行の増加が見込まれる中で、現物給付での支給が行えないことによる、扶助目的から外れた使用（給食
費の未納）が増加する可能性が高い。移行後における現物支給が可能である旨を明確化することで、扶助目的に沿った適切な使用が確
実となることから、制度改正（明確化）が必要と考える。
○現在は，現物支給ができない場合，給食費の未納が発生する恐れがあるため，本提案に同意します。
○当市においても、令和２年４月より公会計化されることから、運用の検討を行っているが、生活保護システム上校長への納付を前提に
構築されているため、同様の事務負担やシステム改修が発生することが予想される。よって、同様の制度改正の必要性を感じている。

220 Ａ　権限移譲 雇用・労働 公共職業訓練
のあっせんのう
ち、受講推薦
（金銭給付を伴
わない）につい
て、県による
あっせんも行え
るよう職業訓練
受講推薦要領を
改正

公共職業訓練の受講あっせん区
分のうち、受講推薦について、県
によるあっせんも行えるよう、「職
業訓練受講推薦要領」を改正す
ること。（ジョブカフェなどの県の
就職支援機関での取扱いに加
え、国・県が協働している地域若
者サポートステーションにおいて
も、同様の取扱いが可能となるよ
う措置すること。）
併せて、県の受講推薦により職
業訓練を実施することとなった求
職者について、訓練手当や職業
訓練受講給付金の受給要件を
満たすことが事後に確認された
場合には、ハローワークにおけ
る手続により、受給可能となるよ
う措置すること。

【現状】
公共職業訓練の受講には、ハローワークによる受講あっせん（受講指示、支
援指示、受講推薦）が必要であり、県による受講あっせんは出来ない。

【支障事例】
求職者の中には、ハローワークを利用せず県の就職支援機関のみを利用す
る者も一定数存在する。（主に、雇用保険が無い方。）
その中には、職業訓練の受講が効果的と思われる者がいるが、ハローワーク
での手続きを促すほかなく、適時の訓練受講につながらず、訓練の受講機会
の喪失に繋りかねない。（ハローワークにおいて、改めての就職相談（複数
回）が必要。）

【権限付与後の対応】
権限付与の際は、県就職支援機関のアドバイザーと高等技術専門校の就職
等推進員とが連携し、職業相談の実施等により就職率向上を図るとともに、
訓練終了後の就職状況調査を実施していく。

本県の就職支援機関における個別相談の中で、「受講推薦」の受
付、決定が可能となり、職業訓練の受講が効果的と思われる求職
者の適時の訓練受講に繋がる。
また、このことにより、無業の状態にある若者・女性等の就業促進
及び企業の人材確保の効果が見込まれる。

職業安定法第19条、職
業訓練受講推薦要領

厚生労働省 九州地方知
事会

九州地方知事会共同提
案
（事務局：大分県）

長野県、大阪府 ○県で実施される公共職業訓練の受講のために、ハローワークの受講あっせんが必要であるという現状は、求職者にとってわかりづら
く、制度の利用の支障になっている可能性がある。県の就業相談窓口で受講のあっせんも行うことで、求職者が県の就業支援機関を利用
する際の利便性の向上が見込まれる。

223 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

医療・福祉 休日における共
同保育の実施
可能化

現在、一つの保育施設が年間を
通じて行うことが加算要件となっ
ている休日保育加算について、
自治体内の複数施設がローテー
ションで休日保育を行う場合で
も、休日保育加算の対象とする
よう改正を求めるもの

休日保育加算の要件は「年間を通じて開所する施設を市町村が指定して実
施すること」となっており、１つの施設が年間を通じて日・祝日に開所する必要
があるが、園長や保育士に負担がかかり担い手の確保も難しい。

【具体的な支障事例】
休日保育を実施する施設は、保育士に敬遠される傾向にあり、既に実施して
いる施設においても、保育士の退職希望があり、休日保育の実施が困難と
なっている。また、実質的に年中無休状態となってしまい、施設長の疲労も大
きい。そのため、自治体内で休日保育を引き続き可能とするために、複数施
設において一定期間毎にローテーションで休日保育を実施したいと考えてい
るが、休日保育加算要件（年間を通じて開所）を満たさないことから施設の経
済的負担が大きく、休日保育が実現できていない。

【制度改正による懸念点】
休日保育加算の対象となる施設が増加し、ローテーションを行う場合、市が担
う連絡調整事務が生じる。また、通常預かっていない園児を他園の保育士が
預かることが考えられ、引継ぎ事務が生じる可能性もある。

保育士の担い手が少ない地域においても、地域の実情に応じた休
日保育が実現し、住民サービスの向上に資する。また、保育士の
労働環境改善につながり、保育士不足の解消につながることが期
待できる。

児童福祉法、認定こども
園法、子ども子育て支援
法

内閣府、厚生労
働省

九州地方知
事会

九州地方知事会共同提
案
（事務局：大分県）

秋田県、川崎
市、豊田市、南
あわじ市、広島
市、佐世保市

○休日保育を実施している園からは園長や保育士の負担が大きく、処遇の改善をしたいといった意見がある。要件が緩和されることで、
休日保育の提供出来る施設が増える可能性があるため、希望する。
○休日保育加算の要件は「年間を通じて開所する施設を市町村が指定して実施すること」となっており、実質的に年中無休状態となってし
まい、園長や保育士に負担がかかる。
本市において休日保育を実施する施設は、休日保育加算要件（年間を通じて開所）を満たさないことから、保護者から利用料を徴収し、休
日保育を実施している。

225 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

医療・福祉 認定こども園に
係る耐震化調査
の実施一元化

厚生労働省と文部科学省がそれ
ぞれ行う認定こども園等に係る
耐震化調査における調査依頼時
期・調査時点・調査内容（様式）
の統一。

【現状】
毎年、厚生労働省と文部科学省から認定こども園の耐震化に係る調査依頼
があるが、調査依頼時期、調査時点、調査内容（様式）がそれぞれ異なるた
め、県内市町村及び施設の負担になっている。

【具体的な支障事例】
調査のとりまとめを行う県は、市町村及び施設の負担軽減のため、様式を一
体化して照会しているものの、調査時点については、施設種別が4月1日付で
変わる（保育所から幼保連携型認定こども園に変わる場合など）こともあり、
厚生労働省と文部科学省の調査時点（それぞれ3月31日と4月1日時点）が異
なることで、回答する施設側の作業が煩雑になる例もある。
また、趣旨は同一と思われる調査であるが、調査内容が微妙に異なるため、
それぞれの調査別に回答しなくてはならず、事務が煩雑となっている。

各市町村及び各施設の事務負担の軽減に繋がる。 社会福祉施設等の耐震
化に関するフォローアッ
プ調査について（平成31
年３月12日付け事務連
絡）、私立高等学校等の
実態調査について（平成
30年５月31日付文科高
第191号）

文部科学省、厚
生労働省

九州地方知
事会

九州地方知事会共同提
案
（事務局：大分県）

札幌市、仙台
市、秋田県、福
島県、いわき
市、須賀川市、
豊田市、大阪
市、兵庫県、南
あわじ市、広島
市、愛媛県、高
知県、佐世保
市、諫早市、大
村市、熊本市

○調査の趣旨がほぼ同一のものであるにもかかわらず、調査項目等が若干異なるため、回答にかかる作業が煩雑になっている。
○毎年、厚生労働省と文部科学省から認定こども園の耐震化に係る調査依頼があるが、調査依頼時期、調査時点、調査内容（様式）が
それぞれ異なるため、県内市町村及び施設の負担になっている。
○両調査の対象施設として幼保連携型認定こども園が重複しており、当市における事務及び施設側の負担軽減の観点から、一元化が望
ましい。
○似通った調査内容（耐震化とブロック塀の安全対策の状況調査等）であるにも関わらず調査基準日、調査対象棟、調査票様式が異なる
ため、国からの調査依頼が同時期であれば（文部科学省と厚生労働省の一方から調査依頼があれば、もう一方から調査依頼が来るかも
しれないと数日様子を見る）、県で調査項目をまとめて市町村や事業者の負担を少なくするための調整を行う等、県の事務が繁雑となって
いる。文部科学省と厚生労働省の調査時期が異なる場合は、それぞれで調査の依頼を行うため、市町村や事業者の負担が大きくなるた
め、調査時期や内容を統一するか、窓口の一本化を要望する。例えばブロック塀の安全対策の調査は、当初はほぼ同じ内容であったが、
その後のフォローアップ調査の内容が異なるなど煩雑であった。
○類似内容の調査が複数省庁から照会されることにより、事業者、行政ともに事務負担の増大が生じている。
○同様の支障及び市民サービスに直結しない非生産的な事務が発生している。また、本件については、行政側のみの都合により、全て
のこども園運営事業者に対し負担かけていることから、早急な改善を求める。
○当市でも同様に事務の煩雑さを感じているところ。同様の趣旨の調査であるため、調査の一本化と両省間の情報共有を求める。
○趣旨は同一と思われる調査であるが、調査内容が微妙に異なることや、厚生労働省と文部科学省の調査時点（それぞれ３月31日と４
月１日時点）が異なることで、それぞれの調査別に回答する必要が生じ、回答する市町村や施設側の事務負担が大きい。事務負担軽減
のためにも一本化を検討して欲しい。
○厚生労働省と文部科学省それぞれから調査が依頼され負担となっている
○認定こども園の耐震化調査について、厚労省と文科省から同一の調査があり、施設への紹介回答等事務負担が生じている。また、調
査の内容や時期が微妙に異なるため、同じような調査を２回行う必要があり、煩雑な事務処理が発生している。
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児童福祉法56条の４の
３、保育所等整備交付金
交付要綱、認定こども園
施設整備交付金交付要
綱、保育所等の整備、防
音壁整備及び防犯対策
の強化に係る整備計画
協議要綱、認定こども園
施設整備交付金に係る
整備計画協議要綱

内閣府、文部科
学省、厚生労働
省

九州地方知
事会

九州地方知事会共同提
案
（事務局：大分県）

秋田県、福島
県、須賀川市、
新潟県、愛知
県、豊橋市、豊
田市、大阪府、
大阪市、兵庫
県、西宮市、南
あわじ市、鳥取
県、島根県、広
島市、徳島市、
愛媛県、高知
県、大村市、熊
本市、鹿児島市

○協議書の提出は厚労省と文科省に分けて提出するが、様式は同じものである。そのため、一方の省から修正依頼があると、修正後の
様式をもう片方の省にも送付する必要があり事務が繁雑になる。窓口を一本化することにより事務の効率化が期待される。また、間接補
助の文科省分補助金についても、厚労省と同様に直接補助にすることにより、国の内示後の工事契約が可能になるため（現状は県の交
付決定後）、円滑な施設整備が期待できる。
○施設の整備については、保育所相当部分と幼稚園相当部分に分けて、それぞれ厚労省と文科省に申請する必要があり、また、協議の
スケジュールが違うため事業者と自治体の双方に相当の事務負担が生じている。また、平成30年度において幼稚園部分の申請時期が２
回しかなかったため、１事業所は保育所部分の補助金だけで工事を行った。
○認定こども園の新増改築に対する補助金の申請手続きについて、一つの施設整備であるにも関わらず、複雑な按分式で教育部分と保
育部分を算出し、かつ申請先が異なり、書類も１つの整備に２種類の申請書や実績報告書を作成する必要があるため、事業者、市町村、
県にとって事務負担が大きい。・文科省分の交付金については要綱に基づく間接補助、厚労省分の交付金については法律に基づく直接
補助となっており、両省で交付金の流れが違うことで、市町村が交付申請を都道府県と国に対してそれぞれ作成せねばならないなど分か
りにくい制度となっている。
○当市で現在予定している同補助金を活用した施設整備においても、それぞれの省で補助金の要綱要領の内容が若干異なること等、制
度が複雑化することによる事務負担の増加が課題となっている。
○認定こども園に係る交付金は、一つの施設に対し、幼稚園機能部分は文科省、保育所機能部分は厚労省から支給される仕組みとなっ
ており、交付申請等の際も同じような申請を文科省、厚労省にそれぞれに提出する必要がある。そのため、事業者、市町村、県は同一の
資料を用意し、別々の窓口に提出しなければならないなど、過度な事務負担を強いられている。文科省分の交付金については要綱に基
づく間接補助、厚労省分の交付金については法律に基づく直接補助となっており、両省で交付金の流れが違うことで、市町村が交付申請
を都道府県と国に対してそれぞれ作成せねばならないなど分かりにくい制度となっている。両省の内示の時期にもずれが生じており、内
示後でないと工事への着工が許されていないことから、工期の適正な管理に支障をきたしている。（平成30年６月分内示　文科省：６月27
日、厚労省：６月８日）
○幼保連携型認定こども園の施設整備について、厚労省と文科省に所管が分かれていることにより、協議、申請等の手続きはもとより、
問合せ、確認等も両省に行わなければならない。書類作成も両省分で膨大なものとなり、事業費・補助金額の計算における両省分の按分
等も必要で、過大な事務負担となっている。また、厚労省分は直接補助（概算払い）、文科省分は間接補助（精算払い）と補助金交付の手
順も異なっており、予算・決算においても無用な混乱を生んでいる。さらに、両省の内示日に差異があり、片方が遅れたため事業着手が出
来ず、急きょ２か年事業に変更せざるを得なかったという事例も発生している。事業者への損害回避及び自治体の過度な事務負担解消
のため、一刻も早い所管の一元化を強く求める。
○幼稚園部分（文部科学省）と保育所部分（厚生労働省）で、加算、補助率、かさ上げの有無、対象メニュー等、異なる部分があるため、
対象事業費や交付申請額を算出する際の計算や事業者・市町村の作業などが煩雑となっている。内閣府への窓口の一本化にあわせ、
幼稚園・保育所・認定こども園の全てで項目を揃えて、面積や利用者按分で簡易に算出できるような改善が必要である。
○制度の所管省庁が複数に跨がっていることにより、類型により認可・認定基準や、法的立て付けが異なっていることにより、事業者及び
行政ともに事務作業が繁雑化している。また、特に幼稚園型認定こども園について、認可形態としては幼稚園となり、施設監査の法的な
位置付けが非常に不明確となっており、他の類型の認定こども園と比較して監査権限に基づく自治体の関与が不十分と思える状況が発
生している。施設整備補助金についても、一の施設整備において複数省庁からの交付を受ける必要があり、幼稚園部分と保育所部分で
事業費の按分等を行わなければならず、事務負担が増大しているとともに、交付額の算定誤り等が生じる原因となっている。
○同一施設の整備であるにも関わらず、厚生労働省と文部科学省の担当者で見解が相違することがあり、その調整に手間がかかる。平
成30年度実施事業で、協議申請した工事がどの整備区分に該当するかについて、当初、両省の担当者で見解が異なったことから、両省
との調整に時間を要し、協議を１回遅らせた事例がある。その事業については、協議が遅れたことから工事の着工が後ろ倒しとなり、結果
として認定こども園への移行を１年間遅らせることとなった。
○以下の支障が生じている。
・厚生労働省と文部科学省それぞれに書類を作成する事務手間がかかる。
・定員等による按分の計算方法も分かりにくく、事務処理に係る時間が増え、また煩雑になり書類の不備を生み出す要因となっている。
・文部科学省と厚生労働省で内示日も異なり、工事契約がスムーズに行えない状況
・文部科学省から協議書類について先に確認が行われ、その都度厚生労働省にも差替え書類を送っており、その後厚生労働省が協議書
類の確認を行った際にも差替えがあれば文部科学省にも送ることになり、２倍の事務手間がかかる。
○当市においても幼保連携型認定こども園の整備を行う際、一つの建物に対し、厚生労働省と文部科学省の双方に補助協議等を行う必
要があり、それぞれの補助額を算出するにあたり、対象経費を保育所相当分と教育相当分に按分する必要がある等、事務が煩雑化して
いる。補助財源が一本化されれば窓口も一本化され、対象経費を按分する必要もなく、事務の効率化が図られる。
○当市においても、平成29・30年度に幼稚園を認定こども園に整備する事業を実施したが、提案市と同様、交付金申請時等において、２
か所への協議の手間や煩雑な按分作業等を経験し、事業者と自治体の双方に相当の事務負担が生じた。
○当県でも申請事務が繁雑であること、照会する内容によって窓口が異なっていることで統一的な見解を求められないことなど支障をきた
している。
○一施設の整備内容であるにもかかわらず、厚生労働省部分と文部科学省部分に分かれていることで、別々に申請を行う必要が生じて
おり、また、按分計算については交付金の重複請求を招く懸念もあるなど、事業者、都道府県、市町村において事務処理が煩瑣となって
いる。
○厚生労働省と文部科学省それぞれの補助制度があるため事務執行が負担となっている。
○申請後の交付決定にあたり、各省の予算確保の状況等により大幅な時期のずれが生じ、一方の交付金が交付決定なされているのに
他方が未決定という状況で、なかなか事業に着手できず、工事の完了が遅れ、結果的に開園が年度始まりに間に合わなかった事例も
あった。（待機児童解消の施策に影響が生じた）
○幼保連携型認定こども園の施設整備において、共有部分である倉庫の按分について、煩雑な事務処理が発生している。また、時期や
時間帯によって使う認定区分が違うため、妥当な判断が難しい。

226 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

その他 認定こども園施
設整備交付金
等の申請に係る
手続きの簡素化

認定こども園の整備に係る交付
金の窓口を一本化する等、手続
きの簡素化を図ること。

・認定こども園に係る交付金は、一つの施設に対し、幼稚園機能部分は文科
省、保育所機能部分は厚労省から支給される仕組みとなっており、交付申請
等の際も同じような申請を文科省、厚労省にそれぞれに提出する必要があ
る。
そのため、事業者、市町村、県は同一の資料を用意し、別々の窓口に提出し
なければならないなど、過度な事務負担を強いられている。
・文科省分の交付金については要綱に基づく間接補助、厚労省分の交付金
については法律に基づく直接補助となっており、両省で交付金の流れが違う
ことで、市町村が交付申請を都道府県と国に対してそれぞれ作成せねばなら
ないなど分かりにくい制度となっている。
・両省の内示の時期にもずれが生じており、内示後でないと工事への着工が
許されていないことから、工期の適正な管理に支障をきたしている。（平成30
年６月分内示　文科省：６月27日、厚労省：６月８日）

交付金に係る窓口を一本化する等により、手続きの簡素化が図ら
れ、事業者、市町村、県の事務の効率化が期待されるとともに、事
業者における施設整備工事の円滑な実施に資する。



別添１

厚生労働省（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案）

区分 分野 団体名 支障事例

所管部署・
担当者連絡先

提案区分
その他

(特記事項)
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例
制度改正による効果

（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効率化等）
根拠法令等

制度の所管
・関係府省

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞
管理
番号

団体名 回答欄（各府省）

宮城県、福島
県、埼玉県、石
川県、三重県、
京都府、兵庫
県、島根県、岡
山県、徳島県、
香川県、愛媛
県、高知県、福
岡県、熊本県、
大分県

○県内補助事業者から届いた申請書は取りまとめて厚生労働省（医師は厚生局）へ送付しているが、例えば申請内容に修正等が生じた
場合、その都度、都道府県を経由するため、余計な時間と郵送料がかかっている。申請書の内容については、本県において詳細はチェッ
クできない。また、臨床研修病院から当県に対して補助金に関する事務的な照会があるが、当県の判断で回答できないため、病院への回
答に時間を要している。これまでは、補助金の申請内容から県内の臨床研修の状況を把握していたが、来年度から臨床研修に関する権
限が国から都道府県に移管されるため、当該事務の中で把握はできるため、当県の経由を廃止しても問題ない。
○当県においても、県内補助事業者から提出された書類（交付申請、国費概算払、実績報告書等）の内容確認、近畿厚生局への提出等
の事務について、極めて短期間に相当の事務量が生じており、負担が大きいと考えているため、提案趣旨に賛同する。
○当県は、補助事業者から届いた申請書や実績報告書を取りまとめて審査し、厚生局へ進達するとともに、ADAMSにより補助金の交付
事務を担当しているが、現状、当県では臨床研修病院の具体的な事務を所管しておらず、県に対する補助金の交付もない。なお、来年度
から臨床研修病院の指定手続きが都道府県へ本格的に移管されることとなるが、補助金事務は引き続き国の権限により実施されること
もあり、県を経由する意義はないと考えられる。こうしたことから、県の事務手続きを廃止し、国直轄で実施しても支障はないものと考えら
れる。
○県内補助事業者から届いた申請書や報告書は取りまとめて厚労省（医師は厚生局）へ送付しているが、申請内容等に修正等が生じた
場合、提案県同様に、その都度、当県を経由し、余計な手間と郵送料がかかっている。さらには、当県でも確認できる内容等について修
正等を求めると、適正に申請書等の送付がなされている団体の書類の送付も遅れることとなり、厚労省での審査等も遅れることが考えら
れる。
○臨床研修費等補助金（医師）の申請及び実績報告にあたっては、申請内容に修正等が生じた場合、その都度、都道府県を経由するた
め、余計な時間と郵送料がかかっている。申請書の内容については、本県において詳細はチェックできず、また、特段把握すべき内容でも
ないため、県の経由を廃止しても問題は生じないことから、都道府県を介すことなく国と指定医療機関との間で直接実施していただきた
い。
○提案県（長野県）の支障事例はもちろん、それ以外にも以下のような課題がある。
県で事業者からの提出書類をとりまとめる時点で、確認できる修正事項については、事業者に連絡して差替えを行っている。しかし、厚生
局に提出した後、書類に誤りが発覚した場合は、厚生局と事業者間で差替えのやり取りを行っている。そのため、県が保管している提出
書類と厚生局が保管している最終書類が異なる場合があり、交付決定や額確定時に混乱が生じることがある。書類の内容精査は非常に
煩雑であり、かつ、詳細までチェックできる情報を持ち合わせていない項目もあるため、厚生局で直接内容精査を行うほうが効率的である
と考えられる。申請や報告書類の提出にあたり、事業者からの質問は県に問い合わせることとなっているが、交付要綱や実施要綱からは
判断できない事項については厚生局に確認することになり、県を介すると効率が悪いと考えられる。
○確認すべき書類の内容・ボリュームが大きく、当県も多大な事務負担を強いられている。各医療機関から提出される申請書に対し、都
道府県が意見を添付することも無いため、提案団体の要望趣旨のとおり、都道府県経由を廃止しても問題は生じないと考える。
○提案県が具体的な支障事例として指摘している問題点は、本県においてもそのまま当てはまるため、全面的に参画に同意する。また、
厚労省が都道府県経由を廃止しない場合であっても、第一号法定受託事務として実施する上での知事の同意を外すことにより、当該都道
府県において事務を行う必要がなくなるのかについても明確にしていただきたい点についても全面的に同意する。
本補助金の事業主体は厚労省であり、研修医（医師）の受け入れを行う県内の病院に対して人件費等の補助を行うものであるが、補助金
適正化法第26条第２項及び同法施行令第17条第１項の規定に基づき、全ての都道府県において当該補助金等の交付に関する事務のう
ち、
・補助金等の交付の申請の受理
・申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査
・交付決定の通知
・実績報告の受理
・補助金等の額の確定等に関する事務のうち、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等並びに通知　等
を都道府県知事の同意の上で第一号法定受託事務として行っているものである（参照：平成12年６月６日厚生省告示第249号）。また、支
払事務では、都道府県において国費を受入れ、都道府県が申請者に支出しているが、当該補助金は厚労省の事務であるため、都道府県
の歳入歳出予算には計上されない。都道府県は申請書・実績報告・国費の受入及び補助金支出についてトンネルの役割を負っている
が、都道府県において申請者と国との間の連絡調整のために相当の事務負担が生じており、また、申請者の側の便益及び事務負担を考
えても一連の事務が厚労省及びその出先機関で完結することが望ましいものと考える。
○本県が指定医療機関からの問い合わせに対して回答したり書類の確認を行ったりするノウハウがない。また書類の提出を本県を経由
して行うことで、時間とコストがかかり、他の業務に支障が生じている。

厚生労働省 長野県235 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

医療・福祉 医師臨床研修
費等補助金の
申請等に係る都
道府県経由の
廃止

医師臨床研修費等補助金の交
付申請から実績報告までの事務
について、都道府県を介すことな
く国と指定医療機関との間で直
接実施できることを明確化する。

臨床研修費等補助金（医師）の申請及び実績報告にあたっては、「医療関係
者養成確保対策費等補助金、医療関係者研修費等補助金及び臨床研修費
等補助金交付要綱」６（１）及び（３）並びに11（１）及び（３）に基づき、補助事
業者は関係書類を都道府県知事に提出することとされている。
県内補助事業者から届いた申請書は取りまとめて厚労省（医師は厚生局）へ
送付しているが、例えば申請内容に修正等が生じた場合、その都度、都道府
県を経由するため、余計な時間と郵送料がかかっている。申請書の内容につ
いては、本県において詳細はチェックできず、また、特段把握すべき内容でも
ないため、県の経由を廃止しても問題は生じない。
なお、要綱に明記はないが、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する
法律第26条第２項及び同法施行令第17条に基づき、第一号法定受託事務と
して都道府県が本事務を行っているとすれば、同意を外すことが可能かどう
か明確にしていただきたい。
合わせて、会計法第48条及び予算決算及び会計令第140条に基づき、同意
の上で国費支払い事務を県が行っていると思われるが、こちらも同意を外す
ことが可能かどうか明確にしていただきたい

・都道府県の事務及び郵送費の削減
・申請から受領、支払いまでの時間短縮

・補助金適正化法26条２
項、施行令17条
・医師法16条の２、省令
（平成14年12月11日厚
生労働省令158号）
・医師臨床研修費補助
事業実施要綱
・医療関係者研修費等
補助金及び臨床研修費
等補助金交付要綱６
（１）（３）、８（１）

法務省、厚生労
働省

九州地方知
事会

九州地方知事会共同提
案
（事務局：大分県）

【現状】
法第26条では、「矯正施設の長は、精神障害者又はその疑のある収容者を
釈放、退院又は退所させようとするときは、（略） 都道府県知事に通報しなけ
ればならない。」とされ、法第27条において、「都道府県知事は、第二十二条
から前条までの規定による申請、通報又は届出のあった者について調査の
上必要があると認めるときは、その指定する指定医をして診察させなければ
ならない。」とされている。

【支障事例】
現在、通報対象者が明確でないため、矯正施設から単なる不眠により睡眠薬
を服用している者についても、同法第26条に基づく通報がなされている場合
等があり、県及び矯正施設にとって必ずしも必要とは認められない事務手続
きが発生している。そのため、通報を受ける自治体において、通報対象者一
人一人に対する対応が十分に行えず、支援が必要な対象者を見逃す恐れが
ある。

通報対象者を明確にすることで、県及び矯正施設の事務の効率
化が図られる。また、通報件数の減少により、通報対象者に対す
る対応がより適切に図られることが期待される。

精神保健及び精神障害
者福祉に関する法律第
26条、27条

宮城県、仙台
市、福島県、千
葉市、川崎市、
石川県、浜松
市、京都市、大
阪府、兵庫県、
南あわじ市、広
島市、徳島県、
熊本市

○法律の条文を字義通りに解釈するあまり、「矯正施設内の精神科医の判断においても措置診察の必要性はない」とする出所者につい
ても通報がなされているのが実態である（※参考…平成26～30年度　通報件数108、 うち要診察件数２、うち要措置入院件数２）。通報を
行う事例については矯正施設内の精神科医の判断によって少なくとも措置診察を実施する必要性がある者に限ることとし、かつ「被収容
者の釈放に関する訓令の運用について（依命通達）」（法務省矯正局長通知、平成18年５月23日法務省矯成第3373号）の４（２）に記載の
とおり、被通報者を帰住地のある矯正施設へと移送後に通報を行うよう、取扱いを整理していただきたい。
○提案市においての状況については、当市におきましても、同様に見込まれますので、ご提案のとおり、２６条による通報対象者を明確に
することで、県及び矯正施設の事務の効率化が図られるとともに、また、通報対象者に対する対応がより適切に図られることが当市にお
いても期待されます。
○当県においても、26条通報のうち９割５分以上が、自傷他害要件を認めない簡易通報となっており、不要な事務処理が多く発生してい
る。23条通報と同様に通報の基準を自傷他害のある場合に限定するなど必要な場合にのみ通報がなされるよう、基準を明確にしていた
だきたい。
○当県においても、昨年度の通報46件のうち、45件を診察不要としている。そのほとんどが、覚せい剤後遺症、軽度知的障害、発達障
害、不眠症等であり、対象の明確化が望まれる。
○当県も同様に、現在、通報対象者が明確でないため、矯正施設から、３年前に摂食障害で入院歴はあるが、現在は問題の無い状況の
者についても、同法第26条に基づく通報がなされている場合等があり、県及び矯正施設にとって必ずしも必要とは認められない事務手続
きが発生している。そのため、通報を受ける自治体において、通報対象者一人一人に対する対応が十分に行えず、支援が必要な対象者
を見逃す恐れがある。
○矯正施設等からの通報対象者が明確でないため、不眠のため睡眠薬を処方・内服しているだけで同法第26条に基づく通報がなされて
いる事例があり、必ずしも必要とは認められない調査及び事務手続きが発生している。そのため、通報を受ける自治体側として、通報対
象者への対応のための時間が削除され、支援が必要な対象者への支援が十分行えない状況が生じる可能性がある。
○単なる不眠症や認知症の者についても、法律第２６条に基づく通報がなされており、自傷他害のおそれが認められない通報に対する事
務処理が多く発生している。
○当市の平成30年度の申請通報届出件数は年間348件で、このうち26条通報は約20％の68件を占めている。この68件のうち、約97％の
66件が事前調査の結果、措置診察不要となっている。左記にあるとおり、不眠症の者や、医師より「措置診察不要」と診断された者までを
通報対象にする現状は、事務の不効率と考える。適切な事務を行うため、通報対象者の選定要件の見直しを図りたい。
○提案した九州地方知事会と同様に支障事例を把握しており、通報対象者を明確にする必要がある。
○当都道府県においても、措置診察が必要とされる事例に比して必要とされない事例の通報が大多数を占めており、さらに、「診察不実
施の際の通知」を矯正施設から求められるため、矯正施設内で不投薬で、あきらかに集団行動が可能で自傷他害の恐れのない事案につ
いても、事前調査（聞き取り）を行った上で、診察不実施を書面通知している。通報基準が明確になれば、より事務の効率化を図ることが
可能であると考えられる。
○提案団体の支障事例と同じく，矯正施設から単なる不眠により睡眠薬を服用している者等についても，同法第26条に基づく通報がなさ
れている場合があり，市及び矯正施設にとって必ずしも必要とは認められない事務手続きが発生している。そのため，通報を受ける自治
体において，通報対象者一人一人に対する対応が十分に行えず、支援が必要な対象者を見逃す恐れがある。
○当市においても、服薬を行っていたただけで、服役中に特段の問題行動も見られず、生保護施設等に入所予定の者等、措置の必要性
がないと推察される者の通知を求められる事例が散見されている。また、同様に法第２４条による検察庁からの通報においても、既に入
院中の者であったりする事例が見受けられる。

229 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

医療・福祉 精神保健及び
精神障害者福
祉に関する法律
第26条に基づく
通報対象者の
基準の明確化

精神保健及び精神障害者福祉
に関する法律第26条に基づく通
報対象者の基準を明確にするこ
と。



別添１

厚生労働省（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案）

区分 分野 団体名 支障事例

所管部署・
担当者連絡先

提案区分
その他

(特記事項)
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例
制度改正による効果

（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効率化等）
根拠法令等

制度の所管
・関係府省

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞
管理
番号

団体名 回答欄（各府省）

子ども・子育て支援法
公定価格に関するFAQ
（よくある質問）（Ver.12
（平成30年９月27日時点
版））

内閣府、文部科
学省、厚生労働
省

大阪市、滋賀
県、京都府、
京都市、大阪
府、堺市、兵
庫県、神戸
市、和歌山
県、徳島県、
関西広域連
合

秋田県、千葉
市、川崎市、鎌
倉市、浜松市、
豊田市、池田
市、吹田市、高
槻市、富田林
市、東大阪市、
島本町、南あわ
じ市、島根県、
広島市、徳島
市、佐世保市、
大分県、宮崎
県、宮崎市

・補助金適正化法26条２
項、施行令17条
・歯科医師法第16条の２
・歯科医師法第16条の２
第１項に規定する臨床
研修に関する省令（平成
17年６月28日厚生労働
省令103号）
・医師臨床研修費補助
事業実施要綱
・医療関係者研修費等
補助金及び臨床研修費
等補助金交付要綱６
（１）（３）、８（１）

○前職場が閉園した、あるいは証明を依頼できる状況でないために、在籍証明の取得を断念したといった状況が見受けられる。加えて、
細切れの採用や月途中での採用・退職があり、施設でも自治体でも確認の負担が大きくなっている。今後、キャリアアップ研修の受講記
録の確認作業も増えることからも事務負担の軽減を求める。
○キャリアアップ研修の受講記録については、県独自のデーターベース化を図っている。加算認定ができる仕組みの構築等については市
町村の意向も反映させた上で、事務負担の軽減を図る必要がある。
○経験年数に含めることができる施設かどうかの確認に時間がかかる（現在は存在しない施設、市外の施設等）。過去に勤務した施設が
なくなっており在職証明書が入手できない場合は経験年数の算定が困難である。
○当市でも、保育士等対象職員が他法人への転職や出産に伴い退職し、別法人へ再就職する等により前歴証明が毎回必要となる状況
が増えており、その都度全ての証明書を整える事は保育士等対象職員にとっても負担が増大している。また、その確認作業を行う自治体
の負担も増大している。前歴情報がデータベース化できれば、保育士等職員と自治体の両方の事務負担が軽減される。
○処遇改善等加算Ⅰの申請に当たり、各園とも勤務証明の準備をしていただいているが、遠方の園であったり、本人は要件を満たしてい
ると思っていても、勤務証明を見ると満たしていないこともある。施設についても該当施設でないこともあり、負担だけが残ることになる。
○同一の市町村内で転職された保育士であっても、改めて証明の提出を求めることとなる現在の形では、保育士、施設、自治体すべてに
とって負担となっており、制度の複雑化と相まって申請の遅れを引き起こしている。
○全国一律の勤務状況のデータベース化を整備することにより、「処遇改善加算Ⅰ」の認定に係る事務負担の軽減に加え、保育士試験
においても、実務経験の認定証明に受験者にとって多くの負担となっているため、これに係る事務負担の軽減も期待できる。
○当市においても、処遇改善等加算率の認定における勤続年数の確認については、事務量が非常に膨大な状況である。既に廃園してい
る施設に過去勤務していた場合には、勤務状況の確認が困難である。また、当市の市立施設においては、職員の在職を証明する書類の
保存年数が決まっており、保存期間よりも前に勤務していた者の在職を証明することが困難な状況である。
○当市においても、処遇改善等加算Ⅰの認定事務は膨大なものであり、特に4月から5月にかけて、市内約200園ある私立保育所等の職
員一人ひとりの経験年数を決定し、そこから園の加算率を決定する事務が発生している。また、勤務証明書についても、施設ごとに様式
が異なるため、必要事項が記載されていないなどの問題もあり、これらが解消されるのであれば、提案されている措置には賛成である。た
だ、全国的なシステムを構築する必要があるため、処遇改善等加算Ⅰの経験年数の確認に用いるだけでなく、例えばシステム内で園から
市町等に同加算Ⅰ・Ⅱの申請もできるようにする、提案にもあるキャリアアップ研修の記録も確認できるようにする、処遇改善等加算Ⅰ・
Ⅱは保育所等施設で勤務する事務等職員も対象となることから、これらの経験年数も確認できるようにするなど、保育士・幼稚園教諭等
職員の総合的・複合的なシステムとして構築・運用をしていただきたい。また、保育士等の個人情報にも関わるものであるため、その点に
ついても十分注意していただきたい。
○町では、待機児童が多数発生しており、数年以内に、複数の事業所が整備される予定となっていることから、今後、加算要件の確認作
業についてはさらに多くの時間を要するものと想定される。また、本町のような小規模自治体では、職員数も少なく、ノウハウが蓄積されて
いないため、一から作業を覚えなければならない現状があり、事業者から書類が提出されても、スムーズな加算要件の確認が出来ず、最
終的に、事業者に負担をかけてしまう場面もあるのではないかと懸念される。何らかの方法にて事務の簡素化ができれば、自治体や事業
者、保育士自身の負担軽減につながり、安定した運用が可能になるのではないかと考える。
○当県でも、約5,000人分の経験年数確認のため、施設において膨大な書類の作成と、県において書類の確認作業を毎年行う必要があ
り、相当の事務負担を強いられている。
○当市においても、認可園の増加や、それによる転職の増加により、確認作業が増加している。また、園または保育士側の事務としても
在職証明の発行や発行依頼の事務が負担となっている。そのためデータの一元管理を行えば市区町村の負担と園や保育士の負担が軽
減されると思われる。
○現在は各園に資料提出を求めており、時間を要している。情報連携により、こうした時間の短縮が見込まれる為、事務の軽減につなが
ると考える。
○提案にもあるとおり施設ごとの勤続年数など確認事項が多く、それが膨大な事務量となっている現状となっている。また、行政側では処
遇改善等加算の事務について、本来年度初めに認定するべきではあるが、複雑な制度かつ事務量の多さから確認・認定事務に年度中
旬から後半にまたいでいる状況。そのため不適切な月次の給付費支払や、施設側の次年度に向けた処遇改善計画に遅れが生じている。
無償化事務が今年度より始まり、施設と行政それぞれに事務負担が増えていることから、処遇改善等加算の認定事務の簡素化に向けた
早急な対応をお願いしたい。
○複数の施設を経験した保育士の勤務証明の確認は、本人や施設、自治体と確認作業が膨大となっている。
○当区においても、認可保育所（私立）および地域型保育事業所の施設数が多く、毎年度、多数の保育士の異動や新規採用も生じるた
め、「処遇改善等加算Ⅰ」の認定に係る経験年数・勤続年数の確認作業は、膨大な事務負担となっている。なお、提案のような全国一律
でのデータベース化等は、非常に有効な方法であるが、その仕組みを構築・維持するため、新たに区市町村がデータ収集や登録等の業
務を担うようであれば、大幅な負担軽減には繋がらない恐れもあると考える。

○提案団体と同様、県内補助事業者から届いた申請書は取りまとめて厚生労働省へ送付しているが、例えば申請内容に修正等が生じた
場合、その都度、都道府県を経由するため、余計な時間と郵送料がかかっている。申請書の内容については、当県において詳細はチェッ
クできない。また、臨床研修病院から県に対して補助金に関する事務的な照会があるが、当県の判断で回答できないため、病院への回答
に時間を要している。これまでは、補助金の申請内容から県内の臨床研修の状況を把握していたが、来年度から臨床研修に関する権限
が国から都道府県に移管されるため、当該事務の中で把握はできるため、都道府県の経由を廃止しても問題ない。
○当県においても、県内補助事業者から提出された書類（交付申請、国費概算払、実績報告書等）の内容確認、厚生労働省への提出等
の事務について、極めて短期間に相当の事務量が生じており、負担が大きいと考えているため、提案趣旨に賛同する。
○当県は、補助事業者から届いた申請書や実績報告書を取りまとめて審査し、厚生労働省へ進達するとともに、ADAMSにより補助金の
交付事務を担当しているが、現状、当県では歯科医師臨床研修病院の具体的な事務を所管しておらず、当県に対する補助金の交付もな
い。こうしたことから、県を経由する意義はなく、県の事務手続きを廃止し、国直轄で実施しても支障はないものと考えられる。
○県内補助事業者から届いた申請書や報告書は取りまとめて厚労省（医師は厚生局）へ送付しているが、申請内容等に修正等が生じた
場合、提案県同様に、その都度、当県を経由し、余計な手間と郵送料がかかっている。さらには、当県でも確認できる内容等について修
正等を求めると、適正に申請書等の送付がなされている団体の書類の送付も遅れることとなり、厚労省での審査等も遅れることが考えら
れる。
○提案県の支障事例はもちろん、それ以外にも以下のような課題がある。
書類の内容精査は非常に煩雑であり、かつ、詳細までチェックできる情報を持ち合わせていない項目もあるため、厚生労働省で直接内容
精査を行うほうが効率的であると考えられる。申請や報告書類の提出にあたり、事業者からの質問は県に問い合わせることとなっている
が、交付要綱や実施要綱からは判断できない事項については厚生労働省に確認することになり、県を介すると効率が悪いと考えられる。
○本県においても、単なる取りまとめ業務に時間をとられ、職員の負担となっているほか。郵送料の負担も生じている。
○提案県が具体的な支障事例として指摘している問題点は、本県においてもそのまま当てはまるため、全面的に参画に同意する。また、
厚労省が都道府県経由を廃止しない場合であっても、第一号法定受託事務として実施する上での知事の同意を外すことにより、当該都道
府県において事務を行う必要がなくなるのかについても明確にしていただきたい点についても全面的に同意する。
本補助金の事業主体は厚労省であり、研修医（歯科医師）の受け入れを行う県内の病院に対して人件費等の補助を行うものであるが、補
助金適正化法第26条第２項及び同法施行令第17条第１項の規定に基づき、全ての都道府県において当該補助金等の交付に関する事務
のうち
・補助金等の交付の申請の受理
・申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査
・交付決定の通知
・実績報告の受理
・補助金等の額の確定等に関する事務のうち、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等並びに通知　等
を、都道府県知事の同意の上で第一号法定受託事務として行っているものである（参照：平成12年６月６日厚生省告示第249号）。また、
支払事務では、都道府県において国費を受入れ、都道府県が申請者に支出しているが、当該補助金は厚労省の事務であるため、都道府
県の歳入歳出予算には計上されない。
都道府県は申請書・実績報告・国費の受入及び補助金支出についてトンネルの役割を負っているが、都道府県において申請者と国との
間の連絡調整のために相当の事務負担が生じており、また、申請者の側の便益及び事務負担を考えても一連の事務が厚労省及びその
出先機関で完結することが望ましいものと考える。
○本県が指定医療機関からの問い合わせに対して回答したり書類の確認を行ったりするノウハウがない。また書類の提出を本県を経由
して行うことで、時間とコストがかかり、他の業務に支障が生じている。

宮城県、福島
県、栃木県、埼
玉県、石川県、
京都府、大阪
府、兵庫県、島
根県、岡山県、
徳島県、香川
県、愛媛県、高
知県、福岡県、
大分県

237 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

医療・福祉 「処遇改善等加
算Ⅰ」の認定に
係る勤務証明書
の発行・収集業
務の負担軽減

「処遇改善等加算Ⅰ」の認定に
必要となる保育士等の職員の勤
務状況確認について、全国一律
で保育士の勤務状況のデータ
ベース化を図り、そのデータで加
算認定ができる仕組みの構築
や、現在勤務証明書が収集でき
ない場合に例外的に認められて
いる年金加入記録等での確認を
通常の運用とする等、経験年数
確認の事務負担の軽減を求め
る。

「処遇改善等加算Ⅰ」の認定のためには、各保育施設等の保育士等の経験
年数・勤続年数を確認する必要があり、各保育施設等が新たに雇用した保育
士等については、当該保育士等が勤務した施設が発行する勤務証明書を自
治体が確認し、加算の認定を行っている。
しかし、算定の対象となる施設等でのキャリアの全期間を確認するためには、
当該期間の全ての勤務証明書が必要であるが、待機児童解消をめざして新
規施設を増設している中で保育士等の他法人への転職も多く、自治体の確認
作業が膨大なものとなっている。
また、保育士等にとっては、転職する度にこれまで勤務した職場の勤務証明
書を提出する必要があるが、前職場がなくなっている等の場合はその期間の
勤務の確認が困難となる場合があり、また、施設としても、退職した職員分の
証明の再発行作業を長期間強いられることとなる。
現在、全国展開している保育等事業者も多く、全国一律で対応する必要があ
ると考えており、保育士等の処遇改善は全国的な課題である中、国も「処遇
改善等加算」の拡充で処遇の改善を図っていることから、例えば、国のもと全
国一律で保育士の勤務状況のデータベース化を図り、保育士証やキャリア
アップ研修の受講記録等を集約し、そのデータで加算認定ができる仕組みの
構築や、年金加入記録等だけで保育士等の加算認定ができるよう制度を改
正する等、経験年数確認の事務負担の軽減を求める。

潜在保育士や転職する保育士等が現場復帰する際の負担軽減に
つながるとともに、保育施設等の証明書発行にかかる事務負担軽
減につながる。
また、「処遇改善等加算Ⅰ」の認定にかかる自治体の事務負担軽
減と、事務の適正化が図られる。

・都道府県の事務及び郵送費の削減
・申請から受領、支払いまでの時間短縮

厚生労働省 長野県236 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

医療・福祉 歯科医師臨床
研修費等補助
金の申請等に
係る都道府県経
由の廃止

歯科医師臨床研修費等補助金
の交付申請から実績報告までの
事務について、都道府県を介す
ことなく国と指定医療機関との間
で直接実施できることを明確化
する。

臨床研修費等補助金（歯科医師）の申請及び実績報告にあたっては、「医療
関係者養成確保対策費等補助金、医療関係者研修費等補助金及び臨床研
修費等補助金交付要綱」６（１）及び（３）並びに11（１）及び（３）に基づき、補
助事業者は関係書類を都道府県知事に提出することとされている。
県内補助事業者から届いた申請書は取りまとめて厚労省へ送付しているが、
例えば申請内容に修正等が生じた場合、その都度、都道府県を経由するた
め、余計な時間と郵送料がかかっている。申請書の内容については、本県に
おいて詳細はチェックできず、また、特段把握すべき内容でもないため、県の
経由を廃止しても問題は生じない。
なお、要綱に明記はないが、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する
法律第26条第２項及び同法施行令第17条に基づき、第一号法定受託事務と
して都道府県が本事務を行っているとすれば、同意を外すことが可能かどう
か明確にしていただきたい。
合わせて、会計法第48条及び予算決算及び会計令第140条に基づき、同意
の上で国費支払い事務を県が行っていると思われるが、こちらも同意を外す
ことが可能かどうか明確にしていただきたい
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厚生労働省（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案）

区分 分野 団体名 支障事例

所管部署・
担当者連絡先

提案区分
その他

(特記事項)
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例
制度改正による効果

（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効率化等）
根拠法令等

制度の所管
・関係府省

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞
管理
番号

団体名 回答欄（各府省）

269 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

医療・福祉 生活保護法にお
ける 介護機関
の指定に関する
みなし規定の範
囲の拡大

生活保護法第54条の２別表第２
下欄に、介護保険法各条項に規
定される「指定の効力の停止が
行われた場合」を追加すること。

【制度改正の経緯】
生活保護法改正により、平成26年７月１日以降に介護保険法の指定を受け
た場合は、介護サービス事業所があらかじめ特段の申し出をしない限り、生
活保護法の指定介護機関として指定を受けたものとみなされる。（生活保護
法第54条の２第２項）
生活保護法第54条の２第３項の規定において、別表第2の上欄に掲げる介護
機関に係る指定は、当該介護機関が同表下欄に掲げる場合に該当するとき
はその効力を失うことになる。（該当項目には、介護保険法各条項における
「事業の廃止があったとき」、「指定の取消しがあったとき」、「指定の効力が失
われたとき」が規定されている。）

【支障事例】
別表第２には、より軽微な処分である「指定の効力が停止された場合」が含ま
れていないため、効力が停止された場合には、行政手続法に基づく処分手続
を行う必要がある。
本市において、平成30年度に上記の事案が１件発生したが、処分にあたり、
当該事業所に対し弁明書の提出期限を２週間と定め弁明の機会を付与する
など、事案発生から処分通知を発出するまでは、内部の事務手続き等を含め
１カ月要した。

生活保護法第54条の２別表第２下欄に、介護保険法各条項に規
定される「指定の効力の停止が行われた場合」を追加することで、
より重い処分である「指定取消し」などとの整合性が図られ、介護
機関に対してより効率的な処分手続きを行うことができ、介護機関
及び行政の事務負担を軽減できる。

・生活保護法第51条、第
54条の２（別表第２）
・介護保険法

厚生労働省 指定都市市
長会

宮城県、千葉
市、神奈川県、
石川県、福井
市、名古屋市、
大阪府、八尾
市、高松市、八
幡浜市、熊本
市、宮崎市

○生活保護法第54条の２別表第２に、介護保険法各条項に規定される「指定の効力の停止が行われた場合」を追加することで、より重い
処分である「指定取消し」などとの整合性が図られ、介護機関に対してより効率的な処分手続きを行うことができ、介護機関及び行政の事
務負担の軽減につながるため。
○提案内容のとおり、他の処分との整合性を図る観点から現行制度を見直してほしい。
○事業所の都合等により、各介護サービス又は業務を一時停止とする可能性は多いにあるため、「指定の効力の停止が行われた場合」
を追加することはよいと考えられる。

○更新手続きが１年ごとで意見書の提出が２年ごととされている。そのため、利用者が意見書の必要年を把握しておらず窓口での説明に
時間を要している。疾患によっては、一年に一度の診察の場合もあり、その場合はほとんどの利用者が忘れており、当院から連絡するな
どの事務処理に時間を要している。
○現行の制度において更新手続きは１年ごとであるが、更新時に添付する意見書（医師の診断書）の提出は２年ごととなっている。そのた
め、更新手続きの際に必要のない意見書を準備してくる利用者がいるなど、混乱やトラブルを招くと同時に利用者に不利益が生じている。
精神障害者保健福祉手帳の更新手続きは２年ごとであるため、自立支援医療（精神通院）の更新を忘れるなど、当該手帳を所持する利
用者に負担や混乱が生じている。更新書類に意見書添付分と不要分の２種類があることから、事務処理が煩雑で時間を要している。近
年の受給者増により、窓口での待ち時間が長くなっている。申請の増加に伴い、交付までに係る事務量が増加し、受給者証の早期発行
が困難な状況となっている。
○精神手帳更新時に、自立支援（精神通院）の更新が漏れてしまい、自立支援用診断書を再度取得してもらう必要がある。
○提案市と同様、申請者の混乱と窓口でのトラブルを招く状況もあることから、更新手続き見直しの必要性を感じている。
○当市においても、同様の状況である。更新時に診断書の添付・不要の2種類あることから、受給者も混乱し、事務も煩雑となっている。ま
た、更新申請を忘れる受給者も多く、トラブルになることも多い。そのため、精神障害者保健福祉手帳と同じ、有効期間を2年とするのが望
ましいと考える。
○平成31年４月１日時点での自立支援医療受給者数は5,940人であり、全員が毎年手続きが必要なので、毎日窓口が大変混雑してい
る。手帳と自立支援医療の両方をお持ちの方は、診断書が２種類必要になることもあり、患者負担も大きい。
○提案団体同様、申請手続きが申請者・医療機関・行政の負担となっている。また、行政側においてはその対応に要する事務量が他業
務を圧迫している。
○当県においても、同様に事務の簡素化について課題があると認識している。有効期間を延長することで、煩雑な事務を簡素化できるも
のと考える。
○当市における受給者数は、年間約100人前後増え続けており、これに伴い、今後更新の受付件数も増えることになる。その分、医療機
関による診断書の作成、申請受付窓口、県への進達のチェックに要する時間が増え続けている。また、県による審査の負担も増え続けて
いるものと思慮される。更新を２年に１回とした場合、考慮すべきと考えられる事項は、１点目は受給者として受け続けるか返却するかの
判断の機会について、２点目は所得区分の変更についてである。１点目については、本人の判断又は医療機関の医師と精神障害者との
相談の上、２年の間に受給者証を返却することは可能であるため問題ないと考える。２点目については、所得判定基準を今年度及び前年
度の所得の合計にするなど柔軟に対応することでクリアできるものと考える。よって、更新期間を延長してもおおむね支障がないものと考
える。以上のことから、更新期間延長に伴う影響はあるとしても、増え続けている受給者に対する医療機関の診断書の作成から始まり、
県の決定が出るまでの事務及び更新に伴う受給者の負担を考慮すると２年に１回の更新が適切ではないかと考える。（※参考：当市にお
ける自立支援医療（精神通院）受給者数の推移　平成28年度末：1,971人、平成29年度末：2,171人、平成30年度末：2,264人）
○更新時に添付する書類が人によって違う（診断書の必要な年、必要でない年）が、診断書が必要な年なのかどうか理解できてない申請
者がおり、申請者自身が混乱する場合がある。行政の窓口でも必要な書類が揃わなければ受付できず、申請者と行政それぞれ時間がか
かってしまう。受給者が増加傾向にある現状に至っては、精神保健福祉手帳と同じ２年の有効期限に合わせるなど、申請者の負担軽減
および事務処理の時間短縮を検討してもいいのではないかと考える。
○現行の制度において更新手続きは１年ごとであるが、更新時に添付する意見書の提出は2年ごととなっている。そのため、更新手続き
の際に必要のない意見書を準備してくる利用者があり、混乱やトラブルを招くと同時に利用者に不利益が生じている。また、精神障害者保
健福祉手帳の更新手続きは２年ごとであるため、自立支援医療（精神通院）の更新を忘れるなど、当該手帳を所持する利用者に負担や
混乱が生じている。加えて、更新書類に意見書添付分と不要分の２種類があることから、事務処理が煩雑で時間を要している。さらに、近
年の受給者増により、窓口での待ち時間が長くなっている。
○当市でも同様の状況であるが、課税状況等に変化があり、負担区分が変更になる方の対応は必要であるため、市町村による課税照会
と対応策を含めて検討する必要がある。
○当市も負担に対する考え方は、提案事項の内容どおりである。福祉に携わる人員確保が困難にもなっているので、業務を見直し、業務
の負担緩和は考えていくべきである。
○現行の制度では１年ごとの更新であるが、更新手続きの際に診断書の提出が２年に１度であるため、利用者及び医療機関に混乱が生
じており、窓口や電話で提出書類を聞かれた際に診断書の提出が必要であるか不要であるかの回答がしずらい。利用者の増加に伴い、
年々業務量が増加している。
○精神障害者保健福祉手帳所持者と所持していない者のいずれもにおいても、更新を２年に１回にすることは、受給者の負担軽減につな
がる。
また、当市における自立支援医療（精神通院）受給者数が猛烈なスピードで増えている中、マイナンバー対応により更に煩雑な事務処理
も増え、職員の負担は膨大になっている。
これらのことから、更新を２年に１回へ延長したい。
【受給者数】
平成20年度末　8,313人
平成30年度末　16,028人
　→10年間で1.9倍に増加
○更新申請に際して診断書の提出の要・不要があることから受給者に混乱が生じることがある。特に診断書が不要な更新申請時に受給
者が更新を忘れると診断書を取得しなければならず、受給者に負担が発生している。
○近年受給者数が増加していることから、更新手続を含めた事務手続及び判定業務に時間を要し、受給者証の交付が遅れるなど、申請
者に不利益が生じている。診断書の提出は２年に1度でよいこととされているが、更新申請の度に申請者が診断書が必要な申請かどうか
理解しておらず混乱が生じている。
○同様の支障事例があり、制度改正により利用者にとって手続きの簡素化に資する。
○手帳と同じ２年ごとにすることで申請者及び窓口事務の負担は軽減される。

・障害者の日常生活及
び社会生活を総合的に
支援するための法律第
55条

厚生労働省 指定都市市
長会

平成28年地方分権改革
に関する提案募集提案
事項（管理番号76）

宮城県、秋田
市、白河市、日
立市、石岡市、
千葉市、八王子
市、新潟県、小
松市、豊橋市、
刈谷市、大阪
府、兵庫県、南
あわじ市、徳島
市、八幡浜市、
熊本市、鹿児島
市

270 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

自立支援医療
（精神通院）の
支給認定の有
効期間等の延
長

医療・福祉 自立支援医療（精神通院）の支
給認定の有効期間並びに自己
負担上限額の決定及びその決
定に必要な課税状況等の確認を
現行の１年から２年に延長する。

・現行の制度において更新手続きは１年ごとであるが、更新時に添付する意
見書の提出は２年ごととなっている。そのため、更新手続きの際に必要のな
い意見書を準備してくる利用者があり、混乱やトラブルを招くと同時に利用者
に不利益が生じている。
・精神障害者保健福祉手帳の更新手続きは２年ごとであるため、自立支援医
療（精神通院）の更新を忘れるなど、当該手帳を所持する利用者に負担や混
乱が生じている。
・更新書類に意見書添付分と不要分の２種類があることから、事務処理が煩
雑で時間を要している。
・近年の受給者増により、窓口での待ち時間が長くなっている。

・手続きが簡素化し、利便性の向上が図られる。
・窓口負担が減り、相談業務に注力できる。
・意見書の期間と同様になるため、申請者及び医療機関ともトラブ
ルが少なくなる。
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271 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

医療・福祉 老人福祉法施
行規則に基づく
届出書類等の
簡素化

介護サービス事業者からの申請
及び届出について、老人福祉法
の届出書類等を簡素化する。

・介護サービス事業者からの申請・届出書類について、事業者は介護保険法
及び老人福祉法双方に規定される事業者であるため、それぞれの法律に基
づく書類を作成する必要があり、過大な負担となっている。また、受理・受領す
る側の行政についても同様である。
・「新しい経済政策パッケージ」（平成29年12月８日閣議決定）において、「介
護サービス事業所に対して国及び自治体が求める帳票等の実態把握と当面
の見直しを来年度中に実施するとともに、その後、事業所が独自に作成する
文書も含めた更なる見直しを進め、帳票等の文書量の半減に取り組む。」とさ
れた。
・これを受け、平成30年６月29日に「介護保険法施行規則等の一部を改正す
る省令」が公布され、平成30年10月１日に施行されている。この省令は、文書
量を削減する観点からの対応であり、介護保険法施行規則を含め4本の省令
の改正が行われているが、老人福祉法施行規則の改正は行われていない。
・老人福祉法施行規則においても文書量削減のための改正が行われない限
り、事業者及び行政双方の負担軽減に資することはできないと考える。

「新しい経済政策パッケージ」（平成29年12月８日閣議決定）を踏
まえた帳票等の文書量半減の取組が、①政府をあげて取り組んで
いる「介護離職ゼロ」の実現に向けた取組の一環であること、②各
介護サービス事業者や利用者の負担の軽減に資する取組である
ことから、「介護離職ゼロ」の実現や事業者や利用者の負担の軽
減となることに加え、行政の事務処理負担の軽減にもなる。

・老人福祉法第14条及
び第15条等
・老人福祉法施行規則
第１条の９、第１条の14
及び第２条等

厚生労働省 指定都市市
長会

・平成26年地方分権改
革に関する提案募集提
案事項（管理番号291）
・平成27年４月10日付
け事務連絡（厚生労働
省老健局高齢者支援課
振興課・老人保健課）※
上記提案事項に係る対
応方針に基づく事務連
絡
・平成30 年厚生労働省
令第119 号

千葉県、千葉
市、八王子市、
新潟県、名古屋
市、堺市、八尾
市、岡山県、愛
媛県、福岡県、
宮崎市

○介護保険サービス事業所として指定を受けたことにより、老人福祉法としての届出が必要であることを認識していない事業所が多く、届
出の受理等以外にも、個別に事業所に対して説明等行う必要があり、自治体として業務の負担になっている。また、事業者としても、指定
のために2種類の届出を行わなければならないだけでなく、変更内容によっては届出の有無が異なり、事務が煩雑である。これにより、文
書量の削減や自治体及び事業者の負担を軽減できる。具体的には、新規指定では50件のうち32件、廃止届出は53件のうち40件及び変
更届出1,255件のうち941件が二重の届出となっている。老人福祉法の届出が簡素化されれば、事業者と自治体で約2,000枚の文書量及
びこれらに基づく書類審査や事務手続きが削減・軽減できる。
○平成30年に介護保険法施行規則で申請時の必要書類を削減しているが、老人福祉法上で必要書類の見直しが行われていないため、
申請時に必要な書類が削減されていない。
○介護保険法と老人福祉法の整合性が取れていないため、改正前に比べて事業所の届出間違いが増加した。
○事業者の提出すべき書類が多く、事業者、市双方に事務負担がかかっているため支障がある。

276 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

医療・福祉 地域型保育事
業の確認の効
力の制限の廃
止

地域型保育事業の確認の効力
について、特定教育・保育施設
型と同様、施設の所在市町村が
確認を行うことで無条件で全国
に効力を有するよう措置をされた
い。

子ども・子育て支援法においては、児童が居住市町村外の地域型保育事業
（小規模保育事業、家庭的保育事業、事業所内保育事業など）を利用するに
は、居住地の市町村が、事前に施設の所在市町村の同意を得たうえで、当該
施設要件等の確認（法第43条）を行う必要がある。
しかしながら、実際の利用決定は、それぞれの市町村の利用調整の担当者
の間で調整し決定しており、利用の決定後、利用開始前までの間に、上記の
同意や確認を行う必要があるが、利用決定を追認する形となり、形骸化して
いる。
本市及びその周辺の市町村においては、各市町村の区域を越えた通勤等が
一般的であり、それに伴って地域型保育事業についても、居住する市町村の
区域外での利用も行われていることから、同意や確認については事務的に煩
雑であり、事業者や市町村の負担となっている。

形骸化している市町村間の同意や確認についての事務負担を軽
減することができる。また、施設にとって、手続きの簡素化を図り、
利便性の向上が見込まれる。
なお、地域型保育事業の広域利用の手続きは、教育・保育施設と
同様に、居住地の市町村と施設所在の市町村間で行うものである
ため、支給認定漏れや給付漏れといった新たな支障は生じないも
のと考える。

子ども・子育て支援法31
条、43条

内閣府、厚生労
働省

指定都市市
長会

札幌市、大阪
市、池田市、南
あわじ市、広島
市、松山市、熊
本市

○同意や確認については事務的に煩雑であり、事業者や市町村の負担となっている。
○当市及びその周辺の市町にでは、各市町の区域を越えた通勤等が一般的であり、それに伴って地域型保育事業についても、居住する
市町の区域外での利用が一般的に行われている。現行では、地域型保育事業の確認の効力が確認を行う市町村の区域に限定されてい
ることから、広域的な利用を行う場合には、他自治体との同意を得る必要がある。当市は事業者の事務負担の軽減が議会質問等様々な
機会を通じて、要望されており、通知による簡便な方法を実施しているが、各市町と調整の上、同意を不要とする旨の同意書を作成し、確
認申請書類を各市町と受送付する事務等が発生し、市町間での調整業務（協定書の内容についての確認、修正等）が事務負担となって
いる。先般、子ども・子育て支援法の改正があり、「特定子ども・子育て支援施設等の確認」が追加されたが、これに関して他自治体の同
意の必要性が無く理解に苦しんでいる。
○当市において、現在まで、地域型保育事業の広域利用はないものの、発生した場合の事務負担に鑑み必要と考える。
○事業所内保育事業について、同意を不要とする旨の同意書を作成し、確認申請書類を各市町村へ送付する事務等が発生し、市町村
間での調整業務（協定書の内容についての確認、修正等）が煩雑である。
○地域型保育事業に係る確認については、いわゆる「みなし確認」等により手続きが簡略化されているものの、当市においても一定数の
件数が発生しており、また事業所への説明や書類提出を促す作業量も含めた場合には事務負担の増加につながっている。特定教育保
育施設と特定地域型保育事業における確認の性質が異なることは理解しているが、確認の効力が全国に及ぶこととなった場合には事務
の効率化に寄与するものと考える。
○特定教育・保育施設と特定地域型保育事業で確認の効力の範囲に差を設ける必要性があると感じたことがなく、事務負担の軽減の観
点から見直しをお願いしたい。
○当市においては、当市居住児童の利用が想定される近隣市町村との間で、確認に当たり必要とされる同意を不要とする旨の同意に関
する協定を結んでいる。それでも当該施設の確認に関する手続きは必要であることから、当該制度改正により、当市及び施設の事務負担
軽減に資するものと考える。
○当市においても広域的な利用を行う場合、同意書を取得しており、事務負担となっている。

278 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

医療・福祉 障害児入所施
設における重度
障害児支援加
算費の適用要
件の緩和につい
て

重度障害児支援加算費の適用
要件について、障害児入所施設
の小規模グループケア化に対応
できるよう、加算対象の施設要
件を緩和する。

障害児入所施設において、重度障害児を受け入れたことによる報酬の評価
（加算）については、障害児の支援度に係る要件だけでなく、厚生労働大臣が
定める施設基準（①重度障害児専用棟を設ける。②専用棟の定員20名以上
とする。③居室については１階に設ける　等）が設けられている。
本市においては、障害児入所施設について小規模グループケア化を進めて
いるところだが、上記の施設基準（専用棟の定員20名以上等）があるため、重
度障害児を受け入れている小規模グループケアにおいて、重度障害児支援
加算を受けることが出来ない場合が多く、運営面での負担となっている。
（参考）重度障害児支援加算の要件を満たす岡山市の重度障害児の福祉型
障　害児施設入所者数（平成31年３月現在）：25名
⇒このうち、14名が重度障害児支援加算が受けられていない
国としても障害児入所施設について、小規模グループケア化を推進するよう
示している一方で、重度障害児支援加算については定員を20人以上としてい
ることは、制度として一貫していないと考える。

施設基準を緩和することにより、小規模グループケアによる重度
障害児の受け入れの促進が見込まれ、住民サービスの向上に資
するとともに、より安定した施設の運営が可能となる。

児童福祉法24条の２、
児童福祉法に基づく指
定入所支援に要する費
用の額の算定に関する
基準、重度障害児支援
加算費実施要綱

厚生労働省 指定都市市
長会

魚沼市、熊本市 ○当市においては、一部事務組合で障害児入所施設を運営しているが、小規模な施設で総定員が20名であること、豪雪地で1階に居室
を設けることができないこと等から上記の施設基準（専用棟の定員20名以上、居室を1階に設ける等）に該当しないため、重度障害児支援
加算を受けることが出来ず、運営面での負担となっている。施設基準を緩和することにより、小規模施設による重度障害児の受け入れの
促進が見込まれ、住民サービスの向上に資するとともに、より安定した施設の運営が可能となる。（参考）福祉型障害児施設入所者数（平
成31年３月現在）：16名⇒このうち、６名が重度障害児支援加算の対象にもかかわらず、施設要件により加算が受けられていない。重度
障害児に対して必要な支援を行っているにもかかわらず、施設要件により加算が認められないのは、現場の状況や地域性が考慮されて
いないものと考える。
○当市における医療的ケア児を受け入れることができる児童発達支援及び放課後等デイサービス事業所は6ヵ所で定員は1日27人。ま
た、短期入所については2事業所のみとなっており、充実を求める保護者の声もあがっている。施設基準を緩和することで対象児の受け
入れ促進につながる。
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児童福祉法56条の４の
３、保育所等整備交付金
交付要綱、認定子ども園
施設整備交付金交付要
綱ほか

内閣府、文部科
学省、厚生労働
省

指定都市市
長会

札幌市、旭川
市、秋田県、福
島県、いわき
市、須賀川市、
新潟県、愛知
県、豊橋市、豊
田市、大阪府、
大阪市、高槻
市、茨木市、和
泉市、兵庫県、
西宮市、南あわ
じ市、鳥取県、
島根県、徳島
市、愛媛県、高
知県、佐世保
市、大村市、熊
本市、宮崎県、
宮崎市、鹿児島
市、九州地方知
事会

○施設整備にかかる事務手続きや補助金の算定方法が、保育所相当部分と幼稚園相当部分でそれぞれ分かれていることにより、補助
金計算や申請などの事務が煩雑になっている。
○協議書の提出は厚労省と文科省に分けて提出するが、様式は同じものである。そのため、一方の省から修正依頼があると、修正後の
様式をもう片方の省にも送付する必要があり事務が繁雑になる。窓口を一本化することにより事務の効率化が期待される。
○施設の整備については、保育所相当部分と幼稚園相当部分に分けて、それぞれ厚労省と文科省に申請する必要があり、また、協議の
スケジュールが違うため事業者と自治体の双方に相当の事務負担が生じている。また、平成30年度において幼稚園部分の申請時期が２
回しかなかったため、１事業所は保育所部分の補助金だけで工事を行った。
○認定こども園の新増改築に対する補助金の申請手続きについて、一つの施設整備であるにも関わらず、複雑な按分式で教育部分と保
育部分を算出し、かつ申請先が異なり、書類も１つの整備に２種類の申請書や実績報告書を作成する必要があるため、事業者、市町村、
県にとって事務負担が大きい。
○当市で現在予定している同補助金を活用した施設整備においても、それぞれの省で補助金の要綱要領の内容が若干異なること等、制
度が複雑化することによる事務負担の増加が課題となっている。
○制度の所管は内閣府だが、施設の整備については、保育所相当部分と幼稚園相当部分に分けて、それぞれ厚労省と文科省に申請す
る必要があり、事業者と自治体の双方に相当の事務負担が生じている。特に保育室やトイレなどの共用部分については、便宜上、定員等
による按分計算を行っており、煩雑な事務処理が発生している。
○近年、一定の改善がなされているものの、提案団体の主張のとおり、依然として事務が繁雑であるとともに、平成29年度の当市におけ
る認定こども園創設事業において、認定こども園施設整備交付金のみが一方的に予定額の90％に圧縮されるなど、厚生労働省と文部科
学省で統一的な対応がなされておらず、財政的にも不安感・不信感が生じている。また、疑義が生じた事案について都道府県を通じて質
問をしても結局は国の担当者まで通すことになっており、回答に時間がかかることも事務負担の増になっている。都道府県で早期に回答
できる仕組みを構築することも必要と考える。
○幼保連携型認定こども園の施設整備について、厚労省と文科省に所管が分かれていることにより、協議、申請等の手続きはもとより、
問合せ、確認等も両省に行わなければならない。書類作成も両省分で膨大なものとなり、事業費・補助金額の計算における両省分の按分
等も必要で、過大な事務負担となっている。また、厚労省分は直接補助（概算払い）、文科省分は間接補助（精算払い）と補助金交付の手
順も異なっており、予算・決算においても無用な混乱を生んでいる。さらに、両省の内示日に差異があり、片方が遅れたため事業着手が出
来ず、急きょ２か年事業に変更せざるを得なかったという事例も発生している。事業者への損害回避及び自治体の過度な事務負担解消
のため、一刻も早い所管の一元化を強く求める。
○幼稚園部分（文部科学省）と保育所部分（厚生労働省）で、加算、補助率、かさ上げの有無、対象メニュー等、異なる部分があるため、
対象事業費や交付申請額を算出する際の計算や事業者・市町村の作業などが煩雑となっている。内閣府への窓口の一本化にあわせ、
幼稚園・保育所・認定こども園の全てで項目を揃えて、面積や利用者按分で簡易に算出できるような改善が必要である。
○制度の所管省庁が複数に跨がっていることにより、類型により認可・認定基準や、法的立て付けが異なっていることにより、事業者及び
行政ともに事務作業が繁雑化している。また、特に幼稚園型認定こども園について、認可形態としては幼稚園となり、施設監査の法的な
位置付けが非常に不明確となっており、他の類型の認定こども園と比較して監査権限に基づく自治体の関与が不十分と思える状況が発
生している。施設整備補助金についても、一の施設整備において複数省庁からの交付を受ける必要があり、幼稚園部分と保育所部分で
事業費の按分等を行わなければならず、事務負担が増大しているとともに、交付額の算定誤り等が生じる原因となっている。
○同様の支障及び市民サービスに直結しない非生産的な事務が発生していることから、早急な改善を求める。
○同一施設の整備であるにも関わらず、厚生労働省と文部科学省の担当者で見解が相違することがあり、その調整に手間がかかる。平
成30年度実施事業で、協議申請した工事がどの整備区分に該当するかについて、当初、両省の担当者で見解が異なったことから、両省
との調整に時間を要し、協議を１回遅らせた事例がある。その事業については、協議が遅れたことから工事の着工が後ろ倒しとなり、結果
として認定こども園への移行を１年間遅らせることとなった。
○厚生労働省と文科省に分けて申請するために認定こども園整備費の事業費を面積按分しているが、竣工時の建築確認検査等におい
て当初の建築面積が変更になる場合があり、面積按分にも影響が出るケースがある。事業費及び補助額にも影響があるため、変更申請
の処理等が必要になり、補助を受ける認定こども園の設置者及び市において事務処理が煩雑になっている。また、厚労省と文科省それ
ぞれで、内示時期や補助対象外の考え方も異なるため、市及び事業者にとっても煩雑な事務処理が発生している。
○当市においても幼保連携型認定こども園の整備を行う際、一つの建物に対し、厚生労働省と文部科学省の双方に補助協議等を行う必
要があり、それぞれの補助額を算出するにあたり、対象経費を保育所相当分と教育相当分に按分する必要がある等、事務が煩雑化して
いる。補助財源が一本化されれば窓口も一本化され、対象経費を按分する必要もなく、事務の効率化が図られる。
○当市においても、平成29・30年度に幼稚園を認定こども園に整備する事業を実施したが、提案市と同様、交付金申請時等において、２
か所への協議の手間や煩雑な按分作業等を経験し、事業者と自治体の双方に相当の事務負担が生じた。
○当県でも申請事務が繁雑であること、照会する内容によって窓口が異なっていることで統一的な見解を求められないことなど支障をきた
している。
○平成30年度において、両交付金を活用して整備した施設のうち約半数が認定こども園であるところ、同一の内容を厚生労働省と文部科
学省に協議・申請している施設は当県でも多数ある。さらに、内示（内定）後の交付申請や支払請求の時期が同一でないことも、自治体等
の事務が繁雑にしている。
○認定こども園の新増改築に対する補助金の申請手続きについて、一つの施設整備であるにも関わらず、教育部分と保育部分で申請先
が異なり、書類も１つの整備に２種類の申請書や実績報告書を作成する必要があるため、事務負担が大きい。また、内示後の工事着手と
なっているが、内示時期が異なることがあり、工期に影響が出ることがある。（平成29年度10月協議分の内示　文科省平成30年２月２日、
厚労省平成29年12月８日）また、実際に平成29年度10月協議分では、内示時期に２ヶ月ほどのズレがあったことから、当初予定していた
年度内に工事完了が難しく、工事を次年度に遅らせたという事例があった。
○当市においても煩雑な事務に苦慮しており、事務負担軽減のために手続きの簡素化の必要性を感じている。
○保育所等整備交付金を活用しているが、共用部分の按分計算が必要となっているため、事務が煩雑となっている。
○一施設の整備内容であるにもかかわらず、厚生労働省部分と文部科学省部分に分かれていることで、別々に申請を行う必要が生じて
おり、また、按分計算については交付金の重複請求を招く懸念もあるなど、事業者、都道府県、市町村において事務処理が煩瑣となって
いる。
○当市も按分計算等で事務の煩雑さに苦慮している。また事業者の事務の負担も大きいため、是非とも一本化してほしい。
○厚生労働省と文部科学省それぞれの補助制度があるため事務執行が負担となっている。
○申請後の交付決定にあたり、各省の予算確保の状況等により大幅な時期のずれが生じ、一方の交付金が交付決定なされているのに
他方が未決定という状況で、なかなか事業に着手できず、工事の完了が遅れ、結果的に開園が年度始まりに間に合わなかった事例も
あった。（待機児童解消の施策に影響が生じた）
○幼保連携型認定こども園の施設整備において、共有部分である倉庫の按分について、煩雑な事務処理が発生している。また、時期や
時間帯によって使う認定区分が違うため、妥当な判断が難しい。

282 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

医療・福祉 幼保連携型認
定こども園に係
る制度及び施設
整備の所管の
一元化

幼保連携型認定こども園に係る
制度及び施設整備の所管の内
閣府への一元化を求める。

制度の所管は内閣府だが、施設の整備については、保育所相当部分と幼稚
園相当部分に分けて、それぞれ厚労省と文科省に申請する必要があり、事業
者と自治体の双方に相当の事務負担が生じている。
特に保育室やトイレなどの共用部分については、便宜上、定員等による按分
計算を行っており、煩雑な事務処理が発生している。
（申請窓口の一元化等事務手続きの簡素化を求めるもの）

幼保連携型認定こども園の施設整備において、保育所相当部分と
幼稚園相当部分の区分をなくし、窓口を一本化することにより、同
一の内容で2か所に協議・申請する手間や、煩雑な按分計算、修
正が生じた際の調整連絡等が不要となり、事業者、自治体の事務
の効率化が期待される。



別添１

厚生労働省（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案）

区分 分野 団体名 支障事例

所管部署・
担当者連絡先

提案区分
その他
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提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例
制度改正による効果

（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効率化等）
根拠法令等
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・関係府省

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞
管理
番号

団体名 回答欄（各府省）

293 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

医療・福祉 保育所等の実
地監査の効率
的な実施方法の
周知等について

保育所及び幼保連携型認定こど
も園の実地監査について、監査
内容の弾力的な運用を検討する
にあたり、好事例や留意事項を
示すなど、効率的な実施方法を
周知していただきたい。

保育所に対する実地監査については、全ての施設に対して年1回以上実施す
ることとされている。さらに認定こども園など複数の施設の実地監査もあること
から、監査を実施する自治体の負担になっているとともに、監査を受ける施設
側にも大きな負担となっている。
指導監査の方法については、厚生労働省通知により、「前回の指導監査の結
果等を考慮した弾力的な指導監査を行うこと」とされているが、監査内容の簡
素化等を検討するにあたり、施設の安全や職員の負担等に配慮しつつ、どの
ような対応が考えられるのか検討に苦慮しているところ。
保育の質の確保や子どもの安全を確保するために、実地監査は必要である
と理解しているが、保育料の無償化に伴い、年１回以上の立入調査を行うこ
とを原則としている認可外保育施設の増加など、監査対象施設が増えること
が予想されるなかで、１施設に充てることができる時間も限られ、安全対策を
含めた保育内容、施設・設備の状況、職員の処遇状況、経理状況など適切な
監査の実施が難しくなっている。
【監査対象施設数（中核市実施分除く）】
・保育所：199、幼保連携型認定こども園：44　（１施設当たりの所要時間は ２
～３時間。施設規模、指摘状況によって長時間に及ぶケースもあり）
・認可外保育施設：38　（１施設当たりの所要時間は １～２時間）
計  281施設

保育料の無償化に伴い、年１回以上の立入調査を行うことを原則
としている認可外保育施設の増加など、監査対象施設が増えるこ
とが予想されるが、効率的な監査の実施ができるようになり、事務
負担の軽減に資する。

児童福祉法施行令第38
条、就学前の子どもに関
する教育、保育等の総
合的な提供の推進に関
する法律第19条第１項、
「児童福祉行政指導監
査の実施について（通
知）」、「就学前の子ども
に関する教育、保育等
の総合的な提供の推進
に関する法律に基づく幼
保連携型認定こども園
に対する指導監査につ
いて（通知）」

内閣府、文部科
学省、厚生労働
省

富山県 福島県、須賀川
市、石川県、豊
橋市、大阪府、
八尾市、南あわ
じ市、広島市、
松山市、宮崎県

○実地監査の対象施設が増加する一方で、人員や時間は限られており、年１回以上実施することは、年々困難になっている。
○認可保育所・認定こども園の指導監査と、認可外保育施設の立ち入り調査を行う部署が分かれており、提案団体と同様の状況ではな
いが、子どもの安全確保、保育の質の向上等の観点から、指導監査、立ち入り調査で行う確認・指導等に求められるものは年々高度化し
ており、事務負担軽減の点から、実地監査の効率的な実施につながる対策が必要である。
○認定こども園に対する「建学の精神に基づく特色ある教育活動の展開を踏まえた対応」など、対象や内容を明確に示していただきたい。
○当県においても、提案団体と同様、保育所等に対する実地監査が多大な負担となっており、その実施方法の効率化が課題である。（※
監査対象施設数（中核市実施分除く）…保育所：162、幼保連携型認定こども園：86（１施設当たりの所要時間は２～３時間。施設規模、指
摘状況によって長時間に及ぶケースもあり）、認可外保育施設：23（１施設当たりの所要時間は１～２時間）計  271施設）
○当市でも保育園、認定こども園、地域型保育事業所の施設数が年々増加しており、実地監査の効率化が必要であり、好事例や留意事
項を提示いただければ業務負担の軽減につながる。
○当県においても、提案団体と同様、弾力的な指導監査の実施方法等について、検討を行っているところであり、今後の検討に資するた
め、弾力運用の具体的な内容や留意事項、さらには、優良事例等を示していただきたい。
○当県では、令和元年５月30日付け厚生労働省子ども家庭局保育課からの事務連絡「児童福祉法に基づく保育所等の指導監査の効率
的・効果的な実施について」により、実地で行う監査対象件数が大幅に増加したことで対応に苦慮しているところ。各施設種別毎に実地監
査の効率的・効果的な実施方法（ガイドライン）について、具体的に示していただきたい。
○年１回以上とされている立入調査について、実地だけではなく、実地や書面、集団指導など、地方の実情に合せた実施ができるよう、地
方自治体が自ら判断できるようにされたい。

294 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

医療・福祉 病児保育事業
の配置基準緩
和可能地域の
明確化

病児保育事業において、「離島・
中山間地その他の地域で病児保
育の利用児童の見込みが少な
いと市町村が認めた上で、医療
機関併設型で定員２人以下の場
合」には、配置基準を緩和して実
施できることとされているが、「離
島・中山間地その他の地域」を明
確化すること。

病児保育事業の実施については、要綱において離島・中山間地域を念頭に
保育士及び看護師等職員の配置が条件付きで緩和されているところ。
他方、要綱上当該緩和は「離島・中山間地域その他の地域」が対象となって
おり、「その他の地域」に具体的に含まれるかどうかについては明確になって
いない。
金武町は合計特殊出生率が2.00を超えており、離島や中山間とは異なる理由
で保育士等職員の不足が深刻化しているが、当該地域においても、「その他
の地域」に含まれると考えて、緩和した配置基準で病児保育事業を実施して
よいか不明確である。

病児保育事業の規制緩和に係る対象を明確化することにより、地
域医療機関との連携した病児保育事業が実施できることとなり、
子育て世帯への支援が向上し、少子化対策に資する。

児童福祉法、病児保育
事業実施要綱

内閣府、厚生労
働省

金武町 南あわじ市 －

内閣府、厚生労
働省

東大阪市 旭川市、仙台
市、秋田県、横
浜市、川崎市、
大阪府、大阪
市、高槻市、茨
木市、富田林
市、兵庫県、鳥
取県、島根県、
広島市、松山
市、熊本市、宮
崎県、宮崎市

○幼児教育・保育の無償化に伴い、当該施設・事業を利用する認定保護者への給付が事業開始日から行われるためには、認可外施設
については、事業開始日までに、都道府県への届出・市町村の確認が行われている必要があることから、都道府県に対しても迅速な状況
提供を求める。
○企業主導型保育事業の地域枠利用者の中に認可施設に入所できなかった待機者がいる。地域枠の把握や空き状況などの情報を把握
できないため、利用を希望する待機者に正確な案内ができず苦慮する場面が多い。空き状況を常時確認できるページ（インターネット）の
公開など情報提供を望む。
○本市でも同様に、児童育成協会に企業主導型保育事業の質問をした際の回答に時間が掛かる場合が多く、その回答も不明確な場合
があるため、事務的な負担が生じているもの。
○平成30年度においては、内示については情報提供があったものの、最終的な交付決定の状況については情報提供されておらず、開所
状況の把握が困難であった。企業主導型保育事業の開所状況については、国から依頼のある「子育て安心プラン実施計画」の実績値に
も含めることとされていることから，迅速な情報提供を求める。
○児童育成協会からの助成決定に係る自治体への情報提供については、助成決定を受けた翌年度の５月～６月頃まで一切行われず、
以下のような多様な問題が生じている。
①自治体において、管内で実施されている事業者の把握ができない
②地域住民や施設利用者から問合せ等を受けても、当該事業者が企業主導型保育事業実施者かどうかすら分からない
③待機児童対策の受け皿として位置付けられているものの、市町において利用希望者への情報提供ができない
④待機児童数の算定に正確に反映できているかどうか不明確
○企業主導型の定員変更は比較的自由にできるうえ、事業者の都合によって助成対象外となり、企業主導型保育施設でなくなる事が可
能と聞いている。利用希望者に対してはもちろんだが、議会質問や子ども・子育て会議、待機児童調査、子ども・子育て支援事業計画にも
影響するため、その都度、開設・助成申請取りやめ予定施設と連絡を取る必要があり、迅速で正確な一元化された情報提供が必要とな
る。
○企業主導型については、担当課で正確かつ最新の情報がわからないこともあるので、情報の共有がスムーズになれば、待機してる保
護者にも情報を紹介できることになる。
○30年度に内示・助成決定した施設についても、児童育成協会は年度内に公表できず、待機児童解消に効果を発揮しているとは言い難
い状況であり、市町への情報提供をよりスムーズに行うようにしていただきたい。
○平成30年度の運営費助成及び施設整備費助成決定情報について、児童育成協会から全く連絡がないため、認可外保育施設の開設届
をもって初めて助成決定されたことを把握している。施設を指導する立場にある県においては開設状況を把握できないために適切な指導
ができないこと、市町村においては子ども・子育て支援計画の見直しや特定教育・保育施設で利用調整できなかった際の紹介先として施
設を把握できないことに支障をきたしている。
○本県においても、（公財）児童育成協会から都道府県に対する平成30年度分の助成決定情報の共有が図られなくなったことにより、企
業主導型保育事業の開設の動きについて、事前の把握が困難となり、市町村における利用調整や市町村計画の策定に支障を来してい
る。特に今後は、無償化に伴い地域枠利用者の保育の認定や一時預かり等実施時の施設の確認等が必要になるので、混乱が生じない
よう開設前の情報提供の徹底を要望する。
○開設時期が不透明なので、保護者への周知等が出来ない。（公財）児童育成協会ないし事業実施者から市町村への迅速な情報提供を
求める。
○地域住民などから問い合わせがあった場合に、進捗状況が答えられないことがある。助成決定や開所日等の情報について、迅速に情
報提供を求める。
○企業主導型保育事業は有効な保育資源として考えており、地域枠を整備量に計上しているが、設置状況の把握が遅れることにより、利
用希望者に対して正確な情報提供ができなくなる。
加えて、把握が遅れることで今後の保育所等の整備計画に支障が出る可能性がある。
○企業主導型については、認可外保育施設としての指導監督が必要となるが、助成決定の情報共有がなければ、いつ開設されるかわか
らず、適切な指導が実施できない。
○新規開設施設の情報を１つでも多く提供することで、保護者ニーズに答えることが出来る。保留（待機）児童削減にも繋がる。
当市においては、待機児童調査の時など、特定時点において独自に利用者情報を施設に照会しているが時間を要するため、対応に苦慮
している。

286 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

医療・福祉 企業主導型保
育事業に係る助
成決定の迅速な
情報共有

企業主導型保育事業の助成決
定に係る（公財）児童育成協会な
いし事業実施者から市町村への
迅速な情報提供を求める。

企業主導型保育事業について、（公財）児童育成協会から市町村への助成決
定の情報提供が遅れたために、既に開設している当該保育施設を利用希望
者に紹介できなかった。

利用希望者に対して正確な情報提供ができるようになり、待機児
童の解消に資する。

子ども子ども支援法、企
業主導型保育事業費補
助金実施要綱



別添１

厚生労働省（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案）

区分 分野 団体名 支障事例

所管部署・
担当者連絡先

提案区分
その他

(特記事項)
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例
制度改正による効果

（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効率化等）
根拠法令等

制度の所管
・関係府省

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞
管理
番号

団体名 回答欄（各府省）

295 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

医療・福祉 介護福祉士実
務者研修におけ
る看護師、准看
護師（以下、「看
護師等」とい
う。）の一部科目
（医療的ケア）受
講免除

看護師等が、介護福祉士実務者
研修を受講する際に、一部科目
（医療的ケア）の受講を免除する
こと

介護現場で働く看護師等が、介護福祉士の資格取得を目指し、実務者研修を
受講する場合、平成25年５月23日付け事務連絡「実務者研修にかかるQ&A
集の送付について（その３）」により、看護師又は看護師養成所を修了した者
であっても、450時間以上の教育内容を全て受講する必要がある。
このため、平成30年度に、実務者研修を受講しようとする看護師から「科目
“医療的ケア”について受講免除とならないか」と問合せを受けたが、上記取
扱いにより、「受講免除にならない」と回答せざるを得なかった。
ただ一方で、教育内容のうち、科目“医療的ケア”（受講時間：50時間＋実技
演習）については、喀痰吸引等研修の修了者が受講免除の取扱いとなってお
り、その資格に基づき喀痰吸引等の行為を行うことができる看護師等に対し
て、医療的ケアに関する講義への受講を求めることは、取扱いにバランスを
欠くものと考える。

介護現場において、医療に加えて介護の専門的知識を有し、医
療・介護両方の視点で助言・提案等を行うことのできる看護師等は
非常に貴重な存在である。
看護師等が実務者研修を受講する場合に、科目“医療的ケア”に
ついて受講免除扱いとすることで、看護師等が実務者研修を受講
しやすくなり、介護現場で働く職員の質の向上につながる。
また、科目“医療的ケア”については、看護師等であれば当然身に
つけているはずの内容であり、この科目の受講を免除したとして
も、介護の質の低下につながるおそれはないと考える。

平成25年５月23日付け
事務連絡「実務者研修
にかかるQ&A集の送付
について（その３）」の通
し番号３

厚生労働省 鳥取県、中国
地方知事会

福島県、埼玉
県、徳島県

○当県においても、同様の問い合わせは１件あり、同様に受講免除とならない旨回答した。科目“医療的ケア”については、看護師等であ
れば当然身につけているはずの内容であり、この科目の受講を免除したとしても、介護の質の低下につながるおそれはないと考える。
○当県においても、介護現場で働く看護師等が存在するが、介護現場において、利用者に医療の助言を行いつつ、かつ介護のケアを行
うことのできる看護師等は施設などにとっても非常に貴重な存在である。看護師等の実務者研修受講について、科目免除を行うことで、介
護人材の不足している介護現場にて働く看護師等の定着や増加につながる。
○当県においても同様の相談があり、受講免除にならない旨を回答した。
○平成30年度に、看護師等の資格をもっている方から、同様の問い合わせがあった。事務連絡において、450時間以上の教育内容の受
講が必要とされているため、「免除対象とならない」と回答している。

298 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

その他 個人番号カード
交付事業費補
助金、個人番号
カード交付事務
費補助金及び
社会保障・税番
号制度システム
整備費補助金
に係る都道府県
経由事務の廃
止

個人番号カード交付事業費補助
金、個人番号カード交付事務費
補助金及び社会保障・税番号制
度システム整備費補助金におい
て、都道府県以外の者が補助事
業者となる場合の都道府県経由
事務を廃止すること。

【現行制度】
個人番号カード交付事業費補助金及び個人番号カード交付事務費補助金に
おける補助事業者（市町村）と国との間の交付申請、交付決定及び実績報告
等の事務（以下「交付事務」という。）については、都道府県を経由して行うこ
ととされている。
また、社会保障・税番号制度システム整備費補助金における補助事業者（総
務省所管補助金では都道府県及び市町村等、厚生労働省所管補助金では
協会等）と国との間の交付事務についても、都道府県を経由して行うこととさ
れている。（都道府県が補助事業者となる場合の交付事務は、都道府県と国
とが直接行うこととされている。）

【支障事例】
交付事務は、年度末・当初の極めてタイトなスケジュールの中行わなければ
ならず、大きな事務負荷が生じており、都道府県における業務効率化を阻害
している。
なお、個人番号カード交付事業費補助金及び個人番号カード交付事務費補
助金の交付事務に係るスケジュールについては、平成30年の地方からの提
案等に関する対応方針において部分的に見直しが行われたものの、都道府
県等の事務負担が十分に軽減されているとは言えない状況である。
そもそもこれらの補助金は国の政策により交付されているものであり、短い交
付事務スケジュールの中で敢えて都道府県を経由させる必要性が認められ
ない。本来国が負うべき事務負担を都道府県に転嫁しているのにほかならな
いと考える。

年度末・当初における都道府県の事務負担が軽減され、簡潔な事
務手続きとなるとともに、国が補助事業者との間で直接交付事務
を行うことで、より適正で迅速・確実な予算執行が期待される。

個人番号カード交付事
務費補助金交付要綱、
社会保障・税番号制度
システム整備費補助金
交付要綱

総務省、厚生労
働省

鳥取県 宮城県、鹿沼
市、川崎市、高
山市、浜松市、
愛知県、三重
県、大阪府、兵
庫県、岩国市、
宮崎県

○都道府県にとっても、国の代わりに市町村へ支出負担行為を行うなど、本来必要のない事務を行うことは、多大な負担となっている。
○社会保障・税番号制度システム整備費補助金については、市町村が交付申請を行う際に都道府県が取りまとめ及び審査を行うこととさ
れており、短いスケジュールの中で高い業務負荷がかかっている。

300 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

医療・福祉 里帰り出産時等
における一時預
かり事業の対応
の明確化につい
て

一時預かり事業の利用対象児童
について、里帰り出産時等など、
居住地の保育所に入所・在籍し
ている乳幼児を居住地外の保育
所等でも受け入れ可能かどうか
明確にするとともに、受け入れた
場合の補助金の全国統一単価
の創設や施設型給付の取り扱い
の明確化を求める。

里帰り出産等で里帰り先に帰った保護者は、自治体による児童福祉法の解
釈によって、居住地の保育所等を退所（園）しなければ、一時預かり事業を利
用することができない場合がある。仮に退所した場合、里帰り出産後に居住
地の保育所等に再度入所できるとは限らず、利用者は退所（園）に踏み切る
ことができない。
また、自治体の判断によって、居住地の保育所等を退所（園）せずとも一時預
かり事業の対象とすることができるものの、一時預かり事業に係る広域利用
の場合の補助金や入退所に伴う施設型給付の取り扱いについては不明瞭で
ある。

居住地の保育所等に入所・在籍している乳幼児が居住地外で一
時預かりが可能かどうか、また居住地の保育所等の入退所の取り
扱いが明確となることで、法の解釈で今まで実施していなかった自
治体でも一時預かり事業を実施することができるとともに、自治体
間調整が不要となり事務負担が軽減されることで広域利用が進む
ことから、産前産後の身体的な負担を軽減し、産み育てやすい環
境が整備され、子育てしやすい社会の実現に貢献することとなる。

児童福祉法第34条の
12、児童福祉法施行規
則第36条の35第１号

内閣府、厚生労
働省

鳥取県、日本
創生のための
将来世代応
援知事同盟

旭川市、荒川
区、川崎市、南
あわじ市、米子
市、山陽小野田
市

○当市でも、里帰り出産をする際の一時預かり事業に対する扱いが利用者の居住地と異なるために、案内や調整に苦慮するケースがあ
るため、明確化を求める。
○当該事項については取扱いが不明瞭で自治体によって対応が異なるため、対応の明確化が必要である。
○当団体においても同様の実態があり、保護者の不利益になることが生じる場合もある。制度の明確化が必要と考える。
○当市においては、在籍児童でない場合だけ、里帰り出産での一時預かりを受け入れしてる。（同一児童に二重給付と考えるため）提案
自治体の制度の効果に賛同できると考えるため、明確化されることを要望する。

301 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

医療・福祉 医療機関受診
の際の、身分証
の提示を求める
権限の付与

被保険者証のなりすまし使用へ
の対策として、患者から被保険
者証の提示を受けた際、その内
容に疑義があると医療機関が判
断した場合、医療機関が患者に
本人確認ができる身分証（マイナ
ンバーカード・運転免許証等）の
提示を求めることができる規定を
設けるよう求める。

【根拠法令】
・健康保険法施行規則第53条（抜粋）
保険医療機関等から療養を受けようとする者は、被保険者証を当該保険医療
機関等に提出しなければならない。
・保険医療機関及び保険医療養担当規則第３条（抜粋）
保険医療機関は、患者から療養の給付を受けることをを求められた場合に
は、その者の提出する被保険者証によって療養の給付を受ける資格があるこ
とを確かめなければならない。
【支障事例】
現行法規上は被保険者証の提出のみで保険診療が受けられることとなって
いるが、医療機関が被保険者証のなりすまし使用を疑った場合、医療機関が
任意でその患者に写真付身分証等の提示をお願いしているところである。し
かし、医療機関が患者に対して身分証等の提示を求める行為、患者が医療
機関の求めに応じて身分証等を提示する行為については、どちらも任意行為
の範囲であり、身分証等の提示を拒否されることも起こり得、結果として、医
療機関は被保険者証の提示を受けた以上その者に対して療養の提供を行わ
ざるを得ない状況である。また、なりすまし受診については、未然に防ぐこと
ができたものの、実例が確認されている中で、血液型やアレルギー等の情報
を取り違える可能性もあり重大な医療事故につながる可能性が無いとは言え
ず、これらを防止する観点からも、本提案を行うものである。なお、本提案に
おいては、マイナンバーカードを健康保険証として利用する取組みが浸透す
れば解決するものと思料する。

なりすまし受診を防止することにより、被保険者証の適正利用の
推進が可能となる。また、血液型やアレルギー等の情報の取り違
え等による重大な医療事故の防止につながる。

健康保険法施行規則第
53条、保険医療機関及
び保険医療養担当規則
第３条

厚生労働省 川口市 宮城県、豊橋
市、田川市

○現在は、任意で本人確認書類の提示を求めても、拒否されることがあるため、身分証の提示要求の権限の付与は一定の効果があると
考える。
○過去に少なくとも、２度「なりすまし受診」が発覚し、事務的な作業（レセプトの取り戻しや再請求、カルテの再作成等）が発生している。こ
れは、いずれも、兄弟が同意の上で保険証を貸し借りをしたことによる「なりすまし受診」であった。
○グローバル化がますます進む中、被保険者証の適正な使用を求め、適正な保険給付を行うことは、重要な視点であると考える。



別添１

農林水産省（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案）

区分 分野 団体名 支障事例

畜産・酪農収益力強化
総合対策基金等事業補
助金交付要綱
（平成28年１月20日付け
27生畜第1572号農林水
産事務次官依命通知）

農林水産省 奈良県 福島県、白河
市、栃木県、川
崎市、豊橋市、
京都府、鳥取
県、出雲市、中
津市

○本事業は、例年、補正予算事業のため、翌年度繰越を前提とした事業となっている。その上、内示、交付決定が７月頃であったため、本
事業を活用するにあたり、入札から工期、事務スケジュールが非常にタイトなものとなり、結果、年度内の完成は間に合ったが、施主に余
計な費用が発生してしまった。今後の円滑な事業の活用のためにも、手続きの簡略化、交付決定時期の早期化を望む。
○十分な工期の確保が出来ない事で資材の入手が間に合わず、申請を一度取り下げ、翌年度に再度申請を行った事例がある。
○提出書類作成等の事務手続きが繁雑であり、事業主体、農家の負担が大きく、機械導入事業に時間を要している。
○畜舎の老朽化や経営規模拡大の相談を受けて、計画を立てていくものの、事業を行うのに対して、交付決定後（６月頃）から年度内の
施工完了となると、規模が大きいものでは期間に余裕がなく計画も立てづらい。なお、交付決定前の工事の契約・着工を可能としている
が、補助の採択を受けることができない場合においては、申請者が自費で事業を行うかの判断をしなければならないこともあるため、事業
着手時期を早めるよう対処するのが望ましい。
○畜産クラスター事業については、要望調査から事業着手までに平均で１年程度を要しているのが現状である。年度当初の要望に対す
る予算配分が夏頃あり、すぐに事業申請した場合においても、中央畜産会からの確認事項への回答等のやり取りに時間がかかり、事業
承認は翌年度となるケースが２年連続で発生している。本市でも、畜産農家の高齢化が顕著であり、取組主体からは「自分もいつまで元
気で営農を続けられるか分からない、次の世代に少しでも良い条件で経営を継承するためにも、機械の導入までもう少し急いでもらいた
い」、「とにかく時間がかかりすぎる。そのことを理由に事業の活用をためらう」との意見も協議会へ寄せられている。自給飼料生産関係の
機械等は、使用する場面も限られることから、導入の時期がずれると、機械を使えずに終わってしまうことになるため、事業承認が遅れた
ために作付を見送る可能性もあり、早期に事業着手の承認がおりることを多くの畜産農家が望んでいる。予算配分後の事業参加申請か
ら事業承認までの期間を事業フローの見直し等によって短縮することが出来れば、より多くの畜産農家が事業の拡大や経営の効率化を
早期に図ることが出来るのではないか。
○本事業は、国の12月補正により予算化され、国が翌年度に繰り越すため、契約・着工は７月頃になり、実質半年の工事期間しかとるこ
とができない状況がある。また、畜産施設の資材も特殊なものが多く、生産業者も少ないうえ、資材の発注から納入まで１年以上かかる資
材もあるため、事業への参加を見送り、やむ終えず自費により施工した農家が多々存在する。
提案事項に併せて、当初のように事業を基金化することで、繰越を可能とし、十分な工期をとれるよう変更してもらうと活用できる農家も増
えると思われる。
○畜産クラスター事業（施設整備）については、交付決定からの手続きにおいて十分な期間が確保出来ないことが多く、そのため設計が
補助対象となるところを自己負担とし、年度内完成にようやく辿り着けた事例も存在した。
○当市でも昨年度同事業において、台風災害の影響により、事故繰越しとなった。現行のタイムスケジュールでは、交付決定が７月頃で
あるため、内示後の設計期間も考慮すると、事業期間は大変短期となる。予定外の事案が生じた場合、年度内の事業完了は困難であ
り、事業フローの見直しの提案に賛成する。
○本県においても機械導入事業において、施設整備事業に併せた機械導入が遅延するなど適期導入に支障が生じる事案があり、本提
案が実行されることにより、事業推進の円滑化、効率化が図られると考える。
○国の補正予算での対応ということもあり、交付決定が６月以降にずれ込むため、市町村によっては当初予算への計上が間に合わず、
事業実施が大幅に遅れた事例がある。また、交付決定の後、短期間で事業を実施しなければならないが、入札の不調や機器の在庫切れ
等のトラブルによって、一度事業がストップすれば、年度内の事業完了が難しくなり、結果として、事故繰り越しを選択せざるを得なかった
事例もある。事業開始から時間が経過する中で、要綱・要領等の改正が繰り返されてきたこともあり、事業実施年度で提出様式が統一さ
れていない。このため、取組事業数が多い場合、成果報告、評価報告等を行う際など、様式等の確認・整理が必要な状況であり、非常に
煩雑。当県は事業実施件数が多いため、前年度分の事務手続きをしながら、今年度分の要望調査を行っている状況であり、要望調査の
前倒しや要望調査の審査期間の短縮の必要性は低い。しかし、参加申請後の参加承認通知については、３～４ヶ月要し、飼料収穫時期
に機械が導入できない事例も多くあるため、承認までの期間短縮は必要であると考える。
○本事業は毎年度、補正予算繰越分において当該年度事業の手続きを行っている。そのため、自治体は年度当初での予算化ではなく、
補正予算での対応となり、事業の着手時期が遅延する。このような中、十分な工期確保や事業の進行管理に必要な検討や諸手続きに要
する期間に余裕がない状況である。事務手続きは、極めて短期間での書類の作成・提出を求められることから、取組主体及びクラスター
協議会、市における十分な検討時間が確保できないほか、過密的な業務負担となる。取組主体、クラスター協議会、市などが、申請者側
の立場として必要な手続きを速やかに行うことは理解しているが、農家や関係組織が一体となってこの事業が目的とする効果を発揮する
ためには、地域における協議・検討及び手続事務に必要な十分な期間が確保された事業推進を求める。
○機械導入事業については、本県においても、事業要望調査から事業参加承認までに長い期間を要し、タイムリーな機械導入が出来な
いことから事業要望を取り下げる事例が生じているところ。平成30年度第１回要望調査においては、取組主体の事業参加承認申請が基
金管理団体に受領されてから参加承認を受けるまでに時間を要している状態。(令和元年６月17日現在、最長で133日間参加承認が得ら
れない状況)
○県内で施設整備事業で交付決定後(交付決定前着工届提出後）の契約・着工から完了期限である年度末までの工期が短く、事業を途
中で断念した事例もあり、繰越手続を簡素化するなど工期を十分確保するための事業体制の整備が望まれる。
○施設整備事業については、交付決定時期が遅く、着工が７月頃になってしまう。また、書類等の手続きも煩雑で、地方農政局分と中央
畜産会分があり、提出先、問い合わせ先が混乱する。書類の提出先を一本化し、事務手続きを簡素化すれば、行政機関は事務作業量の
低減が図られ、事業の進捗を詳細に管理できるとともに、協議会はクラスター計画の遂行に重きを置くことができる。機械導入事業につい
ては、事業参加申請から事業参加承認が通知されるまでに長期間を要するケースがあり、そのような場合は、申請農家自体の事業執行
に支障を及ぼすこととなる。提出資料の修正等で、前年度の事業参加承認通知まで達していない農家が多数残っているにもかかわらず、
新たに今年度の要望調査、事業参加申請の作成が加わることによる業務量の増加で、負担を感じている協議会が多い。

管理
番号

団体名 回答欄（各府省）

29 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

農業・農地 畜産・酪農収益
力強化総合対
策基金等事業
に係る事業着手
の早期化

畜産・酪農収益力強化総合対策
基金等事業のうち、施設整備事
業及び機械導入事業について、
事業の早期着手が可能となるよ
う、事務手続の簡素化や執行フ
ローの見直しを行う。

畜産クラスター事業（施設整備事業・機械導入事業）は、必要な事務手続が
多く、時間を要している。
【施設整備事業】
本事業は、交付決定が６月頃であるため、契約・着工は７月頃になることが多
いところ、施設整備に十分な工事期間をとることができず、軽微なトラブルでも
年度内の完成が危ぶまれることもあり、実際に年度内に間に合わず、事故繰
越しとなった事例も存在する。
国としても、交付決定前の工事の契約・着工を可能とすることや割当内示前
の入札公告を可能とすることによって十分な工期の確保に向けた取組を行っ
ているが、この場合、交付決定までのあらゆる損失は協議会の責任とされて
しまうなどの懸念がある。
要望調査と計画提出・承認の事務手続を一本化するなどの事業フローの見
直しによって、事業着手時期を早めることが可能ではないか。
【機械導入事業】
本事業についても、要望調査から事業着手までに数ヶ月を要し、年度初めの
要望でも着工が秋以降となる場合がある。本県では、近年の家畜の暑熱被害
への対応策として、本事業を活用して暑熱対策用の機械整備を行おうとした
が、秋以降になってようやく機器が整備されることが分かり、タイムリーな機械
導入ができないために補助の申請を諦める事例も出てきている。
要望調査を前倒しすることや要望調査の審査期間の短縮等の事業フローの
見直しによって、事業着手時期を早めることが可能ではないか。

農家が必要な時期までに施設整備・機械導入を行うことが可能と
なり、一層の生産性向上や農家負担の軽減が見込まれる。
また、時間のかかる手続きや書類を減らすことができれば、行政
の負担軽減も見込まれる。

所管部署・
担当者連絡先

提案区分
その他

(特記事項)
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例
制度改正による効果

（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効率化等）
根拠法令等

制度の所管
・関係府省

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞
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区分 分野 団体名 支障事例

管理
番号

団体名 回答欄（各府省）
所管部署・

担当者連絡先

提案区分
その他

(特記事項)
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例
制度改正による効果

（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効率化等）
根拠法令等

制度の所管
・関係府省

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞

農林水産省 秋田県、湯沢
市、由利本荘
市、小坂町

栃木県、川崎
市、長野県、京
都府

○養蜂振興法第２条では、飼養者は都道府県へ届出ることとなっているが、その届出に際し、平成24年11月及び平成31年１月に示された
Q&Aには「届出をすれば蜂群を配置してもよいわけではない」「蜂群の配置調整については各府県が地域の状況に応じて適切に判断する
こと」とされている。しかしながら、府では、蜂群配置の判断を行うにあたり、明確な基準が無い中で判断が出来ず、届出に対して拒否も出
来ないため、府内での調整をより複雑にする要因となっている。ついては、府による判断を円滑に行うことが可能となるよう、転飼に係る
当該基準の趣旨や解釈等に準じて必要となる科学的知見（適正群数、適正蜂群間距離の算出方法、蜜源調査方法等）の提供を行って頂
きたい。
○養蜂家によっては全国を移動（転飼）する場合もあるため、全国的にある程度普遍的な判断基準を示すべき。その上で、地域の実態
（植生等）を勘案して都道府県毎に検証するべきであるが、農水省担当に意見しても、初めから各県で設定するように回答されるのみで一
切進展がない。実際に転飼調整を行う場合、判断基準がないためよほどの事情（度重なる虚偽申請、地域との調整不能等）が無い限り不
可とすることが出来ない。養蜂協会からも蜜源に対する適切な蜂群数の検証がされないため、例年並みの飼育群数にする以外ないと苦
情がある。また、適切に検証され、蜜源として余力があると判断されれば、蜂群を増やすこともできると意見があるため、養蜂振興の観点
から国としての取組を求める。それが不可能である場合、国で基準を示せない事について、県として判断しかねるため、「県は蜂群の配置
適正を図るための措置を講ずる」旨記載された養蜂振興法第8条を削除あるいは改正するように求める。なお、他県において転飼を不許
可にしたところ、不許可処分取消請求が地方裁判所へ提訴され、「著しく過剰な状態」と判断する基準が明確となっていないと裁判官から
指摘されたことから不許可を取り消すことで訴えを取下げとなった事例がある。このことからも、今後蜜源に対して過剰な蜂群数となる事を
理由に不許可とすることが極めて困難となるため、早急な対応を望む。
○県外からの転飼は県内養蜂家の季節移動による転飼のみであり、問題となっていないが、蜂群配置をめぐり、蜜蜂飼育者間で毎年トラ
ブルが発生している。飼育届を提出せずに勝手に巣箱を置いている者と既存養蜂家とでトラブルが生じている。新規就農希望者が飼育を
開始する際に既存の養蜂家と折り合いがつかず、新規就農できない事が多い。既得権の主張と新規就農の要望が折り合わない。明確な
基準がないため「適正」「過剰」の判断を示すことができない。具体的な基準があれば、当県もそれを利用し円滑な蜂群配置調整に役立て
ることが可能。
○当県では、各地域で開催している分布調整会議で蜂群配置について調整が図られており、現状で「蜜源に対し蜂群数が著しく過剰」な
状態とはなっていないため、転飼許可申請を不許可とした事例はない。しかしながら、新たに養蜂を始める者に対し、蜂群配置や適正な
蜂群間距離について説明する際、明確な基準や拘束力もないため、理解が得られず調整が難航する事例は発生しており、関係機関や既
存の養蜂業者からはトラブル防止のためには一定の基準が必要であるとの意見が上がっている。
○当県では、他都道府県から本県に蜂群を移動する際の転飼許可に関して、転飼調整会議にて意見徴収のうえ可否を判断をしている。
本県において近年不許可とする事例はないが、趣味的養蜂を含め蜜蜂飼養者が増加している状況では、今後様々なケースが発生するこ
とが想定される。そのため、蜂群配置における適正群数、群数間距離等について、全国統一的な算出方法や調査方法が必要である。

43 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

農業・農地 養蜂振興法に
基づく転飼許可
に係る基準の明
確化等

養蜂振興法に基づく転飼許可及
び蜂群配置に係る調整につい
て、国の通知に示す「蜜源に対し
蜂群数が著しく過剰にならない
限り蜂群の転飼を許可された
い。」という基準の趣旨や解釈等
を明確化すること。
また、地方が許可判断を円滑に
行うことが可能となるよう、当該
基準の趣旨や解釈等に準じて必
要となる科学的知見（適正群数、
適正蜂群間距離の算出方法、蜜
源調査方法等）の提供を行うこ
と。

【現行制度】
養蜂振興法第４条において、養蜂業者が他の都道府県の区域内に転飼する
ときは、あらかじめ、その場所を管轄する都道府県知事の許可を受けなけれ
ばならないとされている。一方、平成24年の生産局長通知では、「蜜源に対し
蜂群数が著しく過剰にならない限り蜂群の転飼を許可されたい」としている。
本県ではこれまで国に対し、蜂群配置における適正群数や適正蜂群間距離
の算出方法、蜜源調査方法等の提示を求めてきたが、平成31年１月に示され
たQ&Aでも「科学者においても統一的見解を示すことは困難」とし、許可判断
に資する具体的な情報はこれまで示されていない。
【支障事例】
平成27年、本県が不許可とした転飼許可申請事案に対し、不許可処分取消
請求が地方裁判所へ提訴された。裁判途中で取り下げとなったため判決に至
らなかったが、「著しく過剰な状態」と判断する基準が明確となっていないと裁
判官から指摘された。
当該基準が明確になっていないため、不許可とした事案に対して不許可処分
取消請求等が提訴された場合に敗訴する可能性があり、許可事務や転飼調
整に支障が出ている。敗訴した場合には県の措置の実効性が失われる事態
が想定される。
県内の転飼許可申請件数は例年250件程度で、平成30年度の不許可件数は
４件だった。県内での配置調整についても合わせるとトラブルは毎年10件程
度ある。養蜂業者からもトラブル防止のためには基準が必要だという声があ
る。

養蜂振興法第４条における転飼許可、及び同法第８条第１項にお
ける蜂群配置の適正等を図るための調整が合理的かつ円滑に行
われる。

養蜂振興法第４条（転飼
養蜂の規制）及び同法
第８条第１項（蜂群配置
の適正等を図るための
都道府県の措置等）
平成24年11月１日付け
24生畜第1518号「養蜂
振興業法の施行につい
て」（農林水産省生産局
長通知）
平成29年８月24日付け
29生畜第581号「養蜂振
興法の適切な運用につ
いて」（農林水産省生産
局畜産振興課長）
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区分 分野 団体名 支障事例

管理
番号

団体名 回答欄（各府省）
所管部署・

担当者連絡先

提案区分
その他

(特記事項)
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例
制度改正による効果

（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効率化等）
根拠法令等

制度の所管
・関係府省

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞

福井市 苫小牧市、盛岡
市、宮城県、仙
台市、山形市、
須賀川市、川崎
市、岐阜県、高
山市、豊橋市、
新城市、出雲
市、徳島市、香
川県、八幡浜
市、熊本市、宮
崎県、宮崎市、
鹿児島市

○各種補助事業で行う森林整備にあたり、所有者不明森林が存在した場合、固定資産課税台帳を利用した探索を試みても上記の制限
がかかるため、その探索に大きな労力を費やし、森林の適切な整備や管理にも支障が出ている。
○森林整備の集約化事業を進めるにあたり、土地の所有者情報を調査していくことがあるが、その際、情報として頼れるのは土地登記簿
のみである。そのため、現住所が変更になっていたり、亡人名義のままの場合、追跡調査が必要となるが、戸籍や住民情報の照会のみ
では、現に所有する者の特定ができず、かつ税務課の納税義務者情報等も有効な手がかりとなるのだが、平成24年４月１日以降に新た
に森林の所有者となった者に限定されてしまうと、事務が円滑に進まないことが今後も懸念される。本年度より「林地台帳制度」や「森林
経営管理法」も施行されたため、早急な制度改正が求められる。
○固定資産課税台帳に記載されている森林所有者等に関する情報の利用について、平成24年３月31日以前に森林の土地の所有者と
なった者の登記簿と異なる台帳記載情報についても、行政機関の内部で利用できるようにすることは、当市においても森林整備を円滑に
行う上で有効であると考える。令和元年度から新たに林地台帳制度が始まり、制度をより有効に活用していくため、さらに税情報を活用で
きる範囲を広げ、林地台帳にも登記簿と異なる課税台帳記載情報を記載できるようしていただきたい。同じく令和元年度から市町村への
譲与が始まった森林環境譲与税を財源とすることができる「新たな森林管理システム」も始まり、森林整備に円滑につなげて行くために税
情報の活用範囲の拡大の必要性が益々高まっている状況がある。
○平成31年度から施行された森林経営管理法では、適切な経営管理が行われていない森林について、市町村が森林所有者の意向調査
を実施することとなっている。都道府県が直接実施する事務ではないが、管内の市町村が事務を行う際に、登記情報だけで森林所有者を
特定することが困難なケースが想定され、固定資産課税台帳の利用が有効である。
○平成24年４月１日より前に森林の土地の所有者となった者に関する登記簿と異なる固定資産台帳情報は現行制度では活用できないの
で、今後森林経営管理法における森林所有者への意向調査を行うことや林地台帳の精度向上のための調査に支障が出ると考えられる。
○森林法第191条の４に定める林地台帳において、台帳の所有者情報（現に所有する者の情報）の更新にあたっては、固定資産課税台
帳の情報が重要な情報源となるが、林務部局で得られるその情報に制限があるため、台帳を更新し精度を向上させることができない。結
果的に森林法施行令第10条に定める林地台帳の情報提供にあたって、依頼者に正確な情報を提供することができず、森林施業の適切
な実施や集約化の推進の支障となっている。その他、森林所有者の正確な情報が不足していることにより、森林法第10条の８第１項の伐
採及び伐採後の造林の届出の受理事務や、森林経営管理法第5条の所有者意向調査等の事務の遂行に支障となっている。
○森林法第191条の５第２項に、「市町村は、森林の土地に関する情報の活用の促進に資するよう、林地台帳のほか、森林の土地に関す
る、地図を作成し、これを公表するものとする」と規定されているが、林小班が存在しない土地情報は固定資産税課税台帳から取得するこ
とができず、林小班周辺の用地状況が把握できないため、林小班が存在しない土地の地番および用地境界の情報も取得できるよう規制
を緩和してほしい。
○当市では伐採届、森林の土地の所有者届の受理等、森林所有者の特定をする際に森林簿や登記簿謄本で確認を行っているが、相続
等による登記が行われていない土地もあることから、必ずしも現所有者と一致するものではなく、所有者の特定に時間を要している現状で
ある。
○提案市が挙げている支障事例に加え，当市においては次の事例について支障がある。森林法の規定において，令和元年度より公表す
ることとされている「林地台帳」の整備において，森林所有者情報の精度向上に支障がある。また，市町村森林整備計画の作成にあた
り，森林所有者等の意見を徴取する場合において，森林所有者情報が必要となるが，その精度向上は効率的な事務の実行に向けて必
須事項と言える。
○森林経営管理制度を推進するためにも必要な、市町村で整備する林地台帳の森林所有者情報等の精度向上のためにも固定資産課
税台帳情報の活用が必要であり、また、森林経営管理法において、森林所有者が不明であることが明らかになった森林は、市町村が所
定の探索を行った上で公告、裁定を経て経営管理集積計画を作成することとなるが、固定資産課税台帳が利用できれば所有者が分かる
場合であっても、上記の制限から所有者不明森林として扱うことになってしまい、当制度を適切に運用していく上で支障になりかねない。
○平成24年４月１日以降、新たに森林の土地の所有者となった旨の届出の義務がある者に関する登記簿と異なる課税台帳記載情報に
限り、地方税法第22条の守秘義務が課される情報に該当しないこととされているが、平成24年４月１日以降に新たに森林の土地所有者
になった者の情報か、（土地の所有者となった旨の届出義務がない）所有権を移転せず変更された住所か判別できないとのことから、税
務部局からの提供を受けることができていない。そのため、経営管理意向調査を行う際の森林所有者の調査が円滑に進まないなどが懸
念される。
○森林法第191条の４により、各市町村は１筆の森林の土地ごとにその森林の土地に関する事項を記載した林地台帳を作成することとさ
れている。その記載事項の一つとして「現に所有している者・所有者とみなされる者」があり、当市においては税務部局と検討を進めた
が、法的に認められているのは平成24年４月１日以降に新たに森林の土地の所有者となった者の課税情報のみとされているため、情報
提供を受けられなかった。そのため、市で独自に調査票を森林所有者へ送付し、調査を行った。送付先の特定のためには法務局の登記
簿情報を使用するしか方法がなく、情報が古いため発送に至らないか、発送しても宛先不明で返送されて来るものが多くあった。調査票
が所有者へ届き、市へ提出があったとしても、指定した記入方法を無視した記述が多いため、回答内容にバラつきがあり、取りまとめる作
業が膨大である。平成24年４月1日より前に森林の土地の所有者となった者に関する登記簿と異なる固定資産課税台帳記載情報も活用
が可能になることで、データによる情報の整理が可能で、作業の軽減や誤った情報整理も避けることができる。林業専用道整備事業にお
いては、所有者不在の場合には、説明会などで情報収集し、所有者と関わりのある者などの情報を得ているが、上記情報の活用が可能
であれば、円滑な事業遂行が可能である。
○県内においても、税務部局から林地台帳担当部局に対して、平成24年３月31日以前の情報が提供されない市町村があるところであ
る。森林経営管理法において、市町村が行う経営管理意向調査等が円滑な推進に支障となることも懸念されることから、制度の改正を望
む。
○当市でも、今後実施予定の森林経営管理法に基づく経営管理意向調査において、郵送物の返戻があった際に、調査が円滑に進まな
いなど支障が出る可能性があり、森林経営管理法の運用に伴う事項について固定資産課税台帳の情報の行政内部での活用を求める規
定が必要。

49 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

土地利用（農
地除く）

森林法に基づく
行政機関による
森林所有者等
に関する情報の
利用等に係る規
制緩和

森林法に基づき、固定資産課税
台帳に記載されている森林所有
者に関する情報を利用するにあ
たり、平成24年４月１日以降に新
たに森林の土地の所有者となっ
た者に限らず、登記簿と異なる
台帳記載情報について行政機関
の内部で活用できるようにするこ
と。

【現行制度】
行政機関内部で森林所有者等に関する情報を利用する場合、森林法第10条
の７の２に規定する森林の土地の所有者に関する情報のうち、税務部局が調
査した結果知り得た情報については、同条が施行される平成24年4月1日以
降、新たに森林の土地の所有者となった旨の届出の義務がある者に関する
登記簿と異なる課税台帳記載情報に限り、地方税法第22条の守秘義務が課
される情報に該当しないこととされている。
【支障事例】
森林法第10条の８第１項の伐採届について、伐採業者等が立木を買い受け
て伐採する場合には伐採業者等と所有者が共同で届出書を提出することさ
れている。当該届出書の記載内容と森林部局で把握している情報とに不一致
があった場合、固定資産課税台帳により確認を行おうとしても上記のような制
限がかかるため、受理等の作業の遅延や、受理自体ができない事態が発生
している。
また森林経営管理法において、経営管理意向調査を行う際に調査が円滑に
進まないことが懸念されるなど、当該法律に基づく制度の適切かつ円滑な運
用にも今後支障が出る可能性がある。

平成24年４月1日より前に森林の土地の所有者となった者に関す
る登記簿と異なる台帳記載情報も活用が可能になることで、地方
自治体の事務の効率化・迅速化に繋がるだけでなく、森林法や森
林経営管理法の目的である森林の適切な管理や経営にも資す
る。

森林法第10条の７の２、
第191条の２第１項、森
林法に基づく行政機関
による森林所有者等に
関する情報の利用等に
ついて（平成23年４月22
日付け23林整計第26
号）、固定資産税課税台
帳に記載されている森
林所有者に関する情報
の利用について（平成24
年３月26日付け23林整
計第342号）

総務省、農林水
産省
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○固定資産課税台帳に記載されている森林所有者等に関する情報の利用について、平成24年３月31日以前に森林の土地の所有者と
なった者の登記簿と異なる台帳記載情報についても、行政機関の内部で利用できるようにすることは、当市においても森林整備を円滑に
行う上で有効であると考える。令和元年度から新たに林地台帳制度が始まり、制度をより有効に活用していくため、さらに税情報を活用で
きる範囲を広げ、林地台帳にも登記簿と異なる課税台帳記載情報を記載できるようしていただきたい。同じく令和元年度から市町村への
譲与が始まった森林環境譲与税を財源とすることができる「新たな森林管理システム」も始まり、森林整備に円滑につなげて行くために税
情報の活用範囲の拡大の必要性が益々高まっている状況がある。
○平成31年度から施行された森林経営管理法では、適切な経営管理が行われていない森林について、市町村が森林所有者の意向調査
を実施することとなっている。都道府県が直接実施する事務ではないが、管内の市町村が事務を行う際に、登記情報だけで森林所有者を
特定することが困難なケースが想定され、固定資産課税台帳の利用が有効である。
○平成24年４月１日より前に森林の土地の所有者となった者に関する登記簿と異なる固定資産台帳情報は現行制度では活用できないの
で、今後森林経営管理法における森林所有者への意向調査を行うことや林地台帳の精度向上のための調査に支障が出ると考えられる。
○平成24年度以降、新たに森林の所有者となった者の届出面積は、民有林全体の0.7パーセント（平成28年度末）に過ぎず、また平成28
年度に地籍調査を実施した結果では、登記簿で所有者が分からない森林は、筆数で全体の約４割に及ぶ。現在、新たな森林管理システ
ムにおいて、所有者不明森林に対する特例等が設けられているが、本制度の核となる市町村の推進体制が課題とされる中、より円滑に
林地の集約化を進めるため、固定資産課税台帳に関するすべての情報を市町林務部局へ提供可能とする制度が必要である。
○森林法第191条の4に定める林地台帳において、台帳の所有者情報（現に所有する者の情報）の更新にあたっては、固定資産課税台
帳の情報が重要な情報源となるが、林務部局で得られるその情報に制限があるため、台帳を更新し精度を向上させることができない。結
果的に森林法施行令第10条に定める林地台帳の情報提供にあたって、依頼者に正確な情報を提供することができず、森林施業の適切
な実施や集約化の推進の支障となっている。その他、森林所有者の正確な情報が不足していることにより、森林法第10条の８第１項の伐
採及び伐採後の造林の届出の受理事務や、森林経営管理法第5条の所有者意向調査等の事務の遂行に支障となっている。
○森林法第191条の５第２項に、「市町村は、森林の土地に関する情報の活用の促進に資するよう、林地台帳のほか、森林の土地に関す
る、地図を作成し、これを公表するものとする」と規定されているが、林小班が存在しない土地情報は固定資産税課税台帳から取得するこ
とができず、林小班周辺の用地状況が把握できないため、林小班が存在しない土地の地番および用地境界の情報も取得できるよう規制
を緩和してほしい。
○提案市が挙げている支障事例に加え，当市においては次の事例について支障がある。森林法の規定において，令和元年度より公表す
ることとされている「林地台帳」の整備において，森林所有者情報の精度向上に支障がある。また，市町村森林整備計画の作成にあた
り，森林所有者等の意見を徴取する場合において，森林所有者情報が必要となるが，その精度向上は効率的な事務の実行に向けて必
須事項と言える。
○森林経営管理制度を推進するためにも必要な、市町村で整備する林地台帳の森林所有者情報等の精度向上のためにも固定資産課
税台帳情報の活用が必要であり、また、森林経営管理法において、森林所有者が不明であることが明らかになった森林は、市町村が所
定の探索を行った上で公告、裁定を経て経営管理集積計画を作成することとなるが、固定資産課税台帳が利用できれば所有者が分かる
場合であっても、上記の制限から所有者不明森林として扱うことになってしまい、当制度を適切に運用していく上で支障になりかねない。
○「森林簿」の森林所有者情報の精度が低いことに加え、自助努力のみでは森林所有者の把握に限界があることから、森林経営計画の
森林所有者と森林簿の森林所有者が異なる場合がある。森林法第17条の２（死亡、解散又は分割の場合の包括承継人に対する効力等）
の中で、同項の包括承継人は、農林水産省令で定めるところにより、市町村の長にその届出書を提出しなければならないとなっている。し
かし、平成24年4月1日以前に包括承継された場合は、施行日前に所有権を取得していることから、土地の所有者の届出の義務が生じな
いため、森林法第191条の２に該当しない。そのため、包括承継人の届出の添付資料として登記事項証明その他の原因を証明する書面
の提出が必須でないことから包括承継人の確認が申請書のみの確認となる。その結果、森林経営計画と森林簿が異なった状況で包括承
継人の届出のみで森林施業の集約化や路網の整備を進めることとなり、包括承継が確実に行われていない場合、森林施業により施業同
意や収益の分配などで支障が生じている。当市としても、森林経営管理法第5条の経営管理意向調査を行う上で、相続がなされていない
森林が多い中で、現状の法律では調査に支障をきたす可能性がある。そこで、経営管理意向調査を円滑に進めるため、平成24年3月31
日以前の税務部局から当該登記簿と異なる台帳記載情報の提供を受けることができるように規制緩和を求める。
○平成24年４月１日以降、新たに森林の土地の所有者となった旨の届出の義務がある者に関する登記簿と異なる課税台帳記載情報に
限り、地方税法第22条の守秘義務が課される情報に該当しないこととされているが、平成24年４月１日以降に新たに森林の土地所有者
になった者の情報か、（土地の所有者となった旨の届出義務がない）所有権を移転せず変更された住所か判別できないとのことから、税
務部局からの提供を受けることができていない。そのため、経営管理意向調査を行う際の森林所有者の調査が円滑に進まないなどが懸
念される。
○以下の支障が生じている。
①森林経営管理法の円滑な実施に支障を来す恐れがある。
②伐採届出制度における、森林所有者の確認に多大な時間を要するため、事務処理の適切な実施に支障が生じている。
③地域林政の実施のための基礎データとして、使える「林地台帳」・「森林簿」にしていくためには、必要不可欠なものと認識。
④町有林の管理・整備に当たって、隣接所有者探索に多大な時間と労力を要している。
○森林法第191条の４により、各市町村は１筆の森林の土地ごとにその森林の土地に関する事項を記載した林地台帳を作成することとさ
れている。その記載事項の一つとして「現に所有している者・所有者とみなされる者」があり、当市においては税務部局と検討を進めた
が、法的に認められているのは平成24年４月１日以降に新たに森林の土地の所有者となった者の課税情報のみとされているため、情報
提供を受けられなかった。そのため、市で独自に調査票を森林所有者へ送付し、調査を行った。送付先の特定のためには法務局の登記
簿情報を使用するしか方法がなく、情報が古いため発送に至らないか、発送しても宛先不明で返送されて来るものが多くあった。調査票
が所有者へ届き、市へ提出があったとしても、指定した記入方法を無視した記述が多いため、回答内容にバラつきがあり、取りまとめる作
業が膨大である。平成24年４月1日より前に森林の土地の所有者となった者に関する登記簿と異なる固定資産課税台帳記載情報も活用
が可能になることで、データによる情報の整理が可能で、作業の軽減や誤った情報整理も避けることができる。林業専用道整備事業にお
いては、所有者不在の場合には、説明会などで情報収集し、所有者と関わりのある者などの情報を得ているが、上記情報の活用が可能
であれば、円滑な事業遂行が可能である。
○大規模集約型林業のモデル実施を進めるにあたり、事業同意の取得に向けた森林所有者調査を行っているが、登記簿に記載されてい
る所有者（平成24年３月31日以前に森林の土地の所有者となった者）が死亡等しており、記載住所が本籍地でない場合、固定資産課税
台帳が利用できなければ追跡が困難となっている。
○県内においても、税務部局から林地台帳担当部局に対して、平成24年３月31日以前の情報が提供されない市町村があるところであ
る。森林経営管理法において、市町村が行う経営管理意向調査等が円滑な推進に支障となることも懸念されることから、制度の改正を望
む。
○当市でも、今後実施予定の森林経営管理法に基づく経営管理意向調査において、郵送物の返戻があった際に、調査が円滑に進まな
いなど支障が出る可能性があり、森林経営管理法の運用に伴う事項について固定資産課税台帳の情報の行政内部での活用を求める規
定が必要。

平成24年３月31日以前に森林の土地の所有者となった者の固定
資産課税台帳記載情報が利用可能になることで、地方自治体の
事務が効率化し、森林法や森林経営管理法を円滑に運用すること
ができる。

森林法第10条の７の２、
第191条の２、森林法に
基づく行政機関による森
林所有者等に関する情
報の利用等について（平
成23年４月22日付け23
林整計第26号）、固定資
産税課税台帳に記載さ
れている森林所有者に
関する情報の利用につ
いて（平成24年３月26日
付け23林整計第342号）

総務省、農林水
産省

高知県、北海
道、徳島県、
香川県、愛媛
県、安芸市、
四万十市、香
美市、大豊
町、佐川町、
梼原町

苫小牧市、盛岡
市、宮城県、仙
台市、山形市、
須賀川市、川崎
市、福井市、岐
阜県、高山市、
豊橋市、京都
市、出雲市、徳
島市、香川県、
いの町、長崎
県、五島市、熊
本市、宮崎県、
宮崎市

64 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

土地利用（農
地除く）

森林法に基づく
行政機関による
森林所有者等
に関する情報の
利用等に係る規
制緩和

固定資産課税台帳に記載されて
いる森林所有者等に関する情報
の利用について、平成24年３月
31日以前に森林の土地の所有
者となった者の登記簿と異なる
台帳記載情報についても、行政
機関の内部で利用できるように
する。

【現行制度】
固定資産課税台帳記載情報の内部利用については、平成24年４月１日以降
に森林の土地の所有者となった旨の届出の義務がある者に関する登記簿と
異なる情報に限って、税務部局から提供を受けることができることとされてい
る。

【支障事例】
森林経営管理法において、森林所有者が不明であることが明らかになった森
林は、市町村が所定の探索を行った上で公告、裁定を経て経営管理集積計
画を作成することとなるが、固定資産課税台帳が利用できれば所有者が分か
る場合であっても、上記の制限から所有者不明森林として扱うことになってし
まい、当制度を適切に運用していくうえで支障になりかねない。
また、森林法第193条の規定に基づき、補助事業（森林環境保全整備事業
等）で行う林道の整備にあたり、その際に必要な用地（林道用地、残土処理
場等）は、森林所有者から無償で使用するための「土地使用承諾書」を提出し
てもらい開設している。所有者不明森林が存在した場合、固定資産課税台帳
を利用した探索を試みても上記の制限がかかるため、その探索に大きな労力
を費やし、結果としてやむを得ず一部ルートを変更する事例もあるなど、森林
の適切な整備や管理にも支障が出ている。



別添１

農林水産省（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案）

区分 分野 団体名 支障事例

管理
番号

団体名 回答欄（各府省）
所管部署・

担当者連絡先

提案区分
その他

(特記事項)
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例
制度改正による効果

（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効率化等）
根拠法令等

制度の所管
・関係府省

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞

農業人材力強化総合支
援事業実施要綱
（平成24年４月６日付け
23経営第3543号農林水
産事務次官依命通知）

農林水産省 青森県、青森
市、八戸市、
黒石市、つが
る市、平川
市、平内町、
鰺ヶ沢町、深
浦町、西目屋
村、藤崎町、
大鰐町、田舎
館村、板柳
町、中泊町、
野辺地町、七
戸町、六戸
町、横浜町、
東北町、六ヶ
所村、おいら
せ町、東通
村、五戸町、
階上町

札幌市、盛岡
市、山形市、白
河市、鹿沼市、
川崎市、新潟
市、福井市、長
野県、豊田市、
京都府、大阪
府、出雲市、高
松市、熊本市、
宮崎県、宮崎市

○本市では、昨年度36名の状況確認を行ったが、対象者との日程調整にかなり時間を要した。県、ＪＡ、農業委員会で構成されている、サ
ポートメンバーのスケジュール調整等にも時間を要している。また、交付対象者にとっても、すべての園地の状況確認のため、圃場が各地
に点在し、遠い場合でも、作業を中断し対応するなど、農作業の妨げになっている。サポートチームも、もちろん他の業務をもっているわけ
で、何度も訪問となると、主の業務がおろそかになっていると思われる。何度も直接対象者にあわずとも、圃場の確認はできるわけで、状
況に応じての対処が望ましい。もちろん、対象者はいつでも、サポートメンバーに相談を求めるものとし、新規就農者の不安を少しでも緩
和できるようにしてほしい。ほとんどの新規就農者には、サポートメンバー以外の、地区の先輩農業者からのアドバイスにより知識を得て
いるのが、実情である。
○当団体においても、本事業は交付対象者が平成30実績で239と多く、審査やデータベースの管理、補助金事務等のほか、対象者ごとに
就農状況確認を年２回行う必要がある。また、平成29年度から新たにサポートチームを整備し、平成29年度以降に採択した交付対象者
（平成30年実績70人）に対して、チームが中心となって就農状況確認を行っており、令和元年度からは、サポートチーム等を構成員とする
評価会を設置し、交付２年目修了後に中間評価を実施し、結果がＢの者にチームで重点指導を行うこととなっており、経営改善に向けて、
濃密指導実施による業務量の増加が見込まれている。そのような中、地域の実情に応じた柔軟なサポート体制の構築は重要と思われ
る。
○本市では、平成30年度までに採択となった者で、就農状況の確認対象となっているものが19件あり、訪問及び提出書類の確認、チェッ
クリストの作成まで含めると１回の状況確認につき丸々一ヶ月程度要している。これが年に２回、加えてサポートチームでの訪問が２回と
なると相当の業務量となり、新規就農者はもちろん、農林事務所、ＪＡの各担当者との日程調整や依頼状、報告書の作成まで含めると年
間で３ヶ月程度は当該業務に要していると考えられる。このことは、担当者の業務の繁雑化だけでなく、交付対象者の営農にも少なからず
影響を及ぼしており、特に７月は大半の交付対象者にとって農繁期にあたるため面談のための時間を作ることで農作業を中断することに
なる。サポートチーム訪問においては、本市でも５名以上の複数対応で交付対象者を訪問することになるが、緊張してなかなかその場で
質問が出ることは少ない。また、農閑期の訪問の際には、圃場に何も農作物がない場合には、対象者の自宅で聞き取りを行うケースが多
く、これもまた書類の提出時の聞きとり等で省略することが出来れば対象者の負担軽減になると考えられる。
○市町村から負担が大きい旨の相談がある。提案のとおり、就農状況報告の確認(470名)及びサポートチームによる就農状況確認(129
名）、さらには中間評価を踏まえた重点対応(73名)などが必要となっており、交付対象者が多くなればなるほど市町村、農業改良普及セン
ターなど関係機関の業務負担は大きくなっている。このため、事務の簡素化・効率化が望まれる。※( )内数値は令和元年度予定数
○本事業における就農状況確認は、毎年１月末、７月末までに交付対象者から提出される就農状況報告の内容を受けて行うこととなって
おり、本市においては、２月上旬、８月上旬に確認を実施している。これに対し、サポートチームによる訪問指導は、４月と10月に実施する
ことが原則とされているが、就農状況確認を実施した時期と近接していることから、日程調整から課題の整理、関係者へ提供する資料の
準備など業務が連続してしまうため、負担感が強く、原則通りに実施することが困難である。また、就農状況確認も訪問指導も、多数の関
係者の日程を調整していく中で時間的な制約が生じることが多く、限られた時間の中で交付対象者の圃場を巡回することが目的化しがち
である。そのため、交付対象者への聞き取りや、本来期待されている指導内容が深まらない傾向にあり、確認後の振り返りや意見の共有
などもままならず、実効性を確保することが課題となっている。本市における交付対象者の作目は、露地野菜と施設野菜が大半を占めて
いるが、その内、露地野菜は５月から10月が繁忙期であり、施設野菜は11月から５月が繁忙期である。それぞれ、就農状況確認を繁忙期
の最中に行っており、更に訪問指導まで繁忙期の期間中に行うことは、対象者にとっては好ましい状況ではない。
○１人につきサポートチームを構築するため、人数、作目が増える度に負担が増える。具体的には、現地訪問や中間評価のための日程
調整が非常に大きな負担となっている。例えばいちご農家、にら農家、米農家といた場合、同じサポートチームのメンバーでそれぞれの農
家を現地訪問できればいいが、それぞれの部門において専門が違うので、チームのメンバーがそれぞれの農家ごとにバラバラになってし
まう。また、訪問先の農家の予定の都合もあるので、農家の都合が良くてもサポートチームの誰かの日程が合わないことが多く、複数日
にわたって現地訪問が必要になることが多く、さらにはその日程を調整するのに相当な労力を必要とする。これらにより、市の担当者の負
担が増えている。なので、サポートチーム各個で対象農家を訪問し、後日報告会などで農家の状況を聞くなどした方が効率は各段に上が
ると思われる。報告会を欠席した場合は文書等で状況報告をしてもらうなど、代替案はいくらでもあると思う。
○今後、更に業務量の増加した場合に対応できない市町村が出てくることが懸念されるため、運用の弾力化が必要である。
○直近の１年間ではほ場確認と就農状況確認合わせて延べ69件28日間である。
本市は市町村合併により市域が広く、ほ場確認に向かうのに多くの時間を要する。また、農業者は、普段から必要があれば、サポート
チームの一員である農業改良普及課職員や農協職員と連絡を取り合っている。ほ場確認と就農状況確認を兼ねることにより、行政職員
の負担を減らすことはもとより、新規就農者にとっても営農に使う時間を確保できるため効果がある。
○本市における交付対象者は、平成30年度実績で16人となっており、他市町と同様に審査やデータベースの管理、補助金事務等のほ
か、対象者ごとに就農状況確認を年２回行う必要がある。また、29年度から新たにサポートチームを整備し、29年度以降に採択した交付
対象者（平成30年度実績５人）に対して、チームが中心となって就農状況確認を行うほかに訪問指導を年２回行う必要がある。メンバーは
市町村・県・JA等で構成するため、新規就農者（交付対象者）の確保に努めれば努めるほど業務量が増すこととなる。さらに、メンバーは
担当者制で代理業務ができないため、市町村では日程調整等にも時間を要している。31年度からは、サポートチーム等を構成員とする評
価会を設置し、交付２年目終了後に中間評価を実施し、結果がＢの者にチームで重点指導を行うこととなっており、更に業務量の増加が
見込まれる。一方、交付対象者にとっても、農繁期に農作業を一時中断して対応しなければならず、青年等就農計画の安定的な履行に
支障が出る恐れがあり、負担が増す状況にある。
○平成29年度から開始された、サポートチームによる交付対象者への就農確認及び訪問指導については、本県においても、市町村、県
（農業改良普及センター）、ＪＡ等の大きな負担となっている。例えば、８月の就農確認と10月の訪問指導について、施設園芸の場合、栽
培開始前の８月の就農確認は実効性が低く、10月の訪問指導と一括実施するほうが、効率的・効果的である。
○本市においても、同様にサポートチーム全員での訪問は日程調整に時間がかかるため、個別による訪問等を可能にした弾力的な運用
ができるようにしてほしい。また、年４回の回数を平成28年度以前のように年２回にし、状況によって増やすなどの対応が可能にしてほし
い。
○交付対象者一人に対して、「経営・技術」は、品目毎に担当が異なっており、「営農資金」は交付対象者の融資先が違うため担当が分か
れており、「農地」に関しても地区毎に担当者が分かれているため、それぞれの担当者と農家との日程調整を行うことは非常に困難であ
る。また資金や農地の担当者は、それぞれ個別に日常的に訪問を行っており、サポート体制での就農状況調査時に、相談はほぼ無かっ
た。そのため、サポートメンバーは、個別訪問でサポートする等の柔軟な対応をお願いしたい。
○本事業では、以前から就農状況確認やフォローアップ面談などの多くの面談が義務付けられていながら、平成29年度から更に付け加
えてサポートチーム面談を行うよう指導があった。交付対象者が多いことから、複数回の面談の日程調整や訪問等に多くの時間を割いて
いたところ、更に複数回のサポートチーム面談を行うということで業務量の増加に繋がっている。ほとんど目的が同じものである面談を何
度も重ねて実施することは非効率的であり、交付対象者からも疑問の声が出始めている。新規就農者および交付対象者が増えていくほ
どそれらのフォローに必要な手間が増えるのは致し方ないが、担当者が割ける労力は限られており、新規就農希望者の掘り起こしや交付
金の交付事務など重要度の高い他業務もあることから、各種面談については効率的に行えるよう弾力的な運用ができるようにしてほし
い。
○本事業については、従来、年２回、巡回調査を実施していたが、平成29年度以降に採択した交付対象者については、新たに構築された
サポートチームによる訪問相談等を２回行う必要があり、計4回、就農状況確認を行っている。さらに、今年度からは、中間評価制度が本
格的に実施されるため、農作業繁忙期の面談等は交付対象者に負担をかけるとともに、行政側にとっても、評価会の開催や報告書とりま
とめ等の業務量の増加が見込まれる。
【当市交付対象者への巡回訪問スケジュール】
５月　　サポート体制による巡回訪問
７月　　交付対象者の考え方による就農状況確認（面談）
８月　　中間評価（面談）
11月　　サポート体制による巡回訪問
１月　　交付対象者の考え方による就農状況確認（面談）
○支障事例に記載の通り、本事業は交付対象者が多く、平成29年度から新たにサポートチームを整備し、平成29年度以降に採択した交
付対象者に対して就農状況確認を行うほかに訪問指導を年２回行う必要がある。メンバーは市町村・県・JA等で構成するため、膨大な業
務量が生じており、また、交付３年目の対象者へ新たに行う中間評価も加わり、面談や評価会など業務が更に膨大となっている。交付対
象者の状況に応じて、抱き合わせで実施することで訪問回数を減らしたり、電話や書面でのやり取りでも対応するなど、弾力的な運用がで
きるようにしてほしい。
○サポートチームが整備された平成29年度以降の採択者について、本市では５経営体と少ないものの、年４回の訪問に際して区担当者
が交付対象者及び関係機関との日程調整に苦慮している状況がみられる。年２回（概ね７月、１月）の就農状況報告・確認は本人からの
提出書類に対する確認が必要となるため面談又は訪問が必須は分かるが、その他年２回（原則４月、10月）のサポートチーム活動につい
ては調整が難しい場合、前者の状況確認と抱き合わせで実施することも可とされたい。例：７月末の状況報告後、調整に時間を要して確
認（訪問）が９月になった場合、タイミングが近い10月のサポートチーム活動（訪問）と抱き合わせで実施する。
○当市では、就農状況報告を受けた後の８月、２月にサポートチームを中心とする就農状況確認を実施しているが、２月においては農閑
期であることから農場に赴かず、主に経営等の課題解決の対応のための面談を行っている。また、サポートチームによる経営状況等の諸
課題の把握及び相談対応については、６月、７月に現地訪問を行うが、サポートチームで参加できない担当者は、個別に訪問いただくこと
で対応している。本市は、積雪寒冷地で作付け期間が５月から10月の半年間であることから、全国一律の基準は、適切と思わない。ま
た、新規就農者のサポートは、病害虫や栽培管理など即時に対応が必要となるものが多く、現状は、新規就農者から、電話やメール等に
より質問が寄せられ、サポートチームの担当者が指導している状況である。このためサポートチームが一堂に会して訪問する必要性は、
ほとんど感じられない。　今後は、中間評価の実施や重点対象者に対する指導強化、平成28年度以降の採択者の就農状況確認、人・農
地プランの実質化など事務量の増大が確実となっていること、スマートフォン等の通信機器の普及により訪問せずに指導を行っている実
態を踏まえ訪問指導の見直しが必要。
○年４回の状況確認が業務として負担となっているのは事実である。「年２回以上の現地確認をした上で、交付主体の判断により、残り２
回を書類や電話等で確認することを可能とする」のであれば、賛同できる。
○当市管内では、今年度中間評価の対象となる新規就農者は29人で、就農状況確認対象者は80人となっている。当市では各区役所に
設置してある農業関係部署ごとに農業次世代人材投資事業に取組んでいるが、提案団体と同様に担当者制であるため、他の職員が代
理で業務を遂行できない面は同じであり、担当者の負担はかなり大きくなっている。よって当市においても、負担を減らしながら効率的か
つ効果的な確認方法を検討いただくよう求めるもの。
○本市でも同様に、年２回のヒアリングを実施しているが、対象者１件に係る時間が多く、業務の繁忙期には重い事務負担となる。また、
今年度より中間評価も必要になってくるために、指摘にある通り弾力化した運用をお願いしたい。

67 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

農業・農地 農業次世代人
材投資事業（経
営開始型）にお
ける新規就農者
に対する就農状
況確認及び訪
問に係る運用の
弾力化

農業次世代人材投資事業（経営
開始型）では、経営開始直後の
新規就農者に対して、「経営・技
術」、「営農資金」、「農地」に関す
る課題を相談対応するサポート
チームを交付対象者ごとに選任
し、就農状況確認や訪問指導に
ついては、それぞれ年２回ずつ
直接訪問により実施するよう指
導されている。
これを、地域の実情に応じ効率
的かつ効果的なサポートを実施
するため、交付対象者の状況に
応じて、抱き合わせで実施するこ
とで訪問回数を減らす、電話等で
対応するなど、弾力的な運用が
できるようにしてほしい。

本事業は交付対象者が多く（平成30実績576人）、審査やデータベースの管
理、補助金事務等のほか、対象者ごとに就農状況確認を年２回行う必要があ
る。
また、平成29年度から新たにサポートチームを整備し、平成29年度以降に採
択した交付対象者（平成30年実績161人）に対して、チームが中心となって就
農状況確認を行うほかに訪問指導を年２回行う必要がある。メンバーは市町
村・県・JA等で構成するため、膨大な業務量が生じている。さらに、メンバーは
担当者制で代理業務ができないため、市町村では日程調整等にも時間を要
している。
例えば、県内で最も交付対象者の多い市では、平成30年度の就農状況確認
対象者が116人、訪問指導交付対象者が37人のため、1回の直接訪問に１～
２か月を要し、年４回で最大８か月分の業務量となる。
平成31年度からは、サポートチーム等を構成員とする評価会を設置し、交付２
年目修了後に中間評価を実施し、結果がＢの者にチームで重点指導を行うこ
ととなっており、更に業務量の増加が見込まれる。
一方、交付対象者にとっても、農作業が忙しい時期に農作業を一時中断して
対応する負担や、複数人対応によって萎縮して気軽に質問がしにくくなる等の
支障が生じているケースもある。
この点、年４回の直接訪問の一部をまとめて実施してよいか国に確認したとこ
ろ、別々に行うよう指導があった。また、積雪により現地確認ができない冬期
間は文書でのやり取りで対応してよいか国に確認したところ、面談で実施する
よう指導があったところ。

年４回の直接訪問を抱き合わせで実施したり、個別訪問や電話等
で対応するなど弾力的な運用を可能にすることで、地域の実情に
応じた柔軟なサポート体制を構築することができる。
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90 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

農業・農地 旧農地法第74
条の２の規定に
基づき国から譲
与された土地に
ついての用途廃
止時の運用の
見直し

旧農地法第74条の２の規定に基
づき国から譲与された土地につ
いて、用途を廃止したときは、原
則、無償で国に返還することと
なっているが、処分までの手続き
に長期間を要するため、手続き
の簡素化を求める。
また、国に返還せずに、都道府
県知事の承認を受けて用途廃止
する場合、一律に代替道路等の
整備が条件とされているが、地
域の実情に応じて、代替道路を
整備せずとも返還不要とできるよ
う運用等の見直しを求める。

【現状】
旧農地法第74条の２の規定により「国から市町村等に譲与された土地につい
て、地元住民から市町村あてに払い下げの要望があった場合等、当該土地を
処分するに当たっては、譲与条件に基づき国へ返還する、または、国へ返還
せず都道府県知事の承認を受けて、用途廃止する必要がある。
【支障事例】
国（農林水産省）へ返還し、払い下げるには、農林水産大臣による不要地認
定及び財務省への引継ぎが必要となり、財務省から処分の手続きを行うこと
となる。財務省への引継ぎに当たっては、実測・境界杭の復元・境界確定が
求められており、引継ぎまでに最低でも２～３年の期間を要している。
また、国への返還不要の場合についても、国の事務処理要領において、譲与
を受けた者による代替道路の整備等が条件として規定されているが、代替道
路整備にも最低でも２～３年程度掛かる。
当該土地は元々農業用道路等、農業用に供すべきものとして譲与されたもの
ではあるが、現実には、譲与対象地周辺地域ではもはや営農が行われてい
ない・山林原野化しており、今後は開墾の予定もないといった地域も散見され
ているところ、迅速な処分が困難となっていることによって、地域における土
地利用の促進に支障が生じている。また、公共事業用地に当該譲与対象地
が含まれてしまう場合も上記の手続き等を経る必要があるため、事業が遅れ
る原因になることが予想される。
以上を踏まえ、返還時の処分までの手続の簡素化、及び、代替道路を整備せ
ず、かつ国へ返還しないで手続を進められるよう運用の見直しを求める。

運用等の見直し等を行うことで、これまでよりも迅速に払い下げ等
することが可能になり、地域の土地利用における利便性の向上及
び行政の効率化に資する。

旧農地法第74条の２、第
80条第１項、農地法関係
事務に係る処理基準に
ついて別紙２第５（２）
（平成12年６月１日12構
改B第404号）、農地法関
係事務処理要領の制定
について４－（３）－ア

財務省、農林水
産省

宮城県 福島県、川崎
市、京都府、鳥
取県、愛媛県

○当団体でも、用途廃止申請まで至るケースは少ないが、農政局へ返還を要するケースとなるか、事前協議する案件は年２～３件程度有
り。譲与後に、周辺環境の変動（住宅が建つ等の市街化）が進んでいる箇所が多く、用途廃止する場合、譲与時点での農業用以外の公
共的な利用（集落と繋ぐための道路、隣接集落等の雨水排水のための水路として兼用など）を整理し、事前協議していることが多い。返還
が生じた場合、通常の国有農地等と同様、財務省への所管換が必要であり、事前協議から所管換の完了までかなりの期間を要している
ケースも多く、早期の土地有効活用に際しては、支障が発生する可能性が高い。この制度が出来た時代背景と現代では、状況は大きく変
わっており、道路又は水路自体が利用されていないケースも見られ、土地の有効活用という観点から、返還しなければならない条件を無
効とする又は公共利用であれば返還は生じない等、大きく緩和することは有効と思慮する。
○公共事業等の事業用地に譲与対象地が含まれる場合に、事業の円滑な実施を妨げる要因となることが想定されるため、手続きに要す
る期間が短縮されるよう、手続の簡素化及び要件の緩和等が必要。
○譲与財産の国への返還やその後の処分にあたっては、土地の処分に期間を要している。法定受託事務である以上、国の一定の関与
が必要な性質であることから、農林水産省や財務省、譲与先である市町村等の関係機関と連携して、処分期間の短縮に努めていきたい
と考えている。

91 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

農業・農地 旧農地法第80
条第１項の規定
により不要地認
定を受けた国有
農地等の管理
にかかる運用の
見直し

旧農地法第80条第１項の規定に
より農林水産大臣が不要地認定
を行った国有農地等について、
国において当該土地を管理する
よう運用の見直しを求める。

旧農地法第78条の規定により都道府県が管理する国有農地等のうち、農業
上の利用に供しないものとして旧農地法第80条第１項の規定により農林水産
大臣より不要地認定がされた筆については、国有財産法第８条により原則農
林水産省から財務省へ引き継ぐこととされているが、引継後の処分先の目処
がつかないものについては、財務省に引継ぎを断られている。現状では財務
省に引継ぎされない筆については、継続して県が管理しなければならなくなっ
ている。都道府県が管理する根拠である旧農地法第78条第２項による法定
受託は「自作農の創設又はその経営の目的に供するため」（同法同条第１
項）に行われているところ、不要地認定された土地はこの目的に沿うものでは
ないため、上記状況は適当なものとはいえない。
なお、平成31年３月末時点で県が管理している国有農地は58筆。そのうち不
要地認定済みが９筆あるが、なかには、平成23年８月に不要地認定されたも
のの引継・処分がされないままとなっているものもある。
現在、管理内容としては見回りなどの現地確認、隣接地権者等への境界確定
の依頼への対応、草刈り、不法占有に対する対応、毎年度の台帳価格改定
作業といった事務処理等を継続して行う必要があるが、人員不足の状況にお
いて、県の事務と直接関係のないこれらの事務を他の業務と併せて実施して
いくのはかなりの負担となっているため、見直していただきたい。

不要地認定がされた筆について、法定受託事務による管理対象
地から除外される等の制度改正がされれば、都道府県における負
担の削減につながる。

旧農地法第78条第１項、
第２項・第80条第１項
旧農地法施行令第15
条、第16条第１項

財務省、農林水
産省

宮城県 福島県、新潟
県、長野県、京
都府、愛媛県

○当団体では、平成31年３月末現在、台帳に登載している国有農地は158筆、不要地認定済みの筆は半分も満たない。「平成31年までに
国有農地を処分出来る状況にする。」という国の方針に基づき不要地認定や17条公告の処理を進めているが、旧所有者の特定等、古い
文書を調査する必要がある、加えて境界確定を進める必要があり、課の体制からも同時に多くの筆を処理することは困難であり、大きくは
進んでいない。財務省は、処分先が明確である道路や水路、払い下げ希望がある筆以外は、所管換を受けないスタンスであり、不要地認
定や17条公告が完了しても、速やかに財産処分（所管換）につなげられないのが現在の状況。加えて所管換の事前協議に時間を要し、さ
らに財務省側担当者の人事異動があった場合、再度最初から説明を求められることもしばしばあり、二度手間となるため負担が大きい。
当課の担当職員も、殆どが他の業務とのかけ持ちであり、見回り、草刈業務発注後の履行確認、住民からの問合せ、境界確定申請の対
応、財産処分のための自主的な境界確定等々、国有農地等の管理には多くの負担がかかっている。自作農創設などの目的を失い不要
地認定された筆は、本来管理を目的としている財産とはなくなっており、財務省へ所管換手続きを進める上で、農林水産省が管理し、処分
手続きを進めることが、適正かつ効率的である。
○当県において不要地認定後の財務省への引継ぎに当たり、以下のような支障が生じている。
１　当県において管理している国有農地のうち不要地認定済みの土地は103筆あるが、引継後の処分先の目途がつかないものについて
は、財務省に引継ぎを受けてもらえないことから、県による管理が続く見込みであること。
２　買収時から祠（管理者不明、地域住民が利用）が設置されている土地について、当該祠の移設又は祠部分の分筆を求められている。
移設は祠の管理者が不明であることから難しく、分筆は、分筆後の土地が県管理のままとなることから、実施が難しい。結果として買受希
望があるにもかかわらず、対応が停滞していること。
３　近年国土調査が実施された土地以外は、全て測量を求められていることから、測量予算の確保、測量の委託手続等に時間がかかる
こと。
４　原則として買受希望がなければ引継ぎが行われないことから、買受希望者が現れた場合であっても、その時点から財務省への引継
ぎ、財務省からの公売等の手続が必要で、時間がかかることから、買受希望者の不利益にもつながっていること。
○平成31年度末時点で、当県が管理している自作農財産344筆のうち198筆が不要地認定済み。農林水産省が既に農業利用目的に供さ
ないと決めた土地であるにも関わらず、財務省への引継ぎが一向に進捗しないことから、本県における自作農財産の管理負担は提案県
以上に大きい状況。管理者として、日頃の見回りや草刈り、不法占有の未然防止等の対応を行うだけでなく、がけ崩れ等災害発生時のリ
スクも負っている。少なくとも不要地認定済みの自作農財産（国有地）については、農林水産省で直接管理するよう見直していただきた
い。

102 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

農業・農地 酪農及び肉用
牛生産の振興
に関する法律に
係る市町村計画
を作成すること
ができる基準の
緩和

酪農及び肉用牛生産の振興に
関する法律に係る市町村計画を
策定できる市町村の基準を見直
し、「飼養密度」の基準を満たさ
なくても策定できるようにするこ
と。

【現状】
市町村における酪農及び肉用牛生産の近代化を図るための計画について
は、省令で定める市町村区域内の飼養頭数や飼養密度（当該市町村の区域
内において酪農経営又は肉用牛経営を営む者の総数をその区域内において
耕作又は養畜の事業を行う者の総数で除して得た数が〇・〇一以上であるこ
と）等の基準に適合する場合に、作成することができる。
【課題】
近年、畜産農家については、生産基盤強化の結果、大規模化が進み、１戸あ
たりの飼養規模は拡大しているものの、飼養戸数が減少していることから、区
域内の飼養頭数の要件は満たしているにもかかわらず、飼養密度の要件を
満たさないため、計画を作成できない市町村が存在する。実際に、計画を作
成できるＡ市の７倍の頭数を飼養するＢ市や、計画を作成できるＡ市の３倍の
頭数を飼養しかつ養畜戸数も上回っているＣ市が計画を策定できないといっ
た状況にある。これらの中には現に計画策定のニーズを有している市町村が
存在する。
計画を作成できないことで、近代的な酪農経営及び肉用牛経営を育成してゆ
くのに適した市町村と認められず、個別の補助事業対象にならないといった
支障が生じており、市町村が、規模拡大を進めながら、畜産振興を図る上で
の障害となっている。

市町村が新たに計画を作成することで、規模拡大を進めながら、
畜産振興を図ることができる。

酪農及び肉用牛生産の
振興に関する法律第２
条の４
同法施行令第１条の３
同法施行規則第２条の２

農林水産省 岡山県、中国
地方知事会

中国地方知事会と共同
提案

川崎市、京都府 ○当団体内でも、一部の市において飼養密度が要件を満たさず、計画を策定できない状況が出てくる可能性があり、当該市には今後の
中核的な担い手となる畜産農家も存在するため、今後の畜産振興施策に支障が出る可能性がある。
○本県においては、今のところ酪農・肉用牛とも計画が作成できないといった事例はない。各々の市町村で諸条件は異なり、畜産を振興
したい市町村を飼育密度のみで除外することは不適と考えられるため、弾力的な運用をお願いしたい。
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122 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

その他 公営競技の施
行団体の指定
に関する都道府
県経由の廃止

公営競技施行団体の指定申請
において、政令市については、都
道府県を経由することなく、国へ
直接申請するよう制度を改正す
ること。

【支障事例】
市町村が公営競技の施行団体となるためには、競馬法等の規定に基づき、２
年おきに総務大臣に指定申請し、指定を受ける必要がある。ちなみに都道府
県は指定が不要である。
県は当該指定を受けるに当たり、総務省通知に基づき、各市町村の提出書
類を取りまとめた上で、指定を受ける財政上の必要性等の意見書を作成し、
総務大臣に提出している。
県意見書は市町村の財政状況等を勘案した指定の必要性を訴える内容とな
る。
当該指定を受けている団体の中に、政令市であるさいたま市（浦和競馬組合
等の構成員）が含まれている場合であっても例外なく、県経由で国へ提出して
いる。
しかし、政令市の決算統計(地方財政状況調査)や起債協議等の業務につい
ては県を経由せずに国に書類を提出しており、財政状況のヒアリング、事務
調整等も総務省が行っていることから、県はさいたま市の財政状況等につい
て直接関与していない。
【制度改正の必要性】
したがって、公営競技の指定とそれ以外（財政状況の把握等）の事務につい
て、整合性が取れていないことから、政令市の当該指定においては、県の意
見書を付すことなく、県を経由せずに直接国に書類を提出すべきものと考え
る。政令市は大都市に見合う財政上の特例が認められているので、このよう
な事務でも配慮が必要と考える。

二重のヒアリング、書類提出後の調整業務等による負担が軽減さ
れ、スマートな事務執行が図られる。
なお、制度改正によるデメリット、特に収益の均てん化における助
言等ができなくなるのではないかという指摘があるが、均てん化に
ついては、公営競技施行団体が周辺団体等と協議し決定するもの
であって、県が施行団体に助言等を行うものではないと考える。

競馬法第１条の２第２
項､モーターボート競走
法第２条

総務省、農林水
産省、国土交通
省

埼玉県、神奈
川県

川崎市 ―

168 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

環境・衛生 外来生物法に
基づく飼養等の
許可制度の規
制緩和

「特定外来生物による生態系等
に係る被害の防止に関する法
律」第５条に規定されている飼養
等の許可に関し付される条件に
ついて、地方公共団体の公益性
を鑑み、報告内容を簡易化する
など、基準の緩和を図ること。

本県では、特定外来生物による農業被害が発生しており、特にクビアカツヤカ
ミキリの被害が増大している。
クビアカツヤカミキリの効果的な防除方法の確立のためには、試験に供する
ために大量の飼養が必要となるが、現状では1頭ずつの増減管理が求められ
ている。
本県が直面しているように年間千頭以上の大量飼養が必要な状況下で、か
つ、逸出防止措置をとっている公共の研究施設内における飼養については、
少数個体の飼養や個人宅での飼養を前提としている管理方法と同様の、１頭
単位、日単位での増減管理を求めることは、必要以上の時間と労力を要し、
本来行うべき試験研究に関する業務の足かせとなっている。
また、クビアカツヤカミキリの幼虫は樹木内部に穿孔して生活するため、外部
から観察しただけでは内部の個体の増減（生死）把握が難しい。
地方公共団体による特定外来生物の研究成果は、地域農家等に還元される
ものであり、民間企業が行う営利目的のものではないことから、機動的な対応
が可能となることを求める。

対象生物の特徴を踏まえた管理方法を設定すること、公共試験研
究機関における適正な管理下での飼養については、報告内容を
簡易なものとする（１日単位の増減管理ではなく月単位や試験終
了時の増減記録にすること、樹木穿孔性の昆虫の場合、採取サン
プル（樹木）毎の管理とすること等）ことなどにより、管理に係る労
力が削減され、効果的な防除や農薬試験等に注力することができ
る。それにより、研究効率が高まり成果も得やすいこと、他の生物
の研究にも注力することができる。
また、生態的特徴を踏まえた上での管理方法を設定することで、そ
の生物の本来の生態に即した環境での農薬の薬効試験等を効率
的に行えるようになるため、更に効果的な駆除方法の確立が可能
となる。

「特定外来生物による生
態系等に係る被害の防
止に関する法律」第５条

「特定外来生物による生
態系等に係る被害の防
止に関する法律施行規
則」第７条

「環境大臣が所掌する特
定外来生物に係る特定
飼養等施設の基準の細
目等を定める件」二十二

農林水産省、環
境省

栃木県、茨城
県、群馬県

愛媛県 ―

農林水産省 埼玉県、茨城
県、栃木県、
群馬県、さい
たま市、加須
市、本庄市、
東松山市、春
日部市、狭山
市、深谷市、
上尾市、滑川
町、鳩山町、
皆野町、小鹿
野町、美里
町、長野県

宮城県、白河
市、川崎市、上
越市、石川県、
岐阜県、兵庫
県、鳥取県、熊
本県、熊本市、
宮崎県、宮崎市

○活動組織が交付金の執行残を返還する場合、要領に基づき当該年度の交付金を受け取ったうえで返還手続きを行う必要があるが、経
由する市町、県にとってもそれぞれ手続きが必要となり負担となっている。当県の例を挙げると、活動組織は県内36市町に所在しており、
執行残がある場合、以下の①～③の手続きを行う。なお、活動組織の段階でも返還手続きは地域での徴収手間や申請手続きが発生して
活動組織に多大な負担を強いており、それらの手続きが不要となる相殺処理を可能として負担を減らすことが必要である。
①活動組織が市町村へ返還申出書を提出し、返還金を納入する。
②次に、市町村が各活動組織からの返還申出書を基に市町村分の返還報告書を取りまとめ、県へ提出し、返還金を納入する。
③最後に、県が36市町村分の返還報告書を取りまとめ、国へ提出し、返還金を納入する。なお、一連の作業には３か月程度の期間を要
する。
○毎年度、執行残が生じた場合、翌年度への繰越金としているが、多面的機能支払交付金制度は５年間の計画であることから、５年目の
活動終了年度には活動組織によって返還額が生じている。相殺交付を可能とすることは、繰越金の減少、返還金発生防止の効果が期待
され、あわせて、返還金が生じた場合の返還報告書や返還金納入などの手続きが省略され、活動組織、行政の事務手続きの負担軽減に
繋がる。
○当県の活動組織は県内19市町に600余り所在している。昨年度、高齢化や担い手不足に伴う対象面積の見直しや転用による農地面積
の減少により、交付金の返還が生じた。一連の作業には４か月程度の期間を要し、経由する市町、県にとって負担となっている。
○活動組織の執行残の補助金返還は、事業の仕組み上、市町村及び県を経由して返還手続きを行うため、それぞれの機関において、補
助金返還に係る手続きが負担となっている。県内各地に所在する活動組織の執行残に係る事務手続きは、各市町村分を取りまとめた上
で、国への返還手続きを行うため、期間を要する。
○これまで、活動継続組織における執行残の返還事例は無いが、今後持越金が増加してきた組織において補助金返還を要する事例も
想定される。
○当県では、市町村毎に交付単価を定めており、地域の実情に合った単価を設定しているところですが、持越金額の増加や余剰金の返
還が生じております。また、毎年度、対象農用地面積の減少や使い切れなかった交付金の返還額が1,500万円を超えており、過年度返還
の予算確保や活動組織からの返還手続きに時間を要しております。よって、各活動組織からの返還額が生じた場合に、翌年度交付金と
の相殺交付が可能となれば、事務手続きの大幅な軽減となり、更に、予算が不足している長寿命化へ割当が可能となり、年度交付金を有
効に活用することができる。
○当県では39市町村に多面的機能支払交付金を交付しているが、同様の事例が発生しており、平成29年度は43件、平成30年度は３件
の返還を行っている。また、返還手続きに要する期間も３カ月程度かかっていることから、翌年度交付金との相殺交付が可能となれば、活
動組織、行政それぞれで事務負担の軽減ができる。
○当市においても、執行残の返還を行う活動組織が存在し、返還の手続きが必要となっている。翌年度以降の交付金との相殺が可能と
なれば、活動組織・行政双方の事務負担の軽減につながる。
○活動組織の執行残額を国に返還する場合、市が各活動組織に対し納付書を発行し、組織から金融機関で納入してもらった後、市が県
に対し返還金を支出する。翌年度以降の交付金と相殺が可能となると、返還金の納付事務や支出事務が簡素化される。

120 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

農業・農地 多面的機能支
払交付金の返
還額が生じた場
合の手続きの簡
素化

農業者等で構成する活動組織に
対する多面的機能支払交付金に
返還額が生じた場合、翌年度以
降の交付金との相殺交付を可能
とすること。

【現行制度】
多面的機能支払交付金は、国から都道府県、都道府県から市町村、市町村
から活動組織への流れで交付されている。交付額は田畑等の面積に応じて
算定し交付されているが、活動の実績により執行残が生じる場合もある。
その場合の執行残の取扱については、活動期間中、翌年度への持越しは可
能であるが、国の指導により持越し額が多くなると返還を求められる。
対象農地の減少による返還の場合には返還相当額を次年度の交付金と相殺
することが可能となっているが、それ以外の場合では翌年度以降の交付金と
の相殺はできず、返還手続を要する。
【支障事例】
活動組織が交付金の執行残を返還する場合、要領に基づき当該年度の交付
金を受け取ったうえで返還手続きを行う必要があるが、経由する市町村、県
にとってもそれぞれ手続きが必要となり負担となっている。
本県の例を挙げると、活動組織は県内47市町村に所在しており、執行残があ
る場合、
①活動組織が市町村へ返還申出書を提出し、返還金を納入する。
②次に、市町村が各活動組織からの返還申出書を基に市町村分の返還報告
書を取りまとめ、県へ提出し、返還金を納入する。
③最後に、県が47市町村分の返還報告書を取りまとめ、国へ提出し、返還金
を納入する。なお、一連の作業には３か月程度の期間を要する。

活動組織にとっては、返還手続に掛ける労力を本来業務である農
地の維持管理に充てることができる。
また、複数回にわたる返還報告書の作成や返還金の納入を省略
することが可能となり、事務費の削減や業務に携わる職員の事務
負担の軽減に繋がる。

農業の有する多面的機
能の発揮の促進に関す
る法律　第２条第１項、
第９条第２項
多面的機能支払交付金
実施要綱別紙１の第９、
別紙２の第９
多面的機能支払交付金
実施要領　第１の15
（２）、第２の18（２）



別添１

農林水産省（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案）

区分 分野 団体名 支障事例

管理
番号

団体名 回答欄（各府省）
所管部署・

担当者連絡先

提案区分
その他

(特記事項)
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例
制度改正による効果

（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効率化等）
根拠法令等

制度の所管
・関係府省

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞

186 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

消防・防災・
安全

公共土木施設
災害復旧事業
における合併施
行を行う場合の
設計変更手続
の迅速化

原形復旧に係る災害復旧事業
と、同事業採択時の施設の形
状・材質等を変更・追加し、施設
の効用を増大させる他の事業と
を合併して行う場合には、まず原
形復旧に係る災害査定を受けた
上で、改めて合併施行に係る設
計変更協議を受けなければなら
ない。
この合併施行に係る設計変更協
議については、当初から施設の
効用を増大させる部分の工事を
含めた災害査定を実施する等の
柔軟な対応を可能とし、合併施
行の場合であっても迅速な事業
実施を可能とする。

公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法における災害復旧事業において、
災害にかかった施設を原形に復旧することが可能な場合の復旧工法の採択
限度は、原形復旧までを原則としているため、施設の効用を増大させる部分
の事業については、地方単独費で行うこととなる。
この場合の事務手続きについては、一度、原形復旧を行う仮定の設計書を作
成し、災害査定を受けた上で、改めて合併施行に係る本来の設計書を作成
し、設計変更協議を行わなければならず、事務手続きが煩雑で多くの時間を
要する。
例えば、当市では、平成27年の豪雨による水位上昇で河川敷緑地の園路の
土砂が流出し、原形復旧工事を施したが、昨年も同様に被災したため、再度
の被災を防ぐべく、真砂土にセメントを混合し固化する事業を市単独費で施行
することを決めた。被災は昨年の７月であり、災害査定は12月に実施された
が、その後の合併施行による設計変更協議は３月から始まり、５月末現在も
続いている。
このように、災害査定を行った上で改めて合併施行による設計変更協議を行
う現行制度では、事業を早期に着手することができない。

合併施行に係る災害復旧事務の迅速化を図ることで、災害査定後
速やかに事業着手ができる。

公共土木施設災害復旧
事業費国庫負担法第７
条
公共土木施設災害復旧
事業費国庫負担法施行
令第７条

農林水産省、国
土交通省

尼崎市 福井市、大阪
府、岡山県、松
山市、新居浜市

○合併施行の申請手続き等が煩雑であるため、施設の効用を増大させる部分の事業については、災害査定の設計書には入れず工事発
注を行い、別工事で地方単独費にて対応している。そのため、合併施行を行う場合でもその費用を按分して災害査定を受けることが可能
になれば、事務の簡素化に繋がると考える。
○当都道府県にも同様の支障事例があり、災害査定時からあらかじめ合併施行を行う項目が判明している場合は、地方単独費で行う合
併施行分を含めて査定決定を受けることで設計変更協議に係る時間・手間を軽減することが可能となり、災害復旧事業の迅速な施行が
可能となる。査定決定後に合併施行を実施する必要が生じた場合は従来通りとする。

197 Ｂ　地方に対す
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消防・防災・
安全

災害復旧事業
における机上査
定上限額の引き
上げ

ドローンで撮影した動画や静止
画等により被害状況の的確な把
握が可能となっていることを踏ま
え、頻発する局地的大雨等によ
る甚大な被害に対し、災害復旧
対策を速やかに実施するため、
現状300万円未満としている机上
査定上限額を整備局査定の対
象である2,000万円未満に引き上
げ、災害査定を簡素化すること。

【現状】
災害復旧事業費を決定する災害査定は、原則として実地にて行うものである
が、被災箇所の申請額が300万円未満の場合、現地土木事務所等で被災箇
所を写真や設計書等の資料のみで確認する机上査定を実施することができ
るとされている。
ただし、激甚災害に指定された場合は、大規模災害時における公共土木施
設災害復旧事業査定方針により災害査定の事務手続きを迅速にするため、
机上査定上限額の引き上げや査定設計図書の簡素化措置などが実施され
る。
【支障事例】
本県では激甚災害に指定されない規模の災害も頻発しており、平成30年は
220件の被災があったが、そのうち机上査定の実施が可能な被災箇所は41
件（18.6%）に止まっている。（机上査定上限額が2,000万円未満に引き上げら
れれば、机上査定の実施が可能な被災箇所は173件（78.6％）になる。）
今後も災害が頻発することを考えると、現行の机上査定限度額では、災害査
定の事務手続きを迅速に実施することができない。

机上査定限度額を引き上げることで、実地査定の件数が減り、災
害査定に要する人員の負担軽減や査定時間の縮減を図ることが
でき、速やかな災害復旧対策の実施に資する。

・公共土木施設災害復
旧事業費国庫負担法第
７条
・公共土木施設災害復
旧事業査定方針第12・１
・大規模災害時における
公共土木施設災害復旧
事業査定方針

農林水産省、国
土交通省

兵庫県、京都
府、京都市、
堺市、神戸
市、和歌山
県、鳥取県

新潟県、岡山
県、松山市、新
居浜市

○近年の気象状況を鑑みると、災害が頻発に発生されることが予想される。机上査定限度額を引き上げることで、災害査定の事務手続き
の簡素化、迅速化を望む。
○平成30年７月豪雨について、大規模災害時における査定方針により査定手続きの効率化ルールが適用された。しかし、その後に発生
した台風24号による災害においては、要件を満たさないため、効率化ルールは適用されなかった。７月豪雨による災害で多数の被災箇所
の復旧に対応している中、さらに台風24号の対応に追われ、さらなる労力を必要としたことから、査定の効率化と早期の復旧を考えるにあ
たり、大規模災害査定方針が適用された年内の査定全てに効率化ルールを適用されたい。
○激甚災害に指定されない規模の災害の机上査定上限額が引き上げられることにより、災害査定の事務手続きを迅速に実施することが
出来ると考える。
○当県は特に移動時間に時間を取られ、被災箇所が離れる場合には、１班で確認できる件数が極端に少なくなり、査定行程に苦慮してい
る。静止画や動画などの技術向上により、机上に置いても被災状況の的確な把握が可能となったことから机上査定の上限額の引き上げ
が可能となれば査定の効率化を図ることができる。

兵庫県、京都
府、神戸市、
加東市、和歌
山県、鳥取
県、徳島県

盛岡市、山形
市、川崎市、新
潟市、大垣市、
豊橋市、岡山
県、八代市

○国による規制にしばられることなく、地方創生・地方自治の主体性・自主性を尊重すべく、自治体の責任において、今後、圃場整備の計
画がなく農業としての発展が見込めない農振農用地については、地域未来投資促進法による自治体の基本計画により、農振除外を行
い、開発をスムーズに行えるよう変えていく必要がある。但し、自治体による乱開発や職権乱用を防ぐため自治体の基本計画に対する国
の同意は絶対条件とし、計画の進捗具合と適正な農地の維持管理、計画の成果を国がチェックする仕組みを構築する必要がある。
○当市は、市街化区域に空き用地が不足していることから、事業拡大に伴う拡張・移転の際に候補地が農用地区域となってしまうケース
が多い。しかし農用地区域からの除外が困難であるため、事業者から当該法律の支援内容である規制の特例措置を利用したい旨相談
受けるが、他市支障事例にもあるように事実上利用できないため、事業拡大及び地域経済の発展の支障事例となっている。
○現在、土地改良事業等完了後８年未経過の農地は、農用地区域内農地からの除外ができず、転用することが困難な状況にある。ま
た、農村産業法及び地域未来投資促進法のいずれの法律を活用する場合においても、土地利用の調整が必要な農地を区域に含むケー
スでは、区域設定に当たって、農村産業法では実施計画策定、地域未来投資促進法では基本計画策定の際に、事業者の立地ニーズを
踏まえた面積規模とするよう定められているが、工業団地整備後に公募によって立地事業者を決定する計画の場合には、整備着手前の
時点では事業者の立地ニーズが確定しておらず、両法の仕組みが活用できない。面的、線的整備に関わらず、８年未経過の受益地に係
る「農用地区域内農地」からの除外を可能とする措置を求める。
○地域未来投資促進法において、農用地区域からの除外や農地転用が可能となる特例措置があるが、農用地区域について土地利用調
整計画を作成する前には、土地利用調整を整えておかなければならない。土地利用調整においては、農振法第13条第２項に規定されて
いる、農用地区域からの除外の５要件とほぼ同様であるため、農用地区域からの除外が困難であることから、土地利用についての課題と
なっている。
○地域未来投資促進法を活用して、高速道路のインターチェンジ周辺のまとまった広さの土地（農振法で規定されている農用地区域）で
企業の立地を進めようとしている。しかし、土地利用の調整に関する部分を除いて、地域経済牽引事業として承認される要件を満たす事
業計画を具体化しても、従前どおり、農振除外や農地転用関係部局との調整等を行う必要があり、相当の期間を要することから、企業の
立地ニーズに合わなくなったり、現基本計画の期限までに地域経済牽引事業の要件（高い付加価値の創出・経済効果）を満たす事業計
画とすることができず、企業立地の機会を失うおそれがある。提案団体の求める、基本方針①の取扱いを含め、農用地区域からの除外に
おける弾力的な運用がなされれば、迅速な対応が可能になると考える。
○すでに支障事例に記載があることに関連し、当市においても企業進出の際の用地検討で支障となる可能性が高い。
○現在、当市では産業等用地が不足しており、将来的に既存工業団地の拡張や企業の増設が見込まれることから、提案事項に賛同する
ものです。
○現在、市内外を問わず、企業から産業団地の空き分譲地に関する問い合わせがあるものの、市内すべての産業団地で分譲が完了して
おり、希望に応えることができない状況が続いている。
また、産業の活性化と魅力ある雇用機会の創出のためには、企業誘致や市内企業の業務拡大による移転拡充の受け皿として、さらなる
用地の確保が必要となっているが、その動きにも支障を来している状況にある。
そのような中、最近、市内企業からは、今後事業を拡大する上で現在の事業用地では狭く、市内での移転拡張用地を求めているといった
相談が数件寄せられている。しかし、交通アクセス、周辺環境、希望面積等の企業ニーズを勘案すると、立地希望場所が農振農用地区域
内農地を含んだ市街化調整区域であり、農振法や農地法、都市計画法などの規制から、開発の実現が困難となっている。このままの状
況では、これまで本市の産業振興や地域牽引に貢献していた企業が近隣自治体へ流出してしまう事態が懸念される。
このようなことから、地域未来投資促進法や農村産業法を活用した土地利用調整は、産業用地の確保に有効な手段と考えられるため、よ
り活用しやすい制度への改正を求めたい。

187 Ｂ　地方に対す
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農業・農地 地域未来投資
促進法等に基づ
く計画を作成し
て工業団地等を
拡張する場合の
農用地区域から
の除外における
弾力的な運用

地域未来投資促進法または農村
産業法に基づく計画を作成して
工業団地や工場に隣接する農用
地で拡張を行う場合に限り、当該
法律の基本方針①農用地区域
外での開発を優先する条件につ
いては、地域にもたらされる経済
波及効果や地域全体の農地の
確保状況等を踏まえた都道府県
知事の判断により適用除外でき
る旨の規定を追加すること。

【現状】
平成29年７月、地域経済を牽引する産業の立地・導入を促進し、地域創生を
推進するため、地域未来投資促進法及び農村産業法が施行された。
しかし、地域未来投資促進法または農村産業法に基づく計画を作成して、工
業団地や工場を拡張しようとしても、拡張予定地が農業振興地域内農用地区
域の場合は、当該法律の基本方針に定める農用地等の利用調整に必要な
以下の条件を満たす必要がある。
①農用地区域外での開発を優先すること
②周辺の土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障が生じないように
すること
③面積規模が最小限であること
④面的整備を実施して８年経過していない農地を含めないこと
⑤農地中間管理機構関連事業の取組に支障が生じないようにすること
【支障事例】
当該法律の基本方針に定める農用地等の利用調整に必要な条件は、農振
法第13条第２項で規定されている農用地区域からの除外の５要件とほぼ同
様であることから農用地区域からの除外が困難であり、地域の企業立地ニー
ズに対応した土地利用ができていない。特に農用地区域外での開発を優先
することの条件が一律に適用されており、工業団地の拡張時の支障事例と
なっている。
加東市は工業団地の隣接地に拡張を計画し、予定地が農用地区域であるた
め、農村産業法の活用も視野に入れて調整を行った。しかし、用地造成に係
る経済性や企業の立地ニーズは斟酌されないため、農用地区域以外での開
発を優先させるという要件を満たせず、計画の見直しをせざるを得ない状況と
なっている。また、農用地区域からの除外を行う場合、代替農地の確保を求
められるが、市内には既に一団の新たに指定できる農地は残っていないこと
も大きな障壁となっている。

雇用創出による若者の転出抑制や、還流の促進による農村集落
の活性化が期待でき、東京一極集中の是正に寄与する。

・地域未来投資促進法
第３条第２項第１号へ、
第11条第３,４項、第17条
・地域における地域経済
牽引事業の促進に関す
る基本的な方針(告示)第
１ヘ(２)
・農村産業法第５条４項
第３号、第13条
・農村地域への産業の
導入に関する基本方針
(告示) １(３)

農林水産省、経
済産業省



別添１

農林水産省（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案）

区分 分野 団体名 支障事例

管理
番号

団体名 回答欄（各府省）
所管部署・

担当者連絡先

提案区分
その他

(特記事項)
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例
制度改正による効果

（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効率化等）
根拠法令等

制度の所管
・関係府省

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞

215 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

農業・農地 食料安全保障
確立対策推進
交付金（消費・
安全対策交付
金）について、
早期の交付決
定の実施

食料安全保障確立対策推進交
付金（消費・安全対策交付金）に
ついて、早期の交付決定を実施
すること。
※都道府県や市町村に対し協力
指示を発出する場合は、必要経
費に係る予算の裏付けを徹底す
る

【現状】
本県は、植物防疫法第19条第１項に基づく国の協力指示に基づき、当該交付
金を活用して特殊病害虫の緊急防除に取り組んでいる。具体的には、国（植
物防疫所）が調査及び廃棄植物の指定（廃棄命令）を行い、県が損失補償及
び伐採等廃棄を実施している。
【支障事例】
過去３年にわたり、年度当初配当額は事前協議時に提出した感染確認してい
る樹木に係る処分費用の積算額を大幅に下回っており、また、年度途中にも
国の指示に従い、その時点で不足している所要額を積算し、追加交付要望す
るものの、内示が遅れ、年度内の感染樹木の伐採・廃棄等ができなかった。
植物防疫所の検定の結果、感染していることが判明した際には、植物防疫所
の職員とともに感染樹木の所有者宅を訪問し、調査結果を伝えるとともに伐
採協力と損失補償手続について説明しているが、内示の遅れにより廃棄手続
を進めることができないことから、自治体に対して所有者からのクレームが多
数寄せられているほか、訪問時点では伐採に了承していたが意見を翻す事
例も発生し、その対応に時間を費やしている。また、予算の執行管理が煩雑
になるなど、地方の事務執行に甚大な支障が生じている。

交付金の交付決定を早期に実施するとともに、事業の必要性及び
予算措置を十分に検討した上で、地方に協力指示を発出すること
で、地方に不要な事務を負わせることが無くなり、行政の効率化
や、適切な伝染性疾病・病害虫の発生予防・蔓延防止対策につな
がる。

植物防疫法第17条第１
項、第19条第１項・第３
項、第20条第１項・第３
項
プラムポックスウイルス
の緊急防除に関する省
令第５条
消費・安全対策交付金
交付要綱別表１Ⅲ－４－
（４）

農林水産省 神奈川県、横
浜市、海老名
市

栃木県 ○近年、全国的に重要病害虫の発生報告事例が増加しており、当県においても緊急防除が必要となる病害虫の発生に対応が求められ
る可能性がある。

217 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

農業・農地 農業次世代人
材投資事業の
要件確認に係る
代替書類

農業次世代人材投資事業にお
いて、交付対象者が農地の所有
権又は利用権を有することを証
するものとして求められる農地基
本台帳の写しについて、他の書
類で代替可能とし、代替書類を
要綱に明記する。

農業次世代人材投資事業においては、準備型の就農状況報告や経営開始
型の交付申請等の際に、交付対象者が農地の所有権又は利用権を有してい
ること等を証明する添付書類として「農地基本台帳及び契約書等の写し」を提
出することが要綱上求められている場合がある。
この農地基本台帳の写しについては、農業委員会によって発行する様式等
が異なっており、本事業で求められている写しにどの程度の情報を記載する
必要があるかも明らかではないところ、農業委員会によっては、事業に直接
関与していない農地の所有者の個人情報が記載されていることを理由とし
て、写しの発行を拒否するところも多く、書類整備に支障をきたしている。
農地基本台帳の写しがなくとも、農地法第３条の許可を受けた賃貸借又は売
買契約書、公告のあった農用地利用集積計画や農用地利用配分計画等に
よって、所有権又は利用権の確認等の目的を達成することは可能であると考
えられるため、これらの書類で代替することを可能としてほしい。

農地基本台帳の写し以外の書類による代替が可能となれば、書
類不備による書類出し直しの手続きも減るため、行政の効率化が
図られるだけでなく、交付対象者が農業委員会等の関係機関や農
地所有者と何度も調整・依頼をすることがなくなるため、交付対象
者の事務負担が軽減される。

農業人材力強化総合支
援事業実施要綱
（平成24年４月６日付け
23経営第3543号農林水
産事務次官依命通知）

農林水産省 神奈川県、さ
いたま市、藤
沢市、秦野
市、海老名
市、寒川町、
開成町

宮城県、福井
市、京都府、出
雲市、熊本市

○他の書類で代替可能とし、代替書類を要綱に明記することで、行政の効率化が図られるだけでなく、交付対象者の事務負担が軽減され
る。
○本市においても、農地基本台帳の写しについては、代替書類による提出を可能とする運用となるようにしてほしい。
○農地基本台帳の写しについて、当市農業委員会においては対外的に交付していないため、書類を入手することができず、書類整備に
支障をきたしている。
農地基本台帳の写しがなくとも、農地法第３条の許可を受けた賃貸借又は売買契約書、公告のあった農用地利用集積計画や農用地利
用配分計画等によって、所有権又は利用権の確認等の目的を達成することは可能であると考えられるため、これらの書類で代替すること
を可能としてほしい。
○当市において、現在、支障事例はないが、新規就農者（農外就農）の多くは利用権設定で耕作権利を取得するため、市町村が行う利用
権設定に関する事務の書類で事足りるのであれば、場合によっては農業委員会の書類を不要とでき、事務手続きの簡素化が図れる。ま
た、農業委員会の書類が必要であるなら、その発行が拒否されることがないよう、必要な項目や発行の協力を農水省から農業委員会に
指示すべきである。
○農地基本台帳の写し以外の書類による確認が可能であれば、交付対象者の事務負担軽減が図れるため、制度改正の必要性はあると
考える。
○当市においては、申請者本人からは許可を受けた賃貸借又は売買契約書の写しを提出してもらい、その後農業委員会から農地基本台
帳の写しをもらい添付しているところである。これらの書類で代替することは、確認の目的を達成するとことができ、申請には不要な個人
情報の保護にも繋がると考える。

事務を廃止することで、都道府県や市町村の事務的な負担が軽
減される。また、当該調査を国が農林業センサスや独自調査によ
り統一された方法で精度の高いデータを収集し公表されれば、国、
県、市町村での政策立案に資する。

【園芸用施設の設置等
の状況把握】
園芸用施設の設置等の
状況把握実施要領
【地域特産野菜生産状
況調査】
統計法第19条第１項
地域特産野菜生産状況
調査実施要領
【特産果樹生産動態等
調査】
果樹農業振興特別措置
法第６条
特産果樹生産動態等調
査実施要領

農林水産省 神奈川県、埼
玉県、さいた
ま市、藤沢
市、小田原
市、海老名
市、寒川町、
開成町

・以前より、複数の市町
村からデータがなく、責
任ある回答が困難であ
る旨、相談を受けてい
る。

白河市、栃木
県、川口市、八
千代市、福井
市、熊本市

○地域特産野菜生産状況調査及び特産果樹生産動態調査において、市では状況を把握しておらず、短期間でJAや部農会長に地域の情
報を聞き取り回答している状況であり、調査の精度も低いと思われる。また、調査結果も把握しておらず、調査の重要性が感じられない。
農林業センサス等の調査方法の統一された方法での実施と調査結果の活用を希望する。
○本市でも園芸用施設の設置等の状況把握、地域特産野菜生産状況調査は、左記団体の支障事例と同様新たな担い手の参入があっ
た場合や、補助金を活用して施設を新設した場合に取得した情報しか持っていない場合が多く、その他の情報は職員が個人的に見聞き
した程度のものに留まり、詳細かつ正確なデータを把握していない。また、調査依頼が来てから、域内の農協等に確認を行う場合がある
が、連絡・調整に膨大な時間が掛かっているとともに、この確認を行っても把握できない場合があるのが実態である。
○調査項目については、市町村でも正確に把握することが出来ない、又はする手段を持たないというのが実状である。補助金の活用や、
認定農業者・認定新規就農者の認定を受けている限られた集団の中から情報を収集して回答しているものや、農協に調査の協力を依頼
しており、この場合も調査対象は農協組合員に限定されてしまうため、データの正確性には不安が残る。また、調査方法については、依
頼を受けてから情報の収集を行うため、回答期限内に調査回答を作成するために新たに情報を集約する期間が取れない場合には手持
ちの限られた情報を元に回答を作成している。本調査について、農林業センサスや作況調査等の別の調査に統合されれば、市町村事務
は大幅に軽減される。
○「園芸用施設の設置等の状況把握」について、調査項目のうち、設置面積、棟数は把握しているが、栽培作物、栽培延べ面積、収穫量
は把握しておらず、それらを調査するには事務的な負担が大きい。
○園芸用施設の設置等の状況把握において、担当課で把握している施設所有の農業者に対し調査を実施しているが、詳細かつ正確な
データを把握できていない。また、多数の農業者から回答を取りまとめるため膨大な時間がかかっている。
○関係各所からデータ収集をするものの、昨今の販売経路は、インターネット、個人契約、産直、路上販売等多様な方法があり、それらの
情報を掴むことは困難であるので、本統計の正確性をどこまで求めるかが、この廃止の判断になると考えられる。
○本市においても、正確な調査データがなく、責任ある回答ができないため、廃止を要望する。
○提案団体の意見と同様、これらの調査は、詳細かつ正確なデータの把握が困難であり、調査によって得られるデータの精度は高くな
い。一方で調査の実施に当たっては、関係団体との連絡・調整に多大な時間を費やさなければならないため、職員の事務負担は大きいも
のとなっている。また、調査に係るノウハウを有していない市町村の事務負担も大きいものと思料する。
○当市においても、提案団体の示す具体的な支障事例と同様の状況であり、左記に提起される３調査のみならず、県から依頼のある大
半の統計調査については、根拠となりうるデータを保有していないことから、推計にて対応せざるを得ない状況。統計の本質を鑑みれば提
案にあるような根本的な制度見直しが必要と思われる。
○地域の野菜・果樹の栽培状況を調査するものであるが、調査項目について補助事業等を活用した場合などに取得した情報や農政業務
に精通した職員・農業協同組合員などからの聞き取り等により情報収集を行っているものの、すべての調査項目について把握することが
困難であり、データ精度が劣る場合が多い。

216 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

農業・農地 園芸用施設の
設置等の状況
把握、地域特産
野菜生産状況
調査及び特産
果樹生産動態
等調査に係る都
道府県及び市
町村の事務の
廃止

園芸用施設の設置等の状況把
握、地域特産野菜生産状況調査
及び特産果樹生産動態等調査
については、都道府県及び市町
村の事務負担を軽減するため、
必要な調査項目は農林業センサ
ス等の別の調査に統合する等の
見直しを行うことで、都道府県及
び市町村の事務の廃止を行うこ
と。

これらの３調査については、園芸用施設の設置状況や地域の野菜・果樹の詳
細な栽培状況等について調査するものであるが、都道府県及び市町村を調
査対象または経由先として行っている。
一方で、調査項目は、県や市町村でも、新たな担い手の参入があった場合
や、補助金を活用して施設を新設した場合に取得した情報しか持っていない
場合が多く、その他の情報は職員が個人的に見聞きした程度のものに留ま
り、詳細かつ正確なデータを把握していない場合が多い。また、国の調査依
頼が来てから、域内の農協等に確認を行う場合があるが、連絡・調整に膨大
な時間が掛かっているとともに、この確認を行っても把握できない場合がある
のが実態である。
県としてはこれらの調査を実施する必要性を感じておらず、現にこの調査の
結果を政策立案の根拠として活用しているわけでもないため、本調査につい
て、農林業センサスや作況調査等の別の調査に統合する等の見直しを行い、
都道府県及び市町村の事務の廃止を行うこと。



別添１

農林水産省（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案）

区分 分野 団体名 支障事例

管理
番号

団体名 回答欄（各府省）
所管部署・

担当者連絡先

提案区分
その他

(特記事項)
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例
制度改正による効果

（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効率化等）
根拠法令等

制度の所管
・関係府省

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞

292 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

その他 「水産業強化支
援事業」におけ
る施設整備支援
の対象となる
「改築」の範囲
の見直し

老朽化したサケふ化施設の機能
を維持するための改築のうち、耐
用年数を経過していても、機能向
上を併せた長寿命化が可能な施
設の改築については、「水産業
強化支援事業」の交付の対象と
なるよう、同事業の施設整備支
援の対象となる「改築」の範囲を
見直すこと。

本県のサケふ化施設は昭和50年代に整備され、多くが築40年以上経過して
おり躯体等の大部分は継続使用に耐えうる状況にあるが、屋根や外壁等躯
体以外の修繕必要箇所が増加している。本県を含む日本海沿岸の各県で
は、歴史的に内水面の漁協あるいは集落単位でふ化施設を整備し、サケふ
化事業者として運営してきた経過があり、今後の安定的、継続的運営のため
に耐用年数を過ぎた設備の「改築」への支援が必要である。
しかし、現制度は比較的規模の大きな経営体に合わせた制度設計となってお
り、小規模で経営基盤が脆弱なふ化事業者が多い本県では、当該制度の活
用が困難な場合が多く、事業者は耐用年数を過ぎた施設設備を大事に使っ
て運営してきた経過がある。「水産業強化支援事業」の施設整備において対
象となる「改築」は「著しい損耗により法定耐用年数まで機能維持が困難と見
込まれるもの」となっており、耐用年数の期間内であることが要件となってい
る。
その結果、継続使用が可能な施設であるにも関わらず、本事業の「新築」で
の対応が必要となり「改築」に比べ多額の費用を要するケースが生じることも
考えられる。

「改築」の要件が緩和されれば、耐用年数を超える多くの施設にお
いて制度が利用可能になり、「改築」によりその施設の長寿命化や
費用逓減、機能向上を図ることができるようになる。ポンプやふ化
槽など機械設備を改築することによって、最新の機器や技術を使
えることになり、省エネによる費用軽減効果や新技術によって効率
的な生産が可能になるなど機能向上の効果が期待できる。
以上のように、制度が改正されることによって得られる効果が大き
いと考えられ、その必要性が大いに認められる。

水産関係地方公共団体
交付金等交付要綱
水産関係地方公共団体
交付金等実施要領
水産関係地方公共団体
交付金等実施要領の運
用について

農林水産省 山形県、新庄
市、村山市、
天童市、河北
町、最上町、
大蔵村、高畠
町、三川町、
庄内町、遊佐
町

神奈川県、広島
市

○本市の種苗生産施設は昭和50年代に整備され、多くが築35年以上経過しており老朽化や劣化が激しく、修繕必要箇所が増加してい
る。施設では、水産資源の維持増殖に必要な重要魚介類の種苗生産やカキ養殖業等漁業者への技術指導等を実施しているが、今後の
安定的、継続的運営のために設備の「改築」への支援が必要である。
「水産業強化支援事業」の施設整備において対象となる「改築」は「著しい損耗により法定耐用年数まで機能維持が困難と見込まれるも
の」となっており、耐用年数の期間内であることが要件となっている。
その結果、継続使用が可能な施設であるにも関わらず、本事業の「新築」での対応が必要となり「改築」に比べ多額の費用を要するケース
が生じることも考えられる。
「改築」の要件が緩和されれば、耐用年数を超える多くの施設において制度が利用可能になり、「改築」によりその施設の長寿命化や費用
逓減、機能向上を図ることができるようになる。ポンプやふ化槽など機械設備を改築することによって、最新の機器や技術を使えることに
なり、省エネによる費用軽減効果や新技術によって効率的な生産が可能になるなど機能向上の効果が期待できる。
以上のように、制度が改正されることによって得られる効果が大きいと考えられ、その必要性が大いに認められる。
○県内の漁協が国庫補助事業で整備した種苗生産施設や中間育成施設は、老朽化のため高額な改修費を要する事例が増えてきてい
る。近年、遊漁者及び組合員の減少に伴い内水面漁協経営は悪化しており、自費での改修が困難な状況となっている。具体的な事例とし
て、平成４年度に内水面漁業振興施設整備費により種苗生産をするための施設を整備した漁協では、発電機等の設備機器が老朽化に
より使用できなくなっており、不慮の停電があれば大きな損害を受ける可能性がある。飼育水槽に比べ設備機器等の耐用年数は短く、施
設を維持するためには更新が必須であることから、「改築」の範囲を見直し、設備機器の更新を支援するためのメニューが必要である。
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経済産業省（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案）

区分 分野 団体名 支障事例

101 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

産業振興 計量士登録申
請書の「別紙様
式」に使用する
用紙の見直し

計量士登録申請書の「別紙様
式」は、カーボン紙を使用した３
枚複写の用紙を使用することとさ
れているが、ホームページからダ
ウンロードした様式を印刷した用
紙等で対応可能とするよう求め
る。

計量士登録申請書の「別紙様式」（計量法施行規則様式第66）は、カーボン
紙を使用した３枚複写の用紙を使用することとなっているため、計量管理セン
ターまで執務時間内に取りに来てもらっている状況にあり、申請者にとって負
担になっている。また、「別紙様式」は経済産業省が印刷しているため、在庫
不足になるたびに送付を依頼する必要があり、県にとっても負担になってい
る。なお、計量法施行規則様式第66に別紙様式の記載事項が定められてい
るが、カーボン紙を使用しなければならないとの規定はない。

計量士登録申請書の「別紙様式」を申請者が用意することができ
るようになることで、都道府県の事務が軽減されるほか、申請者に
とっても計量管理センター等へ出向く必要がなくなり、利便性の向
上に資する。

計量法第122条、計量法
施行令第32条、第42
条、計量法施行規則第
54条、様式第66

経済産業省 岡山県、中国
地方知事会

中国地方知事会と共同
提案

愛知県、香川
県、福岡県、宮
崎県

○別紙様式（３枚複写）は、当県へ取りに来ていただくか、郵送希望の場合は、返信用封筒・切手貼付の上、郵送している。ホームページ
からダウンロードができることにより、利便性の向上が期待できる。
○計量士登録申請書の「別紙様式」（計量法施行規則様式第66）は、カーボン紙を使用した３枚複写の用紙を使用することとなっており、
申請者に計量検定所まで取りに来てもらっている状況であり、特に、遠方の申請者には負担になっている。また、「別紙様式」以外の申請
関係書類は、県のホームページよりダウンロードが可能となっている。

○提案団体と同様の支障が当市でも生じている。１人当たり10数枚の立入証を所持しており、事務手続きが負担となっている。
○例年4月の人事異動の時期には、身分証明書の更新時期とも重なることが多く、立入検査を行う職員に対して、速やかな作成、交付を
行う必要があり、業務に負担が生じる。
○当市においても、職員一人について約10種類の身分証明書を作成しなければならず、特に職員の異動時期には身分証明書の作成業
務によって大きな負担が生じている。
○環境省所管法令の身分証明書は、職員１人あたり約10種類であり、異動時期には作成の負担が大きい。平成30年度は300枚作成し
た。
○当県においても、異動時期には身分証明書の作成業務によって大きな負担が生じている。19種類の証明書をまとめて作成している。
○当市においては、１人の職員が複数法令に基づく立入業務を行うことがほとんどであり、職員一人について約10種類の身分証明書を作
成しなければならない。職員の異動時期には身分証明書の作成業務によって大きな負担が生じている。
○当市においても、１人の職員が複数法令に基づく立入業務を行っており、職員一人について10種類以上の立入検査に係る身分証明書
を作成しなければならず、職員の異動時期には身分証明書の作成業務によって負担が生じている。また、立入先の事業所においても複
数法令の規制を受けていることが多く、各法令に基づく身分証明書を提示する必要があり、迅速な立入検査の妨げとなっている。
○当県でも同様に、職員一人について多くの身分証明書の作成が必要で、特に職員の異動時期には身分証明書の作成業務に多くの負
担を要している。
○当市においても、法や条例毎に身分証明書を作成する必要があり、異動者が多い時期には事務負担が大きなものとなる。また、有効
期限等の管理の面においても、一つにまとめることで容易になるため、制度改正による事務負担の軽減は必要なものと考える。
○当県においても、環境保全や廃棄物対策を所管する部署では、大防法、水濁法、土対法はもちろん、自動車排ガス、ダイオキシン、フロ
ン等をまとめて事務処理することになるが、多いところではこれらすべての身分証明書を転入職員に対し作成することもあり、個別の法律
ごとに作成する現状では、多大な業務負担となっている。また、立入先の事業所でも複数の法令による規制を受けることも多く、このような
場合も、１枚１枚提示する必要があり効率が悪くなっている。以上を踏まえると、実情に即して、検査証の作成や提示する際の効率を考え
て、複数の法律をまとめて１枚の証にする方が合理的である。
○突発的な事故対応等に当たり複数の身分証の提示に一定時間を要し、迅速な対応の妨げとなっている。また、当県では出先機関の職
員が１人で環境省が所管する法令に基づく立入検査業務を複数担っており、例えば、環境保全業務だけで、１人最大15枚の立入検査証
の発行が必要である。毎年度、異動や期限切れに伴う発行作業が職員の負担になっている状況である。制度改正により、立入検査証が
一人につき１枚に緩和されれば、毎年度の発行業務が大幅に軽減され、業務削減に繋げることが可能となる。立入検査証に明記する事
項は、顔写真、有効期限、生年月日、根拠法令等多岐に渡るため、携帯が容易なサイズに収める工夫が必要と考えられる。
○当市においても、環境省等が所管する法令に基づき、１人の職員が複数法令に基づく立入業務を行っており、職員一人につき11種類
の身分証明書を作成している。そのため、職員の異動時期等には身分証明書の作成業務によって大きな負担が生じている。また、立入
先の事業所において、複数法令による規制を受けることが多いことから、立入証の明示に時間を要し、迅速な立入検査の妨げとなってい
る。
○当県でも環境省所管法令関係立入検査身分証明書作成するのに、４月異動による本庁関係課職員、現地機関異動職員全員分を発行
しなければならず、かなりの負担である。また、１人で複数の身分証を有しているため、立入検査身分証証携帯時に複数の身分証を示す
ときも手間である。
○当県も環境管理事務所職員が立入検査を行う際、１つの事業所内に複数の法令の規制を受ける施設があることが多く、その場合複数
の立入証を提示する必要があり、迅速な立入検査に支障が生じている。

一目で選択的に立入権限を示すことのできる身分証明証を設ける
ことで、迅速な立入を行うことができ、常時の立入検査、突発的な
事故対応に係る検査のいずれもスムーズに行うことができる。ま
た、身分証明証ごとに異なるサイズの職員写真を複数用意するな
どの事務負担を軽減することができる。

工業用水法第25条第２
項、大気汚染防止法第
26条第３項、水質汚濁
防止法第22条第４項、
農用地の土壌の汚染防
止等に関する法律第13
条第２項、特定工場にお
ける公害防止組織の整
備に関する法律第11条
第３項、自動車から排出
される窒素酸化物及び
粒子状物質の特定地域
における総量の削減等
に関する特別措置法第
41条第５項、ダイオキシ
ン類対策特別措置法第
27条第５項、第34条第３
項、フロン類の使用の合
理化及び管理の適正化
に関する法律第92条第
２項、土壌汚染対策法第
14条第４項、土壌汚染
対策法第54条第７項、
特定特殊自動車排出ガ
スの規制等に関する法
律第30条第５項
温泉法第28条第２項、
第35条第２項、自然公
園法第17条第２項、第
35条第３項、第37条第３
項、第62条第４項、鳥獣
の保護及び管理並びに
狩猟の適正化に関する
法律第75条第５項
廃棄物の処理及び清掃
に関する法律第19条第
３項、浄化槽法第53条
第３項、建設工事に係る
資材の再資源化等に関
する法律第43条第２項、
ポリ塩化ビフェニル廃棄
物の適正な処理の推進
に関する特別措置法第
25条第２項、使用済自
動車の再資源化等に関
する法律第131条第３項
【参考】環境衛生監視員
証を定める省令（昭和52
年厚生省令第１号）

経済産業省、国
土交通省、環境
省

愛知県 札幌市、岩手
県、秋田県、山
形県、福島県、
群馬県、埼玉
県、川越市、川
口市、川崎市、
相模原市、新潟
県、石川県、岐
阜県、豊橋市、
豊田市、京都
府、京都市、島
根県、岡山県、
徳島市、高松
市、愛媛県、松
山市、福岡県、
熊本市、宮崎県

95 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

環境・衛生 環境省等所管
法令における立
入検査に係る身
分証明書の統
合

個々の環境省等所管法令に基
づき行う立入検査に係る身分証
明書について、厚生労働省の定
める環境衛生監視員証を参考
に、１枚あるいは可能な限り少な
い枚数の様式へ統合する。

環境省等が所管する法令に基づき、地方自治体職員が立入検査を行う際の
身分証明書については個々の法令で定められている。
このため、地方自治体においては一人の職員が複数法令に基づく立入業務
を行うことが殆どであるにもかかわらず、職員一人について約20種類もの身
分証明書を作成しなければならず、特に職員の異動時期には身分証明書の
作成業務によって大きな負担が生じている。
また、立入先の事業所においても複数法令による規制を受けることが多いた
め、職員に適正な立入権限があることを確認するには、一つ一つの立入証を
示す必要があり、迅速な立入検査の妨げとなってしまう。

所管部署・
担当者連絡先

提案区分
その他

(特記事項)
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例
制度改正による効果

（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効率化等）
根拠法令等

制度の所管
・関係府省

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞
管理
番号

団体名 回答欄（各府省）



別添１

経済産業省（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案）

区分 分野 団体名 支障事例

所管部署・
担当者連絡先

提案区分
その他

(特記事項)
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例
制度改正による効果

（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効率化等）
根拠法令等

制度の所管
・関係府省

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞
管理
番号

団体名 回答欄（各府省）

170 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

産業振興 国庫補助を受け
て建設した商工
会館の処分に
伴う申請書類の
簡素化及びマ
ニュアルの作成

国庫補助を受けて建設した商工
会館の処分に伴う財産処分申請
について、申請書類の簡素化を
図るとともに、申請書類の具体的
な記載方法を示したマニュアルを
作成し、周知することを求める。

昭和40年代以降に国庫補助を受けて建設した商工会館について、老朽化が
進み管理・修繕に係る負担が増大している。そのため、施設を処分し、他の施
設を利用することを検討している団体も多数想定される。
施設の処分を行う場合は、国による承認を受ける必要があるが、当該承認申
請に当たっては、マニュアル等が整備されておらず、国担当者からのメールに
より必要書類の指示を受ける状況であった。
更に、建設から長期間が経過しているため、指示された書類を必ずしも揃え
ることができず、その都度代わりとなる書類を問い合わせる状況であった。ま
た、記載例等が整備されておらず、国担当者との認識の違いなどから多くの
手戻りも発生した。そのため、本県のケースでは、書類作成に半年を要した。

申請書類の作成が容易になることから、商工会職員の負担が減
少する。
また、書類を求める側の県職員においても、事務量が減少する。

小規模事業指導費補助
金・小規模事業対策推
進事業費補助金交付要
綱

経済産業省 栃木県、福島
県

秋田県、富山
県、愛知県、山
陽小野田市、愛
媛県、宮崎県

○当県においても老朽化した商工会館等の処分を行おうとする事例が増えてきており、提案県と同様の課題があると認識している。
○事例はないが、申請書類の具体的な記載方法を示したマニュアルを作成したほうが、事務量が減少する。
○国庫補助を受けて建設した商工会館等の指導施設において、平成30年度から31年度にかけては５件の財産処分を行ったが、マニュア
ル等がないため、国担当者とのメールのやりとりで必要書類を整備した。他県の事例と同じく建設が古い建物が多く、すでに存在しない書
類も多くあり、代替書類の整備にも多くの時間を要した。そのため、必要書類及び記載例、書類不存在の場合の対応マニュアルの整備は
必要であると考える。
○現時点において、当県で具体的な支障事例はないものの、将来的な可能性を踏まえると、提案事項は必要と認められる。

液化石油ガスの保安の
確保及び取引の適正化
に関する法律第３条第１
項、第３条の２第２項か
ら３項、第４条、第６条、
第８条、第10条第３項、
第13条第２項、第14条
第２項、第16条第３項、
第16条の２第２項、第19
条第２項、第21条第２
項、第22条、第23条、第
25条、第26条、第26条
の２、第29条第１項、第
32条第１項、第33条第１
項から第２項、第34条第
３項、第35条第１項、同
条第３項、第35条の２、
第35条の３、第35条の
５、第35条の６第１項、
第35条の７、第35条の
10第各項、第36条第１
項、第37条の２第１項か
ら第２項、第37条の３第
１項から第２項、第37条
の４第１項、第37条の５
第３項、第37条の６第１
項、同条第３項、第37条
の７、第38条の３、第38
条の10、第82条第１項
から第２項、第83条第１
項から第４項、第87条第
１項から第２項、第88条
第２項
液化石油ガスの保安の
確保及び取引の適正化
に関する法律施行令第
13条
液化石油ガスの保安の
確保及び取引の適正化
に関する法律施行規則
第４条、第30条、第132
条

経済産業省 熊本市 別紙あり 宮城県、新潟
市、京都市、兵
庫県、熊本県

○以下の現状を踏まえると、指定都市が液石ガス法に係る事務行うことで、液石ガスを含め、高圧ガス全般を担当することとなり、事業者
の利便性の向上が見込まれるほか、高圧ガスについて法令による切れ目のない指導が可能となり高圧ガスに係る保安の向上が見込ま
れる。
【バルクローリー】
事業者が一台のバルクローリーを民生用及び工業用の双方で運用する場合、液石ガス法の充てん設備と高圧法の移動式製造設備に係
る許可、検査を受ける必要があるが、当該バルクローリーの使用の本拠地が指定都市「外」であれば、県が液石ガス法及び高圧法に係る
許可と検査を行うが、使用の本拠地が指定都市「内」であれば、県が液石ガス法、指定都市が高圧法に係る許可、完成検査を行うことと
なる。このため、バルクローリーの使用の本拠地を指定都市とする事業者に対してのみ、申請窓口が県と指定都市に分かれることによる
負担を生じさせている。
【供給設備】
液石ガスの供給設備の区分は、その貯蔵能力の順に①液石ガス法の特定供給設備以外の供給設備、②液石ガス法の特定供給設備、
③高圧ガス法の供給設備となる。①及び②に係る事務を県で行い、指定都市では③に係る事務を行うこととなるが、指定都市が③より貯
蔵能力が小さい①及び②に係る事務を行わないこととなるため、事業者の申請先の誤りの原因になっている。
○熊本市の提案をベースに高圧ガス保安法及び液石法両法のあり方を整理する必要があると考えている。
○当県では平成30年度に県条例により指定都市の長に事務・権限を移譲している。移譲に際し、指定都市を含む二以上の市町に事業所
又は販売所を有する事業者については、当県に権限を残している。現在までに、運用上支障となる事例はなく、県、市ともに効率的な行政
運営が行えている。
○当県では、事務処理特例条例により液化石油ガス関連部分についても指定都市に移譲しているが、条例移譲部分については、一義的
に県が国との仲介役や相談を担うことが多く、一体的な指導のため高圧ガス保安法と同様に法定移譲が必要と考える。

150 Ａ　権限移譲 消防・防災・
安全

液化石油ガスの
保安の確保及
び取引の適正
化に関する法律
における都道府
県知事の事務・
権限の指定都
市の長への移
譲

液化石油ガスの保安の確保及び
取引の適正化に関する法律の販
売事業、保安機関等に係る登
録、認定、許可等の都道府県知
事の事務・権限を指定都市の長
に移譲することを求める。

【支障の概要】
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律は、言わば高圧
ガス保安法から「液化石油ガスの一般消費者等の保安に関する部分」を抜き
出し、詳細に定めたものであり、液化石油ガスを取り扱う事業者には同法だけ
でなく、高圧ガス保安法が適用される部分（移動、輸入、廃棄、容器、事故等）
も多い。
このように適用範囲が複雑に入り組んでいる両法のうち、平成30年度から高
圧ガス保安法のみが指定都市に権限移譲されたことで、事故対応や両法の
適用を受ける施設の完成検査及び保安検査等において県と指定都市の間で
判断の難しい調整業務が新たに発生している。
また、事業者にとっても両法で窓口が異なることが負担となっている。

【制度改正による効果】
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律は、
指定都市所掌の消防行政、高圧ガス保安行政と密接な関連性を
有することから、一元化することで統一的な指導と効率的な行政
運営が可能となり、支障事例についても改善が図られる。

【懸念の解消策】
全ての都道府県知事の権限を指定都市の長に一律に移譲するこ
とは、同一県内の複数の市町村で事業を行っている事業者にとっ
ては、複数の自治体の所管となり、行政手続等の負担が現状より
も増加する事が想定されるが、一の指定都市の区域内にのみ販
売所又は事業所を有する事業者に関するものを権限移譲の対象
とし、同一県内の二以上の市町村に販売所又は事業所を有する
事業者に関するものについては都道府県知事に権限を残すことと
すれば、行政手続等の負担は増加せず、事業者の広域的な活動
を妨げるものとはならない。
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経済産業省（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案）

区分 分野 団体名 支障事例

所管部署・
担当者連絡先

提案区分
その他

(特記事項)
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例
制度改正による効果

（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効率化等）
根拠法令等

制度の所管
・関係府省

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞
管理
番号

団体名 回答欄（各府省）

199 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

産業振興 工場立地法に
基づく準則条例
における既存工
場等の緑地等
面積の計算方
法の明確化

工場立地法に基づく準則条例に
おける既存工場等の緑地等面積
の計算方法について、当該工場
等が準則条例の通常計算（工場
立地に関する準則における第１
条から第３条までによる計算）で
定める緑地等面積を上回る場合
は、事業者等の判断で通常計算
によるか特例計算（工場立地に
関する準則における（備考）１に
よる計算）によるか選択できる規
定を当該条例に置くことが可能
であることを通知等で明確化す
ることを求める。

【制度の概要】
工場立地の準則等における特例計算は、一定の緑地等を直ちに整備するこ
とが困難である既存工場等のために、生産施設のビルド面積に応じた緑地等
の整備を行うために設けられている。

【支障事例】
工場立地法に係る緑地面積率等については、国の準則に替えて準則条例を
定めることが可能となっており、当市においても平成27年度に準則条例を制
定している。当該条例では国の準則に倣い既存工場等の緑地等面積の計算
に当たっては特例計算によることとしているが、緑地面積率等を緩和したこと
に伴い、既存工場等でも通常計算による緑地等面積を上回る企業が出てき
ている。そういった企業にとっては、複雑な特例計算を行うことに利点がない
にも関わらず、特例計算を行わざるを得ない。
特例計算は複雑な計算式であることから、計算内容を理解し、正しく計算を行
うことが事業者の負担となっている。また、特例計算は変更履歴を積み重ね
て行うことから、過去の届出を数十年にわたって管理・保存しなければなら
ず、過去の届出が見当たらないという事業者からの声もあった。
行政にとっては、企業が増設を行う時期が重なる（決算時期関係）場合が多
く、その際に、既存工場等の特例計算を行うことは、過去の届出すべての
チェック、検算などが必要となり、通常計算に比べて負担が大きい。

【制度改正による効果】
既存工場等の緑地等面積が通常計算による緑地等面積を上回る
場合は、事業者等の判断により通常計算によるか特例計算による
か選択できる旨の規定を準則条例で定めることが可能であること
が明確化されることで、事業者の利便性の向上及び行政の利便
性の向上に繋がる。

工場立地に関する準則
（備考）１

経済産業省 郡山市、本宮
市、大玉村、
鏡石町、猪苗
代町、平田
村、浅川町、
三春町、小野
町

福島県、新潟
市、福井市、岡
山県、松山市

○当市では、市準則条例制定後の平成28年、本地域を所管する経済産業局を通じ、経済産業省から、「条例制定により、既存工場の緑
地面積率等が準則値をクリアした場合、その既存工場は新設工場扱いとなり、特例計算は不要となる」旨の回答をいただいており、既に
この回答を踏まえた運用を行っているところである。
○準則条例で緑地面積率等を緩和し、既存工場でも通常計算で面積率を上回る企業があるにもかかわらず、複雑な特例計算を行わなけ
ればならない事例がある。企業にとっては書類作成の際の負担になり、行政としても検算の負担が大きい。

農林水産省、経
済産業省

兵庫県、京都
府、神戸市、
加東市、和歌
山県、鳥取
県、徳島県

盛岡市、山形
市、川崎市、新
潟市、大垣市、
豊橋市、岡山
県、八代市

○国による規制にしばられることなく、地方創生・地方自治の主体性・自主性を尊重すべく、自治体の責任において、今後、圃場整備の計
画がなく農業としての発展が見込めない農振農用地については、地域未来投資促進法による自治体の基本計画により、農振除外を行
い、開発をスムーズに行えるよう変えていく必要がある。但し、自治体による乱開発や職権乱用を防ぐため自治体の基本計画に対する国
の同意は絶対条件とし、計画の進捗具合と適正な農地の維持管理、計画の成果を国がチェックする仕組みを構築する必要がある。
○当市は、市街化区域に空き用地が不足していることから、事業拡大に伴う拡張・移転の際に候補地が農用地区域となってしまうケース
が多い。しかし農用地区域からの除外が困難であるため、事業者から当該法律の支援内容である規制の特例措置を利用したい旨相談
受けるが、他市支障事例にもあるように事実上利用できないため、事業拡大及び地域経済の発展の支障事例となっている。
○現在、土地改良事業等完了後８年未経過の農地は、農用地区域内農地からの除外ができず、転用することが困難な状況にある。ま
た、農村産業法及び地域未来投資促進法のいずれの法律を活用する場合においても、土地利用の調整が必要な農地を区域に含むケー
スでは、区域設定に当たって、農村産業法では実施計画策定、地域未来投資促進法では基本計画策定の際に、事業者の立地ニーズを
踏まえた面積規模とするよう定められているが、工業団地整備後に公募によって立地事業者を決定する計画の場合には、整備着手前の
時点では事業者の立地ニーズが確定しておらず、両法の仕組みが活用できない。面的、線的整備に関わらず、８年未経過の受益地に係
る「農用地区域内農地」からの除外を可能とする措置を求める。
○地域未来投資促進法において、農用地区域からの除外や農地転用が可能となる特例措置があるが、農用地区域について土地利用調
整計画を作成する前には、土地利用調整を整えておかなければならない。土地利用調整においては、農振法第13条第２項に規定されて
いる、農用地区域からの除外の５要件とほぼ同様であるため、農用地区域からの除外が困難であることから、土地利用についての課題と
なっている。
○地域未来投資促進法を活用して、高速道路のインターチェンジ周辺のまとまった広さの土地（農振法で規定されている農用地区域）で
企業の立地を進めようとしている。しかし、土地利用の調整に関する部分を除いて、地域経済牽引事業として承認される要件を満たす事
業計画を具体化しても、従前どおり、農振除外や農地転用関係部局との調整等を行う必要があり、相当の期間を要することから、企業の
立地ニーズに合わなくなったり、現基本計画の期限までに地域経済牽引事業の要件（高い付加価値の創出・経済効果）を満たす事業計
画とすることができず、企業立地の機会を失うおそれがある。提案団体の求める、基本方針①の取扱いを含め、農用地区域からの除外に
おける弾力的な運用がなされれば、迅速な対応が可能になると考える。
○すでに支障事例に記載があることに関連し、当市においても企業進出の際の用地検討で支障となる可能性が高い。
○現在、当市では産業等用地が不足しており、将来的に既存工業団地の拡張や企業の増設が見込まれることから、提案事項に賛同する
ものです。
○現在、市内外を問わず、企業から産業団地の空き分譲地に関する問い合わせがあるものの、市内すべての産業団地で分譲が完了して
おり、希望に応えることができない状況が続いている。
また、産業の活性化と魅力ある雇用機会の創出のためには、企業誘致や市内企業の業務拡大による移転拡充の受け皿として、さらなる
用地の確保が必要となっているが、その動きにも支障を来している状況にある。
そのような中、最近、市内企業からは、今後事業を拡大する上で現在の事業用地では狭く、市内での移転拡張用地を求めているといった
相談が数件寄せられている。しかし、交通アクセス、周辺環境、希望面積等の企業ニーズを勘案すると、立地希望場所が農振農用地区域
内農地を含んだ市街化調整区域であり、農振法や農地法、都市計画法などの規制から、開発の実現が困難となっている。このままの状
況では、これまで本市の産業振興や地域牽引に貢献していた企業が近隣自治体へ流出してしまう事態が懸念される。
このようなことから、地域未来投資促進法や農村産業法を活用した土地利用調整は、産業用地の確保に有効な手段と考えられるため、よ
り活用しやすい制度への改正を求めたい。

187 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

農業・農地 地域未来投資
促進法等に基づ
く計画を作成し
て工業団地等を
拡張する場合の
農用地区域から
の除外における
弾力的な運用

地域未来投資促進法または農村
産業法に基づく計画を作成して
工業団地や工場に隣接する農用
地で拡張を行う場合に限り、当該
法律の基本方針①農用地区域
外での開発を優先する条件につ
いては、地域にもたらされる経済
波及効果や地域全体の農地の
確保状況等を踏まえた都道府県
知事の判断により適用除外でき
る旨の規定を追加すること。

【現状】
平成29年７月、地域経済を牽引する産業の立地・導入を促進し、地域創生を
推進するため、地域未来投資促進法及び農村産業法が施行された。
しかし、地域未来投資促進法または農村産業法に基づく計画を作成して、工
業団地や工場を拡張しようとしても、拡張予定地が農業振興地域内農用地区
域の場合は、当該法律の基本方針に定める農用地等の利用調整に必要な
以下の条件を満たす必要がある。
①農用地区域外での開発を優先すること
②周辺の土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障が生じないように
すること
③面積規模が最小限であること
④面的整備を実施して８年経過していない農地を含めないこと
⑤農地中間管理機構関連事業の取組に支障が生じないようにすること
【支障事例】
当該法律の基本方針に定める農用地等の利用調整に必要な条件は、農振
法第13条第２項で規定されている農用地区域からの除外の５要件とほぼ同
様であることから農用地区域からの除外が困難であり、地域の企業立地ニー
ズに対応した土地利用ができていない。特に農用地区域外での開発を優先
することの条件が一律に適用されており、工業団地の拡張時の支障事例と
なっている。
加東市は工業団地の隣接地に拡張を計画し、予定地が農用地区域であるた
め、農村産業法の活用も視野に入れて調整を行った。しかし、用地造成に係
る経済性や企業の立地ニーズは斟酌されないため、農用地区域以外での開
発を優先させるという要件を満たせず、計画の見直しをせざるを得ない状況と
なっている。また、農用地区域からの除外を行う場合、代替農地の確保を求
められるが、市内には既に一団の新たに指定できる農地は残っていないこと
も大きな障壁となっている。

雇用創出による若者の転出抑制や、還流の促進による農村集落
の活性化が期待でき、東京一極集中の是正に寄与する。

・地域未来投資促進法
第３条第２項第１号へ、
第11条第３,４項、第17条
・地域における地域経済
牽引事業の促進に関す
る基本的な方針(告示)
第１ヘ(２)
・農村産業法第５条４項
第３号、第13条
・農村地域への産業の
導入に関する基本方針
(告示) １(３)
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国土交通省（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案）

区分 分野 団体名 支障事例

4 Ａ　権限移譲 運輸・交通 タクシーの営業
区域の変更に
係る市町村長か
ら国土交通大臣
に対する要請権
限の創設

以下の規定を、現行の道路運送
法施行規則第５条に加えるよう
求める。

①市町村長は一般乗用旅客自
動車運送事業（タクシー事業）の
営業区域（当該市町村の区域が
含まれる部分に限る。）の変更に
ついて、当該市町村のタクシー
事業者を構成員に含めた地域公
共交通会議において同意を得た
上で、国土交通大臣に対し、要
請することができる。

②国土交通大臣は、①の要請が
あった場合には、市町村長に対
し①の要請についての回答をし
なければならない。

本市は平成17年に一市二村（五條市、西吉野村、大塔村）が合併した結果、
一般乗用旅客自動車運送事業（タクシー事業）の営業区域が市内で２つにま
たがることとなった。
旧五條市地域は金剛交通圏（２社が営業）に、 旧西吉野村地域及び旧大塔
村地域は大台交通圏（１社が営業）に属することとなった。
その後急激な人口減少の影響等もあり、平成29年、本市の大台交通圏に属
するタクシー事業者が消滅した。
そのため、自家用車を持たない旧西吉野村地域の住民の旧西吉野村地域内
を移動する交通手段の確保に支障が生じている。（道路運送法第20条の規
定により、金剛交通圏の事業者が発着ともに大台交通圏（旧西吉野村地域）
での運行はできない。）
現在、旧西吉野村地域内の移動については、本市ではコミュニティバス西吉
野コース及びデマンド型乗合タクシーで対応しているが、いずれも特定の路
線・経路しか運行することができず、また、こうした公共交通手段を用いるとし
ても、急峻な山間部に位置する自宅から各停留所までの移動手段がないこと
から、高齢者が多い旧西吉野村地域の移動をドア・ツー・ドアで担えるタク
シーの運行が強く求められている。
現行制度上、タクシーの営業区域の設定は地方運輸局長の専権事項であ
り、地域住民の移動手段の確保を担う地元市町村や当該市町村が主催する
地域公共交通会議の意見を反映する仕組みが存在しない。

本市のように現行設定されているタクシーの営業区域により地域
住民の移動に支障が生じている場合において、地域住民の意見
をタクシーの営業区域に反映させることで、地域住民にとって利便
性の高い公共交通手段の確保が可能となる。

道路運送法第20条、道
路運送法施行規則第５
条

国土交通省 五條市 別紙あり 川崎市、徳島県 ○当県においても、事業者が１者のみで、夜間対応が困難な営業区域があり、夜間の医療機関への往来に支障が出ている。今後も運転
手不足などにより、事業者の経営環境は厳しさを増していくものと思われるため営業区域の再編が必要になる可能性がある。

24 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

土木・建築 市街化調整区
域内における空
家の用途変更
手続の簡素化

空家である農家住宅を一般住宅
へ用途変更する際の許可につい
ては、市町村が周辺の土地利用
への影響の有無を確認した場合
などにおいては、許可申請に係
る添付書類等、申請手続の簡素
化を行うことを可能としていただ
きたい。

市街化調整区域に立地している空家となった農林漁業住宅に一般世帯が入
居し、活用するためには、農林漁業住宅から一般住宅への用途変更許可が
必要となるが、その許可の申請に当たっては、都市計画法施行規則第34条
の規定に基づき、許可申請書、付近見取図（方位、敷地の位置及び敷地の周
辺の公共施設を明示）、敷地現況図（敷地の境界、建築物の位置並びに排水
施設の位置、種類、水の流れの方向、吐口の位置及び放流先の名称を明
示）を提出しなければならない。
当該書類を作成するに当たっては、専門的見地を有する事業者（土地家屋調
査士等）に作成を依頼し、現地調査測量などを行ってもらう必要があるため、
貸し手である当該空家の所有者にとって大きな負担となり、当該空家を空き
家バンクに登録する意欲を削ぐ要因になっている。
用途変更の前後で、当該建築物が住宅であることに変わりはなく、かつ改築
を伴うものでもないため、排水能力は変わらないものと考えられる。
市町村において、周辺の土地利用への影響や地域づくりへの支障がなく、地
域活性化につながることが確認できれば、都市計画法施行令第36条第１号
の技術基準を適用除外とし、申請資料の簡素化を図ることが地方創生につな
がることから行政のメリットは大きい。

既存集落においてコミュニティや住宅の生活水準の維持、人口減
少を抑制する観点から、現に存在する建築物自体や、その周辺の
自然環境・農林漁業の営みを、地域資源として活用した移住・定住
促進を図る上で、市街化調整区域の空家対策の円滑な促進が期
待される。

都市計画法43条、都市
計画法施行令第36条第
１項第１号イ・第３号ホ、
都市計画法施行規則第
34条、開発許可制度運
用指針

国土交通省 東松島市 旭川市、小川
町、八王子市、
川崎市、草津市

○同様の許可申請がある場合、設計士等に依頼せず、本人申請の場合が多く正確性に欠ける図面が提出されることが多い。このような
ことから、図面の提出不要としても、大勢に影響はないと考える。
〇当市においても、空家の所有者が用途変更等に係る申請書類を提出するにあたっては、専門的見地を有する事業者（土地家屋調査士
等）へ書類作成を依頼し、現地調査測量などを行う必要があり、所有者の負担が大きいことから空き家バンクへの登録が進まない要因の
一つとなっている。
○当市の市街化調整区域においても人口減少と高齢化が顕在化しており、空き家も多く、今後さらに増加する懸念がある。昨今、国も建
物の用途変更については、確認申請が必要となる面積を200㎡に引き上げる規制緩和を行うなど、ストック活用の観点から、柔軟な対応
姿勢を打ち出している。都市計画法に基づく開発許可とともに、実質的な見地から見た空き家の用途変更の柔軟化は、地域振興に必要
であり、かつ効果的と考えられる。

回答欄（各府省）
所管部署・

担当者連絡先

提案区分
その他

(特記事項)
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例
制度改正による効果

（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効率化等）
根拠法令等

制度の所管
・関係府省

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞
管理
番号

団体名

9 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

土木・建築 災害ボランティ
ア車両の有料道
路無料化措置
に係る運用の明
確化

災害ボランティアのために使用
する車両に係る有料道路の無料
化措置について、被災地の社会
福祉協議会やボランティアセン
ターが発行するボランティア証明
書類を持参した車両であれば、
全国の地方自治体が発行する災
害派遣等従事車両証明書がなく
ても有料道路の通行が可能とな
るよう、「料金を徴収しない車両
を定める告示」の改正または解
釈及び運用の明確化を行うこと。

【現状】
災害ボランティアのため使用するものとして料金を徴収しない車両は、告示に
おいて、地方公共団体等が要請したボランティア活動のため使用する車両で
当該道路を管理する会社等が料金を徴収することが著しく不適当であると認
めたものが対象とされている。
現状では、社会福祉協議会やボランティアセンターからのボランティア証明書
類に加えて、全国の地方自治体が被災都道府県からの協力依頼に基づき発
行する災害派遣等従事車両証明書が別途必要な取り扱いとなっている。
【具体的な支障】
・申請者は、最寄りの市役所の窓口にボランティア証明書を持参した上で、車
両証明書の発行を受ける。窓口では被災地までの経路の確認等をして、発行
を行っている。
・車両証明書は、精算する料金所（出口ＩＣ）ごとに１枚の提出が必要であり、
証明書に記載したＩＣでしか利用することができないため、被災地が遠距離と
なれば、証明書を往復分で何枚も発行する必要がある。
・申請者がＩＣ名や経路等を熟知していないケースが多く、その都度、窓口職
員が高速道路会社のホームページ等で経路を確認している。
・被災地との往復間で急な経路変更等が発生した場合には、申請者は再度
窓口に出向き、新たに発行した証明書を料金所に郵送しなければならない。
・なお、被災自治体においても同様の事務が発生するため、復旧業務を行う
上でも負担となっている。

被災地に向かうまでの手続きが円滑化されることでボランティア側
の負担が軽減され、ボランティア活動の推進が期待できる。また、
自治体担当者の事務負担も軽減される。

道路整備特別措置法第
24条第１項但書、同法施
行令第11条、料金を徴
収しない車両を定める告
示第３号

国土交通省 佐伯市、別府
市、大分市、
中津市、日田
市、臼杵市、
津久見市、竹
田市、豊後高
田市、杵築
市、宇佐市、
豊後大野市、
由布市、姫島
村、日出町、
玖珠町

八戸市、いわき
市、栃木県、世
田谷区、多治見
市、愛知県、西
尾市、田原市、
八尾市、兵庫
県、出雲市、広
島市、高松市、
宇和島市、大村
市、宮崎市、鹿
児島市

○平成30年７月豪雨では、当市でも応急対策や被災者支援、復旧業務に追われた。そのような中、愛媛県南予地域をはじめ、広島県や
岡山県に向かうボランティアに対する災害派遣等従事車両証明書業務も重なった。当市のように、被災した自治体にとっては、災害派遣
等従事車両証明書業務は大きな負担となっている（※参考…平成30年７月西日本豪雨に係る災害派遣等従事車両証明書の発行枚数：
約4,500枚）。近年、災害は広域化しており、また、南海トラフ地震の発生を懸念されている。
○即日発行を基本としているが、申請ごとに精算所やルートの確認が必要であり、対応に時間を要する。記載してある精算所以外は利用
できないため、急なルート変更が生じた場合に対応できない。
○当市では、平成30年７月豪雨時に数件事務を行った。事務処理としては、申請者が、市役所担当課窓口にボランティア証明書を持参し
た上で、車両証明書の発行を受け、窓口では被災地までの経路の確認等をして、発行を行ったが、申請者がIC名や経路等を知っていて
も、認識範囲としては、入口及び出口のICであり、通行予定道路が、瀬戸中央道・高松道・神戸淡路鳴門道と会社、道路が複数になって
いることに加え、同じ路線であっても、往路では料金精算所があっても、復路では通過になっているため、往路と復路の証明書が同一では
ないなど、確認に手間取った。申請者によっては出発の前日に申請し、その場での発行となるため時間を要することは望ましくない。
○災害派遣等従事車両証明書の発行に時間がかかるため、急な申請に対応ができない。（「これから出発するため今すぐ証明書を発行し
てほしい」などの事例。決裁を取ってから発行となり、時間がかかるため申請者が諦めるケースがある。）また、申請者がＩＣ名や経路等を
熟知していないケースが多く、その都度、窓口職員が高速道路会社のホームページ等で経路を確認しており、申請者、窓口職員ともに負
担が大きい。
○申請者によると経路の確認は大きな負担になっていると聞く。申請者の負担を軽減することで被災地に向かうボランティアを増加させる
ことができると考える。
○被災地に向うまでの経路において、最適な経路や精算が必要になるＩＣ及び料金所を窓口職員が調べなくてはならず、複雑な作業で
あった。高速道路の管理者毎に災害派遣等従事車両証明書を用意するのでなく、出発地と目的地１枚だけで全線通行可能なように制度
改正されれば、料金所等を調べる作業が簡素化されることが見込まれる。
○被災時に災害対策本部が設置されている中でも事務を行わないといけないため、災害対応や復旧に支障があった。
○「災害派遣等従事車両証明書」の発行については、各ボランティアにより異なるルート（IC名称等）の確認や、往復分の証明書発行など
の事務が生じ、災害の規模が大きいほど件数が多く、担当課の業務に負担が生じることが懸念される。
また、閉庁時間や決裁等で受付から発行までに時間を要する点などは、災害ボランティアに対しても円滑なサービスとは言いがたい。被
災県となった場合、あるいは被災県の近隣県であった場合などはボランティア担当課は災害対応することとなり、発行に対応する体制の
維持は困難である。国土交通省告示には「地方公共団体等が要請」と規定されているため、現状では同一の自然災害でも各被災県がそ
れぞれ依頼文書を各都道府県等に通知しており、円滑な発行事務のためには、運用を改善する必要がある。
○申請の受付、証明書発行は市役所の開庁時間しか行っておらず、申請者はその時間内に来庁しなければならない状況である。
○当市においても、高速道路会社のホームページ等で経路を確認する必要がある、災害派遣等従事車両証明書発行に多大な時間を要
し、特に、災害時には、大きな負担が生じている。
○昨年度、西日本豪雨等の災害ボランティア派遣において、申請を受け付けたが、申請後に途中のＩＣにおりてボランティアを乗せたり、
圏央道経由で行く予定が首都高経由に予定変更になった場合、その都度窓口職員が高速道路会社のホームページ等で経路を確認して
おり大きな負担が生じた。
○自治体によって書類の様式が変わっていることがあり、車両証明書の発行手続きの際、ボランティア側、自治体担当者が混乱すること
がある。様式の統一化や必要な証明書の枚数を減らす等、支援に向かうまでの事務手続きが円滑化されることでボランティア側、自治体
担当者の負担を軽減する事ができると考えている。



別添１

国土交通省（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案）
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28 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

土木・建築 公営住宅の明
渡し請求に伴う
損害賠償金の
回収事務を私人
に委託できるよ
うに求める制度
改正

公営住宅の明渡し請求後、明渡
し期限が経過した不正入居者等
に生じる損害賠償金について、
地方公共団体が私人に徴収又
は収納の事務を委託できるよう
公営住宅法及び施行令の改正
等による制度改正を求める。

県営住宅の明渡し請求により生じる損害賠償金について、本県の条例では
「知事が指定する期日の翌日から当該公営住宅を明け渡す日までの期間に
ついては、近傍同種の住宅の家賃の額の２倍に相当する額以下で、規則で
定める額の金銭を徴収することができる」（奈良県営住宅条例第30条２項第
38条第３項及び第４項）と定めており、更に規則において「近傍同種の住宅の
家賃の額の２倍に相当する額」（奈良県県営住宅条例施行規則第19条）と決
定している。この条例・規則は、公営住宅法第29条及び第32条に基づき、「公
営住宅管理標準条例（案）について」（平成８年10月14日住総発第153号）を
参考に定めている。
「近傍同種の住宅の家賃の額の２倍に相当する額以下で、規則で定める額の
金銭」については、知事が指定する期日をもって明渡しを請求（賃貸借契約を
解除）することで入居決定を取り消し、それにより生じた明渡し義務を退去者
が履行しないことによる債務不履行に係る損害賠償金であり、規則で定め、
入居時に説明を行うことで、民法第420条における損害賠償額の予約としてい
る。
当県においては、県営住宅の退去者の滞納家賃については、債権回収の効
率化を図るために弁護士に委託する一方、当該損害賠償金については、私
人に委託できないことから、現在職員で徴収にあたっている。
退去者のうち、家賃と損害賠償金の両方を滞納している者も一定程度いる
が、滞納家賃は弁護士、損害賠償金は職員と、支払い先や対応先等が異な
り、債権回収業務が非効率になっている。

専門家のノウハウが活用できること、滞納家賃と損害賠償金を一
体的に委託することで債権回収業務を効率化することができる。

・公営住宅法第29条、第
32条
・地方自治法第243条
・地方自治法施行令第
158条

総務省、国土交
通省

奈良県 宮城県、仙台
市、福島県、須
賀川市、埼玉
県、川崎市、名
古屋市、八尾
市、愛媛県

○当市においては、条例及び施行規則に基づき、市長が期日を指定して住宅の明渡を請求している。その請求に応じない入居者に対し
ては、明渡請求訴訟を提起して契約解除の意思表示をし、その訴状の送達日の翌日から当該住宅の明渡しの日までの期間について、毎
月、近傍同種の住宅の家賃の額の二倍に相当する額（以下、損害賠償金という）を徴収することとしている。明渡請求訴訟にて、滞納して
いる家賃等の支払いの判決を得た退去滞納者に対しては、回収業務を弁護士に委託しているが、損害賠償金は私人の方で回収できな
いため、当市で直接対応している。提案団体と同様、滞納者等は弁護士、損害賠償金は職員と、支払先や対応先等が異なり、債権回収
業務が非効率になっている。
○当市においても、家賃滞納者に対し、当市市営住宅条例第34条第4項において「請求の日の翌日から当該公営住宅の明渡しを行う日
までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の2倍に相当する額以下で市長が定める額の金銭を徴収することができる」と規定
し、当市市営住宅条例施行細則第26条第2項において「当該請求をした日の属する月の家賃に相当する額」と規定する。そして同様に、
滞納家賃については弁護士に委託する一方、損害賠償金については職員で対応しており、非効率となっている。併せて、市営住宅退去
時の建物修繕費に関しても、私人委託ができないため同様の問題が生じている。通常、家賃を滞納したまま退去した者は、敷金が滞納家
賃に充てられるため、ほぼ建物補修費も未納となるが、滞納家賃は弁護士に委託し催告を行う一方、建物補修費は職員から催告を行う
形となり、非効率が生じている。
○当県においても、県営住宅退去者の滞納家賃と損害賠償金の回収業務では、滞納家賃は民間会社に委託し、損害賠償金については
職員で行っており、非効率であると感じている。制度改正により、滞納家賃と損害賠償金の回収業務を一体的に委託することが可能にな
れば、回収方法の選択肢が増えることにより、効率化を図ることが期待できる。
○当県では、県営住宅における高額所得者への住宅明け渡し請求（県営住宅条例29条３項）を実施しているが、明け渡し期限後、退去し
ない者に対し、近傍同種家賃額の２倍の額を損害金として徴収している。（県営住宅条例第30条２項）当該損害金は、地方自治法施行令
第158条に規定されないため、県で調定及び徴収しているが、性質的には家賃に近く、家賃徴収を委託している先で家賃と同様の徴収事
務を実施した方が効率的と考える。
○当県では、県営住宅の家賃に関しては、住宅供給公社に収納事務を委託している。一方、損害賠償金に関しては、委託が行えないた
め、県が直接、請求を行っている。また、損害賠償金の未納者に対しては、県が督促、催告しているが、効果的な滞納整理が困難な状況
にある。損害賠償金の滞納者のほとんどの者は、家賃も滞納しており、住宅供給公社に徴収事務を委託し、一体的な債権回収を図ること
が効率的である。

44 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

運輸・交通 国土交通省空
港施設災害復
旧事業費補助
の対象の明確
化

国土交通省空港施設災害復旧
事業費（補助）について、補助対
象及び補助採択要件の明確化を
求める。

平成29年７月の大雨で秋田空港及び大館能代空港内の法面（滑走路外周の
管理用道路の法面）が崩落した際、電話にて補助要望を打診したが、空港法
上の補助対象となる「空港用地」に該当しないとの理由で、電話での打診段
階で対象外とされた。
法令上、本事業の対象となるのは「滑走路等又は空港用地」や「排水施設等」
の災害復旧工事とされている。今回のケースでは、直接「滑走路」や「排水施
設」が崩れたのではなく、また、「空港用地」は「平らな空地」と定義されている
ため、対象にならないと判断された。しかし、法面崩落により排水施設である
側溝が土砂で埋まったことから、更なる被害拡大も懸念される状態であった。
その後、急を要する案件であったため再度相談したところ、今度は、大雨被害
であることを証明できるよう、日常点検のなかで法面を捲り上げて地面がどの
ような状態となっているのか確認し、施設のすみずみまで点検している記録
があるかといった厳しい補助採択条件が提示された。
当県では国土交通省から示されている指針に基づき策定した空港施設の維
持管理に関する要領や計画に基づく点検以上のことは実施していなかったた
め、結果的に別事業（県単災害復旧事業）として執行せざるを得ない状況と
なった。
補助要綱等にも明記されていない厳しい採択条件ではなく、通常の点検に
よって柔軟に採択することが可能となるよう、採択要件を明確化していただき
たい。

災害復旧制度の本来目的である「被災箇所復旧のための早期予
算化、早期事業化、早期復旧」が可能となる。

空港法第９条第１項、第
10条第１項・第３項
空港法施行令第４条
空港施設災害復旧事業
費補助金等交付要綱第
２条第１項

国土交通省 秋田県、小坂
町

福島県、新潟
県、沖縄県

○当県管理空港では高盛土箇所等があり、同様の事例が想定されるため。
○当県の空港では、現時点において、同様の事案は発生していない。しかし、空港本体が最大10段の盛土構造である当県の空港におい
ても、今後、同様の災害が発生する可能性は十分に考えられることから、本提案に対する措置は必要であると考える。
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70 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

土地利用（農
地除く）

地籍調査におけ
る筆界確認の調
査手法の見直し

地籍調査における筆界確認につ
いて、遠隔地に居住する土地所
有者の現地立会の負担軽減の
ため、筆界案の郵送や電子的媒
体を利用した確認手法の多様化
や、所有者不明の土地に関し、
隣接土地所有者等による確認を
可能とする調査手法の導入を図
る。

山村部において、土地所有者の「高齢化」・「不在村化」などにより、筆界確認
に時間を要している。
時間を要すだけでなく、最終的に確認が得られない結果、筆界未定として処
理せざるを得ないケースもある。
（例①登記簿に氏名の記載のみで、所在地不明により本人確定ができず、個
人情報保護の観点から戸籍調査等でも対応できず、筆界未定となるケース。
例②山間部の土地で、所有者が都市部在住の高齢者のため現地立会を拒
否され、土地周辺に委任できる親戚・知人もないことから、筆界未定となる
ケース。）

迅速な復旧・復興に資する地籍調査の促進が図られる。 国土調査法第２条
地籍調査作業規程準則
第23条、第30条
地籍調査作業規程準則
運用基準第15条の２

国土交通省 徳島県、滋賀
県、京都府、
京都市、大阪
府、兵庫県、
神戸市、和歌
山県、鳥取
県、愛媛県、
関西広域連
合

宮城県、秋田
県、茨城県、群
馬県、埼玉県、
川崎市、相模原
市、中井町、福
井市、長野県、
高山市、多治見
市、浜松市、愛
知県、田原市、
南あわじ市、奈
良県、島根県、
岡山県、広島
市、庄原市、下
松市、徳島市、
阿波市、石井
町、神山町、那
賀町、宇和島
市、大村市、五
島市

○特に、山林部等については、登記簿情報（所有者氏名及び住所）が古いままのケースが多く、所有者または相続権者の特定に時間を
要するとともに、相続権者が遠方在住の場合は、立会調整等について事業主および地権者双方に負担が生じている。また、所有者が確
定していながら、立会拒否の場合については、周辺所有者への影響を鑑み、隣接所有者等による確認手法の整備が必要と考える。
○土地所有者の高齢化や遠隔地に居住しているため現地立会に時間を要している。
○固定資産課税台帳を利用した探索を試みても個人情報取扱制限がかかるため、その探索に大きな労力を費やし、森林整備に支障を生
じている。
○土地所有者の所在不明等による筆界未定が多く、隣接土地所有者に不利益が生じるケースがある。
①30年前に県外から住宅建築を予定し土地を購入したものの、家の建築が取りやめとなって放棄地となっている。近隣住民がある程度の
経緯は知っていたものの、県外出身者で身元もわからず、登記時の住所地は現在空き地となっており、移転してから５年以上経過してい
るため住所地での住民票除票も請求できない。そのため、所有者不明土地として筆界未定となったものである。
②公図上は畑の中の狭小地で、登記地目は墓地となっているが、現地には墓はなく、畑と一体になっている。保存登記がなされていない
昔からの土地であるため、登記簿には所有者の氏名のみが記載されており、住所も生年月日もわからない。昔に墓が移動され、登記だけ
が残っていると推測されるが、追跡調査ができず筆界未定となったものである。
○本県においても同様の課題を有している。なお、本年度から山村境界基本調査（山村部リモートセンシングデータ整備事業）を活用する
予定であり、今後の山村部における作業省力化のモデルケースとしたい。
○地権者が遠方に住んでおり、高齢のため立会いに来れない場合や、登記簿に指名のみしか記載がないケース、共有地で○○外○○
名のような個人を特定できないような記載しかないケースがあり、筆界未定として処理せざるを得ないことがある。また、相続登記がなさ
れていない場合や、住所変更の登記がなされていない場合、相続人や登記名義人の捜索に膨大な時間を要することから、相続登記や住
所変更を促す仕組みや、登記情報とマイナンバーとの紐付などの施策も検討していただきたい。
○当市において、地権者等の高齢化や所在がわからない等の理由から筆界確認に時間を要するケースがある。また、最終的に確認が得
られず筆界未定として処理せざるを得ないケースもある。（当市の事例）登記簿に氏名のみ記載で本人確認ができない場合や相続絶えに
より相続人が不存在の場合は筆界未定として処理せざるを得ない。）
○当市でも、立会不参加により、隣接地を含んだ筆界未定となるケースが増加している。地籍調査作業規程準則によれば、遠隔地居住な
ど、立会が得られないことについての相当の理由がある場合に限り、筆界案の送付等による確認手法が認められているが、この手法を適
用できない事例が多数ある。例えば、現地には居住しているが、仕事の都合により立会の日程調整が困難な場合や立会依頼通知は届く
が調査への協力意思が不明で、理由なく立会を欠席する場合がある。このような土地所有者に対しても、準則の適用対象となるよう見直
しを希望する。
○山林が多い地区において、土地所有者の高齢化等により、現地まで行けない事を理由に調査計画を断られたことがある。
【地域における課題】土地名義人死亡により相続の名義変更がされていないものが数多くあり、相続人調査が必要となるが、調査地区が
離島でもあることから、親の代で島外に転出し、土地の存在すら知らないケースも数多くあり、委任できる親戚、知人もいないことから、不
立会による筆界未定となるケースが増加傾向にある。
【制度改正の必要性等】土地所有者の同意があれば、現地立会いなしで筆界確認できる調査手法等により地籍調査の促進が図られる。
○当町は高齢・過疎化が進行している地域であり、面積の約95%が林地であり急峻な地形が広がっている。遠方・所有者不明の筆界確定
案の個人の問題もあるが、昭和に倒産した会社の名義で登記されたものが残っており、現在の行方が分からずに筆界未定になりそうな事
案がある。そのようなケースの対応策もご検討をいただきたい。
○当市では、既に境界確定していたり、仕事で立会できない等、立会拒否されるケースが多い。よって、前述の手法の採用や、既に境界
確定している土地は立会なしにできれば筆界確認が容易であった箇所はある。
○当市では、戸籍調査を行い親族に連絡を取り確認を依頼し対応している。
○当市でも地目が山林の土地において、登記簿の記載が氏名のみで住所不明により本人確定ができず、筆界未定となるケースがあっ
た。
○当市においても、遠隔地に居住されている土地所有者もおり、境界確認ができない場合には筆界未定となることから、郵送や電子的媒
体を利用した確認方法や隣接土地所有者等による確認を可能とする調査手法の導入について賛同する。
○当県においても、山村部に限らず、市街地においても同様の支障事例がある。
○当県において、山村部において土地所有者が不明であることで筆界未定となるケースが毎年、数件発生している。平成23年に土地所
有者が不明な場合の対策として新たな調査手法（地籍調査作業準則30条３項）が制度化されたが、山村部では調査手法の条件に合致す
ることが少なく制度の活用が図られない。そのため所有者不明土地を筆界未定とせざるを得ないが、隣接土地所有者への影響も大きいこ
とから、所有者不明土地において、可能な限りの所有者追跡調査を実施した後であれば、隣接土地所有者による仮の筆界確認を可能と
するなどの新たな制度改正が必要である。
○①相続により、遠方在住の方が所有者となったような土地について、調査の案内等を送付しても関心が低いのか、一切の反応がなく、
結果、筆界未定として処理せざるを得ないケース。⇒通知のやり方等の整理も必要だが、反応がない場合でも、隣接者の立会に基づく形
で調査可能となれば、筆界未定地を減らすことが期待できる。②相続人全員が家庭裁判所へ相続放棄を申し出ており、相続財産管理人
も立てられていないようなケースで、客観的材料もなく結果的に筆界未定となるケース。（⇒相続財産管理人を立てずとも、条件によっては
隣接土地所有者のみの確認で調査が進められるなら、スムーズな調査実施が期待できる。）
○地籍調査においては、いわゆる長期未相続土地や所有者不明土地などが原因で、所有者探索が困難となり、筆界確認に時間を要して
いる。また、時間を要すだけでなく、最終的に確認が得られない結果、筆界未定として処理せざるを得ないケースもある。
○当県の高齢化は他県に比べ進んでおり（高齢化率：全国第3位）、土地所有者の「高齢化」・「不在村化」などにより、筆界確認に時間を
要している。筆界案の郵送や電子的媒体を利用した確認手法の多様化や、所有者不明の土地に関し、隣接土地所有者等による確認を
可能とする調査手法の導入は、課題解決に資するものであり、その実現ためには制度改正が必要である。
○山村部については現在行っていないが、都市部においても同様に確認を得られず筆界未定となるケースがある。その他の具体例とし
て、土地所有者が死亡している場合は、相続関係人が立会等をすることになるが、、相続関係人全員が相続放棄しており、その全員が立
会を拒否された場合、筆界未定となるケースがある。このケースにおいて、隣接土地所有者等による確認を可能とする調査手法の導入が
必要である。
○土地所有者の「高齢化」・「不在村化」などにより、筆界確認に時間を要すため、地籍調査の進捗が図られない状況であり、所有者が判
明せず、筆界未定として処理せざるを得ないケースがある。本県では、林地部が地籍調査対象面積の約８割を占めるが、その林地部の
進捗率が７％に留まる。（平成29年度末）
○遠隔地に居住する土地所有者又は法定相続人の現地立会について時間を要しているケースがある。隣接地が所有者不明な未登記土
地のために筆界未定となってしまうケースがある。
○以下の支障事例がある。
１．相続放棄された、または相続人がいない土地について、筆界確定が困難となっている。
２．山林の土地所有者の高齢化により、現地確認ができない、また所有者の世代交代で筆界の不明確化により人証・物証が失われてい
る。
３．相続調査範囲の増大により、調査に膨大な時間がかかる。
４．古い世代で行われた、いわゆる口頭売買や、交換での未登記がある。
○未相続等により登記簿のみでは土地所有者の所在が不明な土地が多く存在し、戸籍の附票や課税台帳等による追跡調査に約３か月
程度の期間を要している（H30年度調査対象筆数25,982筆のうち要追跡調査筆数5,707筆）。所有者不明土地については、地籍調査作業
規程準則第30条第3項の規定により、筆界を明らかにする客観的資料がある場合に限り、筆界の調査が可能となっているものの、特に山
間部では客観的資料が存在しないことが多く、筆界未定と処理せざるを得ない状況にある（H30年度に認証した成果において、所有者不
明土地の件数17件中、客観的資料により筆界確認できたのは2件のみ）。このため、隣接土地所有者ならびに第三者機関による客観的
判断により筆界を確認できる仕組みなど、弾力的な運用が図れる制度改正を求める。
○本市においても同様の支障事例が生じている。（例：本市では、登記簿に氏名、住所の記載はあるが転居後５年以上経過している場
合、住民票除票の交付を受けることができないため、本人の現住所が確認できず、筆界未定となるケース。）
○山間部の土地で、所有者が都市部在住の高齢者のため現地立会を拒否され、土地周辺に委任できる親戚・知人もないことから、間伐
等の森林整備が実施できなかった。
○当市では、所有者不明土地に時間を要するケースは見受けられない。しかし、所有者が高齢のために現地確認を拒否さたことにより筆
界未定となるケースが見受けられる。土地所有者との確認手法の多様化が課題である。
○当市においても、所有者不明土地については筆界を確認するに足る客観的資料が存在しないため不立会地として筆界未定処理として
いる。その結果、当該土地と隣接するすべての土地が筆界未定となり、関係土地所有者には何ら瑕疵がないにもかかわらず筆界の明確
化が図れない。
○例②と同様の理由から未調査区域の大半が筆境未定地となることが見込まれるため，調査休止を検討している市町村あり。
○当県においても、所在不明による筆界未定が生じており、今後、拡大していく恐れがある。
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97 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

土地利用（農
地除く）

不動産鑑定士
の新規登録等
に係る都道府県
を経由する義務
付けの廃止

不動産鑑定士の新規登録、変更
登録、死亡等の届出、登録の消
除（以下、「不動産鑑定士の新規
登録等」という。）について、不動
産の鑑定評価に関する法律第17
条から第20条において「その住
所地を管轄する都道府県知事を
経由」して行うこととされている
が、この不動産鑑定士の新規登
録等に係る都道府県を経由する
義務付けの廃止。

不動産鑑定士の新規登録等については、不動産の鑑定評価に関する法律第
17条から第20条に基づき申請者の住所地を管轄する都道府県知事を経由し
て行うこととされており、都道府県では、申請書及び届出書の受付、国への提
出事務を行っている。
都道府県で受理する申請書・届出書については、記入漏れ等の形式チェック
を行い、必要に応じて本人に修正等を指示している。国土交通省へ確認して
修正する場合や本人から速やかな回答がない場合には、後日郵送で修正の
やり取りをすることとなり、申請者・届出者にとって二度手間となっている。
当該業務は法定受託事務ではあるが、実際に行っているのは簡単な形式
チェックのみであり、都道府県の判断を要するようなものは含まれていないに
もかかわらず、都道府県における事務処理に時間を要している。（受付状況：
年間40件前後で、郵送が８割、持込が２割。受付から地方整備局へ提出まで
に約１週間を要している。）

申請・届出の都道府県を経由するという義務付けを廃止すること
で、県から国への送達等に要している期間が短縮されるとともに、
窓口が国土交通省に一本化され、申請書・届出書の記載事項の
不備に対し、迅速かつ的確に責任を持った対応が可能となるな
ど、申請者・届出者の利便性向上及び行政の効率化につながる。

不動産の鑑定評価に関
する法律第17条、第18
条、第19条、第20条

国土交通省 愛知県 埼玉県、京都
府、鳥取県

○当県においても、本事務について、都道府県の具体的な判断要素や把握しておく内容も特にはないことから、事務負担となっている。ま
た、申請者側からみても、都道府県でチェックを受けたとしても、国から再度の指摘や修正等があり、二重手間となることから、都道府県を
経由する事務を廃止することが望ましい。
○不動産鑑定士の新規登録等の都道府県の経由を廃止することで、時間や手間を省き、申請者への迅速な対応が可能になると考える。
 〈支障事例〉
①申請者からの問い合わせに関しわからない場合一度地方整備局へ問い合わせ再度申請者へ回答するため、時間を要する。
②申請者が提出先を誤って他の都道府県へ提出し混乱が生じることがある。その際、提出された都道府県から本来受付するべき都道府
県へ書類を転送し、受理し直すため大幅な時間ロスとなる。
〈制度改正の必要性〉
①都道府県は必要書類や記入漏れ等の軽微なチェックを行い、地方整備局へ進達するのみであり、独自に判断する内容はないため、都
道府県を経由する意味合いはないと考える。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　②都道府県を経由せずに直接地方
整備局へ提出することで、申請してから登録通知が送られてくるまでの時間を短縮することができる。（受付をしてから地方整備局への提
出までに長くて１週間かかる。本県では、昨年度46件受付）

100 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

土木・建築 災害救助等に
使用する車両の
有料道路無料
化措置に係る被
災都道府県の
事務簡素化

災害救助等に使用する車両の有
料道路の無料化措置にあたり、
被災直後の都道府県に高速道
路会社等との協議等の事務が発
生しないようにする。
具体的には、被災都道府県と高
速道路会社等との調整を待たず
とも、災害救助法適用期間中な
ど被災直後の一定期間内の災
害の救助のための車両であれ
ば、自動的に無料化措置がなさ
れるよう、「料金を徴収しない車
両を定める告示」の改正等を行う
こと。

【現行制度】
大規模災害が発生し、他機関等による災害救助等に係る応援を要する場合、
被災都道府県が、対象の区間・期間・車両等を高速道路会社等と協議し、了
解を得た上で、全国の自治体に「災害派遣等従事車両証明書」の発行を依頼
することで、自治体の長からその証明を受けた車両は無料で高速道路等を通
行できるようになる。
「料金を徴収しない車両を定める告示」第３号によれば、「災害救助（中略）の
ために使用する車両（中略）で緊急自動車以外のもの」は料金を徴収しないも
のとされているが、実態はたとえ災害救助のために派遣された公的機関の車
両であっても、無料通行の可否は被災都道府県と高速道路会社等との調整
に委ねられている。
【支障事例】
2018年７月に本県で豪雨災害が発生した直後、日赤や地方公共団体等か
ら、有料道路の無料化措置を講じるよう要請が多数あった。
高速道路会社等との調整にあたっては、各社に対する個別の依頼文送付な
どに時間を要したため、事務処理が未完了の発災直後において、即応いただ
いた支援機関の車両が無料措置を受けられない事態が生じた。
その後も、受援体制の確立時など、災害対応の進捗に応じて随時各社に連
絡する必要が生じるなど、事務が発生した。
また、都道府県庁舎等に甚大な被害が発生し機能不全に陥った場合などは、
被災都道府県による応援要請などを必要とする同制度が活用できない事態
の発生が予見される。

発災直後において、迅速かつ円滑な災害対応が可能になるととも
に、被災都道府県や高速道路会社等の負担が軽減される。

道路整備特別措置法第
24条第１項但書、同法施
行令第11条、料金を徴
収しない車両を定める告
示第３号

国土交通省 岡山県、中国
地方知事会

中国地方知事会と共同
提案

奈良県、愛媛県 ○災害が発生した場合に行う災害従事車両の高速道路料金の無料措置に係る事務については、提案団体が示す支障事例と同様に高
速道路各社との調整に時間を要しており、被災自治体の負担軽減のためにも、事務手続が簡素化されることが望ましいと考える。
○豪雨災害発災直後から高速道路無料化が完了するまでの間、問い合わせが殺到し防災職員がその対応に追われた。また、被災直後
の一定期間内の災害派遣等従事車両について、自動的に無料化措置を講じ、速やかに手続き方法をホームページ上に公開することで、
不要不急な問い合わせを削減することが必要であると考える。
○平成23年に発生した紀伊半島大水害の際、当県では災害発生直後に８つの道路会社との無料措置化の協議や、同一災害で被災した
三重県や和歌山県との調整、他都道府県に対する数回にわたる依頼文の発出等を行ったが、災害対応の初動期にも関わらず、当業務
に係る調整に時間と手間を要したことなどにより、優先すべき防災対応に支障を来した。
○平成28年10月21日に発災した鳥取県中部地震の際に、発災直後から各有料道路管理者６社と調整を行ったが、行政車両について協
議が完了したのは10月24日であり、発災から３日のタイムラグが生じている。その際は、NEXCO西日本が当県との交渉窓口となり、各有
料道路管理者との調整を行っていたが、他の事業者は平日以外の調整ができず、手続きに余計に時間を要することになった。また、当初
は比較的短期間の無料化しか認められなかったため、車両内訳の追加や無料化期間の延伸で複数回の協議が必要となり、その都度、
全国の都道府県にも通知する必要があったため、当県の事務負担も特に発災直後の短期間に集中して増大した。さらに、各都道府県か
ら無料化状況に係る電話問合せも数多くあり、それらへの対応も発災県の事務負担となった。平成30年7月豪雨のように複数の都道府県
が同時に被災するような場合には、各県がそれぞれ有料道路管理者と協議を行い、それぞれ全国に通知することになるため、応援側都
道府県としても、煩雑な情報把握や対応処理が必要となった。

95 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

環境・衛生 環境省等所管
法令における立
入検査に係る身
分証明書の統
合

個々の環境省等所管法令に基
づき行う立入検査に係る身分証
明書について、厚生労働省の定
める環境衛生監視員証を参考
に、１枚あるいは可能な限り少な
い枚数の様式へ統合する。

環境省等が所管する法令に基づき、地方自治体職員が立入検査を行う際の
身分証明書については個々の法令で定められている。
このため、地方自治体においては一人の職員が複数法令に基づく立入業務
を行うことが殆どであるにもかかわらず、職員一人について約20種類もの身
分証明書を作成しなければならず、特に職員の異動時期には身分証明書の
作成業務によって大きな負担が生じている。
また、立入先の事業所においても複数法令による規制を受けることが多いた
め、職員に適正な立入権限があることを確認するには、一つ一つの立入証を
示す必要があり、迅速な立入検査の妨げとなってしまう。

一目で選択的に立入権限を示すことのできる身分証明証を設ける
ことで、迅速な立入を行うことができ、常時の立入検査、突発的な
事故対応に係る検査のいずれもスムーズに行うことができる。ま
た、身分証明証ごとに異なるサイズの職員写真を複数用意するな
どの事務負担を軽減することができる。

工業用水法第25条第２
項、大気汚染防止法第
26条第３項、水質汚濁防
止法第22条第４項、農用
地の土壌の汚染防止等
に関する法律第13条第
２項、特定工場における
公害防止組織の整備に
関する法律第11条第３
項、自動車から排出され
る窒素酸化物及び粒子
状物質の特定地域にお
ける総量の削減等に関
する特別措置法第41条
第５項、ダイオキシン類
対策特別措置法第27条
第５項、第34条第３項、
フロン類の使用の合理
化及び管理の適正化に
関する法律第92条第２
項、土壌汚染対策法第
14条第４項、土壌汚染対
策法第54条第７項、特定
特殊自動車排出ガスの
規制等に関する法律第
30条第５項
温泉法第28条第２項、第
35条第２項、自然公園法
第17条第２項、第35条第
３項、第37条第３項、第
62条第４項、鳥獣の保護
及び管理並びに狩猟の
適正化に関する法律第
75条第５項
廃棄物の処理及び清掃
に関する法律第19条第
３項、浄化槽法第53条第
３項、建設工事に係る資
材の再資源化等に関す
る法律第43条第２項、ポ
リ塩化ビフェニル廃棄物
の適正な処理の推進に
関する特別措置法第25
条第２項、使用済自動車
の再資源化等に関する
法律第131条第３項
【参考】環境衛生監視員
証を定める省令（昭和52
年厚生省令第１号）

経済産業省、国
土交通省、環境
省

愛知県 札幌市、岩手
県、秋田県、山
形県、福島県、
群馬県、埼玉
県、川越市、川
口市、川崎市、
相模原市、新潟
県、石川県、岐
阜県、豊橋市、
豊田市、京都
府、京都市、島
根県、岡山県、
徳島市、高松
市、愛媛県、松
山市、福岡県、
熊本市、宮崎県

○提案団体と同様の支障が当市でも生じている。１人当たり10数枚の立入証を所持しており、事務手続きが負担となっている。
○例年4月の人事異動の時期には、身分証明書の更新時期とも重なることが多く、立入検査を行う職員に対して、速やかな作成、交付を
行う必要があり、業務に負担が生じる。
○当市においても、職員一人について約10種類の身分証明書を作成しなければならず、特に職員の異動時期には身分証明書の作成業
務によって大きな負担が生じている。
○環境省所管法令の身分証明書は、職員１人あたり約10種類であり、異動時期には作成の負担が大きい。平成30年度は300枚作成し
た。
○当県においても、異動時期には身分証明書の作成業務によって大きな負担が生じている。19種類の証明書をまとめて作成している。
○当市においては、１人の職員が複数法令に基づく立入業務を行うことがほとんどであり、職員一人について約10種類の身分証明書を作
成しなければならない。職員の異動時期には身分証明書の作成業務によって大きな負担が生じている。
○当市においても、１人の職員が複数法令に基づく立入業務を行っており、職員一人について10種類以上の立入検査に係る身分証明書
を作成しなければならず、職員の異動時期には身分証明書の作成業務によって負担が生じている。また、立入先の事業所においても複
数法令の規制を受けていることが多く、各法令に基づく身分証明書を提示する必要があり、迅速な立入検査の妨げとなっている。
○当県でも同様に、職員一人について多くの身分証明書の作成が必要で、特に職員の異動時期には身分証明書の作成業務に多くの負
担を要している。
○当市においても、法や条例毎に身分証明書を作成する必要があり、異動者が多い時期には事務負担が大きなものとなる。また、有効
期限等の管理の面においても、一つにまとめることで容易になるため、制度改正による事務負担の軽減は必要なものと考える。
○当県においても、環境保全や廃棄物対策を所管する部署では、大防法、水濁法、土対法はもちろん、自動車排ガス、ダイオキシン、フロ
ン等をまとめて事務処理することになるが、多いところではこれらすべての身分証明書を転入職員に対し作成することもあり、個別の法律
ごとに作成する現状では、多大な業務負担となっている。また、立入先の事業所でも複数の法令による規制を受けることも多く、このような
場合も、１枚１枚提示する必要があり効率が悪くなっている。以上を踏まえると、実情に即して、検査証の作成や提示する際の効率を考え
て、複数の法律をまとめて１枚の証にする方が合理的である。
○突発的な事故対応等に当たり複数の身分証の提示に一定時間を要し、迅速な対応の妨げとなっている。また、当県では出先機関の職
員が１人で環境省が所管する法令に基づく立入検査業務を複数担っており、例えば、環境保全業務だけで、１人最大15枚の立入検査証
の発行が必要である。毎年度、異動や期限切れに伴う発行作業が職員の負担になっている状況である。制度改正により、立入検査証が
一人につき１枚に緩和されれば、毎年度の発行業務が大幅に軽減され、業務削減に繋げることが可能となる。立入検査証に明記する事
項は、顔写真、有効期限、生年月日、根拠法令等多岐に渡るため、携帯が容易なサイズに収める工夫が必要と考えられる。
○当市においても、環境省等が所管する法令に基づき、１人の職員が複数法令に基づく立入業務を行っており、職員一人につき11種類
の身分証明書を作成している。そのため、職員の異動時期等には身分証明書の作成業務によって大きな負担が生じている。また、立入
先の事業所において、複数法令による規制を受けることが多いことから、立入証の明示に時間を要し、迅速な立入検査の妨げとなってい
る。
○当県でも環境省所管法令関係立入検査身分証明書作成するのに、４月異動による本庁関係課職員、現地機関異動職員全員分を発行
しなければならず、かなりの負担である。また、１人で複数の身分証を有しているため、立入検査身分証証携帯時に複数の身分証を示す
ときも手間である。
○当県も環境管理事務所職員が立入検査を行う際、１つの事業所内に複数の法令の規制を受ける施設があることが多く、その場合複数
の立入証を提示する必要があり、迅速な立入検査に支障が生じている。
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国土交通省（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案）
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116 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

運輸・交通 旅行業等の営
業の登録等申
請にあたり、全
役員分の添付
が必要とされて
いる宣誓書の添
付についての見
直し

旅行業又は旅行業者代理業の
営業の新規登録や更新等に係る
申請にあたり、現在、全役員分を
自筆で求めている宣誓書の添付
について、法人代表者分のみに
変更することを求める

　当該宣誓書については、旅行業法の登録及び更新にあたって、旅行業法施
行規則第１条の４や第１条の５、観光庁が示すマニュアル等に基づき、不適
格事由に該当しないことを証するため、監査役等非常勤の役員を含む全役員
分の自筆による提出が求められている。
　しかし、大企業では役員数が数十人にのぼる場合があり、更新期限内での
提出が難しくなるなど申請者の負担となっているとともに、都道府県において
も、役員全員分が提出されているか登記簿と宣誓書を突合したり、宣誓書に
不備がある場合は事業者へ連絡し、修正等を求めたりする必要があることか
ら事務の負担となっている。（登録、更新に係る申請は年間100件程度であ
り、宣誓書確認事務に要する時間は１件当たり10分程度。）
　なお、他の登録業においても、役員が不適格事由に該当していないことの
証明を、代表者のみの宣誓で行い、代表者の責任において担保させている例
もみられるため、それらと同様の方法での証明が可能となるよう見直しを求め
る。

　登録、更新を申請する事業者の負担軽減、都道府県における確
認事務の簡素化が図られる。

旅行業法第４条第２項、
第６条第１項
旅行業法施行規則第１
条の４、第１条の５
旅行業法施行要領　第
二－３－４、第二－２－６
旅行業法に基づく旅行
業者等の登録事務につ
いて（観光庁発行　旅行
業法事務担当者研修資
料　３－④）

国土交通省 京都府、滋賀
県、堺市、兵
庫県、神戸
市、和歌山
県、鳥取県、
徳島県

富山県、愛知
県、高知県

○当団体においても、法人の業者が多く役員全員分が提出されているか登記簿と宣誓書を突合したり、宣誓書に不備がある場合は事業
者へ連絡し、修正等を求めたりする必要があることから事務の負担となっている。
○役員全員分が提出されているか登記簿と宣誓書を突合したり、宣誓書に不備がある場合は事業者へ連絡し、修正・提出等を求めたり
する必要があることから、事業者と県双方で事務の負担となっている。
○当県においても、宣誓書の不備のため修正を求めるなど、事務の負担となる場合があり、見直しにより事業者、都道府県双方の負担軽
減が図られると考える。
○当該宣誓書については、旅行業法の登録及び更新にあたって、旅行業法施行規則第１条の４や第１条の５、観光庁が示すマニュアル
等に基づき、不適格事由に該当しないことを証するため、監査役等非常勤の役員を含む全役員分の自筆による提出が求められている。し
かしながら、役員数が数十人にのぼる場合や監査役等非常勤の役員がいる場合、更新期限内に全役員分の自筆の宣誓書を揃えて提出
することが難しいなど申請者の負担となっている。本県においても、全役員分が提出されているか登記簿と宣誓書を突合したり、不備があ
る場合は修正等を求め、再提出の依頼をしたりする必要があることから、更新期限内の書類の受領が困難になるなど事務の負担となって
いる。（※登録、更新に係る申請は年間100件程度であり、宣誓書確認事務に要する時間は１件当たり10分程度。）

122 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

その他 公営競技の施
行団体の指定
に関する都道府
県経由の廃止

公営競技施行団体の指定申請
において、政令市については、都
道府県を経由することなく、国へ
直接申請するよう制度を改正す
ること。

【支障事例】
市町村が公営競技の施行団体となるためには、競馬法等の規定に基づき、２
年おきに総務大臣に指定申請し、指定を受ける必要がある。ちなみに都道府
県は指定が不要である。
県は当該指定を受けるに当たり、総務省通知に基づき、各市町村の提出書
類を取りまとめた上で、指定を受ける財政上の必要性等の意見書を作成し、
総務大臣に提出している。
県意見書は市町村の財政状況等を勘案した指定の必要性を訴える内容とな
る。
当該指定を受けている団体の中に、政令市であるさいたま市（浦和競馬組合
等の構成員）が含まれている場合であっても例外なく、県経由で国へ提出して
いる。
しかし、政令市の決算統計(地方財政状況調査)や起債協議等の業務につい
ては県を経由せずに国に書類を提出しており、財政状況のヒアリング、事務
調整等も総務省が行っていることから、県はさいたま市の財政状況等につい
て直接関与していない。
【制度改正の必要性】
したがって、公営競技の指定とそれ以外（財政状況の把握等）の事務につい
て、整合性が取れていないことから、政令市の当該指定においては、県の意
見書を付すことなく、県を経由せずに直接国に書類を提出すべきものと考え
る。政令市は大都市に見合う財政上の特例が認められているので、このよう
な事務でも配慮が必要と考える。

二重のヒアリング、書類提出後の調整業務等による負担が軽減さ
れ、スマートな事務執行が図られる。
なお、制度改正によるデメリット、特に収益の均てん化における助
言等ができなくなるのではないかという指摘があるが、均てん化に
ついては、公営競技施行団体が周辺団体等と協議し決定するもの
であって、県が施行団体に助言等を行うものではないと考える。

競馬法第１条の２第２
項､モーターボート競走
法第２条

総務省、農林水
産省、国土交通
省

埼玉県、神奈
川県

川崎市 ―

131 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

運輸・交通 一般旅客自動
車運送事業に
係る許可申請か
ら運行開始まで
に掛かる期間の
短縮

道路運送法第４条による一般旅
客自動車運送事業の申請につ
いて、具体的な路線・区域の計
画がないため許可の申請ができ
ない者であっても、地方自治体
が認める場合には、許可申請か
ら運行開始までに必要となる手
続の一部を事前に行うことを可
能とすること等により、運行開始
までの期間が短縮できるように
する。

本市では、新規にコミュニティ交通の路線を開設するにあたり、事業者に委託
を行っている。
受託しようとする者が、既に許可を持っている事業者である場合は、受託後に
新規路線の追加をすればよく、地域公共交通会議で協議が整った場合には
標準処理期間が概ね１ヶ月と定められており、速やかに運行開始を行う見通
しが立つ状態で委託手続を進めることが可能である。
一方、許可を持っていない事業者については、受託後に具体的な運行路線・
区域の計画等を策定した上で新たに乗合許可申請を行うことになるが、地域
公共交通会議で協議が整った場合には標準処理期間が概ね２ヶ月と定めら
れており、審査中に多数の提出書類の審査や法令試験等があるため、それ
以上の時間がかかることがある。また、書類の不備による再提出や法令試験
の不合格による再受験が必要となった場合には、それ以上に期間が掛かるこ
とになり、当初予定していた運行開始時期に間に合わなくなってしまうおそれ
がある。
このため、現状では、自治体が新たな委託先を選定する際、確実に運行開始
時期に間に合う既に許可を持っている事業者を選定せざるを得ず、競争性の
ある業者選定ができない状態にある。これを解消するため、新規許可の場合
には、法令試験等の一部の手続を許可申請の前に行うことを可能とすること
を求める。

自治体がコミュニティ交通の運行を委託する際、幅広い事業者か
ら選定できるようになれば、競争性のある業者選定が行いやすく
なり、地域の実情に応じた適切な主体への運行委託が可能とな
る。
また、地元事業者からも新規参入の機会を求める声が挙がってい
るため、その声に応えることができる。

道路運送法第４条、第５
条、第６条
道路運送法施行規則第
４条第５項

国土交通省 富士市、島田
市、藤枝市、
下田市、裾野
市、伊豆市、
牧之原市、東
伊豆町、河津
町、松崎町、
長泉町、小山
町

仙台市、川崎
市、長泉町、南
あわじ市、熊本
市、宮崎市

○新規に交通事業者を選定する際、許可の保持に限らず、幅広い選択肢の中から事業者を選定することで競争性が生まれ、より地域の
実情に則した運行事業者への委託が可能となることから、必要であると考える。
○当市では、道路運送法第４条許可でタクシー事業者による一般乗合旅客自動車運送事業の支援を行っており、平成26年４月に当該事
業において運行事業者の変更を行った。その際に変更後のタクシー事業者が一般乗合旅客自動車運送事業の許可を持っていなかった
ため、地域公共交通会議で協議が整った後に法令試験等を受験したが、不合格による再受験が続き、当初予定していた運行開始時期に
間に合わなくなりそうになった。今後、その他地区にて一般乗合旅客自動車運送事業の許可を持っていないタクシー事業者による一般乗
合旅客自動車運送事業を行う見込みがあり、予定どおり、運行を開始できるよう、新規許可の場合には、法令試験等の一部手続きを許可
申請前に行うことを可能とすることを求める。
○以前、当市においても、コミュニティバスの運行事業者を選定する際に、同様の事例・懸念があった。本制度の改正は、新規参入への
ハードルを下げ、幅広い事業者から選定できるようになるとともに、予定している時期での確実な運行開始に有意義である。
○乗合許可を持っている事業者が少なく、事業者間の競争が生まれにくい状況である。また、コミュニティ交通の新規導入にあたっては、
乗合許可を所有する事業者に業務を委託するしかなく、提案市町村と同様に、乗合許可を持たない事業者に運行を委託する場合には、
乗合許可の取得までの期間が長いことで、本格運行までにかかる時間を要している。



別添１

国土交通省（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案）

区分 分野 団体名 支障事例

回答欄（各府省）
所管部署・

担当者連絡先

提案区分
その他

(特記事項)
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例
制度改正による効果

（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効率化等）
根拠法令等

制度の所管
・関係府省

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞
管理
番号

団体名

141 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

土木・建築 空家等対策の
推進に関する特
別措置法上の
個人情報の取
扱いについての
見直し

空家等対策の推進に関する特別
措置法において、行政が把握し
ている相続人の情報を関係する
他の相続人に提供する際に、本
人の同意を得なくても情報提供
できる旨の規定を設けていただ
きたい。

問題が発生するような空家については、相続人が、自らが相続人であるとい
うことを行政からの連絡を受けて初めて知ったり、相続人同士が絶縁状態に
なってしまったりしていることが少なくない。
本市においては、空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第１項に基
づく指導又は助言を行う際に、相続人に適正管理を促す連絡を出すと、受け
取った相続人から、自らだけでは判断がつかないので、他の相続人の連絡先
を知っていたら提供してほしいと言われることがかなり多い。
本市は他の相続人の情報を把握しているにも関わらず、第三者に対する情報
提供が法の規定上可能ではないために、情報の提供を行うことができず、相
続人同士の協議が進まず、空家対策が停滞する事態が生じている。
また、ある相続人が、空家対策に消極的であるために情報提供に関する同意
を拒否したために、積極的である他の相続人が行動を開始することができな
いといったケースもある。
同意を得られる場合であっても、適正管理を促す連絡を受けてから、再度、他
の相続人に対して、情報提供に関する同意依頼を発出し、同意を得た上で依
頼人である相続人にその情報を提供する、といった段階を踏んでいると、最
初の適正管理依頼の連絡から、相続人同士の連絡体制が確保されるまで
に、１～２週間を要することになってしまい、事務が非効率なものになってしま
う。（同意依頼を発出しても、全ての相続人が返送してくれるとは限らない）
また、適正管理依頼の発出後には、他の相続人の情報を求める電話への対
応に追われることもあり、「相続人同士の連絡体制を整備する」という業務
が、かなりの負担となっている。

空家等対策の推進に関する特別措置法に基づき、特定空家等に
対する措置を行う案件に限定し、行政が把握している相続人の住
所等の個人情報を関係する他の相続人に提供することが可能に
なれば、相続人間で空家等の今後の方向性について協議すること
ができ、解決に繋げることができる。

・空家等対策の推進に
関する特別措置法

総務省、国土交
通省

高島市 室蘭市、いわき
市、須賀川市、
ひたちなか市、
三鷹市、川崎
市、浜松市、草
津市、加古川
市、大牟田市、
大村市、五島
市、宮崎市

○当市の事例においても、相続人が複数人に渡る場合で、特定の相続人が問題解決に向けた司法書士等を介して他の相続人との連絡
を取って進めている例がある。但し、支障事例にあるように全員と連絡が取るのに難航している状況である。今後、増加していく空家等の
問題に対しスピーディーな解決を図るためにも、個人情報等に保護についてある程度緩和される必要があると考える。
○当市でも、提案市同様の問題が発生している。相続人が複数存在し、他の相続人を全く知らない場合があり、お互いに話をすることは
不可能である。当市では、他の相続者が知りたいのであれば、弁護士に調べてもらうよう伝えているが、費用が莫大にかかるため、実際
には動いてもらえない。
○当市において、相続人が多数いるにも関わらず相続がされず、法定相続人が多数となっている場合、各相続人への通知等は、通知人
の名前の他は相続人の数しか示していない（税情報に合わせている）ため、相続人同士がつながらず、問題が進展しないケースは多い。
○相続人が多数に上るケースで、相続に向けて前向きに動いてくれそうな相続人に行き当たることがあるが、相続人が多数であること、ま
たその情報を提供することができないことを聞くと、そこで諦めてしまうケースを何度も見た。また、市からの助言・指導の通知を見た相続
人から、被相続人からの関係（相続関係図）の説明を求められることもあった。市が行った相続人調査と同等の調査を個人で行うのはほ
ぼ無理であり、司法書士等に依頼した場合も金銭的に割りが合わない。
○当市においても、空家対策の推進に関する特別措置法第14条第１項に基づく指導又は助言を送付した場合、受け取った相続人から、
他の相続人の連絡先を提供してほしいと言われることがあるが、法の規定で第三者への情報提供ができないので、相続人同士の協議が
進まないため、空き家対策が停滞する例も少なくない。相続人からは空家の存在すら知らず、相続人同士が全く知らない場合もあったが、
連絡先の提供に同意を得て提供を行い、相続人同士で話し合い解決に向けて進展するケースもある。しかし、すべての相続人が連絡して
くれるわけではないので（無視、何の連絡もない場合もある。）相続人の情報提供の同意を得るのに一定期間を要するので事務が非効率
になる。
○相続が何世代かにわたる場合、相続人同士が連絡先を知らないケースも多い。１人の相続人が、相続協議の目的で、他の相続人調査
をすることはできるが、手間と費用をかけたがらず、自治体が取りまとめてくれれば協議に応じると主張されることがある。
○当市でも老朽の進んだ空家があり、特定空家への認定のため立入調査をおこなった案件があるが、対象が区分所有の長屋である。こ
のため、各所有者に今後、指導、助言等の文書を送付することになるが所有者間の情報共有を行うことができないために解体等を進めよ
うとしても困難な状況になると考えられる。所有者１名からは、解体を行いたいが、他の所有者の情報について調べているが相続登記が
なされていないため現在の所有者と連絡をとることができないので情報提供頂きたいと相談を受けている。
○当市においても、老朽危険空き家の相続人に対して指導を行った際に、複数の相続人がいる場合は、ひとりでは判断できないと言われ
ることが多々ある。しかし、他の相続人とは付き合いがなく、連絡先も知らないと言われるため、すべての相続人に対し、市から連絡をとら
なければならない。本来、相続人同士で解決すべき問題であるにもかかわらず、市が間に入っていかざるを得ない状況となっており、この
事務に過大な時間と労力を要している。市から相続人の情報を相続人同士に提供することができれば、相続人間で円滑に協議調整を図
ることができ、老朽危険空き家の問題解決につながると考えられる。
○問題が発生するような空家については、相続人が、自ら相続人であるということを行政からの連絡を受けて初めて知ったり、相続人同
士が絶縁状態になってしまったりしていることが少なくない。当市においても、空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく指導又は助
言を行う際に、相続人に適正管理を促す連絡を出すと、受け取った相続人から、自らだけでは判断がつかないので、他の相続人の連絡先
を知っていたら提供して欲しいと言われることがある。この場合、行政が他の相続人の情報を把握しているにもかかわらず、第三者への
情報提供ができないことにより、改めて情報提供に関する同意書を発送したり、同意を拒否されるなどのケースも想定され、空家対策が
停滞する事態が生じてしまう。
○空家については、数次相続などにより、所有者（法定相続人）が、自らが相続したことはもとより、不動産の存在そのものすら知らないこ
とも多く、また、相続人相互の面識が無いことも多々ある。そのような場合、市から相続人各々に通知を送っても、他の相続人を知らないこ
とから、空き家に対する措置に責任感を持っていなかったり、措置（売却等含む）をあきらめてしまい、放置されたままとなることが多い。ま
た、そもそも市からの通知に全ての所有者から反応があるわけでもないことから、市が調整を行うことも困難である。
○当市においても，相続人同士の絶縁・疎遠な関係に起因した管理不全状態のケースが多数ある。なかには法定相続人が数十人に及
ぶケースもあるが、相続人全員に対して同時に指導することは事務的に混乱を招くおそれがあることから、相続をまとめることができる
キーマンを探すことから始めることとしている。しかしながら、ほとんどの相続人は当事者意識が低く、キーマンを見つけることは非常に難
しく事務の負担となっている。
○相続人のうちの一人が認知症にかかり、他の相続人はすでに相続放棄をしているので関係ないと言い張っているケースがあり、事情を
伝えたくても伝えられず対応に苦慮している。

152 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

土木・建築 特定空家等に
対する代執行時
の動産の取扱
いについての明
確化

空家等対策の推進に関する特別
措置法第14条における代執行時
の特定空家等の中の動産の取
扱いについて、具体的な保管期
間及び保管期間経過後に市町
村長が当該動産を処分できるこ
とを、空家等対策の推進に関す
る特別措置法上に規定していた
だきたい。

代執行時の特定空家等の中の動産の取扱について、空家等対策の推進に
関する特別措置法（以下「法」という）上は規定がなく、ガイドラインにおいて
も、「いつまで保管するかは、法務部局と協議して定める。」とされているにす
ぎず、保管期間等に係る統一的なルールは明確にされていない。
本市においては、本年３月に、法第14条第10項に基づく略式代執行を行い、
その際に当該空家の中に残されていた家財道具等の動産は市の所有施設
の一室に、一時的に保管することとした。
所有施設は普通財産であり、具体的な時期こそ現時点で明確ではないもの
の、近いうちに取り壊される可能性もあり、いつまでも保管しておけるというわ
けではない。
本団体内の法務部局や本団体の顧問弁護士、市の空家対策協議会にも相
談したが、代執行による除却の事例が全国でもまだ少ないこともあり、いずれ
からも明確な回答は得られなかった。
一部の他団体の事例も把握しているが、動産の処分に対して所有者等から
損害賠償請求の訴訟を提起された際に、当該処分が正当に行われたことを
主張するに足る根拠となるものではないと考えている。
以上の支障を解決するため、法上に河川法第75条のような規定を設けるな
ど、保管期間等の統一的ルールを明確にしていただきたい。

代執行時の動産の取扱いについて、保管期間及び保管期間経過
後の処分権限を、空家等対策の推進に関する特別措置法上に明
記することにより、代執行時の動産を適正に管理することができ
る。

空家等対策の推進に関
する特別措置法第14条
「特定空家等に対する措
置」に関する適切な実施
を図るために必要な指
針（ガイドライン）

総務省、国土交
通省

熊本市 須賀川市、ひた
ちなか市、三鷹
市、川崎市、大
垣市、多治見
市、浜松市、豊
橋市、京都市、
池田市、八尾
市、神戸市、松
山市、大村市、
宮崎市

○当市においては代執行による事案はないが、代執行の際には動産についての取り扱いについて管理・保管・処分の問題が生じると考
えられ、統一的なルールを設けてほしい。
○代執行を円滑に遂行するためにも、保管期間等の統一的ルールの明確化を望む。
○当市において同様の支障事例は生じていないが、指摘の通り、空き家特措法では規定が明確になっていない部分があり、法改正の中
で解消されることを期待するものである。
○当市では代執行の実績はないが、今後代執行を検討していくに際し、同様の課題が挙げられる。空家に対する代執行自体の実施件数
は全国的にもまだ少なく、ノウハウ不足が当市を含め未実施自治体が代執行になかな踏み込めない要因と考える。提案どおりに特別措
置法上に規定されることで代執行を躊躇する自治体の後押しになるものと考える。
○平成28年度に略式代執行を実施した際には、特定空家等の中の動産の取り扱いについて明確なルールがなかったため、現地調査の
結果、廃棄物として処理をしたが、保管すべき物かどうか、また、その期間等について指標を示してほしい。
○当市では略式代執行の事例がなく支障事例はないが、代執行時の動産の取り扱いについて、統一的なルールがある方が望ましいと考
える。
○当市では、現在、法第14条に基づく行政代執行や略式代執行の実績はないが、今後、行政代執行等を行う場合に、動産の取り扱いに
苦慮することも想定されることから、空家法に保管期間等の規定を加えることが望ましいと考える。
○当市が実施した略式代執行おいて回収した動産については、現金が中心であり家財道具はなかったため、保管場所についての負担は
特に生じていない。また、相続財産管理人の申立てを検討していることから、保管期間を定めずに相続財産管理人への引継ぎを予定して
いる。ただし提案市のように，動産の保管が負担になるケースは今後に発生すると思われ、また、保管期間経過後において処分が可能で
あるとしても、処分費としての新たな費用負担が懸念される。代執行に至るまでには、所有者等が存在する場合は代執行直前の代執行
令書等において動産の搬出を伝えることができ、また、所有者等が不在のケースにおいては、公告により動産拠出を触れることができる。
このあたりの法解釈を国が主導で整理すると同時に、家財道具など大型の動産保管が市区町村の負担になることが明らかであることか
ら、代執行の工事に合わせて家財道具等を処分できることとし、さらには、代執行費用に処分費を含めることで、所有者等への費用請求
や国の補助対象経費として認められるよう，市区町村の負担軽減を考慮した代執行の制度設計が必要と考える。
○当市において行った略式代執行においては、家財一式が全て放置されており、動産の保管場所を確保できずに対応に苦慮した。
動産の取扱いについては代執行を行ううえで大きな妨げになっており、市町村の負担にならないような簡素で統一的な基準が求められて
いる。
○当市においても、行政代執行を行う可能性のある危険な空家等が存在している。今後、これらの空家の内部に動産などが存在する可
能性があり、苦慮する問題の一つと考える。
○当市においても、同種の案件対応に苦慮することが想定されるため、保管期間等、処分手続きの統一ルールの明確化に賛同する。
また、家屋内にとどまらず、敷地内の放置動産等についても適切な措置をとることができるよう、明示されることを要望する。
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国土交通省（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案）
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169 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

その他 「民泊制度運営
システム」により
行われる、住宅
宿泊事業者が
掲げる標識発行
に係る手続の簡
素化

住宅宿泊事業者が掲げる標識に
ついて、知事が届出を受理した
際には、標識発行に最低限必要
な内容のみを「民泊制度運営シ
ステム」に入力すれば、同システ
ムへの添付書類の登録を待たず
に、標識が発行可能となるよう見
直しを求める。

【現状】
住宅宿泊事業者は、事業を開始しようとする日の前日までに都道府県知事に
届出を行い、事業開始時には届出住宅ごとに標識を掲げなければならない。
【支障事例】
現在、事業者から届出があった添付書類を含めた全ての書類を「民泊制度運
営システム」に登録しなければ、同システムから標識記載事項（届出番号）を
取得できず、標識を発行できない仕組みとなっている。
添付書類は紙媒体で提出がある場合も多く、その都度、紙媒体の書類をＰＤ
Ｆ化し、システムに登録する事務が生じているが、事業開始日の直前に届出
があった場合や、同一の事業者から大量の届出があった場合など、これらの
作業による担当する職員への負担も大きく、状況によっては標識の発行が営
業開始予定日に間に合わないおそれもある。
届出については、書類の内容が適正であるかを知事が確認すれば有効に受
理することが可能であることから、書類をシステムに登録することは、事業が
開始された後に行われても法律上問題がないはずである。また、申請書類は
一般に公表されておらず、利用者（客）がそれら書類を確認することができな
いことから、利用者の利便性を損なうこともない。

知事が受理した時点で、住宅宿泊事業届出書などに記載された標
識を発行するために必要な最小限の情報を入力すれば届出番号
の取得が可能となり、標識を交付できるようになれば、事業者の利
便性が向上する。
また、書類の登録等を事後に行うことができれば、職員も業務量を
平均化することができ、負担が軽減される。

住宅宿泊事業法第３条、
第13条
住宅宿泊事業法施行規
則第４条、第11条
住宅宿泊事業法施行要
領（ガイドライン）２－１－
（１）－③、２－２－（８）
－②

厚生労働省、国
土交通省

栃木県、群馬
県、新潟県

豊橋市、大阪
府、高知県、宮
崎県

○現状は、提出書類のPDFをシステムにアップしなければ、届出番号が発行できないことから、届出件数の多い自治体には大変な負担に
なっていると推察される。
○当都道府県においては、標識は届出番号通知後、事業者自身に発行させる運用としているが、貴県のとおり、システムの変更の必要
性があると考える。

186 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

消防・防災・
安全

公共土木施設
災害復旧事業
における合併施
行を行う場合の
設計変更手続
の迅速化

原形復旧に係る災害復旧事業
と、同事業採択時の施設の形
状・材質等を変更・追加し、施設
の効用を増大させる他の事業と
を合併して行う場合には、まず原
形復旧に係る災害査定を受けた
上で、改めて合併施行に係る設
計変更協議を受けなければなら
ない。
この合併施行に係る設計変更協
議については、当初から施設の
効用を増大させる部分の工事を
含めた災害査定を実施する等の
柔軟な対応を可能とし、合併施
行の場合であっても迅速な事業
実施を可能とする。

公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法における災害復旧事業において、
災害にかかった施設を原形に復旧することが可能な場合の復旧工法の採択
限度は、原形復旧までを原則としているため、施設の効用を増大させる部分
の事業については、地方単独費で行うこととなる。
この場合の事務手続きについては、一度、原形復旧を行う仮定の設計書を作
成し、災害査定を受けた上で、改めて合併施行に係る本来の設計書を作成
し、設計変更協議を行わなければならず、事務手続きが煩雑で多くの時間を
要する。
例えば、当市では、平成27年の豪雨による水位上昇で河川敷緑地の園路の
土砂が流出し、原形復旧工事を施したが、昨年も同様に被災したため、再度
の被災を防ぐべく、真砂土にセメントを混合し固化する事業を市単独費で施行
することを決めた。被災は昨年の７月であり、災害査定は12月に実施された
が、その後の合併施行による設計変更協議は３月から始まり、５月末現在も
続いている。
このように、災害査定を行った上で改めて合併施行による設計変更協議を行
う現行制度では、事業を早期に着手することができない。

合併施行に係る災害復旧事務の迅速化を図ることで、災害査定後
速やかに事業着手ができる。

公共土木施設災害復旧
事業費国庫負担法第７
条
公共土木施設災害復旧
事業費国庫負担法施行
令第７条

農林水産省、国
土交通省

尼崎市 福井市、大阪
府、岡山県、松
山市、新居浜市

○合併施行の申請手続き等が煩雑であるため、施設の効用を増大させる部分の事業については、災害査定の設計書には入れず工事発
注を行い、別工事で地方単独費にて対応している。そのため、合併施行を行う場合でもその費用を按分して災害査定を受けることが可能
になれば、事務の簡素化に繋がると考える。
○当都道府県にも同様の支障事例があり、災害査定時からあらかじめ合併施行を行う項目が判明している場合は、地方単独費で行う合
併施行分を含めて査定決定を受けることで設計変更協議に係る時間・手間を軽減することが可能となり、災害復旧事業の迅速な施行が
可能となる。査定決定後に合併施行を実施する必要が生じた場合は従来通りとする。

188 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

運輸・交通 市町村運営有
償運送における
IT機器等を活用
した運行管理の
実施

IT点呼が認められている営業所
を有する一般旅客自動車運送事
業者に運行もしくは運行管理を
委託する市町村運営有償運送に
ついては、IT点呼の実施を認め
ること。

【現状】
市町村運営有償運送において安全運転のための点呼は、運行管理者が運
転者に対して対面で実施することが求められている。
一方、一般旅客自動車運送においては、一定の要件を満たせばモニター等
の機器を活用したIT点呼が実施可能となった。
【支障事例】
自家用有償旅客運送を実施している地域の多くは、採算性の問題から一般
旅客自動車運送事業者によることが困難な地域であり、必然的に営業所が
存在していない地域である。
市が一般旅客自動車運送事業者に運行もしくは運行管理を委託し、その管
理の下で地域住民が運行を行う場合は、事業者がIT点呼を認められていて
も、運転手は点呼のために遠方の営業所まで赴く必要がある。これが地域内
で運転手を確保する際の支障となり、運行経費増加の要因となっている。

車庫から営業所まで赴き運行管理者との対面により点呼を受ける
ための運行経費の削減や運転手の負担軽減に繋がり、過疎地域
等における持続可能なバス交通運用の一助となる。

市町村運営有償運送の
登録に関する処理方針
について
（平成18年９月15日付け
国自旅第141号自動車
局長通知）

国土交通省 兵庫県、滋賀
県、堺市、神
戸市、豊岡
市、和歌山
県、鳥取県、
徳島県

未来投資会議での検討
（国土交通省）

令和元年５月、構造改
革特区提案を提出（豊
岡市）

南あわじ市 ○過疎地域の実情等を鑑みるとＩＴ点呼の実施は必要であると思われる。
○当市においても、本年度よりＮＰＯを運行主体として自家用有償旅客運送を開始しているが、山間部の集落に点在する運転手（地域住
民）が運行を行う際に遠方の営業所まで赴き対面点呼を受けることは大きな負担となっている。今後も過疎地等において事業を継続して
いくためには、本制度の改正は有意義である。
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国土交通省（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案）
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197 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

消防・防災・
安全

災害復旧事業
における机上査
定上限額の引き
上げ

ドローンで撮影した動画や静止
画等により被害状況の的確な把
握が可能となっていることを踏ま
え、頻発する局地的大雨等によ
る甚大な被害に対し、災害復旧
対策を速やかに実施するため、
現状300万円未満としている机上
査定上限額を整備局査定の対
象である2,000万円未満に引き上
げ、災害査定を簡素化すること。

【現状】
災害復旧事業費を決定する災害査定は、原則として実地にて行うものである
が、被災箇所の申請額が300万円未満の場合、現地土木事務所等で被災箇
所を写真や設計書等の資料のみで確認する机上査定を実施することができ
るとされている。
ただし、激甚災害に指定された場合は、大規模災害時における公共土木施
設災害復旧事業査定方針により災害査定の事務手続きを迅速にするため、
机上査定上限額の引き上げや査定設計図書の簡素化措置などが実施され
る。
【支障事例】
本県では激甚災害に指定されない規模の災害も頻発しており、平成30年は
220件の被災があったが、そのうち机上査定の実施が可能な被災箇所は41
件（18.6%）に止まっている。（机上査定上限額が2,000万円未満に引き上げら
れれば、机上査定の実施が可能な被災箇所は173件（78.6％）になる。）
今後も災害が頻発することを考えると、現行の机上査定限度額では、災害査
定の事務手続きを迅速に実施することができない。

机上査定限度額を引き上げることで、実地査定の件数が減り、災
害査定に要する人員の負担軽減や査定時間の縮減を図ることが
でき、速やかな災害復旧対策の実施に資する。

・公共土木施設災害復
旧事業費国庫負担法第
７条
・公共土木施設災害復
旧事業査定方針第12・１
・大規模災害時における
公共土木施設災害復旧
事業査定方針

農林水産省、国
土交通省

兵庫県、京都
府、京都市、
堺市、神戸
市、和歌山
県、鳥取県

新潟県、岡山
県、松山市、新
居浜市

○近年の気象状況を鑑みると、災害が頻発に発生されることが予想される。机上査定限度額を引き上げることで、災害査定の事務手続き
の簡素化、迅速化を望む。
○平成30年７月豪雨について、大規模災害時における査定方針により査定手続きの効率化ルールが適用された。しかし、その後に発生
した台風24号による災害においては、要件を満たさないため、効率化ルールは適用されなかった。７月豪雨による災害で多数の被災箇所
の復旧に対応している中、さらに台風24号の対応に追われ、さらなる労力を必要としたことから、査定の効率化と早期の復旧を考えるにあ
たり、大規模災害査定方針が適用された年内の査定全てに効率化ルールを適用されたい。
○激甚災害に指定されない規模の災害の机上査定上限額が引き上げられることにより、災害査定の事務手続きを迅速に実施することが
出来ると考える。
○当県は特に移動時間に時間を取られ、被災箇所が離れる場合には、１班で確認できる件数が極端に少なくなり、査定行程に苦慮してい
る。静止画や動画などの技術向上により、机上に置いても被災状況の的確な把握が可能となったことから机上査定の上限額の引き上げ
が可能となれば査定の効率化を図ることができる。

218 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

土地利用（農
地除く）

土地区画整理
事業の測量成
果に係る国土調
査法第19条第５
項の認証申請
の手続きにおけ
る都道府県経由
の廃止

土地区画整理事業の測量成果
に係る国土調査法第19条第５項
の認証申請の手続きにおける都
道府県経由の廃止

【現状】
国土交通大臣に提出する土地区画整理事業に伴う測量成果の国土調査法
第19条第５項指定に係る申請書その他の書類については、平成15年４月８日
国都市第537号通知の図－１・図－２において都道府県知事（または政令市）
を経由することとされている。(認証申請手続全体を規定する平成15年１月８
日国土国第352号においては、都道府県経由は規定されていない。)
【具体的な支障】
県経由時の書類管理や整理、書類間の数字や文言の突合等の形式チェッ
ク、国への進達書類等が大きな負担となっている。年３回程度、地方整備局
から県へ対象案件のとりまとめ依頼があり、県から市町村（政令市除く）、組
合等へ照会をかけ、とりまとめには約１か月の期間を要している。
年間数件程度の事務であることから書類管理や国への進達といった事務も
含め、事務処理ノウハウの継承が負担となっている。
県認可事業であっても、経由時は書類の形式チェック等を行うのみであるた
め、事業認可主体が行う必要はない。（中核市や事務処理特例市町村が認
可しているものでも県が経由を行っている。）
県の事業所管課として、測量成果の内容を把握する必要性がない。
事業者にとっても、県経由によって申請に時間を要することで迅速な指定が
受けられない。また、申請書提出後の進捗状況に県が関知していないことを
承知しておらず、問い合わせ先等に関し混乱しているケースがある。

申請書の提出先が国の窓口となることで申請者にとって分かりや
すくなる。
都道府県の経由期間がなくなることで登録決定までの審査期間の
短縮化が図られ、申請者の利便の向上に繋がるとともに、都道府
県の事務負担の軽減につながる。
また、土地区画整理事業以外の事業の認証申請において都道府
県を経由している形跡はなく、直接提出としても特段の支障はない
と考えられる。

土地区画整理事業の測
量成果の国土調査法第
19条第５項の指定等に
ついて（平成15年４月８
日　国都市第537号）申
請手順図－１図－２

国土交通省 神奈川県 ・(別紙あり）全都道府県
及び政令指定都市向け
アンケート及び結果

宮城県、茨城
県、大分県

○中核市が認可権者である組合施行の土地区画整理事業においては、本件申請について中核市が書類を審査する立場にはないが、認
可権者ではない都道府県とっては、換地計画等の法定書類と本件申請書類との整合を確認することが困難であるため、実情として、当市
が本件申請の基本的事項を確認した後、県へ進達している。また、当市が施行者となる土地区画整理事業においても、申請書の提出先
が直接、国の窓口となることで申請者にとって分かりやすくなる。さらに、都道府県等への経由期間がなくなることで登録決定までの審査
期間の短縮化が図られ、申請者の利便の向上に繋がるとともに、都道府県等の事務負担の軽減につながる。
○近年、当市の土地区画整理事業において、国土調査法第19条第５項の認証申請は行っていない。数年後に第19条第５項に係る業務
に着手する予定で、現在手続きについて精査中である。
○提案県での支障事例のとおり、県経由時の書類審査や進達書類等が大きな業務となっており、特に東日本大震災以降は、事業地区数
が急激に増加しており、業務上の大きな負担となっている。また、事業者にとっても、県経由によって申請に時間を要することで迅速な指
定が受けられない状況にある。こうしたことから、認証申請において、県を経由せず、直接事業者が国へ提出できるよう、制度改正が望ま
れる。
○当市は政令指定都市であるため、貴県同様、土地区画整理事業に伴う測量成果の国土調査法第19条第５項指定に係る申請書につい
ては、一旦本市へ提出され、本市から国（地方整備局）へ進達している。
また、申請書に修正がある場合、一旦当市へ連絡が来るため、施行者へ連絡し修正させている。
上記手続きにおいて当市を経由することで、申請に日数を要することや、修正事項が申請者へ的確に伝わらない場合があることなどが支
障として挙げられる。
これらの手続きはいずれも申請者と国（地方整備局）が直接協議・調整できる内容であり、当市を経由しなくても特に問題が無いと考えら
れる。
しかしながら、現時点では過度な業務量となっていないため、共同提案団体として参加することについては引き続き検討したい。
※なお、組合施行の土地区画整理事業の場合は、国土交通省から指定の回答が来る時点において、申請者である土地区画整理組合が
解散していることがほとんどであるため、土地区画整理事業の認可権者である都道府県または市などに回答が届くような制度設計が必
要と考える。

189 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

運輸・交通 自家用自動車で
行う高齢者移動
ボランティア活
動に要する保険
料の収受可能
化

交通不便地または交通空白地に
おいて、市町の認める高齢者移
動ボランティア団体が、地域公共
交通会議に報告の上で行う自家
用無償運送に限り、ボランティア
保険料（自動車乗車中の事故に
対する保険を含む）を無償運送
の範囲内で収受できる経費とす
ること。

【現状】
自家用自動車で高齢者移動ボランティア活動を行う場合、①ガソリン代、②道
路使用料、③駐車場代については実費として、道路運送法の許可・登録なく
無償運送の範囲内で収受できる。
しかし、協賛金、保険料、カンパなど運送と直接関係のない名称で利用者か
ら収受する場合であっても、運送による反対給付との関係があると国が認め
るときは、収受する金額がたとえ少額でも道路運送法の自家用有償運送の許
可又は登録が必要とされている。
【支障事例】
過疎地や交通空白地以外の地域においても、バス等の公共交通機関の利用
が困難な高齢者が増えつつある。高齢者の外出を支える柔軟な対策が急務
となるなか、地域の受け皿やボランティア活動組織の熟度によっては、当初
から自家用有償運送による運行を実施するのではなく、段階的に導入できる
新たな枠組みが必要となる。地域ボランティアによる自家用無償運送は、自
家用有償運送と同様、公共交通を補完する有効な手段である。
平成30年６月に、三田市において地域ボランティアによる自家用無償運送を
開始した。
事故時の保障に備えてボランティア保険に加入することが望ましいが、ボラン
ティア保険料については自家用有償運送の登録を受けなければ収受できな
いことから、ボランティアの個人負担となり、活動を継続する上で支障となって
いる。
平成30年３月の通達によって明確化された規制の趣旨を踏まえても、ボラン
ティア保険料が一律に無償運送では収受できない金銭に該当するとは必ずし
も言えないと考えられるため、地域における実情を踏まえた通達の見直しを
求める。

無償運送の範囲内でボランティア保険料を許可を取得することな
く、実費として収受できれば、道路運送法上の許可を得るために必
要な手続きが不要となり、地域が取り組むボランティア活動の一つ
として円滑に運営することが可能となり、地域における高齢者の移
動手段の確保に資する。

・平成30年３月30日付国
自旅第338号（道路運送
法における許可又は登
録を要しない運送の態
様について）

国土交通省 兵庫県、滋賀
県、堺市、神
戸市、三田
市、和歌山
県、徳島県

川崎市、上越
市、浜松市、能
勢町、南あわじ
市、うきは市

○当市では、交通空白地帯において交通弱者や買い物弱者を対象としたボランティアによる移送支援を予定しているが、送迎サービスに
対するガソリン代、道路使用料、駐車場代以外の負担についてはボランティアの個人負担となることが、活動を行う上で支障となってい
る。地域の実情を踏まえて、ガソリン代、道路使用料、駐車場代とともに保険料が収受可能となる通達の見直しをお願いしたい。
○当市においては、交通ネットワークの形成のため、バスやタクシーのほか様々な移動手段が必要と考えている。ボランティア輸送も手段
の一つとして考えられることもあり、実施した場合の負担を軽減する提案は有効と考える。
○自家用自動車で行う高齢者移送ボランティア活動では、収受可能な経費が限定されているが、公共交通を補完する有効な手段である
ことから、個人負担を強いられている現状等を鑑みると、経費の範囲の緩和が必要であると思われる。
○当市においても、一部の交通不便地で自家用自動車を使用した無償運送を行っているが、個人負担となるボランティア保険料を自治会
が負担することにより運転手の確保に努めている。今後も事業を継続していくためには、本制度の改正は有意義である。
○地域包括支援センター圏域の生活支援体制づくり協議体において、高齢者に限らず、買い物や通院などにおける移動が地域の課題と
して上がっている。地域のボランティア団体が移動支援を行う場合、道路運送法の自家用有償運送の許可又は登録するのは容易ではな
いため、許可又は登録の必要のない自家用無償運送で活動できることが求められているが、車の確保や保険料の個人負担が課題となっ
ている。自家用無償運送において、ボランティア保険料（自動車乗車中の事故に対する保険料を含む）を無償運送の範囲内で収受できる
経費となれば、地域のボランティア団体等による自家用無償運送が増え、高齢者に限らず交通空白地等の移動支援につながることが期
待できる。
○当町では、平成28年度から地域運営組織※が当該地域の一人暮らしや免許をもたない高齢者等を対象に移動支援ボランティアを始め
ている（当該地域は民間バス路線が運行していないエリアが多く含まれている）。こうしたサービスは高齢者の移動をサポートするだけで
はなく、買い物支援や居場所づくりなど、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らすことができる地域共生社会の実現にも寄与する取組で
あり、今後、高齢者世帯等のゴミ出しなど移動支援とあわせた生活支援サービスのニーズがさらに拡大することも見込まれる。一方で、こ
うした活動を安定的に続けていくためには、活動資金の安定化が不可欠であるが、互助による移動支援サービスにおいては車両償却
費、保険料等については特定費用に該当せず利用者から金銭を収受することができない。このため、ボランティアが自ら金銭的な負担を
しながら活動を行わざるをえない現状においては、自立的な組織運営が困難であり、移動支援サービスを継続していくうえでの支障となっ
ている。このため、「道路運送法における許可又は登録を要しない運送の態様について（平成30年３月30日国自旅第338号）」について、
地域の実情を踏まえ通達の見直しを求めるものである。
※「地域運営組織」とは、従来の自治・相互扶助活動から一歩踏み出し、地域の暮らしを守るため、地域で暮らす人々が中心となって形成
する生活機能を支える事業を展開する組織（出所：総務省　平成26年度地域における生活支援サービス提供の調査研究事業）
○当市においては、路線バスの利用者の減少やバスの運行に対する市の補助金の増加を背景に、主に支線区間の路線バスを廃止する
ことを検討している。バスを廃止した地域の住民の移動手段としては、住民の互助によるボランティア輸送等が重要と考えているが、登録
や日常的な手続の負担などから、自家用有償旅客運送の登録を希望する団体が少なく、そうした地域では無償運送を検討している。こう
した中、無償運送の取組を進めるに当たり、ボランティア保険料の収受が困難であるため、団体の負担が増え、取り組み自体の足かせに
なり、地域の移動手段の確保に支障が生じることが危惧される。



別添１

国土交通省（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案）

区分 分野 団体名 支障事例

回答欄（各府省）
所管部署・

担当者連絡先
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その他

(特記事項)
提案事項
（事項名）
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制度改正による効果

（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効率化等）
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＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞
管理
番号
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227 Ａ　権限移譲 運輸・交通 軌道法に基づく
都道府県事務・
権限の政令市
への移譲

軌道法及びその下位法令に基づ
き、都道府県知事が行うこととさ
れている各種許認可事務や経由
事務のうち、軌道が一政令市の
区域内で完結するものについて
は、政令市にその事務・権限を
移譲すること。

【現行制度】
軌道法及びその下位法令において、運輸開始の認可、道路の維持及び修繕
の指示、一部の工事方法変更認可等については、都道府県知事が行うことと
され、これらの認可等が行われたときは、道路法に基づく許可が行われたも
のとみなされている。また、工事施行認可や工事着工・竣工の期限伸長の決
定など一部の国の事務に係る申請については、都道府県知事を経由して行う
こととされている。

【支障】
政令市内においては都道府県が管理する道路がないにもかかわらず、政令
市内で完結する軌道についても、都道府県知事において許認可等の事務を
行うこととされており、現に道路を管理（直轄国道を除く）する政令市長が直接
処理を行っていないため、事務が非効率となっている。

軌道が一政令市内で完結するものについては、現に軌道が敷設さ
れる道路の主要な管理者（直轄国道を除く）である政令市に権限
を移譲することで、より迅速かつ道路の現況に即した審査等が可
能となり、軌道経営者の利益に資するとともに、より住民に身近な
行政主体による総合的な行政が可能となる。

軌道法、軌道法施行令、
軌道法に規定する国土
交通大臣の権限に属す
る事務で都道府県が処
理するもの等を定める政
令、軌道法施行規則

国土交通省 九州地方知
事会

九州地方知事会共同提
案
（事務局：大分県）

― ○軌道法及びその下位法令に基づき、都道府県知事が行うこととされている各種許認可事務や経由事務のうち、軌道が一政令市の区域
内で完結するものの認可事務及び経由事務については、その事務・権限を政令市に移譲することにより、迅速な事務処理等が可能となる
と考えられる。一方、政令市以外の軌道事業者が存在する都道府県においては、政令市以外の認可事務を引き続き行い続けることとな
り、政令市においても同様の認可事務を新たに行うこととなるため、このことも含めて総合的に検討する必要があると思われる。

228 Ａ　権限移譲 運輸・交通 鉄道事業法に
基づく鉄道線路
の道路への敷
設に係る都道府
県事務・権限の
政令市への移
譲

鉄道事業法第６１条ただし書に
基づく、鉄道線路の道路への敷
設（縦断的に敷設するものに限
る）の国土交通大臣許可に伴う
都道府県事務のうち、当該敷設
区間が政令市内の道路に関する
ものについては、政令市にその
事務・権限を移譲すること。

【現行制度】
鉄道線路を道路に敷設する許可については、その敷設される道路の区間の
存する都道府県を統括する都道府県知事を経由して申請書を提出し、都道府
県知事は経由時に関係する道路管理者への意見聴取等を行うこととされてい
る。

【支障】
政令市内においては都道府県が管理する道路がないにもかかわらず、政令
市内において道路に縦断的に敷設する鉄道線路については、都道府県知事
が経由事務を行うこととされており、現に道路を管理（直轄国道を除く）する政
令市長が直接処理を行っていないため、事務が非効率となっている。

鉄道事業法第61条ただし書の許可事務において都道府県が行う
経由事務について、鉄道線路の敷設箇所が政令市内に関するも
のについては、現に線路が敷設される道路の主要な管理者（直轄
国道を除く）である政令市に権限を移譲することで、その後に引き
続き行われる道路占用の許可において迅速な審査が可能となり、
鉄道事業者の利益に資するとともに、より住民に身近な行政主体
による総合的な行政が可能となる。

鉄道事業法、鉄道線路
の道路への敷設の許可
手続を定める政令、鉄道
線路の道路への敷設の
許可手続に関する省令

国土交通省 九州地方知
事会

九州地方知事会共同提
案
（事務局：大分県）

熊本市 ○鉄道事業法第61条ただし書の許可事務における都道府県が行う経由事務については、鉄道線路の敷設箇所が政令市内に関するもの
に限っては政令市に権限を移譲することにより、その後に引き続き行われる道路占用の許可において迅速な審査が可能となると思われ
る。

273 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

土木・建築 建築基準法上
の容積率不算
入部分として交
通広場等を取り
扱うこと。

建築基準法の容積率制限は道
路、公園等の公共施設の供給・
処理能力とのバランスを保ち市
街地環境の悪化を防止する目的
として行われているものとされて
いる。
一方で交通広場は実質的に建
築利用の規模等への影響がほと
んどなく、公共交通の利便性向
上によって周辺の交通環境改善
等につながるとともに、都市施設
等に位置付けることで担保性、
公共性が保たれるため、容積率
算定から除外しても支障がない
と考えられることから、交通広場
等について地方自治体が都市計
画の都市施設などに位置付けた
場合に容積率不算入とする仕組
みを求める。

本市の拠点駅周辺は既に土地利用が行われており、種地不足やコスト面等
から、平面的に交通広場の面積を確保することが困難なため、交通結節機能
の強化が図られていない。
こうした状況の中、「駅前広場の上空利用」（平成23年３月）において、積極的
に駅前広場の上空を活用した結節点整備の推進が挙げられており、本市に
おいても立体都市計画制度を活用し、民間活力による交通広場の整備を検
討しているが、敷地が大きく上空利用しない場合は交通広場も敷地面積に含
まれ、床面積も生じないものの、限られた空間で建物と交通広場を複合整備
する場合は、交通広場により容積率が圧迫される。
検討事業において地権者と協議を行う際、交通広場の空間の拠出について
一定の理解を得るものの、交通広場が容積率対象となることで地権者の土地
利用に制約を与え、協議に支障をきたしている。容積率緩和も手法の一つと
考えられるが、検討地区においては周辺の交通基盤に与える影響が多大で
あることや、容積率緩和に対する住民の懸念が窺えること等から、困難な状
況にある。

交通広場等の床面積を容積率の不算入部分とすることで、適正な
交通広場の規模が確保されるとともに、交通広場以外の建築物利
用部分が容積率制限の範囲内で計画され、道路の整備状況等を
勘案した適正かつ合理的な土地利用の実現を図ることができる。
また、法律に明文化することで容積率不参入部分を確認申請の中
で建築主事が審査するため、適正な運用が可能となるとともに事
前明示による立体都市計画制度の利用促進が図られ、土地の合
理的な高度利用と交通結節機能の強化による、官民が連携したコ
ンパクトなまちづくりが図られる。

建築基準法第52条
建築基準法施行令第２
条

国土交通省 指定都市市
長会

京都市、宮崎市 ○良好な市街地環境を維持しつつ適正かつ合理的な土地の高度利用を促進するため、立体道路制度等により都市施設と建築物の一体
的整備を行うべき区域をあらかじめ都市計画に位置づけた場合には、一体的整備を行う都市施設については、床面積（容積率）に算入し
ないことが適当と考える。

274 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

土木・建築 所有者不明空き
家に対する地方
公共団体への
財産管理人選
任申立権の付
与

所有者不明空き家に関し、地方
公共団体（市町村）への財産管
理人選任の申立権を付与するこ
とを求める。

所有者不明空き家の活用・除却の促進には、財産管理人制度（不在者財産
管理人：民法第25条～第29条、相続財産管理人：民法第951条～第959条）
の活用が有効であるが、現行では、「利害関係人」として認められる場合でな
ければ、地方公共団体であっても財産管理人選任の申立てができないことと
されている。
京都市では、空き家対策の一環として財産管理人制度を活用するべく京都家
庭裁判所に申立ての相談をしたところ、地方公共団体が債権を有している空
き家でなければ利害関係人に該当しない可能性が高いとの説明を受けた。
一方で、所有者不明空き家に対し、空家等対策の推進に関する特別措置法
第４条により空き家対策を実施する責務を負う地方公共団体から財産管理人
選定の申立ができないと、同空き家の活用や除却の進展が滞り、空き家問題
に対する適切な対処が不十分なものとなる。
空き家の増加は、地域の防災や防犯、生活環境、景観などに悪影響を及ぼ
し、更にはまちの活力の低下につながる等、地域のまちづくりを進めるうえで
大きな課題となっている。特に、所有者不明の空き家は、そのまま放置される
ことで、空家特措法で規定される「特定空家等」にまで至ってしまう蓋然性が
高い。
平成30年６月に成立した所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措
置法第38条において、所有者不明の「土地」について地方公共団体に申立権
が付与されたことを踏まえ、空家法上の「空家等」についても同様の規定を設
けていただきたい。

所有者不明の空き家に対し、地方公共団体による財産管理人制
度の活用が可能になることにより、所有者不明の空き家の活用が
促進される。

民法第25条～第29条
（不在者財産管理人）、
民法第951条～第959条
（相続財産管理人）、空
家等対策の推進に関す
る特別措置法

総務省、法務
省、国土交通省

指定都市市
長会

いわき市、須賀
川市、ひたちな
か市、多治見
市、豊橋市、春
日井市、大阪
府、八尾市、米
子市、大村市、
宮崎市

○当市においても、所有者のいない空き家を「特定空家等」に認定したうえで、財産管理人制度を活用した例がある。しかし市内には所有
者が不明の空き家（特定空家等にはまだ認定できない）があり、対応に苦慮している。
○これまでに５件相続財産管理人制度を活用し、うち２件が完了の見込みである。いずれも空家の担当課ではなく、固定資産税を債権と
する税担当課が申し立てを行った。相続財産管理人制度を活用しているといえるが、債権のある物件に限られること、税担当課との調整
が必要なことなど、空家担当課が実施したいものと必ずしも一致するとは限らないのが現状といえる。
○当市では、条例に基づく応急措置を行った所有者不明空家に関する措置費用について、債権を有する「利害関係人」として財産管理人
選任の申立てを行った事例がある。現行の制度では空家の所有者調査で取得できる税情報については課税に必要な情報に限定されて
おり、市税の滞納状況等他の債権の有無が不明であるため、空家対策部局において、何らかの措置を行わない限り「利害関係人」となり
得ず、空家が老朽化し、措置が必要になるまで放置するしかないため、所有者が不明若しくは相続人不存在が判明した時点で申立てが
できれば空家対策に有効であると考える。
○当市では、財産管理人制度活用の実績はないが、老朽化した空き家の危険性を考えると、実効性を伴う手法で速やかに対応すること
が望まれる。そのような観点から、早期に「申立権」を付与することは有益であると考える。
○当市においても法定相続人全員による相続放棄がなされた空き家が多数あり、対応に苦慮しているところである。管理不全な状態がほ
とんどのなか、建屋の状態が良く使用できるものも一部あるが、利害関係人が存在しないため、老朽化していくのを何もできずに見ている
だけとなっているケースがある。一方で、危険性が著しく高い空き家に対しては、特定空家等の認定を行うことで、行政が利害関係人とし
て財産管理人の申立が可能になると、提案団体の事例により認識している。提案にある申立権の付与は、危険性が無い所有者不在の空
き家を流通させるために有効なものと考えるが、申立てに伴う裁判所への予納金納付に対する負担軽減があわせて必要と考える。
○すでに相続人が全員相続放棄をしていることが確認されているにも関わらず、特定空家に認定するほど老朽化していない空家が一定
数存在する。そういった空家の解消が期待できる。
○当市には、相続人不存在の特定空家等（母屋・小屋）が存在していたが、市道沿いの小屋が、市道側へ倒壊するおそれがあったため、
略式代執行にて除却を行った。しかし、母屋は依然敷地内に残っており、相続人不存在の案件として対応に苦慮している。現行では、「利
害関係人」として認められる場合でなければ、財産管理人選任の申立てができないこととされているが、直接の利害関係のない場合でも
市が、裁判所へ財産管理人選任の申し立てを行うことができるようになれば、特定空家等の除却を進める上で効果的であると思料される
ため。



別添１
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283 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

土木・建築 特定空家等に
対する代執行時
の動産の取扱
いについての明
確化

空家等対策の推進に関する特別
措置法第14条における代執行時
の特定空家等の中の動産の取
扱いについて、具体的な保管期
間及び保管期間経過後に市町
村長が当該動産を処分できるこ
とを、空家等対策の推進に関す
る特別措置法上に規定していた
だきたい。

代執行時の特定空家等の中の動産の取扱について、空家等対策の推進に
関する特別措置法（以下「法」という）上は規定がなく、ガイドラインにおいて
も、「いつまで保管するかは、法務部局と協議して定める。」とされているにす
ぎず、保管期間等に係る統一的なルールは明確にされていない。
本市においては、本年３月に、法第14条第10項に基づく略式代執行を行い、
その際に当該空家の中に残されていた家財道具等の動産は市の所有施設
の一室に、一時的に保管することとした。
所有施設は普通財産であり、具体的な時期こそ現時点で明確ではないもの
の、近いうちに取り壊される可能性もあり、いつまでも保管しておけるというわ
けではない。
本団体内の法務部局や本団体の顧問弁護士、市の空家対策協議会にも相
談したが、代執行による除却の事例が全国でもまだ少ないこともあり、いずれ
からも明確な回答は得られなかった。
一部の他団体の事例も把握しているが、動産の処分に対して所有者等から
損害賠償請求の訴訟を提起された際に、当該処分が正当に行われたことを
主張するに足る根拠となるものではないと考えている。
以上の支障を解決するため、法上に河川法第75条のような規定を設けるな
ど、保管期間等の統一的ルールを明確にしていただきたい。

代執行時の動産の取扱いについて、保管期間及び保管期間経過
後の処分権限を、空家等対策の推進に関する特別措置法上に明
記することにより、代執行時の動産を適正に管理することができ
る。

空家等対策の推進に関
する特別措置法第14条
「特定空家等に対する措
置」に関する適切な実施
を図るために必要な指
針（ガイドライン）

総務省、国土交
通省

指定都市市
長会

須賀川市、三鷹
市、大垣市、多
治見市、豊橋
市、京都市、八
尾市、神戸市、
松山市、大村
市、宮崎市

○当市においては代執行による事案はないが、代執行の際には動産についての取り扱いについて管理・保管・処分の問題が生じると考
えられ、統一的なルールを設けてほしい。
○代執行を円滑に遂行するためにも、保管期間等の統一的ルールの明確化を望む。統一的なルールを明確にしてほしい。
○当市において同様の支障事例は生じていないが、指摘の通り、空き家特措法では規定が明確になっていない部分があり、法改正の中
で解消されることを期待するものである。
○当市では代執行の実績はないが、今後代執行を検討していくに際し、同様の課題が挙げられる。空家に対する代執行自体の実施件数
は全国的にもまだ少なく、ノウハウ不足が本市を含め未実施自治体が代執行になかな踏み込めない要因と考える。提案どおりに特別措
置法上に規定されることで代執行を躊躇する自治体の後押しになるものと考える。
○平成28年度に略式代執行を実施した際には、特定空家等の中の動産の取り扱いについて明確なルールがなかったため、現地調査の
結果、廃棄物として処理をしたが、保管すべき物かどうか、また、その期間等について指標を示してほしい。
○当市では略式代執行の事例がなく支障事例はないが、代執行時の動産の取り扱いについて、統一的なルールがある方が望ましいと考
える。
○当市では、現在、法第14条に基づく行政代執行や略式代執行の実績はないが、今後、行政代執行等を行う場合に、動産の取り扱いに
苦慮することも想定されることから、空家法に保管期間等の規定を加えることが望ましいと考える。
○当市において行った略式代執行においては、家財一式が全て放置されており、動産の保管場所を確保できずに対応に苦慮した。
動産の取扱いについては代執行を行ううえで大きな妨げになっており、市町村の負担にならないような簡素で統一的な基準が求められて
いる。
○当市においても、同種の案件対応に苦慮することが想定されるため、保管期間等、処分手続きの統一ルールの明確化に賛同する。
また、家屋内にとどまらず、敷地内の放置動産等についても適切な措置をとることができるよう、明示されることを要望する。

287 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

土木・建築 未登記の空き家
に係る不動産登
記法の表題部
記載事項（面
積、建築年、建
物図面等）等に
相当する固定資
産税情報の調
査権限の付与

未登記の空き家について、固定
資産税の課税情報のうち、不動
産登記法の表題部記載事項（面
積、建築年、建物図面等）などに
相当する情報の調査権限を与え
て欲しい。

問題となっている空き家の多くは未登記であり、構造や面積、建築年数を把
握する術がない。法及び平成27年２月26日付け国住備第943号・総行地第25
号により、空き家の情報については、固定資産税の課税情報のうち、所有者
情報に限られており、課税情報からも空き家の属性を知ることはできない。現
行法では特定空家等の措置のための立入調査により、これらを把握する仕組
みとなっている。所有者の同意が得られれば課税情報の閲覧が可能になると
はいえ、必ずしも所有者の同意が得られるとも限らず、昨今の相続放棄が進
む状況下では、空き家の所有者が当該家屋に詳しいとも限らない。
特定空家等に至らない予備軍への適正管理の助言・指導をしているが、空き
家の属性が分からないままに所有者と相談を行っても、解体や利活用の具体
的な提案が難しいため、助言・指導がスムーズに進まない状況となっている。
こうしたことから、不動産登記法にて義務付けられている表題登記を、所有者
が申請していない事実を鑑み、当市の空家等対策条例の制定過程で所有者
情報以外の情報利用について条文を盛り込もうとしたが、空家等対策推進協
議会の弁護士及び市顧問弁護士より、前述の通知に「空家等の所有者（納税
義務者）又は必要な場合における納税管理人の氏名又は名称並びに住所及
び電話番号といった事項に限られる。」と明記されていることを前提に、法に
違反するため不採用となった経緯がある。

特定空家等に至らない予備軍の所有者への助言・指導を円滑に
行うことが可能となり、空き家等の適正管理の促進に繋がる。

空家等対策の推進に関
する特別措置法
固定資産税の課税のた
めに利用する目的で保
有する空家等の所有者
に関する情報の内部利
用等について（平成27年
２月26日付け国住備第
943号・総行地第25号）

総務省、国土交
通省

羽島市 別紙あり 須賀川市、ひた
ちなか市、三鷹
市、川崎市、多
治見市、京都
市、米子市、大
村市、宮崎市

○未登記家屋の情報は、例えば、床面積・建物図面によって解体費用を概算することができ、指導の際の具体的な提案に繋げることがで
きる。また、建築年によって外観からは見えない部分の工法を推測することができ、危険性の判断に有効な情報となる。
○同様の事案について、本市でも対応に苦慮しており、結果的に問題早期解決の妨げになっている。
外観調査だけでは建物属性の情報が乏しく、空き家の利活用に向けた指導の判断材料としても固定資産税の所有者の情報は有効であ
る。
課税情報のうち、不動産登記法の表題部記載事項（面積、建築年、建物図面等）などに相当する情報の調査権限の付与について賛同す
る。
○未登記家屋に係る所有者の特定については、固定資産税の課税情報が有力な手がかりとなるが、固定資産の評価に係る情報につい
て、現法では明確に調査権が与えられていない。推定される所有者が既に亡くなっており、相続人が何代にも渡る場合など、所有者を特
定するのが困難である。　こうしたことから、未登記の空き家について、固定資産税の課税情報のうち、不動産登記法の表題部記載事項
（面積、建築年、建物図面等）などに相当する情報の調査権限を法で明確化することが空き家対策に有効であるため。

296 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

運輸・交通 自家用自動車
による貨物の有
償運送期間の
中山間地域にお
ける規制緩和

現在、道路運送法第78条3項で
認められている貨物の自家用有
償運送は、都市部と地方では物
流サービスの持続可能性が異な
るにも関わらず全国一律の基準
で繁忙期のみ認められている
が、これを中山間地においては、
地方公共団体が主宰する協議会
等において、地域の物流サービ
スの確保のために必要である旨
の協議が整った場合には年間を
通して認めていただきたい。

現在、ドライバー不足により貨物の運送が困難になってきており、中山間地に
おける配達は宅配事業者に負担となってきている。
そのような中、本県では、道路運送法第78条２項による市町村運営の有償運
送において貨客混載を行い、集落の拠点（公民館）まで配達し、拠点から各個
人宅へは宅配事業者から委託を受けた当該地域の自治組織の複数の世話
人が各々が所有する車両を利用して配達する貨物の共助運送の仕組みを検
討中である。
この場合、現行の道路運送法では、普通車の場合、貨物運行管理に係る国
家資格や最低保有台数５台以上等の要件がある一般貨物自動車運送事業
の許可が必要であり、現実的ではない。中山間地における宅配事業は年間
通じて困難な状況にあり、自治組織は年間通じて自家用車による貨物有償運
送を行う必要があるため、この規制緩和がなされなければ、仕組みが構築で
きない。
このケース以外でも、近年、ネット通販の普及から宅急便の取り扱い個数は
急伸しており、中山間地におけるサービス低下も懸念されることから年間通じ
ての貨物輸送の自家用運送が必要である。

貨物の自家用有償運送を年間を通して認めてもらえると、トラック
業界の運転手不足の問題が緩和される。
また、現在検討している仕組みでは、宅配事業のラストワンマイル
を地域自治組織が担うことになるため、人手不足の構造的原因と
なっている再配達業務の緩和につながるとともに、自治組織として
の収益事業が生まれ、集落の自立性が高まり、持続可能な地域
づくりに繋がる。これは道路運送法７８条３項に規定する「公共の
福祉を確保するためやむを得ない場合」に合致するものと思われ
る。

道路運送法第78条
年末年始及び夏季等繁
忙期におけるトラック輸
送対策について（自動車
交通局貨物課長通知、
国自貨第91号平成15年
２月14日、一部改正国自
貨第16号平成26年６月９
日）

国土交通省 鳥取県、滋賀
県、堺市、兵
庫県、神戸
市、和歌山
県、徳島県、
中国地方知
事会

＜添付資料あり＞
鳥取県が目指す貨客混
載の仕組みづくり

― ―
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環境省（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案）

区分 分野 団体名 支障事例

52 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

その他 地域環境保全
基金事業にか
かる経費（旅費）
の認定及び通
知等による明確
化

地域環境保全基金を活用した事
業（例：県民向けの普及啓発事
業）を行う際、現行では事業経費
として認められていない県職員
の旅費を経費として認定するとと
もに通知等において明確化して
いただきたい。

職員旅費は、県内各地で普及啓発イベント等の基金事業を実施するために
必要不可欠な経費であるが、環境省が示した地域環境保全基金質疑応答集
において、基金事業の対象経費として認められないとされており、念のため環
境省にも問い合わせたが、同様の回答であった。このため、今年度事業の実
施に要する職員旅費については、基金の県独自上乗せ部分を活用して捻出
する予定であるが、来年度からは、上乗せ分がなくなるため、対応に苦慮して
いる。
本県では過去に「地域グリーンニューディール基金」を活用した事業を実施し
ており、同基金では職員旅費も事業経費として認められていたことから、地域
住民への普及啓発事業を目的とする地域環境保全基金において、職員旅費
が事業経費として認められないとする現状の運用には疑義がある。
また、地域環境保全基金の財源については本県も２分の１を負担している状
況であり、県議会をはじめ、関係各所から職員旅費に対する基金充当につい
て意見や問い合わせ等があれば、合理的な運用理由を説明する必要がある
が、質疑応答集の内容は交付要綱の規定からは読み取れず、運用の根拠と
して不安を感じている。

・事業に必要な経費について基金を活用することができることか
ら、本県の予算の適正な執行に寄与する。
・旅費の一般財源から捻出するのであれば、予算編成や執行管理
にかかる事務が生じるが、その事務が省略化される。
・運用根拠が明確になれば、適正な事業実施に寄与する。

地域環境保全基金質疑
応答集No.12

環境省 愛媛県、広島
県、徳島県、
高知県

新潟県、兵庫
県、宮崎県

○当県では、これまで職員旅費を必要とする事業への基金充当はなかったが、今後、職員旅費を必要とする事業を実施予定であり、基金
充当が認められなければ、地元等との調整等が困難となり、必要な事業の実施自体が困難となる恐れがある。このため、事業実施に係
る職員旅費を、基金の対象経費とすべきである。
○職員旅費は、普及啓発イベント等の基金事業を実施するために必要不可欠な経費であるが、財政状況が厳しくなる中、一般財源の確
保に苦慮している。
○地域住民への普及啓発事業を目的とする地域環境保全基金において、職員旅費が事業経費として認められないとする現状の運用に
は疑義がある。職員旅費についても事業経費として認められることで、地域環境保全基金のさらなる有効活用に寄与すると考えられる。

63 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

その他 狩猟免状及び
狩猟者登録証
の統一化

狩猟免許の種類ごとに申請を受
け交付している狩猟免状と狩猟
者登録証を、属人的に１つの様
式でまとめることができるよう制
度改正を求める。

現行制度においては、狩猟免状と狩猟者登録証は狩猟免許の種類ごとに交
付を行う必要がある。また上記制度と整合性を取るため、本県では申請書を
各種類別に提出をお願いしている状況にある。
そのため複数の免許や登録を受けている者にとっては、それぞれ複数の狩猟
免状や狩猟者登録証ごとにかかる申請はもちろん、交付された狩猟免状や
狩猟者登録証も複数枚所持することになる。こうしたことから狩猟者の負担は
大きく、１つの狩猟免状、１つの狩猟登録証にまとめることができないか要望
を受けることがある。また本県の事務においても、上記の状況から各種類ごと
に申請書を受け付けし、それぞれ免状等を作成・交付していることから、事務
負担を軽減の観点で、狩猟者と同様の問題意識を持っている。
求める内容のとおり、属人でそれぞれ１つにまとめることができれば、本県で
は狩猟免状の発行枚数を約40％削減、また狩猟者登録証の発行枚数を約
20％削減が期待でき、それに付随する行政事務を軽減・簡素化できると考え
ている。また狩猟者にとっても、免状や登録証の管理がしやすくなるだけでな
く、申請の煩雑さや、仮に紛失した際の再発行手数料の負担の軽減になるな
ど、そのメリットはあるものと考える。

行政事務の負担軽減から事務の効率化を図ることができ、また狩
猟者にとっても申請時等の手続き負担の軽減や狩猟免状や狩猟
者登録証の管理に寄与するもの。

・鳥獣保護管理法43条、
51条１項、56条１項１
号、60条

・鳥獣保護管理法施行
規則48条１項２号及び３
項、58条１項２号及び同
項４号、60条３項、65条
１項３号及び同条５項、
66条１項

環境省 高知県、徳島
県、香川県、
愛媛県

宮城県、新潟
県、軽井沢町

○当県でも、登録申請は各種類別に提出、免状と登録証は種類別に作成するなど、提案県と同様の状況。提案の内容により、申請者の
負担軽減になるとともに、行政事務の軽減・簡素化になると考えられる。

制度の所管
・関係府省

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞
管理
番号

団体名 回答欄（各府省）
所管部署・

担当者連絡先

提案区分
その他

(特記事項)
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例
制度改正による効果

（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効率化等）
根拠法令等
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環境省（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案）

区分 分野 団体名 支障事例

制度の所管
・関係府省

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞
管理
番号

団体名 回答欄（各府省）
所管部署・

担当者連絡先

提案区分
その他

(特記事項)
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例
制度改正による効果

（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効率化等）
根拠法令等

115 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

環境・衛生 高濃度ＰＣＢ廃
棄物の処分手
続きの簡素化又
は対応事例等
の提示

高濃度ポリ塩化ビフェニル（ＰＣ
Ｂ）廃棄物について、処理が迅速
に進むよう、特別措置法施行規
則第26条第１項で定めるＰＣＢ廃
棄物の譲渡等が認められる例外
に、地方公共団体がＰＣＢ所有
者の場合は、確実かつ適正な処
理を前提とした上で、除去工事
業者を当該工事に伴い生ずる廃
棄物の処理に係る事業者とでき
る規定の追加、または、契約など
の事務手続きの簡素化に資する
対応事例等の提示を求める。

高濃度ＰＣＢ廃棄物の処分期限（西日本：令和２年度末）が迫る中、本年９月
末を期限として、国により橋梁等の道路構造物その他の建設工事に関連する
構造物に使用された当該廃棄物の調査がなされている。
国による当該調査の結果、橋梁等の公共施設の塗料に当該廃棄物が使用さ
れていることが判明し、かつ、全国で多量に発見されれば、処理期限も迫る
中、確実かつ適正な処理を前提に、各地方公共団体では迅速な対応が求め
られることになる。
現行、特別措置法施行規則第26条第１項で定める当該廃棄物の譲渡等が認
められる例外に、除去工事業者を当該工事に伴い生ずる廃棄物の処理に係
る事業者とできる規定はなく、廃掃法第21条の３は適用されないため、ＰＣＢ
含有塗膜の除去工事により分離した当該廃棄物の処理を、地方公共団体か
ら当該工事業者に、廃棄物の処理ができる業者であっても直接委託すること
はできない。そのため、①除去工事業者、②特別管理産業廃棄物収集運搬
業者、③唯一の処理施設であるJESCOの３者と各々契約を行う必要があり、
事務手続きは煩雑となり、余計なコストも発生する。
以上を踏まえ、平成31年２月26日付け環境省通知において、「ＰＣＢ廃棄物の
排出事業者に対して一定期間内の適正処理を行う義務を課していることを踏
まえ、ＰＣＢ含有塗膜の除去工事において、その元請業者に当該義務を課せ
ない」旨の記載があるものの、業者選定に当たって保管場所や実績などを審
査、及び契約における確実かつ適正な保管・処理を約定することを前提に、
除去工事業者にＰＣＢ廃棄物を譲渡できるようにしていただきたい。または、
契約などの事務手続きの簡素化に資する対応事例等を提示いただきたい。

ＰＣＢ含有塗膜の除去工事業者に、除去から高濃度ＰＣＢ廃棄物
の処分まで一括して発注できるようになれば、地方公共団体の事
務が効率化し、コストを削減することができる。また、処理期限が
迫る中、対応事例等の提示により処理経験の無い地方公共団体
においても迅速に対応が進むことや、事務負担軽減にも繋がる。

・ポリ塩化ビフェニル廃
棄物の適正な処理の推
進に関する特別措置法
（特別措置法）第17条及
び同法施行規則第26条
第1項
・廃棄物の処理及び清
掃に関す法律（廃掃法）
第21条の３第1項
・塗膜の除去工事に伴
い排出されるポリ塩化ビ
フェニル廃棄物の処理
責任について（平成31年
２月26日付け環境省環
境再生・支援循環局廃
棄物規制課長通知）

環境省 京都府、大阪
府、堺市、神
戸市、和歌山
県、鳥取県、
徳島県

岩手県、山形
県、茨城県、三
鷹市、豊橋市、
小牧市、宮崎県

○ＰＣＢ含有塗膜の除去工事業者に、除去から高濃度ＰＣＢ廃棄物の処分まで一括して発注できるようになれば、地方公共団体の事務が
効率化し、コストを削減することができる。また、処理期限が迫る中、対応事例等の提示により処理経験の無い地方公共団体においても
迅速に対応が進むことや、事務負担軽減にも繋がる。
○本年度、40ヶ所の含有検査を行うが、その後も全て違う事業者と契約することになり非常に煩雑であるので手続きの簡素化は必要だと
考える。
○廃石綿等の取扱いについては、除去工事に当たる元請事業が排出事業者に位置づけられており、同じく特別管理産業廃棄物であるＰ
ＣＢについて、同様の取扱いとすることが望ましい。

環境省等が所管する法令に基づき、地方自治体職員が立入検査を行う際の
身分証明書については個々の法令で定められている。
このため、地方自治体においては一人の職員が複数法令に基づく立入業務
を行うことが殆どであるにもかかわらず、職員一人について約20種類もの身
分証明書を作成しなければならず、特に職員の異動時期には身分証明書の
作成業務によって大きな負担が生じている。
また、立入先の事業所においても複数法令による規制を受けることが多いた
め、職員に適正な立入権限があることを確認するには、一つ一つの立入証を
示す必要があり、迅速な立入検査の妨げとなってしまう。

一目で選択的に立入権限を示すことのできる身分証明証を設ける
ことで、迅速な立入を行うことができ、常時の立入検査、突発的な
事故対応に係る検査のいずれもスムーズに行うことができる。ま
た、身分証明証ごとに異なるサイズの職員写真を複数用意するな
どの事務負担を軽減することができる。

愛知県 札幌市、岩手
県、秋田県、山
形県、福島県、
群馬県、埼玉
県、川越市、川
口市、川崎市、
相模原市、新潟
県、石川県、岐
阜県、豊橋市、
豊田市、京都
府、京都市、島
根県、岡山県、
徳島市、高松
市、愛媛県、松
山市、福岡県、
熊本市、宮崎県

○提案団体と同様の支障が当市でも生じている。１人当たり10数枚の立入証を所持しており、事務手続きが負担となっている。
○例年4月の人事異動の時期には、身分証明書の更新時期とも重なることが多く、立入検査を行う職員に対して、速やかな作成、交付を
行う必要があり、業務に負担が生じる。
○当市においても、職員一人について約10種類の身分証明書を作成しなければならず、特に職員の異動時期には身分証明書の作成業
務によって大きな負担が生じている。
○環境省所管法令の身分証明書は、職員１人あたり約10種類であり、異動時期には作成の負担が大きい。平成30年度は300枚作成し
た。
○当県においても、異動時期には身分証明書の作成業務によって大きな負担が生じている。19種類の証明書をまとめて作成している。
○当市においては、１人の職員が複数法令に基づく立入業務を行うことがほとんどであり、職員一人について約10種類の身分証明書を作
成しなければならない。職員の異動時期には身分証明書の作成業務によって大きな負担が生じている。
○当市においても、１人の職員が複数法令に基づく立入業務を行っており、職員一人について10種類以上の立入検査に係る身分証明書
を作成しなければならず、職員の異動時期には身分証明書の作成業務によって負担が生じている。また、立入先の事業所においても複
数法令の規制を受けていることが多く、各法令に基づく身分証明書を提示する必要があり、迅速な立入検査の妨げとなっている。
○当県でも同様に、職員一人について多くの身分証明書の作成が必要で、特に職員の異動時期には身分証明書の作成業務に多くの負
担を要している。
○当市においても、法や条例毎に身分証明書を作成する必要があり、異動者が多い時期には事務負担が大きなものとなる。また、有効
期限等の管理の面においても、一つにまとめることで容易になるため、制度改正による事務負担の軽減は必要なものと考える。
○当県においても、環境保全や廃棄物対策を所管する部署では、大防法、水濁法、土対法はもちろん、自動車排ガス、ダイオキシン、フロ
ン等をまとめて事務処理することになるが、多いところではこれらすべての身分証明書を転入職員に対し作成することもあり、個別の法律
ごとに作成する現状では、多大な業務負担となっている。また、立入先の事業所でも複数の法令による規制を受けることも多く、このような
場合も、１枚１枚提示する必要があり効率が悪くなっている。以上を踏まえると、実情に即して、検査証の作成や提示する際の効率を考え
て、複数の法律をまとめて１枚の証にする方が合理的である。
○突発的な事故対応等に当たり複数の身分証の提示に一定時間を要し、迅速な対応の妨げとなっている。また、当県では出先機関の職
員が１人で環境省が所管する法令に基づく立入検査業務を複数担っており、例えば、環境保全業務だけで、１人最大15枚の立入検査証
の発行が必要である。毎年度、異動や期限切れに伴う発行作業が職員の負担になっている状況である。制度改正により、立入検査証が
一人につき１枚に緩和されれば、毎年度の発行業務が大幅に軽減され、業務削減に繋げることが可能となる。立入検査証に明記する事
項は、顔写真、有効期限、生年月日、根拠法令等多岐に渡るため、携帯が容易なサイズに収める工夫が必要と考えられる。
○当市においても、環境省等が所管する法令に基づき、１人の職員が複数法令に基づく立入業務を行っており、職員一人につき11種類
の身分証明書を作成している。そのため、職員の異動時期等には身分証明書の作成業務によって大きな負担が生じている。また、立入
先の事業所において、複数法令による規制を受けることが多いことから、立入証の明示に時間を要し、迅速な立入検査の妨げとなってい
る。
○当県でも環境省所管法令関係立入検査身分証明書作成するのに、４月異動による本庁関係課職員、現地機関異動職員全員分を発行
しなければならず、かなりの負担である。また、１人で複数の身分証を有しているため、立入検査身分証証携帯時に複数の身分証を示す
ときも手間である。
○当県も環境管理事務所職員が立入検査を行う際、１つの事業所内に複数の法令の規制を受ける施設があることが多く、その場合複数
の立入証を提示する必要があり、迅速な立入検査に支障が生じている。

95 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

環境・衛生 環境省等所管
法令における立
入検査に係る身
分証明書の統
合

個々の環境省等所管法令に基
づき行う立入検査に係る身分証
明書について、厚生労働省の定
める環境衛生監視員証を参考
に、１枚あるいは可能な限り少な
い枚数の様式へ統合する。

工業用水法第25条第２
項、大気汚染防止法第
26条第３項、水質汚濁
防止法第22条第４項、
農用地の土壌の汚染防
止等に関する法律第13
条第２項、特定工場にお
ける公害防止組織の整
備に関する法律第11条
第３項、自動車から排出
される窒素酸化物及び
粒子状物質の特定地域
における総量の削減等
に関する特別措置法第
41条第５項、ダイオキシ
ン類対策特別措置法第
27条第５項、第34条第３
項、フロン類の使用の合
理化及び管理の適正化
に関する法律第92条第
２項、土壌汚染対策法第
14条第４項、土壌汚染
対策法第54条第７項、
特定特殊自動車排出ガ
スの規制等に関する法
律第30条第５項
温泉法第28条第２項、
第35条第２項、自然公
園法第17条第２項、第
35条第３項、第37条第３
項、第62条第４項、鳥獣
の保護及び管理並びに
狩猟の適正化に関する
法律第75条第５項
廃棄物の処理及び清掃
に関する法律第19条第
３項、浄化槽法第53条
第３項、建設工事に係る
資材の再資源化等に関
する法律第43条第２項、
ポリ塩化ビフェニル廃棄
物の適正な処理の推進
に関する特別措置法第
25条第２項、使用済自
動車の再資源化等に関
する法律第131条第３項
【参考】環境衛生監視員
証を定める省令（昭和52
年厚生省令第１号）

経済産業省、国
土交通省、環境
省



別添１

環境省（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案）

区分 分野 団体名 支障事例

制度の所管
・関係府省

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞
管理
番号

団体名 回答欄（各府省）
所管部署・

担当者連絡先

提案区分
その他

(特記事項)
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例
制度改正による効果

（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効率化等）
根拠法令等

168 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

環境・衛生 外来生物法に
基づく飼養等の
許可制度の規
制緩和

「特定外来生物による生態系等
に係る被害の防止に関する法
律」第５条に規定されている飼養
等の許可に関し付される条件に
ついて、地方公共団体の公益性
を鑑み、報告内容を簡易化する
など、基準の緩和を図ること。

本県では、特定外来生物による農業被害が発生しており、特にクビアカツヤカ
ミキリの被害が増大している。
クビアカツヤカミキリの効果的な防除方法の確立のためには、試験に供する
ために大量の飼養が必要となるが、現状では1頭ずつの増減管理が求められ
ている。
本県が直面しているように年間千頭以上の大量飼養が必要な状況下で、か
つ、逸出防止措置をとっている公共の研究施設内における飼養については、
少数個体の飼養や個人宅での飼養を前提としている管理方法と同様の、１頭
単位、日単位での増減管理を求めることは、必要以上の時間と労力を要し、
本来行うべき試験研究に関する業務の足かせとなっている。
また、クビアカツヤカミキリの幼虫は樹木内部に穿孔して生活するため、外部
から観察しただけでは内部の個体の増減（生死）把握が難しい。
地方公共団体による特定外来生物の研究成果は、地域農家等に還元される
ものであり、民間企業が行う営利目的のものではないことから、機動的な対応
が可能となることを求める。

対象生物の特徴を踏まえた管理方法を設定すること、公共試験研
究機関における適正な管理下での飼養については、報告内容を
簡易なものとする（１日単位の増減管理ではなく月単位や試験終
了時の増減記録にすること、樹木穿孔性の昆虫の場合、採取サン
プル（樹木）毎の管理とすること等）ことなどにより、管理に係る労
力が削減され、効果的な防除や農薬試験等に注力することができ
る。それにより、研究効率が高まり成果も得やすいこと、他の生物
の研究にも注力することができる。
また、生態的特徴を踏まえた上での管理方法を設定することで、そ
の生物の本来の生態に即した環境での農薬の薬効試験等を効率
的に行えるようになるため、更に効果的な駆除方法の確立が可能
となる。

「特定外来生物による生
態系等に係る被害の防
止に関する法律」第５条

「特定外来生物による生
態系等に係る被害の防
止に関する法律施行規
則」第７条

「環境大臣が所掌する特
定外来生物に係る特定
飼養等施設の基準の細
目等を定める件」二十二

農林水産省、環
境省

栃木県、茨城
県、群馬県

愛媛県 ―

288 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

環境・衛生 自然環境整備
交付金の申請
手続きの改善に
ついて

自然環境整備交付金について、
交付申請時の本工事費内訳、測
量設計費内訳等の添付を不要と
すること

【現行制度】
交付申請に係る事業費の添付資料として、本工事費内訳、測量設計費内訳
等を提出しなければならない。

【支障事例】
環境省からの交付金額の内示を受けてから申請作業に取り掛かるが、本工
事費内訳の作成に時間を要するため、交付申請書の提出が５月中旬、交付
決定日の連絡が５月下旬となり、６月に入札を行い、施工業者の決定が７月
中旬となる。工事箇所が山岳地の場合、降雪期、積雪期を避けて工事を行わ
ざるをえないことから工期が７～１０月中旬に限られているが、手続きに時間
を要するため、７月からの事業着手が困難となっている。

（他の交付金と同様に、）交付申請の段階では事業費の概算見積
もりの提出での対応とすることで、施工業者決定までの手続きを６
月中に終えることができるため、７月からの事業着手が可能とな
り、効率的な事業執行が図られる。

自然環境整備交付金交
付要綱

環境省 石川県 福島県、大阪
府、岡山県、島
根県、愛媛県、
宮崎県

○交付申請後、事務担当者から詳細な聞き取り、追加資料の提出を求められ、交付決定まで多くの期間を要し、その結果、事業着手が遅
い時期となるなど支障をきたしている。
○交付申請時に本工事費内訳等を添付しなくてはならないが、内訳作成には他部署への依頼が必要なこともあるなど、作成に時間を要し
ているところである。そのため、交付申請、交付決定、入札を経て、事業着手は８月後半になるなど、早急な事業着手が困難で事業繰越
が発生している。
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